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※

口
絵
写
真
：
平
成
二
十
二
年
度
に
実
施
さ
れ
た
現
地
調
査
に
お
い
て
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
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序

こ
の
と
こ
ろ
、
地
域
住
民
の
高
齢
化
や
少
子
化
に
と
も
な
う
村
社
会
の
伝
統
芸
能
・
民
俗
芸
能
の
衰
退
や
変
容
状
況
に
関
す
る
報
告
が
各
地
か
ら
耳
に
入
る
。

長
崎
県
の
五
島
列
島
一
円
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
「
五
島
神
楽
」
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
平
成
十
三
年
度
に
こ
れ
が
文
化
庁
よ
り
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ

き
無
形
民
俗
文
化
財
に
選
択
さ
れ
、
そ
の
直
後
に
文
化
庁
か
ら
の
助
成
金
を
得
て
、
消
滅
し
た
演
目
の
復
活
な
ど
の
地
元
関
係
者
に
よ
る
再
興
事
業
が
行
わ
れ
た
。

し
か
し
こ
れ
が
一
定
の
成
果
を
挙
げ
た
も
の
の
、
現
地
の
人
口
過
疎
化
の
波
に
は
歯
止
め
が
か
か
ら
ず
、
神
楽
の
今
後
が
心
配
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
当
該
「
五
島
神
楽
」
の
記
録
作
成
・
調
査
報
告
書
作
成
の
ね
ら
い
を
次
の
二
点
に
絞
っ
た
。
ひ
と
つ
に
は
、
と
も
か
く
こ
れ

が
変
容
し
な
い
以
前
に
現
状
の
姿
を
出
来
る
だ
け
詳
細
に
記
録
資
料
化
し
て
後
世
に
そ
な
え
る
こ
と
。
ふ
た
つ
に
は
、「
五
島
神
楽
」
の
意
義
が
こ
れ
ま
で
全
国

的
な
視
点
か
ら
十
分
に
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
少
し
で
も
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
デ
ー
タ
収
集
と
整
理
を
行
っ
て
関
係
方
面
に
情
報
発
信
す
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
五
島
列
島
内
の
関
係
神
社
の
宮
司
や
社
人
、
神
楽
保
存
会
な
ど
関
係
各
位
の
ご
協
力
を
得
て
当
事
業
を
実
施
し
た
。

こ
こ
に
、
上
記
の
ね
ら
い
に
も
と
づ
い
た
調
査
結
果
を
次
の
よ
う
な
か
た
ち
で
と
り
ま
と
め
た
。
ひ
と
つ
目
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
八
ヶ
所
の
神
楽
の
祭

礼
時
に
お
け
る
現
地
調
査
を
も
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
次
第
内
容
の
全
体
を
克
明
に
記
述
し
た
（
第
二
章
）。
ま
た
今
日
宇
久
島
に
お
け
る
当
神
楽
が
中
断
・
廃
絶
状

況
に
あ
る
の
で
、
そ
れ
の
聞
き
取
り
調
査
の
報
告
を
含
め
て
五
島
神
楽
全
般
の
伝
承
状
況
を
整
理
し
て
報
告
し
た
（
第
三
章
）。
さ
ら
に
五
島
列
島
全
二
十
二
神

社
宮
司
へ
の
文
書
形
式
に
よ
る
調
査
の
そ
れ
ぞ
れ
の
回
答
書
を
、
一
覧
表
に
整
理
し
悉
皆
調
査
目
録
と
し
て
掲
載
し
た
（
第
四
章
）。
ふ
た
つ
目
の
ね
ら
い
の
全

国
的
視
点
か
ら
の
「
五
島
神
楽
」
の
位
置
付
け
へ
の
言
及
は
総
説
（
第
一
章
）
で
行
い
、
さ
ら
に
第
二
章
の
個
別
伝
承
の
記
述
の
な
か
で
も
一
部
触
れ
た
。
な
お

当
報
告
書
は
動
態
伝
承
で
あ
る
神
楽
の
も
の
な
の
で
、
代
表
的
な
伝
承
の
芸
態
に
関
す
る
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
添
付
し
た
。

五
島
神
楽
調
査
報
告
書
作
成
委
員
会

委
員
長

星
野

紘
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例
言

本
書
は
、
平
成
二
十
二
年
度
文
化
庁
事
業
「
変
容
の
危
機
に
あ
る
無
形
の
民
俗
文
化
財
の
記
録
作
成


の
推
進
事
業
」
に
よ
っ
て
実
施
し
た
、
平
成
十
三
年
度
の
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
の

民
俗
文
化
財
「
五
島
神
楽
」
の
調
査
報
告
書
で
あ
る
。

長
崎
県
五
島
列
島
各
地
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
「
五
島
神
楽
」
の
う
ち
、
特
色
あ
る
伝
承
地
を
選
び
、



現
地
調
査
を
実
施
し
て
現
状
等
を
記
録
し
た
。
ま
た
、
悉
皆
的
な
目
録
を
作
成
し
調
査
報
告
書
と
し

て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
口
絵
、第
一
章
「
五
島
神
楽
」
総
説
、第
二
章
「
五
島
神
楽
」
現
地
調
査
報
告
、第
三
章
「
五



島
神
楽
」
の
伝
承
状
況
（「
五
島
神
楽
」
の
現
状

中
断
、廃
絶
し
て
い
る
「
五
島
神
楽
」
調
査
報
告
）、

第
四
章
「
五
島
神
楽
」
悉
皆
調
査
目
録
、
第
五
章
「
五
島
神
楽
」
関
係
資
料
（
関
係
資
料
、
調
査
報

告
書
作
成
委
員
会
、
執
筆
者
、
現
地
調
査
日
・
調
査
員
、
協
力
者
・
協
力
機
関
等
一
覧
）
に
よ
り
構

成
さ
れ
る
。

口
絵

本
調
査
で
現
地
調
査
を
し
た
神
楽
の
特
色
的
な
も
の
を
、
カ
ラ
ー
写
真
で
紹
介
し
た
。



第
一
章
「
五
島
神
楽
」
総
説



第
二
章
「
五
島
神
楽
」
現
地
調
査
報
告



現
地
調
査
班
（
調
査
員
一
名
、
記
録
員
一
名
、
計
二
名
）
を
編
成
し
て
神
楽
公
開
日
（
例
大
祭
等
）

に
、
五
島
市
、
新
上
五
島
町
の
八
神
社
の
六
神
楽
（
福
江
五
島
神
楽
、
岐
宿
神
楽
、
玉
之
浦
神
楽
、

富
江
神
楽
、
有
川
神
楽
、
上
五
島
神
楽
）
の
現
地
調
査
を
実
施
し
た
。

●
現
地
調
査
地
図

五
島
列
島
全
図
を
示
し
、
地
図
上
に
現
地
調
査
実
施
地
（
神
社
所
在
地
）
を

記
し
た
。

●
現
地
調
査
日
程
表

今
回
実
施
し
た
現
地
調
査
日
程
を
一
覧
に
し
た
。

●
現
地
調
査
報
告

掲
載
内
容
は
次
の
八
項
目
と
し
、
さ
ら
に
芸
能
写
真
、
関
連
資
料
等
を
紹
介

し
た
。
但
し
一
部
の
項
目
を
統
合
し
た
り
、
項
目
名
を
変
え
た
も
の
も
あ
る
。

①
項
目
の
内
容

見
出
し
に
は
現
地
調
査
を
実
施
し
た
神
楽
の
名
称
と
、〔

〕
内
に
調
査
神
社
を
記
し
た
。

一
、
名
称

土
地
の
一
般
的
な
通
称
（
日
常
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
呼
称
）
と
研
究
者
等
の
呼

称
が
異
な
る
場
合
は
調
査
報
告
書
作
成
委
員
会
で
定
め
た
名
称
を
用
い
た
。
ま
た
特
記
す

べ
き
別
称
が
あ
る
場
合
は
（

）
内
に
記
し
た
。

二
、
伝
承
地

現
地
調
査
を
実
施
し
た
神
楽
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
地
域
を
記
し
た
。
な
お
、
市

町
村
名
は
合
併
等
に
伴
う
変
更
を
取
り
入
れ
た
、
平
成
二
十
三
年
一
月
三
十
一
日
時
点
の

も
の
で
あ
る
。

三
、
期
日
・
場
所

平
成
二
十
二
年
度
調
査
が
実
施
さ
れ
た
期
日
と
場
所
及
び
地
図
を
示
し
た
。

複
数
の
開
催
期
日
、
場
所
が
あ
る
場
合
は
そ
の
ま
ま
示
し
た
。
な
お
、
開
催
期
日
・
場
所

は
主
催
者
の
事
情
に
よ
り
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

四
、
伝
承
組
織

神
楽
の
実
演
組
織
並
び
に
神
楽
伝
承
を
支
え
る
組
織
や
経
済
を
記
し
た
。

五
、
行
事
（
芸
能
）
内
容

平
成
二
十
二
年
度
調
査
時
の
日
程
次
第
、
上
演
演
目
名
、
芸
態
、

上
演
さ
れ
た
演
目
の
詞
章
を
列
記
し
た
。

六
、
由
来
・
信
仰

言
い
伝
え
や
文
献
、
特
殊
用
語
と
そ
の
解
説
を
記
し
た
。

七
、
変
遷

平
成
十
三
年
度
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
の
民
俗
文
化
財
に
選
択
さ

れ
、
ま
た
『
五
島
神
楽
の
研
究
』（
吉
村
政
德
著
）
が
発
行
さ
れ
た
平
成
十
四
年
を
基
点

に
し
て
、
そ
れ
以
前
の
様
子
と
以
後
の
変
遷
等
に
つ
い
て
記
し
た
。

八
、
所
見

写
真
・
図
表
は
、
執
筆
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
も
の
及
び
調
査
報
告
書
作
成
委
員
会
で
挿
入
し
た
も

の
で
あ
る
。

②
表
記
の
統
一

・
本
文
中
の
難
読
語
に
は
適
宜
ル
ビ
を
付
し
た
。

・
主
と
し
て
民
俗
学
の
用
語
等
で
、
項
目
に
よ
っ
て
漢
字
書
き
、
ひ
ら
が
な
書
き
、
カ
タ
カ
ナ
書

き
等
の
相
違
が
あ
る
場
合
が
あ
る
が
、
原
則
と
し
て
執
筆
者
や
地
域
の
慣
用
な
ど
の
表
記
に
従

っ
た
。

・
楽
器
や
装
束
等
は
基
本
的
に
一
般
用
語
に
従
う
が
、
執
筆
者
の
意
向
に
沿
っ
た
。
但
し
、
五
島

神
楽
で
使
用
さ
れ
る
太
鼓
は
「
鋲
打
ち
太
鼓
」
が
主
で
あ
る
が
、
土
地
の
一
般
的
な
通
称
と
し

て
「
胴
長
太
鼓
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
特
記
し
て
お
く
。

・
神
楽
の
演
目
や
役
名
等
は
そ
の
地
の
神
楽
本
等
に
従
っ
た
。（
例
）
み
こ
ま
い
‐
神
子
舞
・
巫

女
舞
、
さ
お
ま
い
‐
左
男
舞
・
佐
男
舞

等

第
三
章


 「

五
島
神
楽
」
の
伝
承
状
況

●
「
五
島
神
楽
」
の
現
状

本
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
五
島
神
楽
の
現
状
を
報
告
し
た
。

●
中
断
、
廃
絶
し
て
い
る
「
五
島
神
楽
」
調
査
報
告

中
断
・
廃
絶
の
危
機
に
あ
る
宇
久
島
の
神

楽
に
つ
い
て
、
調
査
員
が
現
地
に
赴
い
て
聞
取
り
調
査
を
実
施
し
、
内
容
を
報
告
し
た
。

第
四
章


 「

五
島
神
楽
」
悉
皆
調
査
目
録

●
「
五
島
神
楽
」
悉
皆
調
査
目
録

五
島
列
島
に
お
い
て
五
島
神
楽
を
伝
承
す
る
地
域
の
神
社
へ

の
悉
皆
調
査
票
の
回
答
を
基
に
、
調
査
報
告
書
作
成
委
員
会
が
ま
と
め
、
目
録
を
作
成
し
た
。

●
「
五
島
神
楽
」
演
目
一
覧
表

平
成
十
四
年
発
行
『
五
島
神
楽
の
研
究
』（
吉
村
政
德
著
）
に

よ
る
神
楽
演
目
と
、
平
成
二
十
二
年
度
悉
皆
調
査
に
よ
る
神
楽
演
目
を
一
覧
表
で
示
し
た
。

●「
五
島
神
楽
」分
布
図

悉
皆
調
査
の
回
答
が
あ
っ
た
神
社
を
、福
江
島（
五
島
市
）、中
通
島（
新

上
五
島
町
）、
宇
久
島
（
佐
世
保
市
宇
久
町
）
の
地
図
上
に
示
し
た
。

記
録
・
文
献
（
本
文
中
で
使
用
し
た
資
料
等
）
は
、
第
五
章
に
ま
と
め
た
。


平
成
二
十
二
年
度
現
地
調
査
を
実
施
し
た
神
楽
の
芸
態
に
関
す
る
映
像
記
録
（



D
V
D
）
を
添
付
し

た
。

本
報
告
書
作
成
業
務
は
、
文
化
庁
文
化
財
部
伝
統
文
化
課
の
指
導
の
も
と
に
、
社
団
法
人
全
日
本
郷



土
芸
能
協
会
が
行
っ
た
。



目

次
口
絵
写
真

 

 

1

序

 

星
野

紘

 5

例
言

 

 

6

第
一
章
「
五
島
神
楽
」
総
説

 

渡
辺

伸
夫

 9

第
二
章
「
五
島
神
楽
」
現
地
調
査
報
告 

 

 

19

現
地
調
査
地
図

 

 

20

現
地
調
査
日
程
表

 

 

21

現
地
調
査
報
告

 

 

玉
之
浦
神
楽
〔
白
鳥
神
社
〕〈
五
島
市
玉
之
浦
町
〉
 

星
野

紘

 22

岐
宿
神
楽
〔
巖
立
神
社
〕〈
五
島
市
岐
宿
町
〉
 

星
野

紘

 38

富
江
神
楽
〔
富
江
神
社
〕〈
五
島
市
富
江
町
〉
 

久
保
田
裕
道

 52

福
江
五
島
神
楽
〔
樫
ノ
浦 

天
満
神
社
〕〈
五
島
市
平
蔵
町
〉
 

吉
村

政
德

 69

有
川
神
楽
〔
志
自
岐
羽
黒
神
社
〕〈
南
松
浦
郡
新
上
五
島
町
太
田
郷
〉
 久
保
田
裕
道

 80

上
五
島
神
楽
〔
政
彦
神
社
〕〈
南
松
浦
郡
新
上
五
島
町
奈
摩
郷
〉
 
久
保
田
裕
道

 94

上
五
島
神
楽
〔
客
人
神
社
〕〈
南
松
浦
郡
新
上
五
島
町
網
上
郷
〉
 
久
保
田
裕
道

 108

上
五
島
神
楽
〔
青
方
神
社
〕〈
南
松
浦
郡
新
上
五
島
町
青
方
郷
〉
 
久
保
田
裕
道

 114

第
三
章
「
五
島
神
楽
」
の
伝
承
状
況

 

 

127

「
五
島
神
楽
」
の
現
状

 

吉
村

政
德

 128

中
断
、
廃
絶
し
て
い
る
「
五
島
神
楽
」
調
査
報
告

 

 

宇
久
の
神
楽
〔
神
島
神
社
・
宇
久
島
神
社
〕〈
佐
世
保
市
宇
久
町
〉
 
吉
村

政
德

 134

第
四
章
「
五
島
神
楽
」
悉
皆
調
査
目
録

 

 

137

「
五
島
神
楽
」
悉
皆
調
査
目
録

 

 

142

「
五
島
神
楽
」
演
目
一
覧
表

 

 

147

「
五
島
神
楽
」
分
布
図

 

 

148

第
五
章
「
五
島
神
楽
」
関
係
資
料

 

 

149

文
献
資
料

 

 

152

調
査
報
告
書
作
成
委
員
会
、
執
筆
者

 

 

153

現
地
調
査
実
施
日
・
調
査
班

 

 

153

協
力
者
・
協
力
機
関
等

 

 

154

五
島
神
楽
調
査
報
告
書 

芸
態
記
録
D
V
D
目
録

 

 

155

− 7 −



第
一
章
「
五
島
神
楽
」
総

説



− 10 −

「
五
島
神
楽
」
総
説

渡 

辺 

伸 

夫

一

は
じ
め
に

長
崎
県
の
神
楽
は
、
西
海
に
浮
ぶ
島
々
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
。
対
馬
の
命み
ょ
う
ぶ婦
神
楽
、

壱
岐
島
の
壱
岐
神
楽
、
平
戸
島
の
平
戸
神
楽
、
そ
し
て
五
島
列
島
の
五
島
神
楽
で
あ
る
。
ま

ず
、
対
馬
・
壱
岐
・
平
戸
の
神
楽
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

対
馬
に
は
ミ
コ
（
御
子
・
巫
女
・
神
子
）
と
ミ
ョ
ウ
ブ
又
は
ミ
ョ
ウ
ム
（
命
婦
・
妙
舞
・
明
舞
・

宮
舞
・
宮
部
）
と
よ
ば
れ
る
巫
女
の
神
楽
が
あ
っ
た
。
命
婦
家
で
あ
っ
た
島
居
家
文
書
に
、

南
北
朝
時
代
の
文
中
四
年
（
一
三
七
五
）
の
宗
澄
茂
書
状
が
あ
り
、「
上
津
八
ま
ん
の
御
か

く
ら
ま
い
月
十
五
日
こ
と
に
け
た
い
な
く
申
さ
る
へ
し
」
と
あ
る
の
が
初
見
史
料
で
あ
る
。

藩
政
時
代
に
は
神
子
職
と
命
婦
職
と
の
区
別
が
あ
っ
た
。
両
部
習
合
神
道
の
法
者
又
は
験
者

（
祈
祷
師
・
神
楽
師
）
を
統
括
し
て
い
た
の
は
法
者
頭
蔵く
ら
瀬せ

氏
で
、
府
内
と
田
舎
の
法
者
と

神
子
を
束
ね
て
い
た
。
神
職
や
命
婦
の
中
に
は
両
部
兼
帯
と
し
て
蔵
瀬
家
の
差
配
を
受
け
る

も
の
が
い
た
。
神
職
を
差
配
す
る
の
は
総
宮
司
職
の
藤と
う
氏
で
、
命
婦
も
神
楽
師
と
し
て
藤
氏

の
統
括
下
に
あ
り
、
法
者
も
神
楽
師
と
し
て
藤
氏
の
差
配
を
受
け
た
。
こ
の
よ
う
に
神
子
・

命
婦
・
法
者
・
神
職
は
錯
綜
す
る
関
係
に
あ
っ
た
が
、
両
部
兼
帯
と
い
う
実
態
を
理
解
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

対
馬
の
法
者
神
楽
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
万

治
三
年
（
一
六
六
〇
）
六
月
十
五
日
に
下
津
八
幡
宮
（
厳
原
八
幡
宮
）
祗
園
会
神
事
に
ほ
っ

し
ゃ
（
法
者
）
共
平
舞
台
に
て
神
楽
舞
を
仕
り
、
そ
の
前
に
湯
立
を
仕
っ
た
（
宗
家
文
書
、

国
元
表
書
札
『
毎
日
記
』）
と
あ
り
、
法
者
が
湯
立
と
神
楽
舞
を
掌
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

同
八
幡
宮
の
八
月
十
四
日
御
祭
礼
は
八
幡
放
生
会
の
宵
宮
で
、『
対
州
神
社
誌
』
に
よ
る
と
、

こ
の
十
四
日
晩
に
御
神
楽
と
法
者
舞
が
あ
っ
た
。
平
山
東
山
の
『
八
幡
宮
祭
会
記
』
に
よ
る

と
、
法
者
舞
は
、
ま
ず
八
幡
宮
の
神
楽
師
棟
梁
惣
太
夫
で
あ
る
八
島
氏
と
上
津
八
幡
宮
（
木

坂
八
幡
＝
現
・
海
神
神
社
）
の
神
楽
師
棟
梁
一
太
夫
で
あ
る
井
田
氏
が
、
順
々
に
進
み
出
て
、

鈴
の
本
地
や
鎧
の
祝
言
、
幣
の
本
地
、
剣
の
本
地
な
ど
と
呼
ば
れ
る
誦
し
ょ
う

経ぎ
ょ
うを

唱
え
、
注
連
の

舞
な
ど
を
舞
っ
た
。
こ
う
し
た
諸
社
の
祭
の
ほ
か
に
、
先
祖
祭
と
し
て
年
回
忌
に
行
わ
れ
る

霊
祭
神
楽
も
あ
り
、
法
者
と
神
子
が
こ
れ
に
携
わ
っ
た
。
新さ
ら
か
み神
供
養
・
関
渡
し
・
山や
ま
い
れ入
祈
祷

な
ど
と
称
し
た
が
、
新
神
供
養
の
次
第
書
に
よ
る
と
、
国
の
祈
・
迎
六
道
・
野
返
し
・
送
六

道
な
ど
各
種
の
祭
文
が
誦
ま
れ
た
。
目
連
尊
者
の
母
浄
台
女
御
を
主
題
と
す
る
「
願
物
」
や
、

役
の
行
者
が
鬼
界
が
島
に
た
ど
り
着
き
、
人
間
に
障
碍
を
な
す
鬼
た
ち
を
ミ
サ
キ
送
り
す
る

「
役
の
行
者
説
経
」、
坂
上
田
村
麻
呂
が
鈴
鹿
の
鬼
を
退
治
す
る
「
田
村
」
な
ど
説
経
風
祭
文

が
誦
ま
れ
た
の
も
、
こ
う
し
た
霊
祭
神
楽
で
あ
っ
た
。
対
馬
藩
は
島
民
の
分
限
を
越
え
た
先

祖
祭
を
た
び
た
び
禁
止
し
た
が
、
明
治
維
新
の
時
に
法
者
が
廃
止
さ
れ
、
法
者
の
舞
や
霊
祭

神
楽
が
廃
絶
し
、
以
後
命
婦
神
楽
の
み
が
命
脈
を
保
ち
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

壱
岐
神
楽
は
、
す
で
に
中
世
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
に
神
仏
混

淆
の
神
楽
を
改
め
、
唯
一
神
道
（
吉
田
神
道
）
化
し
た
。
こ
れ
は
壱
岐
の
神
職
た
ち
が
唯
一

神
道
の
影
響
を
受
け
て
、
仏
教
的
要
素
を
排
除
し
て
、
卑
俗
的
な
神
楽
か
ら
高
尚
的
な
神
楽

へ
と
改
革
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
神
楽
歌
や
問
答
な
ど
の
詞
章
や
舞
の
手
振
り
な
ど

が
改
訂
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
の
大
き
な
特
色
は
神
楽
歌
に
古
歌
の
引
用
が
著
し
い
こ
と
で

あ
る
。『
万
葉
集
』『
古
今
和
歌
集
』『
宮
中
神
楽
歌
』『
拾
遺
和
歌
集
』『
兼
邦
百
首
歌
抄
』

な
ど
か
ら
神
楽
歌
が
採
用
さ
れ
た
。

演
じ
る
曲
目
の
多
寡
に
よ
り
、
幣
神
楽
・
小
神
楽
・
大
神
楽
・
大
大
神
楽
の
四
種
類
が
あ

る
の
も
壱
岐
神
楽
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
最
も
普
通
に
演
じ
ら
れ
る
の
が
大
神

楽
で
、
二
十
一
番
か
ら
な
り
、
約
五
、六
時
間
を
要
す
る
。

延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
の
『
壹
岐
国
続
風
土
記
』
に
、
八
乙
女
神
楽
が
あ
っ
た
こ
と
が

散
見
す
る
が
、
そ
の
記
事
は
「
八
乙
女
神
楽
舞
如
常
」
と
か
「
八
乙
女
神
楽
舞
あ
り
」
と
あ

る
だ
け
で
、
詳
細
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
中
で
巻
之
二
十
、
壹
岐
郡
箱
崎
邑
の
貴

布
禰
大
明
神
（
在
瀬
戸
浦
）
の
項
に

十
一
月
初
午
日
神
衣
祭
あ
り
。
大
宮
司
御
衣
を
献
し
奉
る
の
後
、（
中
略
）
八
乙
女
神

楽
男
拝
殿
に
祗
承
し
て
、
太
鼓
を
う
ち
、
笛
を
ふ
き
、
調
拍
子
を
合
せ
、
神
楽
を
そ
う

し
奉
る
。
又
同
月
五
日
殿
舎
及
鳥
居
に
忌
竹
を
立
て
、
注
連
を
曳
、
賢
木
を
十
二
方
に

立
て
、
木
綿
四
手
を
つ
け
、
大
野
辺
を
飾
り
、
雲
盤
を
覆
ひ
、
大
宮
司
ハ
神
前
に
進
み
、

祝
詞
を
の
へ
、
幣
帛
を
上
り
、
八
乙
女
神
楽
男
ハ
榊
を
か
さ
し
、
幣
帛
を
さ
さ
け
、
末
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広
を
ひ
ら
き
、
鈴
を
ふ
り
、
夜
も
す
か
ら
歌
舞
、
其
絲
竹
の
音
、
鏗
鏘
に
し
て
、
六
合

に
満
り
。

と
あ
り
、
続
い
て
神
楽
の
曲
目
が
挙
げ
て
あ
る
（
原
割
注
）。

其
四
本
幣
、
二
本
幣
・
注
連
幣
・
懸
幣
・
山
口
礼
志
、
四
弓
二
弓
。
五
方
開
・
神
代
開
・

神
相
撲
・
八
散
米
な
ん
と
い
ふ
名
目
あ
り
。

と
あ
る
の
が
、
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
男
性
の
神
職
舞
で
あ
り
、
八
乙
女
の
舞
で
は
な

い
。
し
か
し
、江
戸
時
代
中
期
に
八
乙
女
神
楽
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

牧
山
数
馬
氏
の『
壹
州
神
楽
考
』に
よ
る
と
、「
神
遊
び
」（
神
楽
次
第
の「
太
鼓
始
」「
荒
塩
」

の
次
に
行
わ
れ
る
曲
）
に
つ
い
て
、
こ
の
神
楽
は
「
八
乙
女
舞
」
と
も
い
い
、
鈴
、
扇
を
採

っ
て
二
人
で
舞
う
。
本
扇
の
手
、
末
は
い
わ
ゆ
る
八
乙
女
舞
独
特
の
舞
で
あ
る
と
い
う
。
男

性
の
神
職
に
よ
っ
て
舞
わ
れ
る
「
八
乙
女
舞
」
と
八
乙
女
神
楽
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
八
乙
女
神
楽
が
「
八
乙
女
舞
」
に
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
壱
岐
神
楽
の

唯
一
神
道
に
よ
る
神
楽
改
革
の
過
程
で
、
本
来
の
八
乙
女
神
楽
が
姿
を
消
し
、
神
職
の
「
八

乙
女
舞
」
と
な
り
、
曲
目
名
も
「
神
遊
び
」
と
変
化
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
ま
だ
推
測
の
域

を
出
な
い
が
、
さ
ら
に
研
究
を
深
め
て
ゆ
き
た
い
。

平
戸
島
で
も
古
く
八
少
女
神
楽
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
文
献
上
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
伊
藤
常
足
著
『
太
宰
管
内
志
』
の
肥
前
之
六
（
松
浦
郡
下
）
志
志
伎
神
社
（
平
戸
市

野
古
に
鎮
座
）
の
項
に
「
志
々
伎
神
社
旧
記
」
が
引
用
さ
れ
年
中
行
事
十
三
ヶ
度
之
事
と
し

て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一

正
月
朔
日
朝
拝
中
宮
下
宮
二
所
在
レ
之
、

一

御
供
上
件
社
前
備
レ
之
職
掌
人
列
坐
酒
肴
盛
レ
之
、

一

同
月
中
大
般
若
経
転
読
、
仁
王
経
転
読
、

一

同
月
十
五
日
御
神
楽
初
并
皷
口
開
、

一

二
月
初
ノ
申
酉
日
御
祭
并
十
五
番
相
撲
会
及
八ヤ

少ヲ
ト
メ女

神
楽
又
他
所
ノ
巫
女
モ
参
二
勤
之
一

御
供
同
前
御
厨
屋
願
所
為
祭
使
参
宮
、

一

二
季
ノ
彼
岸
御
神
楽
、

一

三
月
三
日
御
節
供
御
供
同
前
、

一

五
月
五
日
御
節
供
御
供
同
前
、

一

六
月
十
五
日
御
節
供
御
供
同
前
、

一

一
夏
九
旬
供
花
念
誦
、

一

九
月
九
日
御
節
供
御
供
同
前
祭
使
同
前
及
八
少
女
ノ
神
楽
又
他
所
ノ
巫
女
等
参
二
勤

之
一

一

十
一
月
四
ヶ
度
ノ
御
祭
相
撲
御
供
同
前
、
祭
使
同
前
、
八
少
女
巫
女
同
前
、

一

此
外
為
二
異
国
降
伏
一
大
般
若
転
読
、
仁
王
経
講
読
、
一
千
巻
観
音
経
読
二
誦
之
一
臨

時
御
神
楽
百
番
、
笠
懸
長
日
八
曼
陀
羅
、
右
云
弘
長
四
年
二
月
十
日
当
国
庁
宣
併
志

自
支
見
在
無
レ
実
可
レ
令
二
注
‐
連
之
一
由
被
レ
下
二
院
宣
一
畢
可
レ
令
二
注
進
申
一
云

云

こ
の
旧
記
は
蒙
古
襲
来
の
鎌
倉
時
代
中
期
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
当
時
、
正
月
十
五
日
に

御
神
楽
初
と
皷
の
口
開
け
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
二
月
初
の
申
酉
日
の
御
祭
に
は
八
少
女
神
楽

の
外
に
他
所
の
巫
女
も
参
勤
し
た
こ
と
、
二
季
の
彼
岸
御
神
楽
が
あ
っ
た
こ
と
、
九
月
九
日

御
節
供
に
は
八
少
女
神
楽
と
他
所
の
巫
女
が
参
勤
し
た
こ
と
、
十
一
月
の
御
祭
に
も
八
少
女

と
他
所
の
巫
女
が
参
勤
し
た
こ
と
な
ど
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
平
戸
神
楽
が
成
立

す
る
以
前
の
中
世
に
は
八
少
女
神
楽
と
巫
女
舞
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
神

楽
が
い
つ
頃
ま
で
伝
え
ら
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
中
世
に
お
い
て
八
少
女
神
楽
が
重
要

な
祭
祀
芸
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

平
戸
の
八
少
女
神
楽
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
考
え
て
み
た
い
の
は
志
々
伎
神
社
宮
司
大
鳥

居
家
所
蔵
の
『
志
自
岐
七
社
御
祭
礼
帳
』
に
見
え
る
「
や
を
と
め
」
の
こ
と
で
あ
る
。
本
史

料
は
表
紙
に
「
寛
文
二
甲
辰
天

六
月
神
吉
日
」
と
あ
る
が
、年
号
と
干
支
が
一
致
し
な
い
。

甲
辰
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、寛
文
四
年（
一
六
六
四
）と
な
る
。巻
末
に
嘉
永
三
年（
一
八
五
〇
）

の
年
号
が
あ
り
、
写
し
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
九
月
沖
宮
祭
の
記
事
に
、

同
夕
地
ノ
宮
よ
り
沖
ノ
宮
江
神
楽
あ
ら
し
を
所
堅
二
本
幣
や
を
と
め
幣
納
相
勤
候
事

と
あ
る
。
右
の
「
や
を
と
め
」
は
八
少
女
神
楽
を
さ
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
男
性
神
職

の
「
八
少
女
」
な
の
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
平
戸
神
楽
の
「
や
を
と
め
」
に
関
し
て
は
、
こ

れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
壱
岐
の
八
乙
女
神
楽
と
と
も
に
今
後

の
課
題
に
し
た
い
。

平
戸
神
楽
は
壱
岐
神
楽
と
同
様
に
神
職
神
楽
で
あ
り
、
壱
岐
の
社
家
が
平
戸
松
浦
氏
の
居

城
の
御お
か
ま
ど竈

祭ま
つ
りに

奉
仕
し
、
平
戸
の
社
家
も
そ
の
祭
り
に
加
わ
る
な
ど
両
者
の
関
係
は
深
か
っ
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た
。
両
神
楽
は
相
互
に
交
流
し
影
響
し
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
唯
一
神
道
化
さ
れ
た
神
楽
と
し

て
壱
岐
神
楽
と
平
戸
神
楽
は
と
も
に
そ
の
代
表
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
壱
岐
神
楽
が
曲

目
数
に
よ
っ
て
四
種
類
に
分
け
ら
れ
た
よ
う
に
平
戸
神
楽
も
や
は
り
四
種
類
で
、
小
神
楽
・

中
神
楽
・
大
神
楽
・
大
大
神
楽
で
あ
る
。
諸
社
の
例
大
祭
で
最
も
多
く
演
じ
ら
れ
る
の
は
大

神
楽
で
、
亀
岡
神
社
の
例
大
祭
に
の
み
大
大
神
楽
が
奉
納
さ
れ
る
。

二

五
島
神
楽
の
市い
ち
舞ま
い
（
市
神
楽
）

壱
岐
と
平
戸
が
す
で
に
巫
女
神
楽
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、五
島
で
は
市
舞（
市

神
楽
）
の
名
で
伝
え
て
き
た
。
下
五
島
の
福
江
島
の
福
江
・
岐き

宿し
く

・
玉
之
浦
・
富
江
の
四
神

楽
に
伝
わ
り
、
上
五
島
に
は
な
い
。
古
文
書
な
ど
で
は
市
神
楽
の
名
称
が
一
般
的
で
、
歴
代

の
五
島
藩
主
が
市
神
楽
を
奉
奏
し
て
祈
願
を
行
っ
た
際
の
願
文
な
ど
も
残
さ
れ
て
い
る
。

例
大
祭
の
神
楽
奉
納
で
は
、
最
初
に
こ
の
市
舞
が
奉
奏
さ
れ
る
ほ
か
、
御
神
幸
の
町
廻
り

の
時
に
は
祈
願
を
申
し
込
ん
だ
家
の
前
に
神
輿
を
安
置
し
、
岐
宿
で
は
神
輿
の
前
で
宮
司
の

祝
詞
奏
上
と
市
舞
が
、
玉
之
浦
で
は
家
の
座
敷
で
祝
詞
奏
上
と
市
舞
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
市

舞
が
祈
祷
性
の
強
い
神
楽
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
神
楽
そ
の
も
の
が

祈
祷
性
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
市
神
楽
の
み
奉
納
さ
れ
る
例
が
多
い
こ
と
か
ら

も
市
神
楽
の
祈
祷
性
は
強
か
っ
た
。
こ
の
市
神
楽
の
存
在
が
五
島
神
楽
の
大
き
な
特
色
の

ひ
と
つ
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
市
神
楽
に
は
神
楽
歌
が
う
た
わ
れ
て

い
た
。
神
楽
歌
の
伝
承
が
失
わ
れ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
る
が
、
玉
之
浦
神
楽
の
弘
化
二
年

（
一
八
四
五
）
の
『
神
楽
舞
方
之
本
』
に
は
市
神
楽
の
歌
と
し
て
七
首
が
収
録
さ
れ
て
い
る

の
で
、
次
に
紹
介
す
る
。

一
よ
き
事
を
は
し
む
る
時
ハ
か
せ
ふ
か
す

く
も
の
色
さ
へ
こ
と
に
め
て
た
き

一
さ
い
は
い
の
こ
へ
に
そ
く
た
る
あ
ま
つ
神

い
せ
の
い
わ
戸
ハ
い
ま
ひ
ら
く
か
な
〳
〵

一
ち
わ
や
ふ
る
神
の
い
か
き
に
そ
て
か
け
て

前
ま
つ
開
あ
ま
の
岩
戸
〳
〵

一
い
り
ま
せ
を
き
う
と
し
ら
せ
ば
た
ま
ゆ
か
に

こ
た
な
を
か
い
て
神
を
し
よ
を
し
よ
う
〳
〵

一
よ
い
の
ま
わ
な
に
に
心
の
な
く
さ
み
て

ふ
け
ゆ
く
ま
ゝ
に
ね
や
ま
さ
る
ら
ぬ
〳
〵

一
君
か
よ
の
久
し
か
る
へ
き
た
め
し
に
ハ

か
ね
て
そ
う
へ
し
す
み
よ
し
の
ま
つ
〳
〵

一
ま
い
ら
す
る
ち
よ
の
ミ
か
く
ら
ま
い
ら
す
る

い
ま
ハ
し
よ
う
め
ん
に
う
け
き
こ
し
め
せ
〳
〵

岐宿神楽「伊智舞」（平成 22 年9月19日 巖立神社例祭）

玉之浦神楽「市舞」（平成 22 年 9 月 18 日 白鳥神社例祭）

富江神楽「神女舞」（平成22年10月16日 富江神社例祭）



− 13 −

三

五
島
神
楽
の
宿
借
り
曲
「
山
下
舞
」

長
崎
県
の
島
々
の
神
楽
に
は
、
山
の
神
の
宿
借
り
を
主
題
と
す
る
曲
が
伝
存
し
て
い
る
。

（
一
）
壱
岐
神
楽
「
山
入
舞
」

（
二
）
平
戸
神
楽
「
山
神
舞
」

（
三
）
五
島
神
楽
「
山
下
舞
」

壱
岐
・
平
戸
・
五
島
の
神
楽
に
そ
れ
ぞ
れ
宿
借
り
曲
が
伝
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
注
目
に

値
す
る
。
だ
が
、
伝
承
が
断
片
化
し
た
り
、
内
容
が
変
質
し
た
り
と
、
そ
の
様
相
を
異
に
す

る
。
次
に
そ
の
具
体
例
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

（
一
）
壱
岐
神
楽
「
山
入
舞
」（
天
明
本
）
は
、宿
借
り
問
答
の
古
態
を
残
す
も
の
で
あ
る
。

宿
借
り
問
答
の
中
で
、
山
の
神
は
氏
人
の
問
い
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
山
口

辺
を
通
る
時
に
行
合
っ
た
面
は
九
つ
、
眼
は
十
六
、
足
は
九
つ
持
っ
た
る
も
の
（
山や
ま

黒ご
ろ
う鴉

）

と
、
武
蔵
野
辺
を
通
る
時
に
行
合
っ
た
頭
も
な
く
裾
も
な
く
ま
ん
円
い
も
の
（
野の

槌づ
ち
は
や
ぶ

さ
）
が
山
の
御
神
の
御
供
を
し
て
民
草
の
方
へ
参
り
た
い
と
申
し
た
が
、
是
こ
そ
悪
神
と
思

い
、
七
里
が
外
へ
退
け
て
参
っ
た
。
さ
ら
に
田
原
辺
を
通
る
時
に
行
合
っ
た
年
の
齢
四
十
ば

か
り
、
烏
帽
子
狩
衣
姿
で
左
手
桝
と
鍵
を
持
ち
、
右
手
に
米
を
持
っ
た
老
人
は
田
の
天
神
で

あ
り
、
畑
の
辺
を
通
る
時
に
行
合
っ
た
年
の
齢
十
二
、三
ば
か
り
の
童
子
は
畑
の
神
で
、
と

も
に
同
道
し
た
い
と
い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
民
草
の
た
め
に
め
で
た
き
神
で
あ
る
か
ら
、
直
垂
の

左
右
の
肩
の
上
に
ゆ
り
す
へ
て
参
っ
た
、
と
。
つ
ま
り
、
山
の
神
は
悪
神
を
祓
い
、
善
神
を

伴
っ
て
や
っ
て
来
た
と
語
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
五
天
竺
の
事
、
九
山
八
海
の
い
わ
れ
を
語

り
、
柴
と
榊
葉
を
氏
七
代
の
守
の
神
、
守
護
の
た
め
に
持
参
し
た
と
語
る
。

現
行
壱
岐
神
楽
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
の
改
訂
本
で
あ

る
が
、
こ
の
改
訂
本
に
な
る
と
「
山
入
舞
」
の
曲
名
が
姿
を
消
す
。
弘
化
本
の
神
楽
次
第
に

よ
る
と
、

次
真
坂
木
称
山
之
神

採
坂
木
鈴
一
人
立
舞
、
哥
七
首

次
野
槌

採
篠
一
人
立
舞
、
哥
一
首

と
あ
る
。「
真
坂
木
」（
真
榊
）
が
「
山
之
神
」
と
称
し
た
こ
と
や
、「
野
槌
」
の
詞
章
検
討

に
よ
っ
て
、右
の
「
真
坂
木
」
と
「
野
槌
」
が
も
と
「
山
入
舞
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

天
明
本
と
弘
化
本
を
比
較
す
る
と
、
内
容
の
上
で
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
次
に
弘
化
本
の

改
訂
点
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
１
）
天
明
本
の
宿
借
り
関
係
の
問
答
や
歌
な
ど
は
、弘
化
本
で
す
べ
て
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
天
明
本
で
は
山
の
神
と
村
人
と
の
問
答
に
な
っ
て
い
る
が
、
弘
化
本
の
「
野
槌
」

で
は
山
の
神
と
野
槌
の
問
答
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。天
明
本
の
野
槌
は
一
種
の
妖
怪
の
類
で
、

七
里
が
外
へ
追
払
わ
れ
る
悪
神
で
あ
っ
た
。
弘
化
本
の
野
槌
は
、野
の
神
と
し
て
山
の
神（
弘

化
本
で
は
山や
ま
づ
み
の祇
神か
み

）
の
語
り
を
引
き
出
す
問
答
役
と
な
っ
て
い
る
。

（
３
）
天
明
本
の
山
の
神
は
、
山
口
辺
と
武
蔵
野
辺
で
行
合
っ
た
悪
神
を
祓
い
、
田
原
辺

と
畑
辺
で
行
合
っ
た
善
神
を
伴
っ
て
来
た
と
語
る
。
弘
化
本
に
な
る
と
、
山
の
神
に
よ
る
悪

神
祓
い
の
件
り
を
欠
き
、
田
の
辺
と
畑
の
辺
で
行
合
っ
た
童
子
は
そ
れ
ぞ
れ
穀
物
（
田
か
ら

生
じ
る
穀
物
）
と
畑
つ
物
（
畑
に
で
き
る
物
）
の
守
り
神
と
し
て
、
真
榊
を
立
て
て
祝
い
ま

つ
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。

（
４
）
天
明
本
に
お
け
る
榊
は
山
の
神
の
持
物
で
、
祝
福
の
呪
物
で
あ
る
榊
柴
を
携
え
て

来
訪
す
る
山
の
神
の
姿
が
明
確
で
あ
る
。
山
の
神
は
「
此
柴
は
氏
七
代
の
守
の
神
、
守
護
の

た
め
我
此
柴
を
持
て
参
り
て
候
、今
夜
こ
宵
の
氏
人
の
乾
角
に
能
ね
ん
こ
ろ
に
御
祝
い
候
へ
、

め
て
度
候
」
と
語
る
。
こ
れ
に
対
し
て
弘
化
本
で
は
「
此
真
坂
木
は
諸
人
を
守
り
幸
ひ
給
ふ

皇す
め

神
等
の
御み
た
ま
し
ろ

霊
代
と
す
る
神ひ
も
ろ
ぎ籬

な
れ
ば
神
處
に
う
え
立
て
常と
き
わ磐

に
堅か
き
わ磐

に
祝
ひ
奉
り
、
お

ろ
か
み
給
へ
と
か
し
こ
み
〳
〵
申
」
と
あ
り
、
神
道
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

（
５
）
弘
化
本
の
「
真
坂
木
」
の
神
楽
歌
は
、
古
今
和
歌
集
・
兼
邦
百
首
哥
抄
・
拾
遺
和

歌
集
な
ど
の
古
歌
の
引
用
が
多
い
。
古
歌
引
用
の
神
楽
歌
は
、
弘
化
改
訂
本
の
大
き
な
特
色

に
な
っ
て
い
る
。

現
行
の
「
真
榊
」
は
、
素
面
の
舞
人
の
一
人
舞
で
、
鈴
と
榊
を
持
っ
て
舞
う
。
榊
の
本
地

を
唱
え
る
本
地
舞
を
順
逆
に
巡
っ
て
舞
い
、
次
に
春
夏
秋
冬
の
四
季
を
詠
ん
だ
歌
を
う
た
っ

て
四
方
（
四
隅
）
を
拝
し
な
が
ら
巡
っ
て
舞
う
。
次
の
「
野
槌
」
は
二
人
舞
で
、先
の
「
真
榊
」

が
終
ら
な
い
う
ち
に
鈴
と
笹
束
の
素
面
の
舞
人
（
野
槌
の
神
）
が
出
て
、
真
榊
の
舞
人
（
山

祗
神
）
と
共
に
立
っ
た
ま
ま
一い
ち
ゆ
う揖

し
、
問
答
の
詞
章
を
唱
え
な
が
ら
巡
っ
て
連
舞
を
す
る
。

壱
岐
神
楽
の
宿
借
り
曲
「
山
入
舞
」
は
、
天
明
本
の
如
く
山
の
神
の
宿
借
り
を
主
題
と
す
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る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
弘
化
の
改
訂
に
よ
っ
て
換
骨
奪
胎
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
あ
ま
り
に
も

大
き
な
変
質
は
、
も
は
や
宿
借
り
曲
と
は
い
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

改
訂
も
、
神
楽
の
歴
史
的
変
遷
の
過
程
を
示
す
と
い
う
観
点
か
ら
は
重
要
で
あ
り
、
注
目
す

べ
き
価
値
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

（
二
）平
戸
神
楽「
山
神
舞
」も
、本
来
宿
借
り
曲
で
あ
っ
た
。
現
行
は「
山
之
神
」と
い
い
、

仮
面
の
一
人
舞
で
、
次
の
よ
う
な
語
り
が
あ
る
。

さ
む
候
某
は
、
伊
勢
の
国
神
路
山
猿
田
彦
の
神
と
は
我
事
也
、
高
天
原
よ
り
天
降
り
、

日
本
を
持
ち
給
ふ
事
三
十
萬
年
に
及
べ
り
、
夫
よ
り
此
方
、
我
朝
は
天
照
大
御
神
の
御

領
地
に
て
斎い
つ
き
ま
し
ま
す
、
さ
あ
れ
ば
伊
勢
の
国
百
枝
の
松
千
枝
の
杉
八
百
枝
の
真
榊

に
御
影
向
ま
し
ま
す
其
の
時
御
詠
歌

榊
葉
に
ゆ
ふ
し
て
つ
け
て
誰
か
世
に
神
の
社
と
い
わ
い
初そ
め
け
む

右
は
、
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
の
天
保
十
年
本
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
、
小
異
が
あ
る
に
す
ぎ
な

い
。
右
の
詞
章
か
ら
は
宿
借
り
曲
で
あ
っ
た
こ
と
は
到
底
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と

こ
ろ
が
下
條
氏
所
蔵
の
慶
應
二
年
本
の
「
山
神
舞
」
は
全
く
内
容
を
異
に
し
て
い
る
。
以
下
、

問
答
部
分
の
詞
章
を
掲
げ
る
。

○
田
原
辺
御
通
の
時
、
共
は
何
事
や
有
つ
ら
ん

○
田
原
辺
通
り
の
時
、
年
の
齢
は
七
つ
八
つ
計
の
小
人
と
相
見
へ
、
烏
帽
子
狩
衣
を
召
さ

れ
、
左
の
御
手
に
は
升
と
鍵
と
を
持
ち
、
右
の
御
手
に
は
米
を
持
て
、
山
の
御
神
は
民

草
の
方
へ
賞
遊
に
座
す
か
、
我
等
も
同
道
と
有
、
是
民
草
の
為
に
は
目
出
度
田
の
天
神

と
存
じ
、
弓
手
の
方
へ
奉オ
ギ
タ
テ
マ
ツ
ル

招
祷

○
畠
の
辺
御
通
の
時
と
も
は
何
事
や
有
つ
ら
ん

○
圃
の
辺
の
時
、
年
の
齢
は
十
二
三
計
の
童
、
褐カ
チ
ンの

直
垂
白
打
練
の
綾ア
ヤ
イ藺

笠
を
召
れ
、
山

の
御
神
は
民
草
の
方
へ
賞
遊
に
坐
す
か
、
我
等
も
同
道
と
あ
る
。
是
民
草
の
為
に
は
目

出
度
き
陸
田
の
道
祖
神
と
存
し
、
馬
手
の
方
へ
招
祷
奉
る

○
此
榊
葉
わ
民
草
の
守
護
の
為
に
ぞ
持
来
る
、
乾
の
隅
に
能
懇
に
御
祝
玉
へ

平
戸
神
楽
「
山
神
舞
」
は
、
悪
神
祓
い
の
件
り
を
欠
く
も
の
の
、
全
体
の
形
式
が
壱
岐
神
楽

天
明
本
の
「
山
入
舞
」
と
規
を
一
に
し
て
お
り
、
宿
借
り
曲
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
そ
し
て
「
山
入
舞
」
が
弘
化
改
訂
本
で
は
「
真
榊
」
と
「
野
槌
」
に
大
き
く
改
変
さ
れ

た
の
に
対
し
、
平
戸
神
楽
の
場
合
は
新
た
に
猿
田
彦
神
を
主
役
と
す
る
「
山
之
神
」
を
作
り

上
げ
、
宿
借
り
問
答
の
片
鱗
を
残
し
て
い
た
「
山
神
舞
」
を
止
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

同
じ
宿
借
り
曲
な
が
ら
、
壱
岐
と
平
戸
で
は
宿
借
り
問
答
を
削
除
す
る
と
い
う
点
で
共
通
す

る
が
、
両
者
は
、
一
方
が
他
方
を
参
考
に
す
る
と
か
、
共
同
で
改
訂
を
進
め
る
な
ど
の
こ
と

を
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
異
な
る
改
訂
を
行
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
両

者
は
宿
借
り
問
答
部
分
を
削
除
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
く
ま
で
推
測
の
私
見
で
あ
る
が
、
唯

一
神
道
の
影
響
を
強
く
受
け
た
神
職
た
ち
は
、
高
貴
な
神
が
村
人
に
宿
を
乞
う
と
い
う
行
為

に
何
か
違
和
感
を
覚
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
筑
波
國
風
土
記
』
に
み
え
る
富
士
と
筑

波
の
説
話
な
ど
は
古
典
と
し
て
は
理
解
し
え
て
も
、
現
実
に
神
楽
を
行
う
に
あ
た
っ
て
山
の

神
が
村
人
に
宿
を
乞
う
な
ど
の
局
面
は
許
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
共
通
認
識

が
壱
岐
と
平
戸
の
神
職
た
ち
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
悪
神
祓
い
を
消
去
し
、
本
来

祓
わ
れ
る
べ
き
野
槌
を
野
の
神
と
し
て
昇
格
さ
せ
た
の
も
、
神
楽
に
悪
神
は
不
要
と
す
る
神

楽
の
高
尚
化
が
図
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
解
し
た
い
。

南
九
州
の
薩
摩
・
大
隅
地
方
の
宿
借
り
問
答
が
改
革
の
標
的
と
な
っ
た
の
は
同
じ
理
由
に

よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
旧
薩
摩
藩
領
の
宮
崎
県
高
原
町
祓は
ら
い
が
わ川

神
楽
の
宿
借
り
曲
「
門
境
」

で
は
、
山
の
神
の
宿
借
り
で
は
な
く
、
主
客
逆
転
し
て
山
の
神
に
宿
を
乞
う
形
に
な
っ
て
い

る
の
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。

（
三
）
五
島
神
楽
の
宿
借
り
曲
「
山
下
舞
」
は
、
壱
岐
・
平
戸
・
五
島
の
三
神
楽
の
中
で

宿
借
り
問
答
を
伝
承
し
て
い
る
唯
一
の
神
楽
で
あ
る
。
昭
和
五
十
七
年
、
五
十
八
年
の
調
査

時
に
は
、
五
島
市
岐
宿
神
楽
に
の
み
行
わ
れ
て
、
五ご

社し
ゃ

神
社
・
住
吉
神
社
や
新
上
五
島
町

青あ
お
か
た方
神
社
な
ど
で
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
今
回
の
平
成
二
十
二
年
度
の

調
査
で
は
上
五
島
神
楽
「
山
下
舞
」
が
現
行
曲
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
Ｄ
Ⅴ
Ｄ
に
よ
っ
て

も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
五
島
市
で
も
「
山
下
舞
」
は
現
行
曲
と
な
っ
て
お
り
、

復
活
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
今
回
の
調
査
の
大
き
な
成
果
で
あ
り
、
喜
ば
し
い
こ
と

で
あ
る
。
ま
ず
、
岐
宿
神
楽
「
山
下
舞
」
に
つ
い
て
略
述
す
る
。

は
じ
め
に
舞
子
の
一
人
が
神
前
に
柴
木
一
本
を
立
て
て
控
え
る
。
と
、
黒
シ
ャ
グ
マ
・
襷
・

裁た
っ

着つ
け

袴
に
鬼
杖
を
も
っ
た
荒あ
ら

平ひ
ら

（
鬼
面
）
が
出
て
、
舞
処
を
順
逆
に
巡
っ
た
あ
と
、
太
鼓

の
前
に
神
前
に
向
か
っ
て
坐
り
、
両
手
を
つ
く
。
そ
こ
に
招ま
ね
きと

い
う
烏
帽
子
・
白
張
・
素
面
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の
者
と
宿
借
り
問
答
を
か
わ
す
。

荒
平
「
宿
申
さ
ん
や
、
み
宿
申
さ
ん
や
」

招
 

「（
前
略
）
今
最
も
御
宿
叶
ふ
ま
じ
に
て
候
」

以
下
、
招
の
問
に
答
え
る
形
で
荒
平
は
、
天
神
七
代
の
事
、
天
神
七
代
の
御
代
の
事
、
地
神

五
代
の
事
、
地
神
五
代
の
御
代
の
事
を
次
々
に
語
る
。
さ
ら
に
奥
山
辺
・
中
山
辺
・
山
口
辺
・

野
原
の
辺
・
畑
原
辺
・
田
原
辺
・
大
川
辺
・
大
戸
口
辺
で
荒
平
が
行
き
合
っ
た
善
神
・
悪
神

の
神
々
を
、
そ
れ
ぞ
れ
粢し
と
ぎ
と
白
酒
で
し
っ
か
り
祭
り
鎮
め
て
こ
れ
ま
で
参
っ
た
と
語
る
。
こ

の
あ
と
、
荒
平
と
同
じ
支
度
の
鬼
神
（
鬼
面
）
が
出
て
、
鬼
杖
を
打
合
わ
せ
て
争
っ
た
後
、

次
の
問
答
に
な
る
。
こ
の
時
、
荒
平
は
太
鼓
の
前
に
坐
し
、
両
手
を
つ
く
。

鬼
神
「
今
朝
寅
卯
じ
さ
ん
ぎ
打
て
通
ら
せ
給
ふ
御
神
は
何
の
御
神
に
て
坐
し
ま
す
ぞ
や
」

荒
平
「
今
朝
寅
卯
じ
さ
ん
ぎ
打
て
通
ら
せ
給
ふ
御
神
は
登
毘
の
丞
、
登
毘
の
翁
に
て
坐

し
ま
す
ぞ
や
」

以
下
、
種
々
問
答
が
続
く
。
さ
ら
に
、

鬼
神
「
荒
平
が
御
山
は
何
た
る
山
と
御
聞
き
あ
っ
て
候
」

荒
平
「
荒
平
が
御
山
こ
そ
榊
山
そ
れ
が
し
が
山
に
て
候
」

鬼
神
「
今
朝
市
山
人
の
左
の
御
手
に
は
」

荒
平
「
黄
金
の
笏
を
持
た
せ
」

鬼
神
「
右
の
御
手
に
は
」

荒
平
「
白
金
の
鍵
を
持
た
せ
」

鬼
神
と
荒
平
が
楽
の
囃
子
に
合
わ
せ
て
次
の
歌
を
唱
和
す
る
。

○
他
方
、
端
前
の
を
、
明
け
ず
が
黄
金
の
と
う
そ
う
の
も
と
は
た
り
は
の
人
の
あ
け
る
べ

し
、
あ
く
る
ま
い
ぞ
や
開
く
べ
か
ら
ず

次
に
、
鬼
神
が
柴
の
枝
を
手
荒
に
折
っ
て
柴
を
散
ら
す
、
荒
平
も
同
様
に
柴
を
折
る
。
こ
れ

を
交
互
に
三
回
繰
り
返
し
て
終
る
。

現
在
は
招
の
役
を
演
じ
る
伝
承
者
が
な
く
、
招
不
在
の
ま
ま
荒
平
が
自
ら
の
言い
い
く句

を
述
べ

る
と
い
う
変
則
的
な
形
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
中
山
辺
か
ら
大
戸
口
辺
に
至
る
荒
平
の
言
句

を
省
略
す
る
な
ど
、
演
じ
方
に
断
片
化
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

一
方
、
上
五
島
神
楽
の
「
山
下
舞
」
は
、
詞
章
本
に
よ
る
と
、
は
じ
め
鬼
神
と
問と
い

の
問
答

が
あ
り
、
後
半
に
荒
平
が
登
場
し
、
鬼
神
と
荒
平
の
問
答
に
な
る
。
こ
れ
は
岐
宿
神
楽
の
荒

平
と
鬼
神
が
入
れ
替
っ
た
形
で
あ
る
。
榊
葉
の
い
わ
れ
、
熊
野
権
現
御
山
、
梛
の
木
の
い
わ

れ
を
語
り
つ
つ
舞
い
納
め
る
が
、
最
後
に

荒
平
「
荒
平
の
山
は
何
山
と
御
開
や
っ
て
候
」

鬼

 

「
さ
ん
候
、
荒
平
の
山
こ
そ
ひ
も
ろ
ぎ
の
山
と
承
り
て
候
」

荒
平
「
御
山
の
御
宝
物
を
御
語
り
候
へ
」

鬼

 

「
さ
ら
ば
語
て
聞
せ
申
し
候
は
ん
、
御
山
の
御
宝
物
に
取
り
て
は
、
櫂
八
丁
櫓
八

丁
真
櫛
の
か
つ
ら
七
ま
げ
、
南
お
も
て
に
か
け
か
ぎ
り
、
今
朝
市
山
人
の
左
の

御
手
に
は
白
金
の
御
玉
を
持
た
せ
、
右
の
御
手
に
は
小
金
の
御
笏
を
持
た
せ
」

二
人
「
た
方
他
前
の
こ
が
ね
の
と
ぼ
そ
の
明
津
が
身
と
よ
、
た
れ
や
の
人
よ
あ
く
る
べ

し
、
あ
く
る
ま
じ
と
ぞ
開
く
ま
じ
ぞ
よ
」

最
後
は
荒
平
の
山
の
宝
物
語
り
で
納
め
て
い
る
点
が
面
白
い
。
五
島
神
楽
「
山
下
舞
」
は
、

壱
岐
や
平
戸
の
よ
う
な
神
楽
改
訂
が
最
小
限
に
と
ど
ま
っ
て
、
宿
借
り
問
答
が
伝
承
さ
れ
て

い
る
点
に
五
島
神
楽
の
宿
借
り
曲
の
特
色
と
価
値
が
あ
る
。
宿
借
り
問
答
の
古
態
を
残
し
な

が
ら
も
神
道
的
な
色
彩
が
強
い
点
に
、
や
は
り
改
訂
の
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
壱
岐
神

楽
「
山
入
舞
」
は
、
山
の
神
が
榊
柴
を
携
え
て
来
訪
し
て
宿
を
乞
う
の
で
あ
る
が
、
五
島
神

楽
「
山
下
舞
」
は
、
来
訪
神
的
な
性
格
が
弱
ま

り
、
宿
借
り
の
意
図
も
明
確
で
な
い
。
こ
れ
も

改
訂
後
の
姿
な
の
で
あ
ろ
う
。

五
島
神
楽
に
は
問
答
を
中
心
と
す
る
曲
が
あ

る
。
そ
の
中
で
「
神
通
」
ま
た
は
「
神
図
」
に

登
場
す
る
鬼
が
、
荒
平
と
名
乗
り
、
盗
み
取
ら

れ
た
柴
を
追
っ
て
来
た
と
語
る
。
本
来
は
、
中

国
地
方
や
九
州
地
方
の
荒
平
系
の
鬼
で
、「
柴

鬼
神
」「
柴
荒
神
」
な
ど
の
系
譜
に
連
な
る
も

の
で
、
五
島
神
楽
独
自
の
展
開
を
示
す
一
変
種

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

岐宿神楽「山下舞」（平成 11 年 9 月 16 日 吉村政德氏撮影）
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四

五
島
神
楽
の
「
将
軍
舞
」

壱
岐
神
楽
や
平
戸
神
楽
に
は
「
二
弓
」「
四
弓
」
な
ど
弓
を
持
っ
て
の
採と

り

物も
の

舞ま
い

は
あ
っ
て

も
「
将
軍
舞
」
と
い
う
曲
目
は
な
い
。
五
島
の
上
五
島
神
楽
「
将
軍
舞
」
は
、
現
行
曲
と
し

て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
舞
が
き
わ
め
て
重
要
な
の
は
、
神
が
か
り
を
伝
え
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
素
面
の
一
人
舞
で
、将
軍
殿
の
由
来
を
唱
え
る
う
ち
に
神
が
か
り
す
る
も
の
で
あ
る
。

○
さ
て
、
そ
れ
将
軍
殿
の
こ
う
べ
に
は
月
星
さ
ん
だ
る
ぁ
八
重
の
笠
、
身
に
は
ご
と
く
の

鎧
を
召
さ
れ
、
え
よ
ぎ
の
お
馬
に
御
身
は
横
た
え
て
、
じ
ん
ず
の
つ
き
弓
に
心
か
の
う

の
弦
を
書
け
、
九
行
紋
の
え
び
さ
ね
は
、
五
百
た
ら
じ
の
矢
を
並
べ
、
東
方
に
張
り
や

す
め
、
南
方
に
張
り
や
す
め
、
西
方
に
張
り
や
す
め
、
北
方
に
張
り
や
す
め
、
中
央
に

張
り
や
す
め
、
た
い
ち
が
方
に
も
張
り
や
す
め

将
軍
は
左
手
の
弓
を
つ
き
立
て
、
右
手
の
開
扇
を
高
く
振
り
か
ざ
し
て
は
振
り
下
ろ
す
の

を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
右
の
立た

ち

言ご
と

（
唱
文
）
を
唱
え
る
う
ち
、
次
第
に
跳
び
は
ね
る
。
最
後

は
腰
抱
き
が
出
て
将
軍
を
舞
処
の
外
へ
つ
れ
出
し
て
終
る
。
こ
の
神
が
か
り
に
は
託
宣
を
伴

わ
な
い
。

有
川
神
楽
の
「
将
軍
舞
」
も
上
五
島

と
ほ
ぼ
同
様
の
詞
章
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

神
が
か
り
の
伝
承
の
有
無
に
注
目
し
た

が
、吉
村
政
德
氏
の
『
五
島
神
楽
の
研
究
』

に
よ
る
と
、
や
は
り
か
つ
て
は
神
が
か

り
が
あ
っ
た
。
平
成
二
十
二
年
度
の
調

査
で
は
、
復
活
可
能
曲
と
な
っ
て
い
る

が
、
上
演
は
稀
で
あ
る
と
い
う
。

広
島
県
か
ら
山
口
県
に
か
け
て
分
布
し
て
い
る
十
二
神
祇
系
神
楽
の
「
将
軍
舞
」
も
、
将

軍
が
激
し
く
舞
っ
て
い
る
う
ち
に
神
が
か
り
に
な
っ
て
倒
れ
る
。
こ
れ
を
「
死
に
入
り
」
と

い
う
。
神
が
か
り
し
て
も
託
宣
が
な
い
点
、
上
五
島
神
楽
・
有
川
神
楽
の
「
将
軍
舞
」
と
共

通
す
る
。
有
川
の
「
将
軍
舞
」
が
現
行
曲
で
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
上
五
島
神
楽
「
将

軍
舞
」
は
、
九
州
諸
神
楽
の
「
将
軍
舞
」
で
、
唯
一
神
が
か
り
を
伝
え
る
現
行
曲
と
し
て
重

要
で
あ
る
。

五

富
江
神
楽
の
釜
祓
い
神
事

五
島
神
楽
の
特
色
の
一
つ
に
富
江
神
楽
の
釜
祓
い
神
事
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
他

の
五
島
神
楽
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
神
事
は
夜
神
楽
の
翌
日
、
直な
お
ら
い会
の
前
に
社
務
所

（
宮
司
宅
）
あ
る
い
は
神
楽
宿
の
竈か
ま
どの
前
で
行
わ
れ
る
。
昭
和
六
十
二
年
五
月
、
富
江
町
黒

島
の
鴨
神
社
氏
子
総
代
、
門
下
秀
雄
氏
宅
で
行
わ
れ
た
神
事
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
。

（
１
）
竈
前
に
敷
い
た
茣
蓙
の
上
に
、
社し
ゃ
に
ん人
一
人
が
座
し
、
丼
に
入
れ
た
粢
と
な
ま
す
を
竹

箸
で
は
さ
み
と
り
、
膳
の
四
隅
に
じ
か
に
の
せ
る
。
膳
は
全
部
で
六
膳
で
、
膳
に
盛
っ
て
は

積
み
重
ね
て
ゆ
く
。
終
る
と
今
度
は
六
膳
の
粢
と
な
ま
す
を
元
に
戻
す
。
以
上
の
間
、
他
の

社
人
た
ち
は
左
記
の
唱
え
言
を
十
二
回
繰
り
返
す
。

○
水
神
宮
の
う
ち
み
の
初
穂
は
神
ぞ
召
す
、
し
ょ
う
ぢ
の
む
し
ろ
は
、
き
ね
が
し
く
、
杵

が
な
い
た
ら
鈴
虫
は
チ
ュ
ー
と
云
う
声
た
む
し
ょ
な
る
、
粟
た
ゝ
け
ば
つ
き
も
む
づ
か

し
、
あ
れ
も
い
る
、
ひ
と
み
に
ま
さ
る
く
だ
も
ん
も
な
し
、
ま
ん
ま
る
し
て
月
に
姿

は
似
た
れ
共
、
食く

て
良
い
も
の
は
餅
に
な
る
か
な
、
あ
い
な
ま
す
二
合
半
か
い
そ
う
え
、

か
い
が
な
い
な
ら
こ
ゝ
ろ
ざ
し
、
め
し
山
か
は
ら
の
音
聞
け
ば
流
れ
久
し
や
、
君
の
御

用
か
な

（
２
）
次
に
、
二
つ
の
高
足
膳
に
の
る
木
椀
二
つ
、
茶
碗
に
そ
れ
ぞ
れ
赤
飯
と
粢
・
な
ま
す

を
盛
り
、
盃
に
お
神
酒
を
注
ぐ
。
こ
の
時
、
左
記
の
唱
え
言
を
二
回
繰
り
返
す
。

○
飯
櫃
は
八
つ
、
か
い
は
九
つ
、
ソ
レ
、
盛
り
盛
っ
た
、
又
ち
よ
こ
そ
へ
ー
よ

（
３
）
次
に
、
二
つ
の
高
足
膳
を
神
楽
宿
の
主
婦
と
主
人
に
渡
す
。
こ
の
時
の
唱
え
言
は
、

○
十
二
の
こ
ご
酒
は
誰
に
ゆ
づ
ら
ん
、
宝
を
添
え
て
母
に
ゆ
づ
る
、
母
ば
か
り
た
ら
し
き

も
の
は
よ
も
あ
ら
じ
（
主
人
に
渡
す
時
は
、
右
の
「
母
」
を
「
父
」
に
言
い
か
え
る
）

（
４
）
次
に
、
手
杵
（
上
下
の
丸
太
部
分
に
白
紙
を
巻
く
）
を
前
に
つ
き
立
て
、
東
南
西
北

中
央
の
五
方
に
向
っ
て
唱
え
る
。
こ
の
時
の
唱
え
言
は
、

○
東
方
世
界
悪
や
ら
魔
や
ら
魔
も
な
し
、
悪
業
も
善
劫
も
な
け
れ
共
、
今
日
大
し
だ
ん
な

ん
ど
ん
の
御
身
の
上
に
て
、
く
ぜ
つ
災
難
や
ま
い
事
へ
い
よ
う
ち
ゆ
う
よ
う
、
か
た
な

み
の
国
に
て
ま
し
ま
す
候
と
申
す
。
四
方
千
里
が
浜
に
吠
え
る
犬
ビ
ョ
ウ
ビ
ョ
ウ
（
以

下
、
南
西
北
中
央
同
断
）

上五島神楽「将軍舞」
（平成 22 年 10 月 27 日 政彦神社例祭）



− 17 −

（
５
）
次
に
、
米
八
合
入
り
の
一
升
桝
を
左
手
に
持
ち
、
五
方
に
向
っ
て
、
バ
ラ
バ
ラ
と
米

を
ま
く
。
こ
の
時
の
唱
え
言
は
、

○
東
方
に
う
ち
向
い
て
、
カ
メ
カ
ン
ダ
オ
セ
ラ
イ
タ
、
今
の
た
い
ど
ん
の
前
の
た
い
ど
ん

の
米
の
飯
や
、
バ
ラ
バ
ラ
（
こ
の
時
に
米
を
つ
ま
ん
で
ま
く
）
コ
ッ
テ
の
牛
は
、
又

肥
え
た
い
や
、
ふ
く
れ
た
い
や
、
今
年
の
稲
を
ば
、
ほ
だ
に
二
升
取
っ
て
世
の
中
良
け

れ
ば
、
幸
俵
を
祝
ひ
ゆ
づ
ら
ん
（
以
下
、
南
西
北
中
央
同
断
）

（
６
）
次
に
、
箸
を
六
人
分
十
二
本
の
せ
た
丸
盆
を
両
手
で
つ
か
み
、
五
方
を
向
い
て
盆
を

前
方
に
傾
け
て
、
箸
を
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
こ
ろ
が
し
、
次
に
手
前
に
傾
け
て
同
様
に
箸
を
こ

ろ
が
す
。
こ
の
時
の
唱
え
言
は
、

○
東
方
に
打
向
い
て
、
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ゴ
ロ
（
以
下
、
南
西
北
中
央
同
断
）

（
７
）
次
に
、
社
人
が
「
タ
タ
モ
ヤ
、
タ
タ
モ
ヤ
」
と
言
い
な
が
ら
、
茣
蓙
で
手
杵
を
巻
き

込
み
、家
人
二
人
に
渡
す
。
二
人
が
そ
れ
を
持
っ
て
土
間
か
ら
上
に
あ
が
ろ
う
と
す
る
の
を
、

他
の
社
人
が
あ
げ
ま
い
と
押
し
と
ど
め
る
。
結
局
、
上
に
あ
が
り
納
戸
に
運
び
、
押
入
れ
の

前
に
杵
を
納
め
て
終
る
。

黒
島
で
の
富
江
神
楽
奉
納
は
、
右
の
昭
和
六
十
二
年
を
最
後
に
、
以
後
行
わ
れ
な
く
な
っ

た
が
、
釜
祓
い
神
事
が
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
平
成
二
十
二
年
度
の
調
査
で
確
認

さ
れ
た
。
釜
祓
い
神
事
は
、
ほ
た
け
祭
（
竈
神
祭
・
荒
神
祭
）
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
五

島
市
玉
之
浦
神
楽
の
弘
化
二
年
神
楽
本
に
「
ほ
た
け
祭
」
の
詞
章
が
み
え
る
。
次
に
そ
の
一

部
を
抄
出
す
る
。

一
う
ち
日
の
は
つ
を
ハ
神
そ
め
す
、
し
ゃ
う
し
の
む
し
ろ
ハ
さ
ね
し
る
、
き
ね
や
な
れ
た

る
す
ゝ
む
し
ら
、
ち
よ
と
言
こ
へ
た
へ
せ
さ
る
物

一
あ
た
た
け
ハ
つ
く
も
む
つ
か
し
あ
れ
も
い
る
、
し
と
き
に
ま
さ
る
く
た
者
は
な
し

一
く
も
に
う
つ
ら
う
あ
か
ご
り
う
、
ゆ
き
に
う
（
つ
）
ら
う
し
ら
し
と
き
、
ま
ゝ
し
て
月

に
す
か
た
わ
に
た
れ
と
も
、
く
て
よ
き
者
わ
も
ろ
い
な
る
者

一
鮎
な
ま
す
に
ご
は
ん
か
い
そ
へ
か
い
や
な
れ
た
る
つ（
心
）こ

そ
す
れ

一
さ
か
と
（
の
）
に

酒
ハ
つ
く
り
て
も
ゝ
は
り
や
ち
は
ら
の
酒
ハ
神
そ
め
す
ら
ん

一
め
す
山
川
の
を
と
き
け
ば
な
か
れ
久
氏
の
御
よ
か
そ
ふ

一
さ
か
つ
き
の
の
ぼ
る
と
み
へ
て
く
た
ら
ん
ハ
神
の
し
よ
う
こ
に
め
せ
は
く
た
ら
ん

一
よ
へ
に
つ
く
り
て
け
さ
の
む
酒
ハ
め
ゝ
く
り
の
酒
そ
こ
ハ
い
つ
み
に
く
み
あ
け
そ
み
る

一
十
弍
の
こ
か
ら
け
た
れ
に
ゆ
つ
ら
う
な
た
か
ら
を
そ
へ
て
ナ
ぬ
し
に
ゆ
つ
ら
う（
中
略
）

一
是
よ
り
東
方
に
あ
た
っ
て
ひ
う
と
う
け
の
い
ん
か
福
の
神
ハ
う
ち
に
ほ
へ
入
、
悪
の
神

ハ
ほ
か
に
ほ
へ
出
ひ
く
く
ひ
う

ほ
た
け
祭
の
祭
文
資
料
は
対
馬
に
も
あ
る
。
対
馬
市
豊
玉
町
仁
位
の
国
分
家
文
書
の
中
に

「
ほ
た
け
ま
つ
り
」
の
祭
文
詞
章
が
あ
り
、
寛
永
十
九
歳
壬

申
正
月
吉
日
の
奥
書
を
も
つ
「
か

ま
の
神
の
本
地
」
の
次
に
記
さ
れ
て
お
り
、
竈
神
祭
と
し
て
の
ほ
た
け
祭
の
祭
文
と
み
て
よ

い
。
こ
の
対
馬
と
玉
之
浦
の
詞
章
に
は
共
通
す
る
部
分
が
あ
り
、
同
様
の
祭
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
玉
之
浦
の
ほ
た
け
祭
は
廃
絶
し
て
お
り
、
実
態
が
不
明
で
あ
る
。

釜
祓
い
神
事
の
唱
え
言
は
、
対
馬
や
玉
之
浦
の
ほ
た
け
祭
の
詞
章
と
共
通
し
て
お
り
、
同

類
の
祭
で
あ
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
。
釜

祓
い
神
事
（
４
）
で
は
「
ビ
ョ
ウ
ビ
ョ
ウ
」
と

犬
の
吠
声
で
、
口
舌
（
争
論
）・
災
難
・
病
事
な

ど
を
四
方
千
里
が
浜
へ
駆
逐
す
る
と
い
う
。
玉

之
浦
の
ほ
た
け
祭
で
は
、
犬
が
福
神
を
内
へ
吠

え
入
れ
、
悪
神
を
外
へ
吠
え
出
す
。
そ
の
吠
声

は
「
ひ
く
く
ひ
う
」
で
あ
る
。
犬
の
吠
声
に
よ

っ
て
招
福
攘
災
を
す
る
の
は
寡
聞
に
し
て
他
に

例
を
知
ら
な
い
。
富
江
神
楽
の
釜
祓
い
神
事
は
、

ほ
た
け
祭
の
古
い
姿
を
今
日
に
伝
え
る
も
の
と

し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

六

五
島
神
楽
歌
の
特
色

五
島
神
楽
歌
に
は
古
歌
の
引
用
が
多
い
。
吉
村
政
德
氏
の
『
五
島
神
楽
の
研
究
』
に
よ
る

と
、
古
今
和
歌
集
・
和
漢
朗
詠
集
・
拾
遺
和
歌
集
・
後
拾
遺
和
歌
集
・
金
葉
和
歌
集
・
詞
花

集
・
古
事
記
・
天
文
本
伊
勢
神
楽
歌
・
千
載
和
歌
集
・
諏
訪
神
楽
歌
「
諸
神
勧
請
段
」・
玉

鉾
百
首
な
ど
か
ら
採
用
し
た
歌
が
多
数
に
の
ぼ
る
と
い
う
。

こ
れ
は
唯
一
神
道
の
影
響
を
受
け
た
壱
岐
神
楽
や
平
戸
神
楽
と
共
通
し
て
い
る
が
、
五
島 富江神楽「釜祓い神事」（平成 22 年 10 月 15 日 富江神社例祭）
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の
場
合
に
は
唯
一
神
道
系
の
『
兼
邦
百
首
哥
抄
』
か
ら
の
引
用
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

唯
一
神
道
の
影
響
を
さ
し
て
受
け
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
吉
村
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
国

学
の
影
響
も
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
五
島
神
楽
歌
の
も
う
一
つ
の
特
色
は
、
今
様
風
四

句
神
歌
が
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
梁
塵
秘
抄
』
や
『
伊
勢
天
文
本
神
楽
歌
』
所
収

の
今
様
風
四
句
神
歌
が
、
様
々
に
変
化
し
な
が
ら
も
九
州
諸
神
楽
の
中
に
散
見
す
る
。

た
と
え
ば
、
本
居
宣
長
の
『
玉
勝
間
』
所
収
の
肥
後
国
の
神
楽
歌
に
「
高
所
」
歌
と
し
て

今
様
風
四
句
神
歌
四
首
が
み
え
、
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
歌
わ
れ
て
い
な
い
。

現
行
で
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
宮
崎
県
椎
葉
神
楽
や
諸
塚
神
楽
な
ど
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
意
味

で
も
五
島
神
楽
歌
は
稀
少
な
伝
存
例
で
あ
る
。
有
川
神
楽
「
幣み
て
ぐ
ら帛
」
の
四
句
神
歌
を
次
に
示

す
。○

と
お
ど
お
平た
い
らの

笛
の
竹
は
ん
じ
ょ
に
是
ま
で
揺
ら
れ
来
る

ア
イ
ヤ
揺
ら
れ
来
る

色

よ
き
小
風
に
誘
わ
れ
て

う
つ
の
浪
に
折
ら
れ
揺
ら
れ
ん

○
あ
の
吾
が
殿
を

南
の
表
の
広
縁
に

い
と
げ
の
車
を
や
り
か
け
て

ア
イ
ヤ
や
り
か

け
て

御
祝
い
申
せ
ば

お
手
も
た
ば
ら
ん

お
手
も
た
ば
ら
ん

○
鎮
南
平
の
木
の
下
に

み
め
良
き
妙
体
お
わ
せ
ま
す

ア
イ
ヤ
お
わ
せ
ま
す

主
は
誰

か
と
問
う
た
れ
ば

松
の
浦
葉
の
年
男

○
吾
が
ち
ご
を
学
文
せ
よ
と
て
あ
げ
た
れ
ば

ア
イ
ヤ
あ
げ
た
れ
ば

梅
や
桜
に
た
は
ふ

れ
て

五
葉
の
松
に
花
や
咲
く
ら
ん

花
や
咲
く
ら
ん

七

結
び
に
か
え
て

五
島
神
楽
に
つ
い
て
、
壱
岐
神
楽
や
平
戸
神
楽
を
視
野
に
入
れ
、
そ
れ
と
の
関
連
性
を
考

え
な
が
ら
、
特
色
と
価
値
を
述
べ
て
み
た
。
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
一
）
五
島
神
楽
に
は
市
舞
・
市
神
楽
と
よ
ば
れ
る
巫
女
神
楽
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
二
）
五
島
神
楽
の
宿
借
り
曲
は
、
壱
岐
神
楽
や
平
戸
神
楽
の
よ
う
に
宿
借
り
問
答
を
削
除

す
る
こ
と
な
く
伝
え
て
い
る
こ
と
。

（
三
）
五
島
神
楽
の
「
将
軍
舞
」
に
は
、
神
が
か
り
の
伝
承
が
あ
る
こ
と
。

（
四
）
富
江
神
楽
の
釜
祓
い
神
事
は
、
五
島
の
ほ
た
け
祭
（
竈
神
祭
・
荒
神
祭
）
の
残
存
例

と
し
て
貴
重
で
あ
る
こ
と
。

（
五
）
五
島
神
楽
歌
は
、
古
歌
の
引
用
が
多
い
が
、
一
方
で
、
今
様
風
四
句
神
歌
が
現
行
曲

の
中
で
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
五
島
神
楽
が
近
世
以
前
の
神
楽
歌
を
伝
え
て
い
る
点
で
貴
重

で
あ
る
こ
と
。

右
の
外
、
本
文
で
は
言
及
し
な
か
っ
た
が
、
玉
之
浦
神
楽
の
「
入い
る
鹿か

高た
か
ま
つ松
」
は
、
イ
ル
カ

が
群
れ
て
遊
泳
す
る
様
子
を
舞
う
も
の
で
、
五
島
神
楽
を
含
め
て
他
に
全
く
類
例
が
な
い
。

き
わ
め
て
地
域
的
特
色
を
も
つ
曲
目
で
あ
り
、
貴
重
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

今
後
、
九
州
諸
神
楽
と
の
比
較
研
究
が
さ
ら
に
進
展
す
れ
ば
、
五
島
神
楽
の
特
色
と
価
値

は
、
よ
り
鮮
明
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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五
島
神
楽
保
存
会

渡
辺
伸
夫
「
長
崎
県
五
島
神
楽
資
料
（
一
）」
昭
和
六
十
三
年

早
稲
田
大
学
演
劇
博
物

館
発
行
『
演
劇
研
究
』
第
十
二
号
所
載

渡
辺
伸
夫
「
対
馬
の
芸
能
環
境
」
平
成
十
一
年

厳
原
町
教
育
委
員
会
発
行
『
対
馬

厳
原
町
の
盆
踊
』
所
載

渡
辺
伸
夫
「
壱
岐
神
楽
の
宿
借
り
曲
『
山
入
舞
』
を
め
ぐ
っ
て
─
神
楽
改
革
の
視
点
か
ら
─
」

平
成
十
一
年

京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
発
行
『
民
俗
芸
能

に
お
け
る
神
楽
の
諸
相
』
所
載



第
二
章
「
五
島
神
楽
」
現
地
調
査
報
告



五島列島

宇久の神楽
伝承地域

上五島神楽
伝承地域

岐宿神楽
伝承地域

福江五島神楽
伝承地域

富江神楽
伝承地域

玉之浦神楽
伝承地域

有川神楽
伝承地域

❶❶

❶玉之浦神楽〔白鳥神社〕
❷岐宿神楽〔巖立神社〕
❸富江神楽〔富江神社〕
❹福江五島神楽〔樫ノ浦 天満神社〕
❺上五島神楽〔政彦神社〕
❻上五島神楽〔客人神社〕
❼有川神楽〔志自岐羽黒神社〕
❽上五島神楽〔青方神社〕
❾宇久の神楽〔神島神社〕
宇久の神楽〔宇久島神社〕

❶玉之浦神楽〔白鳥神社〕
❷岐宿神楽〔巖立神社〕
❸富江神楽〔富江神社〕
❹福江五島神楽〔樫ノ浦 天満神社〕
❺上五島神楽〔政彦神社〕
❻上五島神楽〔客人神社〕
❼有川神楽〔志自岐羽黒神社〕
❽上五島神楽〔青方神社〕
❾宇久の神楽〔神島神社〕
宇久の神楽〔宇久島神社〕

❸❸

❹❹

❺❺
❽❽

❼❼

❻❻

❾❾

❷❷

10

（旧宇久町）（旧宇久町）

（旧新魚目町）（旧新魚目町）

野崎島野崎島

六島六島

小値賀島小値賀島

納島納島

斑島斑島

大島大島

中通島中通島

有福島有福島

若松島若松島

頭ヶ島頭ヶ島

奈留島奈留島

久賀島久賀島

福江島福江島

黒島黒島

黄島黄島

赤島赤島

島山島島山島

嵯峨ノ島嵯峨ノ島

椛島椛島

宇久島宇久島

佐世保市佐世保市寺島寺島

（旧上五島町）（旧上五島町）

（旧有川町）（旧有川町）

（旧若松町）（旧若松町）

（旧奈留町）（旧奈留町）

（旧福江市）（旧福江市）

（旧玉之浦町）（旧玉之浦町）

（旧岐宿町）（旧岐宿町）

（旧富江町）（旧富江町）

（旧三井楽町）（旧三井楽町）

（旧奈良尾町）（旧奈良尾町）

小値賀町小値賀町

新上五島町新上五島町

五島市五島市

10

「五島神楽」平成 22 年度現地調査地図

（  ）
は市町名
は旧市町名
は行政区分
は旧市町の行政区分

地図上の番号は現地調査地を示し、次頁日程
表の地図番号の項と対応する。

凡例



白
鳥
神
社
↓
乗
船
↓
井
持
、越
首
、松
の
下
の
各
町
↓

お
旅
所（
玉
之
浦
町
体
育
館
）

お
旅
所
↓
乗
船
↓
向
小
浦
、小
浦
、元
倉
、大
之
元
、

深
浦
の
各
町
↓
乗
船
↓
白
鳥
神
社

富
江
神
社
↓
町
内
↓
事
代
主
神
社
↓
港
↓

仮
宮（
蛭
子
神
社
）

巖
立
神
社
↓
神
社
前
空
き
地
↓
町
内
↓
巖
立
神
社

仮
宮（
蛭
子
神
社
）↓
町
内
↓
仮
宮（
蛭
子
神
社
）

志
自
岐
羽
黒
神
社
↓
太
田
郷
内
↓
志
自
岐
羽
黒
神
社

※

注

記
載
内
容
は
本
調
査
時
の
も
の

１
班
：
調
査
員

星
野
紘
、記
録
員

小
岩
秀
太
郎

２
班
：
調
査
員

久
保
田
裕
道
、記
録
員

森
下
春
夫

３
班
：
調
査
員

吉
村
政
德
、記
録
員

中
村
大
地

４
班
：
調
査
員

久
保
田
裕
道
、記
録
員

小
岩
秀
太
郎

聞
取
り
：
調
査
員

吉
村
政
德

場
所

本
祭（
神
楽
上
演
13
番
）

宵
祭（
神
楽
上
演
17
番
） 

例
祭
祭
典（
神
女
舞
あ
り
）

荒
神
ま
つ
り（
釜
祓
い
神
事
）（
神
女
舞
あ
り
） 

渡
御（
お
下
り
）

神
楽
上
演
７
番

渡
御（
各
巡
幸
先
で
神
女
舞
、新
潮
、獅
子
上
演
あ
り
）

お
上
り（
神
輿
が
富
江
神
社
到
着
後
、神
女
舞
）

例
祭
、神
楽
上
演
７
番

神
幸
祭
・
御
輿
渡
御

神
楽
上
演
16
番

神
楽
上
演
10
番

神
幸
祭
・
御
輿
渡
御
、天
狗
・
獅
子
の
ヤ
バ
ラ
イ

神
楽
上
演
13
番

神
楽
上
演
４
番

祭
典
、神
楽
歌
が
唱
え
ら
れ
る

神
楽
上
演
11
番

御
輿
渡
御

神
楽
上
演
５
番

新
嘗
祭

宮
司
に
よ
る
ヤ
バ
ラ
イ（
希
望
し
た
家
）

神
幸
祭
・
御
輿
渡
御（
巫
女
が
行
列
の
先
頭
に
立
ち
海
水
で
沿
道
を
祓
う
）

神
楽
上
演
16
番

神
楽
上
演
９
番

宮
司
へ
の
聞
取
り
調
査

宮
司
へ
の
聞
取
り
調
査

氏
子
祈
願
祭（
市
舞
あ
り
）

宵
祭（
神
楽
上
演
21
番
）

本
祭
、お
上
り
・
町
巡
り（
家
々
で
市
舞
）〜
着
御
祭

神
幸
祭（
市
舞
、御
霊
移
し
）

船
渡
御
、お
下
り
・
町
巡
り（
家
々
で
市
舞
、陸
尺
踊
り
、獅
子
舞
な
ど
）

着
御
祭（
市
舞
あ
り
）

神
幸
祭（
御
神
楽
、伊
智
舞
、御
霊
移
し
）

村
巡
り（
各
家
、辻
々
で
伊
智
舞
）〜
着
御
祭

白
鳥
神
社
幣
殿

お
旅
所（
玉
之
浦
町
体
育
館
）

巖
立
神
社
幣
殿

お
旅
所（
玉
之
浦
町
体
育
館
）

お
旅
所（
玉
之
浦
町
体
育
館
）特
設
舞
台

巖
立
神
社
舞
殿（
幣
殿
）

富
江
神
社
拝
殿

富
江
神
社
拝
殿

富
江
神
社
宮
司
宅

仮
宮（
蛭
子
神
社
）

仮
宮（
蛭
子
神
社
）↓
富
江
神
社
拝
殿

天
満
神
社
拝
殿

政
彦
神
社
↓
奈
摩
郷
内
↓
政
彦
神
社

政
彦
神
社
拝
殿

政
彦
神
社
拝
殿

客
人
神
社
↓
網
上
郷
内
↓
客
人
神
社

客
人
神
社
拝
殿

客
人
神
社
拝
殿

志
自
岐
羽
黒
神
社
社
殿

志
自
岐
羽
黒
神
社
幣
殿

志
自
岐
羽
黒
神
社
幣
殿

志
自
岐
羽
黒
神
社
社
殿

太
田
郷
内

青
方
神
社
↓
青
方
郷
内
↓
青
方
神
社

青
方
神
社
拝
殿

青
方
神
社
拝
殿

神
島
神
社

宇
久
島
神
社

14
：
30
〜
16
：
30

19
：
00
〜
22
：
30

10
：
30
〜
12
：
00

12
：
10
〜
12
：
45

15
：
00
〜
19
：
45

20
：
30
〜
21
：
50

9
：
00
〜
21
：
00

15
：
00
〜
19
：
30

13
：
00
〜
15
：
00

16
：
00
〜
17
：
00

19
：
00
〜
22
：
00

10
：
00
〜
12
：
00

16
：
00
〜
17
：
00

19
：
00
〜
22
：
00

10
：
00
〜
12
：
00

18
：
30

19
：
00
〜
21
：
30

9
：
30
〜
10
：
30

10
：
30
〜
11
：
30

11
：
30
〜
12
：
30

13
：
30

15
：
00
〜
17
：
00

19
：
00
〜
22
：
00

10
：
00
〜
12
：
00

17
：
00
〜
18
：
00

18
：
30
〜
21
：
30

9
：
00

12
：
00

13
：
00
〜
18
：
00

18
：
00
〜
18
：
30

12
：
30

13
：
30
〜
夕
方

内
容

時
間

１２
月
５
日（
日
）

11
月
３
日（
祝
）
青
方
神
社
例
祭

11
月
２
日（
火
）
青
方
神
社
前
夜
祭

11
月
１
日（
月
）
志
自
岐
羽
黒
神
社
例
祭 

10
月
31
日（
日
）
志
自
岐
羽
黒
神
社
前
夜
祭

10
月
29
日（
金
）
客
人
神
社
例
祭

10
月
28
日（
木
）
客
人
神
社
前
夜
祭

10
月
28
日（
木
）
政
彦
神
社
例
祭

10
月
27
日（
水
）
政
彦
神
社
前
夜
祭

10
月
21
日（
木
）
天
満
神
社
例
大
祭

10
月
17
日（
日
）
富
江
神
社
例
大
祭
４
日
目

10
月
16
日（
土
）
富
江
神
社
例
大
祭
３
日
目

10
月
15
日（
金
）
富
江
神
社
例
大
祭
２
日
目

10
月
14
日（
木
）
富
江
神
社
例
大
祭
１
日
目（
宵
宮
）

９
月
20
日（
祝
）
巖
立
神
社
例
大
祭
２
日
目

９
月
20
日（
祝
）
白
鳥
神
社
例
大
祭
３
日
目

９
月
19
日（
日
）
白
鳥
神
社
例
大
祭
２
日
目

９
月
19
日（
日
）
巖
立
神
社
例
大
祭
１
日
目

９
月
18
日（
土
）
白
鳥
神
社
例
大
祭
１
日
目

調
査
期
日（
平
成
22
年
）

宇
久
の
神
楽﹇
神
島
神
社
﹈

上
五
島
神
楽﹇
青
方
神
社
﹈

有
川
神
楽﹇
志
自
岐
羽
黒
神
社
﹈

上
五
島
神
楽﹇
客
人
神
社
﹈

上
五
島
神
楽﹇
政
彦
神
社
﹈

福
江
五
島
神
楽﹇
樫
ノ
浦
天
満
神
社
﹈

富
江
神
楽﹇
富
江
神
社
﹈

岐
宿
神
楽﹇
巖
立
神
社
﹈

玉
之
浦
神
楽﹇
白
鳥
神
社
﹈

岐
宿
神
楽﹇
巖
立
神
社
﹈

玉
之
浦
神
楽﹇
白
鳥
神
社
﹈

神
楽
名〔
調
査
神
社
〕

佐
世
保
市
宇
久
町
平

新
上
五
島
町
青
方
郷

新
上
五
島
町
太
田
郷

新
上
五
島
町
網
上
郷

新
上
五
島
町
奈
摩
郷

五
島
市
平
蔵
町

五
島
市
富
江
町

五
島
市
岐
宿
町
岐
宿

（
白
鳥
神
社
例
祭
途
中
）巖
立
神
社
調
査
へ
向
か
う 

五
島
市
玉
之
浦
町
玉
之
浦

（
巖
立
神
社
例
祭
途
中
）白
鳥
神
社
調
査
へ
向
か
う

五
島
市
岐
宿
町
岐
宿

五
島
市
玉
之
浦
町
玉
之
浦

調
査
地

１２
月
５
日（
日
）

宇
久
の
神
楽﹇
宇
久
島
神
社
﹈

佐
世
保
市
宇
久
町
神
浦

❽❾ ❼ ❻ ❺ ❹ ❸ ❷ ❶ ❷ ❶
地
図
番
号

４班聞取り ３班 ２班 １班
調
査
班

現
地
調
査
日
程
表（
平
成
二
十
二
年
度
実
施
）

10



− 22 −

玉た
ま

之の

浦う
ら

神か

楽ぐ
ら

〔
白し
ら

鳥と
り

神じ
ん

社じ
ゃ

〕

星
野

紘

一

名
称

玉
之
浦
神
楽
（
白
鳥
神
社
神
楽
）

二

伝
承
地

長
崎
県
五
島
市
玉
之
浦
町

白
鳥
神
社
と
兼
務
社
の
あ
る
地
域

＊
以
下
に
平
成
二
十
二
年
度
現
地
調
査
を
実
施
し
た
白
鳥
神
社
例
大
祭
に
お
け
る
玉
之
浦

神
楽
の
報
告
を
す
る
。

三

期
日
・
場
所

白
鳥
神
社
例
大
祭

九
月
の
第
三
日
曜
日
を
例
祭
日
と
し
そ
の
前
後
三
日
間

＊
平
成
二
十
二
年
度
は
九
月
十
八
日
、
十
九
日
、
二
十
日

九
月
十
八
日

神
幸
祭
（
白
鳥
神
社
）、
神
輿
の
町
巡
り
、
前
夜
祭
（
玉
之
浦
体
育

館
内
の
お
旅
所
）

九
月
十
九
日

お
旅
所
（
神
輿
）
前
で
の
祭
典
、郷
民
祈
願
祭
及
び
神
楽
（
舞
神
楽
）

九
月
二
十
日

町
巡
り
と
お
上
り
、
着
御
祭
（
白
鳥
神
社
）

四

伝
承
組
織

（
一
）
実
演
者

平
成
十
四
年
発
行
の
『
五
島
神
楽
の
研
究
』（
吉
村
政
德
著
）
に
よ
れ
ば
、
演
者
組
織
と

し
て
は
旧
来
、
宮
司
の
ほ
か
に
八
～
十
家
の
社し
ゃ
に
ん人

の
家
の
者
、
そ
れ
に
神み

子こ

と
が
担
当
し
て

い
た
が
、
平
成
十
四
年
当
時
は
、
宮
司
の
ほ
か
に
四
家
四
人
の
社
人
と
三
人
の
氏
子
青
年
、

そ
れ
に
神
子
と
で
実
施
し
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
た
。
今
日
で
は
そ
れ
が
、
宮
司
（
宗
邦
治

氏
）
の
ほ
か
に
二
人
の
社
人
、
そ
れ
に
白
鳥
神
社
神
楽
保
存
会
会
員
、
さ
ら
に
小
中
学
生
の

神
子
と
が
担
当
し
て
い
る
と
い
い
、保
存
会
会
員
が
演
技
を
や
ら
な
い
会
長
（
山
口
幹
夫
氏
）

等
を
含
め
て
十
九
名
で
あ
る
と
い
う
。
従
来
の
世
襲
の
家
の
社
人
体
制
か
ら
一
般
人
の
加
わ

る
保
存
会
制
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
解
る
。
な
お
保
存
会
会
員
で
か
つ
て
郷
の
青
年

団
長
を
勤
め
た
こ
と
の
あ
る
小
浦
喜
久
重
氏
（
昭
和
二
十
七
年
生
ま
れ
）
に
よ
れ
ば
、
昭
和

五
十
年
に
青
年
団
内
に
郷
土
芸
能
保
存
会
が
結
成
さ
れ
て
い
て
、
平
成
十
三
年
度
に
五
島
神

楽
が
国
の
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
民
俗
文
化
財
に
選
択
さ
れ
た
時
、
そ
の
郷

土
芸
能
保
存
会
の
一
部
が
白
鳥
神
社
神
楽
保
存
会
と
な
っ
た
と
い
う
。

（
二
）
参
与
者
と
祭
り
の
経
済

玉
之
浦
郷
に
は
約
三
七
〇
世
帯
お
お
よ
そ
八
百
人
の
氏
子
が
い
て
（
神
道
以
外
を
信
仰
し

て
い
る
家
は
除
く
）、
宮
総
代
を
選
出
し
て
い
る
（
現
総
代
会
代
表
は
唐
津
隆
一
氏
）。

祭
り
の
経
費
は
練
習
時
の
か
か
り
を
除
い
て
約
七
十
万
円
ほ
ど
で
あ
り
、
そ
れ
を
氏
子
か

玉之浦支所
・

文
市立玉之浦
小学校

玉之浦局
〒

蛭子崎

井持

小浦
向小浦

玉之浦町玉之浦

玉之浦湾

西万寺

50

白鳥神社

船渡御
のルート

白鳥神社

神社本殿より玉之浦湾を望む

白鳥神社（左）と玉之浦中心地（奥）
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ら
の
寄
付
金
、
神
輿
の
町
巡
り
の
折
り
に
神
楽
祈
願
を
行
っ
た
家
か
ら
の
神
札
料
、
お
初
穂

料
（
平
成
二
十
二
年
は
当
初
約
百
戸
か
ら
神
楽
の
希
望
が
あ
っ
た
が
、
不
祝
儀
の
家
や
そ
の

親
戚
筋
か
ら
中
止
の
申
し
出
が
多
か
っ
た
由
）、
そ
れ
に
郷
予
算
か
ら
白
鳥
神
社
神
楽
保
存

会
へ
の
助
成
金
で
ま
か
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

五

行
事
（
芸
能
）
内
容

（
一
）
次
第
・
日
程

①

九
月
十
八
日

神
幸
祭
（
白
鳥
神
社
）、
町
巡
り
と
前
夜
祭

午
後
一
二
時
過
ぎ
、
白
鳥
神
社
（
鎮
座
地
は
玉
之
浦
町
玉
之
浦
字
御
嶽
）
の
幣
殿
に
て
神

主
と
祭
祀
補
佐
役
の
社
人
な
ど
に
よ
り
神
幸
祭
の
式
次
第
が
執
り
進
め
ら
れ
、
神
子
に
よ
る

「
市い
ち
舞ま
い
」
が
舞
わ
れ
た
。
そ
の
後
神
主
に
よ
り
神
殿
か
ら
拝
殿
の
神
輿
へ
の
御
霊
移
し
が
あ

っ
て
、
神
輿
が
社
殿
外
に
運
び
出
さ
れ
、
神
輿
へ
の
鳳
凰
の
金
飾
り
の
取
り
付
け
な
ど
の
諸

準
備
の
後
、
陸ろ
く

尺し
ゃ
くと
称
さ
れ
る
若
者
に
担
が
れ
た
神
輿
を
中
心
に
行
列
を
仕
立
て
て
参
道

石
段
を
下
り
、
鳥
居
を
出
て
左
折
し
て
船
着
き
場
に
行
き
、
そ
こ
か
ら
船
渡
御
を
し
て
対
岸

の
井い

持も
ち

へ
向
か
っ
た
。
昭
和
初
期
ま
で
は
海
上
に
小
舟
を
並
べ
て
そ
の
上
を
御
輿
を
担
い
で

渡
っ
て
行
っ
た
と
い
う
。
な
お
行
列
は
獅
子
、
神
主
、
神
子
、
社
人
、
神
輿
と
担
ぎ
手
の
陸

尺
、
鋲
打
ち
太
鼓
二
個
の
叩
き
手
と
担
ぎ
手
、
笛
役
、
金
幣
、
神
札
を
入
れ
た
箱
持
ち
、
榊

持
ち
、
お
神
酒
持
ち
な
ど
な
ど
で
あ
る
。

町
巡
り
は
井
持
、
越こ
し
く
び首
、
松
の
下
の
各
町
で
、
要
望
の
あ
っ
た
家
か
ら
の
祈
願
（
神
楽
と

称
さ
れ
る
）
の
様
子
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
当
該
家
の
門
前
に
神
輿
が
止
ま
る
と
、神
主
、

神
子
、
宮
総
代
な
ど
が
そ
の
家
に
あ
が
り
込
み
、
ま
ず
神
主
が
家
の
中
よ
り
外
の
神
輿
に
向

か
っ
て
祝
詞
を
あ
げ
、
そ
の
間
、
神
子
が
神
主
の
背
後
で
「
市
舞
」
を
舞
う
。
次
い
で
神
主

が
金き
ん

幣ぺ
い

を
手
に
し
て
当
家
の
者
の
頭
や
身
体
を
な
で
る
金
幣
拝
戴
の
儀
が
あ
る
。
ま
た
「
白

鳥
神
社
御
神
楽
大
麻
」
と
書
か
れ
た
神
札
を
家
主
は
戴
く
。
な
お
当
該
家
で
は
縁
側
か
玄
関

に
、
あ
ら
か
じ
め
盆
に
米
・
塩
・
酒
・
肴
を
そ
れ
ぞ
れ
小
皿
に
も
っ
た
も
の
を
用
意
し
て
こ

の
儀
に
供
え
た
。
式
次
第
が
済
む
と
家
に
上
が
り
込
ん
だ
者
た
ち
に
酒
、肴
の
接
待
が
あ
り
、

門
前
に
待
機
し
て
い
た
行
列
の
一
行
に
対
し
て
も
ビ
ー
ル
や
ジ
ュ
ー
ス
そ
の
他
の
差
し
入
れ

接
待
が
あ
っ
た
。
未
だ
残
暑
の
残
る
時
期
で
あ
っ
て
、
汗
だ
く
の
陸
尺
そ
の
他
一
同
は
大
い

に
の
ど
を
う
る
お
し
て
い
た
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
祈
願
の
家
ご
と
に
続
く
た
め
、
神
輿
の

歩
み
は
の
ろ
か
っ
た
。
家
の
中
で
の
主
立
ち
役
へ
の
接
待
が
長
引
い
て
い
る
時
な
ど
に
は
、

陸
尺
た
ち
に
よ
る
即
興
の
踊
り
が
ヨ
ー
ト
コ
ヨ
ー
マ
イ
の
掛
け
声
と
と
も
に
踊
ら
れ
た
（
神

輿
の
金
飾
り
を
外
し
て
そ
れ
を
採
り
物
と
し
た
り
し
て
）。
ま
た
獅
子
舞
を
模
し
た
も
の
を

も
演
じ
て
い
た
。
夕
刻
六
時
過
ぎ
当
日
予
定
の
祈
願
者
の
家
の
巡
り
を
終
え
て
、
玉
之
浦
体

育
館
内
の
一
隅
（
お
旅
所
）
に
神
輿
を
安
置
し
て
着
御
祭
が
執
り
行
な
わ
れ
、「
市
舞
」
が

舞
わ
れ
て
当
日
の
行
事
を
終
え
た
。

②
九
月
十
九
日

お
旅
所
（
神
輿
）
前
で
の
祭
典
、
郷
民
祈
願
祭
お
よ
び
舞
神
楽

午
後
五
時
か
ら
玉
之
浦
体
育
館
内
に
安
置
さ
れ
た
神
輿
の
前
で
氏
子
祈
願
祭
が
開
始
さ
れ

た
。
修
祓
、
祝
詞
奏
上
な
ど
の
式
次
第
の
後
、
神
子
に
よ
る
「
市
舞
」

が
舞
わ
れ
、小
学
生
四
人
に
よ
る
「
浦
安
の
舞
」
が
付
け
加
え
ら
れ
、

参
列
者
一
同
に
よ
る
玉
串
奉
奠
が
あ
り
、
神
札
配
り
や
お
神
酒
戴
き

が
あ
っ
た
。

夕
食
休
憩
の
後
六
時
半
よ
り
ま
た
祭
式
次
第
が
あ
っ
て
、
神
輿
前

の
舞
座
（
畳
敷
）
に
て
二
十
一
番
の
神
楽
（
舞
神
楽
）
の
上
演
が
あ

幣殿での市舞

船渡御で神社対岸の集落へ

陸尺・神輿が町巡りに向う

船に乗り込む神幸祭一行

お旅所（玉之浦体育館）

神主の祈願と背後での市舞

陸尺踊り

金幣拝戴の儀

着御祭
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（
二
）
演
目
・
芸
態

九
月
十
九
日
に
演
じ
ら
れ
た
神
楽
の
演
目
の
芸
態
に
関
し
て
、
神
輿
前
の
舞
座
を
中
心
と
し
た

施
設
の
概
要
図
を
こ
こ
に
記
し
て
お
く
（
以
降
の
神
楽
演
目
の
芸
態
が
た
ど
る
方
角
に
関
連
す
る
）。

天
井
か
ら
は
約
九
十
セ
ン
チ
四
方
の
錦き
ん
蓋か
い
が
吊
さ
れ
る
。
そ
の
内
側
に
は
日
形
月
形
雲
形

を
か
た
ど
っ
た
色
紙
を
貼
り
、
蓋
の
上
部
に
は
切き
り
麻ぬ
さ
を
載
せ
て
お
き
、「
幣み
て
ぐ
ら帛
」
な
ど
の
演

目
の
時
に
こ
れ
を
ゆ
す
っ
て
散
ら
す
。
参
拝
者
側
舞
台
正
面
（
舞
台
の
南
西
方
面
）
に
鋲
打

ち
太
鼓
二
つ
が
置
か
れ
、
そ
の
間
に
鈴
、
扇
な
ど
の
採
り
物
を
載
せ
て
お
く
八
足
の
案
が
置

い
て
あ
る
。

以
下
に
各
神
楽
演
目
の
名
称
、
衣
裳
扮
装
、
採
り
物
、
芸
態
な
ど
の
上
演
次
第
を
記
す
が
、

芸
態
の
記
述
に
あ
た
っ
て
は
、「
市
舞
」「
左さ

男お

舞ま
い

」「
村む
ら

直な
お
し」「

祓は
ら
い」「

御お

潮し
お

舞ま
い

」「
小こ

弓ゆ
み

」

「
柴し
ば

取と
り

」「
三み
つ
る
ぎ剣

」「
入い
る

鹿か

高た
か
ま
つ松

」「
大だ
い
こ
く黒

舞ま
い

」「
山や
ま

狂き
ょ
う
げ
ん

言
」「
幣
帛
」
に
つ
い
て
は
詳
細
に
記

す
の
で
、
右
の
舞
座
の
概
要
図
を
参
考
と
し
て
ほ
し
い
。
な
お
、
こ
こ
で
芸
態
の
詳
細
記
述

を
し
て
い
な
い
「
四よ

剣つ
る
ぎ」「
長な
ぎ
な
た刀
舞ま
い
」「
荒あ
ら

平ひ
ら
」「
折お

敷し
き
」「
新あ
ら
し
お塩
」「
山や
ま
の
太た

郎ろ
う
」「
二ふ
た

剣つ
る
ぎ」
に

つ
い
て
は
38
頁
か
ら
の
岐
宿
神
楽
（
巖
立
神
社
神
楽
）
の
と
こ
ろ
で
そ
れ
ら
と
類
似
の
演
目

に
つ
い
て
記
す
の
で
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
（
両
者
に
差
異
は
あ
る
も
の
の
基
本
的
な
点

で
芸
態
は
共
通
し
て
い
る
）。

っ
た
。
上
演
演
目
は
次
の
項
（
二
）
で
記
す
。

③
九
月
二
十
日

町
巡
り
、
お
上
り
と
着
御
祭

こ
の
日
の
町
巡
り
は
、
お
旅
所
か
ら
桟
橋
に
て
乗
船
し
、
向む
こ
う
小こ
う
ら浦
、
小
浦
、
元
倉
、

大だ
い
の
も
と

之
元
、
深
浦
の
各
町
巡
り
し
た
後
、
再
び
桟
橋
か
ら
乗
船
し
て
白
鳥
神
社
へ
還
幸
す
る
。

神
社
で
着
御
祭
が
あ
り
、「
市
舞
」
が
舞
わ
れ
る
。

小浦方面への船渡卸 向小浦公民館前での市舞

向小浦へ下船向小浦での金幣拝戴

＜参拝者席＞

中央（北東）

南西

東北

南西

西北 東南
仕
度
場
所

神 輿

祭壇

舞座
（畳1間四方）

太鼓 太鼓
採り物置き台

白鳥神社「舞座」図
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神か
ぐ
ら楽

志し

賀が

支き

こ
れ
は
神
降
ろ
し
行
事
で
あ
る
。
太
鼓
の
奏
打
、
笛

の
吹
奏
に
あ
わ
せ
て
神
楽
歌
を
う
た
う
。

1.

市い
ち
舞ま
い
（
2
分
）

千
早
、
緋
袴
の
神
子
が
右
手
に
鈴
を
持
っ
て
舞
座
を

右
旋
回
三
回
、
左
旋
回
三
回
、
右
旋
回
三
回
し
、
立た
ち
ご
と事

の
唱
え
が
あ
る
。
ま
た
同
様
に
右
旋
回
、
左
旋
回
、
右

旋
回
を
繰
り
返
し
て
退
場
す
る
。

2.

左さ

男お

舞ま
い

（
2
分
）

白
衣
、
白
袴
の
少
年
が
右
手
に
鈴
、
左
手
に
閉
じ
扇

を
持
っ
て
登
場
し
、
右
手
の
鈴
を
振
り
つ
つ
舞
座
を
右

旋
回
三
回
、
左
旋
回
三
回
、
右
旋
回
三
回
を
行
う
。
神

前
に
立
っ
て
立
事
の
唱
え
が
あ
る
。
続
い
て
左
手
の
閉

じ
扇
を
目
の
上
に
あ
げ
て
左
旋
回
一
回
、
右
手
鈴
を
目

の
上
に
あ
げ
て
右
旋
回
一
回
、
左
手
閉
じ
扇
を
目
の
上

に
あ
げ
て
左
旋
回
一
回
し
、
右
手
鈴
を
案
の
上
に
置
く
。

次
い
で
右
手
に
開
き
扇
の
要
を
持
っ
て
右
旋
回
一
回
、
左
旋
回
一
回
、
右
手
の
開
き
扇
の
上

辺
を
つ
ま
ん
で
右
旋
回
一
回
、
左
旋
回
一
回
、
ま
た
右
手
の
要
を
持
っ
て
右
旋
回
一
回
、
左

旋
回
一
回
し
て
退
場
。

3.

村む
ら

直な
お
し（

3
分
）

こ
れ
は
祈
願
の
舞
で
あ
る
。
狩
衣
、
烏
帽
子

姿
の
ひ
と
り
が
右
手
に
鈴
、
左
手
に
閉
じ
扇
を

持
っ
て
登
場
し
、
右
手
の
鈴
を
振
り
つ
つ
舞
座

を
右
旋
回
、
左
旋
回
、
右
旋
回
し
て
、
神
前
に

立
つ
。
こ
こ
で
言い
い
く句

の
唱
え
が
あ
る
。
続
い
て
、

ａ
北
の
隅
に
向
か
っ
て
進
ん
で
止
ま
り
、
両
手
を
左
側
後
方
に
あ
お
る
よ
う
に
下
が
っ
て
元

の
位
置
に
も
ど
り
、
両
手
を
目
の
上
に
あ
げ
て
東
の
隅
に
向
か
っ
て
進
ん
で
止
ま
り
、
両
手

を
右
側
後
方
に
あ
お
る
よ
う
に
し
て
下
が
っ
て
元
の
位
置
に
も
ど
り
、鈴
を
案
の
上
に
置
く
。

続
い
て
開
き
扇
を
手
に
右
記
ａ
と
ほ
ぼ
同
様
の
一
連
の
所
作
を
二
度
繰
り
返
し
て
退
場
。

4.

祓は
ら
い（

3
分
30
秒
）

こ
れ
は
座
を
祓
う
舞
で
あ
る
。
白
衣
、
白
袴
の

ひ
と
り
が
右
手
に
鈴
、
左
手
に
白
幣
二
本
を
持
っ

て
登
場
す
る
。
右
手
の
鈴
を
振
り
つ
つ
舞
座
を
右

旋
回
三
回
、
左
旋
回
三
回
、
右
旋
回
三
回
し
、
こ

こ
で
立
事
の
唱
え
が
あ
る
。
次
に
左
手
の
白
幣
を

目
の
上
に
あ
げ
て
左
旋
回
一
回
、
右
手
鈴
を
目
の

上
に
あ
げ
て
右
旋
回
一
回
、
左
手
鈴
を
目
の
上
に

あ
げ
て
左
旋
回
し
て
、
鈴
を
案
の
上
に
置
く
。
続
い
て
両
手
に
白
幣
一
本
ず
つ
持
ち
、
右
手

の
幣
を
目
の
上
に
あ
げ
て
右
旋
回
一
回
、
左
手
幣
を
目
の
上
に
あ
げ
て
左
旋
回
一
回
、
右
手

幣
を
目
の
上
に
あ
げ
て
右
旋
回
一
回
を
行
い
、
続
い
て
、
右
手
幣
を
立
て
て
そ
れ
に
左
手
の

幣
を
Ｔ
字
型
に
添
え
て
右
旋
回
一
回
、
左
手
幣
を
立
て
て
そ
れ
に
右
手
の
幣
を
Ｔ
字
型
に
添

え
て
左
旋
回
一
回
、
右
手
幣
を
立
て
て
そ
れ
に
左
手
の
幣
を
Ｔ
字
型
に
添
え
て
右
旋
回
一
回

し
退
場
す
る
。

5.

御お

潮し
お
舞ま
い
（
5
分
）

こ
れ
は
東
南
西
北
中
央
を
清
め
る
舞
で
あ
る
。
途
中
合あ
い

立だ
ち

（
役
）
か
ら
御
潮
桶
を
受
け

取
る
く
だ
り
が
あ
る
。
白
衣
、
白
袴
の
ひ
と
り
が
右
手
に
鈴
、
左
手
に
閉
じ
扇
を
持
っ
て
登

場
し
、
舞
座
を
右
旋
回
三
回
、
左
旋
回
三
回
、
右
旋
回
三
回
を
行
う
。
こ
の
者
が
神
前
に
立

つ
と
言
句
の
唱
え
が
あ
る
。
続
い
て
左
手
の
閉
じ
扇
を
目
の
上
に
あ
げ
て
左
旋
回
一
回
、
右

手
の
鈴
を
目
の
上
に
あ
げ
て
右
旋
回
一
回
、
左
手
閉
じ
扇
を
目
の
上
に
あ
げ
て
左
旋
回
一
回

す
る
。

市舞村直 左男舞

祓
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続
い
て
採
り
物
二
つ
を
案
の
上
に
置
い
て
空
手
と
な
り
、
何
か
を
受
け
取
る
よ
う
な
所
作

を
し
て
右
半
旋
回
す
る
と
、こ
の
者
を
追
っ
か
け
る
よ
う
に
し
て
白
衣
、裁た

っ
つ
け着
袴ば
か
まの
合
立（
役
）

が
両
手
に
塩
桶
を
抱
え
て
登
場
し
、
舞
座
を
右
旋
回
、
左
旋
回
、
右
旋
回
し
た
後
こ
の
両
者

相
対
し
て
座
す
。
先
に
登
場
し
た
者
が
合
立
か
ら
塩
桶
を
受
け
取
り
、
合
立
は
退
場
す
る
。

先
に
登
場
の
者
、
塩
桶
を
右
手
で
目
の
上
に
あ
げ
て
舞
座
を
右
旋
回
一
回
、
左
手
で
塩
桶

を
目
の
上
に
あ
げ
て
左
旋
回
一
回
、
右
手
で
塩
桶
を
目
の
上
に
あ
げ
て
右
旋
回
一
回
す
る
。

次
い
で
、
ａ
舞
座
の
真
中
か
ら
桶
を
両
手
に
持
っ
て
東
の
隅
に
進
み
行
き
、
塩
を
撒
く
こ
と

三
回
（
言
句
の
唱
え
が
あ
る
）、
ま
た
真
中
に
も
ど
っ
て
そ
の
場
で
右
旋
回
し
て
南
の
隅
に

面
す
る
。
こ
の
ａ
の
一
連
の
所
作
を
南
の
隅
、
西
の
隅
、
北
の
隅
、
中
央
（
北
東
隅
）
に
繰

り
返
し
て
塩
を
撒
い
て
退
場
す
る
。

6.

小こ

弓ゆ
み
（
5
分
）

こ
れ
は
弓
矢
で
東
南
西
北
中
央
の
五
方
を
射
巡
る
舞
で
あ
る
。
白
衣
に
裁
着
袴
、
襷た
す
き

掛
け
、

鉢
巻
き
姿
の
ふ
た
り
が
、
そ
れ
ぞ
れ
右
手
に
白
幣
、
左
手
に
弓
矢
を
持
っ
て
一
緒
に
登
場
し
、

舞
座
を
右
旋
回
三
回
、
左
旋
回
三
回
、
右
旋
回
三
回
す
る
。
こ
こ
で
言
句
が
か
か
る
。
次
い

で
左
手
の
弓
矢
を
立
て
て
目
の
上
に
あ
げ
て
左
旋
回
一
回
、
右
手
鈴
を
目
の
上
に
あ
げ
て
右

旋
回
一
回
、左
手
弓
矢
を
目
の
上
に
あ
げ
て
左
旋
回
一
回
を
し
、右
手
の
鈴
を
案
の
上
に
置
く
。

続
い
て
弓
矢
を
両
手
に
さ
さ
げ
持
っ
て
右
旋
回
一
回
、
左
旋
回
一
回
、
右
旋
回
一
回
し
て

東
の
隅
に
面
し
て
立
つ
。
ａ
左
膝
を
つ
い
て
両
手
の
弓
矢
を
左
後
方
に
振
り
、
右
膝
を
つ
い

て
両
手
弓
矢
を
右
後
方
に
振
っ
て
か
ら
ま
た
前
方
へ
振
り

も
ど
し
、
左
膝
つ
い
て
両
手
弓
矢
を
左
後
方
に
振
り
、
右

膝
つ
い
て
右
後
方
に
振
っ
て
か
ら
ま
た
前
方
へ
ふ
り
も
ど

し
、こ
の
ａ
の
一
連
の
所
作
を
南
の
隅
、西
の
隅
、北
の
隅
、

中
央
（
北
東
の
隅
）
に
繰
り
返
す
。

ま
た
続
い
て
、
ｂ
左
手
に
弓
、
右
手
に
矢
を
持
っ
て
左

旋
回
し
て
東
の
隅
に
向
か
い
、
矢
を
射
る
こ
と
二
回
繰
り

返
す
（
こ
れ
以
降
東
、
南
、
西
、
北
、
中
央
に
関
わ
る
言

句
の
唱
え
が
あ
る
）。こ
の
ｂ
の
所
作
を
南
の
隅
、

西
の
隅
、
北
の
隅
、
中
央
（
北
東
の
隅
）
と
繰

り
返
す
。

そ
の
後
左
旋
回
し
て
中
央
（
北
東
の
隅
）
に

面
し
て
先
述
の
ａ
の
所
作
を
し
た
後
、
左
旋
回
、

右
旋
回
、
左
旋
回
し
て
ふ
た
り
相
対
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
弓
矢
を
ひ
と
束
に
し
て
持
ち
合
い
、
そ

れ
を
下
方
か
ら
上
方
、
上
方
か
ら
下
方
へ
と
円

を
描
く
よ
う
に
天
地
に
左
回
転
さ
せ
、
そ
れ
を
二
回
繰
り
返
し
て
、
退
場
。

7.

四よ

剣つ
る
ぎ（

5
分
30
秒
）

白
衣
、
裁
着
袴
に
襷
掛
け
で
鉢
巻
き
を
し
て
右
手
に
鈴
、
左
手
に
二
本
剣
を
持
っ
た
ひ
と
り

が
登
場
し
、
例
の
如
く
舞
座
を
右
旋
回
三
回
、
左
旋
回
三
回
、
右
旋
回
三
回
し
て
、
立
事
の
唱

え
が
あ
る
。

続
い
て
先
の

者
と
同
じ
扮

装
・
採
り
物

の
合
立（
役
）

が
登
場
し
、

先
の
者
に
も

四剣

合立（右）

小弓

御潮舞

御潮舞 合立（右）
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う
一
組
の
二
本
剣
を
手
渡
し
て
退
場
す
る
。
先
の
者
は
両
手
に
そ
れ
ぞ
れ
二
本
剣
を
持
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
所
作
を
、
東
南
西
北
中
央
の
五
方
に
向
か
っ
て
展
開
す
る
。

（
43
頁
の
岐
宿
神
楽
の
「
四
剣
舞
」
の
芸
態
を
参
照
の
こ
と
）

8.

長な
ぎ
な
た刀
舞ま
い
（
6
分
）

白
衣
、
裁
着
袴
、
鉢
巻
き
姿
の
者
が
右
手
に
鈴
、
左
手
に
襷
を
持
っ
て
登
場
し
、
例
の
如

く
舞
座
を
右
旋
回
三
回
、
左
旋
回
三
回
、
右
旋
回
三
回
の
後
、
立
事
の
唱
え
が
あ
り
、
襷
を

掛
け
終
え
る
と
、
そ
こ
へ
先
の
者
と
同
じ
扮
装
の
合
立
（
役
）
が
登
場
し
、
先
の
者
に
長
刀

を
手
渡
し
て
退
場
す
る
。
先
の
者
は
長
刀
を
両
手
に
持
ち
左
右
に
水
車
の
如
く
回
転
さ
せ
て

み
た
り
と
さ
ま
ざ
ま
な

所
作
を
し
て
、
東
、
南
、

西
、
北
の
四
方
を
祓
う
。

（
45
頁
の
岐
宿
神
楽
の

「
薙な
ぎ
な
た刀
舞ま
い
」
の
芸
態
を
参

照
の
こ
と
）

9.

荒あ
ら
平ひ
ら
（
6
分
30
秒
）

白
衣
、
裁
着
袴
、
襷
掛
け
、
鉢

巻
姿
の
招
き
役
が
右
手
に
鈴
、
左

手
に
扇
を
持
っ
て
登
場
し
て
例
の

如
く
舞
座
を
右
旋
回
三
回
、
左
旋

回
三
回
、
右
旋
回
三
回
し
て
立
事

の
唱
え
が
あ
る
。
こ
の
者
が
西
の

隅
に
行
き
、
右
手
の
扇
を
開
い
て
、

そ
こ
に
い
た
赤
上
衣
、
裁
着
袴
、

着
面
、
シ
ャ
グ
マ
姿
で
両
手
に
白

幣
を
持
っ
た
荒
平
を
舞
台
に
招
き
入
れ
る
。
荒
平
は
両
手
に
白
幣
を
持
っ
て
右
旋
回
、
左
旋

回
を
し
、
東
南
西
北
中
央
の
五
方
に
様
々
に
舞
っ
た
後
、
南
西
か
ら
北
東
の
締
太
鼓
の
方
に

前
進
し
、
白
幣
を
締
太
鼓
の
バ
チ
と
持
ち
か
え
て
、
締
太
鼓
打
た
ん
と
何
度
か
逡
巡
し
た
後
、

最
後
に
は
打
ち
込
ん
で
、
退
場
す
る
。

（
44
頁
の
岐
宿
神
楽
の
「
荒
平
舞
」
の
芸
態
を
参
照
の
こ
と
）

10.

折お
し
き敷
（
7
分
）

白
衣
、
裁
着
袴
、
鉢
巻
き
姿
で
右

手
に
鈴
、
左
手
に
襷
を
持
っ
た
ひ
と

り
が
登
場
し
、
例
の
如
く
舞
座
を
右

旋
回
三
回
、
左
旋
回
三
回
、
右
旋
回

三
回
の
後
、
立
事
の
唱
え
が
あ
る
。

次
い
で
鈴
を
置
い
て
襷
を
両
手
に
さ

さ
げ
持
ち
、
旋
回
し
た
り
、
五
方
を

と
っ
て
舞
っ
た
後
、
襷
を
掛
け
、
折

敷
（
盆
）
を
左
右
の
手
に
採
っ
て
、
東
南
西
北
中
央
の
五
方
を
巡
り
舞
い
な
が
ら
、
折
敷
を

落
と
さ
な
い
よ
う
に
、
右
手
、
左
手
を
回
転
さ
せ
た
り
、
両
手
の
掌
に
盆
を
載
せ
た
ま
ま
前

転
し
て
見
せ
た
り
な
ど
の
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
所
作
を
展
開
す
る
。

（
42
頁
の
岐
宿
神
楽
の
「
折
敷
舞
」
の
芸
態
を
参
照
の
こ
と
）

11.

新あ
ら
し
お塩

（
5
分
）

こ
れ
は
参
詣
の
諸
人
を
五
方
に
祓
い
清
め
る
舞
で
あ
る
。
白
衣
、
白
袴
に
狩
衣
に
烏
帽
子

を
か
ぶ
っ
た
ひ
と
り
が
右
手
に
鈴
、
左
手
に
閉
じ
扇
を
持
っ
て
登
場
し
、
例
の
如
く
舞
座
を

右
旋
回
三
回
、

左
旋
回
三
回
、

右
旋
回
三
回
の

後
、
立
事
の
唱

え
が
あ
る
。
続

い
て
八
足
の
案

上
か
ら
塩
の
入

荒平 長刀舞

合立（右）

折敷新塩



− 28 −

っ
た
盆
と
開
き
扇
を
と
り
上
げ
（
な
お
「
白
鳥
神
社
神
楽
舞
方
之
本
」
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で

合
立
が
登
場
し
、
彼
が
塩
を
手
渡
す
と
記
し
て
あ
る
）、
右
手
に
開
き
扇
、
左
手
に
盆
を
持

っ
て
東
南
西
北
中
央
の
隅
に
巡
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
て
右
手
の
扇
で
盆
に
す
く
い
入
れ
る
所
作

が
あ
る
。
続
い
て
扇
を
案
に
置
き
、
ま
た
東
南
西
北
中
央
の
隅
に
巡
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
隅
に

て
左
膝
つ
き
、
右
膝
つ
き
を
し
て
二
度
塩
を
撒
く
（
こ
の
間
ず
っ
と
言
句
の
唱
え
が
か
け
ら

れ
た
）。
参
拝
者
に
向
か
っ
て
も
大
量
に
塩
を
撒
い
て
、
退
場
す
る
。

（
42
頁
の
岐
宿
神
楽
の
「
新
塩
舞
」
の
芸
態
を
参
照
の
こ
と
）

郷
民
祈
願
祭

な
お
こ
こ
で
神
楽
（
舞
神
楽
）
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
一
端
中

断
さ
れ
て
、
再
度
四
人
の
小
学
生
に
よ
る
「
浦
安
の
舞
」
が

舞
わ
れ
、
郷
民
の
祈
願
祭
と
し
て
神
主
に
よ
る
神
前
へ
の
祈

願
が
行
な
わ
れ
、
郷
民
ひ
と
り
ひ
と
り
の
名
前
の
読
み
上
げ

が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
終
え
て
か
ら
白
鳥
神
社
神
楽
保
存
会
の

メ
ン
バ
ー
紹
介
が
あ
っ
た
。

12.

柴し
ば
取と
り
（
4
分
30
秒
）

こ
れ
は
、
ひ
と
り
の
招
き
役
が
着
面
の
モ
ノ
に
柴
を
取
ら
せ
よ
う
と
す
る
さ
ま
を
見
せ

る
舞
で
あ
る
。
白
衣
、
裁
着
袴
、
襷
掛
け
、
鉢
巻
き
姿
の
招
き
役
が
右
手
に
鈴
、
左
手
に

榊
葉
二
本
を
持
っ
て
登
場
し
、
右
手
の
鈴
を
振
り
な
が
ら
舞
座
を
右
旋
回
三
回
、
左
旋
回

三
回
、
右
旋
回
三
回
を
行
う
。

次
い
で
左
手
の
榊
葉
を
目
の

上
に
あ
げ
て
左
旋
回
、
右
手

鈴
を
目
の
上
あ
げ
て
右
旋
回
、

左
手
の
榊
葉
を
目
の
上
に
あ

げ
て
左
旋
回
し
た
後
、
鈴
を

案
の
上
に
置
く
。
次
い
で
二

本
の
榊
葉
を
左
右
の
手
に
持

ち
、
右
手
榊
葉
を
目
の
上
に
あ
げ
て
右
旋
回
、
左
手
の
榊
葉
を
目
の
上
に
あ
げ
て
左
旋
回
、

右
手
榊
葉
を
目
の
上
に
あ
げ
て
右
旋
回
し
た
後
、
西
の
隅
に
行
き
、
そ
こ
に
居
た
面
の
モ

ノ
を
舞
台
へ
招
き
出
す
。
先
の
招
き
役
が
榊
葉
を
面
の
モ
ノ
の
上
方
や
下
方
に
ち
ら
つ
か

せ
て
取
ら
せ
よ
う
と
し
、
ま
た
面
の
モ
ノ
を
寝
転
が
し
て
覆
い
か
ぶ
さ
り
、
そ
の
モ
ノ
の

右
側
、
左
側
に
榊
葉
を
ち
ら
つ
か
せ
て
取
ら
せ
よ
う
と
す
る
が
、
面
の
モ
ノ
は
結
局
取
れ
な

い
。

13.

三み

剣つ
る
ぎ（

7
分
30
秒
）

こ
れ
は
、
最
初
ふ
た
り
が
そ
れ
ぞ
れ
剣
と
鈴
を
持
っ
て
舞
う
が
、
後
に
も
う
ひ
と
り
が
登

場
し
て
先
の
ふ
た
り
の
者
た
ち
の
剣
の
刃
の
先
端
を
握
り
、
最
後
に
は
三
人
し
て
剣
を
潜
り

抜
け
つ
つ
舞
う
も
の
で
あ
る
。
白
衣
、
裁
着
袴
、
襷
掛
け
、
鉢
巻
き
姿
の
ふ
た
り
が
、
そ
れ

ぞ
れ
右
手
に
鈴
、
左
手
に
剣
を
持
っ
て
登
場
し
、
舞
座
を
右
旋
回
三
回
、
左
旋
回
三
回
、
右

旋
回
三
回
す
る
。
こ
こ
で
立
事
が
唱
え
ら
れ
て
後
、
左
手
の
剣
を
目
の
上
に
左
旋
回
、
右
手

の
剣
を
目
の
上
に
右
旋
回
、
左
手
の
剣
を
目
の
上
に
左
旋
回
し
て
後
、
東
の
隅
に
面
す
る
。

続
い
て
、
ａ
東
の
隅
に
向
か
っ
て
鈴
と
剣
を
持
っ
た
ま
ま
右
左
右
と
足
踏
み
し
た
後
、
舞

座
真
中
に
て
右
手
の
鈴
を
振
り
つ
つ
左
旋
回
、
右
旋
回
三
回
し
て
南
の
隅
に
面
す
る
（
こ
こ

で
言
句
の
唱
え
が
か
か
り
、
以
下
も
同
様
に
続
く
）。
こ
の
ａ
の
一
連
の
所
作
を
南
の
隅
、

西
の
隅
、
北
の
隅
、
中
央
（
北
東
隅
）
へ
と
繰
り
返
し
た
後
、
鈴
を
案
の
上
に
置
く
。

ま
た
続
い
て
、
b
舞
座
真
中
に
て
右
旋
回
し
て
後
東
西
線
上
に
て
止
ま
り
、
ふ
た
り
が

東
西
方
向
に
離
れ
て
か
ら
ま
た
相
寄
り
対
面
し
て
、
左
、
右
、
左
と
剣
の
切
り
合
い
を
し
、

ま
た
右
旋
回
し
、
次
に
東
南
と
西
北
線
上
に
止
ま
り
、
双
方
東
南
、
西
北
方
向
に
離
れ
て
か

ら
ま
た
相
寄
り
対

面
し
て
、
左
、
右
、

左
と
剣
の
切
り
合

い
を
す
る
。
こ
の

ｂ
の
一
連
の
所
作

を
南
北
線
上
か
ら
、

西
東
線
上
か
ら
、

柴取 白鳥神社神楽保存会メンバー

三剣
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北
南
線
上
か
ら
順
に
繰
り
返
す
。

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
白
衣
、
裁
着
袴
、
襷
掛
け
の
も
う
ひ
と
り
が
右
手
に
開
き

扇
を
持
っ
て
登
場
し
、
先
の
ふ
た
り
に
加
わ
り
、
ふ
た
り
と
相
対
し
て
立
っ
て
、
ふ
た
り
の

剣
の
刃
先
を
左
右
の
手
で
握
る
。
続
い
て
こ
の
ふ
た
り
と
ひ
と
り
の
双
方
が
二
本
の
剣
を
ひ

と
束
に
し
て
床
面
か
ら
上
方
、
上
方
か
ら
床
面
へ
と
左
廻
り
に
円
を
描
く
よ
う
に
天
地
に
回

転
さ
せ
、
そ
の
間
を
双
方
は
こ
の
二
本
剣
の
下
を
潜
る
。

こ
れ
を
二
度
繰
り
返
し
て
後
、
一
同
退
場
す
る
。

14.

入い
る
鹿か

高た
か
ま
つ松
（
5
分
）

こ
れ
は
漁
場
の
出
来
舞
（
豊
漁
舞
）
と
し
て
演
じ
ら
れ

る
。
遊
泳
し
て
い
る
イ
ル
カ
（
入
鹿
）
を
高
松
が
追
い
散

ら
す
さ
ま
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
。
白
衣
、
裁
着
袴
の
ひ

と
り
が
登
場
し
て
案
の
上
か
ら
右
手
に
鈴
、
左
手
に
閉
じ

扇
を
取
り
、
右
手
鈴
を
振
り
つ
つ
舞
座
を
右
旋
回
三
回
、

左
旋
回
三
回
、
右
旋
回
三
回
し
、
次
い
で
左
手
閉
じ
扇
を

目
の
上
に
あ
げ
て
左
旋
回
一
回
、
右
手
鈴
を
目
の
上
に
あ

げ
て
右
旋
回
一
回
、
左
手
閉
じ
扇
を
目
の
上
に
あ
げ
て
左

旋
回
一
回
し
て
立
ち
止
ま
る
。

次
い
で
こ
の
者
が
鈴
と
扇
を
案
の
上
に
置
い
て
、
空
手

で
舞
座
を
右
旋
回
、
左
旋
回
、
右
旋
回
す
る
と
、
七
名
が

登
場
し
て
こ
の
者
の
左
側
に
手
を
つ
な
ぎ
合
計
八
名
が
横

一
列
に
な
る
。
最
初
に
登
場
し
た
者
が
先
頭
に
な
っ
て
、

背
中
を
輪
の
内
側
に
向
け
て
右
旋
回
一
回
。
次
い
で
輪
の

内
側
に
向
い
て
左
旋
回
一
回
し
て
、
先
頭
の
者
が
、
列
の
最
後
尾
の
者
と
そ
の
ひ
と
つ
手
前

の
七
番
目
の
者
と
が
つ
な
い
で
い
る
手
の
下
を
潜
り
、
一
同
輪
の
外
へ
と
抜
け
出
て
行
く
。

そ
し
て
今
度
は
、
逆
に
最
後
尾
の
者
が
列
の
先
頭
と
な
り
、
内
側
に
向
い
て
右
旋
回
し
て
列

の
最
後
尾
の
者
と
七
番
目
の
者
と
が
つ
な
い
で
い
る
手
の
下
を
潜
り
、
一
同
輪
の
外
へ
抜
け

出
て
行
く
。
こ
の
蛇
行
を
何
度
か
繰
り
返
し
て
後
こ
の
一
団
は
退
場
す
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、

イ
ル
カ
が
遊
泳
し
て
い
る
様
を
模
し
た
所
作
で
あ
る
。

続
い
て
白
衣
、
裁
着
袴
、
襷
掛
け
の
ふ
た
り
が
登
場
す
る
が
、
ひ
と
り
は
剣
先
烏
帽
子
を

か
ぶ
り
、
も
う
ひ
と
り
は
長
烏
帽
子
で
あ
る
。
ふ
た
り
と
も
閉
じ
扇
を
持
っ
て
い
る
（
高
松

の
ふ
た
り
で
あ
る
）。
ａ
ふ
た
り
は
向
か
い
あ
っ
た
り
、
背
中
合
せ
に
な
っ
た
り
を
繰
り
返

し
つ
つ
跳
び
上
が
っ
て
後
、
東
の
隅
に
面
す
る
。
東
の
隅
に
向
か
っ
て
ふ
た
り
は
一
緒
に
と

び
跳
ね
な
が
ら
右
手
鈴
を
斜
め
上
に
出
し
（
左
半
身
と
な
る
）、
ま
た
左
手
閉
じ
扇
を
斜
め

上
に
出
し
（
右
半
身
と
な
る
）、
こ
の
左
半
身
、
右
半
身
を
二
度
繰
り
返
す
。
そ
う
し
て
南

の
隅
に
面
す
る
。
こ
の
ａ
の
一
連
の
所
作
を
南
の
隅
、
西
の
隅
、
北
の
隅
、
中
央
（
北
東
の

隅
）
と
繰
り
返
す
。
こ
れ
は
イ
ル
カ
を
追
い
や
る

様
を
見
せ
て
い
る
。

15.

大だ
い
こ
く黒
舞ま
い
（
2
分
）

こ
れ
は
大
黒
舞
を
擬
し
た
も
の
で
あ
る
。
素す

襖お
う
、

裁
着
袴
に
剣
先
烏
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
も
の
（
大
黒
）

が
、
右
手
に
開
き
扇
、
左
肩
に
ナ
タ
餅
（
雌
竹
に

ナ
タ
を
か
た
ど
っ
た
餅
を
さ
し
た
も
の
）
を
か
た

げ
て
微
笑
み
な
が
ら
登
場
し
、
駆
け
る
よ
う
な
足

ど
り
で
、
右
手
の
開
き
扇
を
上
下
さ
せ
な
が
ら
舞
座
を
右
旋
回
、
左
旋
回
、
右
旋
回
し
て
後
、

東
の
隅
に
面
し
て
開
き
扇
を
ひ
と
あ
お
ぎ
す
る
。
以
上
の
一
連
の
所
作
を
南
の
隅
、西
の
隅
、

北
の
隅
、
中
央
（
北
東
の
隅
）
に
も
繰
り
返
し
て
退
場
す
る
。

16.

山や
ま
の
た
ろ
う

太
郎
（
6
分
）

媼
お
う
な

面
に
白
衣
の
者
が
右
手
に
鈴
、

左
手
に
帯
紐
を
握
っ
て
登
場
し
、

舞
座
を
例
の
如
く
右
旋
回
三
回
、

左
旋
回
三
回
、
右
旋
回
三
回
し
た

後
、
続
い
て
登
場
し
て
き
た
白
衣
、

翁お
き
な

面
の
者
に
紐
の
端
を
も
た
せ
、

イルカ（入鹿）高松

大黒舞媼面（左）翁面（右）

媼面
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山
を
案
内
す
る
。
翁
面
の
者
が
時
に
抵
抗
し
て
紐
を
引
っ
張
り
返
し
た
り
す
る
。
伊い

邪ざ

那な

岐ぎ
の
命み
こ
と

、
伊い

邪ざ

那な

美み
の
命み
こ
と

に
擬
し
た
舞
と
い
う
。

17.

山や
ま

狂き
ょ
う
げ
ん
言
（
5
分
）

白
衣
、
裁
着
袴
、
襷
掛
け
の
ふ
た
り
で
あ
る
。
ひ
と
り
（
音
ど
の
）
は
剣
先
烏
帽
子
を
か

ぶ
っ
て
、
右
手
に
閉
じ
扇
を
持
ち
、
左
肩
に
ナ
タ
餅
（
雌
竹
に
ナ
タ
形
の
餅
を
つ
け
た
も
の
）

を
か
た
げ
、
も
う
ひ
と
り
（
壱
ど
の
）
は
長
烏
帽
子
を
か
ぶ
り
、
右
手
に
閉
じ
扇
を
も
ち
、

左
肩
に
ヨ
キ
餅
（
雌
竹
に
斧
の
形
の
餅
を
つ
け
た
も
の
）
を
か
た
げ
て
登
場
す
る
。
ふ
た
り

は
右
旋
回
、
左
旋
回
し
て
か
ら
、
東
山
、
南
山
、
西
山
、
北
山
に
と
順
に
木
を
伐
り
に
入
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
山
に
は
目
が
ま
っ
白
で
口
も
ま
っ
白
の
神
が
居
る
こ
と
を
発
見
し
、
び
っ

く
り
し
て
腰
を
ぬ
か
す
（
舞
座
に
壱
ど
の
、
音
ど
の
が
交
互
に
へ
た
り
込
む
）
が
、
互
い
に

相
手
の
手
を
引
い
て
助
け
起
こ
す
（
こ
の
間
両
名
の
山
入
り
の
問
答
が
繰
り
返
さ
れ
る
）。

続
い
て
ふ
た
り
は
神
前
（
北
東
隅
）
に
坐
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ナ
タ
餅
、
ヨ
キ
餅
を
床
面
に

た
た
き
つ
け
て
か
ら
、
双
方
開
き
扇
を
杯
代
わ
り
に
し
て
酒
を
飲
み
合
う
（
こ
の
時
言
句
の
唱
え

が
か
か
る
）。
次
い
で
ふ
た
り
は
立
ち
上
が
り
、
開
き
扇
の
杯
を
目
の
上
に
さ
さ
げ
て
左
旋
回
し

て
神
前
に
一
礼
。
そ
の
後
そ
れ
ぞ
れ
の
ナ
タ
餅
、
ヨ
キ
餅
を
ち
ぎ
っ
て
参
拝
者
席
に
投
げ
込
む
。

18.

出で

来き

舞ま
い

（
12
分
）

こ
れ
は
農
村
部
の
豊
穣
舞
で
あ
る
。
耕
作
地
の
植
え
付
け
か
ら
収
穫
ま
で
の
様
子
を
模
し

し
て
見
せ
る
。
ま
ず
白
衣
、
裁
着
袴
、
襷
掛
け
で
鉢
巻
き
姿
の
者
が
ザ
ル
を
持
っ
て
登
場
し

て
種
子
を
蒔
く
さ
ま
を
演
じ
、
次
い
で
同
じ
扮
装
で
杵
を
持
っ
た
者
が
登
場
し
て
籾
を
搗
く

さ
ま
を
演
ず
る
。
さ
ら
に
女
面
女
装
の
者
が
箕み

を
持
っ
て
登
場
し
、
精
米
す
る
さ
ま
を
演
じ

た
後
、
客
席
の
参
拝
者
に
餅
撒
き
を
行
う
。

19.

二ふ
た
剣つ
る
ぎ（

19
分
）

白
衣
、
裁
着
袴
姿
で
右
手
に
鈴
、
左
手
に
襷
を
持
っ
た
者
が
登
場
し
、
ま
ず
例
の
如
く
舞
座
を

右
旋
回
三
回
、
左
旋
回
三
回
、
右
旋
回
三
回
し
（
こ
の
間
立
事
の
唱
え
が
あ
る
）、
次
い
で
襷
を
掛

け
る
と
、
こ
の
者
と
同
じ
衣
裳
の
合
立
（
役
）
が
二
本
の
剣
を
持
っ
て
登
場
し
て
、
そ
れ
を
先
の

者
に
手
渡
し
て
退
場
す
る
。
先
の
者
は
、
二
本
の
剣
を
振
り
ま
わ
し
な
が
ら
東
南
西
北
中
央
の
五

方
に
舞
う
。
時
に
膝
着
き
に
な
っ
た
り
し
て
力
強
く
二
本
の
剣
を
振
り
ま
わ
し
た
り
な
ど
の
さ
ま

ざ
ま
な
所
作
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
間
五
方
の
そ
れ
ぞ
れ
に
立
事
の
唱
え
が
か
け
ら
れ
る
。

山狂言

出来舞二剣
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（
46
頁
の
岐
宿
神
楽
の
「
二
剣
舞
」
の
芸
態
記
述
を
参
照
の
こ
と
）

20.
獅し

子し

舞ま
い
（
11
分
）

ま
ず
赤
衣
、
裁
着
袴
、
襷
掛
け
で
御
幣
を
手
に

し
た
鼻
高
面
が
登
場
し
、
獅
子
（
二
人
立
ち
）
を

舞
座
に
招
き
出
し
、
鼻
高
面
は
昼
寝
す
る
獅
子
を

御
幣
で
脅
か
し
た
り
居
丈
高
に
対
応
す
る
。
こ
の

双
方
は
格
闘
し
あ
い
、
鼻
高
面
が
獅
子
の
背
中
に

乗
り
ま
た
が
る
。

な
お
参
拝
者
に
は
、
こ
の
獅
子
に
頭
を
噛
ん
で

も
ら
う
と
御
利
益
が
あ
る
と
の
信
心
が
強
く
、
泣
き
叫
ぶ
わ
が
子
を
積
極
的
に
獅
子
頭
に
差

し
出
す
親
が
多
か
っ
た
。

21.

幣み
て
ぐ
ら帛
（
8
分
30
秒
）

こ
れ
は
舞
い
納
め
（
神
あ
げ
）
の
舞
で
あ
る
。
狩
衣
に
烏
帽
子
姿
の
神
主
が
右
手
に
鈴
、

左
手
に
表
が
紫
色
、
裏
が
赤
色
の
幣
二
本
を
持
っ
て
登
場
し
、
右
手
の
鈴
を
振
り
つ
つ
舞
座

を
右
旋
回
三
回
、
左
旋
回
三
回
、
右
旋
回
三
回
を
す
る
。
こ
の
間
天
井
の
錦
蓋
を
上
下
さ
せ

て
そ
の
上
の
切
麻
を
散
ら
し
落
と
す
。
神
主
は
神
前
に
向
か
い
、
右
手
の
鈴
を
目
の
上
に
あ

げ
て
言
句
を
唱
え
る
。
そ
の
後
左
手
幣
を
目
の
上
に
あ
げ
て
左
旋
回
、
右
手
鈴
を
目
の
上
に

あ
げ
て
右
旋
回
、左
手
幣
を
目
の
上
に
あ
げ
て
左
旋
回
し
た
後
右
手
の
鈴
を
案
の
上
に
置
く
。

続
い
て
幣
を
一
本
ず

つ
左
右
の
手
に
持
ち
、

右
旋
回
、
左
旋
回
、
右

旋
回
し
て
東
の
隅
に
面

す
る
。
次
い
で
、
ａ
東

の
隅
の
前
で
（
言
句
の

唱
え
が
か
か
る
）
右
手

の
幣
を
目
の
上
に
あ
げ

て
足
を
踏
み
つ
つ
そ
の
場
を
五
回
右
旋
回
し
、
左
旋
回
を
三
回
と
二
回
を
行
う
。
以
上
の
ａ

の
一
連
の
所
作
を
南
の
隅
、
西
の
隅
、
北
の
隅
、
中
央
（
北
東
の
隅
）
に
と
繰
り
返
す
。

そ
し
て
右
左
の
幣
を
腰
の
前
で
交
差
さ
せ
て
振
り
つ
つ
右
旋
回
一
回
、
左
旋
回
一
回
、
右

旋
回
一
回
、
左
旋
回
を
し
て
神
前
に
立
ち
、
右
手
の
幣
を
前
に
出
し
つ
つ
東
の
隅
に
進
ん
で

一
礼
し
て
ま
た
も
ど
り
、
左
手
の
幣
を
前
に
出
し
つ
つ
北
の
隅
に
進
ん
で
一
礼
し
て
ま
た
も

ど
り
、
右
手
の
幣
を
前
に
出
し
て
中
央
（
北
東
の
隅
）
に
進
ん
で
一
礼
し
て
ま
た
も
ど
り
、

そ
し
て
退
場
す
る
。

（
三
）
詞
章
、
音
楽

右
に
記
し
た
今
回
演
じ
ら
れ
た
神
楽
演
目
の
詞
章
は
、｢

神
楽
舞
方
之
本｣

（
渡
辺
伸
夫
「
長

崎
県
五
島
神
楽
資
料
（
一
）」
昭
和
六
十
三
年
発
行
『
演
劇
研
究
』
第
十
二
号
所
載
）
か
ら

以
下
に
引
用
し
て
次
頁
か
ら
掲
載
す
る
。

舞
神
楽
で
使
用
さ
れ
る
主
な
楽
器
は
鋲
打
ち
太
鼓
（
玉
之
浦
神
楽
で
は
こ
れ
を
「
胴
長
太

鼓
」
と
も
呼
ん
で
い
る
）
を
二
つ
と
笛
（
神
楽
笛
）
で
あ
る
。
太
鼓
の
曲
の
種
類
は
六
種
類

で
、
笛
が
五
種
類
あ
る
と
い
う
。

幣帛 獅子舞
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＊
『
神
楽
舞
方
之
本
』（
弘
化
二
年

白
鳥
神
社
所
蔵
）
を
渡
辺
伸

夫
氏
が「
長
崎
県
五
島
神
楽
資
料（
一
）」（
昭
和
六
十
三
年
発
行『
演

劇
研
究
』
第
十
号
）
に
掲
載
し
た
も
の
を
引
用
し
た
。
な
お
渡
辺

氏
に
よ
る
凡
例
が
あ
る
の
で
、
参
考
に
記
す
。

凡
例一

、
適
宜
に
改
行
し
、
句
読
点
を
施
し
た
。

一
、
難
読
箇
所
及
び
破
損
箇
所
は
☐
で
示
し
た
。

一
、
筆
者
の
注
は
右
傍
に
（

）
で
示
し
た
。

＊
な
お
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
番
号
と
見
出
し
を
付
し
た
。

１
．「
市
舞
」

市
の
舞
た
ち
こ
と

一
ち
わ
や
ふ
る
神
の
い
か
き
に
袖
か
け
て
前
ま
つ
開
あ
ま
の
岩
戸

一
や
あ
ち
く
ま
あ
わ
そ
ら
ほ
と
は
あ
し
る
し
い
を
そ
す
う
ま
へ
り

の
人
の
ま
さ
こ
と
わ
な
り

一
ま
あ
き
や
け
て
と
う
く
ま
こ
う
い
の
神
そ
さ
い
た
り
白
鳥
宮
の

や
か
て
よ
ろ
こ
び

一
さ
あ
て
も
し
い
も
お
う
と
う
こ
と
な
し
あ
ゝ
ま
が
わ
せ
に
す
む

あ
い
の
や
か
て
よ
ろ
こ
び

２
．「
左
男
舞
」

さ
を
舞
た
ち
こ
と

一
君
か
よ
の
久
し
か
る
へ
き
た
め
し
に
わ
か
ね
て
ぞ
う
へ
し
す
み

よ
し
の
松

３
．「
村
直
」

村
な
を
し

一
抑
々
只
今
申
て
も
う
さ
く
。
今
日
の
ご
さ
い
礼
わ
。
日
神
月
神

ひ
る
こ
す
さ
の
う
の
命
。
ご（
御
部
）む
類
見（
眷
）属
。
そ
う
じ
て
は
く
千
は

つ
か
い
。
ご
う
が
の
う
る
く
づ
に
。
至
迄
此
し
め
の
打
に
ご
の

う
し
う
を
た
り
た
ま
へ
。
目
出
た
や
な
。
所
も
栄
村
も
た
ち
。

鮪（
し

取び
）

上
て
。
宮
勤
し
よ
な
。

４
．「
祓
」

祓
立
事

一
ち
わ
や
ふ
る
天
津
こ
や
ね
の
神
代
よ
り
。
も
と
よ
り
そ
め
し
。

わ
れ
の
わ
す
れ
ぞ
よ

５
．「
御
潮
舞
」

一
ち
わ
や
ふ
る
天
津
こ
や
ね
の
神
代
よ
り
。
も
と
よ
り
そ
め
し
。

わ
れ
の
わ
す
れ
ぞ
よ

６
．「
小
弓
」

小
弓
立
事

一
壱
張
の
弓
よ
り
い
で
し
い
此
国
の
。
悪
ま
鬼
も
跡
に
し
り
ぞ
く

一
東
弓
の
う
つ（
強
）よ
さ
わ
ご
に
ん
ば
り
。
矢
ぐ
さ
の
長
さ
わ
。
十
三

速（
束
）に
む
す
ん
ぶ
し
。

一
南
弓
長

に
や
な
ぐ
り
。
さ
ら
〳
〵
て
に
す
へ
た
る
わ
事（
小

か鷹
）

ゆ
う
ら
あ
〳
〵
や

一
西
弓
の
う
つ
よ
さ
わ
五
人
ば
り
。
矢
ぐ
さ
の
長
さ
わ
。
十
三
速（
束
）

に
む
す
ん
ぶ
し
。

一
北
弓
長

に
や
な
く
り
。
さ
ら
〳
〵
て
に
す
へ
た
る
わ
事（
小

か鷹
）

。
ゆ
ら
あ
〳
〵
や

一
中
こ
の
門
に
こ
け
さ
あ
。
お
か
れ
さ
こ
け
お
か
ば
す
て
ん
道
し

の
雲
い
あ
ら
せ
し
や

７
．「
四
剣
」

四
劔
立
事

一
手
に
取
し
。
か
た
な
わ
な
に
と
お
い
ふ
や
（「
ら
」ん脱
）

も
を
ん
じ
。
つ
く
し
て
。
ふ
ど
ふ
く
り
か
な
。

８
．「
長
刀
舞
」

長
刀
立
事

一
を
と
に
き
く
鬼
に
の
劔
を
。
ぬ
い
で
み
た
あ
ゝ
。
み
わ
白
が
ね

で
。
つ
く
ら
さ
る
者
や

一
東
東
方
で
ん
に
悪
あ
ろ
。
悪
も
な
し
。
廻

（
魔
あ
る
）。
間（
魔
）も
な
し
。
は
あ

げ
ど
を
は
ろ
を
わ
。
立
か
た
な
。
さ（
災

い
な難
）

ん
は（
払
）ろ
を
わ
長
矢
な

り

一
南
同
断

一
西
同
断

一
北
同
断

10
．「
折
敷
」

を
し
き
舞
立
事

一
ふ（
常

た陸
）

ち
帯
。
た（
誰
）り
か
む
す
へ
し
い
ゝ
。
ぬ
い
ど
き
の
う
。
ま
あ

く
ら
と
か
れ
ん
。
君
に
と
か
せ

11
．「
新
塩
」

荒
塩
舞

一
抑
々
そ
れ
天
大
だ（
大

い
し将

や
う軍
）

く
ん
の
ま
☐
ま
つ
ら
ん
と
す
る

に
。
俄
か
に
天
下
が
し（
震

ん
づ動
）

う
す
。
是
わ
い
か
な
る
御
事
ぞ
と
。

千（
天

も文

ん
は博
士
）か
せ
に
。
は
か
な
い
た
ま
へ
ば
是
わ
に
つ
き
ふ
し
や

う
の
し（
所

よ
ぎ業
）

や
う
な
り
と
申
。
其
時
き
ん
利
の
み（
巫

こ女
）

き
ん
り
の

ほ（
法

う
し
や者
）

ハ
遠
き
塩
ち
に
ゆ
き
下
り
沖
の
塩
お
く
み
あ
げ
て
弍（
日
）

本
の
ち
ん
し
ゆ
お
せ
せ
て
い
し
や
う
大
神
へ
た
て
ま
つ
る
。
中

の
塩
お
く
み
あ
げ
て
六
十
余
し
う
の
大
小
じ（
神
祗
ん
ぎ
び冥
道
）や
う
ど

へ
。
た
て
ま
つ
る
。
へ（
辺
）た
の
塩
お
く
み
持
て
我
家
ち
に
か
ゑ
り

さ
ん
じ
ん
を
き
よ
め
た
ま
ゑ
ば
天
下
大
平
。
国
土
む
り
を
に
。

納
け
り
。
ち
わ
や
ふ
る
。
此
さ
か
し
ば
の
も
と
に
こ
そ
。
荒
塩

神
の
ひ
や
う
ど
な
り
け
り
。
△
た
い
こ
う
に
な
る

一
は
あ
荒
塩
わ
だ
が
打
わ
染
し
荒
塩
の
神
あ
か
み
わ
の
う
打
わ
染

け
り
や

但
五
方
同
断

13
．「
三
剣
」

み（
三
劔
）つ
ろ
ぎ

一
抑
々
東
方
の
。
だ（
提

い
づ頭
頼
）ら
が
。
て（
天
王
）ん
の
う
わ
。
す
い
不
ろ
神
の

つ
ろ
ぎ
を
も
つ
て
。甲
乙
の
方
よ
り
き
い
た
ら
ん
ぬ
る
悪
ま
わ
。

ふ
う
せ
が
ん
が
為
な
る
や
。

一
南
方
の
び（

毘

ろ
う
ろ盧

く
し叉

や
て天
王
）ん
の
う
わ
。
ひ
む
ろ
と
い
ふ
つ
ろ

き
を
も
つ
て
。
丙
丁
の
方
よ
り
き
い
た
ら
ん
ぬ
る
。
悪
ま
わ
ふ

せ
が
ん
が
。
為
な
り
や
。

一
西
方
の
び（
毘
樓
縛
叉
天
王
）

や
く
し
や
て
ん
の
う
わ
。
す
い
ふ
ろ
た
ら
ぎ
の
つ
る
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ぎ
を
も
つ
て
。
か
の
へ
か
の
と
の
方
よ
り
。
き
い
た
ら
ん
ぬ
る
。

悪
ま
わ
ふ
せ
が
ん
が
。
為
な
る
や
。

一
北
方
の
た（
多
聞
天
王
）
も
ん
て
ん
の
う
わ
。
べ
つ
し
ら
し
よ
う
に
と
つ
て
。

う
つ
う
の
神
い
や
す
が
ご
と
く
。
だ
い
づ
う
天
と
い
ふ
。
つ
ろ

ぎ
を（「
も
」脱
）つて
。
み（
壬
癸
）す
の
へ
み
つ
の
と
の
方
よ
り
。
き
い
た
ら
ん
ぬ

る
。
悪
ま
わ
ふ
せ
が
ん
が
。
為
な
る
や
。

一
中
王
の
た（
大
日
）い
に
ち
大
し（
聖
）よ
不
動
明
王
わ
悪
ま
を
は
ら
わ
ん
が
為

に
。
左
の
手
に
わ
び
や
く
。
し
よ
う
は
つ
か
の
縄
を
持
。
右
の

手
に
は
ち
へ
の
り（
利
剣
）け
ん
を
も
つ
て
つ（
戊
己
）ゝ

の
へ
つ
つ
の
と
の
方
よ

り
。
き
い
た
ら
ん
ぬ
る
悪
ま
わ
。
ふ
せ
が
ん
が
。
為
な
る
や
。

一
を
と
に
き
く
。
鬼
の
う
つ
ろ
ぎ
を
。
ぬ
い
で
み
た
あ
。
み
わ
し

ろ
か
ね
で
つ
く
ら
あ
さ
あ
る
う
者
や
。

17
．「
山
狂
言
」

山
の
き（
狂
言
）を
げ
ん

一
壱
ど
ふ
殿
わ
こ
さ
ら
ぬ
か
い
〳
〵
。
へ
い
な
ん
と
を
し
し
や

る
。
今
音
ど
の
の
き
よ
い
被
成
そ
ろ
を
わ
あ
な
た
こ
な
た
の
山

に
入
木
を
切
り
ま
せ
い
と
の
き
よ
い
に
て
そ
ろ
。
し
て
そ
れ
某

わ
俄
か
に
ハ
こ
わ
者
と
ぞ
ん
し
ね
ど
神
わ
壱
時
の
位
と
申
。
な

に
か
を
そ
ろ
し
を
ち
つ
け
い
そ
ぎ
山
に
い
ろ
う
で
わ
ご
ざ
ら
ぬ

か
。
中
〳
〵
よ
ご
ざ
ろ
。
貴
所
さ
き
そ
れ
が
さ
き
な
た
の
能
し

て
木
の
よ
く
し
て
三
拾
弍
速
く
わ
つ
わ
め
ん
し
た
。
な
ん
と
し

た
。
め
ま
つ
し
ろ
口
ま
つ
し
ろ
有
者
が
と
つ
て
く
を
う
ど
も
う

し
た
。
ご
ん
ご
ど
ふ
だ
ん
。
東
東
方
で
ん
な
こ
ゝ
の
つ
の
命
の

御
神
な
り
。
か
の
御
が
み
の
き
げ
ん
で
く
さ
わ
る
。
な
に
が
を

そ
ろ
し
を
ち
つ
け
。
南
山
に
い
ろ
う
で
わ
な
い
か
。
中
〳
〵
よ

ご
ざ
ろ
。
貴
所
さ
き
に
そ
れ
さ
き
な
た
の
能
し
て
木
の
よ
く
し

て
三
拾
弍
速
く
わ
つ
わ
め
ん
し
た
。
な
ん
と
し
た
。
め
ま
つ
白

口
ま
つ
白
有
者
が
と
つ
て
く
を
う
と
も
う
し
た
。
ご
ん
ご
ど
ふ

だ
ん
。
南
南
方
で
ん
な
か
ご
つ
ち
の
命
の
御
神
な
り
。
か
の
御

神
の
き
げ
ん
で
く
さ
わ
る
。
何
に
が
を
そ
ろ
し
お
つ
け
。
西
山

に
い
ろ
う
で
わ
な
い
か
。
中
〳
〵
よ
ご
ざ
ろ
。
貴
所
さ
き
そ
れ

が
さ
き
な
た
の
能
し
て
木
の
よ
く
し
て
三
十
弍
速
く
わ
つ
く
わ

ん
め
し
た
て
。
何
と
し
た
。
め
ま
つ
し
ろ
口
ま
つ
し
ろ
有
者
が

と
つ
て
く
を
う
ど
申
し
た
。
ご
ん
ご
ど
ふ
だ
ん
。
西
西
方
で
ん

な
は
に
や
す
姫
の
命
な
り
。か
の
御
神
の
き
げ
ん
で
く
さ
わ
る
。

な
に
が
を
そ
ろ
し
お
ち
つ
け
。北
山
に
い
ろ
で
わ
ご
ざ
ら
ぬ
か
。

中
〳
〵
よ
ご
ざ
ろ
。
貴
所
さ
き
そ
れ
が
さ
き
な
た
の
能
し
て
木

の
よ
く
し
て
三
十
二
速
く
わ
つ
く
わ
ん
め
し
た
。な
ん
と
し
た
。

め
ま
つ
し
ろ
口
ま
つ
し
ろ
あ
る
者
が
と
つ
て
く
を
う
ど
も
う
し

た
。
ご
ん
ご
ど
ふ
た
ん
。
北
北
方
で
ん
な
水
は
な
め
の
命
の
御

神
な
り
。
か
の
御
神
の
き
げ
ん
で
く
さ
わ
ろ
。
な
に
が
を
そ
ろ

し
。
あ
な
た
こ
な
た
の
山
に
入
木
を
切
ま
し
て
い
こ
う
。
た
い

ぎ
を
被
成
た
ほ
ど
に
酒
で
も
壱
盃
被
下
ま
し
よ
く
た
ろ
う
で
わ

御
座
ら
ぬ
か
。
中
〳
〵
、
よ
ご
ざ
ろ
。
ど
の
あ
た
り
が
よ
こ
さ

ろ
う
か
。
此
あ
た
り
が
よ
ご
ざ
ろ
う
。

一
此
酒
を
め
す
人
わ
命
も
な
が
く
時
も
つ
く
う
命
さ
い
な
が
か
ら

ば
と
く
さ
い
つ
く
目
出
度
け
り

但
う
た
い

19
．「
二
剣
」

弍
劔
立
事

一
を
と
に
き
く
。
を
に
の
劔
を
。
ぬ
い
で
み
た
あ
ゝ
。

み
わ
白
か
ね
で
。
つ
く
ら
さ
る
者
や

一
東
方
せ
か
い
と
申
に
わ
。
方
も
ふ
せ
ば
方
わ
こ
れ
。

き（
甲
乙
）の
へ
き
の
と
。
き（
木
）
を
つ
か
さ
と
る
御
神
な
り
。
か
の
御
神

を
本
地
と
し
て
。
御
た
ち
ま
し
ま
す
。
神
め（「

い
」脱
）の
う
御
勝（
数
）
わ
。

六
万
六
千
六
百
六
拾
六
神
の
し
ん
め
い
。
高
き
わ
大
神
ひ
く
き

わ
諸
神
。
諸
大
明
神
な
。
よ
い
の
う
に
つ
て
ん
に
い
。
四
方
き

つ
さ
い
し
よ
う
し
奉
。
な
び
こ
ば
な
び
け
。
ひ
と
か
あ
た
に
や
。

な
び
こ
ば
神
の
う
む
り
よ
う
な
る
者
や
。
は
あ
こ
の
門
に
い
。

こ
け
さ
あ
お
か
れ
さ
。
こ
け
を
か
ば
。
す
て
ん
ど
ふ
し
の
。
く

も
い
ゝ
あ
ゝ
ら
あ
せ
し
や
。

一
南
方
せ
か
い
と
申
に
わ
。
方
も
う
せ
ば
方
わ
こ
れ
。

ひ（
丙
丁
）の
へ
ひ
の
と
。
ひ（
火
）
を
つ
か
さ
と
る
御
神
な
り
。
か
の
御
神

を
。
本（「
と
」脱
）地

し
て
。
御
た
ち
ま
し
ま
す
。
神
め
い
の
う
御
勝（

数
）わ

。

七
万
七
千
七
百
七
拾
七
神
の
神
め
い
。
高
き
わ
大
神
。
ひ
く
き

わ
諸
神
。
諸
大
明
神
な
あ
。
よ
い
の
う
に
つ
て
ん
に
い
。
四
方

き
つ
さ
い
。
し
よ
う
じ
奉
。
な
び
こ
ば
な
び
け
。
ひ
と
か
あ
た

あ
に
い
や
。
な
び
こ
ば
神
の
う
。
む
り
よ
う
な
あ
る
者
や
あ
。

は
あ
此
も
ん
に
い
。
こ
け
さ
あ
。
を
か
れ
さ
こ
け
を
か
ば
。
す

て
ん
ど
ふ
し
の
。
雲
い
ゝ
あ
ゝ
ら
せ
し
や
。

一
西
方
せ
か
い
と
申
に
わ
。
方
も
う
せ
ば
ほ
う
わ
こ
れ
。

か（
庚
辛
）の
へ
か
の
と
。
か（
金
）ね
を
つ
か
さ
ど
る
御
か
み
な
り
。
か
の
御

神
を
本
地
と
し
て
。
御
た
ち
ま
し
ま
す
神
め
い
の
う
御
勝（
数
）わ
。

八
万
八
千
八
百
八
拾
八
神
の
し
ん
め
い
。
高
き
わ
大
じ
ん
。
ひ

く
き
わ
諸
神
。
諸
大
明（「
神
」脱
）なあ
。
よ
い
の
う
に
つ
て
ん
に
い
。
四

方
き
つ
さ
い
。
し
よ
う
じ
い
た
て
ま
つ
る
。
は
あ
な
び
こ
ば
な

び
け
。
ひ
と
か
あ
た
あ
に
い
や
。
な
び
こ
ば
神
の
う
。
む
り
よ

う
な
る
者
や
あ
。
は
あ
此
も
ん
に
い
。
こ
け
さ
あ
を
か
れ
さ
。

こ
け
を
か
ば
。
す
て
ん
と
ふ
し
の
。
雲
い
あ
ゝ
ら
あ
さ
あ
や
。

一
北
方
せ
か
と
申
に
わ
。
方
も
う
せ
ば
方
わ
こ
れ
。

み（
壬
癸
）つ
の
へ
み
つ
の
と
。
み（
水
）つ
を
つ
か
さ
ど
る
御
神
な
り
。
か
の

御
神
を
本
地
と
し
て
。
御
た
ち
ま
し
ま
す
。
神
め
い
の
御
勝（
数
）わ
。

九
万
九
千
九
百
九
拾
九
神
の
し
ん
め
い
。
高
き
わ
大
神
。
ひ
く

き
わ
諸
神
。
諸
大
明（「
神
」脱
）なあ
。
よ
い
の
う
に
つ
て
ん
に
い
。
四
方

き
つ
さ
い
。
し
よ
う
し
た
て
ま
つ
る
う
。
な
び
こ
ば
な
び
け
。

ひ
と
か
あ
た
あ
に
い
や
あ
。
な
び
こ
ば
神
の
う
。
む
り
よ
う
な

あ
る
者
や
あ
。
あ
あ
此
も
ん
に
い
。
こ
け
さ
あ
を
か
れ
さ
。
こ

け
を
か
ば
。
す
て
ん
ど
ふ
し
の
。
く
も
い
ゝ
あ
ゝ
ら
あ
せ
し
や

あ
。

一
中
王
せ
か
い
と
申
に
わ
。
方
も
う
せ
ば
ほ
う
わ
こ
れ
。

つ（
戊
己
）ゝ

の
へ
つ
ゝ
の
と
。
つ（
土
）ち
を
つ
か
さ
ど
る
御
神
な
り
。
か
の

御
神
を
本
地
と
し
て
。
御
た
ち
ま
し
ま
す
。
神
め
い
の
う
御
勝

わ
。
天
に
も
拾
万
八
千
ぎ
。
地
ニ
も
拾
万
八
千
ぎ
。
中
に
も
拾

万
八
千
ぎ
。
合
て
三
拾
万
こ
う
の
。
め
い
の
御
神
。
高
き
わ
だ

い
じ
ん
。
ひ
く
き
わ
諸
神
。
諸
大
明
神
な
あ
。
よ
い
の
う
に
つ

て
ん
に
い
。
四
方
き
つ
さ
い
。
し
よ
う
じ
い
奉
。
は
あ
な
び
こ

ば
な
び
け
。
ひ
と
か
あ
た
あ
に
い
や
あ
。
な
び
こ
ば
神
の
う
。

む
り
よ
う
な
る
者
や
あ
。
は
あ
此
も
ん
に
い
。
こ
け
さ
あ
を
か

れ
さ
。
こ
け
を
か
ば
。
す
て
ん
ど
ふ
し
の
。
雲
い
ゝ
あ
ゝ
ら
あ

せ
し
い
や
あ
。

一
東
東
方
で
ん
に
悪
あ
ろ
。
悪
も
な
し
。
廻（
魔
あ
）ル
。
間（
魔
）も
な
し
。
や

あ
れ
芝
を
れ
。
芝
を
き
つ
て
。
馬
を
神
通
が
。
は
へ
た
る
。
た

ち
を
持
て
。
こ
さ
ん
こ
う
さ
ん
き
る
程
に
い
。
こ
が
ね
が
大
神
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き
り
つ
く
る
。
こ
が
ね
が
だ
い
じ
ん
き
り
つ
け
ら
れ
ど
も
。
ぜ

ん
も
悪
も
な
し
。

一
南
な
ん
ぼ
ふ
て
ん
に
悪
あ
ろ
。
悪
も
な
し
。
廻（
魔
あ
）ル
。
間（
魔
）も
な
し
。

や
あ
れ
芝
お
れ
。
芝
き
つ
て
。
馬
を
神
通
が
は
へ
た
る
た
ち
を

持
て
。
こ
さ
ん
。
こ
う
さ
ん
。
き
る
程
に
い
。
は
あ
こ
が
ね
の

だ
い
じ
ん
。
き
り
つ
く
る
。
こ
が
ね
の
大
神
き
り
付
た
れ
ど
も
。

ぜ
ん
も
。
悪
も
な
し
。

一
西
西
方
で
ん
に
悪
あ
ろ
。
悪
も
な
し
。
廻（
魔
あ
）ル
ま（
魔
）も
な
し
。
や
あ

れ
芝
を
れ
。
し
ば
を
き
つ
て
。
馬
を
神
通
か
は
へ
た
る
。
た
ち

を
も
ち
て
。
こ
さ
ん
。
こ
う
さ
ん
。
き
る
ほ
ど
に
い
。
こ
が
ね

の
だ
い
じ
ん
。
き
り
つ
く
る
。
こ
が
ね
の
大
神
。
き
り
つ
け
た

れ
と
も
。
ぜ
ん
も
。
悪
も
な
し
。

一
北
北
方
で
ん
に
悪
あ
ろ
。
悪
も
な
し
。
廻（
魔
あ
）ル
。
ま（
魔
）も
な
し
。
や

あ
れ
芝
を
れ
。
芝
お
き
つ
て
。
馬
を
神
通
か
は
へ
た
る
。
た
ち

を
持
て
。
こ
さ
ん
。
こ
う
さ
ん
。
き
る
ほ
ど
に
い
。
は
あ
こ
が

ね
の
だ
い
じ
ん
。
き
り
つ
く
る
。
こ
が
ね
の
大
神
。
き
り
つ
け

た
れ
と
も
。
ぜ
ん
も
。
悪
も
な
し
。

一
は
い
や
を
と
に
き
く
。
鬼
の
う
つ
る
ぎ
を
。
ぬ
い
で
み
た
あ
。

み
わ
し
ろ
か
ね
で
。
つ
く
ら
あ
さ
あ
る
者
や
あ
。

一
東
劔
た
つ
う
。
も
ろ
は
の
山
の
う
。
か
げ
き
よ
り
い
。
は
あ
惣

川
の
水
に
い
。
か
げ
わ
あ
さ
あ
す
う
者
や
あ
。

一
南
同
断

一
西
同
断

一
北
同
断

一
中
王
同
断

一
は
い
や
。
悪
な
ら
ば
あ
。
は
あ
そ
こ
の
き
す
ざ
れ
よ
つ
か
を
さ

め
。
は
あ
惣
川
の
水
に
い
。
か
け
わ
あ
さ
あ
す
う
。
者
や
あ
。

21
．「
幣
帛
」

み（
幣
帛
）て
く
ら
い
ゆ
く
入
レ
マ
セ
ヨ
今
日
ト
知
ラ
セ
バ
玉
ヨ
ヨ
カ
ニ

小
棚
ヲ
カ
イ
テ
神
モ
シ
ヨ
ウ
シ
ン
ヤ

一
東
方
せ
か
い
に
方
を
も
う
せ
ば
方
を（
わ
）こ
れ
甲
乙
木
を
つ
か
さ
ど

る
御
神
な
り
。
か
の
御
神
を
本
地
と
し
て
御
立
た
ま
わ
る
神
め

い
の
う
御
勝
わ
六
万
六
千
六
百
六
拾
六
神
な
り
。
高
木
わ
大
神

ひ
く（「
き
」脱
）わ諸
神
諸
大
明
神
の
う
、
は
あ
今
夜
ハ
こ
よ
い
の
た
い
し

よ
大
し
よ
と
み
て
く
ら
へ
い
せ
御
伊
勢
御
神
せ
し
め
た
あ
ま
あ

へ
ば
や
あ
、
は
な
び
こ
ば
な
び
け
ひ
と
か
た
に
い
、
な
び
く
わ

神
の
う
む
り
よ
う
な
あ
る
も
う
の
う
や
あ
。

一
南
方
せ
か
い
に
方
を
も
う
せ
ば
方
わ
こ
れ
丙
丁
火
を
つ
か
さ
ど

る
神
が
み
な
り
。
か
の
御
神
を
本
地
と
し
て
御
立
た
ま
わ
る
神

め
い
の
う
御
勝
わ
七
万
七
千
七
百
七
拾
七
神
な
り
。
高
木
わ
大

神
ひ
く
木
わ
諸
し
ん
諸
大
明
神
の
う
、
こ
ん
や
わ
こ
よ
い
の
大

し
よ
〳
〵
と
み
て
く
ら
へ
い
せ
御
伊
勢
御
神
せ
し
め
た
あ
ま
あ

へ
ば
や
あ
、
は
あ
な
び
こ
ば
な
ひ
け
ひ
と
か
た
に
い
な
び
く
わ

神
の
う
む
り
よ
う
な
あ
る
者
や
あ
。

一
西
方
せ
か
い
に
方
を
も
う
せ
ば
方
わ
こ
れ
庚
辛
か
ね
を
つ
か
さ

ど
る
御
神
な
り
。
か
の
御
か
み
を
本
地
と
し
て
御
立
た
ま
わ
る

し
ん
め
い
の
う
御
勝
わ
八
万
八
千
八
百
八
拾
八
神
な
り
。
高
木

わ
大
神
ひ
く
木
わ
諸
じ
ん
諸
大
明
神
の
う
、
は
あ
こ
ん
や
わ
こ

よ
い
の
だ
い
し
よ
大
し
よ
と
み
て
く
ら
へ
い
せ
御
伊
勢
御
神
せ

し
め
た
あ
ま
あ
へ
ば
や
あ
、
は
あ
な
び
こ
ば
な
び
け
ひ
と
か
た

に
い
な
び
く
わ
神
の
う
む
り
よ
う
な
あ
る
者
や
あ
。

一
北
方
せ
か
い
に
方
を
も
う
せ
ば
方
わ
こ
れ
壬
癸
水
を
つ
か
さ
ど

る
御
神
な
り
。
か
の
御
神
を
本
地
と
し
て
御
立
た
ま
わ
る
神
め

い
の
う
御
勝
わ
九
万
九
千
九
百
九
拾
九
神
な
り
。
高
木
わ
大
じ

ん
ひ
く
木
わ
諸
神
諸
大
明
神
の
う
、は
あ
こ
ん
や
わ
こ
よ
い
の
。

だ
い
し
よ
〳
〵
と
み
て
く
ら
へ
い
せ
を
い
せ
御
神
せ
し
め
た
あ

ま
あ
へ
ば
や
あ
、
は
あ
な
び
こ
ば
な
び
け
ひ
と
か
た
に
い
な
び

く
わ
神
の
う
む
り
よ
う
な
あ
る
者
や
あ
。

一
中
王
せ
か
い
に
方
を
も
う
せ
ば
方
わ
こ
れ
戊
己
土
を
つ
か
さ
ど

る
御
神
な
り
。
か
の
御
神
を
本
地
と
し
て
御
立
た
ま
わ
る
し
ん

め
い
の
う
御
勝
わ
天
に
も
拾
万
八
千
ぎ
地
に
も
う
拾
万
八
千
ぎ

中
に
も
拾
万
八
千
ぎ
合
て
三
拾
万
ご
う
の
う
め
い
の
う
御
神
、

高
木
わ
大
神
ひ
く
木
わ
諸
じ
ん
諸
大
明
神
の
う
、
は
あ
こ
ん
や

わ
こ
よ
い
の
大
し
よ
う
〳
〵
と
み
て
ぐ
ら
へ
い
せ
御
伊
勢
御
神

せ
し
め
た
あ
ま
あ
へ
ば
や
、
は
あ
な
び
こ
ば
な
び
け
人
か
た
に

い
な
び
く
わ
神
の
う
む
り
よ
う
な
る
者
や
あ
。

○
一
み
て
く
ら
を
手
に
取
申
て
を
が
む
に
わ
四
方
の
神
も
な
び
き

せ
さ
ら
ん
。
や
よ
け
に
も
そ
ふ
〳
〵
。

一
此
殿
の
い（
戌
亥
）ぬ
い
の
す（
隅
）み
に
わ
か
め
七
つ
八
つ
と
ゆ
う
か
み
風
わ

ふ
か
ね
と
さ（「
さ
」脱
）らな
み
た
つ
。
や
よ
け
に
も
そ
ふ
〳
〵

一
さ（
酒
殿
）か

と
の
に
酒
を
つ
く
り
て
も
も
は
や
り
や
ち
は
ら
の
酒
ハ
神

そ
め
す
ら
ん
。
や
よ
げ
に
も
そ
ふ
〳
〵

○
一
さ（
盃
）か
づ
き
の
登
と
見
へ
て
く
だ
ら
ん
ハ
神
の
じ
ょ
ご
に
め
せ

ば
く
だ
ら
ん
。
や
よ
け
に
も
そ
ふ
〳
〵

一
た
い
た
う
た
う
成
笛
竹
ハ

な
し
よ
う
に
是
迄
ゆ
ら
れ
き
た

こ
と
よ
き
こ
か
せ
に
さ
そ
く
れ
て

お
く
の
な
み
に
ゆ
ら
れ
き

た

や
よ
け
に
も
そ
ふ
〳
〵

一
此
殿
の
み
な
み
表
の
ひ
ろ
へ
ん
に

い（
命
）の
ち
な
か
へ
の
ふ（
筆
）て
を

さ
す

く（
九
国
）こ
く
の
と（
富
）み
を
ま（
招
）ね
く
ふ（
筆
）て
か
な

や
よ
け
に
も
そ
ふ
〳
〵

一
此
殿
の
ミ（
南
）な
ミ
を（
表
）も
の
へ
の
ひ（
広
縁
）ろ
ゑ
ん
に

色
よ
き
に
よ
う
た

い
を
わ
し
ま
す

お
つ
と
わ
た
れ
か
と
と
う
た
れ
ば

ま
つ
の

う
ら
ば
の
と（
富
男
）み
を
と
こ

や
よ
げ
に
も
そ
ふ
〳
〵

○
一
か
み
た
な
に
く（
勧
請
）わ
ん
ぢ
よ
を
ま
し
ま
す
神
が
み
を
も
と
の

や（
社
）し
ろ
に
お（
送
）く
り
た
て
ま
つ
る
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六

由
来

白
鳥
神
社
は
、
同
社
境
内
の
社
司
碑
に
よ
れ
ば
、
永
正
七
年
（
一
五
一
〇
）
三
月
に
宗
角

惣
（
対
馬
の
宗
家
十
一
代
）
が
対
馬
よ
り
当
地
に
渡
来
し
、
領
主
（
玉
之
浦
納
）
よ
り
神
職

を
命
じ
ら
れ
、
同
人
が
第
一
代
神
職
と
な
っ
た
。
今
日
の
宗
邦
治
氏
は
第
二
十
四
代
目
の
社

司
で
あ
る
。

白
鳥
神
社
所
蔵
の
文
書
に
よ
る
と
、
歴
代
の
五
島
藩
主
は
白
鳥
神
社
に
諸
種
の
祈
願
を
し

て
神
楽
を
奏
上
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
宝
永
三
年
（
一
七
〇
三
）
藩
主
盛も
り

住よ
し
の
祈
願
成
就

に
つ
き
、
家
老
た
ち
が
白
鳥
宮
へ
一
石
を
寄
進
し
、
太
鼓
手
拍
子
大
小
鈴
等
を
調
え
て
、
毎

年
正
月
二
十
一
日
に
市
神
楽
を
奉
奏
せ
し
め
た
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
鰤
不
漁
の
た

め
、
白
鳥
宮
へ
一
石
を
寄
進
し
、
毎
年
十
一
月
十
五
日
に
市
神
楽
を
奉
奏
せ
し
め
た
、
安
永

六
年
（
一
七
七
七
）
の
藩
主
盛も
り
ゆ
き運

の
妹
の
出
府
に
つ
き
海
上
安
穏
を
祈
願
し
た
、
文
化
六
年

（
一
八
一
二
）
の
盛
運
の
病
気
立
な
ど
な
ど
の
願
文
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
由
緒
の
あ
る
五

島
神
楽
で
あ
る
。

な
お
次
項
七
に
記
す
よ
う
に
、
今
日
下
五
島
方
面
の
神
楽
の
中
で
も
神
楽
の
伝
承
体
制
が

も
っ
と
も
し
っ
か
り
と
し
て
い
る
。

七

変
遷

当
玉
之
浦
神
楽
は
、
平
成
十
三
年
度
五
島
神
楽
が
文
化
庁
よ
り
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講

ず
べ
き
無
形
民
俗
文
化
財
に
選
択
さ
れ
た
当
時
に
比
べ
て
、
次
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。

（
一
）平
成
十
四
年
発
行
の『
五
島
神
楽
の
研
究
』の
記
載
に
よ
れ
ば
、弘
化
二
年（
一
八
四
五
）

の
「
神
楽
舞
方
之
本
」
所
載
の
全
三
十
三
番
中
現
在
二
十
番
程
度
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
が
、
平
成
二
十
二
年
の
例
祭
で
は
二
十
一
番
上
演
さ
れ
て
い
た
の
で
、
お

お
む
ね
変
わ
っ
て
い
な
い
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
平
成
十
四
年
当
時
に
比
べ
て
、「
神か
ん
ず通

」
と

「
露
つ
ゆ
は
ら
い

払
」
が
、
立
事
、
言
句
が
覚
え
き
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
演
ず
る
機
会
が
少
な
い
と
の

こ
と
で
あ
る
。
他
方
当
時
は
出
来
な
い
と
さ
れ
て
い
た
「
三
剣
」「
二
剣
」
が
上
演
さ
れ
て

い
た
。

（
二
）
実
演
者
と
し
て
宮
司
、社
人
以
外
に
白
鳥
神
社
神
楽
保
存
会
会
員
（
会
員
総
数
十
九
人
）

も
協
力
し
て
お
り
、
す
く
な
く
と
も
あ
と
二
十
年
間
は
白
鳥
神
社
神
楽
は
安
泰
で
あ
ろ
う
と

当
該
保
存
会
々
長
は
自
負
し
て
い
た
。

（
三
）
但
し
神
輿
の
担
ぎ
手
の
陸
尺
が
こ
の
と
こ
ろ
年
々
減
少
傾
向
に
あ
り
、
と
て
も
懸
念

さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
神
輿
の
町
巡
り
の
際
祈
願
を
申
し
出
る
家
も
減
少
傾
向

に
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

八

所
見
（
当
神
楽
の
特
徴
）

五
島
神
楽
特
有
の
〝
合
立
（
あ
い
だ
ち
）〟
の
概
念

当
白
鳥
神
社
神
楽
で
は
、
前
記
五
の
（
二
）
の
「
御
潮
舞
」｢

四
剣｣

「
長
刀
舞
」「
新
塩
」

「
二
剣
」
の
記
述
に
お
い
て
言
及
し
た
よ
う
に
、
合
立
（
役
）
の
登
場
と
い
う
五
島
神
楽
独

特
の
演
出
方
法
が
現
実
に
ま
だ
可
動
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
神
楽
研
究
に
と
っ
て
注
目
す
べ

き
こ
と
と
思
わ
れ
、
そ
の
広
が
り
や
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
以
下
に
述
べ
た
い
。
な
お
こ

の
芸
態
に
つ
い
て
は
吉
村
政
德
氏
が
す
で
に
注
目
さ
れ
、次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
た
（『
五

島
神
楽
の
研
究
』）。

「
合
立
」
は
ア
イ
ダ
チ
と
読
み
、
舞
人
を
補
佐
す
る
役
の
者
を
い
う
。
例
え
ば
「
四
剣
」

の
舞
の
時
に
、
本
舞
人
は
短
剣
二
本
と
鈴
を
持
ち
舞
い
始
め
る
が
、
途
中
で
補
佐
役
の
舞

手
が
残
り
の
短
剣
二
本
を
持
っ
て
舞
に
加
わ
り
、
し
ば
ら
く
二
人
の
連
舞
が
あ
っ
て
、
や

が
て
補
佐
役
の
舞
人
が
本
舞
人
に
そ
の
短
剣
を
渡
し
て
退
く
。

（
一
）
合
立
の
広
が
り

ま
ず
〝
合
立
〟
が
当
白
鳥
神
社
神
楽
を
は
じ
め
と
し
て
、
下
五
島
か
ら
上
五
島
に
分
布
す

る
五
島
神
楽
全
体
に
わ
た
っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
い
。
五
島

神
楽
各
地
に
は
合
立
が
次
の
よ
う
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
（
注
〈
現
行
〉
と
記
す
演
目
は
平

成
十
四
年
発
行
『
五
島
神
楽
の
研
究
』
の
記
載
に
よ
り
、
各
神
楽
詞
章
本
に
所
載
さ
れ
て
い
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る
合
立
の
存
在
す
る
演
目
の
中
で
、
平
成
十
四
年
当
時
合
立
が
活
躍
し
て
い
た
演
目
）。

○
玉
之
浦
神
楽
（
白
鳥
神
社
神
楽
）
―
『
白
鳥
神
社
神
楽
舞
方
之
本
』
所
載

新
塩
、
御
潮
舞
〈
現
行
〉、
四
剣
〈
現
行
〉、
一
剣
、
長
刀
舞
〈
現
行
〉、
八や

千ち

久く

万ま

舞ま
い
、

将
軍
舞
、
二
剣
〈
現
行
〉

○
岐
宿
神
楽
（
巖
立
神
社
神
楽
）
―
『
巖
立
神
楽
舞
本
』
所
載

新
塩
舞
〈
現
行
〉、
三
剣
舞
〈
現
行
〉、
舞
台
相
伝
舞
、
八や

千ち

熊く
ま

舞ま
い
、
四
剣
舞
〈
現
行
〉、

二
剣
舞
〈
現
行
〉、
天
神
舞
、
島し
ま

求も
と
め

舞ま
い
〈
現
行
〉、
薙
刀
舞
〈
現
行
〉、
宝
剣
舞
〈
現
行
〉、

将
軍
舞
〈
現
行
〉

○
福
江
五
島
神
楽 

―
『
五
社
神
社
神
楽
本
』『
五
島
四
十
八
番
舞
神
楽
』
所
載

三
剣
舞
、
舞ぶ
じ
ん人
外げ
ど
う道
切ぎ
り
、
島
求
〈
現
行
〉、
剣
つ
る
ぎ
ま
い
舞
（
二
剣
）、
神
図
舞
〈
現
行
〉、
将
軍
舞
、

宝
剣
舞
〈
現
行
〉、
山
之
狂
言
、
山
之
下
〈
現
行
〉、
長
刀
舞
〈
現
行
〉、
戸
隠
舞
〈
現
行
〉

○
富
江
神
楽 

―
『
富
江
神
社
舞
歌
』『
七
嶽
神
社
御
舞
歌
』
所
載

三
剣
〈
現
行
〉、
蒙も
う
古こ

裏り

〈
現
行
〉、
柴
取
り
〈
現
行
〉

○
宇
久
神
島
神
社
神
楽 

―
『
神
楽
歌
』
所
載

神か
ん
づ頭
舞ま
い

〝
合
立
〟
は
、
平
成
十
四
年
当
時
に
現
行
と
記
さ
れ
て
い
た
演
目
の
も
の
が
、
例
え
ば
岐

宿
神
楽
の
よ
う
に
近
年
は
、
一
番
も
実
施
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
段
々
実
演
さ
れ
な
く
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
社
人
実
演
者
の
今
日
の
急
激
な
減
少
に
起
因
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
あ

る
い
は
合
立
の
簡
単
な
端
役
的
機
能
へ
の
軽
視
な
ど
も
関
わ
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
右
に
見
た
よ
う
に
合
立
は
、
下
五
島
地
域
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

上
五
島
地
域
に
は
こ
れ
ま
で
確
認
さ
れ
な
い
で
き
た
。
し
か
し
次
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
か

つ
て
は
上
五
島
神
楽
に
お
い
て
も
こ
れ
は
存
在
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
も
と
よ
り
上
五

島
神
楽
は
歴
史
的
に
下
五
島
の
富
江
神
楽
が
元
に
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
富
江
神

楽
で
は
右
記
の
よ
う
に
合
立
の
出
る
演
目
が
三
番
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
、
現
在

の
上
五
島
神
楽
の
「
山
下
舞
」
に
〝
ト
イ
〟
と
表
記
さ
れ
る
役
の
者
が
登
場
し
て
、
鬼
神
役

と
問
答
を
し
て
い
る
が
（『
上
五
島
神
楽
』
上
五
島
神
楽
保
存
会

平
成
十
八
年
発
行
）、
こ

れ
は
下
五
島
の
方
の
合
立
の
痕
跡
か
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
「
山
下
舞
」
と
筋

立
て
が
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
福
江
五
島
神
楽
の
『
福
江
五
島
神
楽
本
』（
福
江
五
島
神
楽
保

存
協
会

平
成
十
五
年
発
行
）
所
載
の
演
目
「
山
之
下
」
で
は
、
こ
の
上
五
島
の
ト
イ
に
相

当
す
る
役
を
〝
合
立
〟
と
表
記
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
福
江
の
神
楽
の｢

山
之
下｣

に

類
似
す
る
下
五
島
の
岐
宿
神
楽
の
「
山
下
舞
」
で
は
、
こ
れ
が
荒
平
を
招
き
出
し
て
問
答
す

る
〝
招ま

ね
き〟
と
表
記
さ
れ
て
い
る
（『
五
島
岐
宿
神
楽
の
継
承
』
五
島
岐
宿
神
楽
保
存
会

平

成
十
六
年
発
行
）。
ま
た
上
五
島
神
楽
の
「
神
図
」
に
〝
問と

い

〟
と
記
さ
れ
る
役
の
者
が
登
場

し
て
鬼
と
問
答
す
る
が
、
下
五
島
の
福
江
の
五
島
神
楽
の｢

神
図
舞｣

で
は
、
そ
の
役
は
合

立
が
行
な
っ
て
い
る
。

五
島
神
楽
の
こ
の
〝
合
立
〟
は
、他
県
の
神
楽
に
も
広
が
り
の
あ
る
芸
態
の
よ
う
で
あ
る
。

例
え
ば
、
こ
の
五
島
神
楽
の
〝
合
立
〟
と
全
く
同
じ
概
念
は
存
在
し
な
い
よ
う
だ
が
、
類
似

の
演
出
法
は
、
宮
崎
県
の
椎し

い

葉ば

神
楽
や
諸
塚
神
楽
あ
た
り
に
は
存
在
し
て
い
る
。
椎
葉
村
の

栂つ
が
尾お

神
楽
で
の
類
似
す
る
と
思
わ
れ
る
演
出
法
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

「
鬼
神
」

鬼
神
を
舞
台
に
招
き
入
れ
る
役
が
登
場
す
る
。（
直
前
の
演
目「
稲
荷
神
楽
」

の
舞
い
手
が
担
当
）

「
大
神
（
中
）」
最
初
に
唱
し
ょ
う

教ぎ
ょ
うを
言
い
、
正
式
の
四
人
の
舞
い
手
に
大
神
幣
を
配
っ
て
退

場
す
る
役
の
登
場
が
あ
る
。

「
芝
荒
神
」

芝
荒
神
を
舞
台
に
招
き
入
れ
る
役
の
登
場
が
あ
る
。（
め
く
り
に
演
者
名

は
記
さ
れ
な
い
正
式
の
舞
い
手
で
な
い
者
が
担
当
）

「
綱
荒
神
」

綱
荒
神
を
舞
台
に
招
き
入
れ
る
役
の
登
場
が
あ
る
。

ま
た
諸
塚
（
戸
下
）
神
楽
の
右
と
類
似
の
役
に
つ
い
て
渡
辺
伸
夫
氏
は
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
（
日
本
青
年
館

平
成
五
年
発
行
『
民
俗
芸
能
』
七
四
号
所
載
の
「
諸
塚
（
戸
下
）
神
楽
」。

仮
面
の
舞
に
は
必
ず
面
連
れ
（
合
舞
）
と
い
う
素
面
の
導
き
役
が
つ
く

さ
ら
に
ま
た
、
愛
知
県
の
花
祭
り
に
も
同
様
の
端
役
の
活
躍
す
る
演
出
伝
承
が
あ
る
。
山

見
鬼
、
榊
鬼
、
茂
吉
鬼
と
い
っ
た
鬼
面
の
モ
ノ
の
登
場
や
、
ひ
の
禰
宜
、
巫
女
、
翁
と
い
っ
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た
面
の
モ
ノ
の
登
場
の
折
り
に
は
、
伴
鬼
や
伴
面
の
登
場
が
本
体
の
先
駆
け
と
し
て
あ
り
、

ま
た
榊
鬼
面
や
翁
面
登
場
の
場
面
で
は
そ
れ
ら
の
検
め
役
が
出
て
来
て
掛
け
合
い
問
答
を

し
、
山
見
鬼
、
榊
鬼
の
先
導
役
と
し
て
の
松
明
持
ち
役
も
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
の
役
割
機
能

は
次
項
で
述
べ
る
よ
う
に
五
島
神
楽
の
合
立
の
機
能
に
通
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
二
）
合
立
の
意
味
は
何
か

先
述
の
よ
う
に
〝
合
立
〟
の
機
能
は
、
現
在
は
あ
た
か
も
歌
舞
伎
舞
踊
の
後
見
役
み
た
い

な
舞
人
へ
の
持
ち
道
具
の
手
渡
し
と
い
っ
た
こ
と
し
か
し
て
い
な
い
が
、
か
つ
て
は
演
目
の

主
役
の
舞
人
（
鬼
神
そ
の
他
）
と
も
っ
と
関
わ
る
働
き
を
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
神
楽
詞

章
本
の
類
い
か
ら
推
察
さ
れ
る
。
岐
宿
巖
立
神
社
宮
司
（
阿
比
留
正
氏
）
が
同
社
の
長
老
社

人
の
意
見
と
し
て
回
答
し
て
く
れ
た
手
紙
を
紹
介
す
る
と
、「
合
立
と
は
、舞
の
途
中
で
舞（
舞

場
）
の
中
に
入
り
、
舞
人
に
交
じ
っ
て
舞
を
舞
い
、
言
句
（
言
葉
）
を
言
う
（
発
す
る
）
者

を
い
う
」
と
、
舞
人
と
の
や
り
と
り
の
言
い
回
し
、
問
答
も
な
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
こ
の
事
例
と
し
て
の
演
目
は
、
岐
宿
神
楽
の
「
将
軍
舞
」、
福
江
五
島
神
楽
の
「
島
求
」

｢

神
図
舞｣

、「
山
之
下
」
ほ
か
が
該
当
す
る
。
ま
た
福
江
五
島
神
楽
の
天
満
神
社
宮
司
の
森

彪
氏
の
回
答
を
紹
介
す
る
が
、
こ
の
合
立
は
能
狂
言
と
の
近
づ
き
を
も
感
じ
さ
せ
る
。『
福

江
五
島
神
楽
本
』
に
所
載
の
「
山
之
狂
言
」
の
中
で
、〝
合
立
〟
が
舞
人
と
問
答
を
し
て
い
て
、

さ
ら
に
こ
れ
が
「
能
狂
言
に
似
る
」
と
の
注
釈
が
つ
い
て
い
る
。
そ
こ
で
筆
者
か
ら
森
氏
に
、

合
立
は
間
狂
言
を
も
演
ず
る
狂
言
師
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
質
問
す
る
と
、「
現

在
は
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
演
目
で
あ
る
が
、そ
の
よ
う
に
解
し
ま
す
」
と
の
返
事
で
あ
っ
た
。

こ
の
演
目
以
外
に
も
狂
言
演
目
と
し
て
「
将
軍
の
狂
言
」
も
あ
り
、
あ
る
い
は
白
鳥
神
社
神

楽
の
「
神
通
」
で
は
、
福
江
五
島
神
楽
の
「
神
図
舞
」
の
〝
合
立
〟
役
の
こ
と
を
こ
ち
ら
で

は
〝
あ
ど
〟
と
い
う
能
狂
言
の
ア
ド
に
通
ず
る
表
記
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
能
狂
言
の

影
響
を
思
わ
せ
る
演
目
や
演
出
法
の
存
在
あ
る
い
は
〝
合
立
〟
の
概
念
の
意
味
が
ひ
そ
ん
で

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

他
方
、
愛
知
県
の
花
祭
り
の
事
例
で
は
、
三
種
の
役
の
者
が
登
場
し
そ
れ
ぞ
れ
が
機
能
役

割
を
多
少
異
に
し
て
い
る
。
伴
鬼
、
伴
面
は
本
体
の
前
に
登
場
し
て
先
触
れ
的
働
き
を
し
、

本
体
の
登
場
後
は
本
体
の
ま
ね
を
し
た
り
、
本
体
退
場
後
に
も
居
残
っ
て
所
作
す
る
。
榊
鬼

や
翁
の
登
場
時
の
検
め
役
は
〝
も
ど
き
〟
と
称
さ
れ
、
本
体
の
氏
素
性
を
尋
た
り
の
問
答
を

す
る
。
ま
た
山
見
鬼
や
榊
鬼
の
先
頭
に
立
っ
て
松
明
を
か
ざ
す
者
た
ち
は
、
暗
が
り
の
中
の

本
体
の
舞
庭
へ
の
入
場
の
道
案
内
役
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
担
当
す
る
者
は
、
伴
鬼
、
伴
面
の

モ
ノ
た
ち
の
場
合
は
本
体
の
扮
装
を
く
ず
し
た
形
で
着
装
し
、
榊
鬼
、
翁
の
も
ど
き
役
は
正

式
の
着
装
の
な
い
関
係
者
で
あ
り
、
松
明
役
は
当
該
演
目
の
一
番
手
前
の
演
目
に
て
舞
い
終

え
た
者
が
あ
た
る
。
こ
の
よ
う
に
端
役
的
存
在
で
あ
る
こ
と
は
ま
さ
に
〝
合
立
〟
と
同
じ
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
か
つ
て
折
口
信
夫
が
例
え
ば
「
能
楽
に
お
け
る
〝
わ
き
〟
の
意
義
」
に
お

い
て
言
及
し
て
い
た
〝
も
ど
き
〟
と
か
〝
ワ
キ
〟
の
諸
相
を
示
し
て
い
る
も
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

五
島
神
楽
全
般
に
、
舞
人
の
文
句
を
「
立た
ち
ご
と言
（
事
）」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
〝
合
立
〟

の
〝
立
〟
と
は
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
い
て
、
か
つ
そ
れ
が
バ
イ
プ
レ
イ
ヤ
ー
的
な
存
在
だ

か
ら
〝
合
〟
を
く
っ
つ
け
た
か
た
ち
で
言
い
伝
え
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し

て
も
右
に
み
た
よ
う
に
神
楽
、
芸
能
研
究
に
と
っ
て
注
目
す
べ
き
〝
合
立
〟
で
あ
り
、
こ
の

伝
承
が
消
失
し
て
行
か
な
い
こ
と
が
強
く
望
ま
れ
る
。
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岐き

宿し
く

神か

楽ぐ
ら

〔
巖い

わ

立た
て

神じ
ん
じ
ゃ社
〕

星
野

紘

一

名
称

岐
宿
神
楽
（
巖
立
神
社
神
楽
・
五
島
岐
宿
神
楽
）

二

伝
承
地

長
崎
県
五
島
市
岐
宿
町

巖
立
神
社
と
兼
務
社
の
あ
る
地
域

＊
以
下
に
平
成
二
十
二
年
度
現
地
調
査
を
実
施
し
た
巖
立
神
社
例
大
祭
に
お
け
る
岐
宿
神

楽
の
報
告
を
す
る
。

三

期
日
・
場
所

巖
立
神
社
例
大
祭

＊
平
成
二
十
二
年
度
は
九
月
十
九
日
、二
十
日（
但
し
近
年
ま
で
は
九
月
十
五
日
、十
六
日
。     

か
つ
て
は
旧
暦
の
八
月
）。

九
月
十
九
日
（
日
）
一
二
時
三
〇
分
よ
り
巖
立
神
社
に
て
神
幸
祭
が
行
わ
れ
、
祭
式

次
第
の
後
、
太
鼓
奏
打
の
「
御お

神か

楽ぐ
ら

」
が
あ
り
、「
伊い

智ち

舞ま
い

」

が
舞
わ
れ
た
。
引
き
続
き
神
主
に
よ
る
神
輿
へ
の
御
霊
移
し
が

あ
っ
て
、
神
輿
の
村
巡
り
が
行
わ
れ
た
。

九
月
二
十
日
（
月
）
十
四
時
過
ぎ
よ
り
神
社
舞
殿
（
幣
殿
）
に
て
神
楽
が
舞
わ
れ
た
。

ま
た
右
の
例
大
祭
以
外
に
も
春
秋
の
彼
岸
な
ど
の
神
行
事
の
折

り
に
神
楽
数
番
が
舞
わ
れ
る
。

四

伝
承
組
織

（
一
）
実
演
者

旧
来
巖
立
神
社
に
は
宮
司
（
阿
比
留
正
氏
）
の
ほ
か
に
十
二
戸
の
世
襲
の
社し
ゃ
に
ん人
（
社
家
）

と
、
ほ
か
に
神み

子こ

の
家
が
あ
っ
て
当
該
神
楽
を
維
持
伝
承
し
て
き
た
の
だ
が
、
近
年
は
減
少

し
て
い
る
。
平
成
十
四
年
発
行
の
『
五
島
神
楽
の
研
究
』
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
神
楽
実
演
者

は
社
人
の
家
が
六
戸
で
社
人
九
人
、
そ
れ
に
小
中
学
生
の
神
子
と
減
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
今

日
で
は
社
人
の
家
五
戸
七
人
と
神
子
二
人
（
民
間
人
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況

に
か
ん
が
み
平
成
十
四
年
に
民
間
人
も
実
演
者
に
加
わ
る
「
五
島
岐
宿
神
楽
保
存
会
」
が
結

成
さ
れ
て
、
三
番
の
演
目
が
復
活
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
に
広
域
市
町
村
合
併
の
影
響

で
、
三
名
の
若
手
会
員
が
脱
退
し
て
し
ま
い
、
さ
ら
に
結
成
時
の
同
保
存
会
々
長
の
逝
去
が

あ
っ
た
り
し
て
、
保
存
会
活
動
は
か
す
か
な
活
動
状
況
に
あ
る
と
い
う
。

（
二
）
参
与
者
お
よ
び
祭
り
の
経
済

岐
宿
本
郷
内
の
氏
子
は
約
四
百
戸
（
キ
リ
シ
タ
ン
の
家
な
ど
は
除
く
）
で
、
郷
内
が
八
地

区
に
分
か
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
宮
総
代
を
選
出
（
二
年
交
替
）
し
て
祭
り
の
氏
子
側
の
こ
と
を
取

り
仕
切
っ
て
い
る
。
神
社
の
お
札
料
と
神
輿
の
町
巡
り
の
際
に
祈
願
を
要
望
し
た
家
（
本
年

文
市立岐宿
小学校

JAごとう
岐宿
・

岐宿局
〒

岐宿町岐宿

大雄寺

金福寺

岐宿港

三井楽

384

31

巖立神社

巖立神社社叢

巖立神社鳥居

巖立神社本殿
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は
百
四
戸
あ
り
）
か
ら
の
お
初
穂
料
等
が
祭
り
の
収
入
で
、
特
に
寄
付
金
を
集
め
る
と
い
う

こ
と
は
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
。
も
し
経
費
が
そ
れ
を
オ
ー
バ
ー
し
た
場
合
に
は
、
各
宮
総

代
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
区
会
費
か
ら
の
支
援
を
仰
ぐ
と
い
う
（
現
総
代
長
柳
田
勲
氏
談
）。

五

行
事
（
芸
能
）
内
容

（
一
）
次
第
・
日
程

①
九
月
十
九
日

神
幸
祭
と
神
輿
の
町
巡
り

当
日
一
二
時
三
〇
分
よ
り
巖
立
神
社
舞
殿
（
幣
殿
）

に
て
神
幸
祭
が
行
わ
れ
た
。
神
殿
に
面
し
て
神
主
お

よ
び
祭
事
補
佐
役
の
社
人
が
座
し
、
そ
の
背
後
の
舞

い
舞
台
の
神
前
に
向
か
っ
て
右
側
に
神
子
、
社
人
な

ど
が
座
し
、
左
側
に
宮
総
代
な
ど
が
座
し
て
、
祭
式

次
第
が
執
り
行
わ
れ
た
。
そ
の
終
わ
り
に
太
鼓
奏
打

の
「
御
神
楽
」
が
入
り
、
神
子
に
よ
る
「
伊
智
舞
」

が
舞
わ
れ
た
。
引
き
続
き
神
主
に
よ
る
神
殿
か
ら
拝
殿
に
置
い
て

あ
る
神
輿
へ
の
御
霊
移
し
が
執
り
行
わ

れ
た
。
社
殿
入
口
の
階

き
ざ
は
しか
ら
神
輿
を
外
へ

運
び
出
し
、
鳳
凰
な
ど
の
金
飾
り
を
取
り

付
け
た
後
町
巡
り
へ
の
出
発
と
な
っ
た
。

担
ぎ
手
は
沢
山
集
ま
っ
て
い
た
が
、
出

立
前
の
宮
総
代
か
ら
の
挨
拶
の
な
か
で
、

村
巡
り
が
終
了
す
る
夕
方
ま
で
は
途
中
で
ビ
ー
ル
な
ど
を
飲
食
せ

ぬ
よ
う
に
と
の
注
意
が
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
前
年
の
村
巡
り
中
に

顔
を
切
る
と
い
っ
た
負
傷
者
が
出
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
よ
う

だ
。神

社
参
道
か
ら
鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
左
折
し
境
内
の
外
へ
出
て
行

っ
た
、
猿
田
彦
、
幣
、
神
社
旗
、
祭
り
旗
、
弓
矢
刀
、
高
張
提
灯
、

神
輿
お
よ
び
そ
の
担
ぎ
手
、
神
主
、
神
子
、
社
人
、
宮
総
代
そ
の

他
の
一
行
は
、
平
成
十
二
、三
年
頃
ま
で
そ
こ
に
仮
宮
が
架
設
さ
れ
て
い
た
空
き
地
に
至
る
。

一
行
は
こ
こ
を
三
周
し
た
後
、
担
ぎ
手
の
若
者
た
ち
が
神
輿
を
数
度
上
に
あ
げ
て
揉
む
。

そ
し
て
村
巡
り
開
始
と
な
る
。
村
巡
り
の
間
、
祈
願
を
申
し
出
た
家
の
前
で
次
の
よ
う
な
執

り
行
な
い
が
あ
る
（
こ
れ
を
「
神
楽
を
あ
げ
る
」
と
称
し
て
い
る
）。
神
輿
が
当
該
家
の
門

前
に
止
ま
る
と
、
当
家
か
ら
米
八
合
、
塩
八
合
、
酒
八
合
、
肴
少
々
と
お
初
穂
な
ど
を
入
れ

た
長
方
形
の
盆
（
モ
ロ
ブ
タ
）
を
持
っ
て
き
て
神
輿
に
お
供
え
す
る
。
す
る
と
神
主
が
神
輿

を
拝
し
、
祝の

り

詞と

を
奏
上
す
る
。
こ
の
間
神
主
の
背
後
で
神
子
が
「
伊
智
舞
」
を
舞
う
。
終
わ

る
と
総
代
は
金
幣
を
持
っ
て
家
に
入
り
、
当
家
の
者
の
頭
や
身
体
を
金
幣
で
な
で
る
金
幣
拝

戴
の
儀
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
夕
刻
ま
で
村
巡
り
を
す
る
。
そ
の
後
、
巖
立
神

社
に
も
ど
り
、
御
着
祭
が
あ
っ
て
「
伊
智
舞
」
が
舞
わ
れ
る
。

②
九
月
二
十
日

神
輿
前
で
の
祭
典

本
来
な
ら
仮
宮
の
神
輿
に
対
し
て
の
祭
儀
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
巖
立
神
社
の
中
で
執
り

行
わ
れ
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
九
月
二
十
日
午
後
二
時
過
ぎ
よ
り
、
神
殿
前
に
安
置
さ

れ
た
神
輿
の
面
前
、
舞
座
近
く
に
五
色
幣
を
横
一
列
に
立
て
並
べ
た
案
が
置
か
れ
て
い
て
、

そ
の
前
で
祭
典
が
執
り
行
わ
れ
る
。
案
上
に
は
神
前
に
向
か
っ
て
左
よ
り
緑
幣
（
東
）、
赤

幣
（
南
）、
黄
幣
（
中
央
）、
白
幣
（
西
）、
紫
幣
（
北
）
が
立
て
並
べ
ら
れ
た
前
に
五
組
の

御
飾
餅
、
そ
れ
に
紅
白
十
二
組
の
重
ね
餅
や
日
形
月
形
の
餅
が
供
え
ら
れ
る
。
こ
の
五
色
幣

案
の
拝
殿
よ
り
に
方
一
間
二
畳
の
広
さ
の
板
張
り
の
舞
座
（「
舞
い
舞
台
」
と
称
し
て
い
る
）

が
造
り
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
天
井
に
約
七
十
六
セ
ン
チ
四
方
の
赤
い
錦き
ん

蓋か
い

が
吊
る
さ
れ

て
い
る
。
錦
蓋
の
中
に
は
左
右
に
日
と
月
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
中
央
か
ら
二
十
七
セ
ン

チ
く
ら
い
の
赤
布
が
垂
れ
て
い
る
。
ま
た
錦
蓋
の
上
部
に
は
色
と
り
ど
り
の
切
り
紙
を
載
せ

神輿を揉む

神幸祭での伊智舞

神楽をあげる

町辻での伊智舞

村巡り

村巡りへの出発前

村巡り一行
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て
い
て
、「
天あ
め
の
宇う

受ず

売め

舞ま
い
」
と
「
御み

幣て

帛ぐ
ら
」
の
上
演
の
時
に
錦
蓋
を
ゆ
す
っ
て
こ
の
切
り
紙

を
ち
ら
し
落
と
す
。
な
お
二
つ
の
鋲
打
ち
太
鼓
が
舞
座
の
神
前
に
向
か
っ
て
右
側
に
並
べ
置

か
れ
て
い
る
（
五
、六
年
前
ま
で
は
参
拝
者
の
目
の
前
の
位
置
に
置
か
れ
て
い
て
舞
が
見
に

く
か
っ
た
た
め
に
場
所
を
現
在
の
位
置
に
し
た
と
い
う
）。
な
お
二
つ
の
太
鼓
の
間
に
は
鈴

二
本
と
米
八
合
が
入
っ
た
一
升
枡
一
つ
を
載
せ
て
あ
る
台
箱
が
置
か
れ
て
い
る
。

祭
典
の
次
第
は
、
ま
ず
五
色
幣
案
前
で
神
主
に
よ
る
祓
い
詞
と
大
麻
で
の
祓
い
、
祝
詞
奏

上
、宮
総
代
な
ど
に
よ
る
玉
串
奉
奠
が
行
な
わ
れ
た
。
引
き
続
い
て
太
鼓
奏
打
の
「
御
神
楽
」

が
あ
り
、
五
色
幣
案
の
前
に
採
り
物
置
き
の
台
が
置
か
れ
、
こ
の

途
中
で
社
人
が
榊
葉
で
舞
道
具
を
祓
う
次
第
が
入
っ
た
。
こ
の
次

第
は
他
の
五
島
神
楽
の
地
で
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
と
の
こ
と
。

そ
の
後
神
子
に
よ
る
「
伊
智
舞
」
が
舞
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
一
連
の

次
第
の
後
、
神
主
に
よ
る
唱
え
詞
が
あ
っ
て
、
社
人
た
ち
が
、
拝

殿
に
居
並
ぶ
参
拝
者
に
向
か
っ
て
餅
ま
き
を
行
っ
た
。

（
二
）
演
目
・
芸
態

九
月
二
十
日

神
楽
（
舞
神
楽
）
の
次
第
内
容

以
下
に
当
日
演
じ
ら
れ
た
神
楽
（
舞
神
楽
）
の
各
演
目
に
つ
い
て
、
詳
細
に
記
述
す
る
。

演
目
名
、
衣
裳
扮
装
、
採
り
物
、
芸
態
な
ど
の
紹
介
で
あ
る
が
、
こ
と
に
主
た
る
記
述
と
な

る
芸
態
が
、
舞
い
手
は
、
舞
い
舞
台
の
東
南
西
北
中
央
の
五
方
角
、
そ
れ
に
南
西
、
西
北
、

北
東
、
東
南
、
中
央
の
五
方
面
を
位
置
取
り
な
が
ら
、
右
旋
回
、
左
旋
回
し
た
り
、
十
字
に

所
作
し
た
り
、
あ
る
い
は
対
角
線
に
所
作
し
た
り
し
て
様
々
な
図
形
を
踏
み
ま
わ
る
。
こ
れ

ら
の
方
角
、
方
面
の
記
述
が
以
後
の
記
述
の
中
に
繰
り
返
し
出
て
く
る
の
で
、
読
み
進
む
上

で
便
利
な
よ
う
に
、あ
ら
か
じ
め
こ
こ
に
舞
い
舞
台
の
方
角
方
面
の
参
考
図
を
掲
げ
て
お
く
。

＜神殿＞

＜拝殿＞

＜舞殿＞

東北

南西

御幣
（五色）

採り物置き台

採り物置き台

採
り
物

置
き
台

太鼓

太鼓

中央（北東）

東南西北

南西

仕
度
場
所

舞い舞台
（板張り1間四方）

岐宿神楽「舞い舞台」図

五色幣案餅まき

伊智舞

神主の唱え詞

御神楽

錦蓋

舞座
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１.

伊い

智ち

舞ま
い

（
市
舞
、
市
神
楽
と
も
）（
2
分
）

こ
れ
は
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
舞
と
さ
れ
て
い
る
。

千
早
、
緋
袴
（
十
年
位
前
ま
で
は
赤
色
の
フ
ン

ゴ
ミ
）
の
神
子
が
右
手
に
鈴
を
持
っ
て
登
場
し
、

南
西
の
位
置
に
立
つ
。
舞
座
を
右
旋
回
二
回
と

右
小
旋
回
一
回
、
左
旋
回
二
回
と
左
小
旋
回
一

回
、
右
旋
回
二
回
と
右
小
旋
回
一
回
と
繰
り
返

す
。
神
前
に
面
し
て
佇
ん
だ
後
、
ま
た
前
同
様

の
右
旋
回
、
左
旋
回
を
繰
り
返
し
て
、
退
場
。

※
注

こ
の
「
伊
智
舞
」
は
右
に
記
し
た
祭
典

の
中
で
舞
わ
れ
た
と
と
も
に
、
祭
典
に
続
く
舞

神
楽
の
次
第
に
入
っ
て
か
ら
、
3
の
「
坐ざ

解は
ら
い除

舞ま
い
」
の
次
に
も
再
度
舞
わ
れ
た
。

2.

天あ
め
の
う宇
受ず

売め

舞ま
い
（
1
分
30
秒
）

こ
れ
は
天
照
大
神
が
天
岩
戸
に
こ
も
っ
た
折
、
岩
戸
の
前
で
宇
受
売
命
が
舞
っ
た
故
事
に
も

と
づ
く
舞
で
あ
る
。
こ
の
演
目
が
始
ま
る
前
に
舞
座
の
北
東
隅
の
五
色
幣
案
前
に
榊
葉
二
本
と

葛
の
輪
を
載
せ
た
台
が
置
か
れ
る
。
最
初
、
社
人
（
宮
司
）
が
狩
衣
、
冠
姿
で
登
場
し
、
南
西

隅
か
ら
北
東
隅
の
採
り
物
置
き
台
前
に
進
み
、榊
葉
を
両
手
に
採
り
、葛
の
輪
を
左
肩
に
掛
け
て
、

舞
座
を
左
に
半
旋
回
し
て
南
西
の
隅
に
至
り
、
次
に
ま
た
台
の
前
に
進
み
出
て
榊
葉
で
台
を
三

回
た
た
く
。
今
度
は
右
に
半
旋
回
し
て
南
西
の
隅
に
至
り
、
台
の
前
に
進
み
、
榊
葉
で
台
を
三

度
た
た
く
。
続
い
て
社
人
は
榊

葉
と
葛
を
千
早
、
緋
袴
の
神
子

に
手
渡
し
て
退
く
。
神
子
は
葛

を
右
肩
に
掛
け
、
両
手
に
榊
葉

を
持
っ
て
先
の
社
人
の
所
作
と

同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
。

３.

坐ざ

解は
ら
い除

舞ま
い

（
7
分
）

こ
れ
は
舞
座
の
魔
を
祓
い
清
め
る
舞
で
あ
る
。
狩
衣
に
袴
、
烏
帽
子
姿
で
、
右
手
に
鈴
、

左
手
に
赤
幣
、
黄
幣
を
持
っ
た
ひ
と
り
が
登
場
し
南
西
に
立
つ
。
ま
ず
右
手
鈴
を
振
り
つ
つ

舞
座
の
右
旋
回
二
回
と
右
小
旋
回
一
回
、
左
旋
回
二
回
と
左
小
旋
回
一
回
、
右
旋
回
二
回
と

右
小
旋
回
一
回
を
行
う
。
次
に
足
踏
み
し
つ
つ
右
旋
回
一
回
、
左
旋
回
一
回
、
右
旋
回
一
回

す
る
。
さ
ら
に
右
手
に
赤
幣
、
左
手
に
黄
幣
を
持
ち
右
旋
回
一
回
、
左
旋
回
一
回
、
右
旋
回

一
回
を
行
う
。
そ
の
後
、
西
北
に
立
っ
て
、
黄
幣
を
東
南
の
方
向
へ
押
し
や
る
よ
う
に
前
進

し
、
舞
座
真
中
に
て
右
旋
回
し
て
北
東
に
立
つ
。
次
い
で
今
度
は
赤
幣
を
南
西
の
方
向
に
押

し
や
る
よ
う
に
し
て
前
進
し
、
真
中
で
左
旋
回
し
て
東
南
に
立
つ
。
次
は
黄
幣
を
西
北
方
向

に
押
し
や
る
よ
う
に
同
様
の
所
作
を
し
た
後
南
西
に
立
つ
。
ま
た
赤
幣
を
北
東
の
方
向
に
押

し
や
る
よ
う
に
し
て
同
様
の
所
作
を
す
る
。
最
後
は
赤
黄
二
本
の
幣
を
腰
の
前
で
交
差
さ
せ

る
動
作
を
繰
り
返
し
つ
つ
右
旋
回
、
左
旋
回
、
右
旋
回
し
て
退
場
。

４.

左さ

男お

舞ま
い
（
2
分
30
秒
）

こ
れ
は
天
照
大
神
が
岩
戸
か
ら
出
て
く
る
こ
と
を
願
っ
て
、
男
の
左
男
も
下
界
を
舞
い
清

め
る
舞
で
あ
る
。
右
手
に
鈴
、
左
手
に
閉
じ
扇
を
持
っ
た
ひ
と
り
が
登
場
し
南
西
に
立
つ
。

伊智舞神子の所作

社人（宮司）の所作

左男舞 坐解除舞
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そ
の
舞
い
方
は
、
1
の
「
伊
智
舞
」
と
同
様
で
あ
る
。

５.
新あ
ら
し
お塩
舞ま
い
（
5
分
）

こ
れ
は
東
南
西
北
の
四
方
を
祓
い
清
め
る
舞
で
あ
る
。
狩
衣
、
烏
帽
子
姿
の
ひ
と
り
が
右

手
に
鈴
、
左
手
に
閉
じ
扇
を
持
っ
て
登
場
し
、
南
西
か
ら
舞
座
を
右
旋
回
二
回
、
左
旋
回
二

回
、
右
旋
回
二
回
を
行
う
。
続
い
て
ａ
南
西
か
ら
東
南
、
舞
座
の
真
中
、
南
西
へ
と
舞
座
を

半
分
左
旋
回
し
そ
の
場
で
左
小
旋
回
一
回
し
、
次
に
南
西
か
ら
西
北
、
真
中
、
南
西
へ
と
舞

座
を
半
分
右
旋
回
し
そ
の
場
で
右
小
旋
回
一
回
、
南
西
か
ら
東
南
、
真
中
、
南
西
と
舞
座
を

半
分
左
旋
回
し
、
そ
の
場
で
左
小
旋
回
す
る
。
次
に
右
手
の
鈴
を
台
の
上
に
置
き
ａ
の
動
作

を
繰
り
返
す
が
、
そ
の
際
左
手
の
扇
を
開
い
て
そ
の
要
の
所
を
持
っ
た
り
、
扇
の
上
辺
を
持

っ
た
り
す
る
。
続
い
て
扇
に
変
わ
っ
て
塩
入
り
の
折
敷
を
持
っ
て
の
所
作
へ
と
移
る
。
ま
ず

舞
座
を
半
分
右
旋
回
し
、
次
い
で
半
分
左
旋
回
す
る
。
続
い
て
真
中
に
進
み
、
そ
こ
で
右
旋

回
し
て
南
西
方
向
に
面
し
、
ｂ
左
膝
を
つ
い
て
折
敷
を
左
側
後
方
へ
引
き
、
右
膝
を
つ
い
て

折
敷
を
右
側
後
方
に
引
き
、
左
膝
を
つ
い
て
折
敷
を
左
側

後
方
へ
引
く
。
こ
の
ｂ
の
一
連
の
所
作
を
西
北
方
向
に
面

し
、
北
東
方
向
に
面
し
、
東
南
方
向
に
面
し
て
繰
り
返
す
。

さ
ら
に
こ
の
ｂ
の
所
作
の
ひ

と
流
れ
を
、
折
敷
の
塩
を
右

手
で
つ
ま
む
か
た
ち
で
も
う

一
度
繰
り
返
す
。
終
わ
り
に

太
鼓
の
拍
子
が
細
か
く
刻
ま

れ
て
、
左
手
に
閉
じ
扇
、
右

手
に
折
敷
を
持
っ
て
舞
座
を

右
旋
回
、
左
旋
回
し
て
退
場
。

６.

折お
し
き敷

舞ま
い

（
8
分
30
秒
）

こ
れ
は
折
敷
を
左
右
の
手
に
一
枚
ず
つ
持
ち
、
転
々
起
伏
し
な
が
ら
舞
う
も
の
で
、
ア
メ

ノ
ウ
ズ
メ
が
岩
戸
の
前
で
三
宝
を
持
っ
て
舞
っ
た
と
い
う
故
事
に
も
と
づ
く
も
の
と
い
う
。

こ
の
舞
い
方
は
大
変
複
雑
に
展
開
す
る
。
白
衣
、
裁
着
袴
姿
で
右
手
に
鈴
、
左
手
に
閉
じ
扇

と
赤
襷
を
持
っ
た
ひ
と
り
が
登
場
し
南
西
に
立
つ
。
ま
ず
例
の
ご
と
く
舞
座
を
右
旋
回
、
左

旋
回
、
右
旋
回
す
る
が
、
一
回
目
は
右
手
の
鈴
を
振
り
つ
つ
、
二
回
目
は
左
手
の
閉
じ
扇
を

目
の
上
に
あ
げ
て
、
三
回
目
は
開
き
扇
を
目
の
上
に
あ
げ
て
行
な
う
。
続
い
て
襷
を
両
手
に

さ
さ
げ
持
っ
た
ま
ま
舞
座
を
右
旋
回
し
て
西
北
の
位
置
に
立
ち
、
ａ
そ
の
場
か
ら
両
手
の
襷

を
下
か
ら
上
に
す
く
い
上
げ
る
よ
う
に
し
な
が
ら
東
南
方
向
に
進
ん
で
舞
座
真
中
に
至
り
、

そ
こ
で
左
旋
回
、
右
旋
回
、
右
旋
回
す
る
。
こ
の
ａ
の
一
連
の
所
作
を
北
東
か
ら
南
西
の
方

向
に
面
し
、
東
南
か
ら
西
北
の
方
向
に
面
し
て
繰
り
返
し
、
そ
の
後
南
西
に
て
襷
を
両
肩
に

掛
け
る
。

続
い
て
は
、
折
敷
を
左
右
の
手
に
持
っ
て
の
所
作
を
以
下
の
よ
う
に
幾
折
り
か
の
変
化
を

見
せ
つ
つ
展
開
す
る
が
、
こ
の
間
両
手
の
折
敷
を
落
下
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
点
が
見
ど
こ

ろ
で
あ
る
。
左
手
に
二
枚
の
折
敷
を
と
っ
て
の
所
作
か
ら
、
両
手
に
一
枚
ず
つ
持
っ
て
の
所

作
へ
と
進
み
、
ま
ず
、
ｂ
西
北
に
立
ち
そ
の
場
で
右
旋
回
、
左
旋
回
、
右
旋
回
し
、
東
南
の

方
向
に
面
し
て
、
左
膝
を
つ
き
右
手
の
折
敷
を
下
か
ら
上
に
あ
げ
て
左
下
へ
振
り
降
ろ
し
、

右
膝
を
つ
い
て
左
手
の
折
敷
を
下
か
ら
上
に
あ
げ
て
右
下
へ
振
り
降
ろ
し
、
左
膝
を
つ
き
右

手
の
折
敷
を
下
か
ら
上
に
あ
げ
て
左
下
へ
振
り
降
ろ
す
。
こ
の
ｂ
の
一
連
の
所
作
を
北
東
か

ら
南
西
方
向
に
面
し
て
、
東
南
か
ら
西
北
方
向
に
面
し
て
、
南
西
か
ら
北
東
方
向
に
向
か
っ

て
繰
り
返
す
。

次
に
ま
た
、
ｃ
西
北
に
立
ち
、
両
手
の
折
敷
を
腰
の
辺
り
で
抱
え
る
よ
う
に
持
っ
て
そ
の

場
で
右
旋
回
、
左
旋
回
、
右
旋
回
し
、
東
南
の
方
向
に
面
し
て
両
手
の
折
敷
を
共
に
上
か
ら

右
下
へ
振
り
降
ろ
し
（
左
右
の
手
の
平
が
裏
返
る
）、
上
か
ら
左
下
へ
振
り
降
ろ
し
、
上
か

ら
右
下
へ
振
り
降
ろ
し
、
引
き
続
き
右
手
折
敷
を
上
に
上
げ
て
か
ら
左
下
へ
振
り
降
ろ
し
、

左
手
折
敷
を
上
か
ら
右
下
へ
振
り
降
ろ
し
、
右
手
折
敷
を
上
か
ら
左
下
へ
振
り
降
ろ
す
。
ま

た
右
手
折
敷
を
上
へ
あ
げ
て
か
ら
左
下
へ
降
ろ
し
、
左
手
折
敷
を
上
へ
あ
げ
て
か
ら
右
下
へ

降
ろ
し
、
右
手
折
敷
を
上
に
あ
げ
て
か
ら
左
下
へ
降
ろ
す
。
以
上
の
ｃ
の
一
連
の
所
作
を
北

東
か
ら
南
西
の
方
向
に
面
し
て
も
、
東
南
か
ら
西
北
の
方
向
に
面
し
て
も
、
南
西
か
ら
北
東

の
方
向
に
面
し
て
も
繰
り
返
す
。

最
後
に
、
南
西
に
立
っ
て
、
両
手
の
折
敷
を
腰
の
辺
り
で
抱
え
持
つ
よ
う
に
し
な
が
ら
そ

新塩舞
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の
場
で
右
旋
回
、
左
旋
回
、
右
旋
回
し
、
北
東
方
向
に
面
し
て
右
手
の
折
敷
を
上
か
ら
右
下

へ
振
り
降
ろ
し
（
手
の
平
が
裏
返
る
）、
左
手
の
折
敷
を
上
か
ら
左
下
へ
振
り
降
ろ
し
（
手

の
平
が
裏
返
る
）、
続
い
て
右
手
折
敷
を
右
下
か
ら
す
く
い
あ
げ
る
よ
う
に
し
て
上
に
あ
げ
、

左
手
の
折
敷
を
左
下
か
ら
す
く
い
あ
げ
る
よ
う
に
し
て
上
に
あ
げ
、
ま
た
右
手
折
敷
を
上

か
ら
右
下
へ
振
り
降
ろ
し
、
左
手
折
敷
を
左
下
へ
振
り
降
ろ
し
、

こ
の
右
左
を
も
う
一
度
繰
り
返
し
た
後
、
両
手
に
折
敷
を
持
っ

た
ま
ま
南
東
か
ら
西
北
方
向
へ
向

か
っ
て
右
肩
を
入
れ
て
前
へ
ひ
と

転
び
、
南
西
か
ら
北
東
方
向
に
向

か
っ
て
同
様
に
右
肩
を
入
れ
て
前

へ
ひ
と
転
び
し
て
、
退
場
す
る
。

７.

四よ

剣つ
る
ぎ
ま
い
舞
（
6
分
）

こ
れ
は
剣
に
よ
る
祓
い
の
舞
で
あ
る
。
白
衣
に
裁
着
袴
姿
の
ひ
と
り
が
右
手
に
鈴
、
左
手

に
赤
襷
を
持
っ
て
登
場
し
、
ま
ず
南
西
か
ら
右
手
鈴
を
振
り
な
が
ら
舞
座
を
右
旋
回
二
回
と

右
小
旋
回
一
回
、
左
旋
回
二
回
と
左
小
旋
回
一
回
、
右
旋
回
二
回
と
右
小
旋
回
一
回
を
す
る
。

続
い
て
左
手
の
襷
を
目
の
上
に
あ
げ
て
左
旋
回
二
回
と
左
小
旋
回
一
回
、
右
手
の
鈴
を
目
の

上
に
あ
げ
て
右
旋
回
二
回
と
右
小
旋
回
一
回
、
左
手
襷
を
目
の
上
に
あ
げ
て
右
旋
回
二
回
と

右
小
旋
回
一
回
す
る
。
続
い
て
襷
を
両
手
に
捧
げ
持
っ
て
舞
座
の
右
旋
回
二
回
と
右
小
旋
回

一
回
、
左
旋
回
二
回
と
左
小
旋
回
一
回
、
右
旋
回
二
回
と
右
小
旋
回
一
回
を
行
っ
た
後
襷
を

両
肩
に
掛
け
る
。

こ
の
後
、
両
手
に
そ
れ
ぞ
れ
二
本
剣
を
持
っ
て
幾
折
り
か
の
変
化
し
た
所
作
が
行
な
わ
れ

る
が
、
大
変
複
雑
な
の
で
、
お
お
ま
か
な
変
容
ぶ
り
の
み
を
記
し
て
お
く
。
ま
ず
南
西
に
立

っ
て
北
東
方
向
に
面
し
て
両
手
の
剣
を
一
緒
に
右
下
か
ら
す
く
い
上
げ
る
よ
う
に
し
て
上
か

ら
左
下
へ
振
り
降
ろ
す
、
左
下
か
ら
す
く
い
上
げ
る
よ
う
に
し
て
上
か
ら
右
下
へ
振
り
降
ろ

し
、
右
下
か
ら
す
く
い
あ
げ
る
よ
う
に
し
て
上
か
ら
左
下
へ
降
り
降
ろ
す
（
こ
の
所
作
を
、

東
南
か
ら
西
北
の
方
向
に
面
し
て
、
北
東
か
ら
南
西
方
向
に
面
し
て
も
繰
り
返
す
）。
次
に

ａ
西
北
に
立
っ
て
両
手
の
二
本
剣
を
腰
の
前
で
何
度
か
交
差
さ
せ
る
所
作
か
ら
、
東
南
方
向

に
面
し
て
踏
み
込
む
と
同
時
に
左
膝
つ
き
右
立
て
膝
の
姿
勢
と
な
り
、
右
手
、
左
手
を
そ
れ

ぞ
れ
前
後
に
振
る
こ
と
を
繰
り
返
し
、
続
い
て
立
ち
あ
が
り
両
手
の
剣
を
左
下
か
ら
上
に
振

り
上
げ
て
右
下
へ
降
ろ
し
、
右
下
か
ら
振
り
上
げ
て
左
下
へ
降
ろ
し
、
左
下
か
ら
上
に
振
り

上
げ
て
右
下
へ
降
ろ
す
。
ま
た
、
回
転
さ
せ
な
が
ら
前
後
に
振
り
回
す
手
な
ど
が
あ
る
。
こ

の
ａ
の
一
連
の
所
作
を
北
東
か
ら
南
西
方
向
に
面
し
て
、東
南
か
ら
西
北
の
方
向
に
面
し
て
、

南
西
か
ら
北
東
の
方
向
に
面
し
て
も
繰
り
返
す
。

最
後
に
南
西
に
立
ち
、
北
東
の
方
向
に
向
か
っ
て
右
手
、
左
手
の
前
後
の
振
り
を
何
度
か

繰
り
返
し
た
後
、
両
手
に
二
本
剣
を
持
っ
た
ま
ま
右
肩
を
入
れ
て
前
に
ひ
と
転
び
し
、
ま
た

北
東
か
ら
南
西
の
方
へ
と
ひ
と
転
び
し
て
、
退
場
。

折敷舞

四剣舞
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８.

荒あ
ら

平ひ
ら
舞ま
い
（
5
分
30
秒
）

荒
人
神
の
別
称
を
も
つ
荒
平
は
随
時
姿
を
現
わ
し
て
霊
威
を
発
揮
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
の
舞
は
こ
の
荒
平
が
身
を
も
っ
て
国
を
守
る
様
子
を
か
た
ど
っ
た
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。
当
演
目
開
始
前
に
、
五
色
幣
案
の
手
前
、
舞
座
神
殿
よ
り
に
締
太
鼓
と
バ
チ
が
お
か

れ
る
。
赤
い
上
衣
に
裁
着
袴
、
赤
い
面
に
シ
ャ
グ
マ
を
か
ぶ
っ
た
荒
平
が
左
右
の
手
に
白
幣

を
持
っ
て
登
場
す
る
。
ａ
南
西
に
立
っ
て
両
手
の
白
幣
を
腰
に
あ
て
て
舞
座
の
右
旋
回
一
回

と
右
小
旋
回
一
回
を
行
い
、
そ
の
後
左
旋
回
し
て
東
南
に
至
り
そ
の
場
か
ら
舞
座
を
左
旋
回

一
回
と
左
小
旋
回
一
回
し
、
続
い
て
東
南
か
ら
左
右
の
白
幣
を
前
に
出
し
て
右
旋
回
し
て
西

北
に
至
る
。
そ
こ
か
ら
東
南
に
向
か
っ
て
白
幣
を
上
下
に
振
り
つ
つ
踏
み
込
み
、
舞
座
真
中

で
左
膝
つ
き
右
膝
立
て
と
な
っ
て
両
手
の
白
幣
を
上
下
に
振
る
こ
と
七
回
、
そ
の
後
南
西
に

移
り
行
く
。
こ
の
ａ
の
一
連
の
所
作
を
、
南
西
か
ら
始
め
て
北
東
に
至
り
、
北
東
か
ら
南
西

方
向
に
面
し
て
左
膝
つ
き
右
膝
立
て
の
白
幣
に
上
下
振
り
、南
西
か
ら
始
め
て
東
南
に
至
り
、

東
南
か
ら
西
北
方
向
に
面
し
て
左
膝
つ
き
右
膝
立
て
の
白
幣
の
上
下
振
り
、
南
西
か
ら
始
め

て
南
西
に
も
ど
り
、
南
西
か
ら
北
東
に
面
し
て
左
膝
つ
き
右
膝
立
て
の
白
幣
の
上
下
振
り
を

繰
り
返
す
。

最
後
に
、
両
手
の
白
幣
を
腰
に
差
し
て
、
空
手
で
舞
座
の
右
旋
回
一
回
と
右
小
旋
回
一

回
、
左
旋
回
一
回
と
左
小
旋
回
一
回
を
行
っ
た
後
、
南
西
か
ら
北
東
の
締
太
鼓
の
所
へ
行
っ

て
バ
チ
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
バ
チ
を
持
っ
て
舞

座
を
右
旋
回
一
回
と
小
旋
回
一
回
、
左
旋
回
一

回
と
左
小
旋
回
一

回
を
行
い
、
太
鼓

に
向
か
っ
て
左
バ

チ
右
バ
チ
と
交
互

に
何
度
か
た
た
き
、

五
色
幣
案
前
に
置

か
れ
て
い
た
締
太

鼓
を
取
り
あ
げ
て
、

退
場
。

９.

山や
ま
の太た
ろ
う郎
舞ま
い
（
5
分
30
秒
）

こ
れ
は
伊い

邪ざ

那な

岐ぎ

、
伊い

邪ざ

那な

美み

の
二
神
に
擬
し
た
舞

で
、
媼
お
う
な

面
、
翁
お
き
な

面
の
ふ
た
り
が
登
場
し
、
翁
が
白
幣
を

五
方
に
投
げ
献
じ
て
山
の
権
現
様
に
奉
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
白
の
着
流
し
に
媼
面
、
シ
ャ
グ
マ
の
媼
ひ
と
り
が

右
手
に
鈴
、
左
手
に
赤
襷
を
持
っ
て
登
場
す
る
。
南
西

に
立
ち
右
手
鈴
を
振
り
つ
つ
舞
座
を
右
旋
回
二
回
と
右

小
旋
回
一
回
、
左
旋
回
二
回
と
左
小
旋
回
一
回
、
右
旋

回
二
回
と
右
小
旋
回
一
回
を
行
う
。
続
い
て
北
東
に
向

か
っ
て
一
礼
し
た
後
、
右
手
鈴
を
振
り
つ
つ
左
手
の
襷

を
腰
に
置
い
て
左
旋
回
二
回
と
左
小
旋
回
一
回
、
右
手

鈴
を
振
り
つ
つ
左
手
襷
を
目
の
上
に
あ
げ
な
が
ら
右
旋

回
二
回
と
右
小
旋
回
一
回
を
す
る
。
続
い
て
南
西
か
ら

楽
屋
の
方
に
向
か
っ
て
襷
を
投
げ
る
。
す
る
と
襷
を
た

よ
り
に
、
赤
の
上
衣
、
黒
の
袴
、
翁
面
に
シ
ャ
グ
マ
の

モ
ノ
が
白
幣
五
本
を
腰
に
差
し
て
登
場
し
、
北
東
に
向

か
っ
て
一
礼
し
、
自
ら
が
先
頭
に
立
っ
て
赤
襷
の
一
方

の
端
の
媼
を
引
っ
張
る
よ
う
に
し
な
が
ら
舞
座
を
右
旋

回
五
回
す
る
。
こ
の
旋
回
の
間
に
腰
の
白
幣
を
一
本
ず

つ
抜
き
と
り
そ
れ
ぞ
れ
東
か
ら
西
へ
、
北
か
ら
南
へ
、

西
か
ら
東
へ
、
南
か
ら
北
へ
、
さ
ら
に
南
西
か
ら
北
東

（
中
央
）
へ
と
投
げ
る
。
最
後
に
翁
は
そ
の
場
で
右
旋
回

一
回
し
て
、
媼
を
つ
か
ま
え
て
そ
の
場
に
転
が
し
、
尻

を
ひ
と
た
た
き
し
て
か
ら
退
場
す
る
。
媼
も
や
お
ら
立

ち
あ
が
り
北
東
に
向
か
っ
て
一
礼
し
て
退
場
。

荒平舞

山太郎舞
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10.

薙な
ぎ
な
た刀
舞ま
い
（
6
分
30
秒
）

こ
れ
は
暗
闇
に
ま
か
り
出
て
き
た
悪
魔
を
薙
刀
の
威
力
で
追
い
払
っ
た
故
事
に
も
と
づ
い

て
の
舞
で
あ
る
。
白
衣
、
裁
着
袴
姿
で
右
手
に
鈴
、
左
手
に
赤
襷
を
持
っ
た
ひ
と
り
が
登
場

す
る
。
ま
ず
南
西
か
ら
右
手
鈴
を
振
り
つ
つ
舞
座
を
右
旋
回
二
回
と
右
小
旋
回
一
回
、
左
旋

回
二
回
と
左
小
旋
回
一
回
、
右
旋
回
二
回
と
右
小
旋
回
一
回
を
す
る
。
続
い
て
左
手
の
襷
を

目
の
上
に
あ
げ
て
左
旋
回
二
回
と
左
小
旋
回
一
回
、
右
手
の
鈴
を
目
の
上
に
あ
げ
て
右
旋
回

二
回
と
右
小
旋
回
一
回
、
左
手
襷
を
目
の
上
に
あ
げ
て
左
旋
回
二
回
と
左
小
旋
回
一
回
を
し

た
後
、
襷
を
両
肩
に
掛
け
る
。
そ
し
て
南
西
か
ら
北
東
に
向
か
っ
て
一
礼
し
た
後
、
舞
座
を

右
旋
回
一
回
と
右
小
旋
回
一
回
し
て
か
ら
舞
座
の
真
中
に
進
み
出
る
。

真
中
の
位
置
か
ら
、
ａ
南
西
に
面
し
て
、
両
手
の
薙
刀
を
右
下
か
ら
振
り
上
げ
て
、
上
か

ら
左
下
へ
振
り
降
ろ
す
（
こ
の
間
左
右
の
足
の
位
置
の
前
後
の
入
れ
替
え
が
な
さ
れ
る
）、

両
手
の
薙
刀
を
左
下
か
ら
振
り
上
げ
て
か
ら
右
下
へ
振
り
降
ろ
す
（
こ
の
間
右
左
足
の
位
置

の
前
後
の
入
れ
替
え
が
あ
る
）、
両
手
の
薙
刀
を
右
下
か
ら
振
り
上
げ
て
か
ら
左
下
へ
振
り

降
ろ
す（
こ
の
間
左
右
の
足
の
位
置
の
前
後
の
入
れ
替
え
あ
り
）。そ
し
て
そ
の
場
で
右
旋
回
、

左
旋
回
、右
旋
回
を
す
る
。こ
の
ａ
の
一
連
の
所
作
を
引
き
続
き
、真
中
か
ら
西
北
に
面
し
て
、

真
中
か
ら
北
東
に
面
し
て
、
真
中
か
ら
東
南
に
面
し
て
、
真
中
か
ら
南
西
に
面
し
て
、
さ
ら

に
真
中
か
ら
北
東
（
中
央
）
に
面
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
。

続
い
て
は
ｂ
西
北
に
立
ち
、
東
南
方
向
に
面
し
て
右
記
ａ
の
所
作
を
し
て
か
ら
東
南
方
向

に
進
み
出
て
、
右
膝
つ
き
左
立
て
膝
の
姿
勢
で
両
手
の
薙
刀
を
右
下
か
ら
上
に
振
り
上
げ
、

次
い
で
左
膝
つ
き
右
膝
立
て
の
姿
勢
に
変
わ
っ
て
両
手
の
薙
刀
を
上
か
ら
左
下
に
振
り
降
ろ

し
、
右
膝
つ
き
左
膝
立
て
の
姿
勢
か
ら
両
手
の
薙
刀
を
左
下
か
ら
上
に
あ
げ
て
、
右
膝
つ
き

左
立
て
膝
の
姿
勢
に
変
わ
っ
て
両
手
の
薙
刀
を
右
下
へ
振
り
降
ろ
し
、
右
膝
つ
き
左
立
て
膝

の
姿
勢
で
両
手
薙
刀
を
右
下
か
ら
上
に
あ
げ
て
、
左
膝
つ
き
右
立
て
膝
の
姿
勢
に
変
わ
っ
て

両
手
の
薙
刀
を
左
下
へ
振
り
お
ろ
す
。
以
下
に
こ
の
ｂ
の
一
連
の
所
作
を
、
北
東
に
立
っ
て

南
西
に
面
し
、
東
南
に
立
っ
て
西
北
に
面
し
、
南
西
に
立
っ
て
北
東
に
面
し
て
同
様
に
繰
り

返
し
て
、
退
場
。

11.

宝ほ
う

剣け
ん
ま
い舞

（
6
分
30
秒
）

こ
れ
は
ス
サ
ノ
オ
の
命
が
八や
ま
た
の
お
岐
於
呂ろ

智ち

の
八
尻
を
割
い
て
得
た
天
あ
め
の

叢む
ら

雲く
も
の

剣つ
る
ぎを
神
に
さ
さ

げ
る
故
事
に
も
と
づ
く
舞
で
あ
る
。
狩
衣
に
大
口
袴
を
は
き
、着
面
、鳥
兜
姿
の
ひ
と
り
（
宮

司
）
が
右
手
に
榊
葉
を
持
っ
て
登
場
す
る
。
南
西
に
立
っ

て
北
東
に
向
か
っ
て
一
礼
し
、
ａ
右
足
を
滑
ら
す
よ
う
に

斜
め
前
方
に
出
す
と
と
も
に
右
肩
を
入
れ
る
よ
う
に
し
て

一
歩
前
へ
進
み
、
左
足
を
滑
ら
す
よ
う
に
斜
め
前
方
に
出

す
と
と
も
に
左
肩
を
入
れ
る
よ
う
に
し
て
一
歩
前
に
進
み

と
、
こ
の
右
左
の
動
作
を
繰
返
し
つ
つ
、
舞
座
を
右
旋
回

二
回
し
た
後
に
西
の
隅
に
立
つ
。
続
い
て
、
西
の
隅
か
ら

東
の
隅
に
向
か
っ
て
前
進
し
て
榊
葉
で
東
を
祓
い
、
こ
の

ａ
の
一
連
の
所
作
を
、
以
下
北
の
隅
か
ら
南
の
隅
に

向
か
っ
て
、
南
の
隅
か
ら
北
の
隅
に
向
か
っ
て
繰
り

返
す
。
続
い
て
南
西
か

ら
北
東
に
向
か
っ
て
前

進
し
手
の
榊
葉
を
五
色

幣
案
前
の
台
の
上
に
置

く
。続

い
て
ま
た
西
の
隅

に
至
り
、
ｂ
西
の
隅
か

ら
東
の
隅
に
向
か
っ
て

薙刀舞

宝剣舞
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前
進
し
て
両
手
を
パ
ッ
と
開
く
よ
う
に
し
て
前
方
に
出
し
、
ま
た
西
の
隅
に
も
ど
り
、
そ
こ

か
ら
左
足
の
滑
り
出
し
と
左
肩
を
入
れ
て
の
前
進
、
右
足
の
滑
り
出
し
と
右
肩
を
入
れ
て
の

前
進
、
こ
の
左
右
の
動
作
を
繰
り
返
し
つ
つ
左
旋
回
し
て
北
の
隅
に
至
る
。
以
上
の
ｂ
の
所

作
を
北
の
隅
か
ら
南
の
隅
に
向
か
っ
て
、
東
の
隅
か
ら
西
の
隅
に
向
か
っ
て
、
南
の
隅
か
ら

北
の
隅
に
向
か
っ
て
、
さ
ら
に
南
西
か
ら
北
東
（
中
央
）
に
向
か
っ
て
と
繰
り
返
す
。
続
い

て
南
西
か
ら
北
東
に
向
か
っ
て
前
進
し
、
台
の
上
の
宝
剣
を
手
に
採
り
西
の
隅
に
至
る
。

続
い
て
ｃ
西
の
隅
か
ら
東
の
隅
に
向
か
っ
て
進
み
出
て
左
膝
つ
き
、
右
膝
つ
き
、
左
膝
つ

き
を
行
い
、
立
ち
上
が
っ
て
右
足
滑
り
出
し
右
肩
入
れ
の
前
進
、
左
足
滑
り
出
し
左
肩
入
れ

の
前
進
の
右
左
の
所
作
を
繰
り
返
し
た
後
南
の
隅
に
立
つ
。
以
上
の
ｃ
の
一
連
の
所
作
を
南

の
隅
か
ら
北
の
隅
に
向
か
っ
て
、
東
の
隅
か
ら
西
の
隅
に
向
か
っ
て
、
北
の
隅
か
ら
南
の
隅

に
向
か
っ
て
繰
り
返
す
。
最
後
に
宝
剣
を
神
前
の
台
の
上
に
置
い
て
退
場
。

12.

二ふ
た

剣つ
る
ぎ
ま
い
舞
（
11
分
）

こ
れ
は
二
剣
に
よ
る
祓
い
の
舞
で
、
諸
大
明
神
の
宵
の
二
天
に
四
方
世
界
を
招
じ
奉
る
も

の
で
あ
る
。
白
衣
、
裁
着
袴
に
右
手
に
鈴
、
左
手
に
襷
を
持
っ
た
ひ
と
り
が
登
場
し
、
南
西

か
ら
右
手
の
鈴
を
振
り
つ
つ
舞
座
の
右
旋
回
二
回
と
右
小
旋
回
一
回
、
左
旋
回
二
回
と
左
小

旋
回
一
回
、
右
旋
回
二
回
と
右
小
旋
回
一
回
を
行
う
。
続
い
て
左
手
襷
を
目
の
上
に
あ
げ
、

左
旋
回
二
回
と
左
小
旋
回
一
回
、
右
手
鈴
を
上
目
の
上
に
あ
げ
て
右
旋
回
二
回
と
右
小
旋
回

一
回
、
左
手
襷
を
目
の
上
に
上
げ
て
左
旋
回
二
回
と
左
小
旋
回
一
回
を
し
、
鈴
を
台
（
南
西

の
舞
台
外
）
の
上
に
置
く
。
次
に
襷
を
両
手
に
さ
さ
げ
持
っ
た
ま
ま
右
旋
回
二
回
と
右
小
旋

回
一
回
、
左
旋
回
二
回
と
左
小
旋
回
一
回
を
し
た
後
、
襷
を
両
肩
に
掛
け
る
。
続
い
て
、
ａ

両
手
の
剣
を
立
て
て
持
っ
た
ま
ま
南
西
か
ら
北
東
に
向
か
っ
て
、
両
手
の
剣
を
右
下
か
ら
上

に
振
り
上
げ
て
上
か
ら
左
下
に
振
り
降
ろ
し
（
こ
の
間
左
右
の
足
の
前
後
の
入
れ
替
え
が
行

な
わ
れ
る
）、
左
下
か
ら
上
に
振
り
上
げ
て
右
下
へ
振
り
降
ろ
し
（
こ
の
間
右
左
の
足
の
前

後
の
入
れ
替
え
が
あ
り
）、
右
下
か
ら
上
に
振
り
上
げ
て
左
下
に
振
り
降
ろ
す
（
こ
の
間
左

右
の
足
の
前
後
入
れ
替
え
が
あ
り
）。
こ
の
ａ
の
一
連
の
所
作
を
西
北
か
ら
東
南
向
か
っ
て
、

北
東
か
ら
南
西
に
向
か
っ
て
、
東
南
か
ら
西
北
に
向
か
っ
て
、
南
西
か
ら
北
東
（
中
央
）
に

向
か
っ
て
繰
り
返
す
。

続
い
て
、
ｂ
西
北
か
ら
、
両
手
の
剣
を
抱
く
よ
う
に
し
て
刃
先
を
両
肩
に
付
け
た
ま
ま
右

旋
回
、
左
旋
回
、
右
旋
回
、
左
旋
回
の
後
西
北
に
も
ど
り
、
西
北
か
ら
東
南
に
向
か
っ
て
前

へ
出
て
左
膝
つ
き
と
な
り
、
両
手
の
剣
を
前
方
へ
倒
す
こ
と
二
度
し
て
か
ら
身
体
を
後
方
に

倒
し
て
尻
を
つ
き
、
そ
し
て
立
ち
あ
が
っ
て
右
旋
回
し
て
南
西
に
至
る
。
以
上
の
ｂ
の
一
連

の
所
作
を
、
北
東
か
ら
南
西
に
向
か
っ
て
、
東
南
か
ら
西
北
に
向
か
っ
て
、
南
西
か
ら
北
東

（
中
央
）
に
向
か
っ
て
も
繰
り
返
し
た
後
南
に
至
る
。

さ
ら
に
続
け
て
、
ｃ
左
右
の
手
の
平
で
そ
れ
ぞ
れ
剣
の
刃
の
と
こ
ろ
を
握
り
（
剣
の
柄
は

演
者
側
）、
右
旋
回
、
左
旋
回
し
て
西
北
に
至
り
、
西
北
か
ら
東
南
に
向
か
っ
て
前
に
進
み

出
て
左
膝
つ
き
と
な
っ
て
、
右
手
の
剣
を
下
か
ら
上
に
振
り
上
げ
て
手
首
を
回
転
さ
せ
、
右

膝
つ
き
と
な
っ
て
左
手
の
剣
を
下
か
ら
上
に
振
り
上
げ
て
手
首
を
回
転
さ
せ
、
左
膝
つ
き
で

右
手
の
剣
を
下
か
ら
上
に
振
り
上
げ
て
剣
を
手
首
で
回
転
さ
せ
、
右
膝
つ
き
と
な
っ
て
左
手

の
剣
を
下
か
ら
上
に
振
り
上
げ
て
剣
を
手
首
で
回
転
さ
せ
、
立
ち
上
が
っ
て
南
西
に
至
る
。

以
上
の
ｃ
の
一
連
の
所
作
を
北
東
か
ら
南
西
に
向
か

っ
て
、
東
南
か
ら
西
北
に
向
か
っ
て
、
南
西
か
ら
北

東
に
向
か
っ
て
繰
り
返
し
て
南
西
に
も
ど
る
。

さ
ら
に
ま
た
続
け
て
、
ｄ
左
右
の
手
の
平
で
剣
の

刃
を
握
り
（
剣
の
刃
先
は
演
者
側
）、
左
旋
回
し
て

東
南
に
、
逆
に
右
旋
回
し
て
西
北
に
至
る
。
そ
こ
か

二剣舞



− 47 −

ら
東
南
に
向
か
っ
て
進
み
、
左
膝
つ
き
と
な
っ
て
、
両
剣
を
前
方
に
倒
す
こ
と
三
回
、
左
膝

を
後
方
に
倒
し
て
尻
を
着
き
、
両
剣
を
下
か
ら
上
に
回
転
さ
せ
て
前
方
へ
振
り
出
す
。
以
上

の
ｄ
の
一
連
の
所
作
を
、
東
南
か
ら
西
北
に
向
か
っ
て
、
南
西
か
ら
北
東
（
中
央
）
に
向
か

っ
て
繰
り
返
し
て
、
神
前
に
一
礼
し
て
退
場
。

13.

神か
ん
づ図
舞ま
い
（
17
分
30
秒
）

こ
れ
は
伊
邪
那
岐
、
伊
邪
那
美
二
神
の
故
事
よ
り
、
天
照
大
神
岩
戸
神
話
の
謂
わ
れ
を
説

く
舞
で
あ
る
。
赤
上
衣
に
裁
着
袴
、
着
面
（
赤
）
に
シ
ャ
グ
マ
を
か
ぶ
り
、
幣
付
藁
縄
襷

を
掛
け
、
舞
杖
を
持
っ
た
神
図
が
登
場
し
、
米

を
入
れ
た
折
敷
を
持
っ
て
東
南
西
北
の
四
方
と

中
央
の
五
方
に
回
り
な
が
ら
舞
う
も
の
。
ま
ず

神
図
が
南
西
か
ら
舞
座
の
右
旋
回
二
回
と
右
小

旋
回
一
回
、
左
旋
回
二
回
と
左
小
旋
回
一
回
、

右
旋
回
二
回
と
右
小
旋
回
一
回
を
行
う
。
続
い

て
南
西
か
ら
北
東
（
神
前
）
に
面
し
て
座
し
て

言い
い
く句
あ
り
。
続
い
て
神
図
は
俵
に
腰

か
け
て
言
句
を
続
け
、
途
中
か
ら
右

手
の
扇
を
開
き
そ
の
ま
ま
の
姿
勢
で

足
踏
み
を
し
、
舞
杖
を
床
に
突
い
て

拍
子
を
取
り
な
が
ら
言
句
を
続
け
る
。

そ
れ
を
終
わ
っ
て
立
ち
上
が
り
、
舞
杖
を
台
の
上
に
置
き
、
米
の
入
っ
た
折
敷
を
両
手
に
と

り
、
そ
れ
を
さ
さ
げ
持
っ
て
舞
座
の
右
旋
回
二
回
と
右
小
旋
回
を
行
っ
て
西
の
隅
に
至
る
。

続
い
て
、
ａ
西
の
隅
か
ら
東
の
隅
に
向
か
っ
て
進
み
、
左
膝
つ
き
を
し
て
手
の
折
敷
を
東

隅
に
置
く
。
立
ち
上
が
っ
て
空
の
両
手
を
水
平
に
広
げ
て
舞
座
を
右
旋
回
。
そ
れ
か
ら
ま
た

東
隅
に
踏
み
込
ん
で
、
左
膝
つ
い
て
右
手
で
折
敷
の
米
を
ひ
と
つ
ま
み
つ
か
み
、
右
膝
つ
い

て
左
手
で
折
敷
の
米
を
一
つ
ま
み
つ
か
み
、
ま
た
立
ち
あ
が
っ
て
両
手
を
水
平
に
広
げ
て
左

旋
回
二
回
と
左
小
旋
回
を
一
回
し
て
か
ら
東
隅
に
向
か
い
、
両
手
を
上
方
で
左
方
、
右
方
、

左
方
と
な
び
か
せ
な
が
ら
両
足
で
飛
び
上
が
る
こ
と
三
回
（
米
を
撒
く
）。
両
手
を
ま
た
上

方
で
右
方
、
左
方
、
右
方
と
な
び
か
せ
る
と
同
時
に
右
膝
、
左
膝
、
右
膝
と
交
互
に
つ
い
て

か
ら
、
両
手
で
柏

か
し
わ

手で

す
る
こ
と
七
回
。
そ
う
し
て
東
隅
に
置
い
て
あ
る
折
敷
を
回
収
し
て
立

ち
上
が
り
、
右
旋
回
一
回
と
右
小
旋
回
を
し
て
南
の
隅
に
至
る
。
こ
の
ａ
の
一
連
の
所
作
を

南
の
隅
か
ら
北
の
隅
に
向
か
っ
て
、
東
の
隅
か
ら
西
の
隅
に
向
か
っ
て
、
北
の
隅
か
ら
南
の

隅
に
向
か
っ
て
、
南
西
か
ら
北
東
（
中
央
）
に
向
か
っ
て
繰
り
返
す
。

最
後
に
北
東
に
置
い
た
折
敷
を
取
り
あ
げ
て
さ
さ
げ
持
ち
右
廻
り
に
南
西
に
至
り
、
そ
の

場
で
右
小
旋
回
一
回
し
て
北
東
（
神
前
）
に
面
し
、
折
敷
の
米
を
頭
越
し
に
自
分
の
背
後
に

ぶ
ち
ま
け
る
。
そ
う
し
て
右
手
を
目
の
前
に
か
ざ
し
、
左
手
で
空
の
折
敷
を
持
っ
た
ま
ま
舞

座
の
左
旋
回
二
回
と
左
小
旋
回
一
回
を
行
っ
て
、
退
場
す
る
。

（
三
）
神
楽
演
目
の
詞
章
、
音
楽
な
ど

ア.

詞
章

右
（
二
）
項
で
記
し
た
十
二
演
目
の
立た
ち
ご
と言

、
言い
い
く句

の
歌
や
詞
の
詞
章
は
、『
五
島
岐
宿
神

楽
の
継
承
』（
平
成
十
六
年

五
島
岐
宿
神
楽
保
存
会
発
行
）
所
載
の
も
の
を
以
下
に
転
載

引
用
す
る
。

神図舞
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＊
演
目
名
の
上
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
、（
二
）
項
と
対
応
す
る
。

１
．「
伊
智
舞
」

歌伊
勢
の
宮
天あ
ま
つ津
乙
女
の
乱
れ
髪

き
ら
ず
け
ず
ら
ず

茅か
や
ふ
き葺
の
屋

根
２
．「
天
宇
受
売
舞
」

神
楽
歌

千ち
は
や早
ふ
る
神
の
御み
ま
え前
に
鈴
ふ
り
て

舞
え
ば
ぞ
開
く
神
の
御お
ん
と戸
は

３
．「
坐
解
除
舞
」

立
言

神
風
や
座
も
清
ら
か
に
打
ち
払
い

座
に
は
穢け
が
れの
雲く
も

霧き
り

も
な
し

５
．「
新
塩
舞
」

歌千
早
ぶ
る
こ
の
榊
葉
の
下
に
こ
そ

新あ
ら
し
お塩
神が
み

と
あ
が
め
た
て
ま
つ
る

新
塩
の
言
句

仰そ
も
そも
天て
ん
だ
い
だ
い
し
ょ
う
ぐ
ん

大
々
将
軍
の
舞
い
奉
た
て
ま
つら
ん
と
し
け
れ
ば
、
に
わ
か
に
天て
ん
が下

も
霧き
り

霞か
す
みと
震
動
す
、
天て
ん
も
ん文
博は
か
せ士
を
召し
ょ
うじ
卜う
ら
なひ
給
へ
ば
、
上の
ぼ

る
は

大お
お
す州
世よ

の
流
れ
、
下く
だ

る
は
だ
ん
ぶ
つ
だ
ん
の
、
そ
も
の
く
つ
る
い

と
申
し
け
り

遠
き
潮し
お

居い

に
行
き
降く
だ

り
、
沖
の
潮
居
を
く
み
あ
げ
て
、
日
本
の
鎮

守
に
は
、
お
伊
勢
天あ
ま
て
ら
す
お
お
か
み

照
大
神
を
清
め
奉
る

中
の
潮
居
に
行
き
降
り
、
中
の
潮し
お

井い

を
汲
み
あ
げ
て
、
今
日
く
み

上の
ぼ

し
奉
る
、
巖
立
神
社
を
清
め
奉
る

汀な
ぎ

の
潮
居
に
行
き
降
り
、
汀
の
潮
井
を
汲
み
あ
げ
て
、
金こ
ん
り
ん輪
の
み

子
金
輪
の
ほ
を
し
や
に
は
、
六ろ
っ
こ
ん根
在ざ
い
し
ょ所
を
清
め
奉
る
、
天
下
泰
平

国
土
安
全
に
納
め
け
り
、
千
早
振
る
此
の
榊
葉
に
下
に
こ
そ
、
新

塩
神
と
拝
み
奉
る

新
塩
の
言
句

新
塩
や
た
が
打
ち
そ
め
け
る
新
塩
や

神
我
が
人
の
打う

ち

ぞ
初そ

め
け
る

６
．「
折
敷
舞
」

折
敷
の
立
言

君
が
代
は
千
代
に
八
千
代
に

さ
ゞ
れ
石
の
巖い
わ
おと
な
り
て
苔
の
む

す
ま
で

７
．「
四
剣
舞
」

四
剱
の
立
言

音
に
聞
く
真ま
こ
との
剱つ
る
ぎを
抜
い
て
見
た

み
社や
し
ろか
ね
て
つ
く
ら
ざ
る
も
の

８
．「
荒
平
舞
」

荒
平
の
言
句

荒あ
ら

平ひ
ら

の
顔
打
ち
染
め
て
立
つ
と
は
見
へ
け
り

東
方
荒
平
八や
え
ざ
く
ら
重
桜
押お
し

わ
け
出い
ず

る
時
、
神か
む
よ代
の
月
の
影
ぞ
の
こ
れ
る

南
方
荒
平
小
松
押
わ
け
出
る
時
、
神
代
の
月
の
影
ぞ
の
こ
れ
る

西
方
荒
平
月
を
月
わ
け
出
る
時
、
神
代
の
月
の
影
ぞ
の
こ
れ
る

北
方
荒
平
氷
か
き
わ
け
出
る
時
、
神
代
の
月
の
影
ぞ
の
こ
れ
る

９
．「
山
太
郎
舞
」

山
太
郎
の
言
句

東
方
世
界
の
此
の
山
は
、
権ご
ん
げ
ん現
様
の
山
に
て
坐ま

し
ま
せ
ば
、
御に
ぎ
て幣

を
以も
っ

て
山
を
奉
ら
ん

（
南
、
西
、
北
、
中
央
同
じ
）

10
．「
薙
刀
舞
」

長
刀
の
立
言

悪
魔
を
ば
七
つ
五
つ
に
切
り
分
け
て

向む
か

ふ
は
さ
き
に
悪
魔
来き
た

ら
ん

座
中
の
言
句

外げ
ど
う道
祓
ふ
て
、
立
ち
刀
、
災
難
祓
ふ
て
、
ゆ
り
柳
（
四
方
同
じ
）

舞
人

東
方
に
悪
あ
ら
ん

座
中

悪
も
な
し

11
．「
宝
剣
舞
」

歌天あ
ま

つ
神
紫む
ら
さ
き
ぐ
も
雲
の
た
ち
こ
め
て

今
や
さ
さ
げ
ん
神
の
御み
つ
る
ぎ剣

12
．「
二
剣
舞
」

二
剱
の
立
言

音
に
聞
く
真ま
こ
との
剱つ
る
ぎを
抜ぬ
い

て
見
た
み
社や
し
ろか
ね
て
つ
く
ら
ざ
る
も
の

座
中
の
言
句

舞
人

東
方
世
界
と
申
す
に
は

座
中

方ほ
う

申
せ
ば
方
は
是
れ
、
き
の
ゑ
き
の
と
の
方
其
の
方
国
は

四し
ほ
う方
神
奉
れ
ば
、
九く
く
の々
迺
智ち

命の
み
こ
との
大お
お
か
み神
、
此
の
御お
ん
か
み神
を
本ほ
ん
り理
と

し
て
御お
ん
た立
ち
ま
し
ま
す
神し
ん
め
い明
の
御お
ん
か
ず数
は
六
万
六
千
六
百
六
十
六
神し
ん

な
り
、
高
き
は
大た
い
じ
ん神
、
低
き
は
小し
ょ
う
じ
ん
神
、
諸
大
明
神
の
宵
の
二
天
に

四よ
も

方
世
界
招し
ょ
うじ
奉
る

舞
人

南
方
世
界
と
申
す
に
は

座
中

方
申
せ
ば
方
は
是
れ
、
ひ
の
ゑ
ひ
の
と
の
方
其
の
方
国
は

四
方
神
奉
れ
ば
、
訶か

遇ご

突つ

智ち

命の
み
こ
との
大
神
、
此
の
御
神
を
本
理
と

し
て
御
立
ち
ま
し
ま
す
神
明
の
御
数
は
七
万
七
千
七
百
七
十
七
神

な
り
、
高
き
は
大
神
、
低
き
は
小
神
、
諸
大
明
神
の
宵
の
二
天
に

四
方
世
界
招
じ
奉
る

舞
人

西
方
世
界
と
申
す
に
は

座
中

方
申
せ
ば
方
は
是
れ
、
か
の
ゑ
か
の
と
の
方
其
の
方
国
は

四
方
神
奉
れ
ば
、
金か
ね

山や
ま
ひ
こ彦
命の
み
こ
との
大
神
、
此
の
御
神
を
本
理
と
し

て
御
立
ち
ま
し
ま
す
神
明
の
御
数
は
八
万
八
千
八
百
八
十
八
神
な

り
、
高
き
は
大
神
、
低
き
は
小
神
、
諸
大
明
神
の
宵
の
二
天
に
四

方
世
界
招
じ
奉
る

舞
人

北
方
世
界
と
申
す
に
は

座
中

方
申
せ
ば
方
は
是
れ
、
み
づ
の
ゑ
み
づ
の
と
の
方
其
の
方

国
は
四
方
神
奉
れ
ば
、
水み
ず

波は

売め

命の
み
こ
との
大
神
、
此
の
御
神
を
本
理

と
し
て
御
立
ち
ま
し
ま
す
神
明
の
御
数
は
九
万
九
千
九
百
九
十
九

神
な
り
、
高
き
は
大
神
、
低
き
は
小
神
、
諸
大
明
神
の
宵
の
二
天

に
四
方
世
界
招
じ
奉
る

・
東
方
に
悪
あ
ら
ん

座

悪
も
な
し

・
魔
あ
ら
ん

座

魔
も
な
し

・
南
方
に
悪
あ
ら
ん

座

悪
も
な
し

・
魔
あ
ら
ん

座

魔
も
な
し

・
西
方
に
悪
あ
ら
ん

座

悪
も
な
し

・
魔
あ
ら
ん

座

魔
も
な
し
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・
北
方
に
悪
あ
ら
ん

座

悪
も
な
し

・
魔
あ
ら
ん

座

魔
も
な
し

座
中

は
ぎ
柴
、
嬉
う
れ
し

柴
、
切き
っ

て
ん
曲
る
、
神か
ん
づ通
の
晴
れ
た
る
太
刀

を
以
て
、
ト
サ
ン
、
コ
ウ
サ
ン
、
切
る
程
に
、
小
金
の
大だ
い
じ
ん神
切
り

付
け
た
、小
金
が
大
神
切
り
付
け
た
る
神か
ん
ま間
、悪
魔
（
四
方
同
じ
）

・
イ
ン
ヤ
ハ
ア
宵
の
二
天
に
ハ
ア
四
方
世
界
招
じ
奉
る
ハ
ア

（
一
度
ノ

コ
ト
）

・
悪
有
ら
ば
底
抜
け
す
ざ
れ
四
方
さ
し
ヤ
ン
ハ
ア
宗そ
う
か
わ川
に
水
に
影
は

さ
す
と
も
や
（
四
方
同
じ
）

・
剱
立
つ
、
諸も
ろ
は羽
の
山
の
影
清
し
ヤ
ン
ハ
ア
宗
川
の
水
に
影
は
さ
す

と
も
や
（
四
方
の
か
ゝ
り
同
じ
）

・
音
に
聞
く
神
の
剱
を
抜
い
で
見
た
、
み
社
か
ね
て
つ
く
ら
ざ
る

も
の
や
（
一
度
）

13
．「
神
図
舞
」

神
図
の
言
句

人

幸さ
い
わひ
々
此こ

の
御お
ん
と
こ
ろ
所
に
御お
ん
か
み神
を
舞
ひ
奉
た
て
ま
つら
ん
と
す
る
に
、
今
の

災わ
ざ
わ
いと
成
り
て
来
る
は
何
者
ぞ
、
初は
つ
は
な花
の
繁
く
開
か
ん
な
り
此
の

魔
王
の
者
の
仆け

ぞ
怪
し
き

鬼

魔
王
が
仆
で
誰た
れ

か
打
つ
べ
し
々
々

人

偖さ

て
此
の
御お
ん
か
み
ご
と

神
事
の
場
に
出い
で

た
る
者
は
、
神
か
と
見
れ
ば
神

に
も
あ
ら
ず
、
天
狗
か
と
見
れ
ば
天
狗
に
も
あ
ら
ず
、
動
け
ば
人

に
も
似
た
り
、
動
か
ね
ば
苔
む
す
岩
に
も
似
た
り

韻

此
の
鬼き
じ
ん神
の
様
を
能よ

く
々よ
く

々
見
奉
れ
ば
歌
を
以
て
読よ
み

名な

付
け

申
す
べ
し

人

鴬
う
ぐ
い
すは
ま
だ
巣
の
内
に
有
る
や
ら
ん
春
は
来
れ
ど
歌
声
も
せ

ん
々
々

鬼

鴬
は
ま
だ
巣
の
内
に
有
る
や
ら
ん
春
は
来
れ
ど
歌
声
も
せ

ん
々
々

鬼

鴬
の
山や
ま
か
ど門
開
き
里
に
出い

で
よ
き
初う
ぶ
ご
え声
を
君
に
伝
へ
ん
々
々

鬼

鴬
の
山
門
開
き
里
に
出
で
よ
き
初
声
を
君
に
伝
へ
ん
々
々

人

雙す
ご

六ろ
く

の
十
五
の
石
を
十
取
り
て
八や
つ
め目
の
賽さ
い

は
誰
か
打
つ
べ

し
々
々

鬼

雙
六
の
十
五
の
石
を
十
取
り
て
八
目
の
賽
は
誰
か
打
つ
べ

し
々
々

人

峯み
ね

は
八
つ
門か
ど

は
九
つ
戸
は
一
つ
我
が
行
く
先
は
あ
ら
ら
ぎ
が

里
々
々

鬼

峯
は
八
つ
門
は
九
つ
戸
は
一
つ
我
が
行
く
先
は
あ
ら
ら
ぎ
が

里
々
々

人

吹ふ
く

風
に
簾み
す

吹ふ
き
あ
げ上
て
見
て
ま
せ
ば
簾
の
内
な
る
君
そ
見
て
ま

す
々
々

鬼

吹
風
に
簾
吹
上
て
見
て
ま
せ
ば
簾
の
内
な
る
君
そ
見
て
ま

す
々
々

人

や
あ
ら
汝な
れ

を
見
れ
ば
金こ
ん
ま間
神か
ん
ず通
の
角つ
の

生し
ょ
うじ
八
万
四
千
の
肉に
く

毛げ

を
し
、
眼ま
な
こを
見
れ
ば
、
青
し
ょ
う

龍り
ゅ
うの
ひ
さ
ぎ
を
え
つ
て
は
め
た
る
に
異こ
と

な
ら
ず
、
鼻
を
見
れ
ば
大
石
の
ご
と
し
、
口
を
見
れ
ば
諸し
ょ
せ
い星
の
岩

屋
の
火
に
朱
を
さ
し
た
に
異
な
ら
ず
、
上
の
歯
下
の
歯
か
み
違
へ

た
る
は
劔
を
抜
き
違た
が

へ
た
る
が
如
し

其
身
を
見
れ
ば
苔
む
す
岩
屋
に
も
似
た
り
、
言も
の

云
ふ
声
は
鳴か
み
な
り雷
の

如
し
、
早は
や
は
や々

名
乗
り
玉
へ
、
遅
く
名
乗
り
玉
は
ゞ
、
神
通
の
白し
ろ

杖つ
え

を
以
て
打
ち
ょ
う
ち
ゃ
く
擲
せ
ん
と
道
あ
た
へ
ん
な
り

鬼

八や
ま
た岐
の
蛇お
ろ
ちの
変へ
ん
げ化
し
て
八や
つ
お尾
八や
た
に谷
に
打
ち
臥
し
た
る
金こ
ん
ぎ
ょ
う
形
が

荒あ
ら

平ひ
ら

と
は
某
そ
れ
が
しが
事
な
り
、
今
こ
ん
ち
ょ
う朝
天あ
ま

の
香か
ぐ
や
ま児
山
の
御み
さ
か
し
ば
榊
柴
を
一
本
な

ら
ず
二
本
な
ら
ず
盗
み
取
ら
れ
て
無
念
さ
や
、
早
や
早
や
立た
ち

て
帰

ら
ん
立
て
帰
ら
ん
、
金こ
が
ねの
舞
台
を
敷
き
給
へ

人

金こ
ん

象し
ょ
う

花は
な

に
乗
り
玉
へ

鬼

是
よ
り
天
に
当あ
た
って
雲
一ひ
と
む
れ群
立
ち
見
玉
ふ
、
此
の
雲
が
天
地
四

方
へ
分わ
け
た
っ立
て
、
東
を
ば
東
天
と
申
す
、
南
を
ば
南
天
と
申
す
、
西

を
ば
西せ
い
て
ん天
と
申
す
、
北
を
ば
北
天
と
こ
そ
承
う
け
た
ま
わ
って
候
へ

語

昔
初は
じ
めて
一い
ち
だ
い代
二に
じ
ん神
に
て
伊い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

弉
諾
尊
伊い
ざ
な
み
の
み
こ
と

弉
冊
尊
は
夫め
お
と婦
と
成
り

玉た
ま
いて
、
日
の
神
月
の
神
、
素す
さ
の
お
の
み
こ
と

盞
嗚
尊
其そ
の
ほ
か外
多お
お
く数
の
御み

子こ

を
生
み
給

ふ
、
然
る
に
盞す
さ
の
お嗚
は
荒
く
猛た
け

き
神
に
て
日
の
神
の
御お
ん
た
め為
め
に
為し
わ
ざ行

甚は
な
はだ
味あ
じ
き気
な
し
、
種く
さ
ぐ
さ々

に
凌
ぎ
侮
ど
る
時
に
天
照
大
神
天あ
ま

の
岩い
わ
や窟

に
入
り
岩
戸
を
閉と
ざ
して
籠
り
ま
す
、
故
か
る
が
ゆ
えに
常と
こ
や
み闇
に
ぞ
成
り
給
ふ

時
に
八や
お
よ
ろ
す
十
万
の
神
等た
ち

憂
ひ
惑
ひ
て
、
凡
そ
其
諸
の
事
は
火
を
燈と
も

し

て
弁わ
き
まふ

、
此
時
に
八
十
万
の
神
深
く
思
ひ
、
天
の
岩
戸
の
前
に
庭

火
を
揚
げ
俳わ
ざ
お
ぎ優
を
な
す
、天
の
香
児
山
の
真ま

賢さ
か

木き

を
根ね
こ
じ堀
に
し
て
、

上
の
枝
に
は
玉
を
懸
け
、
中
の
枝
に
は
鏡
を
か
け
、
下
の
枝
に
は

青あ
お

幣に
ぎ
て

白し
ろ

幣に
ぎ
てを
か
け

天あ
ま
の

児こ

屋や

根ね
の

命み
こ
と

太ふ
と
た
ま
の
み
こ
と

玉
命
は
相あ
い
と
も与
に
天あ
ま
つ津
祝の
り
と詞
太ふ
と

祝の
り
と詞
ご
と
を
以
て

称た
た
え
こ
と
辞
を
申
し
給
ふ
、
天
あ
ま
の
う
ず
め
の

鈿
女
命み
こ
とは
天
の
香
児
山
の
竹
を
取
り
其
の

節よ
な
か間
に
穴
を
へ
り
、
和や
わ
らげ
る
息い

気き

を
通
は
す
是
れ
笛
と
名
付
け
る

類
な
り
、
又
手
に
茅ち
ま
き纏
の
矛ほ
こ

を
持
ち
立
ち
戯
れ

真
賢
木
を
以
て
鬘か
づ
らと
為
し
、
蘿ひ
か
げを
以
て
手た

繦す
き

と
し
、
舞ま
い

尺し
ゃ
く

拍
子

を
打う
ち

て
安
楽
の
声
を
備と
と
のへ
和
ら
げ
る
息
気
を
通
は
し
、
八や
こ
え声
を
表

は
す
、
猿さ
る
め目
の
君
は
手
を
延
べ
声
を
揚
げ
、
或
は
歌
ひ
或
は
舞
ひ
、

清
く
潔
ぎ
よ
き
妙
な
る
声
を
顕あ
ら

は
し
、
神
楽
の
調
べ
奉
り
給
へ
ば

此
の
時
天
照
大
神
聞き
こ
し
め
し
食
て
曰
の
た
ま
わく
、我
が
磐い
わ
や窟
に
入
り
岩
戸
を
閉
ぢ
、

故か
る
が
ゆ
えに
豊と
よ

葦あ
し
は
ら原
の
中な
か
つ津
国く
に

長と
こ
や
み闇
に
な
ら
ん
如い
か
ん何
、
天
鈿
女
命
か
く

楽え
ら
ぐや
と
曰
の
た
ま
わて
岩
戸
を
細
目
に
開
け
に
け
り
、
八
十
万
神
喜
び
給
ひ

て
御お
ん
め
で
た
し

目
出
度
と
申
し
け
り
、
時
に
天あ
ま

の
手た

力ぢ
か
ら
お
の男
命み
こ
とは
岩
屋
に
押

入
っ
て
、
日
の
神
の
御み
て

手
を
受
け
引
き
出い
だ

し
奉
り
給
へ
ば
、
其
時

天あ
め
つ
ち地
皆
な
悉
こ
と
ご
とく
明あ
き
らか
に
こ
そ
成
り
給
ふ

仍よ
っ

て
目
出
度
と
面
白
と
申
す
事
は
此
時
よ
り
始
ま
り
た
る
御
事
な

り
、
故ゆ
え

に
神
の
御
前
に
神
楽
を
奏
し
舞
ひ
玉
へ
ば
忽
ち
神し
ん
り
ょ慮
に
通

じ
、
天
照
大
神
天
の
岩
戸
を
開
き
日に
ち

出し
つ

坐ま

し
ま
す
、
其
の
貴た
っ
とき
事

深
く
思
へ
ば
神
楽
と
舞
ひ
偏ひ
と

へ
に
徳い
さ
おし
な
り
、
是
れ
誠
に
天て
ん
じ
ん神
地ち

祇ぎ

三
国
一
の
御
事
な
り
、
何
に
是
に
若し
か

ん
や
何
に
是
に
及
ば
ん
や

ハ
ア
ヽ
御み

榊さ
か

柴し
ば

を
東
に
取
て
逃の
が
れん
と
す
れ
ば
、
青せ
い

龍り
ゅ
う

門
と
て
門
を

立
て
七
五
三
な
る
注し
め

連
を
引
く
木
の
大
神
御お

坐わ

し
ま
す

ハ
ア
ヽ
南
に
取
て
逃
ん
と
す
れ
ば
朱す
じ
ゃ
く雀
門
と
て
門
を
立
て
七
五
三
な

る
注
連
を
引
く
火
の
大
神
御
坐
し
ま
す

ハ
ア
ヽ
西
に
取
て
逃
ん
と
す
れ
ば
白び
ゃ
っ
こ虎
門
と
て
門
を
立
て
七
五
三
な

る
注
連
を
引
く
金
の
大
神
御
坐
し
ま
す

ハ
ア
ヽ
北
に
取
て
逃
ん
と
す
れ
ば
玄げ
ん

武ぶ

門
と
て
門
を
立
て
七
五
三
な

る
注
連
を
引
く
水
の
大
神
御
坐
し
ま
す

ハ
ア
ヽ
天
に
取
て
逃
ん
と
す
れ
ば
、
天
に
は
絹け
ん
が
い蓋
八
つ
注
連
を
引
け

た
り
、
地
に
取
て
逃
ん
と
す
れ
ば
、
地
に
は
舞
台
を
敷
た
り
け
り
、

物
に
能よ

く
々よ
く

々
譬た
と

ふ
れ
ば
籠
の
内
の
鳥
と
か
や
網あ
じ
ろ代
の
内
の
魚う
お

の

如
く
な
り
、
洩
れ
て
行
く
べ
き
方か
た

も
な
し

天
上
天
下
目
出
度
舞ぶ
ら
く楽

を
奏
し
奉
り
、
神
の
御み

ま
え前

に
供く

ま
い米

を
散さ

ん

し

以
て
清
き
よ
ら
けく
舞
奉
ら
ん
な
り



− 50 −

イ.

音
楽

使
用
楽
器
は
鋲
打
ち
太
鼓
（
岐
宿
神
楽
で
は
こ
れ
を
「
胴
長
太
鼓
」
と
も
呼
ん
で
い
る
）

二
つ
と
笛
（
龍
笛
）、
そ
れ
に
鈴
で
あ
る
。
鋲
打
ち
太
鼓
が
舞
い
芸
態
の
基
本
に
な
っ
て
い

る
（
リ
ズ
ム
を
刻
む
）。
鈴
も
多
用
さ
れ
て
い
る
。
他
方
笛
は
、
面
神
楽
の
時
の
み
奏
さ
れ

る
と
の
こ
と
で
、
本
年
度
の
上
演
で
も
稀
に
し
か
奏
さ
れ
な
か
っ
た
。
な
お
太
鼓
の
曲
目
は

四
種
類
、
笛
は
五
曲
で
あ
る
と
い
う
。

ウ.

立
言
、
言
句
、
合あ
い

立だ
ち

の
状
況

立
言
、
言
句
と
も
詞
章
本
に
よ
れ
ば
挿
入
さ
れ
る
べ
き
個
所
で
そ
れ
の
実
演
の
無
か
っ
た

箇
所
が
あ
っ
た
。
ま
た
五
島
神
楽
特
有
の
概
念
で
あ
る
〝
合
立
〟
は
、
昭
和
四
年
写
の
『
巖

立
神
社
舞
本
』
に
よ
れ
ば
、
全
四
十
八
演
目
中
十
一
演
目
に
こ
の
〝
合
立
〟
が
登
場
し
て
お

り
、
本
年
度
上
演
の
新
塩
舞
、
四
剣
舞
、
二
剣
舞
、
薙
刀
舞
、
宝
剣
舞
に
も
〝
合
立
〟
が
あ

る
は
ず
な
の
だ
が
、
今
回
は
ひ
と
つ
も
合
立
役
の
登
場
は
な
か
っ
た
。

六

由
来

昭
和
四
年
写
の
『
岐
宿
神
楽
舞
本
』
に
は
、
当
神
楽
が
い
か
に
由
緒
正
し
い
伝
承
で
あ
る

か
に
つ
い
て
次
の
様
に
記
し
て
い
る
。「
当
社
付
属
の
社
家
は
十
二
戸
あ
り
ま
す
が
、
三
百

年
以
上
祖
先
の
意
志
を
継
承
し
て
、
今
日
聊
か
の
変
革
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
之
に
依
っ

て
神
楽
四
十
八
番
を
奉
仕
す
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
。
実
際
に
そ
の
よ
う
に
昭
和
二
十
年
こ

ろ
ま
で
は
四
十
八
番
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
確
か
に
古
格
を
維
持
し
て
き
た
五
島
藩

の
神
楽
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
来
歴
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
て
も
知
ら
れ
る
。『
五
島
岐
宿
神
楽

の
継
承
』（
平
成
十
六
年

五
島
岐
宿
神
楽
保
存
会
発
行
）
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
福
江
島
に

お
け
る
五
島
藩
の
基
い
と
な
っ
た
宇
久
五
島
家
八
代
源
覚
公
が
、
弘
治
三
年
（
一
三
八
三
）

に
宇
久
島
よ
り
最
初
に
福
江
島
の
当
該
鬼
宿
（
岐
宿
）
に
居
を
移
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

当
地
で
岩
立
三
所
大
権
現
を
建
立
し
て
い
る
（
こ
の
五
年
後
に
さ
ら
に
福
江
の
辰
ノ
口
に
移

住
）。
江
戸
時
代
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
に
は
、
当
社
は
五
社
、
八
幡
、
白
鳥
と
と
も

に
五
島
四
社
と
し
て
定
め
ら
れ
て
、
藩
よ
り
祭
料
三
十
石
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
五
島
藩
主
の
覚
え
め
で
た
い
神
楽
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
巖
立

御
社
と
改
称
さ
れ
今
日
の
巖
立
神
社
に
至
っ
て
い
る
。

七

変
遷

平
成
十
四
年
発
行
の
『
五
島
神
楽
の
研
究
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
神
楽
の
状
況
と
比

べ
て
以
下
の
よ
う
に
伝
承
が
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
案
ぜ
ら
れ
る
。

平
成
十
四
年
に
上
演
可
能
と
記
さ
れ
て
い
た
二
十
一
演
目
の
内
、「
戸と
が
く
し隠
」「
願が
ん

解ぼ
と
き

舞
」

「
御み
て
ぐ
ら幣

舞
」
の
三
番
が
今
日
上
演
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
な
お
本
年
の
祭
り
で
は
上
演

さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、「
三
剣
舞
」「
島し
ま

求も
と
め」「
於お

呂ろ

智ち

舞
」「
山
下
舞
」
の
四
番
は
上
演

可
能
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
上
述
の
四
伝
承
組
織
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
社
人
、
実
演
者
が
減
少
し
て

お
り
今
後
が
心
配
で
あ
る
。

更
に
右
の
実
演
者
の
減
少
が
原
因
と
思
わ
れ
る
が
、
前
記
五
（
三
）
の
ウ
で
述
べ
た
よ
う

に
、
五
島
神
楽
特
有
の
立
言
、
言
句
、
あ
る
い
は
合
立
等
の
芸
態
が
省
略
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

八

所
見

五
島
神
楽
特
有
の
立
言
な
ど
の
詞
章
の
概
念

神
楽
の
詞
章
と
し
て
は
従
来
、
東
北
の
山
伏
神
楽
で
は
イ
イ
ダ
テ
と
か
、
シ
ャ
モ
ン
の
概

念
が
知
ら
れ
て
お
り
、
九
州
の
神
楽
で
は
シ
ョ
ウ
ギ
ョ
ウ
の
概
念
が
知
ら
れ
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
こ
れ
ら
と
意
味
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
五
島
神
楽
で
は
そ
れ
を
、

「
立た

ち

言ご
と
（
立
事
と
も
）」
や
「
言い
い

句く

（
云
句
と
も
）」
な
ど
の
概
念
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

他
地
域
の
概
念
と
五
島
の
こ
れ
ら
概
念
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
、
検
討
さ
れ
て
し
か

る
べ
き
問
題
か
と
思
う
。
ま
た
五
島
の
概
念
の
「
立
言
」
は
他
地
域
の
神
楽
に
類
例
の
な
い

も
の
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
こ
れ
は
、
舞
人
が
立
っ
て
所
作
す
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う

で
、
歌
、
詞
と
舞
の
関
係
を
考
え
る
上
に
示
唆
す
る
と
こ
ろ
の
あ
る
伝
承
資
料
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
一
体
そ
れ
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
は
今
後
の
課
題
の
ひ
と
つ
か
と
思
う
。
と
も
あ

れ
五
島
神
楽
各
地
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
様
々
な
使
わ
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
も
う
ひ
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と
つ
の
「
言
句
」
の
概
念
と
「
立
言
」
と
の
意
味
と
が
錯
綜
し
た
使
わ
れ
方
を
し
て
い
て
複

雑
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
注
目
す
べ
き
「
立
言
」「
言
句
」
の
下
五
島
の
神
楽
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の

意
味
合
い
を
整
理
す
べ
く
、
こ
の
度
の
現
地
調
査
の
過
程
で
面
識
を
い
た
だ
い
た
方
々
二
名

に
質
問
を
し
回
答
を
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
を
こ
こ
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

ま
ず
、
巖
立
神
社
の
阿
比
留
正
宮
司
が
、
巖
立
神
社
の
長
老
の
社
人
の
方
と
調
査
検
討
し

た
結
果
の
回
答
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
立
言
」
と
は
、
舞
人
の
歌
や
詞
と
理
解
さ
れ
る
。
他
方
「
言
句
」
の
方
は
、
太
鼓
を
た

た
く
人
（
座
中
と
称
す
）
と
合
立
の
詞
で
あ
る
（
但
し
、
言
句
は
単
な
る
詞
だ
け
で
は
な

く
歌
の
よ
う
に
抑
揚
が
あ
る
場
合
も
あ
る
の
で
ま
っ
た
く
歌
で
は
な
い
と
は
言
い
切
れ
な

い
）。

次
に
福
江
五
島
神
楽
保
存
協
会
専
務
理
事
の
森
彪
天
満
神
社
宮
司
か
ら
の
回
答
は
次
の
よ

う
で
あ
っ
た
。

「
云い
い
く句
」
は
詞
だ
け
で
な
く
歌
も
含
む
と
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
現
在
は
、『
福
江
五
島
神
楽

本
』（
平
成
十
五
年

福
江
五
島
神
楽
保
存
協
会
発
行
）に
記
載
さ
れ
て
い
る
、「
云
句
」「
立

言
」「
立た

ち

歌う
た

」
等
の
全
て
を
「
云
句
」
と
称
し
て
い
る
。
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富と
み

江え

神か

楽ぐ
ら

［
富と

み

江え

神じ
ん

社じ
ゃ

］

久
保
田
裕
道

一

名
称

富
江
神
楽

二

伝
承
地

長
崎
県
五
島
市
富
江
町

富
江
神
社
と
兼
務
社
の
あ
る
地
域

＊
以
下
、
平
成
二
十
二
年
度
現
地
調
査
を
実
施
し
た
富
江
神
社
例
大
祭
に
お
け
る
富
江
神

楽
の
報
告
を
す
る
。

三

期
日
・
場
所

期
日

富
江
神
社
例
大
祭

十
月
十
四
日
～
十
七
日

＊
平
成
二
十
二
年
も
同
日

場
所

富
江
神
社

神
楽
が
演
じ
ら
れ
る
富
江
神
社
拝
殿
は
、
幅
六
間
、

奥
行
き
四
間
。
外
縁
が
正
面
と
左
右
に
幅
半
間
ほ
ど

廻
ら
さ
れ
て
い

る
。
拝
殿
内
は
内

陣
と
外
陣
と
に
分

か
れ
、
内
陣
の
中

央
奥
に
二
間
幅
で

本
殿
へ
と
続
く
階

段
と
通
路
が
あ

る
。
こ
の
う
ち
、

神
楽
が
演
じ
ら
れ

る
の
は
、
内
陣
の

中
央
一
間
四
方
だ

が
、
特
に
範
囲
が
区
別
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
の
舞
座
を
挟
む
よ
う
に
向
か
っ

て
左
手
に
神
前
寄
り
か
ら
宮
司
以
下
社し
ゃ
に
ん人

が
、
向
か
っ
て
右
手
に
神
社
総
代
お
よ
び
関

係
者
が
向
か
い
合
う
よ
う
に
座
り
、
宮
司
の

後
方
（
神
前
に
向
か
っ
て
左
）
に
神み

女こ

が
座

る
。
太
鼓
は
社
人
の
後
方
（
神
前
に
向
か
っ

て
左
）
に
置
か
れ
、
神
楽
が
始
ま
る
と
、
太

鼓
と
笛
は
こ
の
位
置
で
演
奏
す
る
。
さ
ら
に

左
手
の
横
の
戸
か
ら
出
た
外
縁
が
楽
屋
的
に

扱
わ
れ
、
装
束
の
着
替
え
な
ど
を
そ
こ
で
済

ま
せ
る
。

外
陣
に
は
一
般
の
参
拝
者
が
座
る
ほ
か
、

向
か
っ
て
左
手
に
は
神
幸
に
用
い
ら
れ
る
神

輿
が
置
か
れ
て
い
る
。
拝
殿
は
、
神
前
に
向
か
っ
て
右
奥
が
北
、
左
奥
が
西
、
神
前
が
中
央

と
な
る
。
な
お
、
富
江
神
社
で
は
拝
殿
の
四
隅
に
四
神
旗
を
立
て
る
の
み
だ
が
、
兼
務
社
で

は
祭
礼
時
に
拝
殿
内
五
方
各
々
に
五
色
の
御
幣
を
立
て
る
。
事こ

と

代し
ろ

主ぬ
し

神
社
と
金
比
羅
神
社
で

は
五
色
の
旗
と
な
る
。
ま
た
「
五
穀
俵
」
を
正
面
に
置
く
場
合
も
あ
る
。

四

伝
承
組
織

伝
統
的
に
神
楽
に
携
わ
る
人
々
を
「
社
人
」
と
呼
ん
だ
。
社
人
は
近
世
期
に
は
身
分
の
一

つ
で
も
あ
り
、
富
江
神
社
周
辺
の
宮
み
や
の
し
た下

地
区
は
、
社
人
の
集
落
で
あ
っ
た
。
二
十
数
戸
が

あ
り
、
こ
の
社
人
が
世
襲
的
に
神
楽
を
演
じ
て
い
た
。
家
に
よ
っ
て
「
持
ち
舞
」
が
決
ま
っ

て
い
た
と
も
い
う
。
富
江
は
富
江
藩
の
藩
主
が
住
む
陣
屋
を
中
心
に
、
武
士
、
商
人
、
職
人
、

漁
師
な
ど
の
住
む
地
区
が
区
画
さ
れ
て
お
り
、
陣
屋
（
現
富
江
中
学
校
の
北
東
部
）
よ
り
富

江
神
社
側
に
向
か
っ
て
足
軽
集
落
、
社
人
集
落
と
続
い
て
い
た
。
社
人
と
足
軽
と
は
仲
が
悪

か
っ
た
な
ど
と
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

や
が
て
明
治
維
新
の
際
に
い
わ
ゆ
る
「
富
江
騒
動
」
が
勃
発
。
富
江
藩
は
五
島
藩
に
合
併

市立富江
中学校
文

県立富江
高等学校
文

・
五島市役所
支所

富江局
〒

宮下

富江神社

384

31
事代主神社

・
富江陣屋跡

蛭子神社
・潮とり場

北西宮司神女

氏子総代席
太鼓

東南

神
輿

旗

舞座

（参拝者席）

外陣

外縁

内陣

幣殿
中央

社人

旗

富江神社

富江神社「舞座」図



− 53 −

と
い
う
朝
廷
の
取
り
決
め
に
対
し
、
富
江
藩
の
家
臣
・
領
民
が
反
対
し
、
五
島
藩
側
と
の
武

力
衝
突
が
懸
念
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
大
き
な
争
乱
は
な
く
収
束
し
た
が
、
こ
の
騒
動
に
よ

っ
て
神
社
は
謹
慎
処
分
を
受
け
、
明
治
初
期
に
は
神
社
と
し
て
機
能
し
な
く
な
り
、
社
人
の

規
模
は
縮
小
し
て
し
ま
う
。
そ
の
後
の
推
移
は
不
明
だ
が
、
や
が
て
世
襲
の
社
人
の
家
以
外

の
者
も
神
楽
を
演
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
現
在
で
も
伝
統
的
な
社
人
集

落
の
出
身
を
問
わ
ず
、
神
楽
の
舞
手
を
指
し
て
社
人
の
名
称
が
使
わ
れ
て
い
る
。

昭
和
三
十
年
代
に
は
六
～
七
名
の
社
人
が
い
た
が
、
現
在
は
四
名
の
み
。
昭
和
七
年
生
ま

れ
の
月
川
八
榮
宮
司
指
導
の
も
と
、
神
楽
と
神
事
の
補
助
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
う
ち

一
名
は
笛
専
門
で
、
あ
と
の
三
名
と
宮
司
と
で
舞
を
分
担
し
て
い
る
。
社
人
た
ち
は
、
富
江

神
社
宮
司
が
兼
務
す
る
周
辺
神
社
の
祭
礼
に
は
出
向
い
て
神
楽
を
演
ず
る
。
た
だ
し
、
同
じ

兼
務
社
で
も
富
江
町
田た

お尾
（
乙お
と

神
社
）
と
同
町
丸
子
（
保ほ
の

尾お

神
社
）
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の

地
区
の
社
人
が
い
る
。
ま
た
海
を
渡
っ
た
黒
島
に
も
か
つ
て
は
社
人
が
い
た
が
、
過
疎
化
に

よ
っ
て
絶
え
た
。
現
在
、
社
人
に
よ
る
神
楽
の
稽
古
は
、
秋
の
祭
礼
シ
ー
ズ
ン
を
前
に
し
た

九
月
頃
に
、
四
～
五
日
お
こ
な
っ
て
い
る
。
練
習
場
所
は
富
江
神
社
の
拝
殿
。
ま
た
天
満
宮

の
み
祭
礼
が
一
月
で
あ
る
た
め
に
、
一
月
に
も
祭
礼
前
の
二
～
三
日
は
稽
古
を
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
重
要
な
役
を
担
う
の
が
神
女
で
あ
る
。
神
女
は
、
現
在
は
氏
子
で
あ
る
小
学

生
以
下
の
少
女
か
ら
選
ば
れ
る
。
平
成
二
十
二
年
は
、
そ
れ
ま
で
務
め
て
い
た
神
女
が
中
学

生
に
な
っ
た
た
め
、
代
わ
っ
て
四
歳
の
妹
が
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
神
女
が
近
世
期
に

ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
不
明
な
点
が
多
い
が
、
戦
後
の
農
地
改
革
ま
で
神
女
名
義

の
田
が
存
在
し
て
お
り
、
格
式
の
高
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
神
前
に
着
座
す
る

場
合
は
、
社
人
頭
の
次
の
座
に
着
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
神
女
と
は
別
に
、「
浦
安
の
舞
」
を
舞
う
巫
女
が
い
る
。
浦
安
の
舞
は
昭
和
十
六
年

か
ら
奉
納
さ
れ
て
お
り
、
現
在
は
富
江
小
学
校
の
六
年
生
の
少
女
が
こ
れ
を
務
め
る
。
希
望

制
で
あ
る
た
め
、
年
に
よ
っ
て
人
数
が
異
な
る
。
平
成
二
十
一
年
に
は
十
数
名
の
申
し
込
み

が
あ
っ
て
こ
れ
を
六
名
に
絞
っ
た
が
、
二
十
二
年
度
は
希
望
者
が
一
人
で
あ
っ
た
た
め
に
友

人
を
誘
い
、
二
人
で
舞
っ
て
い
る
。
舞
の
指
導
は
、
宮
司
が
社
務
所
で
お
こ
な
う
。
富
江
神

社
例
祭
の
前
、
一
週
間
か
ら
十
日
ほ
ど
練
習
を
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
伝
統
的
な
役
と
は
別
に
、
神
楽
に
関
し
て
は
十
年
ほ
ど
前
に
「
富
江
神
楽
保
存

会
」
が
結
成
さ
れ
た
。
結
成
時
に
は
半
被
を
百
枚
制
作
し

て
分
け
た
が
、
実
際
に
祭
礼
に
参
加
す
る
の
は
そ
の
中
の

二
十
～
三
十
人
だ
と
い
う
。
保
存
会
に
は
富
江
神
社
の
神

楽
だ
け
で
は
な
く
、田
尾
（
乙
神
社
）
と
丸
子
（
保
尾
神
社
）

の
神
楽
関
係
者
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
特
に
交
流
は
な
い
。

さ
ら
に
玉
之
浦
町
荒
川
（
七な
な

嶽た
け

神
社
）
も
保
存
会
を
異
に

す
る
富
江
神
楽
で
あ
る
が
、
保
存
会
同
士
の
往
来
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
福
江
の
「
椿
祭
り
」
に
は
富

江
と
荒
川
の
神
楽
が
隔
年
で
出
演
す
る
た
め
、
荒
川
と
の

多
少
の
交
流
の
機
会
は
あ
る
。

ま
た
祭
礼
時
に
は
神
輿
渡
御
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
担
ぎ
手
を
「
陸ろ
く

尺し
ゃ
く」

と
称
す
る
。

陸
尺
は
も
と
も
と
青
年
団
が
担
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
に
商
工
会
青
年
部
が
担
当
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
し
か
し
年
々
参
加
者
の
数
が
減
少
し
た
た
め
、
近
年
「
神
輿
保
存
会
」
を
結
成

し
、
会
員
で
担
ぐ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

五

行
事
（
芸
能
）
内
容

（
一
）
次
第
・
日
程

１

準
備

例
大
祭
の
準
備
は
、
十
月
十
一
日
の
「
や
ま
迎
え
」
か
ら
始
ま
る
。
祭
礼
に
用
い
る
竹

や
榊
を
山
（
場
所
は
決
ま
っ
て
い
な
い
）
か
ら
切
り
出
す
こ
と
で
、
翌
十
二
日
夜
に
は
「
し

め
お
ろ
し
」
と
い
っ
て
、
し
め
縄
の
準
備
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
現
在
で
は
や
ま
迎

え
を
一
日
遅
ら
せ
、
十
二
日
に
し
め
お
ろ
し
と
同
日
に
し
て
い
る
。
翌
十
三
日
に
は
、
用
意

し
た
し
め
縄
を
神
輿
渡
御
の
沿
道
に
張
る
。
神
社
（
社
人
）
が
担
当
す
る
の
は
神
社
か
ら

海
際
の
一
の
鳥
居
ま
で
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
舟ふ

な

手で

町
の
「
仮
宮
」（
蛭え
び
す子

神
社 

※
正
式
に
は

事こ
と
し
ろ
ぬ
し

代
主
神
社
）
ま
で
は
各
町
内
の
氏
子
が
担
当
し
た
。

２

十
月
十
四
日
（
宵
祭
）

十
四
日
は
「
宵
祭
」
で
あ
る
。
朝
の
う
ち
に
清
掃
を
し
て
準
備
を
済
ま
せ
、
夜
に
入
っ
て 浦安の舞
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祭
典
が
あ
り
神
楽
が
演
じ
ら
れ
る
。
一
八
時
よ
り
、
神
社
の
石
段
下
に
あ
る
社
務
所
（
宮
司

宅
）
に
宮
司
・
社
人
・
神
女
が
集
ま
っ
て
夕
食
を
と
る
。
祭
礼
時
の
食
事
は
、
氏
子
の
女
性

に
頼
ん
で
調
理
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
食
事
が
終
わ
る
と
神
社
へ
と
上
が
り
、
一
九
時
か
ら

祭
典
の
開
始
。
最
初
に
、
修
祓
（
宮
司
に
よ
る
祓
詞
の
奏
上
と
社
人
に
よ
る
祓
い
）。
宮
司

に
よ
る
開
扉
、
社
人
に
よ
る
献
饌
と
続
き
、
参
列
者
の
玉
串
奉
奠
と
な
る
。

玉
串
奉
奠
が
終
わ
っ
て
一
九
時
四
〇
分
、神
楽
が
始
ま
る
。
最
初
に
「
し
が
く
」
と
し
て
、

太
鼓
に
あ
わ
せ
て
立た

ち

歌う
た

を
歌
う
次
第
が
入
る
。
社
人
ら
は
拝
殿
の
向
か
っ
て
左
側
に
座
っ
た

ま
ま
歌
う
。
次
い
で
、
神
女
が
進
み
出
て
神
女
舞
。
以
下
、
平
成
二
十
二
年
の
演
目
は
次
の

通
り
。

①
神
女
舞

②
左さ

男お

舞

③
左
男
舞

④
素す
ほ
う袍

⑤
露つ
ゆ

祓は
ら
い

⑥
潮し
お

桶た
ご

舞

⑦
長な
ぎ
な
た刀

⑧
切き
り
め目

⑨
浦
安
の
舞

⑩
三み

剣つ
る
ぎ

⑪
新あ
ら
し
お潮

⑫
小こ
ゆ
み弓

⑬
折お
し
き敷

⑭
蒙も
う
古こ
り
裏

⑮
神か
ん
ず通

⑯
獅
子
頭

⑰
舞
上
げ

終
了
は
二
二
時
三
〇
分
。
す
ぐ
に
社
人
に
よ
っ
て
撤
饌
が
お
こ
な
わ
れ
、
閉
扉
。
こ
の
年

は
、
例
年
よ
り
も
若
干
演
目
を
多
く
演
じ
た
。
終
了
後
、
午
後
二
三
時
頃
よ
り
社
務
所
に
て

宮
司
、
社
人
、
総
代
ら
が
集
ま
っ
て
飲
食
と
な
る
。

３

十
月
十
五
日
（
例
祭
・
渡
御
）

翌
十
月
十
五
日
は
、一
〇
時
三
〇
分
よ
り
富
江
神
社
に
て
祭
典
が
執
り
行
わ
れ
る
。
修
祓
、

開
扉
、
献
饌
、
祝
詞
奏
上
、
玉
串
奉
奠
と
続
く
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
一
一
時
過
ぎ
よ
り
神

楽
が
始
ま
る
。
最
初
に
「
し
が
く
」、
次
い
で
「
神
女
舞
」「
浦
安
の
舞
」
の
み
で
終
了
。
そ

の
後
、
撤
饌
、
閉
扉
で
正
午
に
は
祭
典
が
終
わ
り
、
一
同
は
社
務
所
に
下
り
る
。

社
務
所
で
は
、
総
代
ら
は
昼
食
と
な
る
が
、
同
時
に
「
荒こ

う

神じ
ん

ま
つ
り
」
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

一
二
時
一
〇
分
、
最
初
に
ま
ず
宮
司
以
下
、
社
人
、
神
女
、
浦
安
の
舞
の
巫
女
、
そ
の
付
き

添
い
が
二
階
へ
上
が
る
。
二
階
は
階
段
側
か
ら
奥
行
き
一
間
半
・
幅
一
間
の
一
部
屋
と
、
奥

行
き
一
間
半
・
幅
二
間
の
二
部
屋
と
を
開
け
放
っ
て
お
り
、
最
奥
部
の
部
屋
に
荒
神
棚
が
祀

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
前
に
宮
司
・
社
人
・
神
女
が
着
座
。
荒
神
に
対
す
る
祝
詞
が
奏
上
さ
れ
、

社
人
に
よ
る
笛
・
太
鼓
で
立
歌
「
し
が
く
」
が
奏
上
さ
れ
る
。
祝
詞
の
最
後
に
神
前
に
米
を

撒
き
、
そ
の
後
宮
司
が
神
前
か
ら
着
座
位
置
に
戻
る
と
、
や
が
て
「
神
女
舞
」
が
舞
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
階
下
の
竈か

ま
どが
あ
る
土
間

へ
と
移
動
し
、
社
人
の
み
で
荒
神
ま

つ
り
の
儀
礼
が
執
り
行
わ
れ
る
。
土

間
は
入
り
口
（
玄
関
の
隣
）
方
向
を

中
央
と
し
、
入
り
口
を
入
っ
て
左
側

に
あ
る
竈
側
が
南
と
な
る
。
竈
の
前

に
は
、
ご
ざ
が
二
枚
敷
か
れ
る
。
竈
に
向
か
っ
て
右
後
方
の
壁
（
南
西
の
方
向
）
に
は
荒
神

を
祀
る
神
棚
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
社
人
の
一
人
が
そ
ち
ら
を
向
い
て
ご
ざ
の
上
に
座
る
。

社
人
の
前
に
は
積
み
重
ね
ら
れ
た
六
枚
の
折
敷
、
各
々
三
つ
の
蓋
付
き
椀
と
猪
口
を
載
せ
た

折
敷
が
二
枚
と
箸
が
十
四
膳
、
さ
ら
に
し
と
ぎ
の
皿
と
な
ま
す
の
皿
、
徳
利
を
載
せ
た
折
敷

一
つ
と
飯
び
つ
一
つ
が
置
か
れ
る
。
ま
た
竈
の
上
に
は
米
の
入
っ
た
枡
と
半
紙
を
巻
い
た
杵

が
置
か
れ
る
。

社
人
は
六
枚
の
折
敷
を
順
に
取
っ
て
、
折
敷
の
四
隅
に
し
と
ぎ
を
箸
で
少
量
盛
り
、
さ
ら

に
し
と
ぎ
の
隣
に
な
ま
す
を
盛
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
時
、
残
り
の
社
人
は
周
囲
に
座
っ
て
唱
え

言
を
す
る
。
唱
え
言
は
次
の
通
り
。

水
神
宮
の
う
ち
み
の
初
穂
は
神
ぞ
召
す

し
ょ
う
じ
の
む
し
ろ
は
き
ね
が
し
く

杵
が
な
い
た
ら
鈴
虫
は
チ
ュ
ー
と
い
う
声
た
む
し
ょ
な
る

粟
た
た
け
ば
つ
き
も
む
ず
か
し
あ
れ
て
い
る

ひ
と
み
に
ま
さ
る
く
だ
も
ん
も
な
し

ま
ん
丸
し
て
月
に
姿
は
似
た
れ
ど
も

食
て
よ
い
も
の
は
餅
に
な
る
か
な

あ
い
な
ま
す
二
合
半
か
い
そ
う

え
が
え
が
な
い
た
ら

こ
こ
ろ
ざ
し

め
し
山
か
は
ら
の
音
き
け
ば

流
れ
久
し
や

君
の
御
用
か
な

盛
っ
た
折
敷
は
社
人
の
左
側
に
重
ね
て
ゆ
き
、
六
枚
と
も
盛
っ

て
し
ま
う
と
今
度
は
再
び
一
枚
ず
つ
取
っ
て
、
先
ほ
ど
盛
っ
た

し
と
ぎ
と
な
ま
す
と
を
元
の
皿
に
戻
す
。
戻
し
た
と
こ
ろ
で
唱

え
言
も
終
わ
る
（
文
書
に
は
十
二
回
と
書
か
れ
て
い
る
）。

続
い
て
椀
の
載
っ
た
折
敷
二
枚
を
手
元
に
近
づ
け
る
と
、
一 しがく

荒神まつりの神女舞折敷にしとぎ・なますを盛る
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枚
ず
つ
順
に
飯
び
つ
か
ら
ご
飯
を
盛
り
、
徳
利
か
ら
猪
口
に
酒
を
注
ぐ
。
こ
の
時
は
次
の
唱

え
言
を
二
回
ず
つ
唱
え
る
。「
十
二
の
こ
ん
ご
う
酒
」
は
、一
度
目
は
「
母
」、二
度
目
は
「
父
」

で
唱
え
る
。

飯
び
つ
は
八
つ

か
い
は
九
つ

ソ
レ
盛
り
盛
っ
た

ま
た
チ
ヨ
コ
ソ
ヘ
ー
タ

十
二
の
こ
ん
ご
う
酒さ

け

誰
に
は
ゆ
ず
ら
ん

宝
を
そ
え
て

母
（
父
）
に
ゆ
ず
る

母
（
父
）
ば
か
り
た
ら
し
き
も
の
は

よ
も
あ
ら
じ

さ
ら
に
別
の
椀
に
な
ま
す
を
盛
る
。
折
敷
の
上
は
、
手
前
左
に

ご
飯
、
右
に
猪
口
、
奥
左
は
空
、
右
が
な
ま
す
と
い
う
配
置
と

な
る
。
こ
こ
で
折
敷
を
取
り
上
げ
、
家
の
者
に
渡
す
。
飯
び
つ

と
し
と
ぎ
な
ど
を
載
せ
た
折
敷
も
こ
こ
で
下
げ
る
。

次
に
竈
の
上
に
置
か
れ
て
い
た
米
の
入
っ
た
枡
を
取
り
、
五

方
に
向
か
っ
て
次
の
唱
え
言
を
し
て
撒
く
。

東
方
世
界

悪
や
ら
魔
や
ら
魔
も
な
し

悪
業
も
善
劫
も
な
け
れ
ど
も

今
日
大
し

だ
ん
な
ん
ど
ん
の
御
身
の
上
に
て

く
ぜ
つ
災
難
や
ま
い
ご
と

へ
い
よ
う

ち
ゅ
う
よ
う

か
た
な
み
の
国
に
て
ま
し
ま
す
候
と
申
す

四
方
千
里
が
浜
に
吠
え
る
犬
ビ
ョ
ウ
ビ
ョ
ウ

＊
以
下
、
南
方
・
西
方
・
北
方
・
中
央
に
繰
り
返
す
。

枡
を
戻
す
と
代
わ
っ
て
杵
を
と
り
、
両
手
で
床
に
押
し
立
て
て
、
五
方
に
向
か
っ
て
次
の
唱

え
言
。東

方
に
打
ち
向
い
て
カ
メ
カ
ン
ダ
オ
セ
ラ
イ
タ

今
の
た
い
ど
ん
の
前
の
た
い
ど
ん
の

米
の
飯
や
バ
ラ
バ
ラ

コ
ッ
テ
ン
の
牛
は
ま
た
肥
え
た
っ
や

ふ
く
れ
た
っ
や

今
年
の
稲
を
ば

ほ
だ
に
二
升
取
っ
て

世
の
中
良
け
れ
ば

幸
い
俵
を
祝
い
ゆ
ず
ら
ん

＊
以
下
、
南
方
・
西
方
・
北
方
・
中
央
に
繰
り
返
す
。

杵
を
戻
し
、
六
枚
の
折
敷
の
一
枚
を
取
り
、
箸
十
二
膳
を
の
せ
て
五
方
に
向
か
い
次
の
唱

え
言
。東

方
に
打
ち
向
い
て
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ゴ
ロ

ゴ
ー
ロ
ゴ
ロ

＊
以
下
、
南
方
・
西
方
・
北
方
・
中
央
に
繰
り
返
す
。

ゴ
ロ
ゴ
ロ
の
と
こ
ろ
で
、
折
敷
を
前
後
に
揺
す
っ
て
箸
を
ご
ろ
ご
ろ
転
が
す
。
最
後
の
中

央
が
終
わ
る
と
す
べ
て
の
折
敷
を
か
た
づ
け
、
米
の
枡
も
下
げ
る
。
そ
し
て
ご
ざ
一
枚
を
ひ

ろ
げ
、
そ
こ
に
杵
を
置
い
て
ご
ざ
で
く
る
む
よ
う
に
巻
い
て
ゆ

く
。
こ
の
時
社
人
た
ち
は
「
た
た
も
や

た
た
も
や
」
と
唱
え

る
。
筒
状
に
巻
い
て
し
ま
う
と
、家
人（
本
来
は
女
性
と
さ
れ
る
）

に
そ
の
一
端
を
持
た
せ
、
社
人
と
引
き
合
う
。
こ
の
時
も
「
た

た
も
や

た
た
も
や
」
と
社
人
ら
が
唱
え
て
い
る
。

こ
れ
で
一
連
の
荒
神
ま
つ
り
が
終
了
と
な
る
。
始
め
の
六
枚

の
折
敷
は
、
荒
神
へ
の
供
物
だ
と
い
い
、
最
後
の
杵
を
引
き
合

う
所
作
は
、
杵
自
体
を
男
根
の
シ
ン
ボ
ル
と
す
る
子
孫
繁
栄
の

呪
術
だ
と
伝
え
て
い
る
。

一
二
時
四
五
分
、
荒
神
ま
つ
り
が
終
わ
る
と
社
人
た
ち
も
昼
食
を
と
り
、
し
ば
ら
く
休
憩

と
な
る
。
そ
の
間
、
軽
ト
ラ
ッ
ク
で
仮
宮
（
蛭
子
神
社
）
へ
と
神
楽
の
道
具
な
ど
を
運
ん
で

お
く
。

一
四
時
半
頃
か
ら
、
富
江
神
社
で
神
輿
渡
御
、
通
称
「
お
下
り
」
の
準
備
が
始
ま
る
。
最

も
古
い
と
さ
れ
る
「
稚
児
神
輿
」
と
太
鼓
三
台
は
、神
社
の
石
段
下
で
台
車
に
載
せ
ら
れ
る
。

一
五
時
に
な
る
と
、社
人
や
氏
子
総
代
ら
が
拝
殿
か
ら
外
に
向
か
っ
て
餅
撒
き
を
お
こ
な
う
。

近
年
は
、
個
人
が
餅
の
費
用
を
負
担
し
て
い
る
と
い
う
。
社
殿
内
で
は
本
殿
か
ら
拝
殿
に
置

か
れ
た
神
輿
へ
の
御
霊
移
し
が
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
こ
の
時
に
神
輿
の
周
囲
は
総
代
ら
に
よ

っ
て
布
幕
で
隠
さ
れ
、
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
な
る
。
御
霊
移
し
が
終
わ
る
と
、「
陸

尺
」
と
呼
ば
れ
る
担
ぎ
手
た
ち
に
よ
っ
て
神
輿
が
拝
殿
前
に
下
ろ
さ
れ
る
。
同
時
に
子
供
神

散米

杵の引き合い

箸の唱え言

杵の唱え言



− 56 −

輿
二
基
も
収
納
庫
よ
り
引
き
出
さ
れ
、
小
学
生
に
よ
る
子
供
神
輿
、
女
子
中
学
生
に
よ
る
神

輿
が
先
に
石
段
を
下
り
て
ゆ
く
。

拝
殿
前
の
神
輿
は
、
陸
尺
た
ち
に
よ
っ
て
担
が
れ
る
が
、
担
ぎ
方
に
富
江
独
自
の
特
徴
が

あ
る
。
担
ぎ
手
は
前
後
の
担
ぎ
棒
外
側
と
神
輿
の
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
つ
く
他
、
担
ぎ
棒
の
前

後
に
一
人
ず
つ
棒
を
押
さ
え
る
よ
う
な
形
で
つ
く
。
特
に
前
に
つ

く
者
は
両
手
に
体
重
を
か
け
て
神
輿
が
進
む
の
を
押
さ
え
る
。

神
輿
が
進
む
際
に
は
、
ま
ず
進
行
方
向
に
対
し
て
右
斜
め

四
十
五
度
方
向
に
曲
げ
、
ま
た
元
の
向
き
に
戻
す
。
こ
こ
で
か
け

声
（「
や
ー
っ
」「
は
っ
」
な
ど
）
と
と
も
に
担
ぎ
手
が
両
手
を
頭

上
に
伸
ば
す
ま
で
神
輿
を
上
に
持
ち
上
げ
る
。
す
ぐ
に
下
ろ
し

た
と
こ
ろ
で
数
歩
だ
け
神
輿
が
前
進
。
こ
こ
で
今
度
は
左
斜
め

四
十
五
度
方
向
に
曲
げ
、
ま
た
元
の
位
置
に
戻
し
て
か
ら
か
け

声
と
と
も
に
持
ち
上
げ
、
数
歩
前
進
。
こ
れ
を
繰
り
返
し
て
進
ん

で
ゆ
く
た
め
、
進
行
速
度
は
極
め
て
遅
い
。「
日
本
一
遅
い
神
輿
」

な
ど
と
称
さ
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。

石
段
を
下
り
た
後
も
こ
の
調
子
で
進
む
た
め
、
先
を
ゆ
く
子
供

神
輿
等
と
は
徐
々
に
間
隔
が
開
い
て
ゆ
く
。さ
ら
に
こ
の
神
輿
は
、

交
差
点
の
中
央
な
ど
で
「
ネ
ブ
リ
」
を
す
る
。
ネ
ブ
リ
と
は
、
神

輿
を
左
右
に
大
き
く
揺
ら
せ
る
こ
と
で
、
神
輿
本
体
の
左
右
に
つ

い
た
担
ぎ
手
が
、
思
い
切
り
相
手
側
に
押
し
倒
さ
ん
と
す
る
よ
う

に
押
す
。
こ
の
時
の
か
け
声
は
「
え
ん
や
さ
ー
」「
よ
い
や
さ
ー
」
な
ど
が
一
般
的
だ
が
、「
え

ん
や
か
さ
ー
」
や
「
え
ん
や
そ
い
じ
ゃ
ー
」
と
言
う
者
も
い
る
。
交
差
点
以
外
に
、
祝
儀
を

出
し
た
店
な
ど
で
も
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
か
つ
て
は
陸
尺
の
人
数
も
現
在
よ
り
も
多

く
、
さ
ら
に
暴
れ
神
輿
だ
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

お
下
り
の
行
列
は
、
途
中
か
ら
近
年
老
人
ク
ラ
ブ
の
踊
り
な
ど
も
加
わ
り
、
か
な
り
の
長
さ

に
な
る
。
行
列
順
は
次
の
通
り
。
こ
の
他
に
、
御
神
酒
と
飲
み
物
を
積
ん
だ
台
車
が
付
き
添
う
。

獅
子
・
天
狗

―

旗

―

老
人
ク
ラ
ブ

―

稚
児
神
輿
（
台
車
）
―

子

供
神
輿

―

笛
・
太
鼓

―

女
子
中
学
生
神
輿

―

笛
・
太
鼓

―

神

輿

―
宮
司
・
神
女

―

笛
・
太
鼓
（
社
人
）

老
人
ク
ラ
ブ
や
子
供
神
輿
は
途
中
の
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
や
駐
車
場
な
ど
で
踊
り
や
練

り
を
披
露
し
て
ゆ
く
。
特
に
近
年
、
子
供
神
輿
と
女
子
中
学
生
の
神
輿
は
各
々
が
商
店
街
を

門
付
け
的
に
回
っ
て
ご
祝
儀
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
際
、
店
頭
で
「
商
売
繁
盛
」

の
か
け
声
で
神
輿
を
持
ち
上
げ
る
。
そ
れ
で
も
一
六
時
三
〇
分
頃
に
は
先
に
仮
宮
に
到
着
し

て
、
解
散
と
な
る
。
こ
の
時
、
神
社
の
神
輿
は
な
お
中
途
を
進
ん
で
い
る
。
神
輿
は
時
に
本

道
を
少
し
外
れ
て
店
舗
な
ど
の
前
に
出
向
く
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
店
に
応
じ
た
奉
納
を
受
け

る
。
商
店
街
の
二
軒
あ
る
洋
品
店
で
は
紅
白
の
布
が
奉
納
さ
れ
る
の
が
習
わ
し
で
、
神
輿
に

巻
き
付
け
て
い
る
。

一
八
時
三
〇
分
頃
、
仮
宮
を
前
に
神
輿
が
一
旦
脇
道
に
入
る
。
か
つ
て
は
行
か
せ
ま
い
と

す
る
人
々
と
も
み
あ
い
に
な
っ
た
が
、
現
在
は
ネ
ブ
リ
の
み
。
脇
道
に
入
っ
て
か
ら
は
、
こ

れ
ま
で
の
担
ぎ
方
を
や
め
て
早
足
で
進
む
。
そ
の
先
に
は
事
代
主
神
社
が
あ
り
、
そ
こ
に
神

輿
を
下
ろ
し
て
休
憩
と
な
る
。
神
社
に
は
地
区
の
方
か
ら
の
飲
食
物
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
事
代
主
神
社
が
あ
る
小
島
地
区
は
も
と
も
と
漁
師
町
で
あ
っ
た
。
富
江
神
社
の
祭
礼
は

商
家
の
多
い
富
江
の
五
ヶ
町
の
氏
子
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
担
ぎ
手
に
小
島

地
区
の
者
も
多
く
い
た
た
め
、
こ
う
し
た
慣
習
が
で
き
た
と
さ
れ
る
。

本
来
、
神
輿
は
仮
宮
に
着
く
ま
で
は
降
ろ
し
て
は
な
ら
な
い
決
ま
り

が
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
休
憩
は
宮
司
が
黙
認
す
る
形
だ
と
い
う
。
し

た
が
っ
て
、
宮
司
・
神
女
・
社
人
の
一
行
は
脇
道
に
は
入
ら
ず
に
待

っ
て
い
る
。

餅まき陸尺

お下り（最後尾）

お下り（先頭）

ネブリ

事代主神社
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一
〇
分
程
度
休
憩
す
る
と
、
再
び
早
足
で

も
と
の
道
に
戻
り
、
再
び
ゆ
っ
く
り
と
し
た

担
ぎ
方
で
進
む
。
や
が
て
仮
宮
の
前
を
一
旦

通
り
過
ぎ
、
一
九
時
一
五
分
頃
、
港
の
「
潮

と
り
」
の
場
所
へ
着
く
。
こ
こ
に
は
青
竹
を

立
て
て
し
め
縄
が
張
ら
れ
て
い
る
。
神
輿
は

こ
の
前
で
ネ
ブ
リ
を
し
た
後
に
、
し
め
縄
を
く
ぐ
っ
た
先
に
安
置
し
、
宮
司
が
祝
詞
を
奏

上
。
続
い
て
、
神
輿
の
前
で
神
女
舞
が
舞
わ
れ
る
。「
潮
と
り
」
と
い
う
名
の
よ
う
に
、
か

つ
て
は
こ
こ
で
潮
を
汲
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
お
こ
な
わ
な
い
。
一
〇
分
ほ

ど
で
、
再
び
神
輿
を
担
ぎ
、
仮
宮
（
蛭
子
神
社
）
へ
と
向
か
う
。
一
九
時
四
五
分
、
漸
く
四

時
間
四
五
分
に
及
ぶ
神
幸
が
終
わ
り
、
蛭
子
神
社
に
神
輿
が
上
げ
ら
れ
た
。
神
輿
は
す
ぐ
に

内
陣
に
納
め
ら
れ
、
既
に
到
着
し
て
い
る
稚
児
神
輿
と
並
べ
ら
れ
、
前
に
供
物
な
ど
が
並
べ

ら
れ
る
。
陸
尺
の
担
ぎ
手
た
ち
は
社
人
か
ら
一
人
一
人
が
金
幣
に

よ
る
祓
い
を
受
け
て
解
散
。
ま
た
神
前
で
は
宮
司
に
よ
っ
て
祝
詞

が
唱
え
ら
れ
、
そ
れ
が
終
わ
る
と
社
殿
内
で
夕
食
と
な
る
。

二
〇
時
三
七
分
、「
し
が
く
」
か
ら
神
楽
が
始
ま
る
。
こ
の
時

の
演
目
は
次
の
通
り
。

①
神
女
舞

②
左
男
舞

③
素
袍

④
露
払

⑤
新
潮

⑥
蒙
古
裏

⑦
獅
子
頭

二
一
時
五
〇
分
終
了
、
こ
の
日
の
す
べ
て
の
行
事
が
終
わ
る
。
こ
れ
か
ら
神
輿
が
富
江

神
社
に
戻
る
翌
々
日
ま
で
、
夜
も
社
人
二

人
が
寝
泊
ま
り
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

す
で
に
布
団
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。

４

十
月
十
六
日
（
神
輿
・
神
楽
巡
幸
）

朝
九
時
に
蛭
子
神
社
に
集
合
。
宮
司
が

祝
詞
を
上
げ
、
社
人
が
左
男
舞
を
舞
っ
て

か
ら
、
神
輿
が
外
に
引
き
出

さ
れ
る
。
こ
こ
で
幣
束
を
持

っ
た
祓
い
役
と
天
狗
・
獅
子

と
が
二
組
そ
れ
ぞ
れ
家
の
祈

祷
を
す
る
た
め
に
出
発
し
て

い
っ
た
。
一
方
、
陸
尺
の
者

も
祓
い
を
受
け
て
神
輿
を
担
ぎ
上
げ
る
。
こ
の
日
は
前
日
の
よ
う
な
担
ぎ
方
を
せ
ず
に
、
普

通
に
担
い
で
歩
き
、
訪
れ
た
先
で
か
け
声
と
と
も
に
頭
上
に
掲
げ
る
こ
と
を
各
家
最
低
二
回

は
お
こ
な
う
。
社
人
一
人
が
御
幣
を
持
っ
て
先
頭
を
進
み
、
次
い
で
総
代
の
一
人
が
三
宝
に

載
せ
た
神
酒
を
掲
げ
て
続
き
、
そ
の
後
ろ
に
笛
・
太
鼓
。
太
鼓
は
台
車
に
載
せ
ら
れ
、
宮
司
・

神
女
と
共
に
神
輿
の
後
を
進
む
。
ま
た
飲
み
物
・
つ
ま
み
を
入
れ
た
台
車
も
付
き
添
う
。
五

島
石
油
の
後
は
神
輿
を
ト
ラ
ッ
ク
に
載
せ
、宮
司
と
社
人
も
ワ
ゴ
ン
車
に
乗
り
込
む
。
以
降
、

距
離
の
あ
る
巡
幸
先
に
移
動
す
る
際
に
は
こ
の
二
台
の
車
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
日

の
巡
幸
先
は
次
の
通
り
。

１
．
漁
協

２
．
有
川
総
業

３
．
馬
場
住
建

４
．
一
平

５
．
保
育
園

６
．
川

元
建
材

７
．
田
中
サ
ン
ゴ

８
．
マ
ル
キ
ン
水
産
食
品

９
．
さ
け
市

10
．
五
島

石
油
（
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
）
11
．
J
A
五
島

12
．
Y
邸

13
．
月
見
荘
（
福
祉

施
設
）
14
．
富
江
荘（
福
祉
施
設
）
15
．
只
狩
荘（
福
祉
施
設
）
16
．
浜
口
水
産（
工

場
）

漁
村
セ
ン
タ
ー
（
昼
食
）

17
．
あ
い
調
剤

18
．
富
江
病
院

19
．
い
な
だ
ス
ト
ア
（
ス
ー
パ
ー
）
20
．
社
協

21
．
ほ
っ
と
ホ
ー
ム
（
福
祉
施
設
）
22
．
ま
ご
こ
ろ
（
福
祉
施
設
）
23
．
増
田
建
設

24
．
近
藤
歯
科

25
．
市
役
所
富
江
支
所

26
．
M
邸

27
．
と
ん
と
ん
（
飲
食
店
）

28
．
T
邸

29
．
温
泉
セ
ン
タ
ー

30
．
富
江
診
療
所

31
．
山
戸
海
産

32
．
ゴ
ー

ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
（
ス
ナ
ッ
ク
）
33
．
オ
リ
ン
ピ
ア
（
パ
チ
ン
コ
）
34
．
十
八
銀
行

35
．
H
邸

＊
太
字
は
神
楽
を
演
ず
る
場
所

廻
る
先
に
つ
い
て
は
、
十
月
四
～
五
日
頃
に
係
の
者
が
家
々
を
廻
っ
て
希
望
を
募
る
。
か

潮とり場での神女舞

家祈祷

潮とり場

左男舞

蛭子神社（仮宮）新潮
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つ
て
は
申
し
込
み
が
多
く
、
十
六
日
だ
け
で
廻
り
き
れ
な
か
っ
た
た
め
に
翌
十
七
日
の
午
前

中
も
廻
っ
て
い
た
と
い
う
。
現
在
は
、
個
人
住
宅
よ
り
も
店
舗
や
施
設
が
多
く
、
特
に
養
護

施
設
を
多
く
訪
れ
て
い
る
。
ま
た
富
江
病
院
で
は
入
口
で
神
楽
を
奉
納
し
た
後
に
、
獅
子
が

病
室
を
一
つ
一
つ
回
っ
て
い
る
。

神
楽
を
申
し
込
ん
だ
先
で
は
、
訪
れ
る
と
ま
ず
陸
尺
が
玄
関
先
・
店
先
で
神
輿
を
二
回
持

ち
上
げ
、
そ
こ
に
置
く
。
す
る
と
宮
司
・
社
人
・
神
女
は
玄
関
か
ら
中
に
入
っ
て
ゆ
く
。
迎

え
る
家
で
は
、
小
さ
な
机
な
ど
に
塩
と
米
が
皿
に
載
せ
ら
れ
て
準
備
が
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ

に
神
酒
の
三
宝
も
置
く
。
宮
司
は
「
富
江
神
社
御
神
楽
大
麻
」
の
神
札
を
置
い
て
祝
詞
を
奏

上
。
社
人
は
幣
束
で
祓
い
を
し
た
後
に
、
す
ぐ
に
「
神
女
舞
」
を
始
め
る
。
舞
の
最
中
に
社

人
が
家
人
に
神
酒
を
注
い
で
回
る
。
こ
の
巡
幸
で
の
演
目
は
訪
問
先
毎
に
次
の
通
り
。

①
神
女
舞

②
新
潮

③
獅
子
頭

三
つ
舞
っ
て
一
〇
分
ほ
ど
で
終
え
る
。
獅
子
は
神
社
で
舞
う
時
よ
り
も
か
な
り
短
く
し
た
舞

い
方
で
、
最
後
に
家
人
の
頭
を
か
じ
っ
て
回
る
。

一
二
時
三
〇
分
頃
に
、
漁
村
セ
ン
タ
ー
で
の
昼
食
と
な
り
、
三
〇
分
ほ
ど
休
憩
を
し
た
後

に
再
び
回
る
。
こ
う
し
て
す
べ
て
の
巡
幸
を
終
え
て
蛭
子
神
社
に
戻
っ
た
の
が
二
一
時
。
神

輿
を
前
日
同
様
に
社
殿
内
に
安
置
す
る
と
、
陸
尺
の
人
々
は
一
人
ず
つ
金
幣
で
祓
い
を
受
け

て
解
散
。
社
殿
内
で
は
最
後
に
神
女
舞
を
一
舞
し
て
終
了
と
な
っ
た
。

５

十
月
十
七
日
（
お
上
り
）

最
終
日
は
一
五
時
に
蛭
子
神
社
を
出
発
す
る
。
お
下
り
の
時

同
様
の
行
列
で
進
ん
で
ゆ
く
。
神
社
の
神
輿
以
外
は
先
に
富
江

神
社
に
到
着
し
、
解
散
と
な
る
。

神
社
の
神
輿
は
、
お
下
り
よ
り
も
若
干
早
く
一
九
時
に
神
社

到
着
。
そ
こ
か
ら
拝
殿
に
引
き
上
げ
、
幕
で
周
囲
を
覆
っ
て
御

霊
移
し
を
お
こ
な
い
、
神
前
で
宮
司
が
祝
詞
を
上
げ
る
中
、
神

女
舞
が
始
ま
る
。
こ
の
時
の
神
楽
は
次
の
二
舞
の
み
。

①
神
女
舞

②
浦
安
の
舞

一
九
時
三
〇
分
に
は
、
祭
典
の
す
べ
て
が
終
わ
り
、
片
付
け
に

入
る
。
そ
し
て
社
務
所
で
の
直
会
が
あ
っ
て
、
四
日
間
に
渡
る

祭
礼
が
終
了
と
な
っ
た
。

（
二
）
演
目
・
芸
態

神
楽
の
演
目
は
最
初
に
「
し
が
く
」「
神
女
舞
」「
左
男
舞
」「
露
祓
」
を
舞
う
の
が
通
例
。

そ
の
後
は
で
き
る
演
目
を
順
次
演
じ
、最
後
に
「
舞
上
げ
」
を
舞
っ
て
終
了
と
な
る
。
通
常
、

祭
礼
で
演
じ
る
場
合
に
は
、
二
時
間
程
度
お
こ
な
う
。

舞
は
す
べ
て
基
本
的
に
「
畳
二
枚
」
の
中
で
舞
う
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
所
の
み

が
板
の
間
に
な
っ
て
い
た
り
、
敷
物
を
敷
く
こ
と
は
な
く
、
感
覚
で
舞
う
こ
と
に
な
る
。
神

楽
を
習
う
場
合
に
は
、
最
初
に
左
男
舞
か
ら
入
る
。
左
男
舞
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
二

人
舞
で
あ
る
露
払
を
覚
え
る
。
な
お
、
舞
上
げ
は
左
男
舞
と
同
じ
舞
だ
が
、
立た

ち
う
た歌

が
異
な
っ

て
い
る
。
立
歌
と
い
う
の
は
タ
チ
ゴ
ト
な
ど
と
も
称
し
、
登
場
時
の
舞
が
一
旦
終
わ
り
、
神

新潮

神女舞

店先での神輿獅子舞

お上り直会
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前
に
向
か
っ
て
節
を
つ
け
て
唱
え
る
神
楽
歌
な
ど
を
指
し
て
い
う
。
舞
の
中
に
は
、
こ
う
し

た
立
歌
が
必
ず
入
る
の
が
特
徴
と
言
え
よ
う
。

舞
は
基
本
的
に
素
面
だ
が
、
中
に
い
く
つ
か
面
を
着
け
る
も
の
が
あ
る
。
面
は
そ
れ
ほ
ど

古
い
も
の
は
残
っ
て
い
な
い
。
古
面
と
言
え
る
も
の
が
一
～
二
面
あ
っ
た
が
、
現
在
は
福
江

の
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
楽
器
は
太
鼓
と
笛
が
一
人
ず
つ
。
太
鼓
は
鋲
打
ち

の
胴
長
太
鼓
。
笛
は
七
孔
の
龍
笛
を
用
い
る
。

以
下
、
調
査
時
に
実
見
し
た
演
目
の
芸
態
を
挙
げ
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
本
来
は
五
方

に
繰
り
返
す
所
作
を
二
方
向
に
省
略
す
る
な
ど
、
本
来
伝
え
ら
れ
て
い
る
芸
態
と
異
な
る
部

分
を
有
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
は
現
状
と
し
て
こ
れ
を
報
告
す
る
。
ま
た

舞
手
が
円
を
描
い
て
動
く
場
合
、
こ
れ
を
「
巡
る
」
と
表
記
し
、
時
計
周
り
を
「
順
」
そ
の

逆
を
「
逆
」
と
称
し
て
お
く
。
ま
た
方
向
を
表
す
場
合
、
神
前
に
向
か
っ
て
右
奥
を
北
、
向

か
っ
て
左
奥
を
西
、
右
手
前
を
東
、
左
手
前
を
南
と
す
る
拝
殿
の
設
定
に
あ
わ
せ
、
隅
を
こ

の
東
西
南
北
で
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
以
外
の
角
度
は
、仮
に
本
殿
方
向
を
一
二
時
と
し
、

そ
の
反
対
を
六
時
と
い
っ
た
よ
う
に
表
す
こ
と
に
し
た
い
。

１

神み

女こ

舞ま
い

（
3
分
）

唯
一
の
巫
女
舞
。
最
も
単
純
な
順
逆
順
・
逆
順
逆
に
巡
る
舞
。

①
神
前
に
進
み
出
て
鈴
を
右
手
に
と
り
、
身
体
の
前
で
両
手
を
大
き
く
三
回
回
す
。

②
右
手
の
鈴
を
前
に
持
ち
、
左
手
は
下
げ
た
ま
ま
順
方
向
に
三
周
巡
る
。
神
前
で
両
手
を
一

回
回
す
。
次
い
で
向
き
を
変
え
、
何
も
持
っ
て
い
な
い
左
手
を
軽
く
握
り
前
に
差
し
出
し
、

右
手
の
鈴
は
下
げ
た
ま
ま
逆
方
向
に
三
周
巡
る
。
巡
り
終
わ

っ
て
神
前
で
両
手
を
一
回
回
す
。
そ
し
て
再
び
右
手
の
鈴
を

前
に
出
し
、
左
手
は
下
げ
た
ま
ま
順
方
向
に
三
周
巡
る
。
神

前
で
一
礼
し
、
①
同
様
に
両
手
を
三
回
回
す
。

③
太
鼓
の
リ
ズ
ム
が
変
わ
り
、
逆
方
向
に
三
周
し
、
神
前
で
両

手
を
一
回
回
す
。
次
い
で
順
方
向
に
三
周
し
、
一
回
両
手
を

回
す
。
さ
ら
に
逆
方
向
に
三
周
巡
り
、
一
回
両
手
を
回
し
、

一
礼
し
て
退
出
。

２

左さ

お男
舞ま

い

（
３
分
）

烏
帽
子
に
格
衣
姿
。
神
楽
の
基
本
と
な
る
舞
。
閉
扇
と
鈴
を
持
ち
順
逆
順
で
三
周
ず
つ
巡

っ
た
後
に
立
歌
。
そ
し
て
閉
扇
と
鈴
を
前
に
出
し
つ
つ
逆
順
逆
で
三
周
ず
つ
巡
る
。
最
後
に

鈴
を
置
き
、
開
扇
の
み
で
順
逆
に
三
周
巡
る
。

①
神
前
の
案
よ
り
左
手
に
閉
扇
、
右
手
に
鈴
を
取
り
、
下
が
っ
て
両
手
を
軽
く
広
げ
、
鈴
を

振
り
つ
つ
六
順
・
逆
・
順
方
向
に
三
周
ず
つ
巡
る
。

②
扇
と
鈴
を
前
に
出
し
、
立
歌
。

③
立
歌
終
わ
っ
て
東
の
隅
に
一
回
転
し
て
移
動
し
、
逆
・
順
・

逆
方
向
に
三
周
ず
つ
巡
る
。
逆
の
時
は
閉
扇
を
、
順
の
時

は
鈴
を
前
に
掲
げ
る
。

④
鈴
を
案
に
置
き
、
右
手
に
開
扇
を
掲
げ
る
よ
う
に
持
ち
、

左
手
も
軽
く
上
げ
て
一
回
転
し
て
、
そ
こ
か
ら
順
方
向
に

二
周
半
。
向
き
を
変
え
て
開
扇
の
端
を
左
手
で
つ
ま
み
、

右
手
も
軽
く
上
げ
て
逆
方
向
に
二
周
半
し
、
三
周
目
に
案

の
前
に
座
し
、
扇
を
閉
じ
て
鈴
と
と
も
に
一
度
押
し
頂
き
、

案
に
置
い
て
退
出
。

３

素す

袍ほ
う

（
４
分
）

烏
帽
子
に
格
衣
姿
。
左
男
舞
に
似
て
い
る
が
、
立
歌
の
後
は
直
線
的
な
動
き
に
な
る
舞
。

①
右
手
に
鈴
、
左
手
に
閉
扇
。
一
礼
し
て
両
手
を
軽
く
上
に
上
げ
、
鈴
を
振
り
つ
つ
順
方
向

に
三
周
。
向
き
を
変
え
て
逆
、
順
に
三
周
ず
つ
巡
る
。

②
小
さ
く
回
転
し
て
神
前
に
進
み
、
立
歌
。

③
立
歌
終
わ
っ
て
順
回
り
に
一
回
転
し
て
東
の

隅
に
行
き
、左
手
の
閉
扇
を
前
に
掲
げ
て
「
ハ

イ
ー
ハ
イ
」で
身
体
を
左
右
に
振
り
、続
く「
ヤ

ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
ヤ
イ
」
の
「
ヤ
ー
」
で
左

足
を
大
き
く
踏
み
込
ん
で
北
の
隅
へ
直
進
す

る
。
そ
こ
で
西
の
隅
へ
方
向
を
変
え
て
、
同
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様
に「
ハ
イ
ー
ハ
イ
」で
身
体
を
左
右
に
振
り
、続
く「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
ヤ
イ
」の「
ヤ

ー
」
で
左
足
を
大
き
く
踏
み
込
ん
で
西
の
隅
へ
直
進
す
る
。
こ
こ
で
「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ

イ
、
ヤ
ー
サ
ン
ハ
イ
」
の
か
け
声
に
ス
テ
ッ
プ
を
あ
わ
せ
て
六
時
方
向
へ
移
動
。
こ
こ
で

逆
回
り
に
一
回
転
し
て
南
の
隅
に
移
動
。

④
③
と
逆
に
、
南
の
隅
→
西
の
隅
、
西
の
隅
→
北
の
隅
と
移
動
し
、
さ
ら
に
六
時
方
向
に
進

ん
で
か
ら
一
回
り
し
て
東
の
隅
へ
。
た
だ
し
「
ヤ
ー
」
で
踏
み
込
む
足
は
右
足
と
な
る
。

⑤
再
び
③
同
様
に
東
の
隅
→
北
の
隅
→
西
の
隅
→
南
の
隅
。

⑥
南
の
隅
か
ら
逆
巡
り
で
一
周
半
し
て
神
前
へ
。
逆
回
り
に
一
回
転
し
て
座
っ
て
案
に
鈴
を

置
き
、
扇
を
広
げ
る
。

⑦
右
手
に
開
扇
の
要
を
持
っ
て
左
手
と
共
に
軽
く
上
げ
、逆
回
り
で
一
回
転
し
て
南
の
隅
へ
。

④
同
様
に
、
南
の
隅
→
西
の
隅
、
西
の
隅
→
北
の
隅
と
移
動
し
、
さ
ら
に
六
時
方
向
に
進

ん
で
か
ら
一
回
り
し
て
東
の
隅
へ
。

⑧
左
手
に
開
扇
の
端
を
持
っ
て
右
手
と
共
に
軽
く
上
げ
、③
同
様
に
南
の
隅
へ
移
動
す
る
が
、

さ
ら
に
も
う
一
回
転
し
て
神
前
へ
。
そ
こ
で
座
っ
て
扇
を
置
き
、立
っ
て
下
が
っ
て
拝
礼
。

４

露つ
ゆ

祓は
ら
い

（
６
分
30
秒
）

烏
帽
子
に
格
衣
姿
。
二
人
舞
の
基
本
と
な
る
舞
。

①
二
人
が
神
前
に
進
み
出
て
、
右
手
に
鈴
、
左
手
に
閉
扇
を
取
る
。
下
が
っ
て
中
央
に
四
時

と
十
時
の
位
置
に
互
い
に
内
側
を
見
な
が
ら
立
つ
。

②
鈴
を
上
げ
て
順
方
向
に
二
巡
り
、
向
き
を
変
え
て
扇
を
上
げ
て
逆
方
向
に
二
巡
り
、
さ
ら

に
向
き
を
変
え
て
鈴
を
上
げ

て
順
方
向
に
二
巡
り
。

③
二
人
と
も
神
前
に
向
き
直
り
、

立
歌
。

④
東
と
西
の
位
置
に
向
き
合
っ

て
立
ち
、
扇
を
上
げ
て
逆
方

向
に
二
巡
り
、
向
き
を
変
え

て
鈴
を
上
げ
て
順
方
向
に
二

巡
り
。
横
に
並
ん
だ
状
態
か
ら
回
転
し
て
、
東
の
隅
に
揃
っ
て
進
み
、
身
体
を
か
が
め
て

鈴
を
打
ち
鳴
ら
す
。

⑤
④
同
様
に
逆
・
順
に
巡
っ
て
南
・
西
・
北
の
順
に
繰
り
返
す
。

⑥
④
同
様
に
逆
・
順
に
巡
っ
た
後
、
今
度
は
向
き
合
っ
て
外
側
・
内
側
・
外
側
と
鈴
を
打
ち

鳴
ら
す
。
外
側
の
時
は
高
く
、
内
側
の
時
は
膝
を
つ
い
て
低
く
鳴
ら
す
。
そ
の
後
、
位
置

を
入
れ
替
え
て
外
側
に
打
ち
鳴
ら
す
。

⑦
も
う
一
度
⑥
を
繰
り
返
し
、
最
後
に
向
き
合
い
神
前
に
進
み
、
扇
と
鈴
を
置
い
て
退
出
。

５

潮し
お

桶た
ご

舞ま
い

（
12
分
）

白
衣
に
白
袴
姿
。
潮
桶
を
持
ち
、
そ
の
潮
で
清
め
る
た
め
の
舞
と
考
え
ら
れ
る
。

①
右
手
に
鈴
、
左
手
に
閉
扇
で
、
鈴
を
振
り
な
が
ら
順
・
逆
・
順
に
三
周
ず
つ
巡
る
。

②
最
後
に
神
前
に
進
み
立
歌
。

③
逆
・
順
・
逆
の
順
に
扇
・
鈴
・
扇
と
上
げ
な
が
ら
二
周
半
ず
つ
巡
り
、
神
前
へ
。

④
ひ
ざ
ま
ず
い
て
桶
を
取
り
、
左
右
左
と
膝
行
で
下
が
り
、
立
つ
。

⑤
順
・
逆
・
順
の
順
に
二
周
ず
つ
巡
る
。
順
方
向
の
時
に
は
左
手
、
逆
方
向
の
時
に
は
右
手

で
桶
を
掲
げ
る
。
そ
れ
か
ら
東
の
隅
に
向
か
っ
て
桶
を
掲
げ
、
左
右
左
で
立
っ
た
ま
ま
下

が
る
。
こ
れ
を
南
・
西
・
北
に
繰
り
返
す
。

⑥
順
・
逆
・
順
に
二
周
ず
つ
巡
り
、
東
の
隅
を
向
い
て
右
足
を
前
に
出
し
て
か
が
み
、
右
手

に
持
っ
た
榊
で
桶
の
中
の
潮
を
か
け
る
仕
草
を
す
る
。
こ
れ
を
南
・
西
・
北
・
中
央
に
繰

り
返
す
。

⑦
順
・
逆
・
順
に
二
周
ず
つ
巡
り
、
最
後
は
神
前
で
一
礼
し
て
退
出
。
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６

長な
ぎ

刀な
た

（
７
分
30
秒
）

白
衣
に
白
袴
姿
、
頭
に
鉢
巻
。
長
刀
を
使
っ
た
勇
壮
な
舞
。

①
長
刀
を
持
っ
て
登
場
す
る
が
、
長
刀
は
神
前
に
置
き
、
右
手
に
鈴
、
左
手
に
閉
扇
を
持
っ

て
、
両
手
を
軽
く
上
げ
て
順
・
逆
・
順
に
五
周
ず
つ
巡
る
。

②
一
礼
し
て
神
前
で
立
歌
。

③
回
転
し
て
東
の
隅
に
移
動
し
、
逆
・
順
・
逆
に
三
周
ず
つ
巡
る
。
逆
方
向
の
時
は
閉
扇
、

順
方
向
の
時
は
鈴
を
掲
げ
る
。

④
神
前
に
座
り
、
鈴
・
扇
を
置
い
て
襷
を
つ
け
、
長
刀

を
取
る
。

⑤
長
刀
を
持
っ
て
順
・
逆
・
順
と
三
周
ず
つ
巡
る
。

⑥
東
の
隅
に
向
か
っ
て
片
膝
を
つ
き
、
左
右
左
に
長
刀

を
振
り
下
ろ
す
。
こ
れ
を
南
・
西
・
北
と
続
け
る
。（
途

中
で
巡
ら
な
い
）

⑦
長
刀
を
持
っ
て
順
・
逆
・
順
と
三
周
ず
つ
巡
り
、
南

の
隅
に
向
か
っ
て
長
刀
を
水
平
に
持
ち
、
回
転
さ
せ

る
。
こ
れ
を
北
と
中
央
に
も
繰
り
返
す
。（
本
来
は

五
方
に
お
こ
な
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）

⑧
順
・
逆
・
順
に
三
周
巡
っ
て
神
前
に
ひ
ざ
ま
ず
い
て

一
礼
し
、
退
出
。

７

切き
り

目め

（
７
分
30
秒
）

狩
衣
姿
で
着
面
、
頭
に
シ
ャ
グ
マ
。

①
狩
衣
装
束
で
右
手
に
幣
を
持
っ
て
登
場
。
神
前
か
ら
離
れ
た
中
央
位
置
に
立
ち
、
右
左
と

後
ろ
を
振
り
向
き
、
次
い
で
膝
を
屈
伸
さ
せ
、
そ
の
後
右
足
か
ら
三
歩
半
で
神
前
へ
。
向

き
を
変
え
、
北
の
隅
に
向
か
っ
て
右
足
か
ら
三
歩
半
で
進
む
。
一
回
転
し
な
が
ら
東
の
隅

に
移
動
。

②
東
の
隅
で
今
度
は
左
右
と
後
ろ
を
振
り
向
き
、
屈
伸
の
後
、
左
足
か
ら
三
歩
半
で
北
の
隅

へ
。
さ
ら
に
左
足
か
ら
三
歩
半
で
西
の
隅
へ
。
そ
し
て
一
回
転
し
な
が
ら
南
の
隅
へ
。

③
①
同
様
に
東
の
隅
に
移
動
。

④
逆
方
向
に
一
周
、
順
方
向
に
二
周
し
、
西
の
隅
に
移
動
。

⑤
西
の
隅
で
中
央
を
向
い
て
膝
の
屈
伸
を
し
て
東
の
隅
に
向
か
っ
て
足
を
踏
み
出
す
と
、
そ

の
ま
ま
順
方
向
に
二
周
、
逆
方
向
に
二
周
、
再
び
順
方
向
に
二
周
し
て
東
の
隅
に
中
央
を

向
い
て
立
つ
。

⑥
⑤
同
様
に
東
の
隅
か
ら
西
の
隅
に
向
か
っ
て
足
を
踏
み
出
し
、
順
・
逆
・
順
方
向
に
二
周

ず
つ
巡
り
、
北
の
隅
へ
。

⑦
北
の
隅
に
南
を
向
い
て
立
ち
、
屈
伸
の
後
、
膝
行

で
右
左
右
と
進
む
。
そ
の
ま
ま
順
・
逆
・
順
方
向

に
二
周
ず
つ
巡
り
南
の
隅
に
北
を
向
い
て
立
つ
。

⑧
南
の
隅
に
北
を
向
い
て
立
ち
、
屈
伸
の
後
、
膝
行

で
右
左
右
と
進
む
。
そ
の
ま
ま
順
・
逆
・
順
方
向

に
二
周
ず
つ
巡
り
、
神
前
へ
。

⑨
神
前
で
扇
を
開
い
て
右
手
に
持
ち
、幣
は
左
手
に
。

三
回
大
き
く
自
分
の
前
で
両
手
を
回
し
な
が
ら
下
が
っ
て
一
礼
し
て
退
場
。

８

三み

剣つ
る
ぎ（

10
分
）

白
衣
に
白
袴
姿
、
頭
に
鉢
巻
。
前
半
は
露
払
い
と
同
じ
舞
い
方
。
後
半
で
刀
の
ア
ク
ロ
バ

テ
ィ
ッ
ク
な
技
が
入
る
。

①
鉢
巻
姿
の
二
人
が
刀
を
持
ち
登
場
。
鞘
か
ら
刀
を
抜
い
て
神
前
に
進
み
、
襷
を
つ
け
、
右

手
に
鈴
、
左
手
に
刀
を
取
る
。
下
が
っ
て
両
手
を
軽
く
上
に
上
げ
、
順
・
逆
・
順
方
向
に

二
巡
り
ず
つ
。

②
二
人
と
も
神
前
に
進
み
、
立
歌
。

③
三
時
と
九
時
の
位
置
に
向
き
合
っ
て
立
ち
、
刀
を
掲
げ
て
逆
方
向
に
二
巡
り
、
向
き
を
変

え
て
刀
を
肩
に
背
負
う
よ
う
に
し
て
鈴
を
上
げ
て
順
方
向
に
二
巡
り
。
横
に
並
ん
だ
状
態

か
ら
回
転
し
て
、
東
の
隅
に
揃
っ
て
進
み
、
身
体
を
か
が
め
て
鈴
を
打
ち
鳴
ら
す
。

④
③
同
様
に
逆
・
順
に
巡
っ
て
南
・
西
・
北
・
中
央
の
順
に
繰
り
返
す
。

⑤
③
同
様
に
逆
・
順
に
巡
っ
た
後
、
鈴
を
案
に
置
き
、
向
き
合
う
。
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⑥
逆
方
向
に
二
周
巡
っ
て
か
ら

東
西
の
隅
に
向
き
合
っ
て
立

ち
、
刀
で
低
い
位
置
を
す
く

う
よ
う
に
回
転
し
な
が
ら
南

北
、
東
西
と
動
い
て
ゆ
く
。

東
に
い
た
者
は
北
、
西
へ
と

進
む
。
続
い
て
逆
方
向
に
二

周
巡
っ
て
か
ら
南
北
に
向
き

合
い
、
東
西
、
南
北
と
動
い
て
ゆ
く
。

⑦
逆
方
向
に
二
周
巡
っ
て
か
ら
東
西
の
隅
に
向
き
合
っ
て
立
ち
、
刀
を
振
り
下
ろ
す
。
再
び

逆
方
向
に
二
周
巡
っ
て
か
ら
南
北
に
向
き
合
い
、
刀
を
振
り
下
ろ
す
所
作
。

⑧
最
後
に
向
か
い
合
っ
て
互
い
の
刃
先
を
持
ち
、
二
つ
の
刀
の
下
を
回
転
し
な
が
ら
二
回
く

ぐ
る
。
こ
れ
を
二
回
お
こ
な
っ
て
神
前
に
進
み
、
刀
を
鞘
に
収
め
て
下
が
り
、
退
出
。

９

新あ
ら

潮し
お

（
14
分
30
秒
）

烏
帽
子
に
格
衣
姿
。
塩
に
よ
る
清
め
の
舞
。
家
を
回
る
と
き
に
は
、省
略
し
た
形
で
舞
う
。

①
塩
を
載
せ
た
盆
を
持
っ
て
神
前
に
進
み
、
盆
を
案
に
置
い
て
右
手
に
鈴
、
左
手
に
閉
扇
を

持
つ
。
下
が
っ
て
順
・
逆
・
順
に
三
周
ず
つ
両
手
を
軽
く
上
げ
て
鈴
を
振
り
な
が
ら
巡
る
。

最
後
の
四
周
目
を
小
さ
く
回
り
込
ん
で
神
前
へ
。

②
鈴
を
前
に
出
し
て
立
歌
。

③
回
っ
て
三
時
の
位
置
か
ら
扇
を
前
に
出
し
て
逆
方
向
に
一
巡
り
半
、
九
時
の
位
置
か
ら
鈴

を
前
に
出
し
て
順
方
向
に
一
巡
り
半
、
も
う
一
度
三
時
の
位
置
か
ら
扇
を
前
に
出
し
て
逆

方
向
に
一
巡
り
し
、
二
巡
り
目
に
神
前
へ
。
こ
こ

で
座
っ
て
鈴
を
置
き
、
扇
を
開
い
て
右
手
に
、
塩

の
盆
を
左
手
に
持
つ
。

④
順
・
逆
・
順
に
三
周
ず
つ
巡
る
。

⑤
東
の
隅
を
向
い
て
「
新
潮
は
、
誰
が
舞
そ
め
け
る

新
潮
ぞ
」
の
歌
と
と
も
に
開
扇
で
招
く
よ
う
な
所

作
を
し
て
、
順
・
逆
・
順
に
三
周
巡
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
回
り
始
め
は
身
体
を
左
右
に
振
る
。

⑥
⑤
同
様
に
南
・
西
・
北
と
繰
り
返
す
。
最
後
に
扇
を
畳
ん
で
腰
に
さ
す
。

⑦
東
の
隅
を
向
い
て
塩
を
取
る
よ
う
な
所
作
を
し
て
し
ゃ
が
み
、
そ
の
ま
ま
く
る
り
と
反
対

向
き
に
な
っ
て
片
膝
を
つ
き
、
振
り
返
り
ざ
ま
に
塩
を
撒
く
所
作
。
そ
の
後
順
・
逆
・
順

に
三
周
巡
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
回
り
始
め
は
身
体
を
左
右
に
振
る
。

⑧
⑦
同
様
に
南
・
西
・
北
と
繰
り
返
す
。

⑨
最
後
に
神
前
に
盆
を
置
い
て
退
出
。

10

小こ

弓ゆ
み

（
６
分
30
秒
）

烏
帽
子
に
陣
羽
織
、
た
っ
つ
け
袴
。
弓
と
名
が
つ
く
が
、
後
半
の
刀
に
よ
る
曲
芸
的
所
作

が
注
目
さ
れ
る
舞
。

①
弓
を
持
ち
、
烏
帽
子
・
羽
織
・
た
っ
つ
け
袴
姿
の
二
人
が
登
場
。

神
前
に
並
び
、
右
手
に
鈴
、
左
手
に
弓
を
持
つ
。
鈴
を
振
り
な

が
ら
順
・
逆
・
順
に
二
周
ず
つ
巡
る
。

②
鈴
を
前
に
出
し
て
立
歌
。

③
向
か
い
合
っ
て
大
き
な
ス
テ
ッ
プ
で
踏
み
だ
し
、
逆
・
順
に
二

周
ず
つ
巡
る
。

④
東
に
向
か
っ
て
並
ん
で
腰
を
か
が
め
て
鈴
を
打
ち
鳴
ら
す
。
そ

の
後
、
逆
・
順
に
二
周
ず
つ
巡
る
。
そ
の
後
同
様
に
南
・
西
・

北
に
繰
り
返
し
、
最
後
は
神
前
に
。

⑤
神
前
で
鈴
と
弓
を
置
き
、
刀
の
鞘
を
ぬ
い
て
抜
き
身
で
持
つ
。

⑥
南
北
の
位
置
に
相
対
し
、対
角
線
に
動
い
て
二
度
入
れ
替
わ
る
。

そ
の
後
、
逆
方
向
に
巡
っ
て
ゆ
き
、
二
周
目
に
東
西
の
位
置
で

相
対
。こ
こ
で
も
二
度
入
れ
替
わ
る
。そ
の
後
、逆
方
向
に
巡
る
。

⑦
逆
方
向
に
巡
る
中
で
三
時
・
九
時
の
位
置
に
相
対
し
、
互
い
の
切
っ
先
を
つ
ま
ん
で
二
回

刀
の
下
を
く
ぐ
る
。
そ
の
後
場
所
を
入
れ
替
え
て
、
さ
ら
に
二
回
く
ぐ
る
。

⑧
神
前
に
向
か
い
、
刀
を
鞘
に
収
め
て
弓
と
と
も
に
持
っ
て
退
出
。
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11

折お

敷し
き

舞ま
い

（
６
分
）

白
衣
に
白
袴
姿
、頭
に
鉢
巻
。
折
敷
（
盆
）
を
落
と
さ
ず
に
曲
芸
的
な
技
を
披
露
す
る
舞
。

①
紅
白
の
鉢
巻
を
し
て
重
ね
た
盆
（
本
来
は
折
敷
）
二
枚
と
襷
を
持
っ
て
登
場
。
盆
を
案
に

置
き
、右
手
に
鈴
、左
手
に
襷
を
持
っ
て
、両
手
を
軽
く
上
に
上
げ
て
鈴
を
振
り
つ
つ
、順
・

逆
・
順
に
三
周
ず
つ
巡
る
。

②
神
前
に
向
き
、
鈴
を
前
に
出
し
て
立
歌
。

③
立
歌
終
わ
っ
て
順
回
り
に
一
回
転
し
つ
つ
三
時
の
位
置
へ
。
襷
を
前
に
掲
げ
て
逆
方
向
に

二
周
半
し
て
九
時
の
位
置
へ
。
そ
こ
か
ら
鈴
を
前
に
掲
げ
て
順
方
向
に
三
周
、
再
び
向
き

を
変
え
て
逆
方
向
に
三
周
し
、
そ
の
ま
ま
神
前
に
座
っ
て
鈴
を
置
き
、
襷
を
着
け
る
。

④
盆
を
重
ね
た
ま
ま
両
手
で
持
ち
、
順
・
逆
・
順
に
三
周
ず
つ
巡
る
。

⑤
盆
を
両
手
の
平
に
の
せ
て
東
の
隅
を
向
き
、
両
手
を

上
下
に
動
か
す
。
こ
れ
を
南
・
西
・
北
に
も
繰
り
返
す
。

（
途
中
で
巡
ら
な
い
）

⑥
次
に
両
手
同
時
に
ひ
ね
っ
て
返
す
所
作
を
東
・
南
・
西
・

北
に
繰
り
返
す
。

⑦
次
に
右
手
か
ら
ひ
ね
っ
て
右
膝
を
つ
き
、
左
手
を
ひ

ね
っ
て
左
膝
を
つ
き
、
右
手
を
戻
し
て
右
足
を
立
て
、

左
手
を
戻
し
て
立
ち
上
が
る
所
作
を
東
・
南
・
西
・

北
に
繰
り
返
す
。

⑧
（
本
来
は
こ
の
あ
と
で
ん
ぐ
り
返
し
な
ど
が
入
る
）

⑨
両
手
の
平
に
盆
を
つ
け
た
ま
ま
順
・
逆
に
巡
っ
て
神

前
へ
。
一
礼
し
て
盆
を
持
っ
て
退
出
。

12

蒙も
う

古こ

裏り

（
９
分
30
秒
）

鬼
と
争
う
者
の
こ
と
を
、
富
江
の
立
歌
集
の
中
で
は
「
相あ
い
立だ
ち
」
と
称
し
て
い
る
。
舞
の
道

具
な
ど
を
手
渡
す
補
助
役
と
し
て
の
ア
イ
ダ
チ
と
い
う
よ
り
、
完
全
な
一
人
の
役
と
し
て
演

じ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
相
立
」
の
表
記
に
従
っ
て
お
く
。
相
立
は
素
面
で
、
烏
帽
子
に

格
衣
姿
、
鬼
は
鬼
面
に
シ
ャ
グ
マ
、
狩
衣
に
た
っ
つ
け
袴
。

①
烏
帽
子
に
上
衣
を
つ
け
、
右
手
に
弓
、
左
手
に
矢
を
持
っ
た
「
相
立
」
が
登
場
。
南
の
隅

か
ら
西
、
北
と
直
線
的
に
進
み
、
順
方
向
に
一
回
転
し
て
東
の
隅
へ
。
同
様
に
東
→
北
→

西
と
進
み
、
逆
方
向
に
一
回
転
し
て
南
の
隅
へ
。
さ
ら
に
も
う
一
度
南
→
西
→
北
→
東
。

②
逆
・
順
に
二
周
ず
つ
巡
っ
て
神
前
へ
。
右
手
の
矢
を
前
に
差
し
出
し
て
唱
え
言
。

③
両
手
で
輪
を
描
く
よ
う
に
三
回
回
し
な
が
ら
下
が
り
、
南
の
隅
に
動
く
。

④
南
か
ら
西
へ
直
線
、
西
か
ら
北
へ
直
線
、
順
に
回
っ
て
東
。
東
か
ら
北
へ
直
線
、
北
か
ら

西
へ
直
線
、
逆
に
回
っ
て
南
。
南
か
ら
西
へ
直
線
、
西
か

ら
北
へ
直
線
、
順
に
回
っ
て
六
時
方
向
。

⑤
逆
・
順
に
二
周
ず
つ
巡
り
、
東
向
き
に
踏
み
出
す
所
作
三

回
。
こ
れ
を
西
に
も
繰
り
返
す
。

⑥
三
時
の
方
向
に
内
側
を
向
い
て
立
つ
と
、
鬼
面
を
着
け
た

者
が
九
時
に
立
っ
て
相
対
す
る
。
こ
こ
で
語
り
が
入
る
。

鬼
は
語
り
に
あ
わ
せ
て
左
手
の
棒
を
地
面
に
突
き
鳴
ら

し
、
右
手
の
開
扇
を
振
る
。

⑦
語
り
が
終
わ
る
と
相
立
は
弓
を
つ
が
え
、
鬼
は
棒
で
そ
れ

を
打
と
う
と
し
、
相
対
し
つ
つ
逆
方
向
に
巡
り
な
が
ら
争

う
。

⑧
鬼
は
北
の
隅
に
倒
れ
、
弓
は
南
の
隅
に
立
っ
て
弓
か
ら
刀

に
持
ち
替
え
る
。

⑨
鬼
は
立
ち
上
が
る
が
、
刀
が
迫
っ
て
く
る
た
め
、
袖
で
顔

を
隠
し
つ
つ
逃
げ
よ
う
と
す
る
。

⑩
鬼
は
南
よ
り
退
出
。
相
立
は
刀
を
両
手
で
持
ち
、
南
か
ら

西
へ
直
線
、
西
か
ら
北
へ
直
線
、
順
に
回
っ
て
東
。
東
か

ら
北
へ
直
線
、
北
か
ら
西
へ
直
線
、
逆
に
回
っ
て
南
。
南

か
ら
西
へ
直
線
、
西
か
ら
北
へ
直
線
、
順
に
回
っ
て
六
時

方
向
。

⑪
逆
・
順
に
二
周
ず
つ
し
て
神
前
で
拝
し
退
出
。
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13

神か
ん

通ず

（
14
分
）

富
江
の
神
楽
本
に
あ
る
「
あ
ど
」
と
「
き
じ
ん
」
の
表
記
に
従
う
。
き
じ
ん
は
、「
鬼
神
」

で
あ
る
。
ア
ド
は
前
半
だ
け
で
、
後
半
鬼
神
が
俵
の
上
に
腰
掛
け
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
ア

ド
は
、
女
面
に
赤
い
布
を
巻
き
、
格
衣
姿
。
鬼
神
は
鬼
面
に
シ
ャ
グ
マ
、
狩
衣
姿
。

①
赤
い
布
を
頭
に
巻
い
た
「
ア
ド
」、
御
幣
二
本
を
持
っ
て
南
の
隅
か
ら
入
り
、
順
・
逆
・

順
に
二
周
ず
つ
巡
る
。

②
「
鬼
神
」
は
面
を
つ
け
、
紅
白
の
し
ま
模
様
の
棒
を
持
っ
て
南
よ
り
入
り
、
ア
ド
と
相
対

し
つ
つ
順
・
逆
に
二
周
ず
つ
し
、
ア
ド
は
三
時
、
鬼
神
は
九
時
の
位
置
に
相
対
す
る
。
ア

ド
は
立
ち
、
鬼
神
は
座
り
、
語
り
が
入
る
と
扇
を
開
い
て
右
手
に
持
つ
。
左
手
は
棒
。

③
ア
ド
南
よ
り
退
出
し
、
鬼
神
は
中
央
に
出
さ
れ
た
俵
の
上
に
神
前
を
向
い
て
腰
掛
け
、
開

扇
と
棒
を
持
つ
。

④
俵
が
は
ず
さ
れ
、
正
座
の
ま
ま
順
方
向
に
回
り
、
棒
で
床
を
指
し
つ
つ
下
が
る
。

⑤
立
っ
て
順
に
二
周
巡
っ
て
東
の
隅
か
ら
北
、
西
と
直
線
に
進
み
、
逆
方
向
に
回
転
し
て
神

前
へ
。
こ
こ
で
棒
を
置
い
て
米
を
持
っ
た
盆
を
取
る
。

⑥
順
の
方
向
に
一
周
巡
っ
て
盆
を
東
の
隅
に
置
き
、
順
・
逆
に
二
周
ず
つ
し
て
近
づ
い
て
米

を
取
り
、
再
び
順
・
逆
に
二
周
し
て
盆
の
前
に
座
し
、
米
を
取
っ
て
投
げ
、「
ヤ
ー
サ
ン

ハ
ー
ハ
イ
」
に
あ
わ
せ
て
手
を
打
つ
。

⑦
盆
を
持
っ
て
順
に
一
周
半
巡
っ
て
西
の
隅
に
置
き
、
⑥
同
様
の
繰
り
返
し
。

⑧
盆
を
持
っ
て
順
・
逆
に
二
周
ず
つ
巡
り
、
神
前
を
向
く
。
膝
で
立
っ
て
左
右
に
振
り
つ
つ
、

最
後
に
盆
を
両

手
で
上
方
に
投

げ
る
よ
う
に
米

を
う
ち
撒
く
。

⑨
立
っ
て
順
・
逆

に
一
周
し
て
神

前
に
盆
を
置
き
、

退
出
。

14

獅し

子し

頭が
し
ら

（
５
分
30
秒
）

最
も
人
気
の
あ
る
舞
。
天
狗
は
天
狗
面
に
白
の
シ
ャ
グ
マ
、
赤
の
衣
に
た
っ
つ
け
袴
。
家

を
回
る
際
に
は
短
縮
す
る
場
合
も
あ
り
、
逆
に
見
物
人
が
多
い
時
に
は
獅
子
と
天
狗
の
か
ら

み
や
、
獅
子
が
舞
う
部
分
は
長
く
な
る
。

①
天
狗
、
南
よ
り
出
て
棒
を
持
ち
、
順
・
逆
に
二
周
ず
つ
巡
る
。

②
獅
子
が
登
場
し
、
九
時
の
位
置
に
立
っ
て
三
時
の
位
置
の
天
狗
と
相
対
。
三
回
場
所
を
入

れ
替
え
、
獅
子
三
時
の
位
置
へ
。

③
獅
子
、
眠
く
な
っ
て
腹
ば
い
に
横
た
わ
る
。
天
狗
は
お
そ
る
お
そ
る
近
づ
き
、
ま
た
が
る
。

左
右
を
振
り
返
り
つ
つ
両
手
の
棒
を
獅
子
の
耳
に
押
し
当
て
、三
回
目
に
強
く
振
る
た
め
、

獅
子
が
起
き
上
が
る
。

④
獅
子
は
九
時
の
位
置
に
行
き
、
天
狗
は

三
時
の
位
置
で
相
対
し
、
棒
を
カ
チ
カ

チ
鳴
ら
す
。
二
回
場
所
を
入
れ
替
え
、

天
狗
退
出
。

⑤
獅
子
も
続
い
て
退
出
。

15

舞ま
い

上あ

げ
（
３
分
30
秒
）

烏
帽
子
に
格
衣
姿
。
左
男
舞
と
同
じ
だ
が
、
立
歌
が
異
な
る
舞
、
最
後
に
演
じ
ら
れ
る
。

①
烏
帽
子
・
上
衣
姿
で
右
手
に
鈴
、
左
手
に
閉
扇
を
持
ち
、
神
前
で
拝
し
た
後
に
下
が
っ
て

順
方
向
に
五
周
、
逆
方
向
に
五
周
、
順
方
向
の
四
周
目
に
小
さ
く
回
り
込
ん
で
神
前
へ
。

②
鈴
を
前
に
出
し
て
立
歌
。

③
順
回
り
に
小
さ
く
回
転
し
て
三
時
の
位
置
へ
。
そ
こ
か
ら
逆
方
向
に
扇
を
前
に
掲
げ
て
三

周
半
、
順
方
向
に
鈴
を
前
に
掲
げ
て
三
周
し
、
小
さ
く
回
っ
て
神
前
へ
。
神
前
で
鈴
を
置

い
て
扇
を
開
く
。

④
逆
回
り
に
小
さ
く
回
転
し
て
九
時
の
位
置
へ
。
そ
こ
か

ら
右
手
に
開
扇
を
持
っ
て
両
手
を
軽
く
上
げ
て
順
・
逆

に
三
周
巡
り
、
最
後
は
回
り
込
ん
で
神
前
へ
。
採
り
物

を
置
い
て
退
出
。
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＊
明
治
二
十
九
年
書
写
『
舞
歌
』（
黒
嶋
郷
、
近
藤
孫
次
蔵

現

在
は
富
江
神
社
蔵
）
か
ら
引
用
。

凡
例ア

ラ
ビ
ア
数
字
は
、
今
回
上
演
さ
れ
た
演
目
の
順
番
に
よ
る
。

1 

露
祓

そ
も
そ
も
舞
と
い
う
は
岩
戸
の
前
に
て

う
ず
め
の
命

御
手
に
ち
ま
き
の

御
ほ
こ
を
も
っ
て
日
影
の
か
ず
ら
を

た
す
き
に
め
さ
れ
て
お
き
き
と

舞
い
そ
め
た
り
や

ハ
イ
ヤ
イ

神
も
う
れ
し
く
思
し
め
す
ら
ん

わ
が
宝
た
れ
に
ゆ
ず
ら
ん

只
今
の
施
主
の
丹
那
に
祝
い

ゆ
ず
ら
ん
舞
な
れ
や
ハ
イ
ハ
イ

東
方
の
く
ぐ
ぬ
ち
神
な
春
三
月

守
護
し
給
え
ば
如
何
な
る
悪
魔
も

来
る
ま
じ
ハ
イ
ヤ
イ

神
も
う
れ
し
く
思
し
め
す
ら
ん
わ
が
宝

南
方
の
か
ぐ
づ
ち
神
な
夏
三
月

守
護
し
給
え
ば
如
何
な
る
悪
魔
も

来
る
ま
じ
ハ
イ
ヤ
イ
神
も
う
れ
し
く
…

西
方
の
金
山
彦
の
神
な
秋
三
月

守
護
し
給
え
ば
如
何
な
る
悪
魔
も

来
る
ま
じ
ハ
イ
ヤ
イ
神
も
…

北
方
の
水
の
み
た
ま
の
神
な
冬
三
月

守
護
し
給
え
ば
如
何
な
る
悪
魔
も

来
る
ま
じ
ハ
イ
ヤ
イ
神
も
…

中
央
の
は
に
や
す
ひ
め
の
神
な
四
季
の

土
用
を
守
護
し
給
え
ば
如
何
な
る

悪
魔
も
来
る
ま
じ
ハ
イ
ヤ
イ
神
も
…

2 

三
剣

た
て
ば
こ
そ
た
て
、
柳
姿
も
よ
け
れ
葉
も
よ
け
れ

そ
も
〳
〵
舞
と
い
う
は
岩
戸
の
前
に
て

う
ず
め
の
命

御
手
に
千
巻
の
御
ほ
こ
を

持
っ
て
日
影
の
か
ず
ら
を
た
す
き
に
め
さ
れ
て

お
き
き
と
舞
そ
め
た
り
や

ハ
イ
ヤ
イ

神
も
う
れ
し
く
思
召
す
ら
ん
わ
が
宝

た
れ
に
ゆ
ず
ら
ん
只
今
の
施
主
の
丹
那
に

祝
い
ゆ
ず
ら
ん
舞
な
れ
や

ハ
イ
ヤ
イ

東
方
の
青
帝
龍
王
は
は
か
せ
る
八
つ
か
め

剣
を
も
っ
て
、
き
の
え
き
の
と
の
方
よ
り

き
か
か
っ
た
る
悪
魔
を
ふ
じ
や
い
な
や

舞
い
な
れ
ば

ハ
イ
ヤ
イ

神
も
う
れ
し
く
…

南
方
の
赤
帝
龍
王
は
は
か
せ
る
八
つ
か
の

剣
を
も
っ
て
、
ひ
の
え
ひ
の
と
の
方
よ
り

き
か
か
っ
た
る
悪
魔
を
ふ
じ
や
い
な
や

舞
な
れ
ば

ハ
イ
ヤ
イ

神
も
う
れ
し
く
…

西
方
の
白
帝
龍
王
は
は
か
せ
る
八
つ
か
の

剣
を
も
っ
て
、
か
の
え
か
の
と
の
方
よ
り

き
か
か
っ
た
る
悪
魔
を
ふ
じ
や
い
な
や

舞
な
れ
ば

ハ
イ
ヤ
イ

神
も
う
れ
し
く
…

北
方
の
黒
帝
龍
王
は
は
か
せ
る
八
つ
か
の

剣
を
も
っ
て
、
み
ず
の
え
み
ず
の
と
の
方
よ
り

き
か
か
っ
た
る
悪
魔
を
ふ
じ
や
い
な
や

舞
い
な
れ
ば

ハ
イ
ヤ
イ

神
も
う
れ
し
く
…

中
央
の
黄
帝
龍
王
は
は
か
せ
る
八
つ
か
の

剣
を
も
っ
て
、
つ
ち
の
え
つ
ち
の
と
の
方
よ
り

き
か
か
っ
た
る
悪
魔
を
ふ
じ
や
い
な
や

舞
な
れ
ば

ハ
イ
ヤ
イ

神
も
う
れ
し
く
…

3 

新
潮

そ
も
〳
〵
天
大
々
将
軍
を
舞
い
た
て
ま
つ

ら
ん
と
し
け
る
に
、
天
下
も
き
り
か
す
み
と

し
ん
ど
う
す
る
に
是
は
い
か
な
る
事
ぞ
よ

と
天
文
博
士
を
請
じ
は
か
な
い
給
え
ば

う
ん
だ
る
は
王
水
の
流
く
だ
る
は

だ
ん
ど
く
だ
ん
の
そ
も
の
口
声
と
申
す
に
は

遠
き
し
お
い
に
ゆ
き
く
だ
り
、
沖
の

し
お
い
を
く
み
あ
げ
て

先
ず

日
本
鎮
守
御
伊
勢
天
照
大
神
を

き
よ
め
奉
る

中
の
し
お
い
を

く
み
あ
げ
て
今
日
観
情
し
奉
る

大
神
と
清
め
奉
る

へ
た
の
し
ほ
ゐ
を
く
み
あ
げ
て

今
日
今
夜
の
き
ん
り
の
み
こ

き
ん
り
の
王
じ
ゃ
を
六
根
ざ
い
し
ょ
う

清
め
申
せ
ば
天
下
太
平
国
土
は

無
上
に
治
り
け
る

千
早
振
る

こ
の
榊
葉
の
下
に
こ
そ
御
潮
神
は

い
わ
い
ま
つ
ら
ん

御
潮
は
誰
が
舞
い
そ
め
け
る
御
潮
ぞ

天
わ
か
彦
の
舞
や
そ
め
け
る

4 

蒙
古
利

伊
勢
の
国
々

千
本
の
杉
に

住
ま
む
よ
り
日
の
御
崎
な
る
ヤ
ー
ヨ
ー
ア
ー

百
枝
の
松
、
も
も
枝
の
ま
つ

（
立
歌
）
伊
勢
の
国
千
本
の
杉
に
住
む
よ
り

日
の
御
崎
な
る
も
も
枝
の
松
、

悪
魔
を
は
ら
い
民
を
守
る
日
の
御
崎

大
神
と
は
み
ず
か
ら
が
事
な
り

た
ず
ね
ゆ
く
〳
〵
た
ず
ね
あ
わ
ね
ば

よ
も
あ
ら
し

し
る
し
の
も
じ
の
ヤ
ー
ヤ
ー
ヨ
ー

あ
ゝ

あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
〳
〵

（
相
立
詞
）
お
お

そ
れ
に
見
え
し
は

邪
神
姿
と
見
え
け
る
が
、
そ
も

（
三
）
詞
章
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如
何
な
る
も
の
な
ら
ん

（
鬼
詞
）
お
ゝ
八
万
四
千
の
鬼
神
の

大
将
と
は
我
事
な
り

さ
て
我
国
の

四
万
八
そ
う
の
舟
を
う
か
べ
か
け
の
り
〳
〵

海
中
に
ゆ
ら
れ
空
を
見
れ
ば
大
島
の

は
が
い
に
お
ゝ
な
を
つ
ゝ
む
ま
ろ
ど
も
が

乗
る
船
を
ホ
ー
ホ
ー
と
ふ
き
し
ず
む
る
は

そ
も
如
何
な
る
も
の
な
ら
ん

（
相
立
詞
）
オ
オ
、
そ
れ
に
き
づ
き
な
る
日
の

見
崎
大
神
と
は
自
か
事
な
り

汝
は
じ
め
て
神
国
に
う
か
み
き
て
、

自
が
教
き
ょ
う

化け

に
し
た
が
へ
教
化
に
し
た
が
う

も
の
に
於
て
は
神
通
の
み
の
り
を

得
さ
す
る
も
の
な
り

（
鬼
詞
）
さ
か
ん
だ
ぢ
ゅ
う
お
う

と
く
し
ゃ
ぢ
ゅ
う
お
う

佛
に
な
ら
ん
も
大
事
な
い

ま
っ
た
く
が
い
の
そ
こ

に
沈
む
と
も
苦
し
か
ら
ず

御
身
を
申
せ
ば

女
人
一
体
の
身
と
し
て
八
万
四
千
の
鬼
神

の
数
く
だ
し
給
う
事
何
よ
り
も
っ
て

お
か
し
け
れ

（
相
立
詞
）
オ
ー
一
人
し
て
か
な
わ
ず
ば
八
百

万
神
も
ろ
と
も
に
神
通
の
弓
に
方
便
の

つ
る
を
か
け
攻
め
く
る
蒙
古
を
防
ぐ
べ
し

（
鬼
）
鬼
海
が
島
と
な
す
べ
し（

こ
の
二
行
く
り
返
し
）

（
相
）
元
の
都
と
な
す
べ
し

（
相
立
詞
）
あ
ら
い
た
わ
し
や
矢
一
筋
に
し
て

し
も
く
し
た
り

（
鬼
詞
）
い
や

ま
だ
し
も
く
は

せ
ん
ぞ

じ
ゅ
う
ら
我
を
守
護
す
る
神
等
は
鹿
島

神
田
に
諏
訪
ま
っ
た
住
吉
八
幡
西
宮

い
か
に
守
る
も
か
な
う
ま
じ

鬼
海
が
島
に

な
す
べ
し

（
相
）
元
の
都
と
な
す
べ
し

（
鬼
）
鬼
海
が
島
と
な
す
べ
し

（
相
）
元
の
都
と
な
す
べ
し

八
雲
立
つ
〳
〵
出
雲
八
重
垣
妻
籠
に

八
重
垣
作
る
や
ヤ
ー
ヨ

あ
ゝ
そ
の
八
重
垣
を
〳
〵

5 

神
通

（
あ
ど
）
吹
く
風
に
み
す
ふ
き
上
げ
て
見
て

や
れ
ば
み
す
の
内
な
る
君
ぞ
見
て
ま
す

（
き
じ
ん
）
吹
く
風
に
み
す
ふ
き
あ
げ
て
見
て
ま
せ
ば

み
す
の
内
な
る
君
ぞ
見
て
ま
す

見
て
ま
す

（
あ
ど
）
木
戸
は
八
つ
峯
は
九
つ
戸
は
一
つ

わ
が
行
く
先
は
あ
ら
ら
ぎ
の
さ
と
〳
〵

（
き
じ
ん
）
仝

（
あ
ど
）
夜
い
ん
の
空
を
動
し
て
さ
い
し
ょ
う

神
通
の
角
は
え
て
八
万
四
千
の
に
く

ぎ
お
し
眼
を
見
れ
ば
赤
か
ゞ
ち
の
如
し

鼻
を
見
れ
ば
大
石
の
如
し
、
口
を

見
れ
ば
も
ろ
せ
い
〴
〵
の
岩
屋
に
火
え

え
ん
に
火
を
そ
え
た
る
が
如
し
。

も
の
言
う
声
は
な
る
雷
の
ご
と
し

そ
の
身
を
見
れ
ば
し
ゅ
み
せ
ん
の
ご
と
し

早
々
な
の
り
給
え
や

お
そ
く
名
の
ら
せ

給
わ
ば
山
の
あ
ら
七
郎
殿
の
神
通
の

白
杖
を
も
っ
て

ち
ょ
う
ち
ゃ
く
せ
ん
と

道
を
與
え
ん

（
鬼
神
）
我
こ
そ
は
天
照
神
の
か
し
ょ
う
に
て

七
つ
の
峯
、
七
ツ
の
谷
に
打
ち
ふ
し
た
る
き
ん

じ
ょ
う
の
荒
平
と
は
そ
れ
が
し
が
事
な
り

今
朝
し
ま
り
朝
く
ら
山
に
ひ
る
ね
し
て

一
ツ
本
な
ら
ず
二
ツ
本
な
ら
ず
多
く
の
此
の

木
を
ば
ぬ
す
み
と
ら
れ
て
む
ね
ん
さ
や

は
や
〳
〵
た
て
ゝ
返
さ
ん
た
て
ゝ
も
ど
さ
ん

こ
が
ね
の
ふ
た
へ
を
ひ
い
た
り
け
り

こ
が
ね
の
ぞ
う
か
へ
の
り
給
う

是
よ
り
東
に
当
っ
て
雲
ひ
と
む
ら
か
け
て

見
え
給
う
そ
の
雲
が
四
方
に
引
わ
た
っ
て
東
を

ば
東
天
と
申
す

南
を
ば
南
天
と
申
す

西
を
ば
西
天
と
申
す

北
を
ば
北
天
と

申
す

う
け
た
ま
わ
っ
て
候

八
十
一
代

二
神
昔
に
始
ま
っ
て
い
ざ
な
ぎ
い
ざ
な
み
の

命
は
夫
婦
と
な
り
て
、
大
八
ツ
の
島
を
作
り
給
う

ま
っ
た
そ
の
後
山
島
川
を
つ
く
り
給
う

ま
っ
た
そ
の
後
あ
わ
じ
の
国
に
宮
を
立
て

三
男
一
女
を
生
じ
給
え
ば

天
あ
き
ら
か
に

こ
そ
な
り
給
う

ま
っ
た
そ
の
後
す
さ
の
お

の
命
は
み
わ
ざ
甚
だ
悪
し
き
に
よ
っ
て

天
照
す
大
御
神
は
天
の
岩
戸
に
と
び

こ
も
ら
せ
給
う
ほ
ど
数
百
年
此
の
国
は

夜
の
如
く
な
り

い
い
や
是
で
は
か
な
う
ま
じ
と
て
万
の
神

等
集
い
給
い
て
神
集
へ
に
つ
ど
い
給
い

神
は
か
ら
い
に
は
か
ら
い
給
い
て
天
の
岩
戸
の

口
に
は
五
尺
の
榊
を
立
て
上
の
枝
に
は
玉
を

か
け

中
の
枝
に
は
鏡
を
か
け

下
の
枝
に
は

へ
い
は
く
を
か
け
て
玉
か
け
の
命
は
い
の
り

給
え
ば

そ
の
時
天
照
大
神
は

あ
な
面
白
や
と
の
た
ま
い
て
天
の
岩
戸
の

口
を
ば
細
め
に
あ
け
さ
せ
給
え
ば
手
力

男
の
大
明
神

大
力
な
る
御
神
に
て

御
手
を
と
っ
て
あ
だ
へ
引
出
だ
さ
せ

給
え
ば
天
あ
き
ら
か
に
こ
そ
な
り
給
う

お
も
て
白
や
や
ら
お
も
し
ろ
や

お
も
て
し
ろ
し
と
申
す
事

此
時
よ
り
始
っ
た
る
御
事
に
て
候

御
榊
し
ば
を
東
に
と
っ
て
に
げ
ん
と

す
れ
ば
青
青
き
に
ぎ
て
を
立
な
ら
べ

七
五
三
な
る
し
め
を
引
く

南
に
と
っ
て

に
げ
ん
と
す
れ
ば

赤
き
に
ぎ
て
を
立
な
ら
べ

七
五
三
な
る
し
め
を
引
く

西
に
と
っ
て

に
げ
ん
と
す
れ
ば

白
き
に
ぎ
て
を
立
な
ら
べ
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七
五
三
な
る
し
め
を
引
く

北
に
と
っ
て

に
げ
ん
と
す
れ
ば

黒
き
に
ぎ
て
を
立
な
ら
べ

七
五
三
な
る
し
め
を
ひ
く

天
に
と
っ
て
に
げ
ん
と
す
れ
ば
天
に
天
が
い

う
ん
だ
ん
こ
う
の

し
り
く
め
な
わ
を
引
い

た
り
け
り

地
に
と
っ
て
に
げ
ん
と
す
れ
ば

地
に
も
八
方
や
つ
ば
り
と
て

こ
が
ね
の

ぶ
た
へ
を
引
い
た
り
け
り

物
に
よ
く
〳
〵

た
と
う
れ
ば

か
の
こ
の
肉
の
と
り

と
さ
や

あ
じ
ろ
の
内
の
魚
の
ご
と
も
れ
て
行
く
可
き

方
も
な
や

上
々
国
天
四
方
と
舞
い

あ
が
る

天
上
天
下
ゆ
い
が
ど
く
そ
ん

四
方
と
ま
い
あ
が
る

明治 29 年書写『舞歌』裏表紙

六

由
来
・
信
仰

富
江
神
楽
の
創
始
に
つ
い
て
は
よ
く
判
っ
て
い
な
い
。
現
在
残
る
記
録
で
は
、
弘
化
二
年

（
一
八
四
五
）
が
最
古
だ
が
、
富
江
が
福
江
藩
か
ら
分
藩
し
た
の
が
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）

で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
江
戸
初
期
に
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
特

に
福
江
の
神
楽
が
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
藩
主
の
病
気
平
癒
を
願
っ
て
奏
上
さ
れ
た
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
富
江
藩
分
藩
後
に
富
江
藩
の
お
か
か
え
神
楽
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と

は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
因
み
に
富
江
藩
で
は
城
は
築
か
れ
ず
、
藩
主
が
住
む
の
は
陣
屋
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
富
江
陣
屋
は
富
江
神
社
か
ら
極
く
近
い
距

離
に
あ
っ
た
。

幕
末
の
弘
化
二
年
の
記
録
（
月
川
家
文
書
）
に
は
、
そ

の
時
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
演
目
名
が
記
さ
れ
て
い
て
興
味
深

い
。「
左
男
舞
」
と
「
役
方
舞
」
と
に
大
別
さ
れ
、そ
れ
ぞ
れ
、

十
二
番
・
四
十
八
番
ず
つ
見
え
る
。
左
男
舞
と
い
う
の
は
、一
・

二
番
が
巫
女
、
三
番
以
降
が
子
供
と
隠
居
に
よ
っ
て
演
じ
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
役
方
舞
に
は
次
の
演
目
名
が
見
ら
れ
る
。

露
祓
・
潮
桶
舞
・
新
潮
・
獅
子
頭
・
注
連
・
三
剣
・
八
千
熊
・

神
通
・
柳
舞
・
大
神
通
・
小
幣
・
荒
平
・
折
敷
舞
・
戸
隠
・

一
本
剣
・
長
刀
・
岩
戸
開
・
四
剣
・
恵
比
須
・
小
弓
・
山
構
・
柾
舞
・
山
下
舞
・
山
剣
・

山
名
付
・
天
大
流
鏑
・
八
ツ
注
・
山
の
太
郎
・
宝
剣
・
六
将
軍
・
嶋
求
・
二
タ
剣
・
天

大
将
軍
・
狂
言
・
箕
舞
・
幣
帛

ま
た
、
富
江
神
楽
は
、
同
じ
富
江
藩
内
の
神
楽
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
。
上
五

島
神
楽
が
そ
れ
に
当
た
る
が
、
し
か
し
、
現
在
で
は
か
な
り
の
差
異
が
生
じ
て
い
る
。
む
し

ろ
別
系
統
の
福
江
系
と
さ
れ
る
有
川
神
楽
の
方
が
上
五
島
神
楽
に
近
く
、
歴
史
的
系
統
よ
り

も
環
境
的
影
響
力
の
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

ま
た
、
玉
之
浦
の
七
嶽
神
社
は
、
も
と
も
と
玉
之
浦
の
白
鳥
神
社
系
の
神
楽
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
明
治
初
年
の
富
江
騒
動
に
よ
っ
て
、
富
江
神
社
宮
司
（
現
月
川
宮
司
の
曽
祖
父
）
が

宮
司
と
し
て
着
任
し
、
以
来
富
江
神
楽
を
伝
承
し
て
い
る
。

富江陣屋跡
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七

変
遷

富
江
神
社
に
は
、
近
世
期
に
は
社
殿
と
は
別
に
舞
台
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
神
楽
を
演
じ
た

と
い
う
が
、
詳
し
く
は
判
ら
な
い
。
保
尾
神
社
に
は
、
昭
和
四
十
年
代
ま
で
組
立
て
式
の
木

製
舞
台
が
あ
っ
た
。
祭
礼
の
際
に
は
、
境
内
に
こ
の
舞
台
を
組
み
立
て
、
そ
こ
で
舞
っ
た
。

ま
た
同
じ
保
尾
神
社
の
神
楽
が
ゆ
く
琴
石
と
太
田
に
も
そ
れ
ぞ
れ
木
製
組
み
立
て
舞
台
が
あ

っ
て
、田
の
中
に
そ
れ
を
組
み
立
て
て
演
じ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
舞
台
天
井
に
は
「
錦
蓋
」

が
吊
ら
れ
、
途
中
で
紐
を
引
い
て
揺
ら
せ
た
と
い
う
が
、
戦
前
に
は
途
絶
え
て
い
る
。

全
体
的
な
変
遷
と
し
て
は
、近
世
期
に
富
江
藩
の
御
用
神
楽
的
な
存
在
で
あ
っ
た
も
の
が
、

近
代
以
降
は
小
規
模
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
背
景
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
富
江
藩
が
福
江

藩
に
合
併
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
起
き
た
い
わ
ゆ
る
「
富
江
騒
動
」
の
影
響
が
強
い
の
で
あ

ろ
う
。
騒
動
は
長
く
尾
を
引
き
、
富
江
神
社
が
神
社
と
し
て
機
能
し
な
か
っ
た
時
期
も
あ
る

と
い
う
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
近
世
期
の
社
人
組
織
は
解
体
さ
れ
、
あ
る
程
度
限
ら
れ
た

人
数
で
伝
承
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
諸
役
や
舞
台
装
置
の

点
で
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
部
分
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

八

所
見

富
江
神
楽
は
、
神
楽
が
単
体
で
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
神
社
の
祭
礼
の
一
部
と
し
て

機
能
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
五
島
い
ず
れ
の
神
楽
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
な
が
ら
、
富

江
の
場
合
は
そ
の
祭
礼
規
模
が
最
も
大
き
く
、
四
日
間
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
点
で
、

注
目
で
き
る
。
特
に
宵
宮
な
ど
の
神
社
内
で
の
神
楽
上
演
に
加
え
、
神
輿
渡
御
時
の
楽
、
ま

た
神
輿
巡
幸
時
に
訪
問
先
で
舞
う
神
楽
と
、
四
日
間
す
べ
て
に
渡
っ
て
神
楽
が
関
わ
っ
て
い

る
。
特
に
終
日
か
け
て
回
る
訪
問
先
で
神
楽
を
三
曲
ず
つ
演
じ
る
の
は
富
江
だ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
祭
礼
文
化
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
神
楽
と
い
う
意
味
で
も
価
値
は
高
い
と
い
え
よ

う
。さ

ら
に
富
江
神
楽
は
、
近
世
期
に
は
富
江
藩
の
御
用
神
楽
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
月
川
宮

司
宅
に
は
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
膨
大
な
日
記
も
残
さ
れ
て
お
り
、
今
後
解
明
が
進
め

ば
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
神
楽
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
危
惧
す
べ
き
問
題
点
も
大
き
い
。
現
在
、
神
楽
を
舞
う
社
人
が
三
人
し
か
お
ら

ず
、
宮
司
お
よ
び
笛
奏
者
が
ご
高
齢
で
あ
る
こ
と
か
ら
後
継
者
育
成
が
急
務
と
さ
れ
る
点
で

あ
る
。
か
つ
て
中
学
生
な
ど
に
教
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
が
、
す
ぐ
に
富
江
を
離
れ
て

し
ま
い
、
根
付
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
幸
い
に
し
て
富
江
以
外
に
田
尾
（
乙
神
社
）・

丸
子
（
保
尾
神
社
）
の
二
地
区
に
同
じ
富
江
神
楽
を
伝
承
す
る
場
所
が
あ
り
、
一
つ
の
保
存

会
と
い
う
組
織
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
荒
川
（
七
嶽
神
社
）
に
も
同
系
統
の
神
楽
が

伝
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
相
互
の
交
流
は
特
に
な
か
っ
た
と
い
う
が
、
今
後
は
後
継
者

育
成
な
ど
の
観
点
か
ら
も
、
連
携
を
深
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で

の
こ
れ
ま
で
の
伝
承
を
疎
か
に
し
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
重
要
だ
が
、「
富
江
神
楽
」
と
い

う
形
態
が
こ
れ
以
上
崩
れ
な
い
た
め
に
も
、
正
確
な
記
録
と
そ
の
伝
承
を
確
立
さ
せ
る
べ
き

で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
地
域
の
人
々
に
今
一
度
、
神
楽
の
価
値
を
再
認
識
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
地

域
を
挙
げ
て
の
存
続
へ
の
取
り
組
み
が
望
ま
れ
る
。
こ
れ
も
幸
い
に
し
て
、
富
江
は
規
模
の

大
き
な
町
で
各
地
区
毎
に
多
く
の
氏
子
が
お
り
、
総
代
も
数
多
く
決
め
ら
れ
て
い
る
。
神
職

と
社
人
だ
け
で
は
で
き
る
こ
と
に
限
り
が
あ
る
が
、
地
域
に
お
け
る
保
存
会
と
い
う
組
織
を

活
性
化
さ
せ
る
こ
と
も
急
務
と
な
ろ
う
。
た
だ
一
方
で
、
伝
承
者
に
と
っ
て
神
楽
は
信
仰
の

所
産
だ
と
い
う
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
う
し
た
前
提
を
崩
さ
な
い

よ
う
な
取
り
組
み
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

七嶽神社

乙神社（田尾）
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福ふ
く

江え

五ご

島と
う

神か
ぐ
ら楽
〔
樫か

し

ノの

浦う
ら 

天て
ん

満ま
ん

神じ
ん
じ
ゃ社
〕

吉 

村 

政 

德

は
じ
め
に

現
在
の
福
江
五
島
神
楽
は
、
何
れ
の
神
社
も
神
楽
を
奏
す
べ
き
実
演
者
が
一
人
乃
至
二
人

と
い
う
現
状
で
、
調
査
に
能
う
神
楽
が
実
演
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
回
、
特

別
に
「
福
江
五
島
神
楽
保
存
協
会
」
の
協
力
に
よ
り
、
伝
承
者
三
人
を
八
幡
神
社
平
田
一
實

宮
司
の
兼
務
社
で
あ
る
天
満
神
社
例
大
祭
に
集
合
願
い
、
神
楽
を
奏
し
て
い
た
だ
き
調
査
を

実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
当
神
楽
の
全
体
を
正
確
か
つ
時
系
列
で
報

告
で
き
な
い
の
で
、
ま
ず
福
江
五
島
神
楽
の
全
体
像
を
説
明
し
、
そ
の
後
に
現
地
調
査
の
詳

細
な
報
告
を
72
頁
以
降
に
記
し
た
。

一

名
称

福
江
五
島
神
楽

（
註
）
当
地
の
神
楽
名
を
、
地
元
の
人
は
「
五
島
神
楽
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
他
地

区
や
神
楽
研
究
者
の
間
で
は
「
福
江
神
楽
」
と
呼
称
し
た
り
す
る
の
で
、
整
理

の
都
合
上
、
本
稿
で
は
神
楽
団
体
の
「
福
江
五
島
神
楽
保
存
協
会
」
が
新
た
に

名
付
け
た
「
福
江
五
島
神
楽
」
と
し
た
。

二

伝
承
地

長
崎
県
五
島
市
の
旧
福
江
市
内
四
十
二
の
神
社
の
う
ち
、
八
幡
神
社
・
五
社
神
社
・
天

満
神
社
・
住
吉
神
社
と
そ
の
各
兼
務
社
計
十
六
社
の
あ
る
地
域

＊
以
下
に
平
成
二
十
二
年
度
現
地
調
査
を
実
施
し
た
平
蔵
町
樫
ノ
浦
地
区
の
天
満
神
社
例
大

祭
に
お
け
る
福
江
五
島
神
楽
の
報
告
を
す
る
。
な
お
、
当
神
社
は
八
幡
神
社
宮
司
の
兼

務
社
で
あ
る
。

三

期
日
・
場
所

＊
平
成
二
十
二
年
度
調
査

期
日

天
満
神
社
例
大
祭

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
一
日
（
木
）

場
所

天
満
神
社
（
長
崎
県
五
島
市
平
蔵
町
樫
ノ
浦
）

現
在
、
神
楽
が
定
期
的
に
演
じ
ら
れ
て
い
る
神
社
は
左
の
と
お
り
で
、
主
に
例
大
祭
で
奏

さ
れ
て
い
る
が
、
五
社
神
社
、
住
吉
神
社
で
は
例
大
祭
以
外
に
も
数
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
も

の
の
数
番
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
。 

※
太
字
は
本
務
社

天満神社

162

樫ノ浦漁港

・大迫公民館

樫ノ浦公民館・

五島市平蔵町
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八
幡
神
社
（
宮
司
・
平
田
一
實
）
五
島
市
下
大
津
町

旧
暦
八
月
十
五
日
（
例
大
祭
）

平ひ
ら

蔵ぞ
う

神
社
（
宮
司
・
平
田
一
實
）
五
島
市
平
蔵
町

旧
暦
九
月
十
八
日
（
例
大
祭
）

和め布
崎ざ
き

神
社
（
宮
司
・
平
田
一
實
）
五
島
市
奥
浦
町

旧
暦
九
月
十
二
日
（
例
大
祭
）

天
満
神
社
（
宮
司
・
平
田
一
實
）
五
島
市
平
蔵
町
樫
ノ
浦

旧
暦
九
月
十
五
日
（
例
大
祭
）

五ご

社し
ゃ

神
社
（
宮
司
・
月
川
敬
身
） 
五
島
市
上
大
津
町

旧
暦
一
月
二
十
八
日
（
祈
年
祭
）

新
暦
五
月
五
日
（
例
大
祭
）

新
暦
十
一
月
二
十
三
日
（
新
嘗
祭
）

塩
津
神
社
（
宮
司
・
月
川
敬
身
）
五
島
市
上
崎
山
町

新
暦
九
月
十
五
日
（
例
大
祭
）

諏
訪
神
社
（
宮
司
・
月
川
敬
身
） 

五
島
市
堤
町

新
暦
九
月
九
日
（
例
大
祭
）

水す
い

神
社
（
宮
司
・
月
川
敬
身
） 

五
島
市
高
田
町

新
暦
六
月
十
二
日
（
例
大
祭
）

天
満
神
社
（
宮
司
・
森
彪
） 

五
島
市
下
大
津
町

新
暦
一
月
二
十
五
日
（
例
大
祭
）

白
浜
神
社
（
宮
司
・
森
彪
） 

五
島
市
向
町

新
暦
二
月
二
日
（
例
大
祭
）

山
神
社
〔
通
称
長
手
神
社
〕（
宮
司
・
森
彪
） 

五
島
市
長
手
町

旧
暦
九
月
二
十
四
日
（
例
大
祭
）

住
吉
神
社
（
宮
司
・
片
山
貴
史
） 

五
島
市
上
大
津
町

新
暦
四
月
二
十
九
日
（
例
大
祭
）

新
暦
十
一
月
二
十
三
日
（
新
嘗
祭
）

戸と

岐ぎ

神
社
（
宮
司
・
片
山
貴
史
） 

五
島
市
戸
岐
町

  

新
暦
一
月
第
二
日
曜
日
（
例
大
祭
）

山や
ま

祇づ
み

神
社
（
宮
司
・
片
山
貴
史
）
五
島
市
大
荒
町

  

新
暦
三
月
下
旬
（
七
年
毎
の
例
大
祭
）

山
祇
神
社
（
宮
司
・
片
山
貴
史
） 

五
島
市
篭
渕
町

  

新
暦
三
月
下
旬
（
七
年
毎
の
例
祭
）

樺
島
神
社
（
宮
司
・
片
山
貴
史
） 

五
島
市
本
竈
町

新
暦
十
月
第
三
日
曜
日
（
例
大
祭
）

神
楽
を
演
ず
る
場
所
は
、
何
れ
の
神
社
も
伝
統
的
に
拝
殿
や
幣
殿
、
あ
る
い
は
神
楽
殿
・

お
旅
所
な
ど
の
屋
内
が
基
本
で
あ
る
が
、
住
吉
神
社
で
は
現
宮
司
の
企
画
で
一
人
で
も
多
く

の
参
拝
者
が
拝
観
で
き
る
よ
う
に
と
境
内
に
薄う
す
べ
り縁

を
敷
い
て
行
っ
て
い
る
（
雨
天
時
は
本
来

の
殿
内
で
演
じ
る
）。

ま
た
、
各
家
の
座
敷
が
神
楽
を
舞
う
場
所
に
も
な
る
。
神
幸
祭
の
お
り
、
家
内
安
全
な

ど
の
祈
願
を
申
し
込
ん
だ
家
に
は
巡
行
中
の
神
輿
が
一
時
止
ま
り
、
縁
先
に
神
輿
を
据
え
た

後
、
宮
司
と
神み

こ子
が
そ
の
家
の
座
敷
に
入
り
、
宮
司
が
神
輿
に
向
か
っ
て
祝
詞
を
あ
げ
た
後

に
「
市い
ち
舞ま
い
」
と
い
う
神
子
舞
を
一
番
舞
う
古
い
伝
統
が
あ
る
。

神
楽
の
設
備
は
、
演
じ
る
場
所
に
よ
っ
て
若
干
の
相
違
が
あ
る
が
、
拝
殿
・
幣
殿
・
神
楽

殿
・
お
旅
所
の
お
仮
屋
等
で
演
じ
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
殿
内
全
体
が
舞
所
と
な
り
、
そ
の

中
の
畳
二
枚
分
の
広
さ
、
つ
ま
り
方
一
間
が
舞
座
と
な
る
。
舞
い
は
そ
の
中
で
す
べ
て
舞
わ

れ
る
が
、
舞
座
は
建
物
の
構
造
に
よ
っ
て
異
な
り
、
畳
だ
っ
た
り
板
張
り
だ
っ
た
り
、
ゴ
ザ

敷
き
だ
っ
た
り
し
て
定
ま
っ
た
形
式
は
な
い
。
舞
座
の
中
央
に
は
、
天
井
か
ら
「
錦き
ん
が
い蓋」
と

呼
ば
れ
る
約
一
メ
ー
ト
ル
四
方
の
赤
い
天
蓋
が
吊
る
さ
れ
る
。
錦
蓋
の
内
側
に
は
日
形
月
形

雲
形
を
か
た
ど
っ
た
色
紙
を
貼
り
、
蓋
の
上
部
に
は
切
り
紙
に
し
た
五
色
の
紙
ふ
ぶ
き
風
の

も
の
を
乗
せ
て
お
き
、
面
舞
の
と
き
に
そ
の
錦
蓋
を
ゆ
す
っ
て
切
り
紙
を
散
ら
す
。
ま
た
舞

座
正
面
（
神
前
）
に
は
五
色
の
御
幣
を
横
並
び
に
立
て
、
神
酒
、
鏡
餅
と
と
も
に
日
形
月
形

の
餅
、
そ
れ
に
小
餅
十
二
個
（
閏
月
の
年
は
十
三
個
）
が
供
え
ら
れ
舞
座
が
整
う
。
殿
内
の

舞
座
に
注し

連め

縄な
わ

を
張
り
巡
ら
す
こ
と
は
な
い
が
屋
外
で
は
忌い
み
た
け竹に

注
連
縄
が
張
ら
れ
る
。
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四

伝
承
組
織

１
．
神
楽
伝
承
の
基
礎
と
な
る
組
織
は
、
各
宮
司
（
現
在

四
人
）
の
本
務
社
ご
と
に
「
社し
ゃ
に
ん人」
と
呼
ば
れ
る
そ
れ
ぞ
れ

の
神じ
に
ん人
集
団
が
あ
っ
た
が
、
現
在
は
八
幡
神
社
に
一
人
、
五

社
神
社
に
二
人
、
天
満
神
社
に
二
人
、
住
吉
神
社
に
一
人
の

計
六
人
の
社
人
と
宮
司
四
人
、
禰
宜
以
下
の
神
職
一
人
の
計

十
一
人
（
神
子
を
除
く
）
だ
け
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

そ
の
十
一
人
の
中
に
も
高
齢
者
な
ど
神
楽
を
奉
仕
出
来
な
い
人
も
い
て
神
楽
の
実
演
者（
含
、

太
鼓
笛
演
奏
者
）
は
実
質
九
人
と
な
っ
て
る
。

社
人
に
な
る
人
は
、
昔
か
ら
宮
司
家
と
何
ら
か
の
縁
戚
関
係
が
あ
っ
た
り
、
代
々
の
社

人
の
家
柄
だ
っ
た
り
す
る
人
た
ち
が
主
で
、
今
も
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
。
社
人
の
数
も
多
い

頃
は
現
在
の
三
倍
は
い
た
が
、
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
そ
れ
ら
の
家
で
も
後
継
者
が
い
な
く

な
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
間
、
宮
司
た
ち
は
社
人
の
家
を
中
心
に
後
継
者
養
成
の
努

力
や
地
域
青
年
団
な
ど
に
も
勧
誘
し
て
み
た
が
成
就
し
て
い
な
い
。
一
方
、
平
成
十
三
年
度

に
「
五
島
神
楽
」
が
国
選
択
文
化
財
と
な
っ
た
の
を
契
機
に
、
平
成
十
五
年
「
福
江
五
島
神

楽
保
存
協
会
」
が
設
立
さ
れ
、
同
協
会
が
以
後
の
保
存
と
伝
承
の
母
体
に
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
現
在
（
平
成
二
十
二
年
十
二
月
）、
嬉
し
い
こ
と
に
新
た

に
二
人
の
社
人
が
生
れ
つ
つ
あ
る
。

２
．
住
吉
神
社
で
は
、
こ
れ
ら
の
神
楽
集
団
と
は
別
に
地
域

の
子
供
た
ち
に
神
楽
を
教
え
て
活
発
に
そ
の
伝
承
を
は
か
っ

て
い
る
。
ま
た
、福
江
の
神
楽
に
欠
か
せ
な
い
市
舞
（
神
子
舞
）

を
舞
う
神
社
が
、
現
在
は
五
社
神
社
と
住
吉
神
社
だ
け
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。

３
．
神
楽
を
伝
統
芸
能
と
し
て
支
え
て
い
る
の
は
島
民
の
中
の
氏
子
組
織
で
あ
る
。
そ
の

氏
子
の
中
か
ら
神
社
祭
典
の
準
備
や
運
営
な
ど
を
奉
仕
す
る
人
が
「
氏
子
総
代
」
で
あ
る
。

総
代
は
神
楽
に
は
直
接
関
与
は
し
な
い
が
、
舞
道
具
の
運
搬
や
諸
種
の
世
話
な
ど
下
支
え
を

伝
統
的
に
担
当
し
て
い
る
。

４
．
舞
と
い
う
演
舞
演
奏
の
維
持
は
、
当
然
な
が
ら
稽
古
で
あ
る
が
、
協
会
が
結
成
さ
れ

た
こ
ろ
は
社
人
を
中
心
と
し
た
「
神
楽
研
究
会
」
が
作
ら
れ
運
用
さ
れ
た
り
も
し
た
が
今
は

そ
の
活
動
も
停
止
し
て
い
る
。

５
．
舞
道
具
（
含
、
笛
太
鼓
な
ど
の
楽
器
）
は
各
神
社
所
有
の
も
の
と
保
存
協
会
所
有

の
も
の
と
が
あ
り
、協
会
が
舞
の
道
具
全
て
を
備
品
と
し
て
完
備
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

特
に
神
楽
面
な
ど
は
各
神
社
か
ら
持
ち
寄
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
破

損
修
理
な
ど
は
協
会
側
で
経
費
負
担
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

五

行
事
（
芸
能
）
内
容

（
一
）
次
第
・
日
程

神
楽
が
演
じ
ら
れ
る
主
な
祭
典
は
「
例
大
祭
」
と
前
述
し
た
が
、こ
こ
で
の
例
大
祭
と
は
、

二
日
間
あ
る
い
は
三
日
間
行
わ
れ
る
祭
礼
行
事
の
総
称
と
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
例
大

祭
は
概
ね
、
前
夜
祭
、
神
幸
祭
、
例
祭
等
の
各
種
行
事
か
ら
構
成
さ
れ
、
神
楽
舞
も
各
神
社

に
よ
っ
て
奏
さ
れ
る
祭
典
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。

八
幡
神
社
を
例
に
し
て
例
大
祭
の
日
程
と
次
第
を
説
明
す
る
と
、
旧
暦
八
月
十
四
日
午
後

六
時
か
ら
社
殿
で
前
夜
祭
が
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
「
十
二
番
神
楽
」
が
演
じ
ら
れ
る
。
十
二

番
神
楽
は
十
二
番
舞
わ
な
く
て
も
十
二
番
神
楽
と
い
う
。
翌
十
五
日
午
前
一
〇
時
か
ら
例
祭

（
本
祭
）
が
あ
り
神
子
舞
の
市
舞
が
一
番
だ
け
奏
さ
れ
る
。
そ
し
て
午
後
一
時
か
ら
神
輿
巡

行
の
神
幸
祭
と
な
り
、
神
輿
が
町
に
繰
出
す
。
途
中
、
祈
願
依
頼
を
受
け
た
家
々
に
神
輿
が

据
え
ら
れ
座
敷
で
市
舞
が
奏
さ
れ
る
。
そ
し
て
午
後
六
時
こ
ろ
神
輿
は
お
旅
所
の
お
仮
屋
に

到
着
。
御
着
祭
で
市
舞
が
奏
さ
れ
て
終
了
。
翌
十
六
日
午
前
八
時
三
〇
分
に
還
幸
祭
が
あ
り
、

こ
こ
で
も
市
舞
が
奏
さ
れ
た
後
神
輿
が
本
社
に
向
け
て
出
発
し
、
途
中
、
前
日
同
様
、
祈
願

依
頼
の
家
々
で
市
舞
が
舞
わ
れ
、
や
が
て
本
社
に
神
輿
が
到
着
し
、
還
御
祭
で
市
舞
が
一
番

舞
わ
れ
て
三
日
間
の
例
大
祭
が
終
了
す
る
。
他
の
神
社
も
概
ね
同
様
で
あ
る
が
今
は
神
輿
渡

御
が
無
く
な
っ
て
い
る
。
八
幡
神
社
も
現
在
は
渡
御
は
な
く
前
夜
祭
と
例
祭
の
み
の
二
日
間

と
な
っ
た
。
他
の
神
社
も
二
日
間
の
日
程
で
行
わ
れ
て
お
り
、
神
楽
は
例
祭
時
に
奏
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
住
吉
神
社
で
は
例
祭
時
に
二
十
番
ほ
ど
の
神
楽
を
子
供
ら
で
演
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
他
の
神
社
の
例
大
祭
は
、
宮
司
一
人
に
社
人
も
多
く
て
二
人
と
い
う
現
状
か
ら
、

神
楽
を
奏
す
る
最
低
人
数
が
確
保
で
き
な
い
こ
と
が
多
く
な
り
、
笛
の
演
奏
な
し
で
、
太
鼓

社人住吉神社の舞番付
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と
舞
だ
け
と
い
う
神
楽
が
数
番
演
じ
ら
れ
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
一
日

樫
ノ
浦
・
天
満
神
社
例
大
祭
現
地
調
査

そ
こ
で
、
今
回
の
現
地
調
査
で
は
、
神
楽
保
存
協
会
の
協
力
に
よ
り
、
別
々
の
神
社
に
奉

仕
す
る
社
人
三
人
に
特
別
に
加
勢
を
願
っ
て
、
整
っ
た
舞
神
楽
を
実
見
す
べ
く
、
平
田
一
實

宮
司
が
受
持
つ
天
満
神
社
の
例
大
祭
を
調
査
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

天
満
神
社
が
鎮
座
す
る
五
島
市
平
蔵
町
樫
ノ
浦
は
、
全
戸
数
六
十
三
戸
で
人
口
は
一
二
五

人
、
そ
の
う
ち
七
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
が
四
十
七
人
で
、
一

本
釣
り
漁
の
世
帯
が
二
十
五
世
帯
、
遠
洋
漁
業
会
社
一
社
、
マ

グ
ロ
養
殖
業
の
船
五
隻
な
ど
、
七
割
以
上
の
人
が
漁
業
に
携
わ

る
漁
業
の
村
で
あ
る
。（
平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
一
日
現
在
）

そ
こ
の
氏
神
「
天
満
神
社
」
の
例
祭
は
毎
年
旧
暦
九
月

十
五
日
、
平
成
二
十
二
年
は
十
月
二
十
一
日
が
そ
の
祭
日
に
な

っ
た
。
祭
り
当
日
は
、
午
前
七
時
か
ら
氏
子
総
出
の
祭
り
の
準

備
で
始
ま
る
。
女
性
組
の
社
殿
内
外
の
清
掃
作
業
、
男
子
組

の
注
連
縄
な
い
や
ノ
ボ
リ
立
て
、
鏡
餅
と
投
げ
餅
用
の
餅
つ

き
作
業
な
ど
の
準
備
が
行
わ
れ
る
。
宮
司
は
祭
典
開
始
三
時
間

前
の
午
前
一
〇
時
こ
ろ
に
は
神
社
に
到
着
し
、
大
漁
祈
願
用

の
御ご

幣へ
い
作
り
を
は
じ
め
神
事
の
諸
準
備
、
社
人
は
舞
神
楽
の

準
備
を
行
う
。
昼
食
を
済
ま
せ
て
、午
後
一
時
か
ら
例
祭
執
行
。

参
列
者
は
例
祭
の
中
で
大
漁
豊
漁
の
個
人
祈
願
を
受
け
る
約

三
十
人
が
拝
殿
左
側
に
座
し
、
反
対
の
右
側
に
社
人
三
人
が

着
座
し
て
神
事
が
始
ま
る
。
神
事
の
次
第
は
、
①
祓
い
の
儀
、

②
献
饌
、
③
祝
詞
奏
上
、
④
玉
串
奉
奠
と
続
く
。
そ
の
祭
典

行
事
の
中
で
①
の
祓
い
の
儀
と
参
列
者
に
玉
串
を
渡
す
役
は

神
職
が
宮
司
一
人
の
た
め
社
人
が
そ
の
役
を
務
め
る
。

参
列
者
の
玉
串
奉
奠
が
終
っ
て
、
⑤
舞
神
楽
奉
納
と
な
る
。

そ
の
神
楽
が
拝
殿
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
間
に
、
同
時
並
行
し
て
幣

殿
で
個
々
人
の
大
漁
祈
願
祭
が
行
わ
れ
る
。
祈
願
者
は
祈
願
が
済
む
と
御
幣
を
受
け
て
、
後
日
、

船
に
飾
り
大
漁
の
御
守
と
す
る
。
こ
の
祈
願
を
土
地
の
人
は
「
漁
り
ょ
うの
神
楽
を
あ
げ
る
」
と
い
う
。

当
日
の
舞
神
楽
は
、
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
二
十
番
の
中
か
ら
七
番
が
奉
納
さ
れ
た
。
当
初
は

最
後
の
八
番
目
に
「
願が
ん
の之
神か
み」
と
い
う
舞
を
予
定
し
て
い
た
が
、
餅
ま
き
行
事
の
時
刻
に
喰
い
込

ん
だ
た
め
に
、
こ
の
舞
は
カ
ッ
ト
さ
れ
、
⑥
の
餅
ま
き
行
事
に
移
り
大
祭
を
締
め
く
く
っ
た
。

（
二
）
演
目
・
芸
態

天
満
神
社
拝
殿
は
板
張
り
敷
き
の
た
め
、
そ
の
板
張
り
一
間
四
方
が
舞
座
と
な
る
。
神
前

を
正
面
と
し
て
、
そ
れ
に
相
対
し
た
処
の
左
右
に
胴
長
太
鼓
が
二
基
据
え
ら
れ
て
い
る
が
、

今
で
は
神
楽
人
減
少
で
二
基
で
叩
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
だ
伝
統
的
形
式
ゆ
え
に
常

に
二
基
据
え
て
い
る
。当
日
も
宮
司
と
三
人
の
社
人
の
奉
仕
で
太
鼓
座
に
は
一
人
が
座
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
一
日
の
天
満
神
社
例
大
祭
当
日
に
舞
わ
れ
た
演
目
は
左
の
と
お
り
。

１ 

佐さ

男お
ま
い舞

（
直
面
一
人
舞
・
白
衣
白
袴
、
格
衣
、
懐
中
烏
帽
子
）

本
来
は
、
神
子
の
市
舞
で
あ
る
が
、
現
在
、
市
舞
を
舞
う
神

子
不
在
の
た
め
、
近
年
、
市
舞
に
代
え
て
社
人
が
神
楽
の
基
本

の
舞
で
あ
る
佐
男
舞
を
舞
う
。
舞
人
は
右
手
に
鈴
、
左
手
に
扇

を
持
っ
て
順
逆
に
舞
い
、
前
半
の
舞
が
終
っ
て
、
正
面
に
向
か

い
止
立
し
て
立た

ち
ご
と言

を
唱
え
、
後
半
で
ま
た
順
逆
に
舞
う
。
市
舞

は
神
子
が
緋
袴
千
早
で
右
手
に
鈴
を
持
っ
て
舞
う
。

拝殿

《神前側》

採り物台

舞座
（板張り一間四方）

太鼓 太鼓

東北

南西

一
間

餅まき

天満神社「舞座」図

舞見物学童

舞座と参列者

佐男舞

樫ノ浦
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２ 

座ざ
は
ら
い祓（

直
面
一
人
舞
・
白
衣
白
袴
、
格
衣
、
懐
中
烏
帽
子
）

神
主
の
舞
。
舞
人
は
右
手
に
鈴
、
左
手
に
御
幣
を
持
っ
て
順
逆

に
回
り
な
が
ら
舞
う
。
前
半
と
後
半
の
舞
の
間
で
、
正
面
に
向

か
っ
て
立
ち
止
り
立
言
を
唱
え
、
終
っ
て
再
度
順
逆
に
舞
う
座

を
祓
う
舞
。

３ 

折お

敷し
き
舞ま
い（
直
面
一
人
舞
・
白
衣
裁
着
袴
）

タ
ス
キ
を
肩
に
か
け
、
右
手
に

鈴
、
左
手
に
扇
を
持
っ
て
順
逆
に
周

り
舞
う
。
立
言
の
後
、「
タ
ス
キ
掛

け
」
を
し
て
折
敷
を
両
手
に
持
っ
て

東
西
南
北
中
央
の
五
方
に
か
か
っ
て

舞
う
。
五
穀
豊
穣
感
謝
の
舞
。

４ 

島し
ま
も
と
め求
（
鬼
面
と
直
面
の
二
人
舞
・
白
衣
裁
着
袴
、
陣
羽
織
、

  

白
杖
）

右
手
に
白
杖
を
持
っ
て
舞
い
、
米
俵
に
腰
掛
け
鬼
と
人
が

問
答
し
て
わ
が
国
の
創
生
を
説
く
舞
。

５ 

剣つ
る
ぎ
ま
い
舞
［
二ふ
た
つ
る
ぎ
剣
］（
直
面
一
人
舞
、
白
衣
白
袴
、
長
剣
二
本
）

右
手
に
鈴
、
左
手
に
タ
ス
キ
を
持
ち
順
逆
に
回
り
舞
う
。
立
言
の
あ
と
、
合あ
い
立だ
ち
か
ら
剣

を
受
け
て
四
方
に
か
か
っ
て
剣
を
振
る
。
舞
人
の
言い
う
く句
に
太
鼓
役
が
座ざ
ち
ゅ
う中の
言
句
で
答

え
る
剣
祓
い
の
舞
。

６ 

長な
ぎ
な
た刀

舞ま
い

（
直
面
一
人
舞
、
白
衣
白
袴
、
長
刀
）

右
手
に
鈴
、
左
手
に
タ
ス
キ
を
持
っ
て
順
逆
に
舞
っ
た
後
、
合
立
か
ら
長
刀
を
受
け
四

方
に
か
か
っ
て
長
刀
で
悪
魔
を
祓
う
舞
。

７ 

篠さ
さ
ら
ひ
き
曳
・
獅し

子し

舞ま
い
（
天
狗
面
と
獅
子
頭
の
二
人
舞
、
赤
衣
裁
着
袴
陣
羽
織
、
榊
柴
）

ま
ず
天
狗
が
サ
サ
ラ
（
榊
柴
）
を
両
手
に
持
っ
て
順
逆
に
舞
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
獅

子
が
出
て
き
て
二
人
舞
と
な
る
。
途
中
、

獅
子
が
昼
寝
を
し
天
狗
が
チ
ョ
ッ
カ
イ

を
出
す
。
獅
子
は
こ
れ
に
怒
っ
て
天
狗

と
合
戦
に
な
る
悪
魔
祓
い
の
舞
。
こ
の

舞
の
名
前
は
天
狗
の
舞
の
「
篠
曳
」
と

「
獅
子
舞
」
と
に
あ
え
て
区
別
さ
れ
て
い

る
が
、
連
続
舞
で
あ
っ
て
篠
曳
と
獅
子
舞
は
一
つ
の
舞
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

神
楽
の
演
奏
楽
器
は
、
太
鼓
が
胴
長
太
鼓
（
一
般
に
言
う
鋲
打
ち
太
鼓
）、
笛
が
雅
楽
用

の
龍
笛
で
あ
る
。
普
通
、
里
神
楽
は
篠
笛
が
主
流
だ
が
福
江
の
そ
れ
は
龍
笛
を
使
う
。
そ
し

て
龍
笛
で
神
事
の
奏
楽
も
神
楽
の
演
奏
も
行
う
の
が
基
本
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
神
事
の
開

始
も
太
鼓
と
笛
の
合
奏
で
始
ま
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
が
、
当
日
は
太
鼓
だ
け
で
あ
っ
た
。

ま
た
祭
典
開
始
や
神
楽
開
始
の
太
鼓
演
奏
の
こ
と
を
富
江
神
楽
や
有
川
神
楽
で
は
「
座ざ

揃そ
ろ

え
」、
壱
岐
神
楽
は
「
座ざ
そ
う奏

」
と
い
う
が
、
そ
の
呼
び
名
は
福
江
に
は
な
い
。
玉
串
奉
奠
の

際
も
福
江
五
島
神
楽
の
音
曲
が
奏
さ
れ
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
の
伝
統
は
無
い
ら
し

折敷舞島求剣舞

篠曳・獅子舞 長刀舞

座祓
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く
音
曲
も
伝
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
。だ
か
ら
当
日
は
雅
楽
の
越
天
楽
が
龍
笛
で
奏
さ
れ
た
。

太
鼓
の
曲
数
は
基
本
形
が
四
種
類
、
基
本
形
の
応
用
打
ち
を
入
れ
る
と
二
十
五
種
類
に

な
る
と
い
う
が
、
あ
え
て
曲
数
に
数
え
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
笛
の
曲
数
は
神
楽
笛
、

面
舞
の
笛
、
獅
子
舞
の
笛
、
道
行
の
笛
な
ど
五
種
類
が
あ
る
。

舞
道
具
は
、
採
り
物
の
中
で
も
使
用
頻
度
の
高
い
御
幣
・
鈴
・
扇
は
、
舞
座
の
下
座
に

常
設
さ
れ
る
採
り
物
台
に
常
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
外
の
榊
葉
・
折
敷
・
弓
矢
・
剣
・
長

刀
・
杖
・
注
連
縄
な
ど
の
採
り
物
は
舞
人
が
そ
の
都
度
持
っ
て
出
る
。

羽
織
物
、
被
り
物
、
履
き
物
な
ど
の
衣
装
扮
装
の
中
で
、
五
島
の
全
て
の
神
楽
に
特
徴
的

な
も
の
が
裁た
っ

着つ
け
ば
か
ま袴

で
あ
る
。
こ
の
袴
の
使
用
頻
度
は
ど
の
保
存
会
で
も
非
常
に
高
い
。
福
江

の
神
楽
で
も
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
神
楽
の
約
半
分
は
こ
の
裁
着
袴
を
履
く
。
羽
織
物
に
は

神
子
の
千
早
、
神
職
の
狩
衣
、
斎
服
、
社
人
の
格
衣
の
ほ
か
陣
羽
織
が
あ
り
、
着
物
は
山
之

太
郎
舞
の
姥
用
着
物
、
荒
平
舞
の
赤
衣
が
あ
る
。
ま
た
被
り
物
に
は
懐
中
烏
帽
子
と
宝
剣
舞

の
鳥
兜
が
あ
り
、
面
は
鬼
神
面
、
鼻
高
面
、
荒
平
面
、
翁
面
媼お

う
な面
、
獅
子
頭
な
ど
が
あ
る
。

天
満
神
社
例
祭
当
日
の
舞
道
具
は
、
座
祓
の
鈴
・
白
御
幣
、
折
敷
舞
の
鈴
・
扇
・
赤
タ
ス

キ
・
盆
、
島
求
の
面
・
陣
羽
織
・
白
杖
、
剣
舞
の
長
剣
、
長
刀
舞
の
長
刀
、
篠
曳
の
鼻
高
面
・

陣
羽
織
・
柴
、
獅
子
舞
の
獅
子
頭
で
あ
っ
た
。

当
神
楽
の
独
特
の
芸
態
と
し
て
「
合あ
い
立だ
ち
」
と
い
う
役
目
が
あ
る
。
つ
ま
り
主
に
な
る
舞
人

の
補
助
役
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
が
、
主
に
な
る
舞
人
が
舞
っ
て
い
る
途
中
で
、
合
立
役

が
舞
の
中
に
加
わ
り
、
一
緒
に
舞
い
な
が
ら
主
の
舞
人
に
舞
道
具
を
渡
す
こ
と
を
い
う
。

福
江
の
神
楽
は
、
史
料
か
ら
は
四
十
八
番
の
神
楽
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
伝
承

さ
れ
て
い
る
の
は
二
十
三
番
。
そ
の
中
で
も
太
鼓
・
笛
・
舞
と
完
全
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の

と
な
る
と
十
九
番
と
な
る
。
二
十
三
番
あ
る
い
は
十
九
番
の
中
に
は
復
活
さ
れ
た
露つ
ゆ

祓は
ら
い、

剣
つ
る
ぎ

舞ま
い

、
荒あ
ら

平ひ
ら

、
戸と

隠が
く
し

舞ま
い

の
四
番
の
舞
が
あ
る
。

（
三
）
詞
章

舞
を
演
じ
て
い
る
中
で
唱
え
る
詞
を
長
崎
県
の
平
戸
や
壱
岐
の
神
楽
で
は
唱し
ょ
う
ぎ
ょ
う教

と
い
う

が
、
福
江
の
そ
れ
は
立た
ち
ご
と言と

い
う
。
立
事
と
も
書
く
。
舞
が
始
ま
る
前
に
太
鼓
に
合
わ
せ
て

唱
え
る
神
歌
も
こ
こ
で
は
「
た
ち
ご
と
」
と
言
い
、春
の
句
を
唄
う
と
き
に
は
「
春
の
立
事
」

と
い
う
言
い
方
を
す
る
。
舞
が
舞
わ
れ
て
い
る
と
き
太
鼓
役
の
者
が
太
鼓
を
打
ち
な
が
ら
の

唱
え
詞
を
「
座ざ
ち
ゅ
う中の
言
句
（
い
い
く
・
ゆ
う
く
）」
と
い
う
。

こ
こ
で
は
、
十
月
二
十
一
日
天
満
神
社
の
例
祭
で
演
じ
ら
れ
た
神
楽
舞
六
番
の
立
言
と

言
句
の
詞
章
の
み
を
記
す
が
、
舞
う
人
ま
た
は
太
鼓
役
は
『
五
社
神
社
神
楽
本
』
に
拠
っ
た

り
『
天
満
神
社
神
楽
本
』
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
、
立
言
ま
た
は
言
句
に
違
い
が
あ
る
場
合

は
両
方
を
併
記
し
て
示
し
て
い
る
。

１
「
座
祓
」

神
風
や
座
も
清
ら
か
に
吹
き
払
ひ

心
の
中
も
澄
み
渡
り
け
り

謹
請
再
拝
再
拝
夜
の
守
り
日
の
守
り
に
守
り
幸
は
ひ
給
へ
と
恐
み
申
す

（
五
社
神
社
神
楽
本
）

神
風
や
座
も
清
ら
か
に
吹
き
祓
い

の
こ
る
心
は
た
か
ま
り
け
り

謹
請
再
拝
再
拝
夜
の
守
り
日
の
守
り
に
守
り
幸
は
え
給
え
と
恐
れ
み
恐
れ
み
申
す（

天
満
神
社
神
楽
本
）

２
「
折
敷
舞
」

榊
葉
に
木
綿
志
手
掛
け
て
誰
が
世
に
か

神
の
御
前
に
祝
ひ
初
め
け
む

（
五
社
神
社
神
楽
本
）

３
「
島
求
」

人

何
々
人
か
と
見
れ
ば
人
に
て
も
あ
ら
ず

神
か
と
見
れ
ば
神
に
て
も
あ
ら
ず

神
躰
離
し
て
怪

し
か
ら
ん
姿
し
て

今
此
の
御
神
事
の
処
に
出
来
き
た
る
も
の
は
何
も
の
ぞ

名
乗
れ

名
の

ら
ず
ば
神
通
の
白
杖
を
以
て
打
擲
せ
ん

鬼

我
が
事
か

人

中
々
の
事

鬼

我
は

地
祇
神
也

今
爰
に
神
事
に
舞
楽
有
る
を
聞
き

い
さ
ま
し
く
思
ひ

化
身
の
姿
を
顕

し
参
り
て
候

人

や
ぁ
ら

扨
は
貴
し
と
も
貴
く
候
や

地
祇
神
の
化
身
に
し
て
ま
し
ま
せ
ば
日
本
我
朝
立
ち
初
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ま
り
の
儀
御
存
じ
な
さ
れ
候
也

鬼

な
か
な
か
の
事
是
れ
答
え
ね
ば
な
ら
ず
答
ふ
れ
ば
神
慮
恐
み
候
得
共
あ
ら
あ
ら
語
っ
て
聞
か
せ

ん
こ
れ
よ
り
静
か
に
聴
聞
し
給
へ

鬼

去
る
程
に

日
の
本
我
朝
立
ち
始
め
の
事
は

往
年
天
地
未
分
陰
陽
分
れ
さ
る
時
混
沌
と
し
て

鶏
の
子
の
如
し
溟
倖
て
き
ざ
し
を
含
め
り
其
の
清
陽
者
は
薄
靡
い
て
天
と
な
り

重
く
濁
れ
る

も
の
は
掩
滞
り
て
地
と
な
る
に
及
ん
で
精
妙
な
る
が
合
え
る
は
博
易
く
故
に
天
先
づ
成
り
て

地
後
に
定
め
む
る

然
而

神
聖
其
の
中
に
生
し
た
む
是
を
国
常
立
尊
と
申
し
奉
る

人

其
の
清
陽
な
る
も
の
は

薄
靡
い
て
天
と
な
り

重
く
濁
れ
る
も
の
は
掩
滞
し
て
地
と
な
る
と

は
い
か
な
る
事
に
て
候
也

鬼

夫
は
元
気
圓
象
に
し
て
半
ば
は
天
と
な
り
半
ば
は
地
と
な
る

地
凝
る
故
に
海
と
な
り
山
と
な

る

か
く
の
如
く
に
し
て
天
恒
左
に
旋
地
鎮
に
定
る

天
は
人
の
心
の
無
形
に
し
て
常
に
天
地

の
中
を
巡
る
が
如
し

地
は
人
定
て
動
か
ざ
る
が
如
し

天
常
に
錠
る
は
人
寝
る
と
螽
も
咏
絡

止
ざ
る
が
如
し

地
鎮
に
定
る
と
は
咏
絡
止
ず
し
て
脾
轉
臍
せ
さ
る
が
如
し

天
恒
に
地
の
外

を
巡
る
故
に
天
に
応
じ
て
以
て
定
る
も
の
な
り

干
時
国
常
立
尊

是
即
天
神
七
代
の
初
に
し
て
御
在
天
よ
り
七
代
の
御
代
に
至
り
て
伊
弉
諾
尊
伊
弉
美
尊
天
の
浮

橋
の
上
に
立
た
せ
給
ひ
て

と
も
に
許
ふ
て
曰
く

底
つ
下
に
豊
洲
な
か
ら
ん
や
と
て
廼
ち
天

の
瓊
矛
を
下
指
之
た
ま
ば
滄
溟
を
得
々
ま
ふ
其
矛
の
鉾
よ
り
滴
瀝
之
潮
凝
り
か
た
ま
り
て

一

つ
の
島
と
成
り
給
ふ

是
を
名
付
て
設
馭
虚
嶋
と
申
し
て
け
り

伊
弉
諾
尊
伊
弉
美
尊
彼
の
島

に
降
り
た
ま
ひ
て
淡
路
の
嶋
を

胞
と
し
て

大
日
本
豊
秋
津
州
を
生
み
た
ま
ふ

八
州
惣
し

て

地
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
万
の
島
を
生
み
給
ふ
於
是
に
神
の
神
請
誠
あ
る
に
よ
っ
て
日
の
神
天

照
大
神
を
生
ま
し
給
ひ
て

是
よ
り
天
が
下
の
万
の
物
を
生
じ
給
ふ

是
天
照
大
神
の
初
め
奉
り
地
神
五
代
の
御
代
に
至
り
わ
が
や
膏
不
合
尊
の
御
子
の
神
日
本
磐
余

彦
尊
是
人
王
の
初

神
武
天
皇
と
申
し
奉
る
万
代
の
正
統
に
て
御
在

然
而

四
姓
分
士
農
工

商
其
の
外
品
々
の
事
今
以
て
目
前
な
り

皆
本
は

国
常
立
尊
の
一
気
に
て
神
在
故
に
天
地
有

り

万
物
有
り

神
在
故
に
衆
生
有
り

万
法
在
り
故
日
本
我
が
朝
は
三
国
一
の
神
国
な
り

神
の
御
前
に
剣
を
以
て
国
土
は
豊
に
舞
奉
る  

（
五
社
神
社
神
楽
本
）

４
「
剱
舞
（
二
剱
）」

立
言

音
に
聞
く
真
の
剣
を
抜
い
て
見
よ

身
は
白
金
に
作
ら
れ
に
け
り

舞
人

東
方
世
界
と
申
す
に
は

座
中

方
を
申
せ
ば
方
は
是
甲
乙
の
方

木
を
主
る
彼
方
を
委
拝
奉
る
は
勺
勺
廼
智
命
の
大
神
此
の

御
神
を
本
地
と
し
て
御
立
在
神
明
の
御
数
は
六
万
六
千
六
百
六
十
六
神
な
り

は
ぁ
高
は
大
神
下
き
は
小
神
諸
大
明
神
よ
い
の
一
て
ん
に
四
方
結
界
請
じ
奉
る

靡
か
ば
靡
け
一
方
に
ゃ

靡
く
は
神
の
有
狂
成
る
物

此
の
も
ん
に
こ
こ
に
お
か
れ
ず
こ
こ

に
せ
ば

四
天
の
虚
空
も
雲
あ
ら
せ
ず
や

打
切

舞
人

南
方
世
界
と
申
す
に
は

座
中

方
を
申
せ
ば
方
は
是
丙
丁
の
方

火
を
主
さ
ど
る

彼
方
を
委
拝
奉
れ
ば
軻
遇
突
智
の
命
の

大
神

此
の
御
神
を
本
地
と
し
て
御
立
在
神
明
の
御
数
は
七
万
七
千
七
百
七
十
七
神
也

は
ぁ
高
き
は
大
神
下
き
は
小
神
諸
大
明
神
よ
い
の
一
て
ん
に
四
方
結
界
請
じ
奉
る

靡
か
ば
靡
け
一
方
に
ゃ
靡
く
は
神
の
有
狂
成
る
物
よ

此
の
も
ん
に
こ
こ
に
お
か
れ
ず
こ
こ

に
せ
ば

四
天
の
虚
空
も
雲
あ
ら
せ
ず
や

舞
人

西
方
世
界
と
申
す
に
は

座
中

方
を
申
せ
ば
方
は
是
庚
辛
の
方

金
を
主
る

彼
方
を
委
拝
奉
る
は

金
山
彦
命
の
大
神

此
の
御
神
を
本
地
と
し
て

御
立
在
神
明
の
御
数
は

八
万
八
千
八
百
八
十
八
神
也

は
ぁ
高
は
大
神
下
は
小
神
諸
大
明
神
よ
い
の
一
て
ん
に
四
方
結
界
請
じ
奉
る

靡
か
ば
靡
け
一
方
に
ゃ
靡
く
は
神
の
有
狂
成
物
よ

此
の
も
ん
に
こ
こ
に
や
お
か
れ
ず
こ
こ

に
せ
ば

四
天
の
虚
空
も
曇
り
あ
ら
せ
ず
や

舞
人

北
方
世
界
と
申
す
に
は

座
中

方
を
申
せ
ば
方
は
是
任
癸
の
方
水
を
主
る

彼
方
を
委
拝
奉
れ
ば
罔
象
女
の
命
の
大
神

此

の
御
神
を
本
地
と
し
て
御
立
在
神
明
の
御
数
は

九
万
九
千
九
百
九
十
九
神
也

高
き
は
大

神
下
き
は
小
神
諸
大
明
神
よ
い
の
一
て
ん
に
四
方
結
界
請
じ
奉
る

靡
か
ば
靡
け
一
方
に
や
靡
く
は
神
の
有
狂
成
る
物
よ

此
の
も
ん
に
こ
こ
に
を
か
れ
ず

こ

こ
せ
ば

四
天
の
虚
空
も
曇
り
あ
ら
せ
ず
や

舞
人

東
方
に
悪
魔
あ
ら
ん
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座
中

悪
も
な
し

舞
人

魔
や
あ
ら
ん

座
中

魔
も
な
し

有
柴
打
柴
き
っ
て
ん
魔
王
神
通
は
え
た
る
太
刀
を
以
て
と
さ
ん
か
ふ
さ
ん
切
る
程
に

金
の

舞
台
に
切
り
付
く
る

金
の
舞
台
だ
れ
と
も
善
は
あ
れ
ど
も
悪
は
な
し

右

四
方
と
も
同
事
也

舞
人
・
座
中

よ
い
の
一
て
ん
に

は
ぁ
四
方
結
界
請
じ
奉
る

靡
か
ば
靡
け

一
方
に
や
靡
く
は

神
の
有
狂
成
る
物
か

ヤ
ア
サ
ア

悪
有
ら
ば
こ
そ
除
け
す
さ
れ
や
四
方
去
れ

ヤ
ア
ハ
ア

そ
が
の
水
に
か
け
わ
さ
す
と
か
や

右
、
四
方
共
に
此
如

剣
立
て
諸
は
の
山
も
か
け
清
し

ヤ
ア
サ
ア
ハ
ア

そ
う
河
の
水
に
か
け
は
さ
す
と
か
や

右
、
四
方
同
事
成
り

中
央
の
言
句

音
に
聞
く
真
の
剣
を
抜
い
て
見
よ

ヤ
ア
サ
ア
ハ
ア

身
は
白
金
で
作
ら
ざ
る
も
の
か

（
五
社
神
社
神
楽
本
）

５
「
長
刀
舞
」

合
立

千
早
振
る
神
の
御
前
に
長
刀
を
振
へ
ば
悪
魔
も
影
ぞ
潜
む
る

座
中

災
難
祓
幅
大
太
刀

悪
魔
を
祓
を
ば
弓
胡
簶

ヤ
ア
ハ
ア

舞
人

東
方
に
悪
あ
ら
ん

座
中

悪
も
な
し

舞
人

魔
や
あ
ら
ん

座
中

魔
も
な
し

南
方
西
方
北
方

右
前
の
通
り

                                                            
  （

五
社
神
社
神
楽
本
）

伝
承
さ
れ
て
い
る
演
目
に
つ
い
て

江
戸
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
作
ら
れ
た
神
楽
本
あ
る
い
は
舞
本
と
呼
ば
れ
る
地
元

の
史
料
に
は
四
十
八
番
以
上
の
舞
名
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
そ
の
全
て
は
保

存
さ
れ
て
い
な
い
。
伝
承
さ
れ
て
い
る
舞
は
左
の
十
九
番
と
、
二
つ
の
神
社
で
十
九
番
の
ほ

か
に
四
番
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

１
市い
ち
舞ま
い

  
	

２
佐さ

男お

舞ま
い

	
         

３
露
つ
ゆ
は
ら
い
払
（
露
祓
）

４
荒あ
ら
し
お塩（
新
潮
）
舞ま
い

５
折お
し
き敷
舞ま
い

  
	

６
嶋し
ま
求も
と
め

 	
     

７
剱
つ
る
ぎ
舞ま
い
（
二
ふ
た
つ
る
ぎ
剱
）

 

８
神か
ん
ず圖
舞ま
い

９
四よ

剱つ
る
ぎ

	
 

10
篠さ
さ
ら
ひ
き
曳
・
獅し

子し

舞ま
い

     

11
座ざ

祓は
ら
い

            

12
山や
ま
名な

付づ
け

13
山や
ま
之の

太た
ろ
う郎

	

14
山や
ま
之の
し
た下
・
山や
ま
の之
荒あ
ら
平ひ
ら

15
長な
ぎ
な
た刀
舞ま
い

        

16
願が
ん
の之
神か
み

17
荒あ
ら

平ひ
ら

 	

18
戸と
が
く
し隠

舞ま
い

	
    

19
御み

幣て

帛ぐ
ら

以
上
は
、
福
江
五
島
神
楽
保
存
協
会
が
内
外
に
公
に
し
て
い
る
保
存
伝
承
の
舞
で
あ
る
。

そ
し
て
次
の
四
番
が
八
幡
神
社
・
五
社
神
社
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
舞
で
あ
る
。

１
注し

連め

舞ま
い

２
恵え

比び

須す

舞ま
い

３
宝ほ
う
け
ん剣

４
乙お
と
こ子
瀬ぜ

六

由
来
・
信
仰

福
江
五
島
神
楽
の
由
来
や
濫ら

ん
し
ょ
う觴
は
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
五
島
史
を
解
き

明
か
す
中
で
、
五
島
藩
と
神
社
と
の
関
わ
り
合
い
を
中
心
に
調
べ
て
行
け
ば
ぼ
ん
や
り
と
神

楽
の
起
こ
り
が
見
え
て
く
る
。
昭
和
十
八
年
に
出
さ
れ
た
『
五
島
神
社
誌
』
に
よ
れ
ば
、
初

代
藩
主
の
宇
久
家
盛
（
平
家
盛
）
が
健
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
に
京
都
よ
り
五
島
列
島
北
端

の
宇
久
島
に
下
向
し
た
お
り
、
守
護
神
と
し
て
京
都
の
八
幡
神
を
祀
り
神
社
を
創
建
し
た
と

伝
え
て
い
る
。
そ
の
神
社
が
現
在
の
宇
久
島
に
あ
る
飯
良
八
幡
宮
と
い
う
。
そ
し
て
十
代
藩

主
基も
と
いの
と
き
、
飯
良
八
幡
宮
の
分
霊
を
福
江
島
の
下
大
津
に
勧
請
し
て
出
来
た
社
が
現
在

の
八
幡
神
社
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

そ
の
八
幡
神
社
所
蔵
の
『
五
島
家
系
図
』（
天
正
七
年
（
一
五
七
九
））
に
よ
れ
ば
、「
純

堯
ノ
側
室
、
大
津
ノ
市
ニ
純
玄
生
ル
」
と
い
う
件
が
あ
る
。
純す
み
た
か堯は

十
九
代
の
藩
主
で
純
す
み
は
る玄

が
二
十
代
、
そ
の
純
玄
の
母
が
「
市い
ち

」
で
、
八
幡
宮
の
巫
女
で
あ
っ
た
と
い
う
。
市
と
は
個

人
の
名
前
と
も
と
れ
る
が
、市
は「
伊い

智ち

」と
も
表
し
巫
女
を
指
す
言
葉
で
も
あ
る
。現
在
、「
大

津
の
市
」
は
八
幡
宮
の
巫
女
と
す
る
説
が
専
ら
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
従
え
ば
室
町
末
期
に

は
五
島
に
も
「
市
」
す
な
わ
ち
巫
女
が
神
楽
を
奏
す
る
役
目
と
し
て
す
で
に
居
た
こ
と
に
な

る
。
こ
の
頃
の
神
楽
は
舞
神
楽
と
い
う
よ
り
唱
言
だ
け
の
祈
祷
神
楽
が
主
だ
っ
た
よ
う
で
あ
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る
。
次
に
、
舞
神
楽
を
記
述
し
た
早
い
も
の
の
例
は
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
藩
主
盛

勝
の
病
気
平
癒
祈
願
と
し
て
、
福
江
の
四
社
、
つ
ま
り
「
八
幡
、
五
社
ハ
神
楽
、
住
吉
、
天

神
ハ
市
神
楽
ヲ
奏
シ
…
」（『
五
島
編
年
史
』）
と
命
令
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
史
料

か
ら
類
推
す
れ
ば
一
五
〇
〇
年
代
に
は
す
で
に
巫
女
神
楽
が
存
在
し
、
現
在
の
舞
神
楽
の
祖

形
も
遅
く
と
も
江
戸
前
期
に
は
完
成
し
て
い
た
と
判
断
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

次
に
、長
い
祭
祀
の
歴
史
の
中
で
脈
々
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
興
味
深
い
祭
り
用
語
が
あ
る
。

神
幸
祭
の
と
き
福
江
島
で
は
神
輿
を
担
ぐ
若
衆
を
「
陸ろ
く
尺し
ゃ
く」
と
い
う
。
そ
の
昔
、
六ろ
く

尺し
ゃ
く

褌
ふ
ん
ど
し

で
担
い
だ
こ
と
か
ら
そ
の
名
が
付
い
た
よ
う
だ
が
、
福
江
で
は
陸
尺
と
書
く
。
こ
の
ロ
ク
シ

ャ
ク
の
呼
び
名
は
福
江
島
内
で
は
共
通
し
て
同
じ
呼
び
方
を
し
て
い
る
。
ま
た
巡
行
の
途
中

で
個
人
の
家
に
神
輿
が
据
わ
り
、
市
舞
が
舞
わ
れ
る
の
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
祈
願
祭
の

こ
と
を
五
島
列
島
ば
か
り
で
な
く
、
長
崎
県
下
で
は
「
神
楽
を
あ
げ
る
」
と
い
う
言
い
方
を

す
る
。
依
頼
主
は
「
私
の
う
ち
も
神
楽
を
お
願
い
し
ま
す
。」
あ
る
い
は
「
神
楽
を
あ
げ
て

く
だ
さ
い
」
と
申
し
込
む
。
し
た
が
っ
て
神
社
側
も
「
神
楽
を
受
け
付
け
る
」
と
言
う
し
、

個
人
が
神
前
に
供
え
る
初
穂
料
と
か
玉
串
料
と
呼
ぶ
い
わ
ゆ
る
祈
願
料
も
、
の
し
袋
に
「
お

神
楽
料
」
と
書
く
。
そ
し
て
「
初
穂
料
」
は
別
に
包
む
と
い
っ
た
習
慣
が
あ
る
。
こ
れ
は
神

輿
巡
行
の
際
ば
か
り
で
な
く
、
普
段
神
社
で
行
う
車
の
お
祓
い
と
か
初
宮
詣
な
ど
舞
神
楽
の

無
い
個
人
祈
願
で
も
全
て
「
お
神
楽
」
と
い
う
。

神
楽
用
語
に
も
独
特
の
言
い
方
が
多
く
あ
る
。
舞
の
練
習
の
こ
と
を
「
舞ま
い

習な
ら

い
」
と
い

う
の
だ
が
、五
島
弁
で
舞
を「
み
ゃ
あ
」と
発
音
す
る
こ
と
か
ら
舞
習
い
は「
み
ぁ
ー
な
ら
い
」

と
発
す
る
。「
今
晩
七
時
か
ら
み
ゃ
あ
な
ら
い
を
し
ま
す
」
と
い
っ
た
具
合
に
な
る
。
神
楽

を
舞
う
順
番
を
「
番ば
ん
づ
け付」

と
い
う
。
だ
か
ら
神
楽
の
順
番
表
も
「
〇
〇
神
社
例
大
祭
神
楽
番

付
」
と
な
る
。
ま
た
舞
名
の
「
三み

剣つ
る
ぎ・
四よ

剣つ
る
ぎ・
二ふ
た
剣つ
る
ぎ」
を
「
み
つ
ろ
ん
・
よ
つ
ろ
ん
・
ふ
た

つ
ろ
ん
」
と
い
い
、「
願が
ん
の之
神か
み
・
掛か
け
神が
み
」
も
「
が
ん
の
か
ん
・
か
け
が
ん
」
と
訛
る
。
舞
神

楽
が
始
ま
る
前
に
「
お
神
楽
」
と
呼
ぶ
神
楽
歌
が
太
鼓
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
唱
え
ら
れ
る

が
、
こ
の
四
季
の
神
楽
歌
を
「
四し

楽が
く
」
と
い
う
。
舞
神
楽
に
入
り
太
鼓
を
打
つ
役
の
人
が
唱

え
る
言
葉
や
歌
を
「
座ざ
ち
ゅ
う中の
云い
い
句く

」
ま
た
は
「
ゆ
う
く
」
と
い
う
。
さ
ら
に
特
徴
的
な
の
が

舞
人
の
補
助
役
と
し
て
舞
の
中
に
一
時
加
わ
っ
て
道
具
を
相
手
に
渡
す
役
目
を
「
合あ
い
立だ
ち
」
と

い
う
こ
と
は
前
述
し
た
。

七

変
遷
と
所
見

福
江
五
島
神
楽
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
二
月
十
二
日
（
平
成
十
三
年
度
）
に

国
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
に
な
っ
た
時
を
基
点
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
様
子
と
文
化
財
選
択

以
後
の
変
容
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
当
地
の
神
楽
が
平
成
十
四
年
に
「
国
の
文
化
財
に
選
ば
れ
る
」
こ
と
な
ど
、
地

元
の
神
職
や
社
人
な
ど
関
係
者
は
お
し
な
べ
て
夢
想
だ
に
し
て
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
関
係

者
が
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
知
っ
た
の
も
新
聞
あ
る
い
は
テ
レ
ビ
の
報
道
か
ら
で
、「
何
で
、
う

ち
の
神
楽
が
市
の
文
化
財
に
も
な
っ
て
い
な
い
の
に
国
の
文
化
財
？
」「
そ
ん
な
に
高
い
文

化
価
値
が
あ
っ
た
の
？
」
と
キ
ツ
ネ
に
つ
ま
ま
れ
た
様
な
、
棚
か
ら
ボ
タ
餅
の
よ
う
な
不
思

議
な
感
慨
を
も
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
地
元
の
神
社
に
伝
わ
る
貴
重
な
古

記
録
は
あ
ま
た
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
研
究
者
が
頻
繁
に
来
訪
し
て
詳
し
い
文
献
調
査
や
舞

神
楽
の
実
見
調
査
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

し
か
し
国
選
択
に
な
っ
た
こ
と
は
、
福
江
五
島
神
楽
の
伝
承
関
係
者
に
と
っ
て
、
再
び

神
楽
活
性
化
に
つ
な
が
る
好
機
と
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
後
の
活
性
化
活
動
の
契
機
に
な
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

選
択
文
化
財
と
な
る
以
前
の
当
地
の
神
楽
機
構
は
、
江
戸
期
か
ら
続
く
伝
統
の
ま
ま
に
、

旧
福
江
市
内
の
八
幡
・
五
社
・
天
満
・
住
吉
の
各
神
社
に
そ
れ
ぞ
れ
の
神
楽
人
「
社
人
」
が

数
人
ず
つ
居
て
、
地
区
内
の
神
楽
を
奏
す
る
祭
典
に
は
、
こ
れ
ら
社
人
た
ち
が
神
職
と
と
も

に
相
互
に
扶
助
し
合
う
「
助
勤
」
と
い
う
協
力
態
勢
が
あ
っ
た
。
神
楽
を
演
ず
る
に
は
、
基

御
神
楽
料

氏 

名

初
穂
料

氏 

名

長崎県における祈願料の
のし袋の書き方
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本
的
に
太
鼓
二
台
、
笛
最
少
で
一
笛
、
舞
人
は
二
人
舞
も
あ
る
か
ら
最
低
二
人
、
次
の
舞
も

準
備
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
最
少
人
数
で
も
合
計
六
人
態
勢
で
望
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
昭
和
五
十
年
こ
ろ
に
は
こ
の
人
数
は
十
分
満
た
す
だ
け
の
陣
容
で
あ
っ
た
か
ら
神

社
間
で
相
互
助
勤
態
勢
が
し
っ
か
り
整
っ
て
い
た
。
昭
和
五
十
年
代
の
神
職
数
は
現
在
の
四

人
の
倍
、
九
人
の
神
職
が
い
た
し
社
人
も
十
人
以
上
は
い
た
よ
う
だ
。

こ
の
伝
統
シ
ス
テ
ム
は
昭
和
六
十
年
こ
ろ
ま
で
は
続
い
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
過
疎
化
が
進
み
氏
子
数
の
減
少
と
と
も
に
、
特
に
宮
司
が
兼
務
す
る
氏
子
激
減
の
神
社

な
ど
で
は
、
神
楽
奉
仕
者
へ
の
謝
金
を
始
め
と
す
る
祭
典
経
費
が
少
数
氏
子
世
帯
を
圧
迫
し

出
し
、
重
い
負
担
と
し
て
の
し
か
か
っ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
五
島
地
区
の
他
の
保
存
会
で

も
同
様
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
社
人
の
数
も
減
少
し
出
し
た
。
時
代
の
趨
勢
と
は
い
え
代
々
続
い
て
い
た
社

人
の
家
で
も
跡
継
候
補
は
島
を
離
れ
て
都
会
で
働
く
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
十
人
以
上
い
た

社
人
も
現
在
は
八
十
七
歳
の
社
人
頭
を
筆
頭
に
五
人
に
ま
で
減
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
昔
の

よ
う
な
相
互
の
助
勤
シ
ス
テ
ム
が
機
能
し
な
く
な
り
今
や
瓦
解
寸
前
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
国
の
文
化
財
に
な
っ
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
市
の
商
工
会
議
所
会
頭
が
会
長
に

推
さ
れ
、
平
成
十
五
年
に
「
福
江
五
島
神
楽
保
存
協
会
」
が
設
立
さ
れ
た
。
旧
福
江
市
に
お

け
る
初
め
て
の
神
楽
組
織
の
誕
生
で
あ
る
。
設
立
以
降
、
神
職
社
人
を
中
心
と
し
た
こ
の
神

楽
保
存
団
体
は
頻
繁
に
会
議
を
開
き
、現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
神
楽
の
相
互
確
認
を
は
じ
め
、

舞
の
所
作
の
細
か
い
部
分
の
擦
り
合
わ
せ
や
手
直
し
、
太
鼓
や
笛
の
奏
し
方
ま
で
あ
ら
ゆ
る

検
証
を
実
施
し
て
来
た
。
社
人
を
中
心
と
し
た
研
究
会
も
出
来
た
。
会
員
の
増
強
に
は
今
も

力
を
い
れ
て
い
る
。

保
存
協
会
が
出
来
て
か
ら
早
や
七
年
、
努
力
の
成
果
は
あ
っ
た
。
ま
ず
、
史
料
に
よ
る

四
十
八
番
の
神
楽
の
中
で
休
眠
状
態
だ
っ
た
露
払
、
剣
舞
、
荒
平
、
戸
隠
の
四
番
の
舞
を
復

活
し
た
こ
と
。
こ
れ
で
保
存
伝
承
し
て
い
く
舞
の
数
が
十
九
番
、
舞
神
楽
の
開
始
前
の
「
お

神
楽
」
を
入
れ
れ
ば
二
十
番
、
加
え
て
八
幡
・
五
社
だ
け
で
舞
わ
れ
て
い
る
四
番
も
入
れ
る

と
二
十
三
番
～
二
十
四
番
が
伝
承
可
能
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
れ
は
今
後
に
繋
が
る

成
果
で
あ
る
。
ま
た
、
森
彪
天
満
神
社
宮
司
が
文
化
財
認
定
記
念
と
し
て
編
ん
だ
雄ゆ

う

渾こ
ん

の
冊

子
『
福
江
五
島
神
楽
本
』
は
、
今
後
の
会
員
研
鑽
の
大
事
な
指
導
本
と
な
り
、
ま
た
研
究
者

に
も
有
難
い
資
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
会
員
増
の
努
力
も
稔
り
、
近
々
数
名
が
保

存
会
に
入
会
し
て
社
人
を
目
指
そ
う
と
す
る
候
補
者
が
現
わ
れ
た
と
仄そ

く

聞ぶ
ん

し
て
い
る
。
大
事

に
育
て
て
貰
い
た
い
。

逆
に
残
念
な
こ
と
が
三
つ
あ
る
。
一
つ
は
七
年
ご
と
の
遷
宮
祭
、
通
称
「
七
年
遷
宮
」
が

平
成
十
年
三
月
を
最
後
に
、
現
在
、
休
眠
状
態
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
休
眠
に
至
る
原
因
は

諸
種
あ
る
が
、
旧
福
江
市
の
八
幡
、
五
社
、
天
満
、
住
吉
の
四
社
の
氏
子
が
、
拠
出
す
る
祭

り
の
運
営
費
の
負
担
増
に
苦
し
み
重
荷
に
な
っ
て
来
た
こ
と
が
最
大
の
原
因
だ
と
い
う
。
こ

の
遷
宮
祭
は
四
社
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
神
輿
が
繰
出
し
、
お
旅
所
に
そ
の
四
基
が
一
同
に
集
結

す
る
市
民
総
参
加
型
の
最
大
の
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
当
然
、
舞
神
楽
の
番
付
も
例
年
と
は

比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
多
く
の
舞
が
奏
さ
れ
て
い
た
。
も
し
、
こ
の
祭
り
が
平
成
十
七

年
に
規
模
や
企
画
を
変
え
て
で
も
伝
統
の
灯
を
護
り
続
け
て
実
施
し
て
い
た
ら
、
現
在
の
氏

子
や
保
存
会
の
勢
い
も
ま
た
違
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

も
う
一
つ
は
、
商
工
会
議
所
が
中
心
と
な
り
昭
和
三
十
二
年
か
ら
現
在
に
続
い
て
い
る
イ

ベ
ン
ト
、
通
称
「
福
江
ま
つ
り
」（
正
式
は
「
福
江
み
な
と
ま
つ
り
」）
に
参
加
出
演
で
き
な

く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
福
江
ま
つ
り
は
毎
年
十
月
初
め
の
土
日
に
行
わ
れ
、
花
火
大
会
や

総
踊
り
、
福
江
版
青
森
ね
ぶ
た
な
ど
が
催
さ
れ
て
い
る
が
、
以
前
は
こ
れ
に
四
神
社
が
毎
年

交
替
で
神
輿
を
一
基
ず
つ
繰
出
し
祭
り
の
メ
イ
ン
を
な
し
て
い
た
。
し
か
し
、
神
輿
巡
行
経

費
に
対
す
る
市
の
補
助
金
が
カ
ッ
ト
さ
れ
、
や
む
な
く
中
止
と
な
っ
た
よ
う
だ
。

三
つ
目
が
、
旧
市
内
の
す
べ
て
の
神
社
の
例
祭
に
神
輿
が
出
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

八
幡
神
社
は
数
年
前
か
ら
隔
年
毎
に
出
す
こ
と
に
変
え
て
い
る
が
、
出
す
べ
き
年
に
も
出
せ

な
い
こ
と
が
多
く
な
っ
て
来
た
。
五
社
神
社
は
平
成
十
五
年
か
ら
休
止
し
て
い
る
。
住
吉
、

天
満
の
両
神
社
も
出
な
く
な
っ
て
か
ら
既
に
久
し
い
。神
輿
の
渡
御
が
無
い
と
言
う
こ
と
は
、

各
家
に
神
輿
が
止
ま
り
、
座
敷
で
神
子
の
市
舞
も
無
く
な
る
と
い
う
下
五
島
独
特
の
伝
統
行

事
が
消
滅
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
島
内
の
限
界
集
落
と
言
わ
れ
る
所
で
も
知
恵
を
絞

り
企
画
を
出
し
合
っ
て
少
な
い
経
費
の
中
か
ら
神
輿
が
繰
り
出
し
舞
が
実
施
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
は
多
い
。
福
江
と
い
う
五
島
の
中
心
部
か
ら
こ
れ
ら
の
伝
統
文
化
行
事
を
消
滅
さ
せ
て

い
い
の
か
。
関
係
者
の
再
興
努
力
に
切
願
す
る
こ
と
大
で
あ
る
。

要
望
が
一
つ
あ
る
。
舞
神
楽
が
伴
う
場
合
の
祭
典
に
は
、
昔
の
シ
ス
テ
ム
を
復
活
し
て
、



− 79 −

せ
め
て
社
人
の
「
助
勤
」
態
勢
だ
け
で
も
再
構
築
し
て
ほ
し
い
。
奉
仕
者
へ
の
謝
金
等
の
経

費
増
を
伴
う
こ
と
は
重
々
承
知
し
て
い
る
が
、
他
地
区
の
例
も
参
照
さ
れ
て
の
検
討
は
必
要

と
思
う
。
現
在
の
ま
ま
だ
と
舞
神
楽
が
消
滅
す
る
危
険
を
孕
ん
だ
ま
ま
だ
か
ら
で
あ
る
。

子
供
神
楽
の
伝
承
の
有
り
方
に
つ
い
て
も
少
し
所
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
五
島
全
体

の
舞
神
楽
の
中
で
、
上
五
島
の
「
四し

天て
ん
」
や
「
五ご

方ほ
う
」、
下
五
島
の
市
舞
な
ど
の
神
子
が
舞

う
子
供
神
楽
は
別
に
し
て
、
本
来
、
大
人
が
舞
う
舞
の
中
で
、
主
に
子
供
に
舞
わ
せ
る
舞
と

し
て
「
佐
男
舞
」
や
上
五
島
の
「
長
刀
舞
」
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
舞
人
が
子

供
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
舞
い
方
が
変
わ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
否
、
決
し
て
変
え

て
は
な
ら
な
い
。
誰
か
が
子
供
神
楽
と
し
て
創
作
創
始
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
別
だ
が
、

地
元
神
楽
を
変
容
し
た
形
で
子
供
神
楽
に
仕
立
て
る
こ
と
は
厳
に
謹
み
、
慎
重
の
上
に
も
慎

重
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
か
く
指
導
者
は
子
供
が
舞
い
や
す
い
よ
う

に
変
え
た
が
る
の
は
筆
者
も
か
つ
て
経
験
が
あ
る
か
ら
理
解
は
す
る
が
、
反
省
の
上
に
立
っ

て
、
全
て
に
基
本
に
忠
実
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
「
子
供
神
楽
」
と
い
う
言
い
方
も
、

そ
の
土
地
で
昔
か
ら
子
供
だ
け
に
伝
わ
っ
て
い
る
神
楽
の
こ
と
を
指
す
言
葉
で
あ
る
か
ら
、

大
人
の
舞
を
子
供
が
舞
う
か
ら
と
い
っ
て
「
子
供
神
楽
」
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
。
こ
れ
は

五
島
の
神
楽
団
体
全
体
で
注
意
す
べ
き
言
葉
の
一
つ
で
も
あ
る
。

と
も
あ
れ
福
江
五
島
神
楽
は
、
国
選
択
文
化
財
認
定
後
の
活
動
と
そ
の
努
力
は
大
い
に
多

と
す
る
も
、
五
島
全
体
の
他
の
保
存
会
の
勢
い
と
活
躍
に
比
べ
れ
ば
、
ま
だ
か
な
り
の
温
度

差
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
今
後
、
四
人
の
宮
司
の
連
帯
と
指
導
力
の
発
揮
と
、
保
存
協

会
の
年
間
を
通
じ
た
た
ゆ
ま
ぬ
活
動
の
中
か
ら
今
以
上
の
活
性
化
を
望
み
た
い
。
幸
い
福
江

の
神
楽
本
が
森
彪
宮
司
の
努
力
に
よ
っ
て
江
湖
に
広
ま
っ
た
。
こ
れ
を
会
員
が
活
用
し
な
い

手
は
な
い
し
宝
の
持
ち
腐
れ
に
し
て
は
い
け
な
い
。
ま
た
住
吉
神
社
で
は
子
供
の
舞
を
中
心

に
企
画
し
て
祭
り
が
一
層
賑
や
か
で
華
や
い
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
次
世
代
に
伝
承

す
る
命
脈
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
を
保
存
会
全
員
が
理
解
さ
れ
領
導
し
て
ほ
し
い
。
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有あ
り

川か
わ

神か

楽ぐ
ら

［
志し

自じ

岐き

羽は

黒ぐ
ろ

神じ
ん

社じ
ゃ

］

久
保
田
裕
道

一

名

称

有
川
神
楽

二

伝
承
地

長
崎
県
南
松
浦
郡
新
上
五
島
町
の
旧
有
川
町
の
有
川
神
社
と
兼
務
社
の
あ
る
地
域

＊
以
下
に
平
成
二
十
二
年
度
現
地
調
査
を
実
施
し
た
志
自
岐
羽
黒
神
社
例
祭
に
お
け

る
有
川
神
楽
の
報
告
を
す
る
。
な
お
、
当
神
社
は
有
川
神
社
宮
司
の
兼
務
社
で
あ
る
。

三

期
日
・
場
所

期
日

志
自
岐
羽
黒
神
社
例
祭

十
月
三
十
一
日
・
十
一
月
一
日

＊
平
成
二
十
二
年
も
同
日

場
所

志
自
岐
羽
黒
神
社
（
太お

お

田た

郷ご
う

）

志
自
岐
羽
黒
神
社
は
、
拝
殿
が
幅
五
間
、
奥
行
き
三
間
半
。
神
前
側
に
幅
二
間
、
奥
行

き
二
間
の
幣
殿
が
あ
り
、
そ
の
中
央
が
一
間
四
方
の
板
敷
と
な
っ
て
い
て
、
こ
こ
が
舞
座
と

な
る
。
上
五
島
神
楽
と
異
な
る
の
は
、
多
く
の
場
合
、
こ
の
幣
殿
に
舞
座
が
あ
る
こ
と
。
幣

殿
の
一
間
四
方
で
舞
う
こ
と
に
な
る
。
舞
座
が
板
敷
な
の
は
、
志
自
岐
羽
黒
神
社
の
他
に
は

有
川
神
社
の
み
。
そ
れ
以
外
は
、
畳
敷
で
あ
る
。
な
お
、
有
川
神
社
の
前
身
で
あ
る
祖う

母ば

君き
み

神
社
は
幣
殿
が
狭
く
、
拝
殿
に
舞
座
が
あ
っ
た
。

太
鼓
は
、
神
楽
上
演
時
に
は
幣
殿
の
向
か
っ
て
左
に
隣
接
す
る
脇
部
屋
に
二
基
縦
位
置

で
並
べ
ら
れ
る
。
叩
く
際
に
は
、
双
方
と
も
太
鼓
の
右
側
を
叩
く
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
置

く
位
置
が
向
か
っ
て
左
と
い
う
こ
と
に
決
ま
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
そ
こ
に
神

輿
が
置
か
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
向
か
っ
て
右
に
太
鼓
を
配
し
て
叩
く
こ
と
も
あ
る
。
そ

の
際
も
右
側
か
ら
叩
く
の
は
変
わ
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
幣
殿
の
脇
部
屋
は
楽
器
を
置
く
場
所
で
も
あ
り
、
神
職
・
社
人
の
控
え
場

所
で
も
あ
る
。
舞
座
が
幣
殿
で
あ
る
た
め
、
脇
部
屋
と
の
間
を
御
簾
や
幕
は
覆
わ
ず
に
開
け

た
ま
ま
使
う
。
ま
た
有
川
神
社
で
は
上
五
島
神
楽
と
同
様
に
、
四
方
の
隅
と
神
前
側
そ
れ
ぞ

れ
に
五
色
幣
を
置
く
が
、
志
自
岐
羽
黒
神
社
を
始
め
、
そ
の
他
の
神
社
で
は
し
て
い
な
い
。

た
だ
し
方
角
は
決
め
ら
れ
て
い
る
。
志
自
岐
羽
黒
神
社
で
は
右
奥
を
東
と
す
る
。
有
川
神
社

187

有
川

金比羅神社

志自岐羽黒神社

太田小学校 文

志自岐羽黒神社

舞座

幣殿

中央北
太鼓

太鼓

東

西 南

拝殿

縁
志自岐羽黒神社「舞座」図
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は
右
奥
が
南
と
な
っ
て
い
る
。
舞
は
東
南
西
北
の
順
に
舞
う
の
が
基
本
と
さ
れ
る
が
、
有
川

の
神
職
・
社
人
・
保
存
会
員
は
有
川
神
社
の
方
向
に
慣
れ
て
い
る
た
め
、
太
田
で
も
左
奥
か

ら
舞
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。
そ
の
点
、
太
田
在
住
の
巫
女
は
右
奥
か
ら
舞
っ
て
い
る
。

幣
殿
に
は
天
蓋
も
な
い
が
、
志
自
岐
羽
黒
神
社
で
は
、
幣
殿
の
天
井
に
四
辺
と
対
角
線

に
し
め
縄
が
張
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
志
自
岐
羽
黒
神
社
の
み
の
習
慣
と
な
っ
て
い
る
。

四

伝
承
組
織

神
楽
の
伝
承
者
は
、
有
川
神
社
宮
司
を
務
め
る
江
口
一
二
三
氏
を
中
心
と
し
て
、
江
口
氏

の
家
族
と
、
有
川
に
住
む
社
人
（
江
口
氏
と
原
氏
）
と
で
構
成
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
保
存
会

長
は
社
人
の
江
口
栄
一
氏
が
務
め
る
。
社
人
は
世
襲
制
と
い
う
よ
り
も
、
神
葬
祭
の
家
で
あ

れ
ば
誰
で
も
構
わ
な
い
の
だ
が
、
親
が
神
楽
に
携
わ
っ
て
い
る
と
必
然
的
に
子
供
も
神
楽
を

習
う
よ
う
に
な
る
た
め
、
結
果
的
に
代
々
受
け
継
い
で
い
く
よ
う
に
な
る
。

神
楽
を
始
め
る
の
は
小
学
校
の
低
学
年
頃
か
ら
で
「
座ざ

祓は
ら
い

」「
左さ

男お

舞ま
い

」
か
ら
始
め
、
中

学
生
の
頃
に
は
「
折お

敷し
き

舞
」
を
演
じ
る
よ
う
に
な
る
。
基
本
的
に
は
神
楽
は
男
子
の
も
の
だ

が
、「
座
祓
」「
荒
塩
舞
」
な
ど
は
女
子
で
も
舞
う
。

練
習
は
夏
の
祇
園
祭
（
七
月
後
半
）
前
と
秋
の
各
地
の
例
祭
前
に
お
こ
な
っ
て
い
る
。
お

よ
そ
三
週
間
前
か
ら
、
週
二
回
程
度
。
一
週
間
前
に
な
る
と
更
に
密
に
練
習
を
す
る
よ
う
に

な
る
。
か
つ
て
は
、
秋
の
例
祭
で
兼
務
社
を
廻
る
と
そ

こ
に
宿
泊
し
た
た
め
、
宵
宮
が
終
わ
る
と
そ
こ
で
反
省

会
と
練
習
と
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
こ
う
し
た
伝
統
的
な
神
職
と
社
人
だ
け
で

は
、
将
来
の
伝
承
に
不
安
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
選
択

無
形
民
俗
文
化
財
（
平
成
十
三
年
度
）
と
な
っ
た
平
成

十
四
年
に
、「
有
川
神
楽
保
存
会
」
を
結
成
。
氏
子
の

中
か
ら
メ
ン
バ
ー
を
募
集
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
あ
ら

か
じ
め
声
が
け
を
し
て
い
た
人
に
加
え
、
広
報
で
の
呼

び
か
け
か
ら
も
集
ま
り
、
さ
ら
に
そ
の
人
々
が
声
を
か

け
て
八
名
が
集
ま
っ
た
。

現
在
は
、
神
職
・
社
人
と
保
存
会
員
が
混
在
し
て
神
楽
を
伝
承
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
祭

礼
の
際
に
は
、
神
職
・
社
人
は
仕
事
と
し
て
行
く
が
、
保
存
会
は
基
本
的
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で
の
参
加
と
な
る
。
ま
た
町
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
で
神
楽
を
披
露
す
る
際
に
は
、
保
存

会
の
名
で
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
太
田
郷
の
祭
礼
で
は
「
座
祓
」「
五
方
」「
浦
安
の
舞
」
は
、
太
田
郷
の
女
子
中
学
・

高
校
生
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、昭
和
四
十
八
年
の
志
自
岐
羽
黒
神
社
遷
宮
時
に
、

上
五
島
神
楽
を
伝
え
る
榎え

の
き

津づ

神
社
の
神
職
に
依
頼
し
て
太
田
に
住
む
小
学
生
女
子
児
童
が
習

得
し
た
も
の
。
通
常
は
小
学
校
四
年
生
か
ら
始
め
、
舞
手
は
毎
年
更
新
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
子
供
の
数
が
減
っ
た
た
め
に
中
高
生
に
代
わ
り
、
現
在
の
五
名
の
メ
ン
バ
ー
は
こ
の
何
年

間
か
続
け
て
い
る
。
内
訳
は
中
学
校
二
年
生
が
二
人
、
三
年
生
が
二
人
、
高
校
三
年
生
が
一

人
。
稽
古
は
例
祭
の
一
ヶ
月
ほ
ど
前
か
ら
お
こ
な
う
。
平
日
は
二
〇
時
か
ら
、
週
末
は
一
九

時
三
〇
分
か
ら
始
め
る
。
な
お
、
浦
安
の
舞
に
限
っ
て
は
太
田
以
外
で
も
そ
の
集
落
の
女
子

が
舞
う
場
合
が
あ
る
。

五

行
事
（
芸
能
）
内
容

（
一
）
次
第
・
日
程

１ 

準
備

土
曜
日
で
あ
る
十
月
二
十
三
日
に
、八
時
よ
り
地
区
毎
に
例
祭
の
準
備
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

平
成
二
十
二
年
は
、後
町
の
三
～
七
班
が
し
め
縄
づ
く
り
。
上
筋
の
一
～
五
班
が
神
社
掃
除
、

下
筋
の
一
～
六
班
が
や
ぐ
ら
組
み
お
よ
び
し
め
縄
張
り
。
や
ぐ
ら
と
は
幟
旗
を
立
て
る
た
め

の
台
組
で
あ
っ
て
、
祭
礼
時
に
は

神
社
の
参
道
か
ら
神
社
前
の
橋
近

辺
ま
で
色
と
り
ど
り
の
幟
旗
で
埋

め
尽
く
さ
れ
て
賑
や
か
で
あ
る
。

２ 

十
月
三
十
一
日
（
前
夜
祭
）

一
八
時
三
〇
分
よ
り
祭
典
が
始

ま
る
。
拝
殿
入
り
口
で
は
、
甘
酒

有川神社

幟旗
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が
ふ
る
ま
わ
れ
る
。
神
職
・
社
人
と
巫
女
は
全
員
幣
殿
へ
と
上
が
り
、
宮
司
が
幣
殿
の
向
か

っ
て
右
奥
に
着
座
。
笛
は
向
か
っ
て
左
脇
の
部
屋
に
、
そ
の
他
の
神
職
・
社
人
と
巫
女
は
向

か
っ
て
右
の
脇
部
屋
に
座
る
。
幣
殿
の
手
前
側
に
は
太
鼓
が
二
つ
並
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
手
前

に
叩
き
手
が
座
る
。
向
か
っ
て
右
の
太
鼓
は
、
通
常
の
も
の
が
破
れ
た
た
め
に
、
神
幸
用
の

薄
い
太
鼓
で
あ
る
。

修
祓
に
始
ま
っ
て
開
扉
、献
饌
、祝
詞
奏
上
、そ
し
て
玉
串
奉
奠
と
続
く
。
玉
串
奉
奠
で
は
、

拝
殿
に
集
ま
っ
た
参
拝
者
の
ほ
ぼ
全
員
が
お
こ
な
う
。
そ
の
際
、
幣
殿
と
拝
殿
と
が
用
い
ら

れ
る
が
、
自
然
と
幣
殿
で
は
男
性
が
、

拝
殿
で
は
女
性
が
お
こ
な
う
よ
う
に
な

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
決
ま
り
で
は
な

い
。一

九
時
一
〇
分
、
太
鼓
が
向
か
っ
て

左
の
脇
部
屋
に
移
動
さ
れ
、
座
祓
い
か

ら
神
楽
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
日
の
演
目

は
や
や
多
く
、
次
の
通
り
。
通
常
の
例

祭
で
は
九
番
程
度
を
演
じ
る
。

①
座
祓（
巫
女
）
②
左
男
舞

③
荒
塩
舞（
巫
女
）
④
五
方
の
舞（
巫
女
）
⑤
四し

天て

王ん
（
保

存
会
）
⑥
浦
安
の
舞
（
巫
女
）
⑦
御み

剣つ
る
ぎ

⑧
折
敷
（
子
供
）
⑨
山
之
真
（
宮
司
）
⑩
獅

子
舞

⑪
八は

っ

饌せ
ん

舞ま
い

二
一
時
、
神
楽
が
終
了
す
る
と
撤
饌
、
閉
扉
を
お
こ
な
い
、
最
後
に
宮
司
が
金
幣
を
持

っ
て
、
神
職
・
社
人
・
巫
女
か
ら
参
拝
者
ま
で
全
員
に
対
し
て
回
っ
て
祓
い
を
お
こ
な
っ
た
。

二
一
時
一
八
分
、
宮
司
か
ら
の
挨
拶
が
あ
っ
て
、
終
了
後
は
巫
女
が
参
拝
者
に
神
酒
を
注
い

で
回
っ
た
。

３ 

十
一
月
一
日
（
例
祭
）

九
時
二
〇
分
、
御
霊
移
し
の
済
ん
だ
神
輿
を
拝
殿
か
ら
外
に
出
し
、
神
幸
が
始
ま
る
。
行

列
順
は
次
の
通
り
。
な
お
金
幣
は
、途
中
で
沿
道
の
氏
子
に
対
し
て
祓
い
を
お
こ
な
う
た
め
、

行
列
か
ら
は
み
出
る
形
と
な
る
。

獅
子
・
天
狗

―

清
め
（
潮
桶
）
―

注
連
縄
（
笹
）
―

旗

―

金
幣

―

神
職

―
神
輿

―

宮
司

―

巫
女

―

子
供
神
輿

―

太
鼓
・
笛

―

氏
子

一
行
は
神
社
を
出
た
後
に
南
西
に
向
か
っ
て
進
み
、
橋
を
渡
っ
た
先
を
左
に
入
っ
て
南
西

方
向
の
集
落
内
を
回
っ
て
、
再
び
橋
に
戻
る
と
、
今
度
は
北
西
方
向
の
集
落
を
回
る
。
太
田

小
学
校
の
手
前
で
川
沿
い
に
橋
ま
で
戻
り
、
橋
を
渡
っ
て
北
西
方
向
に
集
落
を
回
っ
て
神
社

へ
と
戻
る
。

一
〇
時
一
〇
分
、

還
御
し
た
神
輿
を
幣

殿
か
ら
本
殿
に
続
く

間
に
上
げ
て
御
霊
移

し
を
お
こ
な
う
。
献

饌
を
お
こ
な
っ
て
祝

詞
奏
上
に
続
き
、
玉

串
奉
奠
。
郷
長
に
続

き
男
性
が
幣
殿
で
お

こ
な
っ
た
後
に
、
女

性
が
拝
殿
で
お
こ
な
う
。
こ
こ
ま
で
太
鼓
は
幣
殿
の
手
前
に
横
並
び
、
笛
は
幣
殿
の
向
か
っ

て
左
脇
部
屋
に
い
る
。

一
〇
時
四
〇
分
、
神
楽
が
始
ま
る
。
こ
の
時
、
太
鼓
は
笛
と
同
じ
左
脇
部
屋
に
い
る
。
こ

の
日
の
演
目
は
次
の
通
り
。

①
座
祓
（
巫
女
）
②
五
方
の
舞
（
巫
女
）
③
浦
安
の
舞
（
巫
女
）
④
獅
子
舞
（
氏
子
）

⑤
八
饌
舞

金幣による祓い

浦安の舞

獅子・天狗

神幸（神輿）

神幸（先頭）
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こ
の
日
の
獅
子
は
、

太
田
の
氏
子
に
よ
っ
て

舞
わ
れ
る
。
宵
宮
か
例

祭
の
ど
ち
ら
か
で
地
元

の
人
が
舞
う
の
が
恒
例

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

八
饌
で
餅
が
撒
か
れ
た

後
、
一
一
時
三
三
分
、

神
楽
が
終
了
す
る
。
す

ぐ
に
撤
饌
を
し
て
一
一
時
四
三
分
に
は
例
祭
が
終
了
。
宮
司
が
郷
長
へ
報
告
を
す
る
。
宮
司

か
ら
一
言
あ
っ
た
の
ち
、
す
ぐ
に
神
饌
を
入
れ
替
え
て
、
続
い
て
「
新
嘗
祭
」
が
お
こ
な
わ

れ
る
。
新
嘗
祭
は
通
常
の
祭
典
で
、神
楽
は
伴
わ
な
い
。
最
後
に
餅
撒
き
が
あ
っ
て
終
了
し
、

宮
司
が
参
拝
者
に
金
幣
に
よ
る
祓
え
を
お
こ
な
う
。
一
二
時
四
〇
分
、
す
べ
て
の
祭
典
が
終

了
す
る
と
、
神
社
前
の
公
民
館
に
場
所
を
移
し
て
直
会
（
昼
食
）
が
催
さ
れ
る
。

（
二
）
演
目
・
芸
態

上
五
島
神
楽
同
様
に
、
玉
串
奉
奠
時
に
楽
に
あ
わ
せ
て
神
歌
が
唄
わ
れ
る
の
が
特
徴
的
だ

と
い
え
る
。
ま
ず
笛
の
み
で
「
千
早
ふ
る
」
で
始
ま
る
神
歌
を
唄
い
、「
お
も
し
ろ
や
」
で
「
君

が
代
」
を
入
れ
て
太
鼓
が
入
る
。
こ
こ
か
ら
「
久
々
は
」
か
ら
「
八
雲
た
つ
」
ま
で
を
唄
う
。

そ
の
後
、
四
季
の
神
楽
歌
を
適
宜
選
ん
で
唄
い
、「
よ
ろ
こ
び
に
」
ま
で
い
く
が
、
そ
の
部

分
は
参
拝
者
の
多
少
に
よ
っ
て
調
整
す
る
。

神
楽
に
用
い
る
楽
器
の
う
ち
、
笛
は
篠
笛
を
用
い
、
こ
れ
は
個
人
持
ち
と
な
る
。
太
鼓
は

鋲
打
ち
の
胴
長
太
鼓
を
基
本
と
す
る
が
、
短
胴
の
も
の
を
使
う
場
合
も
あ
る
。
通
常
は
村
持

ち
で
、
神
社
に
備
え
て
あ
る
。
二
基
用
い
る
が
、
大
小
の
区
別
は
な
い
。
た
だ
し
上
（
本
殿

寄
り
）
に
置
い
た
方
が
主
で
、
下
が
そ
れ
に
あ
わ
せ
る
形
を
と
る
。
こ
の
ほ
か
「
八
饌
舞
」

に
用
い
る
箕み

も
村
持
ち
で
あ
る
。
ま
た
獅
子
頭
は
有
川
神
楽
で
所
有
し
て
い
る
が
、
太
田
だ

け
は
個
人
持
ち
の
獅
子
頭
が
あ
る
た
め
、志
自
岐
羽
黒
神
社
の
宵
宮
か
例
祭
の
ど
ち
ら
か
は
、

そ
れ
を
使
っ
て
集
落
の
者
が
演
じ
る
。
面
や
採
り
物
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
古
い
も
の
を

も
と
に
複
製
を
作
っ
て
使
う
よ
う
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
古
い
面
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど

残
っ
て
い
な
い
。

舞
の
実
際
と
し
て
、
所
作
は
東
南
西
北
の
順
に
同
じ
も
の
を
繰
り
返
す
の
が
基
本
だ
が
、

省
略
す
る
際
に
は
東
南
で
一
所
作
、
西
北
で
一
所
作
と
い
う
よ
う
に
省
い
て
い
る
。
ま
た
舞

い
方
で
上
五
島
神
楽
と
最
も
異
な
る
点
が
、
巡
っ
て
中
に
入
る
場
合
に
上
五
島
は
横
か
ら
入

る
が
、
有
川
の
場
合
は
舞
座
手
前
（
神
前
に
遠
い
側
）
か
ら
入
る
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
今
回
の
上
演
演
目
以
外
に
次
の
舞
が
あ
る
。
小こ
う
幣べ

（
現
行
）・
七し

め五
三
舞ま
い
（
現
行
）・

御お

潮し

井た

桶ご

（
現
行
）・
長な
ぎ
な
た刀
舞ま
い
（
現
行
）・
剣け
っ
か
い舞
（
現
行
）・
恵え

比び

須す

（
現
行
）・
御み

幣て

帛ぐ
ら
（
現
行
）・

将し
ょ
う
ぐ
ん軍
舞ま
い
（
舞
可
能
）・
神か
ん
づ図
（
舞
可
能
）・
山や
ま
之の

下し
た
（
廃
絶
）・
荒あ
ら
平ひ
ら
舞ま
い
（
廃
絶
）・
鈴す
ず
舞ま
い
（
現

行
）・
山や
ま
ん之
太た
ろ
う郎
（
現
行
）・
末す
え
ひ
ろ広
舞ま
い
（
現
行
）・
梓
あ
ず
さ
弓ゆ
み
（
現
行
）・
四よ

剣つ
る
ん（
現
行
）・
火ひ
の
神か
ん
舞ま
い
（
現

行
）・
二に

本ほ
ん

剣け
ん

舞ま
い

（
廃
絶
）・
宝ほ
う

剣け
ん
ま
い舞

（
廃
絶
）。
な
お
恵
比
須
は
祭
礼
の
際
に
は
上
演
す
る

こ
と
が
多
い
が
、
今
回
は
演
者
の
服
喪
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
。

以
降
に
舞
の
所
作
等
に
つ
い
て
、
演
目
毎
に
挙
げ
て
ゆ
く
。
本
記
録
は
、
あ
く
ま
で
本

調
査
時
の
実
見
に
基
づ
く
記
録
で
あ
る
た
め
、
本
来
の
伝
承
内
容
と
若
干
の
相
違
を
含
ん
で

い
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
所
作
の
回
数
等
を
省
略
し
て
演
じ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
実
際
の
上
演
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
も
、
そ
の
ま
ま
記
録
し
て
い
る
。
ま
た
舞
手

が
円
を
描
い
て
移
動
す
る
場
合
こ
れ
を
「
巡
る
」
と
表
記
し
、
そ
の
場
で
回
転
す
る
（
あ
る

い
は
回
転
し
な
が
ら
移
動
す
る
）
場
合
に
は
、「
回
る
」
と
表
記
す
る
。
そ
の
際
、
時
計
周

り
を
「
順
」、
そ
の
逆
を
「
逆
」
と
称
し
て
お
く
。
ま
た
方
向
を
表
す
場
合
、
調
査
地
の
呼

称
に
倣
う
。
志
自
岐
羽
黒
神
社
の
場
合
に
は
、
向
か
っ
て
右
奥
が
東
、
左
奥
が
北
、
右
手
前

が
南
、
左
手
前
が
西
と
な
る
。
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
、
仮
に
本
殿
方
向
を
一
二
時
と
し
、

そ
の
反
対
を
六
時
と
い
っ
た
よ
う
に
表
す
。

１ 
座ざ

祓は
ら
い（

6
分
30
秒
）

「
座
祓
」「
左
男
舞
」「
荒
塩
舞
」
を
「
清
め
の
三
番
」
と
称
し
て
、
必
ず
最
初
に
舞
う
。

太
田
で
は
、
太
田
の
巫
女
が
舞
う
。

①
案
の
前
に
座
し
て
拝
礼
し
、
幣
二
本
を
ま
と
め
て
両
手
で
取
り
上
に
掲
げ
て
立
ち
、
中
央

へ
下
が
っ
て
一
礼
。

獅子

餅まき
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②
左
右
左
と
後
方
へ
採
り

物
を
振
る
。
左
に
振
る

際
は
左
足
を
、
右
に
振

る
際
に
は
右
足
を
一
歩

下
げ
る
。

③
手
前
中
央
か
ら
順
方
向

に
二
巡
り
し
、
手
前
中

央
か
ら
舞
座
の
中
央
に

入
っ
て
神
前
に
向
き
、

両
膝
で
屈
伸
一
回
。
そ
の
後
、順
方
向
に
回
転
し
て
西
隅（
左
手
前
）に
南
向
き
に
立
つ〔
順

巡
り
の
基
本
〕。
こ
の
間
、
左
手
で
幣
を
掲
げ
、
右
手
は
腰
。

④
西
隅
か
ら
逆
方
向
に
二
巡
り
し
、
手
前
中
央
か
ら
舞
座
中
央
に
入
っ
て
神
前
に
向
き
、
両

膝
で
屈
伸
一
回
。
そ
の
後
、逆
方
向
に
回
転
し
て
南
隅
（
右
手
前
）
に
西
向
き
に
立
つ
〔
逆

巡
り
の
基
本
〕。
こ
の
間
、
右
手
で
幣
を
掲
げ
、
左
手
は
腰
。

⑤
二
本
の
幣
を
両
手
に
取
り
分
け
、
左
手
の
幣
を
縦
、
右
手
の
幣
を
横
に
し
て
十
字
に
交
わ

ら
せ
、
南
隅
か
ら
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
西
隅
へ
。

⑥
右
手
を
縦
に
、
左
手
を
横
に
十
字
に
交
わ
ら
せ
て
持
ち
、
西
隅
か
ら
〔
逆
巡
り
の
基
本
〕

で
南
隅
へ
。

⑦
両
手
の
幣
を
X
字
に
交
わ
ら
せ
、
南
隅
か
ら
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
西
隅
へ
。

⑧
次
は
首
の
後
ろ
で
両
手
の
幣
を
X
字
に
交
わ
ら
せ
、
西
隅
か
ら
〔
逆
巡
り
の
基
本
〕
で
、

最
後
は
南
隅
に
行
か
ず
中
央
に
立
つ
。

⑨
両
手
の
幣
を
上
に
掲
げ
て
タ
チ
ゴ
ト
。

⑩
②
同
様
に
左
右
左
と
後
方
へ
採
り
物
を
振
る
。

⑪
③
同
様
に
左
手
で
幣
を
掲
げ
右
手
は
腰
で
、〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
西
隅
へ
。

⑫
④
同
様
に
右
手
で
幣
を
上
げ
左
手
は
腰
で
、〔
逆
巡
り
の
基
本
〕
で
南
隅
へ
。

⑬
右
手
幣
を
前
に
出
し
、
左
手
幣
は
左
肩
に
あ
て
て
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
西
隅
へ
。

⑭
左
手
幣
を
前
に
出
し
、右
手
幣
を
肩
に
あ
て
て
西
隅
か
ら
〔
逆
巡
り
の
基
本
〕
で
南
隅
へ
。

片
膝
を
つ
く
。

⑮
⑦
同
様
に
両
手
の
幣
を
Ｘ
字
に
交
差
さ
せ
、
南
隅
か
ら
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
西
隅
へ
。

片
膝
を
つ
く
。

⑯
⑧
同
様
に
首
の
後
ろ
で
両
手
の
幣
を
X
字
に
交
わ
ら
せ
、西
隅
か
ら〔
逆
巡
り
の
基
本
〕で
、

最
後
は
南
隅
へ
行
か
ず
中
央
に
立
つ
。

⑰
最
後
に
両
手
で
幣
を
掲
げ
、
一
礼
し
て
神
前
に
進
み
、
座
し
て
案
に
幣
を
置
い
て
か
ら
拝

し
て
終
了
。

２ 

左さ

男お

舞ま
い

（
7
分
）

烏
帽
子
に
狩
衣
姿
。「
清
め
の
三
番
」
の
一
つ
。
こ
の

舞
は
、
舞
手
の
中
に
子
供
が
い
れ
ば
、
子
供
が
舞
う
も
の

と
さ
れ
る
。

①
案
の
前
に
座
し
て
拝
礼
し
、
右
手
に
鈴
、
左
手
に
閉
扇

を
取
っ
て
立
ち
、前
に
掲
げ
て
中
央
へ
下
が
っ
て
一
礼
。

②
左
右
左
と
後
方
へ
採
り
物
を
振
る
。
左
に
振
る
際
は
左

足
を
、
右
に
振
る
際
に
は
右
足
を
一
歩
下
げ
る
。

③
手
前
中
央
か
ら
順
方
向
に
二
巡
り
し
、
手
前
中
央
か
ら

舞
座
の
中
央
に
入
っ
て
神
前
に
向
き
、
両
膝
で
屈
伸
一

回
。
そ
の
後
、
順
方
向
に
回
転
し
て
西
隅
（
左
手
前
）

に
南
向
き
に
立
つ
〔
順
巡
り
の
基
本
〕。
こ
の
間
、
左

手
の
閉
扇
、
右
手
の
鈴
を
前
方
に
掲
げ
て
い
る
。

④
西
隅
か
ら
逆
方
向
に
二
巡
り
し
、
手
前
中
央
か
ら
舞
座

中
央
に
入
っ
て
神
前
に
向
き
、
両
膝
で
屈
伸
一
回
。
そ

の
後
、
逆
方
向
に
回
転
し
て
南
隅
（
右
手
前
）
に
西
向

き
に
片
膝
立
ち
〔
逆
巡
り
の
基
本
〕。
こ
の
間
、
左
手

の
閉
扇
、
右
手
の
鈴
を
前
方
に
掲
げ
て
い
る
。

⑤
扇
を
開
き
左
手
で
か
か
げ
、
右
手
は
鈴
を
振
り
、
南
隅

か
ら
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
西
隅
へ
片
膝
立
ち
。

⑥
右
手
の
鈴
を
上
に
上
げ
て
振
り
つ
つ
、
左
手
の
開
扇
は
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腹
に
あ
て
て
西
隅
か
ら
〔
逆
巡
り
の
基
本
〕
で
南
隅
へ
片
膝
立
ち
。

⑦
開
扇
の
要
を
前
向
き
に
水
平
に
持
ち
、
右
手
は
鈴
を
振
り
、
南
隅
か
ら
〔
順
巡
り
の
基
本
〕

で
西
隅
へ
片
膝
立
ち
。

⑧
左
手
の
開
扇
を
後
ろ
手
に
持
ち
、
右
手
は
鈴
を
振
り
、
西
隅
か
ら
〔
逆
巡
り
の
基
本
〕
で

南
隅
で
は
な
く
中
央
へ
。

⑨
扇
を
閉
じ
、
両
手
を
挙
げ
て
タ
チ
ゴ
ト
。

⑩
②
同
様
に
左
右
左
と
後
方
へ
採
り
物
を
振
る
。

⑪
③
同
様
に
左
手
の
閉
扇
、
右
手
の
鈴
を
前
方
に
掲
げ
、〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
西
隅
へ
。

⑫
④
同
様
に
左
手
の
閉
扇
、
右
手
の
鈴
を
前
方
に
掲
げ
、〔
逆
巡
り
の
基
本
〕
で
南
隅
へ
片

膝
立
ち
。

⑬
一
旦
、
神
前
に
進
み
案
に
鈴
を
置
く
と
南
隅
に
戻
る
。

⑭
扇
を
開
き
左
手
で
掲
げ
、右
手
は
腰
に
あ
て
て
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
西
隅
へ
片
膝
立
ち
。

⑮
開
扇
を
右
手
に
掲
げ
て
、左
手
は
腰
に
あ
て
て
〔
逆
巡
り
の
基
本
〕
で
南
隅
へ
片
膝
立
ち
。

⑯
右
手
開
扇
を
上
に
掲
げ
、左
手
は
前
に
伸
ば
し
て〔
順
巡
り
の
基
本
〕で
西
隅
へ
片
膝
立
ち
。

⑰
左
手
を
上
に
掲
げ
、右
手
開
扇
は
下
に
し
て〔
逆
巡
り
の
基
本
〕で
南
隅
で
は
な
く
中
央
へ
。

⑱
最
後
に
神
前
に
進
み
、
座
し
て
一
礼
し
て
終
了
。

３ 

荒あ
ら

塩し
お

舞ま
い

（
8
分
30
秒
）

塩
の
載
っ
た
折
敷
を
持
っ
て
舞
う
。
調
査
時
に
は
巫
女
が
舞
っ
た
。

①
案
の
前
に
座
し
て
拝
礼
し
、
右
手
に
鈴
、
左
手
に
折
敷
（
右
手
も
鈴
を
持
ち
な
が
ら
添
え

る
）
を
取
っ
て
立
ち
、
前
に
掲
げ
て
中
央
へ
下
が
っ
て
一
礼
。

②
左
右
左
と
後
方
へ
採
り
物
を
振
る
。
左
に
振
る
際
は
左
足
を
、
右
に
振
る
際
に
は
右
足
を

一
歩
下
げ
る
。

③
手
前
中
央
か
ら
順
方
向
に
二
巡
り
し
、
手
前
中
央
か
ら
舞
座
の
中
央
に
入
っ
て
神
前
に
向

き
、
両
膝
で
屈
伸
一
回
。
そ
の
後
、
順
方
向
に
回
転
し
て
西
隅
（
左
手
前
）
へ
〔
順
巡

り
の
基
本
〕。
こ
の
間
、
両
手
は
上
に
掲
げ
て
い
る

④
西
隅
か
ら
逆
方
向
に
二
巡
り
し
、
手
前
中
央
か
ら
舞
座
中
央
に
入
っ
て
神
前
に
向
き
、
両

膝
で
屈
伸
一
回
。
そ
の
後
、逆
方
向
に
回
転
し
て
南
隅（
右
手
前
）へ〔
逆
巡
り
の
基
本
〕。 

こ
の
間
、
左
手
の
折
敷
を
上
に
掲
げ
、
右
手
の
鈴
を
振
っ

て
い
る
。

⑤
南
隅
で
逆
方
向
に
一
回
転
し
て
両
膝
で
屈
伸
一
回
。
北

に
向
か
っ
て
左
手
の
折
敷
を
差
し
出
し
、
右
手
の
鈴
を

折
敷
に
向
け
て
振
る
。
終
わ
っ
て
も
う
一
度
両
膝
で
屈

伸
し
て
逆
方
向
に
一
回
転
。

⑥
鈴
は
右
手
に
持
っ
た
ま
ま
両
手
で
折
敷
を
捧
げ
、
逆
方

向
に
二
巡
り
し
、
手
前
中
央
か
ら
舞
座
中
央
に
入
っ
て

神
前
に
向
き
、
両
膝
で
屈
伸
一
回
。
そ
の
後
順
方
向
に

一
回
転
し
、
西
隅
へ
。
西
隅
か
ら
左
手
の
折
敷
を
上
に

掲
げ
、
右
手
の
鈴
を
振
り
つ
つ
逆
方
向
へ
二
巡
り
。

⑦
⑤
同
様
の
所
作
を
西
隅
で
。（
逆
方
向
へ
一
回
転
し
て
両

膝
で
屈
伸
一
回
。
東
に
向
か
っ
て
左
手
の
折
敷
を
差
し

出
し
、
右
手
の
鈴
を
折
敷
に
向
け
て
振
る
。
終
わ
っ
て

も
う
一
度
両
膝
で
屈
伸
し
て
逆
方
向
に
一
回
転
。）

⑧
鈴
は
右
手
に
持
っ
た
ま
ま
両
手
で
折
敷
を
捧
げ
、
順
方

向
に
二
巡
り
し
、
手
前
中
央
か
ら
舞
座
中
央
に
入
っ
て

神
前
に
向
き
、
両
膝
で
屈
伸
一
回
。
そ
の
後
順
方
向
に

一
回
転
し
、
南
隅
へ
。
南
隅
か
ら
左
手
の
折
敷
を
上
に
掲
げ
、
右
手
の
鈴
を
振
り
つ
つ

逆
方
向
へ
二
巡
り
。

⑨
⑤
同
様
の
所
作
を
北
隅
で
。（
逆
方
向
へ
一
回
転
し
て
両
膝
で
屈
伸
一
回
。
南
に
向
か
っ

て
左
手
の
折
敷
を
差
し
出
し
、
右
手
の
鈴
を
折
敷
に
向
け
て
振
る
。
終
わ
っ
て
も
う
一

度
両
膝
で
屈
伸
し
て
逆
方
向
に
一
回
転
。）

⑩
鈴
は
右
手
に
持
っ
た
ま
ま
両
手
で
折
敷
を
捧
げ
、
順
方
向
に
二
巡
り
し
、
手
前
中
央
か
ら

舞
座
中
央
に
入
っ
て
神
前
に
向
き
、
両
膝
で
屈
伸
一
回
。
そ
の
後
順
方
向
に
一
回
転
し
、

手
前
中
央
へ
。
手
前
中
央
か
ら
左
手
の
折
敷
を
上
に
掲
げ
、
右
手
の
鈴
を
振
り
つ
つ
逆

方
向
へ
二
巡
り
。

⑪
⑤
同
様
の
所
作
を
東
隅
で
。（
逆
方
向
へ
一
回
転
し
て
両
膝
で
屈
伸
一
回
。
西
に
向
か
っ
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て
左
手
の
折
敷
を
差
し
出
し
、
右
手
の
鈴
を
折
敷
に
向
け
て
振
る
。
終
わ
っ
て
も
う
一

度
両
膝
で
屈
伸
し
て
逆
方
向
に
一
回
転
。）

⑫
鈴
は
右
手
に
持
っ
た
ま
ま
両
手
で
折
敷
を
捧
げ
、
順
方
向
に
二
巡
り
し
、
手
前
中
央
か
ら

舞
座
中
央
に
入
っ
て
神
前
に
向
き
、
両
膝
で
屈
伸
一
回
。
そ
の
後
順
方
向
に
一
回
転
し
、

南
隅
へ
は
行
か
ず
に
中
央
か
ら
案
に
鈴
を
置
く
。

⑬
折
敷
を
両
手
で
捧
げ
持
ち
、
タ
チ
ゴ
ト
。

⑭
左
右
左
と
後
方
へ
採
り
物
を
振
る
。

⑮
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
手
前
中
央
へ
。
そ
こ
か
ら
左
手
で
折
敷
を
掲
げ
、
右
手
は
腰
で
逆

方
向
に
二
巡
り
し
て
南
隅
へ
。

⑯
南
隅
で
逆
方
向
に
一
回
転
し
て
両
膝
で
屈
伸
一
回
。
北
に
向
か
っ
て
左
手
の
折
敷
を
差
し

出
し
、
右
手
で
つ
ま
む
。
終
わ
っ
て
も
う
一
度
両
膝
で
屈
伸
し
て
逆
方
向
に
一
回
転
。

⑰
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
手
前
中
央
へ
。
そ
こ
か
ら
左
手
で
折
敷
を
掲
げ
、
右
手
は
腰
で
逆

方
向
に
二
巡
り
し
て
西
隅
へ
。

⑱
⑯
同
様
の
所
作
を
西
隅
で
。
西
隅
で
逆
方
向
に
一
回
転
し
て
両
膝
で
屈
伸
一
回
。
東
に
向

か
っ
て
左
手
の
折
敷
を
差
し
出
し
、
右
手
で
つ
ま
む
。
終
わ
っ
て
も
う
一
度
両
膝
で
屈

伸
し
て
逆
方
向
に
一
回
転
。

⑲
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
手
前
中
央
へ
。
そ
こ
か
ら
左
手
で
折
敷
を
掲
げ
、
右
手
は
腰
で
逆

方
向
に
二
巡
り
し
て
北
隅
へ
。

⑳
⑯
同
様
の
所
作
を
北
隅
で
。
北
隅
で
逆
方
向
に
一
回
転
し
て
両
膝
で
屈
伸
一
回
。
南
に
向

か
っ
て
左
手
の
折
敷
を
差
し
出
し
、
右
手
で
つ
ま
む
。
終
わ
っ
て
も
う
一
度
両
膝
で
屈

伸
し
て
逆
方
向
に
一
回
転
。

㉑
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
手
前
中
央
へ
。
そ
こ
か
ら
左
手
で
折
敷
を
掲
げ
、
右
手
は
腰
で
逆

方
向
に
二
巡
り
し
て
東
隅
へ
。

㉒
⑯
同
様
の
所
作
を
東
隅
で
。
東
隅
で
逆
方
向
に
一
回
転
し
て
両
膝
で
屈
伸
一
回
。
西
に
向

か
っ
て
左
手
の
折
敷
を
差
し
出
し
、
右
手
で
つ
ま
む
。
終
わ
っ
て
も
う
一
度
両
膝
で
屈

伸
し
て
逆
方
向
に
一
回
転
。

㉓
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
西
の
隅
へ
片
膝
。

㉔
左
手
の
折
敷
を
前
に
差
し
出
し
、
右
手
は
腰
。
西
隅
か
ら
逆
方
向
に
二
巡
り
。
手
前
中
央

か
ら
舞
座
の
中
央
に
入
っ
て
神
前
に
向
き
、
両
膝
で
屈
伸
一
回
。
そ
の
後
、
順
方
向
に

一
回
転
し
て
手
前
中
央
に
南
向
き
に
片
膝
。

㉕
折
敷
を
右
手
に
持
っ
て
左
手
は
腰
。
南
隅
か
ら
逆
方
向
に
二
巡
り
。
手
前
中
央
か
ら
舞
座

の
中
央
に
入
っ
て
神
前
に
向
き
、
両
膝
で
屈
伸
一
回
。
順
方
向
に
一
回
転
し
て
中
央
か

ら
案
に
折
敷
を
置
き
、
座
し
て
拝
礼
。

４ 

五ご

方ほ
う

の
舞ま
い

（
11
分
）

巫
女
に
よ
る
舞
。
昭
和
四
十
八
年
の
志
自
岐
羽
黒
神
社
遷
宮
時
に
、
上
五
島
神
楽
か
ら
習

得
し
た
舞
。
榎
津
神
社
の
神
職
に
依
頼
を
し
た
。
た
だ
し
現
在
は
「
五
方
の
舞
」
が
「
四
天
」

と
「
五
方
」
を
混
ぜ
た
よ
う
な
形
に
な
っ
て
お
り
、
四
人
で
五
方
を
舞
う
。
タ
チ
ゴ
ト
も
四

天
の
も
の
を
唱
え
な
が
ら
、
扮
装
は
五
方
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
太
田
で
伝
え
て
い
く
う

ち
に
変
貌
し
た
も
の
ら
し
い
。

①
ひ
ょ
っ
と
こ
（
青
）、
お
か
め
（
白
）、
鬼
（
赤
）、
翁
（
緑
）
の
面
を
つ
け
た
巫
女
が
順

に
舞
座
に
入
り
横
に
並
ぶ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
色
の
幣
を
両
手
で
持
つ
。

②
ひ
ょ
っ
と
こ
は
東
隅
へ
、
お
か
め
は
西
隅
、
鬼
は
南
隅
、
翁
は
北
隅
に
移
動
し
、
内
側
を

向
く
。

③
歌
に
あ
わ
せ
て
翁
（
東
）、
幣
を
回
し
な
が
ら
中
央
へ
進
み
出
て
、
向
き
を
変
え
て
も
と

に
戻
る
。
こ
れ
を
お
か
め
（
西
）、
鬼
（
南
）、
ひ
ょ
っ
と
こ
（
北
）
の
順
に
繰
り
返
す
。

④
御
幣
を
前
後
に
振
り
つ
つ
全
員
が
順
方
向
に
一
巡
り
。

⑤
全
員
で
東
方
を
向
い
て
幣

を
前
に
出
し
、
身
体
を
左

右
に
動
か
し
、
一
礼
し

て
「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
」

の
歌
の
と
こ
ろ
で
御
幣
を

振
る
。
終
わ
っ
て
全
員
順

方
向
に
一
巡
り
。

⑥
全
員
で
南
方
を
向
い
て
幣

を
前
に
出
し
、
身
体
を
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左
右
に
動
か
し
、
一
礼
し
て
「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
」
の
歌
の
と
こ
ろ
で
御
幣
を
振
る
。

終
わ
っ
て
全
員
中
を
向
く
。

⑦
翁
（
東
）
が
幣
を
両
手
で
回
し
つ
つ
片
膝
を
つ
い
て
中
央
に
進
み
出
て
、
ま
た
向
き
を
変

え
て
戻
る
。
こ
れ
を
、お
か
め
（
西
）、鬼
（
南
）、ひ
ょ
っ
と
こ
（
北
）
の
順
に
繰
り
返
す
。

終
わ
っ
て
全
員
順
方
向
に
一
巡
り
。

⑧
全
員
で
西
方
を
向
い
て
幣
を
前
に
出
し
、
身
体
を
左
右
に
動
か
し
、
一
礼
し
て
「
ヤ
ー
サ

ン
ハ
ー
ハ
イ
」
の
歌
の
と
こ
ろ
で
御
幣
を
振
る
。
終
わ
っ
て
全
員
順
方
向
に
一
巡
り
。

⑨
全
員
で
北
方
を
向
い
て
幣
を
前
に
出
し
、
身
体
を
左
右
に
動
か
し
、
一
礼
し
て
「
ヤ
ー
サ

ン
ハ
ー
ハ
イ
」
の
歌
の
と
こ
ろ
で
御
幣
を
振
る
。
終
わ
っ
て
全
員
中
を
向
く
。

⑩
東
西
か
ら
翁
と
お
か
め
が
中
央
に
進
み
出
て
場
所
を
入
れ
替
わ
る
。
次
い
で
南
北
か
ら
鬼

と
ひ
ょ
っ
と
こ
が
進
み
出
て
場
所
を
入
れ
替
え
。
再
び
東
西
か
ら
翁
と
お
か
め
出
て
入

れ
替
わ
る
。
南
北
か
ら
も
同
様
に
進
み
出
て
入
れ
替
え
。
終
わ
っ
て
全
員
順
方
向
に
一

巡
り
。

⑪
全
員
で
神
前
（
中
央
）
を
向
い
て
幣
を
前
に
出
し
、
身
体
を
左
右
に
動
か
し
、
一
礼
し
て

「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
」
の
歌
の
と
こ
ろ
で
御
幣
を
振
る
。

⑫
軽
く
跳
躍
し
な
が
ら
順
方
向
に
二
巡
り
。
そ
の
ま
ま
最
初
の
よ
う
に
横
一
列
に
。
神
前
に

進
み
座
し
て
幣
と
着
け
て
い
た
面
を
は
ず
し
て
置
き
、
拝
礼
。
幣
と
面
を
持
っ
て
退
出
。

５ 

四し

天て

王ん

（
9
分
）

白
衣
・
袴
に
陣
羽
織
。
頭
に
陣
笠
を
被
る
。
四
人
舞
で
あ
る
た
め
な
か
な
か
舞
え
ず
中
断

し
て
い
た
が
、
昭
和
六
十
一
年
に
有
川
神
社
が
で
き
た
際
に
復
活
さ
せ
た
。
笠
を
被
り
、
弓

を
持
つ
が
、
最
初
は
道
具
が
な
か
っ
た
の
で
竹
で
弓
を
、
紙
で
笠
を
作
っ
た
。
後
に
補
助
金

で
陣
笠
を
購
入
し
た
が
、
以
前
陣
笠
を
用
い
た
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
。

①
東
に
星
形
、
南
に
月
形
、
西
に
白
幣
、
北
に
日
形
の
採
り
物
を
持
っ
た
者
が
立
つ
。
一
度

し
ゃ
が
ん
で
、
立
っ
て
一
礼
。
内
側
を
向
き
合
っ
て
左
手
の
採
り
物
と
右
手
の
鈴
を
大

き
く
振
っ
て
順
・
逆
・
順
・
逆
に
一
周
ず
つ
巡
り
、
そ
の
後
外
側
を
向
い
て
立
つ
。

②
外
側
を
向
い
て
タ
チ
ゴ
ト
。
最
後
に
採
り
物
を
押
し
頂
く
所
作
。

③
左
手
で
採
り
物
を
前
に
出
し
、
右
手
で
鈴
を
振
っ
て
順
方
向
に
二
巡
り
。
一
度
両
足
を
屈

伸
さ
せ
て
か
ら
背
中
合
わ
せ
に
中
央
に
集
ま
っ
て
採
り
物
を
押
し
頂
き
、
左
手
の
採
り

物
を
中
央
に
出
し
、
右
手
で
鈴
を
振
っ
て
逆
方
向
に
二
巡
り
。

④
両
足
を
屈
伸
し
て
外
側
に
鈴
を
振
り
、
も
う
一
度
屈
伸
し
て
か
ら
逆
方
向
に
一
回
転
。

⑤
③
同
様
順
・
逆
に
二
巡
り
ず
つ
。

⑥
採
り
物
を
置
き
、
弓
を
持
つ
。

⑦
中
央
に
弓
を
押
し
つ
け
、
左
右
左
の
よ
う
に
足
を
引
く
。

⑧
弓
を
上
に
向
け
て
は
じ
く
。

⑨
③
同
様
順
・
逆
に
二
巡
り
ず
つ
。

⑩
逆
方
向
に
回
転
し
て
外
を
向
き
、
再
び
回
転
し
て
内
側
を
向
き
、
中
央
床
に
弓
を
押
し
つ

け
た
後
に
弓
を
は
じ
く
。

⑪
③
同
様
順
・
逆
に
二
巡
り
ず
つ
。

⑫
中
央
に
弓
を
押
し
つ
け
た
後
に
、
東
西
が
入
れ
替
わ
り
、
次
い
で
南
北
が
入
れ
替
わ
る
。

そ
の
後
再
び
中
央
に
弓
を
押
し
つ
け
、
そ
の
あ
と
弓
を
は
じ
く
。

⑬
③
同
様
順
・
逆
に
二
巡
り
ず
つ
。

⑭
神
前
に
横
並
び
に
座
り
、
拝
礼
。
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６ 

御み

剣つ
る
ぎ

（
7
分
）

白
衣
に
白
袴
、
陣
羽
織
姿
。
頭
に
黒
い
紙
笠
を
つ
け
る
。
語
ら
れ
る
詞
章
か
ら
通
称
「
ハ

ル
サ
ン
ゲ
ツ
（
春
三
月
）」
と
も
い
う
。

①
黒
笠
に
陣
羽
織
姿
の
二
人
、
右
手
に
鈴
、
左
手
に
太
刀
。
神
前
に
し
ゃ
が
ん
だ
後
に
立
っ

て
拝
礼
し
タ
チ
ゴ
ト
。

②
順
方
向
に
巡
っ
て
西
隅
か
ら
東
を
向
い
て
タ
チ
ゴ
ト
が
あ
っ
て
太
刀
を
振
る
。
同
様
に
北

隅
か
ら
南
へ
、
東
隅
か
ら
西
へ
、
南
隅
か
ら
北
へ
お
こ
な
う
。

③
左
手
の
太
刀
を
前
に
出
し
、
右
手
で
鈴
を
振
り
つ
つ
順
方
向
へ
二
巡
り
。
南
北
方
向
で
止

ま
っ
て
両
手
を
広
げ
て
両
足
を
屈
伸
さ
せ
、
両
手
で
太
刀
を

上
に
奉
じ
る
。

④
逆
方
向
に
二
巡
り
。
南
北
方
向
に
背
中
を
あ
わ
せ
て
両
足
で

屈
伸
さ
せ
、
隅
に
向
か
っ
て
鈴
を
振
り
、
も
う
一
度
屈
伸
し

て
逆
方
向
の
回
転
で
向
き
合
い
、
太
刀
を
上
に
奉
じ
る
。

⑤
③
同
様
の
こ
と
を
東
西
で
。

⑥
④
同
様
の
こ
と
を
東
西
で
。

⑦
③
同
様
の
こ
と
を
南
北
で
。

⑧
逆
方
向
に
二
巡
り
。
そ
の
後
南
北
方
向
か
ら
向
か
い
合
っ
て

互
い
に
太
刀
で
切
る
よ
う
に
し
て
踏
み
込
ん
で
互
い
の
場
所

を
入
れ
替
え
る
。

⑨
③
同
様
の
こ
と
を
東
西
で
。

⑩
⑧
同
様
の
こ
と
を
東
西
で
。

⑪
③
同
様
の
こ
と
を
南
北
で
。

⑫
逆
方
向
に
二
巡
り
の
後
、
神
前
に
横
に
並
ん
で
座
り
、
採
り

物
を
置
い
て
拝
礼
。

７ 

折お

敷し
き

（
9
分
）

白
衣
に
白
袴
姿
。
調
査
時
に
は
子
供
が
舞
っ
て
い
る
。

①
右
手
に
鈴
、
左
手
に
赤
襷
を
持
ち
、
中
央
に
立
つ
。

②
左
右
左
と
後
方
へ
採
り
物
を
振
る
。

③
手
前
中
央
か
ら
順
方
向
に
二
巡
り
し
、
手
前
中
央
か
ら
舞
座
の
中
央
に
入
っ
て
神
前
に
向

き
、
両
膝
で
屈
伸
一
回
。
そ
の
後
、
順
方
向
に
回
転
し
て
西
隅
（
左
手
前
）
へ
〔
順
巡

り
の
基
本
〕。
こ
の
間
、
両
手
は
前
。

④
西
隅
か
ら
逆
方
向
に
二
巡
り
し
、
手
前
中
央
か
ら
舞
座
中
央
に
入
っ
て
神
前
に
向
き
、
両

膝
で
屈
伸
一
回
。
そ
の
後
、
逆
方
向
に
回
転
し
て
南
隅
（
右
手
前
）
に
片
膝
〔
逆
巡
り

の
基
本
〕。
こ
の
間
、
両
手
は
前
。

⑤
鈴
を
置
き
、
襷
を
伸
ば
し
て
右
手
を
上
に
襷
を
長
く
持
っ
て
〔
順
巡
り
の
基
本
〕。

⑥
襷
を
左
手
を
上
に
持
ち
替
え
、〔
逆
巡
り
の
基
本
〕。

⑦
中
央
か
ら
北
方
を
向
い
て
両
手
で
襷
を
張
っ
た
ま
ま
左
右
左
。

⑧
〔
順
の
基
本
〕〔
逆
の
基
本
〕

⑨
中
央
か
ら
東
方
に
向
か
っ
て
立
っ
て
左
右
、
片
膝
で
左
右
、
立
っ
て
左
と
襷
を
振
る
。
そ

の
後
逆
方
向
に
回
っ
て
手
前
中
央
へ
。

⑩
〔
順
の
基
本
〕
で
最
後
は
中
央
へ
。

⑪
左
へ
舞
座
を
は
ず
れ
て
襷
を
つ
け
る
。

⑫
こ
こ
か
ら
リ
ズ
ム
が
早
く
な
る
。
盆
を
両
手
で
持
ち
〔
順
の
基
本
〕。

⑬
盆
を
左
右
の
手
に
一
枚
ず
つ
持
っ
て
〔
逆
の
基
本
〕。

⑭
南
の
隅
で
盆
を
両
手
に
持
っ
て
逆
・
順
・
逆
（
左
右
左
）
に
回
転
、
盆
を
上
下
に
振
る
、

そ
れ
を
ひ
ね
る
と
進
み
、
一
度
返
し
て
か
ら
、
今
度
は
ひ
ね
り
つ
つ
順
方
向
に
一
巡
り
。

再
び
両
手
を
ひ
ね
っ
て
最
後
は
手
を
返
す
。
両
手
で
盆
を
持
ち
〔
順
の
基
本
〕、
盆
を
左
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右
の
手
に
一
枚
ず
つ
持
っ
て
〔
逆
の
基
本
〕。

⑮
⑭
同
様
に
西
・
北
・
東
に
繰
り
返
す
。

⑯
北
隅
か
ら
両
手
に
盆
を
つ
け
た
ま
ま
、後
方
で
ん
ぐ
り
が
え
し
で
一
回
転
。
終
わ
っ
て〔
順

の
基
本
〕〔
逆
の
基
本
〕。

⑰
⑯
同
様
に
東
隅
へ
。

⑱
盆
を
置
き
、
下
が
っ
て
拝
礼
し
退
場
。

８ 

山や
ま

之の

真し
ん

（
9
分
）

宮
司
に
よ
る
舞
。
冠
を
つ
け
、
狩
衣
姿
。

①
座
し
て
拝
礼
の
後
、
両
手
で
幣
を
二
本
ま
と
め
て
持
ち
、
中
央
へ
。

②
左
右
左
と
後
方
へ
採
り
物
を
振
る
。

③
手
前
中
央
か
ら
順
方
向
に
二
巡
り
し
、
手
前
中
央
か
ら
舞
座
の
中
央
に
入
っ
て
、
両
膝
で

屈
伸
一
回
。
順
方
向
に
回
転
し
て
そ
の
ま
ま
中
央
に
〔
順
巡
り
の
基
本
〕。
逆
方
向
に
二

巡
り
し
、
西
隅
で
逆
方
向
に
一
回
転
。
一
度
両
膝
の
屈
伸
を
し
て
、
東
方
へ
踏
み
込
み
、

戻
っ
て
屈
伸
一
回
。
そ
し
て
逆
方
向
に
一
回
転
。

④
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
の
後
、
中
央
か
ら
西
隅
に

移
動
。
中
央
を
向
い
て
立
つ
。

⑤
タ
チ
ゴ
ト
。
右
手
で
幣
を
ゆ
っ
く
り
上
げ
、
次

い
で
左
手
に
持
ち
替
え
て
掲
げ
、
順
方
向
に
小

さ
く
一
巡
り
。
両
手
に
一
本
ず
つ
幣
を
持
っ
て

三
回
回
し
な
が
ら
左
右
左
と
大
き
く
踏
み
出

し
、
三
歩
目
で
片
膝
を
つ
き
、
幣
を
左
右
左
と

振
る
。
左
手
に
持
っ
て
掲
げ
、
次
の
隅
へ
移
動
。

⑥
北
隅
、
東
隅
、
南
隅
に
同
様
に
繰
り
返
し
、
最

後
は
手
前
中
央
か
ら
神
前
に
向
け
て
同
様
に
お

こ
な
う
。

⑦
中
央
が
終
わ
る
と
そ
の
ま
ま
順
方
向
に
一
巡
り

半
回
っ
て
手
前
か
ら
中
央
へ
進
み
、
屈
伸
を
一

回
し
て
順
に
一
回
転
。

⑧
逆
方
向
に
二
巡
り
し
、
東
隅
で
逆
方
向
に
一
回
転
、
屈
伸
し
て
幣
を
持
っ
て
西
方
へ
大
き

く
踏
み
出
し
、
戻
っ
て
も
う
一
度
屈
伸
し
て
逆
方
向
に
一
回
転
。

⑨
〔
順
巡
り
の
基
本
〕

⑩
逆
方
向
に
二
巡
り
し
、
南
隅
で
⑧
と
同
様
に
。

⑪
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
の
後
、
座
し
て
幣
を
案
に
戻
し
拝
礼
。

９ 

獅し

子し

舞ま
い

（
12
分
30
秒
）

天
狗
は
赤
い
衣
に
赤
の
た
っ
つ
け
袴
。
顔
に
天
狗
面
を
着
け
、頭
に
は
白
毛
の
シ
ャ
グ
マ
。

①
天
狗
、
両
手
に
榊
を
持
っ
て
登
場
。
榊
を
振
り
つ
つ
舞
う
。

②
獅
子
登
場
し
、
獅
子
の
後
ろ
で
天
狗
が
舞
う
。

③
獅
子
眠
る
の
で
、天
狗
頭
を
榊
で
は
た
く
。獅
子
目
覚
め
る
が
、し
ば
ら
く
し
て
ま
た
眠
る
。

④
何
度
か
繰
り
返
し
た
後
に
、
獅
子
と
天
狗
の
争
い
の
よ
う
に
な
る
。
天
狗
は
榊
の
葉
が
散

る
ほ
ど
に
獅
子
を
打
つ
。

⑤
獅
子
と
天
狗
、
観
客
の
中
に
入
っ
て
榊
で
は
た
い
た
り
、
頭
を
か
じ
る
所
作
を
す
る
。

⑥
天
狗
が
先
に
退
場
し
、
獅
子
は
少
し
舞
っ
て
か
ら
退
場
。
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10 

八は
っ

饌せ
ん

舞ま
い

（
7
分
）

白
衣
・
白
袴
に
陣
羽
織
姿
、
頭
に
黒
い
紙
の
笠
を
被
っ
て
い
る
。
舞
を
記
し
た
本
に
は

「
八は

っ

千せ
ん

花は
な

米よ
ね

舞ま
い

」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
通
常
は
「
八
饌
」
を
用
い
る
。
ま
た
「
箕
舞
」
と

い
う
言
い
方
も
あ
る
。
昭
和
六
十
二
年
の
遷
座
祭
時
に
女
性
の
衣
装
を
着
て
舞
っ
た
こ
と
が

あ
る
。
現
在
、
上
五
島
神
楽
の
箕
舞
が
女
装
を
す
る
の
は
、
そ
こ
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
と

有
川
で
は
伝
え
て
い
る
。

①
「
二
剣
の
舞
」
と
同
じ
黒
の
笠
に
陣
羽
織
。
餅
を
入
れ
た
箕
と
杵
を
用
意
す
る
。
拝
礼
の

後
に
杵
を
持
っ
て
中
央
に
立
つ
。

②
両
手
で
杵
を
持
っ
て
左
右
左
。

③
左
手
に
杵
を
持
ち
、
右
手
は
腰
で
〔
順
巡
り
の
基
本
〕。

④
右
手
に
杵
を
持
ち
替
え
、
左
手
は
腰
で
逆
方
向
に
二
巡
り
。
南
隅
で
そ
の
ま
ま
逆
方
向
に

一
回
転
し
、
中
央
を
向
い
て
左
右
左
の
所
作
。

⑤
③
同
様
に
〔
順
巡
り
の
基
本
〕。

⑥
西
隅
で
④
同
様
。

⑦
③
同
様
に
〔
順
巡
り
の
基
本
〕。

⑧
右
手
に
杵
を
持
ち
替
え
、
左
手
は
腰
で
逆
方
向
に
二
巡
り
。
手
前
中
央
で
そ
の
ま
ま
逆
方

向
に
一
回
転
し
、
杵
を
振
っ
て
神
前
の
箕
に
向
か
っ
て
踏
み
込
み
、
箕
の
中
の
餅
を
搗

く
所
作
。
箕
を
持
っ
て
南
隅
に
置
く
。

⑨
③
同
様
に
〔
順
巡
り
の
基
本
〕。

⑩
⑧
同
様
に
北
隅
か
ら
南

隅
の
箕
を
搗
く
所
作
。

最
後
は
箕
を
西
隅
に
置

く
。

⑪
③
同
様
に
〔
順
巡
り
の

基
本
〕。

⑫
⑧
同
様
に
東
隅
か
ら
西

隅
の
箕
を
搗
く
所
作
。

最
後
は
箕
を
神
前
に
。

⑬
杵
を
神
前
に
置
き
、
箕
を
両
手
で
持
っ
て
左
右
左
。

⑭
③
同
様
に
〔
順
巡
り
の
基
本
〕。

⑮
逆
方
向
に
二
巡
り
し
、
中
央
で
逆
方
向
に
一
回
転
。
神
前
に
捧
げ
る
よ
う
に
し
て
か
ら
、

観
客
に
向
か
っ
て
餅
を
投
げ
る
。

⑯
撒
き
終
わ
る
と
、
箕
を
持
っ
て
順
に
一
回
転
し
て
神
前
に
納
め
る
。
そ
し
て
下
が
っ
て
拝

礼
。

古面 有川神社蔵神楽面
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（
三
）
詞
章

神
楽
の
中
の
詞
章
は
基
本
的
に
す
べ
て
タ
チ
コ
ト
バ
と

い
う
。
タ
チ
コ
ト
バ
は
、他
に
「
タ
ッ
ゴ
ン
」「
タ
ッ
ゴ
ト
」

「
タ
ッ
コ
ト
」
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
。
五
方
の
中
で
舞
手

が
唱
え
る
も
の
や
、
宮
司
舞
で
舞
い
な
が
ら
唱
え
る
詞
章

も
タ
チ
コ
ト
バ
で
あ
る
。
ま
た
「
神
通
」
の
詞
章
の
こ
と

は
「
ト
イ
ハ
（
問
葉
）」
と
呼
ん
だ
と
言
わ
れ
る
。
な
お
、

タ
チ
コ
ト
バ
な
ど
を
書
き
写
し
た
古
本
が
あ
り
、
現
在
は

そ
れ
を
活
字
化
し
て
使
っ
て
い
る
。

＊
『
舞
立
言
集
（
抄
）』（
有
川
神
社
蔵
）
か
ら
引
用
。

凡
例一

、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
、
今
回
上
演
さ
れ
た
演
目
の
順
番
を
示
す
。

一
、
ル
ビ
は
引
用
原
典
に
基
づ
き
、
適
宜
施
し
た
。

１
．「
座
祓
」

一
、
座
祓
い

白し
ろ

妙た
え

の
豊と
よ

幣み
て

帛ぐ
ら

を
と
り
持
ち
て
祝
ぞ
そ
む
る
神
の
御み

前ま
え

に

2
．「
左
男
舞
」

一
、
棹
舞

君
が
代
の
久
し
か
る
べ
き
例
に
は
か
ね
て
ぞ
生
い
し
住
吉
の
松

3
．「
荒
塩
舞
」

一
、
荒
塩
舞

こ
の
荒
塩
は
た
が
打
ち
初そ

め
し
阿あ

ら
塩
ぞ
天あ
め

や
神か
み

子こ

の
打う
ち

や
初そ

め
け
む

4
．「
五
方
の
舞
」

一
、五
方
舞

※
東
方
の
〳
〵

勾く

ぐ々

奴ぬ

知ち

神じ
ん

は

青
き
幣に
ぎ
てを

立
て
か
ざ
し

神
は
停
り

お
わ
し
ま
す

ヤ
ー
サ
ン

ハ
ー
ハ
イ

〳
〵

※
南
方
の
〳
〵

軻か

具ぐ

土つ
ち

神じ
ん

は

赤
き
幣
を

※
西
方
の
〳
〵

金か
な

山や
ま

彦
神じ
ん

は

白
き
幣
を

※
北
方
の
〳
〵

水み
つ

波は

能め

得
賣
神じ
ん

は

黒
き
幣
を

※
中
央
の
〳
〵

埴は
に

安や
す

神じ
ん

は

黄き
な

き
幣
を

立
て
か
ざ
し

神
は
停と
ど
まり

お
わ
し
ま
す

ヤ
ー
サ
ン

ハ
ハ
イ

〳
〵

5
．「
四
天
王
」

一
、四
天
王
舞

東
方
世
界
と
申
す
に
は
ヤ
ー

方
を
申
さ
ば
方
は
是こ
れ

レ
エ

木
の
え
き
の
と
の
御お
ん

方ぽ
う

な
り

神
道
く
わ
し
く
拝
み

奉
る
ヤ
ー

南
方
世
界
と
申
す
に
は
ヤ
ー

方
を
申
さ
ば
方
は
是

火
の
え
ひ
の
と
の
御
方
な
り

神
道
く
わ
し
く
拝
み

奉
る
ヤ
ー

西
方
世
界
と
申
す
に
は
ヤ
ー

方
を
申
さ
ば
方
は
是
レ
エ

か
の
え
か
の
と
の
御
方
な
り

神
道
く
わ
し
く
拝
み

奉
る
ヤ
ー

北
方
世
界
と
申
す
に
は
ヤ
ー

方
を
申
さ
ば
方
は
是
レ

水
の
え
み
ず
の
と
御
方
な
り

神
道
く
わ
し
く
拝
み

奉
る
ヤ
ー

（
東
）
夏
山
の
木
々
の
梢
に
高
け
れ
ば
、
空
に
ぞ
蝉
の

う
た
声
ぞ
せ
む

（
南
）
秋
の
田
の
穂
の
上
照
ら
す
稲
妻
の
、
光
の
ま
ゝ
に

神
や
よ
し
ま
す

（
西
）
冬
来
ぬ
と
誰
か
わ
告
げ
し
薄
氷
、
し
ぐ
れ
ぞ
告
し

山や
ま

廻め
ぐ

り
せ
む

（
北
）
春
く
れ
ば
こ
す
げ
の
笠
を
お
も
む
し
て
、
待
た
れ
し
も
の

は
鶯
の
声

6
．「
山
之
真
」

一
、
山
の
真
舞

ア
ノ
山
は

ア
ノ
せ
い
あ
る
山
か

せ
い
な
く
ば
ア
イ
ヤ

せ
い
な
く
ば

小
守
を
そ
え
て

我
が
山
に
せ
ん

ア
ノ
神
棚
を

ア
ノ
見み

登の
ぼ

し
拝
め
ば

神
下
る

ア
イ
ヤ

神
下
る

い
か
に
氏
人
た
つ
と
か
る
ら
ん

ア
ノ
立
沢
の
ア
ノ
生
る
ゝ
国
は

い
づ
く
な
る
ア
イ
ヤ

い
づ
く
な
る

と
う
ど
う
こ
う
り
の
柳
葉
の
関

ア
ノ
金き
ん

蓋が
い

を
ア
ノ
見
上
げ
し
拝
め
ば
神
下
る
ア
イ
ヤ

神
下
る

い
か
に
氏
人

た
つ
と
か
る
ら
ん

ア
ノ
三
日
月
の
ア
ノ
こ
の
葉
を
廻
る

三
日
月
の
ア
イ
ヤ

三
日
月
の

影
澄
み
わ
た
る
夜
神
楽
の
せ
き

『舞立言集（抄）』ガリ版刷旧本
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六

由
来
・
信
仰

有
川
神
楽
の
創
始
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
吉
村
政
德
氏
の
研
究
に
あ
る
よ

う
に
、
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
に
、
旧
有
川
町
の
鯛た

い

ノの

浦う
ら

郷
に
あ
る
鯛
之
浦
神
社
が
再
建

さ
れ
た
時
に
、「
長
刀
舞
」
を
舞
っ
た
と
い
う
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
現
在
の
神

楽
に
あ
る
長
刀
舞
に
共
通
す
る
も
の
か
ど
う
か
不
明
な
が
ら
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に

は
福
江
で
神
楽
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
何
ら
か
の
神
楽
で
あ
る
と
考
え

て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

神
楽
を
伝
承
す
る
有
川
神
社
は
、
有
川
の
天
満
神
社
・
八
幡
神
社
・
祖
母
君
神
社
を
合

祀
し
た
神
社
で
あ
る
。
昭
和
六
十
年
に
合
祀
す
る
こ
と
が
当
時
の
有
川
町
で
決
定
し
、
天
満

神
社
の
地
に
社
殿
を
建
設
。
昭
和
六
十
二
年
に
遷
座
祭
を
お
こ
な
っ
た
。
も
と
も
と
有
川
に

は
八
ヶ
郷
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
天
満
神
社
が
上
有
川
、
八
幡
神
社
が
浜
、
そ
し
て
祖
母
君

神
社
が
残
る
六
ヶ
郷
を
氏
子
範
囲
と
し
て
い
た
。
も
と
は
そ
れ
ぞ
れ
に
宮
司
が
い
た
が
、
現

江
口
宮
司
の
先
々
代
の
時
代
に
、
祖
母
君
神
社
宮
司
が
兼
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
。

太
田
郷
の
志
自
岐
羽
黒
神
社
は
、
戦
前
ま
で
は
岩
瀬
浦
郷
か
ら
の
神
職
が
来
る
地
域
で
あ

っ
た
。
太
田
か
ら
中な

か

通ど
お
り

島じ
ま

の
南
端
の
奈な

良ら

尾お

ま
で
は
岩
瀬
浦
の
テ
リ
ト
リ
ー
と
な
っ
て
お

り
、
海
伝
い
に
舟
で
来
て
い
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
有
川
神
社
の
神
職
が
廻
る
の
は
、

有
川
か
ら
東
は
、
小お

河が

原わ
ら

・
赤
尾
・
友と
も

住ず
み

そ
し
て
江え

ノの

浜は
ま

ま
で
。
西
は
隣
の
七な
な

目め

。
南
側
の

阿あ

瀬ぜ

津つ

・
鯛
ノ
浦
は
旧
有
川
町
な
が
ら
、
寺
の
方
で
旧
新
魚
目
町
の
浦
桑
の
檀
家
に
な
っ
て

い
る
た
め
、
浦
桑
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
、
神
職
も
浦
桑
の
祖お

父じ

君き
み

神
社
の
神
職
が
訪
れ
て

い
る
。
そ
の
南
の
神こ

う

ノの

浦う
ら

（
現
東
神
ノ
浦
）
は
岩
瀬
浦
の
テ
リ
ト
リ
ー
と
な
る
。

ま
た
近
年
、
友
住
か
ら
舟
で
渡
る
平ひ

ら

島し
ま

（
西
海
市
崎
戸
町
）
の
豊
姫
神
社
の
祭
礼
に
も
渡

る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
と
も
と
江え

の

島し
ま

の
宮
司
が
兼
務
し
て
い
た
が
、
昭
和
末
期
に
亡
く
な
っ

て
か
ら
は
有
川
神
社
宮
司
が
兼
務
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
初
は
神
楽
を
演
じ
て
い
た
も
の

の
、
途
中
で
行
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
平
成
二
十
一
年
に
保
存
会
の
希
望

で
三
番
ほ
ど
舞
っ
た
と
こ
ろ
好
評
だ
っ
た
た
め
に
、
翌
二
十
二
年
に
も
五
番
ほ
ど
を
舞
っ
た

と
い
う
。
な
お
、
巡
幸
時
に
は
平
島
の
長
刀
踊
り
も
つ
く
。

と
こ
ろ
で
、
神
楽
に
関
わ
る
行
事
に
、
ヤ
バ
ラ
イ
（
家
祓
い
）
が
あ
る
。
下
五
島
で
は
神

楽
が
ヤ
バ
ラ
イ
を
す
る
例
が
見
ら
れ
る
が
、
上
五
島
で
は
そ
れ
は
な
い
。
上
五
島
神
楽
の
場

乙宮神社（小河原）

孕神社（赤尾）

八坂神社（友住）

江ノ濱神社（江ノ浜）潮目天満神社（七目）
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合
に
は
、
祭
礼
の
神
幸
行
列
の
折
に
獅
子
・
天
狗
が
家
々
を

廻
る
例
が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
が
、
有
川
神
楽
で
は
、
太

田
で
の
み
神
職
が
ヤ
バ
ラ
イ
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
神
楽
は

伴
わ
な
い
も
の
の
、
太
鼓
が
同
行
し
、
祝
詞
の
際
に
は
打
ち

鳴
ら
さ
れ
る
た
め
、
か
つ
て
神
楽
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
の
名

残
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

ヤ
バ
ラ
イ
は
、
例
祭
が
終
了
し
た
後
に
廻
る
た
め
、
か
つ

て
は
五
十
～
六
十
戸
を
夜
ま
で
か
け
て
廻
っ
て
い
た
。
現
在

は
宮
司
と
権
禰
宜
を
務
め
る
そ
の
弟
と
で
分
担
し
て
、
二
十

戸
程
度
ず
つ
を
廻
る
。
ヤ
バ
ラ
イ
で
は
、
家
に
入
る
と
家
人

が
用
意
し
た
米
、
塩
、
神
酒
な
ど
が
上
げ
ら
れ
た
机
の
前
で

神
職
と
太
鼓
役
が
座
る
。
太
鼓
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
る
と
、
神

職
は
祝
詞
を
唱
え
る
。
祝
詞
が
終
わ
る
と
太
鼓
が
止
み
、
柏

手
の
後
に
神
職
は
米
・
塩
を
撒
き
、
家
人
に
神
酒
を
勧
め
て

終
了
と
な
る
。
一
軒
お
よ
そ
五
～
六
分
程
度
を
要
す
る
。

こ
の
よ
う
な
ヤ
バ
ラ
イ
は
太
田
の
み
の
風
習
な
が
ら
、
天

狗
と
獅
子
が
廻
る
ヤ
バ
ラ
イ
は
有
川
で
も
祭
礼
時
に
お
こ
な
っ
て
い
る
。
有
川
の
旧
祖
母
君

神
社
氏
子
地
域
で
あ
る
六
ヶ
郷
は
夏
の
祇
園
祭
り
の
際
に
、
旧
天
満
神
社
氏
子
地
域
の
上
有

川
と
旧
八
幡
神
社
氏
子
地
域
の
浜
は
秋
祭
り
の
際
に
廻
る
。
そ
の
際
に
は
、
社
人
が
笛
・
太

鼓
を
奏
し
、
獅
子
・
天
狗
は
地
区
の
氏
子
が
扮
す
る
。

七

変
遷

上
五
島
で
は
、
現
在
伝
承
さ
れ
る
神
楽
は
上
五
島
神
楽
と
、
こ
の
有
川
神
楽
だ
け
に
な
っ

て
い
る
。
近
世
期
に
は
、
上
五
島
神
楽
が
富
江
藩
に
属
し
て
い
た
の
に
対
し
、
有
川
神
楽
は

五
島
藩
に
属
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
吉
村
政
德
氏
の
分
類
で
い
う
と
こ
ろ
の
、
福
江
五
島
神

楽
な
ど
と
同
じ
五
島
藩
系
の
神
楽
に
含
ま
れ
る
と
思
い
き
や
、
同
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
富

江
神
楽
な
ど
と
同
じ
系
統
に
近
い
と
い
う
。
そ
れ
が
近
世
期
か
ら
の
こ
と
な
の
か
、
近
代
以

降
に
変
容
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
判
ら
な
い
。
た
だ
、
有
川
神
楽
が
、
近
接
す
る
上
五
島
神

楽
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
、
芸
能
が
歴
史
的
経
緯
よ
り
も
環
境
に
よ
っ
て
変
容
し
や
す
い

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
興
味
深
い
。
も
っ
と
も
、
伝
承
形
態
に
は
差
異
が
あ
り
、
上

五
島
神
楽
が
神
職
集
団
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
有
川
神
楽
は
あ
く
ま
で
有

川
の
神
職
と
社
人
で
組
織
さ
れ
る
。

有
川
神
楽
に
は
、
基
本
的
に
は
巫
女
の
舞
が
存
在
し
な
い
。
現
在
、
太
田
郷
の
志
自
岐
羽

黒
神
社
に
の
み
巫
女
の
舞
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
昭
和
四
十
八
年
に
鎮
座
四
百
年

で
御
遷
宮
大
祭
を
営
み
、
そ
の
際
に
上
五
島
神
楽
か
ら
習
得
し
た
も
の
。
そ
れ
以
前
は
、
巫

女
舞
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
の
際
、「
四
天
」
と
「
五
方
」
と
を
習
得
し
た
と
い
う
が
、

い
つ
し
か
両
者
が
混
じ
り
合
い
、
四
人
で
「
五
方
」
を
舞
う
現
在
の
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
た
と

い
う
。
上
五
島
神
楽
で
も
ま
た
、
青
方
の
よ
う
に
両
演
目
が
混
在
し
て
い
る
所
が
あ
る
。

「
浦
安
の
舞
」
は
、
昭
和
六
十
二
年
に
有
川
の
三
社
が
合
祀
さ
れ
て
有
川
神
社
の
遷
座
祭

を
し
た
折
に
導
入
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
に
上
有
川
地
区
の
女
子
中
高
生
が
習
得
し
た
。

八

所
見

近
年
の
有
川
神
楽
は
、
保
存
会
を
結
成
し
一
般
の
舞
手
を
募
集
し
た
こ
と
か
ら
伝
承
者
が

大
き
く
増
加
し
た
。
ベ
テ
ラ
ン
か
ら
若
手
、
あ
る
い
は
子
供
ま
で
幅
広
く
伝
承
さ
れ
て
い
る

の
は
非
常
に
よ
い
状
態
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
神
職
・
社
人
と
い
う
職
能
的
な
伝
承
者
と
、
神

楽
が
好
き
で
加
わ
っ
て
い
る
保
存
会
の
伝
承
者
と
い
う
二
面
的
な
組
織
は
、
と
も
す
る
と
維

持
が
難
し
く
な
る
こ
と
も
あ
る
は
ず
だ
が
、
現
在
の
有
川
神
楽
で
は
両
者
と
も
に
意
気
が
高

い
。
ま
た
平
成
十
六
年
の
映
像
記
録
作
成
時
に
十
種
類
の
舞
を
復
活
さ
せ
、
現
在
も
多
く
の

演
目
が
上
演
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
太
田
地
区
で
は
地
区
在
住
者
が
巫
女
と
し
て
舞
を
習
得
し
て
お
り
、
そ
の
他
に

獅
子
舞
も
青
年
が
舞
っ
て
い
る
。
ヤ
バ
ラ
イ
な
ど
を
通
じ
て
、信
仰
的
な
結
び
つ
き
も
強
い
。

た
だ
、
そ
の
太
田
も
小
学
校
が
平
成
二
十
二
年
度
を
最
後
に
廃
校
と
な
り
、
加
え
て
集
落
自

体
六
百
戸
あ
っ
た
の
が
、
現
在
は
二
百
二
十
～
三
十
戸
に
減
少
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
太

田
ほ
ど
大
き
く
な
い
集
落
で
は
、
祭
り
も
寂
し
い
状
態
の
所
が
あ
る
と
も
聞
く
。
神
楽
の
伝

承
が
、
伝
承
者
組
織
だ
け
で
な
く
、
享
受
す
る
地
域
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

考
え
る
と
、
こ
う
し
た
地
域
の
過
疎
化
・
少
子
化
は
、
深
刻
な
問
題
と
言
え
よ
う
。

ヤバライヤバライの供物
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上か
み

五ご

島と
う

神か
ぐ
ら楽
〔
政ま

さ

彦ひ
こ

神じ
ん

社じ
ゃ

〕

久
保
田
裕
道

一

名
称

上
五
島
神
楽

二

伝
承
地

  

長
崎
県
南
松
浦
郡
新
上
五
島
町
の
旧
上
五
島
町
・
旧
新
魚
目
町
の
青
方
神
社
・
政
彦
神
社
・

榎
津
神
社
・
祖
父
君
神
社
・
小
串
神
社
と
、
各
兼
務
社
の
あ
る
地
域

 

＊
以
下
に
平
成
二
十
二
年
度
現
地
調
査
を
実
施
し
た
政
彦
神
社
例
祭
で
の
上
五
島
神
楽
を

報
告
す
る
。

三

期
日
・
場
所

期
日

政
彦
神
社
例
祭

十
月
二
十
七
日
（
前
夜
祭
）・
二
十
八
日
（
例
大
祭
）

＊
平
成
二
十
二
年
度
も
同
日

場
所

政
彦
神
社
（
奈な

摩ま

郷ご
う

）

拝
殿
は
横
幅
六
間
、
奥
行
き
三
間
半

で
、
前
面
に
の
み
半
間
幅
の
縁
が
あ
る
。

拝
殿
内
も
左
右
の
半
間
ず
つ
は
、
廊
下

の
よ
う
に
使
わ
れ
て
お
り
、
実
質
的
な

拝
殿
は
幅
五
間
。
拝
殿
に
続
い
て
幅
二

間
、
奥
行
き
二
間
の
幣
殿
が
あ
り
、
そ

の
奥
が
階
段
で
本
殿
へ
と
つ
な
が
っ
て

い
る
。
ま
た
幣
殿
の
左
右
は
神
饌
な
ど

を
置
く
部
屋
と
な
っ
て
い
る
。
神
楽
が

演
じ
ら
れ
る
の
は
、
中
央
の
幣
殿
と
の

境
か
ら
半
畳
下
が
っ
た
一
間
四
方
で
、

そ
こ
だ
け
畳
の
代
わ
り
に
マ
イ
イ
タ
（
舞

板
）と
呼
ば
れ
る
板
が
は
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
が
い
わ
ゆ
る
舞
座
と
な
る
。
こ
の
舞
板
は
、

神
楽
の
時
だ
け
で
な
く
、
常
に
こ
の
場
所
に
敷
か
れ
て
い
る
。
神
楽
の
上
演
時
に
は
、
幣
殿

の
向
か
っ
て
右
側
に
隣
接
す
る
部
屋
が
楽
屋
と
な
っ
て
、
そ
こ
か
ら
出
て
幣
殿
を
通
っ
て
舞

座
に
至
る
。

拝
殿
の
四
隅
と
神
前
の
長
押
付
近
に
は
、
五
色
の

幣
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
実
際
の
神
社
の
向

き
に
合
わ
せ
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
神
社

に
よ
っ
て
異
な
る
。
奈
摩
の
政
彦
神
社
の
場
合
、
神

前
中
央
に
は
黄
色
、
向
か
っ
て
右
奥
が
赤
（
南
）、

左
奥
が
緑
（
東
）、
右
手
前
が
白
（
西
）、
左
手
前
が

紺
（
北
）
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
弊
の
前
に
は
各
方
角
の
守
護
神
と
季
節
・
色
・
神

獣
を
書
い
た
紙
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
東
は
青
、
北
は
黒
と
い
う
名
目
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
富
江
神
楽
で
は
、
か
つ
て
天
井
か
ら
天て
ん
が
い蓋

が
下
が
っ
て
い
た
と
い
う
が
、
上
五
島
で
は

天
蓋
は
最
初
か
ら
存
在
し
て
い
な
い
。

政彦神社

・上郷体育館

青
方

文
上郷小学校

奈摩湾

奈摩郷

網上郷

170

＜幣殿＞

＜拝殿＞

＜外縁＞

東 南

北 西

舞座
（舞板）

中央 大太鼓

小太鼓

政彦神社

五色幣（東）

政彦神社「舞座」図
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四

伝
承
組
織

上
五
島
神
楽
は
、基
本
的
に
青あ
お
か
た方（
青
方
神
社
）、奈
摩
（
政
彦
神
社
）、榎
え
の
き

津づ

（
榎
津
神
社
）、

浦う
ら
桑く
わ
（
祖お

父じ

君ぎ
み
神
社
）、
小こ
ぐ
し串
（
小
串
神
社
）
の
神
職
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
。
中
に
は
親

子
共
に
参
加
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
た
立た
て
串く
し
や
曽そ

根ね

に
は
、
権ご
ん
禰ね

宜ぎ

な
ど
の
立
場
で

携
わ
る
者
も
数
名
ず
つ
い
る
。
神
職
は
、
か
つ
て
は
十
四
～
五
名
い
た
が
、
平
成
二
十
二
年

現
在
で
は
九
名
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
神
職
は
、
本
務
社
以
外
に
兼
務
社
が
あ
り
、
そ
れ
ら

の
祭
礼
に
も
各
神
職
が
集
ま
っ
て
神
楽
を
演
じ
る
こ
と
に
な
る
。
青
方
神
社
宮
司
の
兼
務
社

と
し
て
相あ
い

河こ

の
姫
神
社
、
船ふ
な
さ
き崎
の
山
神
社
、
曽
根
の
正ま
さ
ひ
こ彦
神
社
。
奈
摩
の
政
彦
神
社
宮
司

の
兼
務
社
と
し
て
網あ
み
あ
げ上
の
客ま
ろ
う
ど人
神
社
、
続
つ
づ
き

浜は
ま
ノの

浦う
ら
の
天
満
神
社
、
道み
ち
土ど

井い

の
大お
お
や
ま
づ
み

山
祇
神
社
、

立
串
の
乙お
と
み
や宮
神
社
。
榎
津
神
社
宮
司
の
兼
務
社
と
し
て
、
丸
尾
の
丸
尾
神
社
。
浦
桑
の
祖
父

君
神
社
宮
司
の
兼
務
社
と
し
て
似に
た
く
び首

の
事こ
と
し
ろ代

主ぬ
し

神
社
、
奥
浦
の
奥
浦
神
社
、
阿あ

瀬ぜ

津つ

の
熊

野
神
社
、
鯛た
い
ノの

浦う
ら
の
鯛
之
浦
神
社
。
小
串
の
小
串
神
社
宮
司
の
兼
務
社
と
し
て
津つ

和わ

崎ざ
き
の
本

山
神
社
が
あ
る
。

神
職
以
外
に
、
下
五
島
同
様
に
「
社し
ゃ
に
ん人
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
が
あ
る
。
か
つ
て
は
そ
れ

ぞ
れ
の
神
社
に
社
人
が
い
た
と
い
い
、
奈
摩
に
も
二
～
三
人
存
在
し
た
と
い
う
。
た
だ
し
現

在
で
も
社
人
の
名
で
残
っ
て
い
る
の
は
、
青
方
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
神
楽
を
演
じ
る
上
で

の
神
職
と
社
人
と
の
相
違
点
は
、
社
人
は
舞
と
笛
が
で
き
る
が
、
神
職
は
そ
れ
に
加
え
て
太

鼓
も
で
き
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
に
あ
る
。
た
だ
し
、
笛
・
太
鼓
・
舞
の
い
わ
ゆ
る
「
三
拍

子
そ
ろ
っ
た
」
こ
と
の
で
き
る
神
職
は
、
現
在
は
数
人
し
か
い
な
い
。

な
お
神
職
・
社
人
以
外
に
も
奈
摩
・
網
上
だ
け
に
は
「
伝
習
社
」
と
い
う
組
織
が
あ
っ
て
、

神
楽
に
携
わ
っ
て
い
る
。
平
成
二
十
二
年
現
在
、
八
名
が
こ
れ
に
参
加
し
て
い
る
。
伝
習
社

と
は
、
氏
子
青
年
会
の
よ
う
な
存
在
で
、
あ
く
ま
で
も
奈
摩
・
網
上
の
祭
礼
に
の
み
参
加
し

て
神
楽
を
演
じ
る
が
、
他
の
集
落
の
祭
礼
に
出
向
く
こ
と
は
な
い
。

そ
し
て
昭
和
五
十
五
年
よ
り
、
こ
れ
ら
神
職
・
社
人
を
は
じ
め
有
志
を
含
め
三
十
数
名

で
「
上
五
島
神
楽
保
存
会
」
を
結
成
し
て
い
る
。
神
楽
の
稽
古
を
す
る
際
に
は
、
長
年
に
わ

た
っ
て
伝
承
し
て
き
た
長
老
格
の
神
職
ら
が
中
心
と
な
っ
て
指
導
を
す
る
。
練
習
は
、
一
月

～
四
月
の
中
の
七
週
間
、
週
二
回
（
平
成
二
十
二
年
は
火
・
金
曜
日
）、
一
九
時
三
〇
分
よ

り
二
〇
時
三
〇
分
の
間
に
お
こ
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
秋
の
祭
礼
シ
ー
ズ
ン
の
間
は
泊

ま
り
込
み
で
移
動
し
て
い
た
た
め
、
夜
が
練
習
の
場
で
も
あ
っ
た
。

近
年
で
は
青
方
で
公
民
館
講
座
と
し
て
「
神
楽
を
楽
し
む
会
」
が
始
め
ら
れ
、
こ
れ
も

練
習
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
祭
礼
以
外
に
旅
行
会
社
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
、
い
わ
ゆ

る
「
観
光
神
楽
」
と
し
て
観
光
客
相
手
に
演
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
年
間
で
二
十
回
程
度
は

お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
神
楽
を
演
じ
る
機
会
が
一
年
を
通
し
て
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
五
島
の
神
楽
は
伝
統
的
に
子
供
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
基
本
的

な
舞
な
ど
小
学
生
程
度
の
男
子
が
舞
う
こ
と
が
多
い
。
特
に
神
職
・
社
人
の
子
弟
は
、
幼
少

の
頃
か
ら
習
得
す
る
例
が
多
く
見
ら
れ
、
ま
た
一
般
の
小
学
生
で
も
参
加
す
る
者
が
い
る
。

上
五
島
で
は
、「
座ざ
は
ら
い祓
」「
長な
ぎ
な
た刀
」
の
舞
を
担
う
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、「
五ご

方ほ
う
」
や
「
四し

天て
ん
」、

あ
る
い
は
「
浦
安
の
舞
」
な
ど
を
担
当
す
る
巫
女
は
、
祭
礼
の
あ
る
集
落
に
住
む
氏
子
の
中

か
ら
希
望
者
を
募
る
。
祭
礼
時
の
神
幸
に
加
わ
る
諸
役
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。

五

行
事
（
芸
能
）
内
容

（
一
）
次
第

１ 

準
備

十
月
十
日
、
奈
摩
郷
の
氏
子
全
員
で
祭
礼
の
準
備
に
当
た
る
。
神
輿
巡
幸
場
所
の
清
掃
を

お
こ
な
い
、
男
性
は
注し
め
な
わ

連
縄
を
作
る
。
注
連
縄
に
つ
け
る
サ
ガ
リ
（
紙
垂
）
は
、
現
在
は
小

学
生
が
切
っ
て
い
る
。
ま
た
境
内
に
吊
る
さ
れ
た
絵
灯
篭
の
絵
も
、
小
学
生
が
描
い
て
い
る
。

２ 

宵
宮
（
前
夜
祭
）（
十
月
二
十
七
日
）

十
月
二
十
七
日
、
一
六
時
三
〇
分
よ
り
祭
典
。
最
初
に
太
鼓
が

打
ち
鳴
ら
さ
れ
、
修
祓
に
始
ま
り
、
開
扉
、
献
饌
、
祝
詞
奏
上
に

次
い
で
神
輿
へ
の
御
霊
移
し
。
神
輿
は
拝
殿
中
央
神
前
よ
り
の
場

所
に
子
供
神
輿
と
と
も
に
置
か
れ
、
こ
の
時
、
幕
で
神
輿
よ
り
奥

が
隠
れ
る
よ
う
に
覆
う
。
照
明
も
消
さ
れ
、
御
霊
移
し
が
終
わ
る

と
神
輿
は
外
に
出
さ
れ
る
。
獅
子
役
二
名
と
天
狗
役
二
名
は
、
社

殿
に
向
か
っ
て
左
側
に
建
つ
事
代
主
神
社
で
支
度
を
し
て
外
で

神幸行列
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待
ち
、
神
輿
が
出
る
と
行
列
の
先
頭
に
立
つ
。

や
が
て
神
幸
行
列
が
、
参
道
か
ら
神
社
前
の
橋
の
あ
た
り
に
か
け
て
整
列
す
る
。
一
六
時

五
〇
分
に
は
神
輿
が
拝
殿
か
ら
下
ろ
さ
れ
、
神
幸
が
始
ま
っ
た
。
行
列
順
序
は
次
の
通
り
。

獅
子
二
人
・
天
狗
二
人

―

注
連
縄
（
笹
）
―

神
職

―

旗

―

稚
児

―

子
供
の
舞
手

―

巫
女

―

御
賽
銭
箱

―

子
供
神
輿

―

旗

―

御
賽

銭
箱

―

金
幣

―

榊

―

金
幣

―

宮
司

―

神
輿

―

太
鼓
（
三
基
）・

笛

―

氏
子

―

保
育
園
児
（
創
作
獅
子
・
山
車
）

な
お
、
太
鼓
を
担
い
で
叩
く
の
は
、
上
五
島
で
も
奈
摩
と
網
上

だ
け
と
さ
れ
る
。
ま
た
網
上
だ
け
は
婦
人
会
が
担
い
で
い
る
。
担

ぎ
手
は
、
現
在
は
担
ぎ
棒
で
吊
し
て
そ
の
前
後
を
担
ぐ
が
、
か
つ

て
は
一
人
が
背
負
っ
て
歩
い
た
と
い
う
。

沿
道
に
出
て
い
る
人
々
に
対
し
て
、
天
狗
は
手
に
し
た
葉
で
頭

を
祓
い
、
獅
子
は
そ
の
歯
で
噛
む
所
作
を
し
て
回
る
。
ま
た
天
狗

は
時
と
し
て
子
供
た
ち
を
追
い
か
け
回
す
た
め
、
子
供
も
お
も
し

ろ
が
っ
て
先
頭
を
歩
い
て
い
る
。
こ
う
し
て
政
彦
神
社
か
ら
前
の

橋
を
渡
っ
て
北
西
方
向
に
町
の
中
を
進
み
、
海
沿
い
の
道
を
北
上

す
る
。
や
が
て
網
上
と
の
境
で
西
に
曲
が
り
、
集
落
内
の
道
を
南

下
。
こ
の
あ
た
り
で
末
尾
を
進
ん
で
い
た
保
育
園
児
た
ち
の
手
作

り
の
山
車
や
獅
子
た
ち
は
保
育
園
へ
と
戻
る
。
そ
れ
以
外
の
行
列

は
そ
の
ま
ま
青
方
へ
向
か
う
道
路
を
進
み
、
集
落
の
は
ず
れ
で
引

き
返
し
、
川
沿
い
に
北
東
方
向
に
下
り
て
集
落
内
を
通
っ
て
神
社

へ
と
戻
る
。
こ
こ
ま
で
約
三
〇
分
程
度
。
最
後
に
鳥
居
前
で
右
回

り
に
三
周
し
、
そ
こ
で
神
幸
行
列
は
解
散
と
な
る
。
一
七
時
三
〇

分
、
神
輿
が
拝
殿
に
上
げ
ら
れ
、
本
殿
へ
と
御
霊
を
戻
す
。
こ
の

時
も
始
ま
り
と
同
様
に
幕
で
覆
っ
て
見
え
な
い
よ
う
に
す
る
。
こ

う
し
て
前
夜
祭
の
神
輿
渡
御
行
事
は
終
了
と
な
っ
た
。
こ
の
後
、

宮
司
以
下
神
職
や
神
楽
従
事
者
た
ち
は
社
務
所
で
夕
食
を
と
る
。

一
九
時
に
な
る
と
、
前
夜
祭
の
神
楽
が
始
ま
る
。
幣
殿
に

宮
司
以
下
神
職
が
着
座
。
拝
殿
の
幣
殿
手
前
左
右
に
太
鼓
が

二
台
置
か
れ
、
各
々
叩
き
手
が
つ
く
。
向
か
っ
て
右
の
太
鼓

手
前
に
は
笛
奏
者
二
名
と
郷
長
、
そ
し
て
白
丁
姿
の
氏
子
総

代
三
名
が
座
る
。
こ
う
し
て
ま
ず
祭
典
か
ら
始
ま
る
。
最
初

に
太
鼓
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
、
続
い
て
笛
が
入
る
。
太
鼓
・
笛

の
楽
を
奏
し
つ
つ
、
修
祓
、
開
扉
、
献
饌
と
進
み
、
宮
司
に

よ
る
祝
詞
奏
上
で
楽
が
一
旦
止
む
。
祝
詞
奏
上
が
終
わ
る
と
、

再
び
楽
が
入
っ
て
玉
串
奉
奠
と
な
る
。
最
初
に
神
職
が
お
こ

な
う
際
に
は
笛
の
み
だ
が
、
氏
子
の
番
に
な
る
と
笛
・
太
鼓
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
、
軽
快
な
リ

ズ
ム
に
の
せ
て
神
楽
歌
が
歌
わ
れ
る
。
氏
子
の
玉
串
奉
奠
は
、
幣
殿
と
拝
殿
と
の
双
方
で
お

こ
な
わ
れ
る
。
訪
れ
た
拝
殿
い
っ
ぱ
い
の
氏
子
が
、
老
若
男
女
ほ
ぼ
全
員
お
こ
な
う
点
が
特

徴
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
て
玉
串
奉
奠
が
終
わ
り
、
こ
の
日
は
前
氏
子
総
代
長
へ

の
表
彰
が
あ
っ
た
後
、
一
九
時
四
五
分
に
神
楽
が
始
ま
っ
た
。
演
目
は
次
の
通
り
。

①
稚
児
の
舞
（
稚
児
）
②
浦
安
の
舞
（
巫
女
）
③
鎮
守
の
里
（
巫
女
）
④
座
祓
（
子
供
）

⑤
長
刀（
子
供
）
⑥
五
方（
巫
女
）
⑦
子
供
獅
子（
子
供
）
⑧
柴し
ば
取と
り（
子
供
）
⑨
四
天（
巫

女
）
⑩
折
敷

⑪
箕み

舞ま
い

⑫
将し
ょ
う
ぐ
ん軍

舞ま
い

⑬
山や
ま
が賀

⑭
恵え

比び

寿す

⑮
注し

連め

舞ま
い

⑯
獅
子
舞

二
一
時
四
五
分
、
最
後
の
獅
子
舞
が
終
わ
る
。
す
べ
て
の
演
目
が
終
了
す
る
と
、
笛
は
止

め
ず
に
、
そ
の
ま
ま
撤
饌
に
移
る
。
撤
饌
の
後
に
閉
扉
と
な
っ
て
す
べ
て
が
終
了
し
た
の
が

二
一
時
五
五
分
。
最
後
に
は
、宮
司
か
ら
郷
長
へ
の
報
告
が
あ
る
。
か
つ
て
は
な
か
っ
た
が
、

祭
り
は
郷
長
か
ら
宮
司
が
命
を
受
け
て
開
催
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
祭
り
の
開
始
と
終
了

時
に
は
必
ず
挨
拶
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

３ 

例
大
祭
（
十
月
二
十
八
日
）

一
〇
時
か
ら
政
彦
神
社
に
お
い
て
祭
典
が
営
ま
れ
る
。
拝
殿
に
は
幣
殿
寄
り
左
右
に
太
鼓

が
置
か
れ
、
太
鼓
役
の
神
職
が
つ
く
。
向
か
っ
て
右
の
太
鼓
手
前
に
は
笛
役
が
並
び
、
そ
の

天狗獅子太鼓

玉串奉奠
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手
前
に
神
社
総
代
。
向
か
っ
て
左
に
は
郷
長
が
座
り
、
そ
の

手
前
に
「
稚
児
の
舞
」
に
参
加
す
る
稚
児
。
さ
ら
に
拝
殿
手

前
側
に
氏
子
入
り
の
乳
児
を
抱
え
た
父
母
が
並
ぶ
。
前
夜
同

様
に
最
初
に
笛
・
太
鼓
が
鳴
っ
て
修
祓
を
し
た
後
に
開
扉
、

献
饌
と
進
み
、
一
旦
笛
・
太
鼓
が
止
ん
で
宮
司
に
よ
る
祝
詞

奏
上
。
そ
し
て
拝
殿
に
い
る
氏
子
の
ほ
ぼ
全
員
に
よ
る
玉
串

奉
奠
。
や
は
り
軽
快
な
楽
に
あ
わ
せ
て
神
楽
歌
が
唱
え
ら
れ

る
。こ

の
後
、
前
も
っ
て
申
し
込
み
の
あ
っ
た
氏
子
入
り
と
大

漁
祈
願
の
祈
祷
が
あ
る
。
最
初
に
氏
子
入
り
の
親
子
が
幣
殿
に
上
が
り
、
宮
司
に
よ
る
祝
詞

奏
上
に
続
い
て
金
幣
に
よ
る
祓
い
を
受
け
る
。
続
け
て
大
漁
祈
願
者
が
同
様
に
祝
詞
の
後
に

金
幣
の
祓
い
を
受
け
た
。

一
〇
時
四
三
分
、
こ
の
日
の
神
楽
が
始
ま
る
。
こ
の
日
の
演
目
は
次
の
通
り
。

①
稚
児
の
舞

②
浦
安
の
舞

③
座
祓

④
長
刀

⑤
五
方

⑥
子
供
獅
子

⑦
柴
取

⑧

四
天

⑨
神こ
う

幣べ

⑩
獅
子
舞

約
一
時
間
舞
っ
た
後
、
一
一
時
四
五
分
に
神
楽
が
終
了
。
太
鼓
が
止
む
が
笛
は
そ
の
ま

ま
吹
き
続
け
ら
れ
、
撤
饌
、
閉
扉
を
し
た
後
に
宮
司
が
郷
長
に
祭
り
の
終
了
の
挨
拶
を
し
て

一
一
時
五
五
分
に
は
例
大
祭
が
終
了
と
な
っ
た
。
な
お
、
こ
の
日
は
一
七
時
か
ら
片
付
け
と

な
っ
て
い
る
。

（
二
）
演
目
・
芸
態

上
五
島
神
楽
で
は
、も
と
も
と
は
演
目
順
に
決
ま
り
は
な
く
、最
初
に「
座
祓
」を
舞
っ
て
、

最
後
に
「
獅
子
舞
」
で
終
わ
る
ほ
か
は
自
由
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
国
選
択
無
形
民
俗
文
化
財

に
な
る
に
及
び
、
演
目
順
を
決
め
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
話
に
な
っ
て
、「
上

五
島
神
楽
三
十
番
」
と
し
て
決
め
て
い
る
。
そ
の
順
は
次
の
通
り
。

①
座
祓

②
佐さ

男お

舞ま
い

③
長
刀

④
露つ
ゆ
は
ら
い

払

⑤
荒あ
ら
し
お塩

⑥
五
方

⑦
潮し

お

担た

桶ご

舞

⑧
一い
っ
ぽ
ん本
剣つ
る
ぎ

⑨
四
天

⑩
神か
み

相ず
も
う撲

⑪
箕
舞

⑫
恵
比
須
舞

⑬
折
敷
舞

⑭
潔け
っ

戒か
い

⑮
柴
取

⑯
神か
ん
づ
う通

⑰
六ろ
く

将し
ょ
う
ぐ
ん
軍

⑱
山や
ま
の
進し
ん

⑲
山
賀

⑳
山や
ま
の
太た

郎ろ
う

㉑
山や
ま

下し
た
ま
い舞

㉒
四よ

剣つ
る
ぎ

㉓
将
軍
舞

㉔
平ひ
ら

舞ま
い

㉕
鈴す
ず

舞ま
い

㉖
神
幣

㉗
岩い
わ
と戸
開び
ら
き

㉘
注
連
舞

㉙
幣み
て
ぐ
ら帛

㉚
獅
子
舞

こ
の
う
ち
、舞
を
習
得
す
る
際
に
基
本
と
な
る
の
が
、最
初
の
「
座
祓
」
と
�
の
「
平
舞
」

で
あ
る
。「
座
祓
」
の
方
は
所
作
の
基
本
と
さ
れ
、
最
初
に
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
下

五
島
の
場
合
は
基
本
が
「
佐
男
舞
」
で
「
タ
チ
ゴ
ト
ま
で
佐
男
舞
が
基
本
」
と
言
う
が
、
上

五
島
で
は
そ
れ
が
該
当
し
な
い
。
そ
れ
に
代
わ
る
の
が
「
座
祓
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
大
技
を
使
う
派
手
な
舞
の
こ
と
を
「
大お
お
ま
い舞
」
と
称
し
、
そ
の
基
本
と
な
る
の
が
「
平

舞
」
で
あ
る
。

所
作
単
位
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
特
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
師
匠
格
の
中
に
、

両
足
を
膝
で
屈
伸
さ
せ
る
よ
う
な
動
き
を
「
ヤ
ン
チ
ャ
ン
し
て
」
と
言
っ
た
り
、
舞
座
を
巡

る
所
作
を
「
エ
ン
ば
し
て
」
な
ど
と
称
す
る
こ
と
が
あ
る
。

舞
の
基
本
的
な
所
作
は
、
順
・
逆
の
巡
り
に
あ
る
。
多
く
の
演
目
の
場
合
、
ま
ず
舞
座
の
手

前
に
し
ゃ
が
み
、
楽
の
演
奏
と
共
に
立
ち
上
が
っ
て
神
前
へ
進
み
、
採
り
物
を
持
っ
て
左
右
左

へ
振
る
。
そ
の
後
、
順
方
向
（
右
回
り
）
に
（
エ
ン
に
）
巡
っ
て
ゆ
き
、
二
周
目
の
九
時
（
神

前
を
一
二
時
と
し
た
場
合
）
の
方
向
で
、
両
足
で
大
き
く
屈
伸
（
ヤ
ン
チ
ャ
ン
）
を
し
て
か
ら
、

中
央
に
向
か
っ
て
順
方
向
の
回
転
を
し
な
が
ら
入
っ
て
ゆ
く
。
続
い
て
逆
方
向
に
二
周
巡
っ
て
、

今
度
は
三
時
の
方
向
で
屈
伸
を
し
て
か
ら
逆
方
向
に
回
転
し
つ
つ
中
央
に
入
っ
て
ゆ
く
。
そ
し

て
も
う
一
度
さ
き
ほ
ど
同
様
に
順
方
向
に
巡
っ
て
中
央
に
戻
り
、
タ
チ
ゴ
ト
に
な
る
。

タ
チ
ゴ
ト
の
後
は
舞
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
基
本
的
に
は
同
じ
所
作
を
東
南
西
北
と
中
央

の
五
方
に
向
か
っ
て
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
時
間
の
関
係
も
あ
っ
て
、
実
際
に
は

二
方
向
と
中
央
で
済
ま
せ
て
し
ま
う
場
合
も
多
い
。
ま
た
二
人
舞
の
場
合
に
も
、
二
人
が
対

峙
す
る
位
置
に
立
ち
な
が
ら
も
動
き
と
し
て
は
、い
ま
述
べ
た
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

演
目
順
で
特
に
決
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
㉔
の
平
舞
を
舞
う
前
に
「
こ
れ
よ
り
岩
戸
神

楽
三
番
」
と
称
し
て
、「
平
舞
」「
鈴
舞
」「
神
幣
」
の
舞
手
四
人
が
舞
板
の
四
隅
に
着
し
、

中
央
で
宮
司
が
岩
戸
開
き
の
祈
祷
を
お
こ
な
う
点
で
あ
る
。
ま
た
㉗
の
岩
戸
開
は
、
同
様
の

獅子舞
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形
態
で
着
座
し
、
拝
礼
と
と
も
に
岩
戸
（
幕
な
ど
）
を
開
き
、
神
楽
歌
五
首
を
唄
う
。
そ
し

て
岩
戸
が
開
か
れ
た
後
に
㉘
の
注
連
舞
で
注
連
を
張
り
、
最
後
に
㉙
で
幣
帛
を
献
上
す
る
と

い
う
一
連
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
完
成
し
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
後
に
く
る
獅
子
舞
は
い
わ
ば
ア

ン
コ
ー
ル
の
よ
う
な
役
割
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
神
楽
大
祭
以
外
に
は
こ

の
順
で
す
べ
て
演
じ
る
こ
と
は
な
く
、
演
者
が
集
中
し
な
い
よ
う
に
演
目
を
配
す
る
。

一
方
、
神
楽
に
先
立
っ
て
祭
典
の
中
で
お
こ
な
わ
れ
る
玉
串
奉
奠
は
、
上
五
島
な
ら
で
は

の
特
色
が
あ
る
。
最
初
に
五
・
七
・
五
を
太
鼓
の
奏
者
が
歌
う
と
、
そ
れ

を
受
け
て
幣
殿
に
い
る
全
員
で
七
・
七
を
合
唱
す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て

太
鼓
の
軽
快
な
リ
ズ
ム
に
の
せ
て
、
拝
殿
に
い
る
ほ
ぼ
全
員
が
順
に
玉

串
奉
奠
を
お
こ
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

上
五
島
神
楽
で
使
用
さ
れ
る
楽
器
は
、
七
孔
の
篠
笛
と
鋲
打
ち
の
胴

長
太
鼓
二
基
。
太
鼓
は
、
神
事
の
際
に
は
拝
殿
の
左
右
に
配
置
さ
れ
る
。

奏
者
は
ど
ち
ら
も
太
鼓
の
内
側
に
座
る
た
め
、
向
か
っ
て
右
の
奏
者
は
、

返
し
手
で
打
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
難
し
い
。
な
お
、

こ
の
場
合
に
は
向
か
っ
て
左
の
太
鼓
を
「
上
」、
右
側

を
「
次
」
と
す
る
。

神
楽
上
演
時
に
は
、
太
鼓
は
神
前
に
向
か
っ
て
右

側
に
縦
位
置
に
並
べ
ら
れ
る
。
二
つ
の
太
鼓
は
同
じ

大
き
さ
だ
が
、
神
前
に
近
い
方
を
「
大
太
鼓
」、
手

前
側
を
「
小
太
鼓
」
と
呼
ぶ
。
基
本
的
に
は
同
じ
旋

律
を
刻
む
の
だ
が
、
時
に
掛
け
合
い
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
縦
に
配
置
す
る
際
に
は
、
大
太

鼓
を
叩
く
者
は
、
幣
殿
に
座
っ
て
拝
殿
側
を
向
い
て
叩
き
、
小
太
鼓
は
舞
座
の
向
か
っ
て
右

横
に
、
舞
座
を
向
い
て
座
る
。
ど
ち
ら
も
太
鼓
を
左
側
に
置
い
て
叩
く
こ
と
に
な
る
。

神
楽
を
演
じ
る
者
の
衣
装
は
、
基
本
的
に
は
白
衣
に
袴
が
基
本
で
、
演
目
に
よ
っ
て
は
神
職

の
狩
衣
で
舞
う
場
合
も
あ
る
。
加
え
て
多
い
の
が
、
白
衣
に
た
っ
つ
け
袴
。
上
五
島
だ
け
で
は

な
い
が
、
五
島
神
楽
の
特
徴
と
し
て
、
こ
の
た
っ
つ
け
袴
の
着
用
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
戸
や
壱
岐
の
神
楽
で
は
使
う
こ
と
の
な
い
衣
装
で
、
五
島
の
神
楽
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。

以
降
に
舞
の
所
作
等
に
つ
い
て
、
演
目
毎
に
挙
げ
て
ゆ
く
。
本
記
録
は
、
あ
く
ま
で
本
調

査
時
の
実
見
に
基
づ
く
記
録
で
あ
る
た
め
、
本
来
の
伝
承
内
容
と
若
干
の
相
違
を
含
ん
で
い

る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
所
作
の
回
数
等
を
省
略
し
て
演
じ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
実
際
の
上
演
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
も
、
そ
の
ま
ま
記
録
し
て
い
る
。
ま
た
舞
手
が

円
を
描
い
て
移
動
す
る
場
合
こ
れ
を
「
巡
る
」
と
表
記
し
、
そ
の
場
で
回
転
す
る
（
あ
る
い

は
回
転
し
な
が
ら
移
動
す
る
）場
合
に
は
、「
回
る
」と
表
記
す
る
。そ
の
際
、時
計
周
り
を「
順
」

そ
の
逆
を
「
逆
」
と
称
し
て
お
く
。
ま
た
方
向
を
表
す
場
合
、
調
査
地
の
呼
称
に
倣
う
。
奈

摩
の
政
彦
神
社
の
場
合
に
は
、
向
か
っ
て
右
奥
が
南
、
左
奥
が
東
、
右
手
前
が
西
、
左
手
前

が
北
と
な
る
。
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
、
仮
に
本
殿
方
向
を

一
二
時
と
し
、
そ
の
反
対
を
六
時
と
い
っ
た
よ
う
に
表
す
。

１ 

稚ち

児ご

の
舞ま
い

（
2
分
）

神
職
に
続
い
て
、
稚
児
た
ち
が
榊
を
手
に
舞
座
を
横
８
の

字
に
三
周
巡
る
。
稚
児
は
来
年
小
学
校
へ
と
入
学
す
る
男
女

児
。
先
代
宮
司
の
頃
か
ら
お
こ
な
っ
て
い
る
。

２ 

鎮ち
ん

守じ
ゅ

の
里さ
と

（
3
分
）

巫
女
舞
。
第
六
十
二
回
神
宮
式
年
遷
宮
の
奉
賛
曲
と
し
て

藤
井
フ
ミ
ヤ
が
作
詞
・
作
曲
し
た
「
鎮
守
の
里
」
の
歌
に
、

吉
村
政
德
宮
司
が
依
頼
し
て
振
り
を
つ
け
て
も
ら
っ
た
舞
。

平
成
二
十
一
年
か
ら
取
り
入
れ
て
い
る
。

３ 

座ざ

祓は
ら
い

（
５
分
）

白
衣
・
白
袴
姿
。
本
来
は
一
人
舞
で
あ
る
が
、
こ
の
時
は

二
人
舞
で
舞
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
一
人
舞
「
座
祓
」
の
芸

態
に
つ
い
て
は
青
方
神
社
で
の
記
録
（
１
１
６
頁
）
を
参
照
。

な
お
、
二
人
舞
は
、
基
本
的
に
一
人
舞
の
舞
手
に
対
峙
す
る

位
置
で
も
う
一
人
が
舞
う
た
め
、
基
本
的
な
動
き
は
同
じ
で

あ
る
。

稚児の舞鎮守の里座祓
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４ 

長な
ぎ

刀な
た

（
４
分
）

白
衣
・
白
袴
姿
。
長
刀
を
持
っ
て
舞
う
曲
芸
的
な
要
素
を
含
む
舞
。

①
両
手
で
長
刀
を
捧
げ
持
ち
、
舞
座
手
前
に
し
ゃ
が
む
。
立
っ
て
神
前
に
進
む
。

②
左
右
左
に
長
刀
を
後
方
へ
振
る
。

③
長
刀
は
左
肩
に
担
ぎ
、
右
手
は
腰
に
あ
て
、
神
前
か
ら
順
方
向
に
巡
っ
て
二
種
目
の
九
時

の
方
向
で
止
ま
っ
て
両
足
で
屈
伸
を
し
て
か
ら
順

方
向
に
一
回
転
し
な
が
ら
中
央
へ
〔
順
巡
り
の
基

本
〕。
こ
こ
で
長
刀
を
右
肩
に
移
し
、
左
手
は
腰
。

神
前
か
ら
逆
方
向
に
巡
り
、
三
時
の
方
向
で
止
ま

っ
て
両
足
屈
伸
を
し
て
か
ら
逆
方
向
に
一
回
転
し

な
が
ら
中
央
へ
〔
逆
巡
り
の
基
本
〕。
も
う
一
度
長

刀
を
左
肩
に
移
し
、〔
順
巡
り
の
基
本
〕。
最
後
は

中
央
で
は
な
く
神
前
に
向
か
う
。

④
タ
チ
ゴ
ト
に
長
刀
を
後
方
へ
振
る
。

⑤
左
右
左
。

⑥
左
手
で
長
刀
を
下
向
き
に
抱
え
、
右
手
の
平
を
上
に

掲
げ
て
〔
順
巡
り
の
基
本
〕、
長
刀
を
右
手
に
持
ち

替
え
、左
手
の
平
を
上
に
掲
げ
て
〔
逆
巡
り
の
基
本
〕。

⑦
南
隅
に
北
方
を
向
い
て
立
ち
、
長
刀
を
左
右
左
右
左
と
払
う
。
最
初
の
二
回
は
立
っ
て
、

あ
と
の
三
回
は
片
膝
を
つ
き
な
が
ら
払
う
。
そ
の
後
、長
刀
を
ぐ
る
ぐ
る
と
回
転
さ
せ
る
。

⑧
⑥
同
様
に
〔
順
巡
り
の
基
本
〕〔
逆
巡
り
の
基
本
〕。

⑨
東
隅
か
ら
西
方
を
向
い
て
立
ち
、
⑦
同
様
。

⑩
⑥
同
様
に
〔
順
巡
り
の
基
本
〕〔
逆
巡
り
の
基
本
〕。

⑪
舞
座
手
前
か
ら
神
前
を
向
い
て
立
ち
、
⑦
同
様
。

⑫
左
手
で
長
刀
を
下
向
き
に
抱
え
、
右
手
の
平
を
上
に
掲
げ
て
〔
順
巡
り
の
基
本
〕。
最
後

は
中
央
で
は
な
く
神
前
に
立
ち
、
長
刀
を
置
い
て
拝
礼
。

５ 

五ご

方ほ
う

（
７
分
30
秒
）

五
人
の
巫
女
が
登
場
。
緑
・
赤
・
白
・
青
・
黄
の
御
幣
を
持
っ
て
登
場
。
そ
れ
ぞ
れ
、
東
・

南
・
西
・
北
・
中
央
を
表
す
。

①
舞
座
手
前
に
左
か
ら
緑
・
赤
・
白
・
青
・
黄
の
順
に
並
ぶ
。
次
い
で
御
幣
を
振
り
つ
つ
、

順
巡
り
に
輪
を
つ
く
り
回
る
。

②
緑
の
御
幣
を
持
つ
巫
女
を
先
頭
に
全
員
が
東
方
を
向
き
、
そ
の
場
で
順
方
向
に
一
回
転
し

た
後
で
「
東
方
の
」
で
始
ま
る
舞
歌
。
幣
を
振
り
つ
つ
節
を
つ
け
て
唱
え
、「
神
は
留
ま

り
お
わ
し
ま
す
」
の
と
こ
ろ
で
、
幣
を
大
き
く
回
し
、
一
礼
す
る
。
そ
の
後
の
「
ヤ
ー
サ

ン
ハ
ー
ハ
イ
」
で
大
き
く
振
っ
て
、
ま
た
順
方
向
に
巡
っ
て
ゆ
く
。

③
同
様
の
こ
と
を
南
・
西
・
北
・
中
央
に
繰
り
返
す
。

④
最
後
は
大
き
く
跳
ぶ
よ
う
に
巡
っ
て
い
っ
て
舞
座
手
前
に
横
並
び
。
神
前
に
進
み
座
り
、

幣
を
置
い
て
拝
礼
。

６ 

柴し
ば

取と
り

（
４
分
）

素
面
の
神
役
は
白
衣
・
白
袴
。鬼
神
は
白
衣
に
緑
の
た
っ
つ
け
袴
、鬼
面
に
黒
の
シ
ャ
グ
マ
。

上
五
島
神
楽
で
は
、
獅
子
舞
以
外
で
は
こ
の
「
柴
取
」
の
み
が
タ
チ
ゴ
ト
等
の
詞
章
が
一
切

入
ら
な
い
舞
と
さ
れ
る
。
素
面
の
舞
手（
神
役
と
も
）、鬼
面
を
つ
け
た
鬼
神
と
が
登
場
す
る
。

神
に
献
上
す
る
柴
が
欲
し
い
鬼
神
は
、
柴
を
持
っ
た
人
間
に
出
会
い
、
争
っ
た
後
に
こ
れ
を

受
け
取
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
な
い
か
と
伝
え
ら
れ
る
。

①
神
役
、
神
前
よ
り
登
場
し
、
順
に
巡
る
。
続
い
て
鬼
神
も
登
場
し
、
神
の
対
角
線
上
に
来

る
よ
う
に
対
峙
し
つ
つ
双
方
が
順
・
逆
に
巡
っ
て
い
く
。
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②
順
逆
に
巡
っ
た
後
に
南
北
に
中
央
で
対
峙
し
、両
手
を
振
る
。
そ
の
後
に
東
西
で
も
対
峙
。

③
神
前
側
中
央
に
素
面
、
そ
の
反
対
側
に
鬼
神
で
対
峙
し
、
鬼
神
は
榊
を
奪
う
。

④
榊
を
奪
わ
れ
た
素
面
の
舞
手
は
す
ぐ
に
退
出
。
榊
を
手
に
し
た
鬼
面
が
し
ば
ら
く
舞
っ
て

退
出
。

７ 

四し

天て
ん

（
４
分
30
秒
）

巫
女
四
人
に
よ
る
素
面
の
舞
。

①
向
か
っ
て
左
か
ら
緑
・
青
・
黄
・
赤
の
順
に
横
並
び
に
舞
座

手
前
に
立
つ
。
手
に
は
同

色
の
幣
を
二
本
持
つ
。

②
「
け
ん
み
ょ
う
、
け
ん
み
ょ
う
」
の
歌
に
あ
わ
せ
て
緑
・
青
・

黄
・
赤
が
各
々
東
・
北
・
南
・
西
隅
に
立
ち
、
内
側
を
向
く
。

③
東
か
ら
順
に
、
両
手
に
持
っ
た
幣
を
大
き
く
回
し
な
が
ら
中

央
に
進
み
出
て
、
ま
た
向
き
を
戻
し
て
元
の
位
置
に
戻
る
。

以
下
、
西
・
北
・
南
の
順
に
繰
り
返
す
。

④
順
方
向
に
一
巡
り
。
一
周
し
た
元
の
位
置
で
順
方
向
に
一
回

転
。そ
の
後
、今
度
は
逆
方
向
に
一
巡
り
。元
の
位
置
に
戻
る
。

⑤
東
西
か
ら
舞
手
が
進
み
出
て
背
中
合
わ
せ
に
す
れ
違
い
、
対

角
の
位
置
に
立
つ
。
続
い
て
南
北
も
同
様
。
さ
ら
に
東
西
、

南
北
と
も
う
一
度
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
。

⑥
全
員
で
「
ヤ
ー
ア
」
の
か
け
声
で
幣
を
中
央
で
あ
わ
せ
、
そ

の
後
左
右
左
に
振
る
。

⑦
④
同
様
に
順
方
向
に
一
巡
り
。
一
周
し
た
元
の
位
置
で
順
方
向
に
一
回
転
。
そ
の
後
、
今

度
は
逆
方
向
に
一
巡
り
。
元
の
位
置
に
戻
る
。

⑧
東
か
ら
順
に
、
二
本
の
幣
を
左
右
の
手
に
分
け
て
持
ち
大
き
く
回
し
な
が
ら
中
央
に
進
み

出
て
、
ま
た
向
き
を
戻
し
て
元
の
位
置
に
戻
る
。
以
下
、
西
・
北
・
南
の
順
に
繰
り
返
す
。

③
と
異
な
っ
て
一
歩
進
む
た
び
に
片
膝
を
つ
く
。
な
お
進
み
方
は
、
右
左
と
出
て
向
き
を

変
え
て
右
左
と
戻
る
。

⑨
向
き
合
っ
て
左
右
左
に
振
っ
た
後
に
順
方
向
に
巡
る
。
そ
の
ま
ま
最
初
の
よ
う
に
舞
座
手

前
に
横
一
列
に
並
び
、
神
前
に
進
み
座
し
て
幣
を
置
き
、
拝
礼
。

８ 

折お

敷し
き

（
10
分
）

白
衣
に
青
の
た
っ
つ
け
袴
姿
。

①
左
手
に
赤
襷
、
右
手
に
鈴
を
持
ち
、
舞
座
手
前

に
座
る
。

②
両
手
を
挙
げ
て
順
方
向
に
一
巡
り
し
、
西
か
ら

北
に
か
け
て
は
「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
」
の
か

け
声
で
足
を
大
き
く
踏
み
、
北
か
ら
順
方
向
に
一
回
り
し
て
三
時
の
位
置
へ
。

③
三
時
の
位
置
か
ら
逆
方
向
に
一
巡
り
し
、西
か
ら
南
に
か
け
て
は
「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
」

の
か
け
声
で
足
を
大
き
く
踏
み
、
南
か
ら
逆
方
向
に
一
回
り
し
て
手
前
中
央
へ
。

④
手
前
中
央
か
ら
順
方
向
に
一
巡
り
し
、
西
か
ら
北
に
か
け
て
は
「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
」

の
か
け
声
で
足
を
大
き
く
踏
み
、
北
か
ら
順
方
向
に
一
回
り
し
て
神
前
へ
。

⑤
赤
襷
を
掲
げ
、
タ
チ
ゴ
ト
。

⑥
逆
方
向
に
一
回
り
し
て
中
央
へ
。

⑦
右
手
鈴
を
上
に
掲
げ
、
順
方
向
に
巡
り
、
西
か
ら
北
に
か
け
て
は
「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
」

の
か
け
声
で
足
を
大
き
く
踏
み
、
北
か
ら
順
方
向
に
一
回
り
し
て
三
時
の
位
置
へ
。

⑧
三
時
の
位
置
か
ら
逆
方
向
に
一
巡
り
し
、「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
」
の
か
け
声
で
足
を
大

き
く
踏
み
、
西
か
ら
逆
方
向
に
一
回
り
し
て
神
前
へ
。

⑨
鈴
を
上
に
し
て
神
前
よ
り
順
方
向
に
一
巡
り
し
、「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
」
の
か
け
声
で
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足
を
大
き
く
踏
み
、西
隅
か
ら
順
方
向
に
一
回
り
し
て
神
前
へ
。
こ
こ
で
鈴
を
案
に
置
く
。

⑩
赤
襷
を
持
っ
て
左
右
左
。

⑪
両
手
で
襷
を
持
ち
、
手
前
中
央
か
ら
順
方
向
に
一
巡
り
し
、
北
隅
か
ら
順
方
向
に
一
回
り

し
て
西
隅
へ
片
膝
を
つ
く
。

⑫
西
隅
か
ら
逆
方
向
に
一
巡
り
し
て
東
隅
で
中
央
を
向
い
て
左
右
左
右
左
と
襷
を
振
る
。
最

初
の
左
右
は
立
っ
て
、
続
く
左
右
左
は
片
膝
を
つ
く
。

⑬
順
方
向
に
一
巡
り
し
て
、
北
隅
か
ら
順
方
向
に
一
回
り
し
て
西
隅
に
片
膝
。
西
隅
か
ら
逆

方
向
に
一
巡
り
し
て
、
西
隅
か
ら
逆
方
向
に
一
回
り
し
て
北
隅
に
片
膝
。
も
う
一
度
順
方

向
に
一
巡
り
し
て
、
北
隅
か
ら
順
方
向
に
一
回
り
し
て
西
隅
に
片
膝
。
こ
こ
ま
で
の
所
作

で
襷
を
結
ん
で
い
る
。

⑭
結
ば
れ
た
襷
を
持
っ
て
逆
方
向
に
一
周
半
巡
っ
て
東
隅
に
。
東
隅
か
ら
で
ん
ぐ
り
返
し
を

し
て
西
隅
に
至
り
、
中
央
を
向
い
て
襷
を
着
装
。

⑮
神
前
に
立
ち
盆
二
枚
を
取
る
。

⑯
神
前
で
左
右
左
。
右
手
を
上
に
順
方
向
に
一
巡
り
。
北
隅
か
ら
順
方
向
に
一
回
り
し
て
西

隅
に
片
膝
。

⑰
左
手
を
上
に
逆
方
向
に
一
巡
り
。
東
隅
で
盆
の
所

作
を
見
せ
、
逆
方
向
に
一
回
り
し
て
西
隅
に
片
膝
。

⑱
右
手
を
上
に
順
方
向
に
一
巡
り
。
北
隅
か
ら
順
方

向
に
一
回
り
し
て
西
隅
に
片
膝
。

⑲
左
手
を
上
に
逆
方
向
に
一
巡
り
。
西
隅
で
中
央
を

向
い
て
所
作
。
左
右
左
右
左
と
盆
を
振
る
。
最
初

の
左
右
は
立
っ
て
、
続
く
左
右
左
は
片
膝
を
つ
い

て
お
こ
な
う
。
西
隅
か
ら
逆
方
向
に
一
回
り
し
て

北
隅
に
片
膝
。

⑳
右
手
を
上
に
順
方
向
に
一
巡
り
。
北
隅
か
ら
順
方

向
に
一
回
り
し
て
西
隅
に
片
膝
。

㉑
左
手
を
上
に
逆
方
向
に
一
巡
り
。
東
隅
で
中
央
を

向
い
て
所
作
。
そ
の
ま
ま
両
手
に
盆
を
は
り
つ
け

て
西
へ
進
み
、
後
ろ
で
ん
ぐ
り
返
し
で
東
隅
へ
戻
る
。

㉒
右
手
を
上
に
順
方
向
に
一
巡
り
。
北
隅
か
ら
順
方
向
に
一
回
り
し
て
西
隅
に
片
膝
。

㉓
左
手
を
上
に
逆
方
向
に
一
巡
り
。
南
隅
で
中
央
を
向
い
て
所
作
。
そ
の
ま
ま
両
手
に
盆
を

は
り
つ
け
て
北
へ
進
み
、
後
ろ
で
ん
ぐ
り
返
し
で
南
隅
へ
戻
る
。

㉔
右
手
を
上
に
順
方
向
に
一
巡
り
。
北
隅
か
ら
順
方
向
に
一
回
り
し
て
西
隅
に
片
膝
。

㉕
左
手
を
上
に
逆
方
向
に
一
巡
り
。
舞
座
手
前
で
中
央
を
向
い
て
所
作
。
そ
の
ま
ま
両
手
に

盆
を
は
り
つ
け
て
神
前
へ
進
み
、
後
ろ
で
ん
ぐ
り
返
し
で
手
前
中
央
へ
戻
る
。

㉖
右
手
を
上
に
順
方
向
に
一
巡
り
。
北
隅
か
ら
順
方
向
に
一
回
り
し
て
西
隅
に
片
膝
。

㉗
左
手
を
上
に
逆
方
向
に
一
巡
り
。
中
央
で
両
膝
を
屈
伸
さ
せ
、ひ
ざ
ま
ず
い
て
盆
を
置
き
、

拝
礼
。

９ 

箕み

舞ま
い

（
９
分
30
秒
）

こ
の
演
目
は
絶
え
て
い
た
が
、
曽
根
の
正
彦
神
社
で
「
箕
舞
」
を
記
憶
し
て
い
る
人
が
い

た
。
そ
の
話
を
も
と
に
、
立
串
の
神
職
が
福
江
や
有
川
に
伝
わ
る
箕
舞
を
参
考
に
創
作
復
活

さ
せ
た
も
の
。
女
性
の
長
着
を
着
て
頭
に
手
拭
い
を
被
り
、
女
装
し
て
舞
う
。

①
餅
の
入
っ
た
箕
を
神
前
に
用
意
し
、
舞
手
は
杵
を

持
っ
て
舞
座
手
前
に
し
ゃ
が
み
、
楽
が
始
ま
る
と

立
っ
て
神
前
へ
。

②
左
右
左
と
後
ろ
に
杵
を
振
る
。

③
左
手
に
杵
を
持
っ
て
神
前
よ
り
順
方
向
に
巡
る
。

二
周
目
の
九
時
の
方
向
で
両
足
を
屈
伸
さ
せ
、
順

方
向
に
一
回
り
し
な
が
ら
三
時
の
方
向
へ
〔
順
巡

り
の
基
本
〕。

④
右
手
に
杵
を
持
っ
て
三
時
の
方
向
よ
り
逆
方
向
に

巡
る
。
二
周
し
た
三
時
の
方
向
で
両
足
を
屈
伸
さ

せ
、
逆
方
向
に
一
回
り
し
な
が
ら
九
時
の
方
向
へ

〔
逆
巡
り
の
基
本
〕。

⑤
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
、
最
後
は
西
隅
へ
。
そ
こ
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か
ら
逆
方
向
に
巡
っ
て
二
周
目
の
南
隅
か
ら
中
央
へ
向
き
、
南
隅
と
中
央
で
杵
を
振
る
所

作
。
終
わ
っ
て
逆
方
向
に
一
回
り
し
て
西
隅
へ
。

⑨
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
、
最
後
は
西
隅
へ
。
そ
こ
か
ら
逆
方
向
に
巡
っ
て
二
周
目
の
東
隅

か
ら
中
央
へ
向
き
、
東
隅
と
中
央
で
杵
を
振
る
所
作
。
終
わ
っ
て
逆
方
向
に
一
回
り
し
て

西
隅
へ
。

⑩
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
、
最
後
は
西
隅
へ
。
そ
こ
か
ら
逆
方
向
に
巡
っ
て
手
前
中
央
か
ら

中
央
へ
向
き
、
手
前
と
中
央
で
杵
を
振
る
所
作
。
終
わ
っ
て
逆
方
向
に
一
回
り
し
て
東
隅

へ
。

⑪
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
、
最
後
は
神
前
へ
。
箕
を
南
隅
へ
移
動
。

⑫
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
、
最
後
は
西
隅
へ
。
そ
こ
か
ら
逆
方
向
に
巡
っ
て
北
隅
か
ら
中
央

を
向
き
、
両
足
の
屈
伸
一
回
。
こ
こ
で
歌
が
入
り
、
歌
に
あ
わ
せ
て
杵
を
振
り
な
が
ら
南

隅
に
あ
る
箕
に
近
づ
き
、
し
ゃ
が
ん
で
箕
の
中
の
餅
を
搗
く
所
作
。
歌
の
最
後
の
「
ど
っ

こ
い
ど
っ
こ
い
」
で
立
っ
て
箕
を
揺
ら
し
、
西
隅
へ
移
動
。

⑬
⑫
同
様
に
西
隅
の
箕
を
搗
く
所
作
。
次
は
北
隅
に
移
動
。

⑭
⑫
同
様
に
北
隅
の
箕
を
搗
く
所
作
。
次
は
東
隅
に
移
動
。

⑮
⑫
同
様
に
東
隅
の
箕
を
搗
く
所
作
。
次
は
神
前
に
移
動
。

⑯
⑫
同
様
に
神
前
の
箕
を
搗
く
所
作
。

⑰
箕
を
両
手
で
持
っ
て
順
方
向
に
回
り
な
が
ら
中
央
へ
移
動
し
、
左
右
左
。
順
方
向
に
半
周

し
て
神
前
に
進
み
餅
を
撒
く
。
同
時
に
巫
女
た
ち
も
出
て
き
て
餅
を
撒
い
た
。

⑱
撒
き
終
わ
る
と
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
中
央
へ
。
空
に
な
っ
た
箕
を
捧
げ
持
ち
、
座
し
て

置
き
拝
礼
。

10 

将し
ょ
う

軍ぐ
ん

舞ま
い

（
６
分
30
秒
）

白
衣
に
、
陣
羽
織
、
緑
の
た
っ
つ
け
袴
。
素
面
な
が
ら
黒
の
シ
ャ
グ
マ
を
つ
け
る
。
舞
手

が
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
な
る
舞
。
舞
っ
て
い
る
と
足
が
ギ
ー
ギ
ー
鳴
り
出
す
気
が
し
て
く
る
と

い
う
。
途
中
で
飛
び
上
が
る
た
め
、
控
え
て
い
る
者
が
そ
れ
を
押
さ
え
る
。
突
然
飛
び
上
が

る
た
め
、
観
客
に
も
印
象
が
強
く
、
子
供
の
頃
に
見
た
人
が
、「
天
井
ま
で
飛
ん
だ
」「
天
ま

で
上
が
っ
た
」
な
ど
と
記
憶
し
て
い
る
と
い
う
。

①
先
に
神
前
に

弓
を
準
備
し

て
お
く
。
左

手
に
幣
、
右

手
に
鈴
を
持

ち
、
舞
座
手

前
に
し
ゃ
が

み
、
楽
が
始

ま
る
と
立
っ

て
両
手
を
挙

げ
て
神
前

へ
。

②
神
前
で
左
右
左
。

③
順
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
九
時
の
位
置
で
両
足
屈
伸
を
し
て
か
ら
順
方
向
に
回
っ
て
西

隅
へ
〔
順
巡
り
の
基
本
〕。
次
に
逆
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
東
隅
で
西
隅
に
向
き
、
西

に
向
か
っ
て
鈴
を
振
り
、
中
央
で
屈
伸
を
し
つ
つ
北
向
き
で
上
下
に
鈴
・
幣
を
振
り
、
戻

っ
て
東
隅
に
鈴
・
幣
を
振
る
。
そ
れ
か
ら
逆
方
向
に
一
回
り
し
つ
つ
南
隅
へ
。

④
③
同
様
に
北
隅
か
ら
南
へ
鈴
を
振
り
、
最
後
は
東
隅
へ
。

⑤
③
同
様
に
舞
座
手
前
か
ら
神
前
へ
鈴
を
振
り
、
最
後
は
東
隅
へ
。

⑥
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
か
ら
逆
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
東
隅
で
神
前
へ
。

⑦
神
前
で
扇
を
置
き
、
左
手
に
弓
を
。

⑧
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
か
ら
逆
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
東
隅
で
西
隅
に
向
き
、
西
に
向
か

っ
て
踏
み
込
み
、
戻
っ
て
上
に
向
か
っ
て
弓
の
弦
を
弾
く
。

⑨
⑧
同
様
に
北
隅
か
ら
南
に
向
か
っ
て
踏
み
込
み
、戻
っ
て
上
に
向
か
っ
て
弓
の
弦
を
弾
く
。

⑩
⑧
同
様
に
舞
座
手
前
か
ら
神
前
に
向
か
っ
て
踏
み
込
み
、
戻
っ
て
上
に
向
か
っ
て
弓
の
弦

を
弾
く
。

⑪
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
か
ら
神
前
へ
。

⑫
神
前
で
鈴
を
置
き
、
左
手
で
弓
を
つ
き
、
右
手
に
開
扇
。
タ
チ
ゴ
ト
（
歌
）
に
あ
わ
せ
て
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体
を
左
右
に
ゆ
っ
く
り
ひ
ね
り
な
が
ら
、
扇
を
上
下
左
右
に
大
き
く
振
る
。
や
が
て
両
足

の
か
か
と
を
上
げ
て
ド
ン
と
床
を
打
つ
。
あ
る
時
点
で
太
鼓
が
早
打
ち
を
し
始
め
る
と
、

身
体
の
動
き
も
早
く
な
る
。
こ
こ
で
西
隅
近
く
に
介
添
え
役
が
座
る
。
舞
手
は
左
右
に
激

し
く
身
体
を
ひ
ね
っ
て
い
た
か
と
思
う
と
、中
央
に
移
動
す
る
や
大
き
く
跳
び
跳
ね
出
す
。

こ
れ
を
介
添
え
が
押
さ
え
、
そ
の
ま
ま
幣
殿
へ
退
場
。

11 

山や
ま

賀が

（
９
分
）

翁
は
白
衣
に
陣
羽
織
、
青
の
た
っ
つ
け
袴
、
翁
面
に
白
髪
の
か
つ
ら
。
媼
は
白
衣
に
陣
羽

織
、
巫
女
同
様
の
赤
い
袴
を
着
け
、
媼
面
に
白
髪
の
か
つ
ら
姿
。

①
媼
、
両
手
に
鈴
を
持
っ
て
幣
殿
よ
り
登
場
し
、
南
隅
か
ら
順
方
向
に
巡
る
。
続
い
て
翁
、

小
さ
な
荷
を
背
負
っ
て
杖
を
つ
き
つ
つ
登
場
し
、媼
と
対
峙
す
る
位
置
で
順
方
向
に
巡
る
。

媼
が
一
周
し
た
と
こ
ろ
で
、
逆
方
向
に
巡
り
、
舞
座
手
前
か
ら
二
人
揃
っ
て
神
前
へ
進
む
。

②
神
前
に
向
か
っ
て
左
に
媼
、
右
に
翁
が
座
り
、
二
礼
二
拍
手
一
礼
で
拝
ん
だ
後
に
向
か
い

合
っ
て
、
翁
の
荷
を
解
く
。

③
神
職
が
神
前
よ
り
進
み
出
て
、
三
宝
に
載
っ
た
瓶
子
と
盃
を
用
意
。
二
人
は
盃
を
取
っ
て

神
職
が
こ
れ
に
酒
を
注
ぐ
ま
ね
を
す
る
。
神
職
が
「
こ
の
神
酒
は
」
の
歌
を
う
た
い
、
終

わ
る
と
二
人
は
飲
む
所
作
を
す
る
。
二
杯
目
は
面
を
あ
げ
て
本
当
に
飲
み
、
更
に
も
う
一

杯
所
望
す
る
な
ど
し
て
笑
わ
せ
る
。

④
神
職
が
戻
る
と
、
二
人
は

向
か
い
合
っ
て
翁
の
荷
を

背
に
結
び
、
立
ち
上
が
っ

て
順
逆
に
巡
る
。
時
折
よ

ろ
け
た
り
、
観
客
の
中
に

入
っ
て
笑
わ
せ
る
。
や
が

て
、揃
っ
て
幣
殿
へ
と
退
場
。

12 

恵え

比び

須す

（
８
分
）

恵
比
須
面
に
烏
帽
子
、
青
の
狩
衣
姿
。
順
・
逆
に
巡
る
基
本
所
作
で
創
作
復
活
さ
せ
た
舞
。

舞
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
舞
い
方
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
っ
た
。
ま
た
恵
比
須
面
を

つ
け
る
が
、
も
と
も
と
面
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
不
明
。

①
恵
比
須
面
を
つ
け
、
左
手
に
釣
竿
、
右
手
に
鈴
を
持
っ
て
登
場
。
舞
座
手
前
に
し
ゃ
が
み
、

楽
と
と
も
に
立
っ
て
神
前
へ
。

②
左
右
左
に
採
り
物
を
振
る
。

③
順
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
九
時
の
方
向
で
両
足
屈
伸
を
し
て
順
方
向
に
回
り
な
が
ら
三

時
の
方
向
へ
〔
順
巡
り
の
基
本
〕。

④
逆
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
三
時
の
方
向
で
両
足
屈
伸
を
し
て
逆
方
向
に
回
り
な
が
ら
九

時
の
方
向
へ
〔
逆
巡
り
の
基
本
〕。

⑤
順
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
舞
座
手
前
か
ら
中
央
に
進
み
両
足
屈
伸
。

⑥
中
央
か
ら
順
方
向
に
一
回
り
し
て
神
前
へ
向
き
タ
チ
ゴ
ト
。

⑦
神
前
よ
り
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
最
後
は
神
前
へ
行
き
、
鈴
を
置
く
。

⑧
左
手
で
釣
竿
を
持
っ
て
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
、
最
後
は
西
隅
へ
。

⑨
右
手
で
釣
竿
を
持
っ
て
〔
逆
巡
り
の
基
本
〕
で
、
最
後
は
南
か
ら
北
に
向
か
っ
て
釣
竿
を

振
る
。
釣
竿
は
、
ま
ず
糸
を
投
げ
る
よ
う
に
振
っ
て
、
釣
り
上
げ
る
よ
う
に
右
足
を
引
く
。

次
い
で
も
う
一
度
投
げ
、
今
度
は
左
足
を
引
き
、
三
度
目
に
投
げ
る
と
ま
た
右
足
を
引
く
。

そ
れ
か
ら
両
手
で
釣
竿
を
持
っ
て
逆
方
向
に
回
り
つ
つ
北
隅
に
移
動
。

⑩
左
手
で
釣
竿
を
持
っ
て
〔
順
巡
り
の
基
本
〕。

⑪
続
い
て
⑨
同
様
に
〔
逆
巡
り
の
基
本
〕
で
東
か
ら
西
に
向
か
っ
て
釣
竿
を
振
り
、
最
後
は

逆
方
向
に
回
っ
て
西
隅
へ
。

⑫
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
西
隅
へ
。⑬

⑨
同
様
に
〔
逆
巡
り
の
基
本
〕
で
舞
座
手
前
か
ら
中

央
に
入
り
神
前
に
向
か
っ
て
釣
竿
を
振
り
、
最
後
は

逆
方
向
に
回
っ
て
東
隅
へ
。

⑭
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
の
よ
う
に
巡
っ
て
最
後
の
九
時

の
位
置
で
左
、
右
と
足
を
踏
ん
で
、
順
方
向
に
回
っ

て
神
前
に
向
か
い
、
一
礼
し
て
終
了
。
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13 

注し

連め

舞ま
い

（
７
分
）

注
連
縄
を
持
っ
て
舞
う
。
冠
を
つ
け
、
白
の
狩
衣
姿
。

①
右
手
に
鈴
を
持
ち
つ
つ
両
手
で
し
め
縄
を
捧
げ
持
ち
、
舞
座
手
前
に
し
ゃ
が
み
、
楽
と
と

も
に
立
っ
て
神
前
へ
。

②
左
右
左
に
採
り
物
を
振
る
。

③
順
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
九
時
の
方
向
で
両
足
屈
伸
を
し
て
順
方
向
に
回
り
な
が
ら
舞

座
手
前
へ
〔
順
巡
り
の
基
本
〕。

④
逆
方
向
に
巡
り
、
二
周
し
て
三
時
の
位
置
で
両
足
屈
伸
を
し
て
逆
方
向
に
回
り
な
が
ら
舞

座
手
前
へ
〔
逆
巡
り
の
基
本
〕。

⑤
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
最
後
は
神
前
へ
。

⑥
タ
チ
ゴ
ト
。

⑦
左
右
左
に
両
手
で
採
り
物
を
振
る
。

⑧
順
方
向
に
巡
っ
て
九
時
の
位
置
か
ら
順
方
向
に
回
っ
て
西
隅
へ
片
膝
を
つ
く
。

⑨
逆
方
向
に
一
周
巡
っ
て
西
隅
か
ら
東
隅
に
向
か
っ
て
両
手
で
し
め
縄
・
鈴
を
振
り
、
戻
す

所
作
。
戻
す
際
に
左
右
左
右
左
に
身
体
を
引
く
。
最

初
の
左
右
は
立
っ
て
、
続
く
左
右
左
は
片
膝
を
つ
き

つ
つ
お
こ
な
う
。
も
う
一
度
東
に
向
か
っ
て
振
っ
て

戻
し
な
が
ら
逆
方
向
に
回
っ
て
西
隅
に
片
膝
を
つ
く
。

⑩
順
方
向
に
巡
っ
て
九
時
の
位
置
か
ら
、
順
方
向
に
回

っ
て
西
隅
に
片
膝
。

⑪
⑨
同
様
に
逆
方
向
に
巡
っ
て
北
隅
か
ら
南
隅
に
向
か

っ
て
同
様
の
所
作
で
最
後
は
北
隅
へ
。

⑫
九
時
の
位
置
か
ら
、
順
方
向
に
回
っ
て
西
隅
に
片
膝
。

⑬
逆
方
向
に
巡
っ
て
東
隅
か
ら
西
隅
に
向
か
っ
て
し
め
縄
と

鈴
を
振
り
、
戻
し
な
が
ら
逆
方
向
に
回
っ
て
西
隅
へ
片
膝
を

つ
く
。

⑭
順
方
向
に
巡
っ
て
九
時
の
位
置
か
ら
順
方
向
に
回
っ
て
西
隅

へ
片
膝
を
つ
く
。

⑮
⑬
同
様
に
逆
方
向
に
巡
っ
て
南
隅
か
ら
北
隅
に
向
か
っ
て
し
め
縄
と
鈴
を
振
り
、
戻
し
な

が
ら
逆
方
向
に
回
っ
て
北
隅
へ
片
膝
を
つ
く
。

⑯
九
時
の
位
置
か
ら
順
方
向
に
回
っ
て
西
隅
へ
片
膝
を
つ
く
。

⑰
⑨
同
様
に
逆
方
向
に
一
周
巡
っ
て
舞
座
手
前
か
ら
神
前
に
向
か
っ
て
両
手
で
し
め
縄
・
鈴

を
振
り
、戻
す
所
作
。
戻
す
際
に
左
右
左
右
左
に
身
体
を
引
く
。
最
初
の
左
右
は
立
っ
て
、

続
く
左
右
左
は
片
膝
を
つ
き
つ
つ
お
こ
な
う
。
も
う
一
度
神
前
に
向
か
っ
て
振
っ
て
戻
し

な
が
ら
逆
方
向
に
回
っ
て
西
隅
に
片
膝
を
つ
く
。

⑱
九
時
の
位
置
か
ら
順
方
向
に
回
っ
て
西
隅
へ
片
膝
を
つ
く
。

⑲
逆
方
向
に
巡
っ
て
い
き
、
舞
座
手
前
か
ら
も
う
一
度
神
前
に
向
か
い
、
⑬
同
様
に
神
前
に

向
か
っ
て
し
め
縄
と
鈴
を
振
り
、
逆
方
向
に
回
っ
て
北
隅
に
片
膝
を
つ
く
。

⑳
九
時
の
位
置
か
ら
順
方
向
に
回
っ
て
西
隅
へ
片
膝
を
つ
く
。

㉑
左
手
で
し
め
縄
を
肩
に
背
負
い
、
右
手
の
鈴
を
振
り
な
が
ら
逆
方
向
に
巡
り
、
三
時
の
位

置
で
屈
伸
し
て
逆
方
向
に
回
っ
て
神
前
へ
。
鈴
と
し
め
縄
を
置
い
て
一
礼
し
終
了
。

14 

獅し

子し

舞ま
い

（
10
分
）

天
狗
は
赤
い
衣
に
緑
の
た
っ
つ
け
袴
。
天
狗
面
に
黒
の
シ
ャ
グ
マ
。

①
天
狗
、
両
手
に
榊
を
持
っ
て
勢
い
よ
く
幣
殿
よ
り
登
場
。
順
方
向
に
一
周
巡
っ
た
後
、
神

前
で
榊
を
置
い
て
餅
の
載
っ
た
三
宝
を
持
ち
、
順
方
向
に
一
周
し
、
九
時
の
方
向
か
ら
順

方
向
に
一
回
り
し
て
神
前
へ
。

②
タ
チ
ゴ
ト
。
タ
チ
ゴ
ト
に
あ
わ
せ
て
つ
ま
先
を
片
方
ず
つ
後
ろ
に
踏
み
出
す
。

③
餅
撒
き
。
終
わ
っ
て
空
の
三
宝
を
持
っ
て
順
方
向
に
一
周
し
、
九
時
の
方
向
か
ら
順
方
向

に
一
回
り
し
て
神
前
へ
。

④
再
び
榊
を
両
手
に
順
方
向

へ
巡
る
と
、
幣
殿
よ
り
獅

子
登
場
。
天
狗
は
獅
子
の

後
方
へ
。

⑤
順
・
逆
に
巡
る
と
獅
子
は

中
央
で
寝
て
し
ま
い
、
天
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狗
は
榊
で
こ
れ
を
打
つ
。
こ
れ
を
繰
り
返
し
、
三
度
目
に
天
狗
は
獅
子
に
馬
乗
り
に
な
っ

て
叩
き
、
獅
子
気
付
い
て
争
い
に
な
る
。
や
が
て
獅
子
・
天
狗
と
も
に
観
客
の
中
に
入
っ

て
い
き
、
天
狗
は
榊
で
観
客
を
叩
き
、
獅
子
は
歯
打
ち
を
し
て
回
り
、
退
場
。

15 

神こ
う

幣べ

（
７
分
）

素
面
に
烏
帽
子
、
狩
衣
姿
。
岩
戸
神
楽
三
番
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
詞
章
に
「
釣
り

船
」
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
豊
漁
祈
願
の
舞
と
も
さ
れ
て
い
る
。

①
左
手
に
幣
、
右
手
に
鈴
を
持
ち
、
舞
手
二
人
が
舞
座
手
前
に
し
ゃ
が
み
、
笛
と
と
も
に
立

っ
て
一
度
両
足
屈
伸
を
し
て
神
前
へ
。

②
タ
チ
ゴ
ト
。

③
屈
伸
し
て
か
ら
順
方
向
に
巡
り
、
南
北
の
位
置
で
屈
伸
し
て
両
手
を
顔
の
前
に
挙
げ
て
押

し
頂
く
所
作
。
そ
こ
か
ら
逆
方
向
に
半
回
転
し
て
向
き
を
変
え
、
逆
方
向
に
巡
る
。
東
西

の
位
置
に
来
た
と
こ
ろ
で
屈
伸
を
し
て
逆
方
向
に
回
り
南
西
の
辺
に
外
を
向
い
て
並
ぶ
。

④
南
西
の
辺
か
ら
「
ヤ
ー
ハ
ー
ハ
ー
ハ
ー
」
の
声
で
後
ろ
向
き
に
幣
と
鈴
と
を
振
り
つ
つ
下

が
り
、
北
東
の
辺
に
及
ぶ
と
逆
方
向
に
半
回
転
し
、
同
じ
く
「
ヤ
ー
ハ
ー
ハ
ー
ハ
ー
」
の

声
で
幣
と
鈴
を
振
り
つ
つ
下
が
る
。
そ
れ
ぞ
れ
南
と
北
で
外
を
向
い
て
踏
み
出
す
と
幣
を

差
し
出
し
、振
り
返
っ
て
互
い
が
入
れ
替
わ
る
。
入
れ
替
わ
る
際
に
軽
く
ぴ
ょ
ん
と
跳
ぶ
。

入
れ
替
わ
っ
た
位
置
で
も
外
を
向
い
て
踏
み
出
し
て
幣
を
差
し
出
し
、
振
り
返
り
な
が
ら

逆
方
向
に
回
っ
て
南
隅
か
ら
西
隅
へ
、
北
隅
か
ら
東
隅
へ
と
移
動
。

⑤
③
同
様
に
屈
伸
し
て
か
ら
順
方
向
に
巡
り
、
南
北
の
位
置
で
屈
伸
し
て
両
手
を
顔
の
前
に

挙
げ
て
押
し
頂
く
所
作
。
そ
こ
か
ら
逆
方
向
に
半
回
転
し
て
向
き
を
変
え
、
逆
方
向
に
巡

る
。今
度
は
南
北
の
位
置
に
き
た
と
こ
ろ
で
屈
伸
を
し
て
逆
方
向
に
回
っ
て
神
前
に
並
ぶ
。

⑥
④
同
様
に
南
東
の
辺
（
神
前
）
か
ら
「
ヤ
ー
ハ
ー
ハ
ー
ハ
ー
」
の
声
で
後
ろ
向
き
に
幣
と

鈴
と
を
振
り
つ
つ
下
が
り
、
北
西
の
辺
（
舞
座
手
前
）
に
及
ぶ
と
逆
方
向
に
半
回
転
し
、

同
じ
く
「
ヤ
ー
ハ
ー
ハ
ー
ハ
ー
」
の
声
で
幣
と
鈴
を
振
り
つ
つ
下
が
る
。
そ
れ
ぞ
れ
西
と

東
で
外
を
向
い
て
踏
み
出
す
と
幣
を
差
し
出
し
、
振
り
返
っ
て
互
い
が
入
れ
替
わ
る
。

入
れ
替
わ
る
際
に
軽
く
ぴ
ょ
ん
と
跳
ぶ
。
入
れ
替
わ
っ
た
位
置
で
も
外
を
向
い
て
踏
み

出
し
て
幣
を
差
し
出
し
、
振
り
返
り
な
が
ら
逆
方
向
に
回
っ
て
西
隅
か
ら
北
隅
へ
、
東
隅

か
ら
南
隅
へ
と
移
動
。

⑦
③
同
様
に
屈
伸
し
て
か
ら
順
方
向

に
巡
り
、
南
北
の
位
置
で
屈
伸
し

て
両
手
を
顔
の
前
に
挙
げ
て
押
し

頂
く
所
作
。
そ
こ
か
ら
逆
方
向
に

半
回
転
し
て
向
き
を
変
え
、
逆
方

向
に
巡
る
。
東
西
の
位
置
に
来
た

と
こ
ろ
で
屈
伸
を
し
て
逆
方
向
に
回
っ
て
神
前
に
並
ぶ
。

⑧
タ
チ
ゴ
ト
。

⑨
③
同
様
に
屈
伸
し
て
か
ら
順
方
向
に
巡
り
、
南
北
の
位
置
で
屈
伸
し
て
両
手
を
顔
の
前
に

挙
げ
て
押
し
頂
く
所
作
。
そ
こ
か
ら
逆
方
向
に
半
回
転
し
て
向
き
を
変
え
、
逆
方
向
に
巡

る
。
南
北
の
位
置
に
来
た
と
こ
ろ
で
屈
伸
を
し
て
逆
方
向
に
そ
の
場
で
回
転
。

⑩
南
北
の
位
置
で
左
右
左
右
左
と
採
り
物
を
引
く
。
最
初
の
左
右
は
立
っ
て
、
続
く
左
右
左

は
片
膝
を
つ
く
。
そ
れ
か
ら
外
側
に
向
か
っ
て
幣
を
差
し
出
し
、
振
り
返
っ
て
互
い
が
小

さ
く
跳
ん
で
入
れ
替
わ
る
。
そ
の
位
置
で
も
外
を
向
い
て
踏
み
出
し
て
幣
を
差
し
出
し
、

振
り
返
り
な
が
ら
逆
方
向
に
回
っ
て
南
隅
か
ら
西
隅
へ
、
北
隅
か
ら
東
隅
へ
と
移
動
。

⑪
③
同
様
に
屈
伸
し
て
か
ら
順
方
向
に
巡
り
、
東
西
の
位
置
で
屈
伸
し
て
両
手
を
顔
の
前
に

挙
げ
て
押
し
頂
く
所
作
。
そ
こ
か
ら
逆
方
向
に
半
回
転
し
て
向
き
を
変
え
、
逆
方
向
に
巡

る
。
東
西
の
位
置
に
来
た
と
こ
ろ
で
屈
伸
を
し
て
逆
方
向
に
そ
の
場
で
回
転
。

⑫
⑩
同
様
に
東
西
の
位
置
で
左
右
左
右
左
と
採
り
物
を
引
く
。
最
初
の
左
右
は
立
っ
て
、
続
く

左
右
左
は
片
膝
を
つ
く
。
そ
れ
か
ら
外
側
に
向
か
っ
て
幣
を
差
し
出
し
、
振
り
返
っ
て
互
い

が
小
さ
く
跳
ん
で
入
れ
替
わ
る
。
そ
の
位
置
で
も
外
を
向
い
て
踏
み
出
し
て
幣
を
差
し
出
し
、

振
り
返
り
な
が
ら
逆
方
向
に
回
っ
て
西
隅
か
ら
北
隅
へ
、
東
隅
か
ら
南
隅
へ
と
移
動
。

⑬
③
同
様
に
屈
伸
し
て
か
ら
順
方
向
に
巡
り
、
六
時
と
一
二
時
の
位
置
で
屈
伸
し
て
両
手
を

顔
の
前
に
挙
げ
て
押
し
頂
く
。
そ
こ
か
ら
逆
方
向
に
半
回
転
し
て
、
逆
方
向
に
巡
る
。
三

時
と
九
時
の
位
置
で
屈
伸
を
し
て
神
前
へ
。
座
し
て
採
り
物
を
置
き
、
一
礼
し
て
終
了
。
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（
三
）
詞
章

神
楽
の
中
で
、
前
半
の
登
場
し
て
一
舞
す
る
と
、
神
前

に
向
か
っ
て
立
ち
唱
え
言
を
発
す
る
。
こ
れ
を
「
タ
チ
ゴ

ト
」「
タ
チ
コ
ト
バ
」あ
る
い
は「
タ
ッ
コ
ト
」な
ど
と
言
う
。

富
江
で
は
タ
チ
ゴ
ト
の
他
に
「
イ
イ
ク
」（
ユ
ウ
ク
）、
ま

た
「
タ
チ
ウ
タ
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
上
五
島
で
は

そ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
な
い
。
例
え
ば「
五
方
」「
四
天
」、

あ
る
い
は
「
箕
舞
」
で
メ
ロ
デ
ィ
の
つ
い
た
歌
が
唄
わ
れ
、

意
味
的
に
は
「
神
歌
」、
あ
る
い
は
下
五
島
で
あ
れ
ば
「
タ

チ
ウ
タ
」
あ
る
い
は
「
マ
イ
ウ
タ
」
な
ど
と
称
す
べ
き
も

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
指
し
示
す
言
葉
が
存
在
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
な
お
、
タ
チ
ゴ
ト
は
舞
手
が
唱
え
る
こ
と

が
な
い
が
、
タ
チ
ウ
タ
に
相
当
す
べ
き
歌
だ
け
は
、
舞
手

自
ら
が
唄
う
。
こ
の
他
に
「
神
通
」
な
ど
で
は
、
舞
の
中

に
問
答
が
あ
る
。
こ
れ
を
「
ト
イ
」
と
「
ハ
イ
」
だ
と
称

し
て
い
る
。
た
だ
し
各
々
で
使
う
こ
と
は
な
く
、「
ト
イ

ハ
イ
ば
、
し
て
み
ろ
」
と
い
う
よ
う
に
、
組
み
合
わ
せ
て

使
う
。

＊
平
成
十
四
年
刊
『
上
五
島
神
楽
本
』（
上
五
島
神
楽
保
存
会
発
行
）

か
ら
引
用
。

凡
例一

、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
、
今
回
上
演
さ
れ
た
演
目
の
順
番
に
よ
る
。

一
、
ル
ビ
は
引
用
原
典
に
基
づ
き
、
適
宜
施
し
た
。

１ 

座
祓

千
早
振
る

こ
こ
も
高
天
の
原
な
れ
ば

集
ま
り
給
へ

四よ

方も

の

神
々

２ 

長
刀

音
に
聞
く

鬼
の
剣
を
抜
い
て
見
た

身
は
白し
ろ

銀か
ね

で

造
ら
せ
し

も
の

３ 

五
方

東
方
の
東
方
の

久く

く々

能ぬ

智ち

神じ
ん

は

青
き
御に

ぎ

幣て

を
立
て
か
ざ
し

神
は
留
ま
り

お
は
し
坐ま

す

ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
、
ヤ
ー
サ
ン
ハ
（
繰
り
返
し
）

南
方
の
南
方
の

迦か

具ぐ

土つ
ち

神じ
ん

は

赤
き
御
幣
を
立
て
か
ざ
し

神

は
留
ま
り

お
は
し
坐
す

西
方
の
西
方
の

金
山
神
は

白
き
御
幣
を
立
て
か
ざ
し

神
は

留
ま
り

お
は
し
坐
す

北
方
の
北
方
の

水み
ず

波は

売め

神じ
ん

は

黒
き
御
幣
を
立
て
か
ざ
し

神

は
留
ま
り

お
は
し
坐
す

中
央
の
中
央
の

埴は
に

安や
す

神じ
ん

は

黄
き
御
幣
を
立
て
か
ざ
し

神
は

留
ま
り

お
は
し
坐
す

４ 

四
天

け
ん
み
ょ
う

け
ん
み
ょ
う

み
ょ
う
け
ん
み
ょ
う

神
の
父

神
の
父

ヤ
ー
ア

出
雲
に
参
る
神
の
父

神
の
母

神
の
母

ヤ
ー
ア

出
雲
に
参
る
神
の
母

御み

供く

米ま

持
ち

御
供
米
持
ち

ヤ
ー
ア

出
雲
に
参
る
御
供
米
持
ち

御
幣
持
ち

御
幣
持
ち

ヤ
ー
ア

出
雲
に
参
る
御
幣
持
ち

５ 
折
敷

立
言

君
が
代
の

久
し
か
る
べ
し

エ
ー

た
め
し
に
は

か
ね
て
ぞ

植
え
し

住
吉
の
松

エ
ー
エ

舞
歌

一
、
君
が
代
の
君
が
代
の

久
し
か
る
べ
し
た
め
し
に
は

ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
、
ヤ
ー
サ
ン
ハ

か
ね
て
ぞ
植
え
し

住
吉
の
松

ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
、
ヤ
ー
サ
ン
ハ
（
以
下
、
繰
り
返
し
）

二
、
秋
鹿
の
秋
鹿
の

峰
の
小
草
を
さ
ら
へ
な
ば

ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
、
ヤ
ー
サ
ン
ハ

声
す
る
鹿
は

え
知
ら
ざ
る
も
の(

季
節
の
歌
挿
入)

三
、
神
の
坐
す
神
の
坐
す

鳥
居
に
入
れ
ば
こ
の
宮
は

ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
、
ヤ
ー
サ
ン
ハ

ひ
つ
ぎ
の
宮
と

や
す
ら
か
に
住
む

６ 

箕
舞
（
豊
年
舞
）

今
年
し
ゃ
豊
年
だ
よ

穂
に
穂
が
咲
い
た

道
の
小
草
も
米
が
な

るそ
ろ
た
そ
ろ
た
よ

稲
穂
が
そ
ろ
た

白
穂
見
せ
ず
に
実
り
穂
が

取
れ
た
取
れ
た
よ

お
米
が
取
れ
た

反
の
あ
た
り
に
五
六
石

取
れ
て
喜
ぶ

国
と
民

つ
け
よ
つ
け
つ
け

や
れ
つ
け
つ
け
よ

ド
ス
コ
イ
ド
ス
コ
イ

つ
い
て
志
ろ
め
て

国
納
め

７ 

将
軍
舞

天
無
く
し
て
は
雨
降
ら
ず

地
無
く
し
て

そ
う
無
け
れ
ば
草
生

え
ず

由
来
無
う
て
は
語
ら
れ
ず

将
軍
装
束

尊
か
り
け
り

さ
て
将
軍
殿
の
生
ま
れ
さ
せ
給
ふ

そ
の
い
が
の
初
声
に

「
天
下
泰
平
国
土
安
穏
に
納
め
給
ふ
」
と
申
す

丈
の
高
さ
が
八

尺
二
分

神
体
を
拝
し
申
せ
ば
建た
け

速は
や

素す

戔さ
の

鳴お
の

尊み
こ
との
神
体
に
お
は
し
坐
す

さ
て
将
軍
殿
の
由
来
を
語
る
に
は

人
皇
十
代
の
帝

崇
神
天
皇

の
御
代
に

帝
の
守
護
神
と
し
て

四よ

方も

の
え
び
す
を
平
ら
げ
て

天
の
下
を
太
平
に
治
め
給
は
ん
と

北
陸
道
に
は
大お
お

彦ひ
こ
の

命み
こ
と

東
海
道
に
は
建た
け

沼ぬ
な

河か
わ
の

別わ
け
の

命み
こ
と

西
海
道
に
は
吉き

備び

津つ

彦ひ
こ
の

命み
こ
と

山
陰
道
に
は
丹た
ん

波ば

道み
ち

主ぬ
し
の

命み
こ
と

を
立
て

四
道
将
軍
と
名
付
け
給
ふ

こ
れ
ぞ
即
ち
わ
が
日
本
の
将
軍
職
の

は
じ
め
な
り

さ
て

そ
れ
将
軍
殿
の
頭こ
う
べに
は

月
星
こ
ん
だ
る

あ
ぁ
八
重
の
笠

身
に
は
五
徳
の
鎧よ
ろ
いを
め
さ
れ

ゆ
い
ぎ
ょ
の
馬
に
御
身
は
横
た
へ
て

神じ
ん

通ず

の
月つ
き

弓ゆ
み

に
心
叶
ふ
の
弦つ
る

を
掛
け

き
ゅ
う
ぎ
ょ
う
き
ゅ
う
の

え
び
ざ
ね
は

八や

百ほ

萬よ
ろ
ず

の
矢
を
並
べ

東
方
に

は
り
や
す
め

南
方
に

は
り

や
す
め

西
方
に

は
り
や
す
め

北
方
に

は
り
や
す
め

中
央
に

は

り
や
す
め

大
地
が
方
に
も

は
り
や
す
め
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８ 

山
賀

こ
の
神
酒
は

吾
が
神
酒
な
ら
ず
神
の
神
酒

大
物
主
の
醸
し
神
酒

醸
し
神
酒

幾
久

幾
久

こ
の
神
酒
は

吾
が
神
酒
な
ら
ず
神
の
神
酒

少
彦
名
の
醸
し
神
酒

醸
し
神
酒

幾
久

幾
久

９ 

恵
比
寿
舞

抑そ
も

〳そ
も

〵
恵
比
寿
の
大
神
と
申
す
は

事こ
と

代し
ろ

主ぬ
し
の

命み
こ
と

に
て

古
へ

神
の
御
代
に

皇す
め

御み

孫ま

の
命

豊
葦
原
の
水
穂
の
国
を
知
ろ
し
め
さ
ん
と

神
問
し
給
ふ
時

恵
比
寿
の
神
は
出
雲
の
国
美
穂
の
崎
に
遊
び
行

坐ま

し
て

鳥と

狩か

り
魚す
な

取ど

り
楽
し
み
在
り
給
ひ
し
が

直
に
父
の
神
大お
お

国く
に

主ぬ
し
の

命み
こ
と

を
和
め
奉
り
て

立
ち
処
に
こ
の
豊
葦
原
を
天
の
皇
御
孫
に
譲
ら
し
め
ん
と

自
ら

平
手
を
打
ち
て

船
の
辺
を
踏
み
海
中
に
八や

重え
の

蒼あ
お

柴ふ
し

籬が
き

を
造
り
避
け
給
ふ

こ
れ
ぞ

打
ち
手
柏
手
の
初
め
な
り

斯
く
さ
り
給
ふ
事
代
主
命
は

親
に
孝
行
君
に
忠
な
る
道
を

呉
竹
の
世
に
垂
れ
給
ひ

い
み
じ
き
功
績
を
朝
廷
も
尊
み
ま
つ
り

八
柱
神
の
中
に
斎
い
つ
き

奉
ら
せ
給
ふ
は
こ
の
時
依
り
ぞ

誠
に
大
神
の
畏
き
御み

稜い

威つ

は

天て
ん

の
事
知
る

地
の
事
知
る

世
の
中
の
万
の
事
知
る
潔
き
事
代
主
の
御み

業わ
ざ

に
て

常
に
恵え

良ら

恵え

良ら

笑
顔
に
坐
す
が
故
に
恵
比
寿
の
神
と
は
申
す
な
り

漁
り
の
人
や
商
の
人
の
御み

祖お
や
の

神か
み

に
坐
し
坐
せ
ば

海
の
幸
福
を

祈
り
奉
れ
ば

鰭は
た

の
広ひ
ろ

物も
の

鰭
の
狭さ

物も
の

数
多
網
引
き

鯛
釣
り
す
れ
ば
釣
り
満

足
し

亦

商
人
は
諸
々
品
物
の
売
買
の
業
に
許こ
こ
だ々

多
く
の
幸さ

福ち

を
得
る
事

皆

大
神
の
恩
み
た
ま
の頼ふ
ゆ

に
依
る
こ
と
な
れ
ば

世
の
人
草
は
睦
ひ
つ
ど
ひ
て

恵
比
寿
の
祭
り
を
祝
ひ
祭
り
て
賑
は
し
く

い
つ
も
恵
良
恵
良

笑
ふ
門
に
は

東
は
目
出
度
い
西
よ
き
北
の

風

南
に
福
徳
の
神

10 

注
連
舞

千
早
振
る

こ
こ
も
高
天
の
原
な
れ
ば

集
ま
り
給
へ

四よ

方も

の

神
々

さ
て
注
連
の
謂い
は
れ

は

尊
さ
や

七
五
三
と
ぞ
引
か
れ
た
る

七
つ
さ
が
っ
て
候
は

天
神
七
代
の
ひ
そ
う
な
り

五
つ
さ
が
っ
て
候
は

地
神
五
代
の
ひ
そ
う
な
り

三
つ
さ
が
っ
て
候
は

天
地
人
三
才
の
ひ
そ
う
な
り

合
わ
せ
て
十
五
は

天
道
の
巡
る
形
や

左
縄

引
い
て
風
に
吹

か
す
れ
ば

四
方
千
里
が
内
に

悪
魔
来
た
ら
じ

諸
々
け
が
れ
除
か
る
と

注
連
の
謂
は

尊
か
り
け
り

11 

神
幣
（
神
部
）

立
つ
ま
ま
に

か
す
み
の
千
早
重
ね
着
て

華
の
緒お

わ
紐ひ
も

今
や
解
く
ら
む

千
早
振
る

我
が
身
は
神
の
お
お
や
し
ろ
に
て

お
降
り
さ
せ
給

へ

庭
の
里
よ
り

ヤ
ー

千
代
の

お
神
楽

高
根
よ
り

雪
ふ
り
下
る
追
ひ
風
に

片
帆
は
白
し

田
子
の
浦
船

田
子
の
浦

波
間
に
船
の
帆
影
見
え
て

波
の
上
こ
ぐ

天
の
釣
船

ヤ
ー

千
代
の

お
祭
り＊

「
六 

由
来
・
信
仰
」
以
降
は
１
２
３
頁
。
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上か
み

五ご

島と
う

神か
ぐ
ら楽
［
客ま

ろ
う
ど人
神じ

ん
じ
ゃ社
］

久
保
田
裕
道

一

名
称

上
五
島
神
楽

二

伝
承
地

長
崎
県
南
松
浦
郡
新
上
五
島
町
の
旧
上
五
島
町
・
旧
新
魚
目
町
の
青
方
神
社
・
政
彦
神
社
・

榎
津
神
社
・
祖
父
君
神
社
・
小
串
神
社
と
、
各
兼
務
社
の
あ
る
地
域

 

＊
以
下
に
平
成
二
十
二
年
度
現
地
調
査
を
実
施
し
た
客
人
神
社
例
祭
で
の
上
五
島
神
楽

を
報
告
す
る
。
な
お
客
人
神
社
は
政
彦
神
社
の
兼
務
社
で
あ
る
。

三

期
日
・
場
所

期
日

客
人
神
社
例
祭

十
月
二
十
八
日
（
前
夜
祭
）・
二
十
九
日
（
例
大
祭
）

＊
平
成
二
十
二
年
度
も
同
日

場
所

客
人
神
社
（
網あ

み

上あ
げ

郷ご
う

）

客
人
神
社
の
拝
殿
は
、
幅
三
間
、
奥
行
き
三
間
半
。
畳
が
敷
か
れ
周
囲
に
半
間
幅
の
回
廊

が
つ
い
て
い
る
。
中
央
二
間
幅
で
幣
殿
が
続
い
て
い
る
。
舞
座
と
な
る
の
は
、
そ
の
幣
殿
と

の
境
か
ら
半
間
下
が
っ
た
中
央
の
一
間
四
方
で
政
彦
神
社
と
同
様
に
マ
イ
イ
タ
（
舞
板
）
が

敷
か
れ
て
い
る
。

四

伝
承
組
織

95
頁
参
照
。

五

行
事
（
芸
能
）
内
容

（
一
）
次
第
・
日
程

１ 

十
月
二
十
八
日
（
前
夜
祭
）

こ
の
日
、
ま
ず
一
四
時
三
〇
分
頃
よ
り
ヤ
バ

ラ
イ
（
屋
祓
い
）
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
網
上
郷

に
は
約
百
戸
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
希
望
の

あ
っ
た
八
十
戸
ほ
ど
を
廻
る
。
な
お
隣
接
す
る

冷ひ
や

水み
ず

の
集
落
も
網
上
郷
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の

集
落
で
あ
る
た
め
に
廻
る
こ
と
は
な
い
。
ヤ
バ

ラ
イ
は
獅
子
と
天
狗
が
二
組
出
て
、
集
落
内
の

上
と
下
と
を
分
担
し
て
廻
る
。
た
だ
し
平
成

二
十
二
年
は
雨
模
様
の
天
候
で
あ
っ
た
た
め
、

獅
子
は
出
ず
に
天
狗
だ
け
が
若
干
早
め
に
一
四

時
頃
よ
り
約
一
時
間
か

け
て
廻
っ
た
。
平
成
二
十

年
頃
ま
で
は
神
輿
の
巡

幸
と
一
緒
に
廻
っ
て
い

た
が
、
近
年
は
先
に
ヤ
バ

ラ
イ
が
廻
っ
て
夕
方
に

な
っ
て
神
輿
が
巡
幸
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ヤ
バ
ラ
イ
に
行
く
と

政彦神社

客人神社

奈摩湾

・上郷体育館

浄水場・

文
上郷小学校

170

網上郷

 

客人神社

ヤバライ ヤバライ御霊移し

神輿
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縁
側
な
ど
に
初
穂
料
と
塩
・

米
が
置
か
れ
て
お
り
、
天
狗

は
塩
か
米
を
そ
こ
に
撒
い
て

く
る
。
以
前
は
塩
だ
け
で
あ

っ
た
が
、
塩
を
撒
く
と
後
処

理
が
大
変
で
あ
る
た
め
に
米

に
な
っ
た
と
い
う
。

一
五
時
五
五
分
、
マ
イ
イ

タ
の
上
に
神
輿
を
置
き
、
祭

典
が
始
ま
る
。
幣
殿
と
の
境

の
両
脇
に
太
鼓
と
太
鼓
役
が

つ
き
、
向
か
っ
て
右
の
太
鼓
手
前
に
笛
。
そ
の
手
前
に
巫
女
と
氏
子
総
代
が
内
側
を
向
い
て

座
る
。
修
祓
に
続
い
て
開
扉
し
、
献
饌
し
て
祝
詞
奏
上
。
こ
こ
で
神
輿
を
幣
殿
ま
で
入
れ
て

拝
殿
と
の
境
を
幕
で
隠
し
て
御
霊
移
し
を
お
こ
な
う
。
一
六
時
一
〇
分
、神
幸
行
列
が
出
発
。

獅
子
二
人
・
天
狗
二
人

―

注
連
縄
（
笹
）

―

神
職

―

稚
児

―

巫
女

―

榊

―

金
幣

―

宮
司

―

神
輿

―

太
鼓
（
二
基
）・
笛

―

保
育
園
児
（
創
作

獅
子
・
山
車
）

行
列
は
神
社
を
出
て
そ
の
ま
ま
ま
っ
す
ぐ
に

集
落
の
中
を
南
下
し
、
奈
摩
と
の
境
（
小
学
校
の

手
前
）
で
西
に
曲
が
り
そ
の
ま
ま
道
な
り
に
回
り

込
ん
で
も
と
の
道
に
戻
る
。
途
中
、
神
輿
が
入
れ

な
い
路
地
に
注
連
縄
（
笹
）、神
職
、太
鼓
（
一
基
）・

笛
の
み
が
入
っ
て
ゆ
く
。
神
社
の
前
に
戻
る
と
、

一
旦
北
東
方
向
に
進
み
、

す
ぐ
に
集
落
の
は
ず
れ

と
な
る
た
め
Ｕ
タ
ー
ン

し
て
神
社
に
上
が
る
。

一
六
時
四
〇
分
、
神

輿
を
拝
殿
に
上
げ
る
と
、

そ
の
ま
ま
幣
殿
に
入
れ
、

再
び
幕
で
隠
し
て
御
霊

移
し
。
祝
詞
を
唱
え
、
撤

饌
、
閉
扉
。
一
六
時
五
〇
分
に
郷
長
へ
の
挨
拶
を
済
ま
せ
、
神
輿
の
片
付
け
と
な
っ
た
。

一
九
時
よ
り
、
前
夜
祭
の
神
楽
奉
納
が
始
ま
る
。
神
輿
渡
御
の
後
、
一
旦
帰
宅
し
た
氏
子

た
ち
は
一
八
時
三
〇
分
頃
よ
り
拝
殿
に
集
ま
り
だ
し
、
や
が
て
部
屋
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。
神

職
・
巫
女
・
氏
子
総
代
ら
の
着
座
位
置
は
日
中
と
同
じ
。
太
鼓
は
拝
殿
の
幣
殿
手
前
左
右
に

二
台
置
か
れ
、
各
々
叩
き
手
が
つ
く
。
向
か
っ
て
右
の
太
鼓
手

前
に
笛
奏
者
が
座
し
、
奈
摩
と
ほ
ぼ
同
じ
配
置
を
取
る
。

や
が
て
太
鼓
・
笛
が
奏
さ
れ
、修
祓
、開
扉
、献
饌
、祝
詞
奏
上
、

そ
し
て
玉
串
奉
奠
と
な
る
。
玉
串
奉
奠
も
奈
摩
同
様
に
集
ま
っ

て
い
る
者
ほ
ぼ
全
員
が
お
こ
な
い
、
そ
の
間
は
軽
快
な
神
楽
歌

が
唱
え
ら
れ
る
。
終
わ
っ
て
一
九
時
三
〇
分
、
宮
司
よ
り
説
明

が
あ
っ
て
神
楽
が
始
め
ら
れ
る
。
こ
の
日
の
演
目
は
次
の
通
り
。

①
稚
児
舞

②
浦
安
の
舞

③
鎮
守
の
里
（
創
作
）
④
子
供
獅
子

⑤
座ざ

祓は
ら
い（

子
供
）

⑥
佐さ

男お

舞ま
い

⑦
恵え

比び

寿す

⑧
六ろ

く
し
ょ
う
ぐ
ん

将
軍

⑨
山や

ま

賀が

⑩
神か

ん

通ず

⑪
箕み

舞ま
い

⑫
平ひ

ら

舞ま
い

⑬
獅
子
舞

最
後
の
獅
子
舞
は
、
最
後
に
獅
子
二
頭
が
乱
入
し
て
き
て
、
最
初
か
ら
舞
っ
て
い
た
一
頭

と
一
緒
に
な
っ
て
暴
れ
な
が
ら
参
拝
者
の
頭
を
か
じ
る
。
そ
う
し
て
二
一
時
二
五
分
に
は
す

べ
て
の
舞
が
終
了
。
笛
が
鳴
り
続
け
る
中
、
撤
饌
・
幣
扉
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
二
一
時
三
〇

神幸（神輿） 神幸（先頭）

神幸（創作獅子）

神幸（太鼓）

玉串奉奠

幣 殿

拝 殿

北 東

西 南

大太鼓

小太鼓

舞座
（舞板）

中央

客人神社「舞座」図
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分
、
宮
司
が
郷
長
に
終
了
の
挨
拶
を
し
て
こ
の
日
の
予
定
を
す

べ
て
終
え
た
。

２ 

十
月
二
十
九
日
（
例
大
祭
）

一
〇
時
に
祭
典
の
開
始
。
修
祓
か
ら
開
扉
、
献
饌
と
進
み
、

玉
串
奉
奠
は
前
夜
と
同
じ
よ
う
に
皆
が
お
こ
な
う
。
こ
の
日
は
、

そ
の
後
で
氏
子
入
り
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
乳
児
を
連
れ
た
親
子

が
幣
殿
に
上
が
り
、
祝
詞
奏
上
の

後
に
金
幣
に
よ
る
祓
い
を
受
け
、
神
札
を
受
け
て
神
酒
を
頂
く

と
い
う
も
の
。
氏
子
入
り
に
続
い
て
七
五
三
の
参
拝
も
同
様
に

お
こ
な
っ
た
。

一
〇
時
四
〇
分
、
こ
の
日
の
神
楽
が
始
ま
っ
た
。
演
目
は
次

の
通
り
。

①
稚
児
舞

②
浦
安
の
舞

③
座
祓
（
子
供
）
④
荒あ

ら

塩し
お

⑤
神こ

う

幣べ

⑥
獅
子

終
了
後
、
す
ぐ
に
撤
饌
、
閉
扉
を
お
こ
な
う
。
最
後
に
宮
司
が
郷
長
に
報
告
を
し
て
例
大

祭
が
終
了
と
な
っ
た
。
こ
の
後
、
集
落
内
に
あ
る
公
民
館
へ
移
動
し
て
直
会
と
な
る
。
祭
典

と
神
楽
に
関
わ
っ
た
神
職
・
氏
子
総
代
ら
が
昼
食
を
と
っ
た
。

（
二
）
演
目
・
芸
態

以
降
に
舞
の
所
作
等
に
つ
い
て
、
演
目
毎
に
挙
げ
て
ゆ
く
。
記
述
の
前
提
に
つ
い
て
は
政

彦
神
社
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
舞
台
の
方
角
に
つ
い
て
は
、
奈
摩
の
政
彦
神
社
と
異
な
り
、

向
か
っ
て
右
奥
が
東
、
左
奥
が
北
、
右
手
前
が
南
、
左
手
前
が
西
と
な
る
。
そ
れ
以
外
に
つ

い
て
は
、
仮
に
本
殿
方
向
を
一
二
時
と
し
、
そ
の
反
対
を
六
時
と
い
っ
た
よ
う
に
表
す
。

１ 

佐さ

男お

舞ま
い

（
４
分
）

素
面
に
烏
帽
子
、
狩
衣
姿
。
佐
男
は
若
い
男
性
を
指
す
と
さ

れ
て
い
る
。
下
五
島
で
は
基
本
と
さ
れ
る
舞
だ
が
、
上
五
島
で

は
言
わ
な
い
。

①
両
手
で
閉
扇
を
持
ち
、
舞
座
手
前
に
し
ゃ
が
み
、
楽
と
と
も

に
立
っ
て
神
前
へ
。

②
閉
扇
を
両
手
で
持
っ
て
左
右
左
と
後
方
へ
払
う
。

③
左
手
で
閉
扇
を
持
っ
て
順
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
九
時
の

方
向
で
屈
伸
し
て
、
順
方
向
に
回
っ
て
三
時
の
方
向
へ
〔
順

巡
り
の
基
本
〕。

④
右
手
で
閉
扇
を
持
っ
て
逆
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
三
時
の

方
向
で
屈
伸
し
て
、
逆
方
向
に
回
っ
て
神
前
へ
〔
逆
巡
り
の

基
本
〕。
神
前
に
向
か
う
と
こ
ろ
で
扇
を
開
き
、
左
手
に
持

っ
て
右
手
に
神
前
よ
り
鈴
を
取
る
。

⑤
左
手
で
開
扇
を
持
っ
て
〔
順
巡
り
の
基
本
〕。

⑥
右
手
で
開
扇
を
持
っ
て
〔
逆
巡
り
の
基
本
〕
で
、
最
後
は
九

時
の
方
向
へ
。

⑦
左
手
で
開
扇
を
持
っ
て
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
、
最
後
は
神
前
へ
。

⑧
神
前
で
扇
を
閉
じ
て
タ
チ
ゴ
ト
。

⑨
左
右
左
。

⑩
右
手
で
鈴
を
鳴
ら
し
つ
つ
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
神
前
へ
。
鈴
を
置
く
。

⑪
神
前
で
左
手
で
閉
扇
を
持
ち
、
一
度
両
手
を
開
い
て
後
方
に
の
け
ぞ
る
。

⑫
神
前
か
ら
〔
逆
巡
り
の
基
本
〕
で
最
後
は
九
時
の
方
向
へ
。
九
時
の
方
向
に
向
か
う
と
こ

ろ
で
、
扇
を
開
く
。

⑬
左
手
に
開
扇
を
持
っ
て
〔
順
巡
り
の
基
本
〕。

⑭
右
手
に
開
扇
を
持
っ
て
〔
逆
巡
り
の
基
本
〕
で
九
時
の
方
向
へ
。

⑮
両
手
で
開
扇
を
頭
上
に
掲
げ
、〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
神
前
へ
。
扇
を
閉
じ
て
座
し
、
採

り
物
を
置
く
と
一
礼
し
て
退
場
。

子供獅子

直会
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２ 

六ろ
く
し
ょ
う
ぐ
ん

将
軍
（
７
分
）

白
衣
に
緑
の
た
っ
つ
け
袴
。
陣
笠
や
陣
羽
織
を
つ
け
る
場
合
も
あ
る
。

①
舞
手
二
人
、
各
左
手
に
矢
、
右
手
に
鈴
を
持
っ
て
舞
座
手
前
に
し
ゃ
が
み
、
笛
と
と
も
に

立
ち
上
が
っ
て
両
手
を
挙
げ
、
そ
の
ま
ま
対
峙
す
る
形
で
順
方
向
に
巡
る
。
半
周
ほ
ど
し

て
「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
」
の
声
で
大
き
く
踏
み
込
み
、
南
北
の
隅
で
向
き
を
変
え
る
。

②
逆
方
向
に
巡
り
、
半
周
ほ
ど
し
て
「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
」
の
声
で
大
き
く
踏
み
込
み
、

東
西
の
隅
で
向
き
を
変
え
る
。

③
順
方
向
に
巡
り
、
半
周
ほ
ど
し
て
「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
」

の
声
で
大
き
く
踏
み
込
み
、
そ
の
ま
ま
回
り
込
ん
で
神
前
へ
。

④
タ
チ
ゴ
ト

⑤
採
り
物
を
左
に
振
り
、
跳
ぶ
よ
う
に
鈴
を
振
り
な
が
ら
順
方
向

に
一
巡
り
し
て
南
北
で
向
き
を
変
え
、
逆
方
向
に
巡
っ
て
南
北

で
向
き
合
い
、「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
」
に
あ
わ
せ
て
採
り
物

を
振
っ
て
、
左
右
左
に
回
る
よ
う
に
片
足
で
跳
ぶ
。

⑥
順
方
向
に
一
巡
り
し
て
南
北
で
向
き
を
変
え
、
逆
方
向
に
巡
っ

て
東
西
で
向
き
合
い
、「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
」
に
あ
わ
せ
て

採
り
物
を
振
り
、
左
右
左
に
回
る
よ
う
に
片
足
で
跳
ぶ
。

⑦
順
方
向
に
一
巡
り
し
て
南
北
で
向
き
を
変
え
、
逆
方
向
に
巡
っ

た
後
に
逆
方
向
に
回
っ
て
神
前
へ
。
こ
こ
で
矢
を
置
き
、
弓
を

手
に
す
る
。

⑧
中
央
か
ら
東
向
き
に
「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
」
の
声
で
足
踏
み
、

採
り
物
を
大
き
く
左
へ
振
っ
て
か
ら
順
方
向
に
回
っ
て
そ
の
ま
ま
順
方
向
に
巡
る
。

⑨
順
方
向
に
一
巡
り
し
て
南
北
で
向
き
を
変
え
、
逆
方
向
に
巡
っ
て
西
隅
へ
。
東
を
向
い
て

「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
」
で
踏
み
込
み
、「
ハ
ー
ハ
ー
ハ
ー
ハ
ー
」
で
鈴
を
振
っ
て
ゆ
っ
く

り
と
戻
る
。
そ
し
て
も
う
一
度
「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
」
で
踏
み
込
み
、
今
度
は
採
り
物

を
大
き
く
左
へ
振
っ
て
か
ら
順
方
向
に
回
っ
て
そ
の
ま
ま
順
方
向
に
巡
る
。

⑩
⑨
同
様
に
順
逆
に
巡
っ
て
舞
座
手
前
か
ら
神
前
に
向
か
っ
て
の
同
様
の
所
作
。

⑪
⑨
同
様
に
順
逆
に
巡
っ
て
か
ら
南
北
で
向
き
合
い
、「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
」
で
両
手
で

持
つ
弓
を
上
下
に
振
っ
た
後
で
、
外
、
内
と
大
き
く
振
り
、
内
側
に
振
っ
た
勢
い
で
そ
の

ま
ま
進
ん
で
互
い
の
場
を
入
れ
替
え
る
。
更
に
も
う
一
度
外
、
内
と
振
っ
て
再
び
入
れ
替

わ
り
、
外
に
振
る
。
そ
こ
か
ら
順
方
向
へ
巡
る
。

⑫
⑪
同
様
に
順
逆
に
巡
っ
て
東
西
で
向
き
合
い
同
様
の
所
作
。

⑬
順
・
逆
に
巡
っ
て
か
ら
三
時
・
六
時
の
位
置
に
立
ち
、
逆
方

向
に
回
っ
て
神
前
へ
。
採
り
物
を
置
い
て
拝
礼
し
退
場
。

３ 

神か
ん

通ず

（
13
分
）

問と
い

と
鬼
が
登
場
。
問
は
、
烏
帽
子
に
素
面
、
狩
衣
姿
。
鬼
は
鬼

面
に
黒
の
シ
ャ
グ
マ
。
白
衣
に
陣
羽
織
、
た
っ
つ
け
袴
。
神
楽
の

由
来
を
説
く
舞
と
説
明
さ
れ
る
が
、
む
し
ろ
鬼
神
が
高
位
の
神
に

服
従
す
る
と
い
う
内
容
が
元
来
の
意
味
と
思
わ
れ
る
。
九
州
・
中

国
地
方
に
多
い
柴
鬼
神
と
の
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。

①
神
職
姿
の
問
、
右
手
に
幣
を
振
り
つ
つ
幣
殿
よ
り
登
場
し
、

東
隅
よ
り
順
に
巡
る
。
続
い
て
鬼
面
を
着
け
た
鬼
が
白
杖
を
つ

い
て
登
場
し
、
周
囲
を
睨
む
よ
う
に
首
を
回
し
つ
つ
神
職
と
対

峙
し
な
が
ら
順
に
巡
る
。

②
途
中
で
逆
方
向
へ
巡
り
、
問
が
西
、
鬼
が
東
に
来
た
と
こ
ろ
で

問
は
鬼
が
持
つ
白
杖
の
端
を
握
り
、
両
者
が
握
っ
た
状
態
で
順

方
向
へ
一
周
巡
る
。

③
再
び
問
が
西
、
鬼
が
東
の
位
置
に
来
た
と
き

に
杖
を
大
き
く
揺
す
る
。
鬼
は
杖
を
取
っ
て

そ
の
場
に
ひ
ざ
ま
ず
く
。
問
は
幣
を
振
り
つ

つ
鬼
に
向
か
っ
て
語
り
、
鬼
は
ひ
ざ
ま
ず
い

た
ま
ま
時
折
白
杖
で
床
を
打
ち
つ
つ
答
え
る
。

④
問
答
終
わ
っ
て
、
問
は
退
場
。
鬼
は
東
隅
に

置
か
れ
た
俵
の
上
に
西
方
を
向
い
て
腰
掛
け

る
。
左
手
で
は
白
杖
を
、
右
手
に
は
懐
か
ら
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出
し
て
広
げ
た
扇
を
大
き
く
振
り
な
が
ら
、
神
楽
の
由
来
と
し

て
の
天
岩
戸
の
話
を
語
る
。

⑤
語
り
が
終
わ
る
と
扇
を
う
ち
捨
て
、
立
っ
て
中
央
か
ら
東
南
西

北
と
天
地
そ
れ
ぞ
れ
に
白
杖
を
振
り
つ
つ
舞
う
。
俵
は
片
付
け

ら
れ
て
い
る
。

⑥
舞
座
手
前
で
「
あ
の
山
の
」
の
歌
で
横
に
舞
っ
た
後
、
神
前
に

進
み
、
白
杖
を
置
く
。

⑦
順
方
向
に
巡
っ
て
九
時
の
方
向
か
ら
順
方
向
に
回
り
南
隅
へ
行
き
、
逆
方
向
に
巡
っ
て
舞

座
手
前
か
ら
神
前
に
進
む
。
こ
の
時
、
両
手
は
何
か
に
掴
み
か
か
る
よ
う
に
広
げ
て
い
る
。

⑧
神
前
で
餅
の
入
っ
た
三
宝
を
持
ち
、
順
方
向
に
一
回
り
し
て
「
こ
の
米
は
」
の
歌
に
あ
わ

せ
て
左
右
の
足
を
交
互
に
踏
む
ス
テ
ッ
プ
。そ
れ
が
終
わ
る
と
一
旦
神
前
に
三
宝
を
置
く
。

⑨
⑦
同
様
に
順
・
逆
に
巡
っ
て
再
び
三
宝
を
取
り
、
餅
を
撒
く
。
神
前
に
撒
い
て
か
ら
観
客

へ
向
い
て
撒
き
、
最
後
は
神
前
を
向
い
た
ま
ま
両
手
で
三
宝
を
持
っ
て
、
後
方
に
反
り
返

る
よ
う
に
し
て
投
げ
る
。
こ
の
時
、
巫
女
な
ど
も
出
て
き
て
餅
撒
き
に
加
わ
る
。

⑩
餅
撒
き
が
終
わ
る
の
を
待
っ
て
、
東
隅
よ
り
幣
二
本
を
持
っ
て
⑦
同
様
に
順
・
逆
に
巡
り
、

最
後
は
中
央
で
内
外
に
幣
を
振
る
。

⑪
中
央
か
ら
逆
方
向
に
回
っ
て
北
隅
に
行
き
、
順
に
巡
っ
て
九
時
の
位
置
で
両
手
に
幣
を
分

け
持
ち
、
両
足
屈
伸
を
し
た
後
に
順
方
向
に
回
っ
て
神
前
へ
向
か
い
、
そ
の
ま
ま
退
場
。

４ 

平ひ
ら

舞ま
い

（
５
分
）

烏
帽
子
に
素
面
、
狩
衣
姿
。
岩
戸
神
楽
三
番
の
一

つ
と
さ
れ
る
。
二
つ
の
扇
を
組
み
合
わ
せ
て
天
の
岩

戸
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
。

①
二
本
の
閉
扇
を
あ
わ
せ
持
ち
、
舞
座
手
前
に
し
ゃ

が
み
、
笛
と
と
も
に
立
っ
て
神
前
へ
。

②
左
右
左
に
あ
わ
せ
持
っ
た
閉
扇
を
振
る
。

③
順
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
九
時
の
方
向
で
両
足
屈
伸

を
し
て
順
方
向
に
回
り
つ
つ
南
隅
へ
〔
順
巡
り
の
基
本
〕。

こ
の
間
、
左
右
の
手
に
一
本
ず
つ
持
っ
た
閉
扇
は
ハ
の
字
に
掲
げ
る
。

④
逆
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
三
時
の
方
向
か
ら
方
向
に
回
っ
て

西
隅
へ〔
逆
巡
り
の
基
本
〕。こ
の
間
、閉
扇
は
Ｖ
の
字
に
掲
げ
る
。

⑤
再
び
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
、
最
後
は
神
前
へ
。

⑥
扇
を
開
い
て
タ
チ
ゴ
ト
。
開
扇
は
、
要
の
部
分
を
寄
せ
て
丸
く

な
る
よ
う
に
持
つ
。
こ
の
扇
を
天
岩
戸
と
見
立
て
る
と
い
う
。

⑦
左
右
左
に
開
扇
を
振
る
。

⑧
右
手
の
開
扇
を
前
に
掲
げ
、
左
手
の
開
扇
は
後
ろ
手
に
。〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
、
最
後

は
南
隅
に
片
膝
を
つ
く
。

⑨
左
手
の
開
扇
を
前
に
掲
げ
、
右
手
の
開
扇
は
後
ろ
手
に
、
逆
方
向
に
巡
っ
て
一
周
し
た
三

時
の
方
向
か
ら
逆
方
向
に
回
っ
て
中
央
へ
。

⑩
中
央
か
ら
西
方
に
開
扇
を
左
右
左
右
左
と
振
る
。
最
初
の
左
右
は
立
っ
て
、
続
く
左
右
左

は
片
膝
を
つ
き
な
が
ら
。
さ
ら
に
外
、内
と
振
っ
て
か
ら
逆
方
向
に
回
っ
て
東
隅
に
片
膝
。

⑪
右
手
の
開
扇
を
前
に
掲
げ
、
左
手
の
開
扇
は
後
ろ
手
に
、
順
方
向
に
巡
っ
て
九
時
方
向
か

ら
順
方
向
に
回
っ
て
南
隅
に
片
膝
。

⑫
左
手
の
開
扇
を
前
に
掲
げ
、
右
手
の
開
扇
は
後
ろ
手
に
、
逆
方
向
に
巡
っ
て
舞
座
手
前
か

ら
中
央
に
出
て
開
扇
を
左
右
左
右
左
と
振
る
。
最
初
の
左
右
は
立
っ
て
、
続
く
左
右
左
は

片
膝
を
つ
き
な
が
ら
。
さ
ら
に
外
、
内
と
振
っ
て
か
ら
逆
方
向
に
回
っ
て
南
隅
に
片
膝
。

⑬
⑪
同
様
に
巡
っ
て
南
隅
へ
片
膝
。

⑭
逆
方
向
に
巡
っ
て
二
周
目
の
北
隅
か
ら
中
央
を
向
い
て
内
・
外
に
扇
を
振
る
。
そ
れ
か
ら

逆
方
向
に
回
っ
て
南
隅
へ
片
膝
。

⑮
⑪
同
様
に
巡
っ
て
南
隅
へ
片
膝
。

⑯
逆
方
向
に
巡
っ
て
舞
座
手
前
か
ら
中
央
に
進
み
、
内
・
外
に
扇
を
振
る
。
そ
れ
か
ら
逆
方

向
に
回
っ
て
西
隅
へ
片
膝
。

⑰
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
、
最
後
は
神
前
に
座
し
て
扇
を
置
き
拝
礼
。
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＊
平
成
十
四
年
刊
『
上
五
島
神
楽
本
』（
宮
田
紀
久
編

上
五
島
神

楽
保
存
会
発
行
）
か
ら
引
用
。

凡
例一

、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
、
今
回
上
演
さ
れ
た
演
目
の
順
番
に
よ
る
。

一
、
ル
ビ
は
引
用
原
典
に
基
づ
き
、
適
宜
施
し
た
。

１ 

佐
男
舞

梛な
ぎ
さ
か
き榊

育
て
栄
え
よ

宮
の
内

な
ほ
栄
え
増
す

氏
人
の
た
め

舞
ま
を
ば

ま
ず
は
所
の
舞
を
舞
へ

い
ざ
さ
ら
舞
ふ
よ

氏
人
の
た
め

２ 

六
将
軍

こ
の
竹
は

高
天
の
原
に

エ
ー

植
え
し
竹

矢
に
な
し
た
る
は

八や

幡わ
た
な
り
け
り

３ 

神
通

問

再
拝
再
拝

こ
の
御お
ん
と
こ
ろ所
に
御お
ん
か
み神
を
ま
い
奉
ら
ん
が
為
に

し
ば
の
さ
い
ま
つ
に
成
り
給
ふ
は
何
者
ぞ

咲
く
花
の
し
げ
き
ひ
ら
け
ん
な
り
ひ
ら
け
ん
な
り

扨
て

後
に
魔
お
う
な
も
の
が
伏
す
が
あ
や
し
き
給
ふ

鬼

ま
を
ば
誰
か

ふ
さ
で
つ
く
べ
し

問

扨さ
ー
て

た
だ
今

こ
の
庭
に
出
で
来
立
っ
た
る
も
の
は

神
か
と

見
れ
ば
神
に
て
も
あ
ら
ず

天
狗
か
と
見
れ
ば
天
狗
に
て
も
あ

ら
ず

動
け
ば
人
に
も
似
た
り

動
か
ね
ば
苔
ふ
す
岩
に
も
似

た
り

も
の
言
ふ
声
は
鳴
る
雷
の
如
し

い
ん
や
こ
の
鬼
神
の

色
を
よ
く
よ
く
見
奉
れ
ば

歌
ぶ
ら
を
以
て
こ
そ

ゆ
み
の
つ

き
し
を
存
じ
候

問

鶯
は

ま
だ
巣
の
内
に
あ
る
や
ら
ん

春
は
来
た
れ
ど
歌
声
も
せ
ん

鬼

乀
（
繰
り
返
し
）
歌
声
も
せ
ん

問

乀
鶯
の

山
門
ひ
ら
き

里
に
出
て

よ
き
初
声
を

氏
に
伝
へ
ん

鬼

乀
（
繰
り
返
し
）
氏
に
伝
へ
ん

問

乀
奥
山
や

遠と

山や
ま
の
奥
に

咲
く
花
は

鶯
つ
ま
で

誰
か
つ
む
べ
し

鬼

乀
（
繰
り
返
し
）
誰
か
つ
む
べ
し

問

乀
四す

五ご

六ろ
く
の

十
五
の
石
を
十
取
り
て

八
ツ
目
の
さ
い
を

誰
か
打
つ
べ
し

鬼

乀
（
途
中
ま
で
繰
り
返
し
）
我
ら
こ
そ
打
つ

問

乀
谷
は
八
つ

峯
は
九
つ

門
は
ひ
と
つ

鬼
の
住
む
と
言
ふ
は

あ
ら
ら
ぎ
が
里

鬼

乀
（
繰
り
返
し
）
あ
ら
ら
ぎ
が
里

問

や
ー
え
ん

た
ん
と
吹
く
風
に

き
ま
ん
神じ
ん

通ず

の
角
生
え
て

三
万
四し

千せ
ん

の
に
き
ぎ
ょ
う
し

眼ま
な
こ

を
見
給
へ
ば

り
ゅ
う
り
ゅ

う
の
ヒ
サ
ギ
を
え
っ
て
は
め
た
に
異こ
と

な
ら
ず

鼻
を
見
給
へ
ば

大
石
の
如
し

口
を
見
給
へ
ば
も
の
せ
ん
神じ
ん

の
岩
屋
に
く
り
へ

ん
じ

し
ば
さ
い
た
に
異
な
ら
ず

両
の
は
ぎ
の
歯
が
み
違
へ

た
は

剣
を
抜
き
違
へ
た
に
異
な
ら
ず

そ
の
身
を
見
れ
ば
し

ゅ
む
せ
ん
な
り

早
く
名
乗
ら
せ
給
へ

遅
く
名
乗
ら
せ
給
ふ

は

山
の
荒あ
ら

七し
ち

郎ろ
う

殿ど
の

の
神
通
の
白じ
ん

杖ず
う

を
以
て

打
ち
ょ
う
ち
ゃ
く
擲
と
道
を
あ

た
へ
ん
な
り

あ
た
へ
ん
な
り

問

乀
吹
く
風
に

簾み
す

吹
き
上
げ
て

見
て
ま
せ
ば

簾
の
内
な
る

君
ぞ
見
わ
た
す

鬼

乀
（
繰
り
返
し
）
君
ぞ
見
わ
た
す

や
ー
え
ん
第
一

み
ょ
う
じ
ん
の
変
化
に
て

七
つ
の
峯
七
つ
の

谷
に
う
ち
吹
い
た
は

き
ん
ぎ
ょ
う
が
こ
と
な
り

け
し
ん

今
朝

浅
倉
山
に
昼
寝
し
て

一
つ
ほ
ん
な
ら
ず

二
つ
ほ
ん

な
ら
ず

ば
く
じ
の
柴
を
盗
み
取
ら
れ
て
無
念
さ
や

早
や
早

や
取
っ
て
帰
ら
ん

取
っ
て
戻
ら
ん

早
や
早
や
黄
金
の
ぞ
う

か
を
引
き
給
へ

問

早
や
早
や
黄こ

金が
ね
の
ぞ
う
か
に
乗
り
移
さ
れ
給
へ

鬼

天
無
く
し
て
は
雨
降
ら
ず

地
無
く
し
て

そ
う
無
け
れ
ば
草
生

え
ず

父
無
く
し
て
は
種
を
れ
ず

き
ょ
う
じ
つ
の
ふ
て
本
無
け

れ
ば
読
ま
れ
申
さ
ず
承
っ
て
候
よ

扨
て
こ
れ
よ
り

き
の
え
の

方
に
当
た
る

い
と
う
け
無
き
雲
ひ
と
む
ら
に
み
つ
る
彼
の
雲
の

四
方
へ
さ
ー
っ
と
分
か
た
れ
て

東
を
ば
東
天
と
申
す

南
を
ば

南
天
と
申
す

西
を
ば
西
天
と
申
す

北
を
ば
北
天
と
申
す
承

っ
て
候
よ

扨
て

そ
れ
せ
い
の
せ
き
じ
と
言
ふ
賊
は

き
ん

ぎ
ょ
う

喜
ば
ざ
る
に
よ
っ
て

日じ
つ
げ
つ月
と
わ
き
ば
さ
み

天
照

大お
ん
が
み神
の
天
の
岩
戸
に
閉
じ
籠
ら
せ
給
へ
ば

天
が
下
は
暗
や
み
の

如
く
な
り
給
ふ

い
ん
や
是
れ
に
て
は

叶
ふ
ま
じ
と
て
神か
む
つ
ど集

ひ
に
集
ひ
神か
む
は
か議
り
に
議
ら
せ
給
ふ

そ
の
時

天
の
香
具
山
の

五い

百お

津つ

真
榊
の
枝
を
求
め

上
の
枝
に
は
珠
を
か
け
中
の
枝
に

は
鏡
を
か
け

下
の
枝
に
は
幣へ
い
は
く帛
を
か
け
並
べ
て
祈
り
出
さ
ん

と
す

そ
の
時
集
ま
ら
せ
給
ふ
神
々
は
誰
々
ぞ

奥お
き
つ
ひ
こ
の
み
こ
と

津
彦
命

奥お
き
つ
ひ
め
の
み
こ
と

津
姫
命

豊と
よ
い
は
ま
ど
の
み
こ
と

岩
窓
命
櫛く
し
い
は
ま
ど
の
み
こ
と

岩
窓
命

玉た
ま
お
や
の
み
こ
と

祖
命

伊い
し
こ
い
ど
め
の
み
こ
と

志
許
利
留
命

天あ
ま
つ
こ
や
ね
の
み
こ
と

津
児
屋
根
命

太ふ
と
だ
ま
の
み
こ
と

玉
命

総
じ
て
命
は
八
神
な
り

待
っ
た

天あ
め
の
宇う
ず
め
の
み
こ
と

豆
売
命
は
手
に
ち
ま
き
の
鉾
を
持
ち
て

天
の
岩
戸
の
前

に
立
た
せ
給
ふ

巧
み
に
技
を
し
神か
ん
が
か
り
す

こ
の
時

天
照

大
神
の
聞き
こ
し
め食
し
て
の
た
ま
は
く

吾
れ

こ
の
ご
ろ
岩
屋
に
籠
る

に

思
ふ
に
天
が
下
は
必
ず
暗
闇
な
る
ら
む

お
か
ん
ぞ
宇
豆
売

命
は
か
く
笑え

ら
ぎ
す
る
や

や
あ
ら
面
白
や
と
思
召
し

天
の
岩

戸
を
細
戸
に
開
か
せ
給
ふ

そ
の
時
手た
ぢ
か
ら
を
の
お
ん
が
み

力
男
御
神
と
申
す
御
神
こ

そ

大
力
の
御
神
に
坐
し
ま
せ
ば

住
吉
を
力
と
召
し

戸
隠
の

明
神
と
御
手
を
添
へ

は
だ
い

へ
い
は
く
と
前
へ
引
き
出
し
給

ふ

そ
の
時

天
の
下
は
初
め
て
明
ら
か
に
こ
そ
成
り
給
ふ

こ

の
時
よ
り
こ
の
神
楽
と
申
す
こ
と
始
ま
っ
た
る
御
事
な
り
。

〔
舞
歌
〕
乀
御
榊
柴
を

東
に
と
っ
て
逃
げ
ん
と
す
れ
ば

青
き
幣に
ぎ

帛て

を
立
て
か
ざ
し

南
に
と
っ
て
逃
げ
ん
と
す
れ
ば

赤
き
幣
帛
を
立
て
か
ざ
し

西
に
と
っ
て
逃
げ
ん
と
す
れ
ば

白
き
幣
帛
を
立
て
か
ざ
し

北
に
と
っ
て
逃
げ
ん
と
す
れ
ば

黒
き
幣
帛
を
立
て
か
ざ
し

天
に
と
っ
て
逃
げ
ん
と
す
れ
ば

天
に
は
て
ん
が
い
ま
く
は
し

地
に
と
っ
て
逃
げ
ん
と
す
れ
ば

地
に
は
ら
っ
か
い

こ
ば
ん
の
ぶ
た
い
を
敷
い
た
り
け
り

エ
ー

あ
の
山
を
あ
の
山
を

い
っ
と
き
離
れ
て

さ
よ
う
は
千
年

世
は
末
代
と
存
ず
る

こ
の
米
は

こ
の
米
は

神
の
前
で
は
饌せ
ん

米ま
い
な
る
が

我
ら
の
為
に
は
作さ
く

の
世
に

作
し
て
作
と
る

作
祭
り
す
る

４ 

平
舞
（
扇
舞
）

千
早
振
る

神
の
御み

前ま
え
に
扇
立
て
て

前
ば
ぞ
開
く

天
の
岩
屋
戸

＊
「
六 

由
来
・
信
仰
」
以
降
は
１
２
３
頁
。

（
三
）
詞
章
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上か
み

五ご

島と
う

神か
ぐ
ら楽
［
青あ

お
か
た方
神じ

ん
じ
ゃ社
］

久
保
田
裕
道

一

名
称

上
五
島
神
楽

二

伝
承
地

長
崎
県
南
松
浦
郡
新
上
五
島
町
の
旧
上
五
島
町
・
旧
新
魚
目
町
の
青
方
神
社
・
政
彦
神
社
・

榎
津
神
社
・
祖
父
君
神
社
・
小
串
神
社
と
、
各
兼
務
社
の
あ
る
地
域

 

＊
以
下
に
平
成
二
十
二
年
度
現
地
調
査
を
実
施
し
た
青
方
神
社
例
祭
に
お
け
る
上
五
島
神

楽
を
報
告
す
る
。

三

期
日
・
場
所

期
日

青
方
神
社
例
祭

十
一
月
二
日
（
前
夜
祭
）・
三
日
（
例
大
祭
）

＊
平
成
二
十
二
年
度
も
同
日

場
所

青
方
神
社
（
青あ

お

方か
た

郷ご
う

）

拝
殿
は
幅

五
間
、
奥

行
き
三
間

半
。
そ
の
神

前
側
中
央
部

に
奥
行
き
一

間
弱
の
一
段

上
が
っ
た
板

の
間
が
あ

り
、
そ
こ
か

ら
神
前
側
に
二
段
上
が
っ
た
と
こ
ろ

に
幅
二
間
、
奥
行
き
二
間
の
幣
殿
が

あ
る
。
太
鼓
は
、
こ
の
拝
殿
と
幣
殿

の
間
の
板
の
間
の
両
側
に
置
か
れ
、
そ
の
内
側
に
太
鼓
役
が
座
る
。
そ
れ
以
外
の
神
職
は
幣

殿
両
側
に
向
か
い
合
っ
て
着
座
。
ま
た
舞
座
と
な
る
の
は
、
拝
殿
の
神
前
側
か
ら
半
間
手
前

の
一
間
四
方
で
板
の
間
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
拝
殿
四
隅
と
神
前
側
に
は
五
色
の
弊
が
掲
げ

ら
れ
て
い
る
。
青
方
神
社
で
は
、
秋
の
例
大
祭
の
他
に
旧
暦
一
月
一
日
の
春
祭
と
、
七
月

十
五
・
十
六
日
の
八
坂
神
社
祭
礼
と
に
神
楽
を
奉
納
す
る
が
、
春
祭
の
時
だ
け
は
こ
の
五
色

幣
が
小
さ
な
俵
に
挿
し
た
御
幣
に
代
わ
る
。

四

伝
承
組
織

95
頁
参
照

五

行
事
（
芸
能
）
内
容

（
一
）
次
第
・
日
程

１

十
一
月
二
日
（
神
輿
渡
御
・
前
夜
祭
）

一
五
時
三
〇
分
、
御
霊
移
し
の
後
、
神
輿
が
青
方
神

社
を
出
発
。
行
列
は
次
の
通
り
。

青方郷

乙宮神社
青方神社

有川

青方教会・

奈
摩

文
青方小学校

・石油備蓄記念会館

青方港

384

170

大太鼓
東北

小太鼓南西

拝 殿

外 縁

幣 殿

中央

舞座
（舞板）

青方神社

五色幣の俵

青方神社「舞座図」神幸



− 115 −

獅
子
・
天
狗

―

巫
女
（
潮
桶
）
―

御
賽
銭

―

猿
田
彦

―

神
職

―

旗

―

榊

―

金
幣

―

神
職

―

神
輿
（
台
車
）
―

太
鼓
・
笛

―

旗

―

榊

―

金
幣

―

神
職

―

神
輿

―

旗

―

金
幣

―

宮
司

―

神
輿

―

太
鼓
・
笛

―

氏
子

階
段
を
下
り
て
か
ら
神
社
前
の
三
叉
路
を
北
に
進
み
、
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
や
青
方
氏
居

館
跡
の
前
を
通
っ
て
集
落
の
中
を
南
西
に
港
の
方
に
進
む
。
港
の
手
前
か
ら
北
西
方
向
に
向

き
を
変
え
、
集
落
内
の
道
を
進
み
途
中
か
ら
西
方
向
に
集
落
の
は
ず
れ
ま
で
行
き
、
港
に
面

し
た
広
い
道
路
に
出
て
道
な
り
に
東
南
方
向
に
戻
る
。
港
が
終
わ
る
と
こ
ろ
で
、
国
道
に
平

行
す
る
商
店
街
の
道
を
ま
っ
す
ぐ
に
北
東
方
向
に
進
む
と
、
や
が
て
青
方
神
社
前
に
戻
っ
て

く
る
。
そ
こ
で
道
路
を
三
周
回
り
、
神
社
へ
と
上
が
る
。
そ
の
ま
ま
幣
殿
奥
に
上
げ
て
、
見

え
な
い
よ
う
に
幕
を
張
っ
て
御
霊
移
し
。
一
六
時
四
〇
分
、
神
幸
が
終
了
と
な
っ
た
。

一
九
時
前
に
な
る
と
社
務
所
に
宮
司
、神
職
、社
人
が
揃
い
、

社
殿
へ
と
向
か
う
。
一
九
時
よ
り
前
夜
祭
の
式
典
開
始
。
最

初
に
修
祓
を
お
こ
な
い
、
開
扉
、
献
饌
、
玉
串
奉
奠
へ
と
移
る
。

一
九
時
四
〇
分
、
神
楽
の
開
始
と
な
る
。
こ
の
日
の
演
目
は

次
の
通
り
。

①
座ざ

は
ら
い祓（

子
供
）
②
佐さ

お男
舞ま

い（
巫
女
）
③
露
払

④
荒
塩（
子

供
）
⑤
潔け

っ
か
い戒

⑥
鈴
舞
（
巫
女
）
⑦
折お

し
き敷

（
子
供
）
⑧
山

の
太
郎

⑨
平ひ

ら
ま
い舞

⑩
六
将
軍

⑪
山や

ま

賀が

⑫
山や

ま

の
進し

ん

⑬

神こ
う

幣べ

⑭
四よ

剣つ
る
ぎ

⑮
四し

天て
ん

⑯
獅
子
舞

二
〇
時
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
白
衣
に
紋
付
き
羽
織
を
着
て
頭
に
手
ぬ
ぐ
い
で
頬
被
り
し

た
男
性
が
、
手
桶
と
提
灯
を
持
っ
て
社
殿
前
に
現
れ
、
車
に
乗
り
込
ん
だ
。
こ
れ
は
未
明
に

お
こ
な
わ
れ
る「
御ご

膳ぜ
ん

部ぶ

祭さ
い

」の
準
備
の
た
め「
若
水
取
り
」に
出
か
け
た
も
の
。「
二
年
総
代
」

一
名
と
「
一
年
総
代
」
二
名
と
が
、
決
め
ら
れ
た
山
か
ら
水
を
汲
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。

神
楽
の
方
は
獅
子
舞
で
終
了
と
な
る
。
獅
子
舞
は
、
最
初
は
天
狗
と
獅
子
と
が
二
組
で
舞

っ
て
い
る
が
、
最
後
に
突
如
と
し
て
さ
ら
に
三
匹
の
獅
子
が
乱
入
し
て
く
る
た
め
、
拝
殿
内

は
騒
然
と
な
る
。
そ
れ
も
よ
う
や
く
静
ま
っ
て
二
一
時
五
二
分
に
神
楽
終
了
。
す
ぐ
に
撤
饌
・

閉
扉
と
な
っ
て
、
二
二
時
三
分
、
宮
司
よ
り
挨
拶
が
あ
っ
て
祭
典
が
終
了
と
な
っ
た
。

２

御
膳
部
祭

御
膳
部
祭
は
、
例
大
祭
の
十
一
月
三
日
未
明
と
、
元
日
未
明
に
の
み
お
こ
な
わ
れ
る
神
事
。

ま
ず
前
夜
に
「
若
水
取
り
」
に
四
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
山
に
向
か
い
、
注
連
縄
の
張
ら
れ
た
場

所
で
水
を
汲
む
。
か
つ
て
は
歩
い
て
行
っ
た
が
、
現
在
は
自
動
車
を
使
う
。
途
中
で
人
に
会

っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
頬
被
り
を
し
て
ゆ
く
。
も
し
人
に
会
っ
た
場
合
に
は
、
一
旦
社

務
所
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
か
つ
て
は
零
時
に
汲
ん
で
深
夜
四
時
頃
に
祭

り
を
お
こ
な
っ
た
が
、
現
在
は
先
に
汲
ん
で
お
き
、
零
時
か
ら
祭
典
を
お
こ
な
う
。

御
膳
部
祭
の
準
備
を
す
る
の
は
、
社
務
所
広
間
。
三
十
畳
の
広
さ
の
部
屋
が
敷
居
で
上
座

と
下
座
に
分
け
ら
れ
る
が
、
上
座
に
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
宮
司
と
氏
子
総
代
の
み

で
あ
る
。
上
座
に
は
長
机
が
二

脚
一
組
で
左
右
に
二
ヶ
所
並
べ

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
向
か

っ
て
左
が
御
膳
用
、
向
か
っ
て

右
が
串
作
り
の
調
理
用
に
使
わ

れ
る
。
右
長
机
の
手
前
に
は
大

型
の
火
鉢
が
二
基
並
べ
ら
れ

る
。
一
年
総
代
の
火
起
こ
し
担

獅子舞

串つくり

若水取り

神幸（巫女）

神幸（御輿）
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当
者
は
、
二
二
時
頃
に
火
力
が
最
大
に
な
る
よ
う
に
炭
火
を
調
整
し
て
お
く
。

一
方
、二
年
総
代
は
「
お
椀
お
膳
拭
き
」
を
お
こ
な
う
。
板
膳
箱
か
ら
紙
箱
を
取
り
出
し
、

そ
こ
か
ら
膳
椀
を
一
つ
ず
つ
取
り
出
し
て
紙
で
磨
い
て
ゆ
く
。
二
二
時
頃
に
な
る
と
、
総
代

長
が
ご
飯
の
釜
を
向
か
っ
て
右
の
火
鉢
に
載
せ
る
。

二
二
時
一
五
分
頃
、
串
つ
く
り
が
始
ま
る
。
こ
こ
で
使
用
さ
れ
る

水
は
、
す
べ
て
若
水
を
用
い
る
。
ま
た
ま
な
板
・
包
丁
は
毎
年
新
調

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。こ
ん
に
ゃ
く
・
高
野
豆
腐
・
人
参
・
揚
げ
豆
腐
・

昆
布
・
里
芋
・
蒲
鉾
の
七
品
を
一
セ
ン
チ
の
サ
イ
コ
ロ
状
に
切
り
、

こ
ん
に
ゃ
く
か
ら
順
に
串
に
刺
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
を
十
五
本
以
上
作

る
。刺
し
終
わ
る
と
、串
に
刺
さ
な
か
っ
た
食
材
と
一
緒
に
鍋
に
入
れ
、

醤
油
を
お
た
ま
三
杯
入
れ
て
、
向
か
っ
て
左
の
火
鉢
に
か
け
る
。

二
三
時
三
〇
分
頃
、
釜
と
鍋
を
長
机
の
上
に
載
せ
る
。
総
代
長
と

副
総
代
長
は
ご
飯
を
器
に
し
ゃ
も
じ
で
盛
る
。
別
の
総
代
二
人
は
、

ま
ず
鍋
の
串
を
ほ
ぐ
し
、
七
品
揃
っ
た
も
の
を
器
に
盛
り
つ
け
、
次

い
で
三
品
を
箸
で
と
っ
て
器
に
盛
り
つ
け
、
そ
し
て
汁
を
器
に
盛
り

つ
け
る
。
ま
た
別
の
総
代
が
、
な
ま
す
を
盛
り
つ
け
。
こ
れ
で
熟
饌

は
完
成
し
、
総
代
一
行
は
左
長
机
周
囲
に
座
っ
て
待
つ
。

二
三
時
五
〇
分
頃
、
太
鼓
の
音
を
合
図
に
神
職
を
先
頭
に
、
一
人

一
つ
ず
つ
御
膳
を
捧
げ
持
っ
て
社
殿
へ
と
向
か
い
、
神
前
に
供
え
る
。

こ
こ
で
御
膳
部
祭
の
祭
典
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

十
分
ほ
ど
で
祭
典
が
終
了
す
る
と
、
御
膳
を
再
び
社
務
所
広
間
に
戻

す
。
宮
司
が
中
身
を
鍋
釜
に
戻
す
と
、
お
膳
拭
き
を
し
て
か
ら
お
下
が

り
を
頂
く
。
こ
の
時
、
零
時
五
〇
分
で
あ
っ
た
。

３

例
大
祭
（
十
一
月
三
日
）

一
〇
時
、
総
代
ら
が
拝
殿
に
集
ま
り
、
祭
典
の
開
始
。
修
祓
の
後
、

献
饌
、
開
扉
、
祝
詞
奏
上
、
玉
串
奉
奠
と
続
く
。
一
〇
時
三
〇
分
に

な
る
と
、拝
殿
に
乳
児
を
連
れ
た
親
子
が
並
び
、氏
子
入
り
の
初
参
り
。

そ
れ
に
続
け
て
七
五
三
の
祈
祷
も
お
こ
な
わ
れ
、
金
幣
で
の
祓
い
を

受
け
る
。

一
一
時
一
〇
分
、こ
の
日
の
神
楽
が
始
ま
っ
た
。演
目
は
次
の
通
り
。

①
座
祓
（
子
供
）
②
佐
男
舞
（
巫
女
）
③
荒
塩
（
子
供
）
④
鈴

の
舞
（
巫
女
） 

⑤
折
敷
（
子
供
）
⑥
平
舞
（
巫
女
）
⑦
神
幣
（
子

供
）
⑧
四
天
（
巫
女
）
⑨
獅
子
舞

一
二
時
一
五
分
、
神
楽
が
終
了
。
撤
饌
・
閉
扉
の
後
、
宮
司
か
ら

総
代
ら
に
挨
拶
し
て
、
一
二
時
三
〇
分
、
祭
典
も
終
了
と
な
る
。
な

お
こ
の
頃
、
社
殿
に
向
か
っ
て
右
側
に
は
土
俵
が
作
ら
れ
て
お
り
、

子
供
た
ち
の
相
撲
の
取
り
組
み
が
始
ま
る
。

（
二
）
演
目
・
芸
態

以
降
に
舞
の
所
作
等
に
つ
い
て
、
演
目
毎
に
挙
げ
て
ゆ
く
。
記
述
の
前
提
に
つ
い
て
は
政

彦
神
社
同
様
で
あ
る
。
舞
台
の
方
角
に
つ
い
て
は
、
網
上
の
客
人
神
社
と
同
様
に
、
向
か
っ

て
右
奥
が
東
、
左
奥
が
北
、
右
手
前
が
南
、
左
手
前
が
西
と
な
る
。
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
、

仮
に
本
殿
方
向
を
一
二
時
と
し
、
そ
の
反
対
を
六
時
と
い
っ
た
よ
う
に
表
す
。

１

座ざ

祓は
ら
い

（
５
分
）

白
衣
・
白
袴
姿
。政
彦
神
社
で
は
二
人
で
舞
っ
た
が
、青
方
で
は
本
来
の
一
人
舞
と
な
っ
た
。

器への盛りつけ 串をほぐす

氏子入り相撲

神前の供奉 熟饌の完成
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①
二
本
の
幣
を
両
手
で
持
っ
て
舞
座
手
前
に
し
ゃ
が
み
、
笛
と

と
も
に
立
っ
て
神
前
に
進
む
。

②
左
右
左
に
採
り
物
を
振
る
。
左
に
振
る
と
き
は
左
足
を
下
げ
、

右
に
振
る
と
き
は
右
足
を
下
げ
る
。

③
左
手
は
幣
、
右
手
は
腰
で
順
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
九
時

の
位
置
に
き
た
と
こ
ろ
で
両
足
の
屈
伸
を
し
て
順
方
向
に
一

回
り
し
な
が
ら
三
時
の
位
置
へ
。
そ
の
時
、
幣
を
右
手
に
持

ち
替
え
て
左
手
は
腰
に
あ
て
る
〔
順
巡
り
の
基
本
〕。

④
三
時
の
位
置
か
ら
、
逆
方
向
に
二
周
巡
り
、
再
び
三
時
の
位

置
で
両
足
の
屈
伸
を
し
て
か
ら
逆
方
向
に
一
回
り
し
て
中
央

へ
片
膝
を
つ
く
〔
逆
巡
り
の
基
本
〕。

⑤
片
膝
を
つ
い
て
両
手
に
一
本
ず
つ
持
っ
た
幣
を
ぐ
る
ぐ
る
と

大
き
く
三
回
ま
わ
す
。
す
る
と
右
手
の
幣
を
水
平
に
し
て
十

字
を
作
る
。

⑥
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
最
後
は
中
央
に
片
膝
を
つ
く
。

⑦
④
同
様
に
両
手
を
三
回
ま
わ
す
と
、
左
手
の
幣
を
水
平
に
十
字
を
作
る
。

⑧
〔
逆
巡
り
の
基
本
〕
で
最
後
は
中
央
に
片
膝
を
つ
く
。

⑨
④
同
様
に
両
手
を
三
回
ま
わ
す
と
、
一
本
ず
つ
幣
を
持
っ
た
両
手
を
横
に
開
く
。

⑩
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
最
後
は
神
前
へ
。

⑪
弊
を
持
っ
た
両
手
を
前
に
伸
ば
し
て
タ
チ
ゴ
ト
。

⑫
②
同
様
に
採
り
物
を
左
右
左
に
振
る
。

⑬
左
手
で
二
本
の
幣
を
真
横
に
持
ち
、右
手
は
腰
で
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
三
時
の
位
置
へ
。

⑭
二
本
の
幣
を
右
手
に
持
ち
替
え
、
真
横
に
伸
ば
し
て
持
ち
な
が
ら
〔
逆
巡
り
の
基
本
〕。

最
後
は
中
央
へ
片
膝
を
つ
く
。

⑮
④
同
様
に
両
手
を
三
回
ま
わ
す
と
、
左
手
の
幣
は
真
横
に
、
右
手
の
幣
は
腹
の
前
に
持
つ
。

⑯
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
最
後
は
中
央
へ
片
膝
を
つ
く
。

⑰
④
同
様
に
両
手
を
三
回
ま
わ
す
と
、
⑭
と
逆
に
右
手
の
幣
は
真
横
に
伸
ば
し
、
左
手
の
幣

は
腹
の
前
に
持
つ
。

⑱
〔
逆
巡
り
の
基
本
〕
で
最
後
は
中
央
に
片
膝
を
つ
く
。

⑲
④
同
様
に
両
手
を
三
回
ま
わ
す
と
、
右
手
の
幣
は
右
肩
に
、
左
手
の
幣
は
左
肩
に
、
御
幣

を
担
ぐ
よ
う
に
持
つ
。

⑳
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
最
後
は
神
前
に
出
て
御
幣
を
置
く
。
そ
の
後
、正
座
を
し
て
拝
礼
。

２

露つ
ゆ

払は
ら
い

（
６
分
30
秒
）

烏
帽
子
を
つ
け
、
白
衣
・
白
袴
に
格
衣
姿
。
先
払
い
の
舞
と
さ
れ
、
五
方
の
神
に
四
季
と

土
用
の
守
護
を
祈
る
。

①
舞
手
二
人
、
両
手
に
幣
扇
を
一
本
ず
つ
持
ち
、
舞
座
手
前
に
し
ゃ
が
み
、
笛
と
と
も
に
立

っ
て
向
き
合
う
。

②
順
方
向
に
巡
り
、
六
時
と
一
二
時
の
位
置
で
「
ヤ
ー
サ
ン
、
ヤ
ー
サ
ン
、
ヤ
ー
サ
ン
」
の

声
に
あ
わ
せ
て
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
。
そ
こ
か
ら
回
り
込
ん
で
互
い
の
位
置
を
入
れ
替
え
、

逆
巡
り
の
方
向
を
向
く
。

③
逆
方
向
に
巡
り
、
三
時
と
九
時
の
位
置
で
「
ヤ
ー
サ
ン
、
ヤ

ー
サ
ン
、
ヤ
ー
サ
ン
」
の
声
に
あ
わ
せ
て
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
。

そ
こ
か
ら
回
り
込
ん
で
互
い
の
位
置
を
入
れ
替
え
、
逆
巡
り

の
方
向
を
向
く
。

④
②
同
様
に
順
巡
り
と
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
、
最
後
は
回
り
込
ん

で
神
前
に
並
ぶ
。

⑤
タ
チ
ゴ
ト
。

⑥
順
方
向
に
巡
っ
て
六
時
と
一
二
時
の
位
置
で
「
ヤ
ー
サ
ン
ハ

ー
ハ
イ
、
ヤ
ー
サ
ン
」
で
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
、
回
り
込
ん
で

西
隅
に
東
方
を
向
い
て
並
び
「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
、
ヤ
ー

サ
ン
」
で
両
手
の
閉
扇
を
左
右
上
下
に
振
る
。
そ
の
後
、
順

方
向
に
巡
り
な
が
ら
「
東
方
の
」
を
唱
え
る
。

⑦
⑥
同
様
に
し
て
北
隅
で
南
方
を
向
く
。
最
後
は
「
南
方
の
」

を
唱
え
る
。

⑧
⑥
同
様
に
し
て
東
隅
で
西
方
を
向
く
。
最
後
は
「
西
方
の
」
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を
唱
え
る
。

⑨
⑥
同
様
に
し
て
南
隅
で
北
方
を
向
く
。
最
後
は
「
北
方
の
」
を
唱
え
る
。

⑩
⑥
同
様
に
し
て
舞
座
手
前
で
神
前
を
向
く
。
最
後
は
「
中
央
の
」
を
唱
え
る
。。

⑪
順
方
向
に
巡
っ
て
東
西
の
位
置
で
向
か
い
合
い
、
両
手
の
扇
を
左
右
左
に
振
っ
て
、
さ
ら

に
右
か
ら
外
へ
大
き
く
、
そ
し
て
戻
る
と
き
に
そ
の
ま
ま
回
り
込
み
、
南
北
へ
。

⑫
⑪
同
様
に
順
方
向
に
巡
っ
て
南
北
の
位
置
で
向
か
い
合
い
、
両
手
の
扇
を
左
右
左
に
振
っ

て
、
さ
ら
に
右
か
ら
外
へ
大
き
く
、
そ
し
て
戻
る
と
き
に
そ
の
ま
ま
回
り
込
み
、
東
西
へ
。

⑬
順
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
三
時
と
九
時
の
位
置
で
両
足
屈
伸
し
て
順
方
向
に
回
っ
て
神

前
に
並
び
、
座
し
て
扇
を
置
き
、
拝
礼
。

３

潔け
っ

戒か
い

（
10
分
30
秒
）

白
衣
・
白
袴
姿
。
五
方
そ
れ
ぞ
れ
に
、
守
護
す
る
神
を
招
き
、
魔
を
払
う
舞
と
さ
れ
る
。

①
左
手
に
太
刀
（
鞘
入
り
）、
右
手
に
鈴
を
持
っ
て
舞
座
手
前
に
し
ゃ
が
み
、
笛
と
共
に
立

っ
て
神
前
へ
。

②
左
右
左
に
採
り
物
を
引
く
。

③
左
手
で
太
刀
を
掲
げ
て
順
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
九
時
の
方
向
で
両
足
屈
伸
を
し
て
順

方
向
に
回
っ
て
神
前
へ
〔
順
巡
り
の
基
本
〕。
一
旦
鈴
を
置
い
て
刀
を
ぬ
き
、
鈴
を
取
っ

て
再
び
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
、
南
隅
へ
。

④
逆
方
向
に
巡
っ
て
ゆ
き
、
北
隅
か
ら
南
方
を
向
い
て
立
つ
。
南
方
に
向
か
っ
て
左
手
の
刀

を
伸
ば
し
、
右
手
の
鈴
を
そ
れ
に
向
け
て
振
る
。
次
い
で
両
足
屈
伸
し
て
外
側
に
向
け
て

採
り
物
を
振
り
、
戻
る
際
に
逆
方
向
に
回
っ
て
東
隅
へ
。

⑤
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
同
様
に
巡
り
、
九
時
の
位
置
か
ら
順
方

向
に
回
っ
て
南
隅
へ
。

⑥
④
同
様
に
逆
方
向
に
巡
っ
て
ゆ
き
、
南
隅
か
ら
北
方
を
向
い

て
立
つ
。
北
方
に
向
か
っ
て
左
手
の
刀
を
伸
ば
し
、
右
手
の

鈴
を
そ
れ
に
向
け
て
振
る
。
次
い
で
両
足
屈
伸
し
て
外
側
に

向
け
て
採
り
物
を
振
り
、
戻
る
際
に
逆
方
向
に
回
っ
て
西
隅

に
行
く
。

⑦
⑤
同
様
に
南
隅
へ
。

⑧
④
同
様
に
逆
方
向
に
巡
っ
て
ゆ
き
、舞
座
手
前
か
ら
神
前
（
中

央
）
を
向
い
て
立
つ
。
神
前
に
向
か
っ
て
左
手
の
刀
を
伸
ば

し
、
右
手
の
鈴
を
そ
れ
に
向
け
て
振
る
。
次
い
で
両
足
屈
伸

し
て
外
側
に
向
け
て
採
り
物
を
振
り
、
戻
る
際
に
逆
方
向
に

回
っ
て
北
隅
に
行
く
。

⑨
⑤
同
様
に
巡
っ
て
最
後
は
西
隅
へ
。

⑩
西
隅
よ
り
東
方
へ
向
き
、
タ
チ
ゴ
ト
「
こ
れ
よ
り
東
方
殿
に
向
か
っ
て
」。
タ
チ
ゴ
ト
終

わ
っ
て
鈴
を
振
り
つ
つ
中
央
へ
踏
み
出
し
片
膝
を
つ
き
、
立
っ
て
刀
を
肩
に
担
ぎ
東
隅
に

回
り
中
央
を
向
い
て
身
体
を
反
ら
せ
、戻
っ
て
中
央
か
ら
東
方
を
向
い
て
身
体
を
反
ら
せ
、

再
び
東
隅
に
回
り
中
央
を
向
い
て
身
体
を
反
ら
せ
る
。
そ
こ
か
ら
回
っ
て
北
隅
に
移
動
。

⑪
⑩
同
様
に
北
隅
か
ら
南
方
へ
の
所
作
。
最
後
は
東
隅
へ
。

⑫
⑩
同
様
に
東
隅
か
ら
西
方
へ
の
所
作
。
最
後
は
南
隅
へ
。

⑬
⑩
同
様
に
南
隅
か
ら
北
方
へ
の
所
作
。
最
後
は
舞
座
手
前
中
央
へ
。

⑭
⑩
同
様
に
舞
座
手
前
か
ら
神
前
（
中
央
）
へ
の
所
作
。
最
後
は
東
隅
へ
。

⑮
舞
座
手
前
か
ら
神
前
（
中
央
）
へ
向
か
い
「
東
方
南
方
西
方
北
方
に
悪
あ
り
」「
悪
な
し
」

「
魔
あ
り
」「
魔
な
し
」
と
い
っ
た
唱
え
言
が
交
わ
さ
れ
、
左
右
左
右
左
に
刀
を
払
う
。
最

初
の
左
右
は
立
っ
て
、続
く
左
右
左
は
片
膝
を
つ
く
。
終
わ
る
と
「
中
央
に
悪
あ
り
」「
悪

な
し
」「
魔
あ
り
」「
魔
な
し
」
の
唱
え
言
が
あ
っ
て
も
う
一
度
同
じ
左
右
左
右
左
へ
の
所

作
が
あ
っ
て
神
前
へ
。

⑯
神
前
で
片
膝
を
つ
い
て
鈴
を
置
き
、
懐
紙
で
刀
を
拭
く
と
、
切
っ
先
を
下
に
向
け
て
刃
の

部
分
を
持
っ
て
順
方
向
に
巡
る
。

⑰
順
方
向
に
巡
っ
て
九
時
の
位
置
か
ら
順
方
向
に
回
っ
て
西
隅
へ
行
き
、
逆
方
向
へ
巡
る
。

⑱
一
周
し
て
西
隅
か
ら
中
央
に
入
り
、
東
方
に
向
か
っ
て
片
膝
を
つ
き
、
ま
ず
左
へ
刀
を
振

っ
た
後
に
剣
先
を
持
っ
て
二
回
大
き
く
振
る
。

⑲
両
手
で
刀
を
押
し
頂
き
、
順
方
向
に
回
っ
て
舞
座
手
前
に
戻
り
、
逆
方
向
へ
巡
る
。

⑳
⑱
同
様
に
北
隅
か
ら
中
央
に
入
り
、
南
方
に
向
か
っ
て
片
膝
を
つ
き
、
ま
ず
左
へ
刀
を
振

っ
た
後
に
剣
先
を
持
っ
て
二
回
大
き
く
振
る
。
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⑲
同
様
に
両
手
で
刀
を
押
し
頂
き
、
順
方
向
に
回
っ
て
南
隅
に
移
り
、
逆
方
向
へ
巡
る
。

⑱
同
様
に
舞
座
手
前
か
ら
中
央
に
入
り
、
神
前
に
向
か
っ
て
片
膝
を
つ
き
、
ま
ず
左
へ
刀
を

振
っ
た
後
に
剣
先
を
持
っ
て
二
回
大
き
く
振
る
。

⑲
同
様
に
両
手
で
刀
を
押
し
頂
き
、
順
方
向
に
回
っ
て
東
隅
に
移
り
、
逆
方
向
へ
巡
る
。

一
周
し
て
三
時
の
方
向
か
ら
逆
方
向
に
回
っ
て
神
前
に
向
か
い
座
し
、刀
を
懐
紙
で
拭
く
。

そ
の
後
、
鞘
に
収
め
て
終
了
。

４

鈴す
ず

舞ま
い

（
６
分
）

巫
女
の
二
人
舞
。
岩
戸
神
楽
三
番
の
一
つ
で
、
本
来
は
一
人
舞
。

①
巫
女
二
人
、
左
手
に
閉
扇
、
右
手
に
鈴
を
持
っ
て
舞
座
手
前
に
し
ゃ
が
み
、
笛
と
共
に
立

っ
て
神
前
へ
。

②
左
右
左
に
採
り
物
を
振
る
。

③
両
手
を
上
に
挙
げ
て
順
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
三
時
と
九
時
の
位
置
で
両
足
屈
伸
を
し

て
順
方
向
に
回
り
な
が
ら
互
い
の
場
を
入
れ
替
え
る
。
続
い

て
逆
方
向
に
巡
り
、
同
様
に
二
周
目
の
三
時
と
九
時
の
位
置

で
両
足
屈
伸
を
し
て
逆
方
向
に
回
り
な
が
ら
互
い
の
場
を
入

れ
替
え
る
。
そ
こ
か
ら
再
び
順
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
三

時
と
九
時
の
位
置
か
ら
順
方
向
に
回
っ
て
神
前
へ
。

④
扇
を
開
き
タ
チ
ゴ
ト
。

⑤
左
右
左
に
採
り
物
を
振
る
。

⑥
右
手
の
鈴
を
掲
げ
て
順
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
東
西
で
両

足
屈
伸
を
し
て
順
方
向
に
半
回
転
。
今
度
は
左
手
の
開
扇
を

掲
げ
て
逆
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
東
西
の
位
置
で
向
か
い

合
い
、
両
足
屈
伸
を
し
て
鈴
を
振
り
、
も
う
一
度
大
き
く
屈

伸
を
し
て
外
に
振
り
、
内
側
に
戻
る
際
に
逆
方
向
に
回
転
し
、

そ
の
場
に
片
膝
。

⑦
⑥
同
様
の
こ
と
を
南
北
の
位
置
で
お
こ
な
う
。

⑧
右
手
の
鈴
を
掲
げ
て
順
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
東
西
で
両

足
屈
伸
を
し
て
順
方
向
に
半
回
転
。
今
度
は
左
手
の
開
扇
を
掲
げ
て
逆
方
向
に
巡
り
、
二

周
目
の
東
西
の
位
置
で
向
か
い
合
い
、両
足
屈
伸
を
し
て
左
右
左
右
左
へ
採
り
物
を
振
る
。

最
初
の
左
右
は
立
っ
て
、
続
く
左
右
左
は
片
膝
を
つ
く
。
そ
の
後
、
外
に
振
り
、
内
側
に

戻
る
際
に
逆
方
向
に
回
転
し
、
そ
の
場
に
片
膝
。

⑨
⑧
同
様
の
こ
と
を
南
北
で
も
お
こ
な
う
。

⑩
右
手
の
鈴
を
掲
げ
て
順
方
向
に
巡
り
、
東
西
の
位
置
で
順
方
向
に
回
っ
て
片
膝
を
つ
き
、

左
手
の
開
扇
を
掲
げ
て
逆
方
向
に
巡
っ
て
三
時
と
九
時
の
位
置
か
ら
逆
方
向
に
回
り
込
ん

で
神
前
へ
。
座
し
て
扇
を
置
き
、
拝
礼
。

５

山や
ま

の
太た

郎ろ
う

（
７
分
）

白
衣
に
陣
羽
織
と
た
っ
つ
け
袴
。
陣
笠
を
持
っ
て
登
場
し
、
途
中
で
つ
け
る
。
武
人
の
出

立
と
言
わ
れ
る
。

①
二
人
、
左
手
に
陣
笠
と
幣
、
右
手
に
鈴
を
持
っ
て
舞
座
手
前
に
並
び
し
ゃ
が
む
。
楽
に
続

い
て
歌
が
始
ま
っ
て
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
順
方
向
に
対
峙
す
る
よ
う
に
巡
る
。

②
順
方
向
に
巡
っ
て
東
西
隅
で
向
き
合
っ
て
立
つ
。
歌
が
終
わ
る
と
、
両
足
屈
伸
し
て
順
方

向
に
回
転
し
て
か
ら
順
方
向
に
巡
る
。

③
順
方
向
に
巡
っ
て
東
西
隅
で
両
足
屈
伸
し
て
、
そ
れ
か
ら
身
体
を
反
ら
し
て
採
り
物
を
両

手
で
上
に
奉
じ
、
逆
方
向
に
半
回
転
し
て
逆
方
向
に
巡
る
。

④
逆
方
向
に
一
周
巡
っ
て
東
西
の
位
置
で
両
足
屈
伸
し
て
中
央
に
向
け
て
鈴
を
振
り
、
も
う

一
度
大
き
く
屈
伸
し
て
、
外
に
向
け
て
採
り
物
を
振
り
、
内
側
に
戻
り
な
が
ら
逆
方
向
に

回
っ
て
東
隅
か
ら
南
隅
へ
、
西
隅
か
ら
北
隅
へ
と
移
る
。

⑤
③
と
同
様
に
南
北
で
お
こ
な
う
。

⑥
④
と
同
様
に
南
北
で
お
こ
な
う
。

⑦
③
と
同
様
に
東
西
で
お
こ
な
う
。

⑧
逆
方
向
に
一
周
回
っ
て
東
西
の
位
置
で
両
足
屈
伸
し
て
、
逆
方
向
に
一
回
転
し
て
外
向
き

に
し
ゃ
が
み
、
陣
笠
を
被
る
。
幣
は
床
に
置
き
、
左
手
に
弓
、
右
手
に
は
鈴
を
持
つ
。
立

っ
て
そ
の
場
で
順
方
向
に
一
回
転
し
て
順
方
向
に
巡
る
。

⑨
③
と
同
様
に
東
西
で
お
こ
な
う
。
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⑩
逆
方
向
に
一
周
巡
っ
て
東
西
の
位

置
で
両
足
屈
伸
し
て
か
ら
弓
を
上

に
掲
げ
て
弦
を
弾
く
。

⑪
③
と
同
様
に
南
北
で
お
こ
な
う
。

⑫
⑩
同
様
に
逆
方
向
に
一
周
巡
っ

て
南
北
の
位
置
で
両
足
屈
伸
し

て
か
ら
弓
を
上
に
掲
げ
て
弦
を

弾
く
。

⑬
③
と
同
様
に
東
西
で
お
こ
な
う
。

⑭
逆
方
向
に
一
周
巡
っ
て
東
西
の
位
置
で
両
足
屈
伸
し
て
か
ら
逆
方
向
に
半
回
転
。

⑮
東
西
の
位
置
で
向
か
い
合
っ
て
タ
チ
ゴ
ト
。
袴
に
差
し
た
扇
を
出
し
て
開
き
、
タ
チ
ゴ
ト
に

あ
わ
せ
て
右
手
で
大
き
く
振
る
。
左
手
は
弓
と
鈴
。
タ
チ
ゴ
ト
が
終
わ
る
と
し
ゃ
が
ん
で
扇

を
置
き
、
左
手
に
弓
、
右
手
に
鈴
。
そ
の
場
で
順
方
向
に
半
回
転
し
て
か
ら
順
方
向
に
巡
る
。

⑯
③
と
同
様
に
東
西
で
お
こ
な
う
。

⑰
逆
方
向
に
一
周
巡
っ
て
東
西
の
位
置
で
逆
方
向
に
一
回
り
し
て
か
ら
、
採
り
物
を
外
に
振

り
、
次
い
で
内
に
向
か
っ
て
小
さ
く
跳
び
、
互
い
の
位
置
を
入
れ
替
え
る
。
そ
こ
か
ら
逆

回
転
で
東
隅
か
ら
南
隅
へ
、
西
隅
か
ら
北
隅
へ
移
動
。

⑱
③
と
同
様
に
南
北
で
お
こ
な
う
。

⑲
⑰
と
同
様
に
南
北
で
お
こ
な
う
。

⑳
③
と
同
様
に
東
西
で
お
こ
な
う
。

逆
方
向
に
一
周
巡
っ
て
三
時
と
九
時
の
位
置
で
両
足
屈
伸
し
て
、
逆
方
向
に
回
っ
て
神
前

に
向
か
い
座
し
て
採
り
物
を
置
き
、
拝
礼
。

６

山や
ま

の
進し
ん

（
８
分
）

冠
に
狩
衣
姿
。
山
の
神
に
幣
帛
を
奉
り
、
山
仕
事
の
安
全
を
祈
る
舞
と
さ
れ
る
。
幣
を
五

方
に
置
き
、
再
び
回
収
す
る
。

①
幣
六
本
（
緑
・
赤
・
白
・
青
・
黄
・
白
）
を
持
っ
て
舞
座
手
前
に
し
ゃ
が
み
、
笛
と
共
に
神
前
へ
。

②
左
右
左
に
幣
を
引
く
。

③
左
手
で
幣
を
束
ね
持
っ
て
順
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
九
時
の
方
向
で
両
足
屈
伸
を
し
て

順
方
向
に
回
っ
て
九
時
の
方
向
に
。〔
順
巡
り
の
基
本
〕

④
右
手
で
幣
を
束
ね
持
っ
て
逆
方
向
に
巡
り
、
二
周
目
の
三
時
の
方
向
か
ら
逆
方
向
に
回
っ

て
西
隅
へ
。

⑤
左
手
で
幣
を
束
ね
持
っ
て
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
最
後
は
中
央
へ
。

⑥
歌
が
入
っ
て
、
左
右
左
右
左
と
幣
を
振
る
。
最
初
の
左
右
は
小
さ
く
後
方
へ
、
続
く
左
右

左
は
大
き
く
横
へ
振
る
。最
後
の
左
へ
の
振
り
の
ま
ま
逆
方
向
に
回
っ
て
東
隅
に
向
か
い
、

右
手
で
緑
色
の
幣
を
東
隅
に
置
く
。
そ
れ
か
ら
残
り
の
幣
束
を
右
手
に
持
ち
替
え
、
右
左

に
払
う
。
左
へ
の
振
り
の
ま
ま
逆
方
向
に
回
り
、
六
時
の
位
置
に
立
つ
。

⑦
同
様
に
南
隅
へ
赤
幣
を
置
く
。

⑧
同
様
に
西
隅
へ
白
幣
を
置
く
。

⑨
同
様
に
北
隅
へ
青
幣
を
置
く
。

⑩
同
様
に
神
前
へ
黄
幣
を
置
く
。

⑪
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
最
後
は
南
隅
へ
。

⑫
南
隅
か
ら
逆
方
向
に
巡
っ
て
西
隅
か
ら
東
へ
踏
み
込
ん
で
緑

幣
を
取
る
。
両
足
屈
伸
を
す
る
と
採
り
物
を
外
に
振
り
、
戻

し
な
が
ら
逆
方
向
に
回
っ
て
西
隅
へ
。

⑬
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
最
後
は
南
隅
へ
。

⑭
南
隅
か
ら
逆
方
向
に
巡
っ
て
北
隅
か
ら
南
へ
踏
み
込
ん
で
赤

幣
を
取
る
。
両
足
屈
伸
を
す
る
と
採
り
物
を
外
に
振
り
、
戻

し
な
が
ら
逆
方
向
に
回
っ
て
西
隅
へ
。

⑮
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
最
後
は
南
隅
へ
。

⑯
南
隅
か
ら
逆
方
向
に
巡
っ
て
二
周
目
の
東
隅
か
ら
西
へ
踏
み

込
ん
で
白
幣
を
取
る
。
両
足
屈
伸
を
す
る
と
採
り
物
を
外
に

振
り
、
戻
し
な
が
ら
逆
方
向
に
回
っ
て
西
隅
へ
。

⑰
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
最
後
は
南
隅
へ
。

⑱
南
隅
か
ら
逆
方
向
に
一
周
巡
っ
て
南
隅
か
ら
北
へ
踏
み
込
ん
で
青

幣
を
取
る
。
両
足
屈
伸
を
す
る
と
採
り
物
を
外
に
振
り
、
戻
し
な
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が
ら
逆
方
向
に
回
っ
て
西
隅
へ
。

⑲
〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
最
後
は
南
隅
へ
。

⑳
南
隅
か
ら
逆
方
向
に
巡
っ
て
舞
座
手
前
か
ら
神
前
へ
踏
み
込
ん
で
黄
幣
を
取
る
。
両
足
屈

伸
を
す
る
と
採
り
物
を
外
に
振
り
、
戻
し
な
が
ら
逆
方
向
に
回
っ
て
西
隅
へ
。

〔
順
巡
り
の
基
本
〕
で
最
後
は
神
前
へ
。
座
し
て
幣
を
置
き
拝
礼
。

７

四よ

剣つ
る
ぎ

（
10
分
30
秒
）

白
衣
に
た
っ
つ
け
袴
。赤
い
襷
を
持
っ
て
舞
い
、そ
れ
を
つ
け
た
後
に
、短
剣
四
本
を
持
っ
て
舞
う
。

①
左
手
に
赤
襷
、
右
手
に
鈴
を
持
っ
て
舞
座
手
前
に
し
ゃ
が
み
、
笛
と
共
に
立
ち
上
が
っ
て

両
手
を
挙
げ
つ
つ
順
方
向
に
回
り
込
ん
で
東
隅
へ
。

②
逆
方
向
に
巡
っ
て
、
一
周
し
て
三
時
の
方
向
か
ら
逆
方
向
に
回
っ
て
南
隅
へ
。

③
順
方
向
に
巡
っ
て
九
時
の
方
向
か
ら
順
方
向
に
回
っ
て
神
前
へ
。

④
タ
チ
ゴ
ト
。

⑤
逆
方
向
に
回
っ
て
下
が
り
、
鈴
を
前
に
出
し
て
振
り
つ
つ
順
に
巡
っ
て
二
周
目
の
九
時
の

方
向
か
ら
順
方
向
に
回
っ
て
南
隅
へ
。
次
い
で
襷
を
前
に
出
し
て
逆
方
向
に
巡
っ
て
二
周

目
の
東
隅
で
逆
方
向
に
半
回
転
し
、
再
び
順
方
向
に
巡
る
。
二
周
し
て
九
時
方
向
か
ら
順

に
回
っ
て
中
央
へ
。

⑥
赤
襷
を
持
っ
て
左
右
左
へ
振
る
。

⑦
順
逆
に
回
り
つ
つ
、
襷
を
結
ん
で
い
く
。

⑧
襷
が
で
き
あ
が
る
と
、
逆
方
向
に
巡
っ
て
北
隅
か
ら
後
ろ
で
ん
ぐ
り
が
え
し
で
襷
を
つ
け
る
。

⑨
神
前
で
短
剣
を
左
右
の
手
に
二
本
ず
つ
持
ち
、
左
右
左
へ
振
る
。

⑩
順
方
向
に
巡
っ
て
九
時
の
位
置
か
ら
順
方
向
に
回
り
、
西
隅
に
片
膝
を
つ
く
。
逆
方
向
に

一
周
し
て
西
隅
か
ら
中
央

に
入
っ
て
東
向
き
に
立
ち

右
・
左
と
剣
を
持
っ
た
手

を
挙
げ
、
続
け
て
激
し
く

交
互
に
上
下
さ
せ
る
。
続

い
て
左
右
左
に
膝
を
つ
き

つ
つ
後
方
へ
振
る
。
さ
ら
に
前
方
に
振
り
、
戻
り
つ
つ
逆
方
向
の
回
転
で
東
隅
へ
。

⑪
⑩
同
様
に
南
、
西
、
北
、
中
央
（
神
前
）
に
繰
り
返
す
。

⑫
順
方
向
に
巡
っ
て
九
時
の
方
向
で
両
足
屈
伸
を
し
て
、
順
方
向
に
回
り
込
ん
で
神
前
へ
。

座
し
て
採
り
物
を
置
き
、
拝
礼
。

８

四し

天て
ん

（
６
分
30
秒
）

巫
女
舞
。
翁
・
媼
・
男
神
・
女
神
面
を
着
け
る
。
青
方
の
「
四
天
」
は
、
政
彦
神
社
で
の

伝
承
（
１
０
０
頁
）
と
異
な
り
「
五
方
」
の
所
作
が
混
入
し
て
い
る
。
立
串
も
同
様
で
あ
る
。

小
串
も
混
在
し
て
い
た
が
、
現
在
は
別
々
に
な
っ
た
。
有
川
神
楽
で
も
上
五
島
神
楽
か
ら
取

り
入
れ
た
「
四
天
」
が
「
五
方
」
と
混
在
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

①
向
か
っ
て
左
か
ら
緑
幣
の
翁
面
（
神
の
父
）、青
幣
の
女
面
（
御
幣
も
ち
）、黄
幣
の
媼
面
（
神

の
母
）、
赤
幣
の
男
面
（
み
く
ま
も
ち
）
の
順
で
、
舞
座
手
前
に
並
ぶ
。
手
に
は
、
各
々
の

色
の
幣
を
二
本
持
つ
。
楽
が
始
ま
っ
て
順
方
向
に
巡
っ
て
行
き
、
東
隅
に
緑
幣
、
南
隅
に

赤
幣
、
西
隅
に
黄
幣
、
北
隅
に
青
幣
が
立
つ
。

②
緑
幣
、
両
手
の
幣
で
左
右
に
円
を
描
く
よ
う
に
回
し
な
が
ら
中

央
へ
踏
み
出
し
、
中
央
で
反
転
し
て
も
と
の
位
置
に
戻
り
、
中

央
を
向
く
。
こ
れ
を
南
西
北
に
繰
り
返
す
。

③
中
央
に
向
き
合
っ
て
両
手
の
幣
を
三
回
ま
わ
し
、
全
員
そ
の
場

で
東
方
を
向
き
、「
ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
」
の
リ
ズ
ム
で
左
右
に

幣
を
振
る
。
次
い
で
「
東
方
の
、
東
方
の
…
」
の
歌
に
あ
わ
せ

て
幣
を
振
り
つ
つ
順
方
向
に
一
周
巡
る
。
次
い
で
中
を
向
い
て
、

東
西
の
巫
女
が
入
れ
替
わ
り
、
南
北
の
巫
女
が
入
れ
替
わ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
度
、
東
西
、
南
北
が
入
れ
替
わ
っ
て
元
の
配
置

に
戻
る
。
こ
れ
を
南
西
北
中
央
に
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
南
方
・

北
方
・
中
央
は
入
れ
替
わ
り
が
な
い
。

④
幣
を
左
右
に
振
り
つ
つ
跳
び
な
が
ら
順
方
向
に
一
周
巡
る
。
そ

の
場
で
順
方
向
に
一
回
り
す
る
神
前
に
向
か
い
、
幣
を
置
い
て

下
が
っ
て
座
し
拝
礼
。
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＊
平
成
十
四
年
刊
『
上
五
島
神
楽
本
』（
宮
田
紀
久
編

上
五
島

神
楽
保
存
会
発
行
）
か
ら
引
用
。

凡
例一

、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
、
今
回
上
演
さ
れ
た
演
目
の
順
番
に
よ
る
。

一
、
ル
ビ
は
引
用
原
典
に
基
づ
き
、
適
宜
施
し
た
。

１

露
払

〔
立
言
〕

榊
柴
に
木ゆ

綿ふ

紙し

垂で

付
け
て

エ
ー

誰
が
世
に
か

神
の
御
前
に

祝
ひ
そ
め
け
む

エ
ー
エ

〔
舞
歌
〕

そ
も
そ
も
舞
と
い
ふ
は

岩
戸
の
前
に
て

宇う

受ず

売め
の

命み
こ
と

の

笹
葉

を
手た

草ぐ
さ

に
結
ひ
て

真ま

折さ
き

の
葛か
ず
らを
た
す
き
に
召
さ
れ

舞
そ
め
た

ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
、
ヤ
ー
サ
ン
ハ

ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
、
ヤ
ー
サ
ン
ハ

東
方
の

久く

久く

能ぬ

智ち

神じ
ん

は

春
三さ
ん

月げ
つ

守
護
し
給
へ
ば

い
か
な
る
悪
魔
も

来
た
る
ま
じ

ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
、
ヤ
ー
サ
ン
ハ

ヤ
ー
サ
ン
ハ
ー
ハ
イ
、
ヤ
ー
サ
ン
ハ

（
以
下
、
繰
り
返
し
）

南
方
の

迦か

具ぐ

土つ
ち

神じ
ん

は

夏
三
月

守
護
し
給
へ
ば

い
か
な
る
悪
魔
も

来
た
る
ま
じ

西
方
の

金
山
神
は

秋
三
月

守
護
し
給
へ
ば

い
か
な
る
悪
魔
も

来
た
る
ま
じ

北
方
の

水み
ず

波は

売め

神じ
ん

は

冬
三
月

守
護
し
給
へ
ば

い
か
な
る
悪
魔
も

来
た
る
ま
じ

中
央
の

波は

邇に

夜や

須す

神じ
ん

は

四
季
の
土
用
を
守
護
し
給
へ
ば

い
か
な
る
悪
魔
も

来
た
る
ま
じ

２

潔
戒
（
潔
開
）

こ
れ
よ
り
東
方
殿
に
向
か
っ
て
方
を
申
せ
ば

方
は
是
れ

甲き
の
え
き
の
と乙
の
方
な
り

こ
れ
に
坐
し
ま
す
御
神
の
御
名
を
申
せ
ば

久
久
能
智
命
と
申
し
奉
る

＊
こ
れ
に
よ
っ
て

こ
ん
に
ち
た
だ
今

乀
四
方
世
界

請
じ
奉
る

ヤ
ー
ア

一
方
に

し
ど
ろ
も
ど
ろ
の

ヤ
ー
ア

し
ど
ろ
も
ど
ろ
の

風
は
吹
く
と
も

風
は
吹
く
と
も

（
以
下
、
＊
乀
繰
り
返
し
）

こ
れ
よ
り
南
方
殿
に
向
か
っ
て
方
を
申
せ
ば

方
は
是
れ

丙ひ
の
え
ひ
の
と丁
の
方
な
り

こ
れ
に
坐
し
ま
す
御
神
の
御
名
を
申
せ
ば

迦
具
土
命
と
申
し
奉
る

（
＊
乀
繰
り
返
し
）

こ
れ
よ
り
西
方
殿
に
向
か
っ
て
方
を
申
せ
ば

方
は
是
れ

庚か
の
え
か
の
と辛
の
方
な
り

こ
れ
に
坐
し
ま
す
御
神
の
御
名
を
申
せ
ば

金
山
彦
命
と
申
し
奉
る

（
＊
乀
繰
り
返
し
）

こ
れ
よ
り
北ほ
く

方ほ
う

殿
に
向
か
っ
て
方
を
申
せ
ば

方
は
是
れ

壬み
ず
の
え
み
ず
の
と

癸
の
方
な
り

こ
れ
に
坐
し
ま
す
御
神
の
御
名
を
申
せ
ば

水
波
売
命
と
申
し
奉
る

（
＊
乀
繰
り
返
し
）

こ
れ
よ
り
中
央
殿
に
向
か
っ
て
方
を
申
せ
ば

方
は
是
れ

戊つ
ち
の
え
つ
ち
の
と

己
の
方
な
り

こ
れ
に
坐
し
ま
す
御
神
の
御
名
を
申
せ
ば

埴
安
姫
命
と
申
し
奉
る

（
＊
乀
繰
り
返
し
）

東
方

南
方

西
方

北
方
に
悪
あ
り
（
悪
な
し
）

魔
あ
り
（
魔
な
し
）

あ
り
柴

お
り
か
ら

う
っ
た
る
太
刀
を
持
っ
て

三さ
ん

向こ
う

三さ
ん

地ち

に

切
り
つ
け
た
り

三
向
三
地
に
切
り
つ
け
た
り

中
央
に
悪
あ
り
（
悪
な
し
）
魔
あ
り
（
魔
な
し
）

あ
り
柴

お
り
か
ら

う
っ
た
る
太
刀
を
持
っ
て

黄
金
の
大
地

に
切
り
つ
け
た
り

黄
金
の
大
地
に
切
り
つ
け
た
り

善
も
な
し
悪
も
な
し

３

鈴
舞

千
早
振
る

神
の
御
前
に
鈴
振
り
て

前
ば
ぞ
開
く

天
の
岩
屋
戸

４

山
の
太
郎

〔
舞
歌
〕

鎧
を
め
す

鎧
を
め
す

東
国
ま
で
お
供
申
さ
ん
や

笠
よ
笠

あ
し
の
元
な
る
笠
持
ち
て

笠
持
ち
な
が
ら

時し

雨ぐ
れ

に
ぞ
立
つ

〔
立
言
〕

さ
て
こ
れ
よ
り

天
地
神
三
才
の
理
こ
と
わ
りを
申
せ
ば

天
地
は
陰
陽
の

道
理
な
り

天
に
は
天
神

地
に
は
八は
っ

百ぴ
ゃ
く

万ま
ん

神じ
ん

と
申
し
奉
る

こ
れ
に
よ
っ
て

山
の
太
郎
殿
の
御
入
り
の
道

５ 

山
の
進
（
山
の
神
）

一
、
あ
の
山
は

斎せ

主し
ゅ

あ
る
山
か
斎
主
な
く
ば

ハ
イ
ヤ

斎
主
な
く
ば

山
守
り
添
え
て
わ
が
山
に
せ
ん
よ

斎
主
な

く
ば

二
、
あ
の
神
棚
を

見
の
ぞ
み
拝
め
ば
神
く
だ
る

ハ
イ
ヤ

神
く
だ
る

い
か
に
氏
人
尊
と
か
る
ら
ん

神
棚
を

三
、
あ
の
三
日
月
の

こ
の
間
を
回
る
三
日
月
の

ハ
イ
ヤ

三
日
月
の

響
き
渡
る
神
楽
音お
と

よ
り

三
日
月
の

四
、
あ
の
榊
柴
に

木
綿
紙
垂
付
け
て

誰
が
世
に
か

ハ
イ
ヤ

誰
が
世
に
か

神
の
御
前
に
祝
ひ
初
め
け
ん

榊
柴
に

五
、
あ
の
立た

津つ

さ
ば
の

生
ま
れ
る
国
は
い
づ
く
な
る

ハ
イ
ヤ

い
ず
く
な
る

小お

田だ

の
こ
お
り
の
柳
葉
の
さ
と

い
づ
く
な
る

６ 

四
剣

音
に
聞
く

鬼
の
剣
を
抜
い
て
見
た

身
は
白
銀
で

造
ら
せ
し
も
の

（
以
下
は
、
折
敷
舞
に
同
じ
）

（
三
）
詞
章
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六

由
来
・
信
仰

通
常
、
単
に
「
神
楽
」
と
言
っ
た
場
合
に
は
、
祈
祷
時
に
お
こ
な
う
「
神
楽
詞
」
や
「
神

楽
歌
」
を
指
す
。
初
宮
参
り
や
病
気
平
癒
祈
願
、
自
動
車
安
全
祈
願
な
ど
の
祈
祷
で
は
、
い

ず
れ
も
「
神
楽
を
上
げ
る
」
と
い
っ
て
、
神
楽
歌
を
三
番
程
度
唱
え
る
。

神
楽
に
用
い
る
面
は
、
現
在
は
専
門
店
な
ど
で
買
い
求
め
て
い
る
。
特
に
古
い
面
は
残

っ
て
い
な
い
。
神
楽
に
限
ら
ず
神
社
に
関
わ
る
道
具
や
飾
り
な
ど
は
、
厄
年
や
還
暦
、
あ

る
い
は
米
寿
な
ど
の
年
祝
い
に
奉
納
す
る
習
慣
が
あ
る
。
数
え
で
そ
の
年
に
な
っ
た
者
は
、

正
月
の
三
～
五
日
の
間
に
、
そ
う
し
た
も
の
を
奉
納
す
る
。
厄
年
は
女
の
三
十
三
、
男
の

四
十
一
、
そ
し
て
六
十
一
、八
十
八
歳
で
、
そ
の
際
に
は
神
楽
（
舞
の
な
い
も
の
）
を
上
げ

て
祈
祷
を
受
け
る
。
奉
納
す
る
以
外
に
、
銭
撒
き
な
ど
も
か
つ
て
は
盛
大
に
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
。
な
お
、
女
の
三
十
三
歳
の
厄
年
は
夜
明
け
の
早
い
時
期
が
よ
い
と
言
わ
れ
る
が
、
こ

れ
は
晴
着
を
持
た
な
い
者
が
他
人
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
夜
明
け
前
に
行
っ
た
と
い
う
習
慣

の
名
残
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、神
楽
を
演
じ
る
際
の
信
仰
的
な
制
約
は
特
に
な
い
が
、

か
つ
て
は
神
楽
の
た
め
に
集
ま
っ
た
神
職
は
、
ま
ず
温
い
風
呂
に
入
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。

潔
斎
を
お
こ
な
う
意
味
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
他
、祭
礼
に
つ
い
て
は
神
社
に
よ
っ
て
様
々
な
特
色
が
あ
る
。
例
え
ば
客
人
神
社（
網

上
）
で
は
、
獅
子
・
天
狗
に
よ
る
祓
い
は
、
ギ
オ
ン
（
祇
園
）
と
呼
ば
れ
る
七
月
の
八
坂
神

社
（
客
人
神
社
境
内
）
の
祭
礼
に
も
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
時
は
、
八
坂
神
社
の
神
輿
が
出

て
一
日
目
に
公
民
館
ま
で
渡
御
し
、
一
日
安
置
し
て
翌
日
神
社
へ
戻
る
。
八
坂
神
社
前
に
は

土
俵
が
作
ら
れ
、相
撲
を
お
こ
な
う
。
ま
た
麦
わ
ら
舟
を
作
っ
て
供
物
を
流
す
風
習
も
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
時
に
は
神
楽
は
舞
わ
れ
な
い
。

青
方
神
社
（
青
方
）
で
は
、
祭
礼
時
に
神
幸
行
列
の
先
頭
を
ゆ
く
巫
女
は
、
シ
オ
フ
リ
と

称
す
る
。
そ
の
日
の
朝
、
氏
子
総
代
が
沖
ま
で
船
を
出
し
て
汲
ん
で
き
た
海
水
を
使
う
と
い

う
。
海
水
は
「
潮し

お

桶た
ご

」
と
よ
ば
れ
る
小
桶
に
入
れ
ら
れ
、
道
々
そ
れ
を
撒
い
て
清
め
る
。
祭

礼
に
限
ら
ず
、
こ
う
し
た
海
水
に
よ
る
清
め
は
、
神
社
参
拝
や
家
を
清
め
る
際
に
は
お
こ
な

わ
れ
て
き
た
と
い
う
。
撒
く
際
に
は
榊
な
ど
の
小
枝
に
海
水
を
つ
け
て
振
り
撒
く
が
、
青
方

で
は
古
く
か
ら
社し

ゃ

叢そ
う

に
生
え
る
オ
ガ
タ
マ
の
木
を
用
い
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
こ
の
オ
ガ
タ

マ
は
「
し
お
ふ
り
の
木
」
と
呼
ば
れ
、
御
神
木
と
さ
れ
て
い
る
。

七

変
遷

神
楽
を
演
じ
る
の
は
各
地
区
か
ら
集
ま
っ
た
神
職
・
社
人
と
な
る
。
現
在
で
こ
そ
自
家
用

車
で
移
動
す
る
た
め
一
ヶ
所
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
か
つ
て
自
動
車

が
な
か
っ
た
頃
に
は
、泊
ま
り
歩
く
し
か
な
か
っ
た
。
祭
り
の
日
程
が
連
続
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
た
め
で
も
あ
る
。
泊
ま
る
と
、
夜
に
は
神
楽
の
練
習
も
お
こ
な
っ
た
。
な
お
、
訪
れ
る

地
区
毎
に
特
有
の
ご
馳
走
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
楽
し
み
に
し
た
と
い
う
。
鯛
茶
漬
け
や
鰹
の

炊
き
込
み
ご
飯
、
お
は
ぎ
な
ど
、
そ
れ
ら
は
現
在
で
も
続
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
日
程
は
、
か
つ
て
は
旧
暦
で
お
こ
な
っ
て
い
た
。
特
に
小
串
や
曽
根
は
昭
和

三
十
年
代
ま
で
は
旧
暦
を
使
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
潮
の
満
ち
引
き
が
重
要
な
漁
業
従
事
者
が

多
か
っ
た
た
め
で
も
あ
る
。
舞
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
だ
が
、
中
に
は

中
絶
し
て
い
た
た
め
に
、
他
の
神
楽
な
ど
を
参
考
に
復
活
さ
せ
た
も
の
も
あ
る
。

下
五
島
と
比
較
し
た
際
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
巫
女
の
舞
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
富
江
の

神み

女こ

舞ま
い
の
よ
う
な
単
純
な
巫
女
舞
が
な
く
、
代
わ
り
に
「
五
方
」「
四
天
」
と
い
う
五
人
舞
・

四
人
舞
の
巫
女
舞
が
演
じ
ら
れ
る
。
吉
村
政
德
宮
司
に
よ
れ
ば
、
こ
の
両
舞
の
起
源
は
不
明

な
が
ら
江
戸
末
期
の
国
学
興
隆
期
に
創
作
さ
れ
た
と
も
、
さ
ら
に
新
し
く
大
正
期
の
創
作
と

も
推
察
さ
れ
て
い
る
。
大
正
五
年
の
舞
本
に
は
「
八
乙
女
舞
」
と
い
う
少
女
の
舞
は
記
載
が

あ
る
が
、
五
方
と
四
天
に
つ
い
て
は
記
載
が
な
い
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
大
正
期
な
の
か
も

し
れ
な
い
。

こ
う
し
た
詳
細
な
由
来
が
判
ら
な
い
舞
も
含
め
、
現
在
上
五
島
神
楽
で
は
三
十
演
目
を
上

五
島
神
楽
三
十
番
と
し
て
整
え
て
伝
承
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
「
箕
舞
」「
恵
比
須
」
の

よ
う
に
、
伝
承
さ
れ
て
い
た
の
は
確
か
な
が
ら
芸
態
が
判
ら
な
く
な
っ
て
い
た
も
の
も
あ
っ

た
が
、
古
老
の
記
憶
や
有
川
神
楽
な
ど
も
参
考
に
し
て
創
作
復
活
と
い
っ
た
形
で
上
演
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。

中
で
も
「
岩
戸
神
楽
」
に
つ
い
て
、ど
の
よ
う
な
も
の
か
不
明
で
あ
っ
た
が
、「
平
舞
」「
鈴

舞
」「
神
幣
」
を
「
岩
戸
神
楽
三
番
」
と
位
置
付
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
三
演

目
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
「
岩
戸
開
き
」
と
し
て
幣
殿
の
幕
を
開
け
、
神
楽
歌
五
首
が
歌
わ

れ
る
と
い
う
構
成
で
あ
る
。

ま
た
上
五
島
神
楽
三
十
番
の
中
に
は
含
ま
れ
な
い
が
、「
浦
安
の
舞
」
も
い
つ
か
ら
導
入
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さ
れ
た
の
か
不
明
な
が
ら
、
先
代
か
先
々
代
宮
司
の
時
代
か
ら
と
さ
れ
る
た
め
、
あ
る
い
は

紀
元
二
六
〇
〇
年
（
昭
和
十
年
）
に
浦
安
の
舞
が
で
き
て
す
ぐ
に
取
り
入
れ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
浦
安
の
舞
を
習
得
す
る
に
は
、
最
初
の
一
ヶ
月
は
週
二
回
練
習
す
れ
ば
ほ
ぼ
覚

え
る
と
い
う
。
二
ヶ
月
目
は
、
覚
え
た
部
分
の
形
を
修
正
し
て
ゆ
く
。「
五
方
」
な
ど
の
場

合
に
は
、
先
に
詞
章
を
覚
え
さ
せ
る
と
い
う
。

さ
て
、
上
五
島
神
楽
は
、
も
と
も
と
は
各
集
落
の
祭
礼
に
演
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

平
成
十
二
年
に
は
「
神
楽
大
祭
」
が
創
始
さ
れ
た
。
こ
れ
は
三
十
番
の
神
楽
を
一
挙
に
、
七

時
間
ほ
ど
か
け
て
演
じ
る
と
い
う
も
の
で
、
第
一
回
は
浦
桑
の
祖
父
君
神
社
で
開
催
さ
れ
、

好
評
を
得
た
。
平
成
十
四
年
に
は
念
願
の
国
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
（
平
成
十
三
年
度
）
と

な
る
と
と
も
に
、
大
著
『
五
島
神
楽
の
研
究
』（
上
五
島
神
楽
保
存
会
編
）
が
刊
行
さ
れ
る
。

国
選
択
は
五
島
の
神
楽
全
体
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、『
五
島
神
楽
の
研
究
』
で
も
ま
た
、

五
島
各
々
の
神
楽
す
べ
て
が
吉
村
宮
司
に
よ
っ
て
丹
念
に
調
査
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
動
き
か
ら
、
上
五
島
神
楽
が
提
唱
し
て
翌
平
成
十
五
年
よ
り
、
五
島
神
楽
保
存

会
連
絡
協
議
会
に
お
い
て
合
同
研
修
会
を
開
い
て
い
る
。
こ
れ
は
五
島
列
島
に
伝
わ
る
い
く

つ
も
の
神
楽
が
一
堂
に
会
し
、
テ
ー
マ
を
決
め
て
各
々
の
舞
を
披
露
す
る
と
い
う
も
の
で
、

そ
れ
ま
で
交
流
の
な
か
っ
た
神
楽
同
士
が
互
い
を
知
る
よ
い
機
会
と
な
っ
た
。
福
江
五
島
神

楽
が
途
中
で
脱
退
し
た
も
の
の
、
五
島
列
島
全
体
で
神
楽
伝
承
を
継
続
さ
せ
る
た
め
、
ま
た

伝
承
者
相
互
の
交
流
を
図
る
た
め
、
現
在
な
お
二
年
に
一
度
続
け
ら
れ
て
い
る
。

八

所
見

上
五
島
神
楽
は
、
五
島
の
神
楽
の
中
で
も
い
ち
早
く
保
存
会
組
織
を
立
ち
上
げ
た
神
楽
で

も
あ
る
。
昭
和
五
十
四
年
に
は
山
田
吉
麿
氏
を
会
長
と
し
て
保
存
会
が
立
ち
上
が
り
、
二
年

後
の
昭
和
五
十
六
年
に
は
長
崎
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
長
崎
県
ふ
る

さ
と
民
俗
芸
能
大
会
を
は
じ
め
、
県
の
内
外
の
イ
ベ
ン
ト
に
も
出
演
す
る
な
ど
活
躍
の
場
を

広
げ
、
ま
た
平
成
十
二
年
に
は
神
楽
大
祭
を
創
始
し
、
地
域
で
の
活
発
化
も
怠
っ
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
努
力
も
あ
っ
て
、
平
成
十
四
年
に
は
国
選
択
の
無
形
民
俗
文
化
財
（
平
成
十
三
年

度
）
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
内
外
で
の
活
躍
の
様
子
は
、
そ
の
ま
ま
神
楽
自
体
の
活
性
化
に
も
つ
な
が
っ
て

い
る
。
現
在
伝
承
さ
れ
る
五
島
の
神
楽
の
中
で
も
、
最
も
活
発
な
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る

神
楽
と
も
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
神
楽
の
組
織
に
も
要
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
の
神

楽
が
、
あ
る
特
定
の
神
社
の
神
職
と
社
人
で
組
織
さ
れ
る
の
に
対
し
、
上
五
島
で
は
い
く
つ

も
の
神
社
の
神
職
が
、
助
勤
と
し
て
他
地
域
の
神
社
に
ま
で
出
向
い
て
神
楽
を
演
じ
る
と
い

う
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、伝
承
者
組
織
も
享
受
す
る
地
域
も
広
域
に
及
び
、

そ
の
こ
と
が
神
楽
自
体
の
伝
承
規
模
を
大
き
く
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

こ
と
は
様
々
な
負
担
を
呼
び
、
伝
承
維
持
に
逆
効
果
に
働
く
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
上
五
島

神
楽
の
場
合
に
は
、
伝
承
者
組
織
が
う
ま
く
機
能
し
、
結
果
と
し
て
神
楽
の
活
性
化
に
結
び

つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
要
因
を
考
え
る
と
、
一
つ
に
は
祭
り
が
活
性
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

各
地
区
で
秋
に
お
こ
な
わ
れ
る
祭
礼
に
は
、
老
若
男
女
が
揃
っ
て
参
加
し
、
神
楽
の
と
き
に

は
拝
殿
内
が
満
員
状
態
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。祭
り
の
露
店
な
ど
は
見
ら
れ
な
い
が
、

そ
の
分
祭
り
そ
の
も
の
を
楽
し
み
に
集
ま
っ
て
き
て
い
る
感
が
あ
る
。
特
に
祭
典
の
中
で
の

玉
串
奉
奠
な
ど
、
代
表
者
だ
け
で
な
く
子
供
に
至
る
ま
で
お
こ
な
う
こ
と
も
、
地
域
の
一
体

感
を
高
め
る
要
因
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
祭
り
を
お
こ
な
う
地
域
の
子
供
か
ら
巫
女
が
選
ば

れ
る
こ
と
や
、
祭
り
の
準
備
、
神
幸
行
列
へ
の
参
加
な
ど
、
子
供
自
身
が
祭
り
の
中
に
占
め

る
位
置
が
あ
る
こ
と
は
、
地
域
文
化
の
継
承
の
上
で
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

れ
に
は
小
学
校
や
保
育
施
設
の
協
力
も
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
神
楽
大
祭
や
五
島
神
楽
の
連
絡
協
議
会
を
始
め
る
な
ど
対
外
的
な

上
演
を
増
や
し
伝
承
内
容
の
質
の
向
上
を
図
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
観
光
客
に
対

す
る
上
演
も
そ
の
一
つ
と
言
え
る
。
芸
能
の
観
光
化
に
は
賛
否
両
論
あ
る
こ
と
な
が
ら
、
基

礎
と
な
る
地
域
で
の
伝
承
自
体
を
疎
か
に
し
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
外
部
の
目
に
多

く
触
れ
さ
せ
る
こ
と
は
質
の
向
上
に
結
び
つ
く
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
上
五
島
神
楽
は
、
五
島
全
体
の
神
楽
と
し
て
見
た
場
合
に
は
、
細
か
な
部
分
の
伝

承
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
タ
チ
ゴ
ト
と
い
う
言
い
方
以
外
に
、
詞
章
を
示

す
言
葉
が
な
い
点
、
ア
イ
ダ
チ
が
見
ら
れ
な
い
点
等
で
あ
る
。
上
五
島
神
楽
は
、
下
五
島
の

富
江
藩
領
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
富
江
神
楽
系
統
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
現
在
の
富

江
神
楽
と
は
相
違
点
が
多
く
、む
し
ろ
系
統
が
違
う
は
ず
の
有
川
神
楽
と
の
共
通
点
が
多
い
。
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や
は
り
近
代
以
降
、
隣
接
し
た
地
域
の
中
で
の
影
響
の
方
が
強
い
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
演
目
の
中
に
は
、
既
に
芸
態
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
て
、
い
く

つ
か
は
近
年
に
創
作
復
活
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
神
楽
三
十
番
と
い
う
形
で
一
つ
の
定
型
化
を

見
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
上
五
島
神
楽
を
確
固
た
る
伝
承
と
し
て
確
立
さ
せ
る
上
で
は

効
果
的
で
あ
る
が
、
伝
統
の
維
持
と
い
う
点
で
は
、
旧
態
が
判
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ

が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
つ
何
を
ど
の
よ
う
に
変
え
た
の
か
と
い
う
こ

と
を
明
確
に
記
録
し
て
お
く
必
要
は
あ
ろ
う
。

正彦神社（曽根）

榎津神社（榎津）

丸尾神社（丸尾） 乙宮神社（立串）

祖父君神社（浦桑）

鯛之浦神社（鯛ノ浦）

熊野神社（阿瀬津）

小串神社（小串）本山神社（津和崎）



第
三
章
「
五
島
神
楽
」
の
伝
承
状
況
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「
五
島
神
楽
」
の
現
状

吉 

村 

政 

德

一

神
楽
の
伝
播 

五
島
列
島
の
神
楽
に
は
宇う

久く

島し
ま

を
除
く
と
六
つ
の
系
統
の
神
楽
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

神
楽
が
列
島
の
全
域
に
伝
播
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
そ
う
で
も
な
い
（
別
表
１
）。
下
五
島

に
あ
る
福
江
、
岐き

宿し
く

、
富
江
、
玉
之
浦
の
四
つ
の
神
楽
の
何
れ
も
伝
播
し
て
い
な
い
地
域
に

五
島
市
の
三み
い井
楽ら
く
町
と
奈な
る留
町
が
あ
る
。
た
だ
し
三
井
楽
町
に
は
正
月
の
風
物
詩
に
も
な

っ
て
い
る
獅
子
舞
が
あ
る
が
、
五
島
神
楽
の
舞
神
楽
は
全
く
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
奈
留
町
は

四
十
数
年
前
ま
で
旧
福
江
市
内
の
神
主
や
社し
ゃ
に
ん人が
祭
典
の
助
勢
を
し
て
い
た
経
緯
か
ら
、
福

江
五
島
神
楽
が
奏
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
が
神
楽
が
根
付
く
ま
で
に
は
至
っ
て
い

な
い
。

上
五
島
地
区
で
は
旧
五
か
町
（
新し
ん
う
お
の
め

魚
目
、
有あ
り
川か
わ
、
若
松
、
上
五
島
、
奈な
ら
お
良
尾
）
の
中
で

旧
若
松
町
と
旧
奈
良
尾
町
で
は
、
も
と
も
と
神
楽
は
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
地
区
で
あ
る
。
だ

か
ら
同
地
区
の
住
民
に
と
っ
て
、
五
島
神
楽
は
近
く
に
あ
っ
て
遠
い
存
在
の
芸
能
な
の
で
あ

る
。有

川
神
楽
は
旧
有
川
町
全
域
に
伝
播
し
て
い
る
が
、
鯛た
い

ノの

浦う
ら

郷
と
阿あ
ぜ
つ

瀬
津
郷
だ
け
は
、

旧
奈
良
尾
町
岩
瀬
浦
郷
の
志し
じ
き
自
岐
羽は

黒ぐ
ろ
神
社
掛
り
と
い
う
歴
史
的
経
緯
か
ら
神
楽
が
奏
さ
れ

る
地
区
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
現
在
は
、
上
五
島
神
楽
伝
承
者
の
宮
司
受
持
ち
に
な
っ
て

い
る
関
係
か
ら
、
上
五
島
神
楽
伝
承
の
地
区
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
上
五
島
神
楽
も
旧
新
魚
目
町
と
旧
上
五
島
町
の
ほ
ぼ
全
域
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
と

云
っ
て
い
い
の
だ
が
、
旧
平
戸
藩
領
に
属
し
て
い
た
浜
ノ
浦
地
区
（
続つ
づ
き
は
ま
の
う
ら

浜
ノ
浦
・
道み
ち

土ど
い井

・

飯い

ノの

瀬せ
ど戸
の
各
郷
）
と
今い
ま
ざ
と里
郷
、
三み
か
の
日
ノ
浦う
ら
郷
の
七
か
郷
に
は
平
戸
神
楽
も
伝
わ
っ
て
い

な
い
。
し
か
し
、
浜
ノ
浦
地
区
で
は
鯛
ノ
浦
郷
・
阿
瀬
津
郷
と
同
様
に
上
五
島
神
楽
伝
承
の

宮
司
が
受
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
（
昭
和
四
十
五
年
）
か
ら
同
神
楽
が
奏
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

現
在
で
は
獅
子
舞
を
地
区
の
中
学
生
が
演
じ
て
伝
統
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
る
。

宇
久
の
神
楽
に
つ
い
て
は
項
を
別
に
し
て
詳
述
す
る
（
１
３
４
頁
）。

二

神
楽
の
系
統

五
島
の
神
楽
を
細
か
く
区
分
（
別
表
２
）
す
れ
ば
、
下
五
島
地
区
に
は
福
江
五
島
神
楽
、

岐
宿
神
楽
、
富
江
神
楽
、
玉
之
浦
神
楽
の
四
つ
の
系
統
が
あ
り
、
上
五
島
地
区
に
は
有
川
神

楽
と
上
五
島
神
楽
が
あ
り
、
さ
ら
に
宇
久
島
に
神
こ
う
じ
ま島

神
社
神
楽
と
宇
久
島
神
社
神
楽
の
二
つ

の
流
れ
が
あ
る
。

下
五
島
の
四
つ
の
神
楽
の
中
で
、
岐
宿
と
福
江
は
各
神
社
に
残
る
史
料
か
ら
も
芸
態
か
ら

も
同
一
の
系
統
に
く
く
っ
て
よ
い
。
富
江
は
歴
史
上
、
五
島
本
藩
と
江
戸
前
期
（
一
六
六
一

年
）
に
分
藩
し
た
こ
と
か
ら
、
史
料
の
上
で
は
福
江
・
岐
宿
の
流
れ
を
く
ん
で
い
る
こ
と
を

確
認
し
つ
つ
も
独
自
の
芸
能
に
発
展
し
て
い
る
。
玉
之
浦
も
同
様
に
独
自
の
発
展
を
み
せ
て

い
る
。
上
五
島
地
区
は
有
川
と
上
五
島
の
両
神
楽
と
も
よ
く
似
た
芸
態
を
持
つ
。
し
か
し
両

者
は
藩
が
異
な
る
の
で
五
島
藩
の
有
川
神
楽
は
五
島
藩
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
が

ち
だ
が
、
太
鼓
や
笛
の
音
色
を
注
意
し
て
聞
け
ば
、
ほ
ぼ
上
五
島
神
楽
と
同
じ
音
曲
で
あ
る
。

舞
の
所
作
も
よ
く
似
た
も
の
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
芸
態
か
ら
区
分
す
れ
ば
有
川
神
楽
は
富

江
藩
系
に
入
る
と
い
っ
て
よ
い
。
宇
久
島
の
神
楽
は
、
五
島
藩
領
の
平
た
い
ら

地
区
と
富
江
藩
領

行
政
区
分

伝
承
地
域（
神
楽
名
）

非
伝
承
地
域

旧
福
江
市（
福
江
五
島
神
楽
）

富
江
町
、玉
之
浦
町
の
荒
川
、幾
久
山
、丹

奈（
富
江
神
楽
）

岐
宿
町（
岐
宿
神
楽
）

玉
之
浦
町（
玉
之
浦
神
楽
）

旧
有
川
町（
有
川
神
楽
）

旧
新
魚
目
町
、旧
上
五
島
町
、旧
有
川
町
の

鯛
ノ
浦
郷・阿
瀬
津
郷（
上
五
島
神
楽
）

平
、野
方
、太
田
江
、寺
島（
神
島
神
社
神
楽
）

神
浦
、本
飯
良
、大
久
保
、木
場
、飯
良
、小

浜（
宇
久
島
神
社
神
楽
）

旧
上
五
島
町
の
浜
ノ
浦
地

区
・
今
里
郷
・
三
日
ノ
浦
郷
、

旧
若
松
町
、
旧
奈
良
尾
町

三
井
楽
町

奈
留
町

五 

島 

市

新
上
五
島
町

佐
世
保
市

宇
久
町

別表 1. 五島神楽の伝承地域
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の
神
こ
う
の

浦う
ら

地
区
に
分
か
れ
て
お
り
、
両
神
楽
は
全
く
芸
態
が
違
う
。
そ
れ
ゆ
え
両
者
間
の
相
互

交
流
や
互
に
影
響
し
合
っ
て
発
展
し
た
と
い
う
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。

三

伝
承
組
織
と
そ
の
変
遷

宇
久
島
を
含
む
五
島
の
八
系
統
の
神
楽
組
織
は
、
い
ず
れ
も
共
通
し
た
機
構
に
よ
っ
て
出

来
て
い
る
。
そ
れ
は
各
宮
司
に
従
属
す
る
神じ
に
ん人
た
ち
に
よ
り
神
楽
集
団
が
形
成
さ
れ
機
能
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
人
の
こ
と
を
五
島
で
は
社し
ゃ
に
ん人あ

る
い
は
社し
ゃ
か
た方と

い
う
。
こ

の
社
人
社
方
と
神
主
に
よ
っ
て
神
楽
が
伝
え
ら
れ
て
来
た
。
神
楽
は
社
人
た
ち
に
よ
っ
て
宮

司
受
持
ち
の
神
社
で
奏
さ
れ
、
ま
た
他
の
宮
司
奉
仕
の
神
社
に
も
彼
ら
が
出
か
け
て
相
互
助

勢
し
合
い
な
が
ら
保
存
伝
承
さ
れ
て
来
た
。
一
部
を
除
け
ば
現
在
も
そ
の
基
本
的
機
構
は
変

わ
ら
な
い
。

そ
も
そ
も
神
楽
の
伝
承
の
中
心
は
神
主
で
あ
り
、
神
主
が
軸
に
な
っ
て
社
人
を
指
導
し
育

成
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
五
島
の
神
主
は
、
祭
典
奉
仕
の
仕
方
（
祭
式
作
法
）
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
舞
神
楽
の
笛
・
太
鼓
・
舞
の
三
つ
全
て
を
修
得
し
て
お
か
ね
ば
一
人
前
の
神
主

と
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
笛
太
鼓
舞
の
技
術
指
導
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
舞
神
楽
の

意
味
や
歴
史
、
そ
の
精
神
を
も
熟
知
し
て
社
人
を
領
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
五
島
の
神

主
、
特
に
宮
司
に
は
こ
の
こ
と
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

社
人
は
近
世
期
に
は
身
分
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
神
社
周
辺
の
宮
司
所
有
の
土
地
を
そ
れ

ぞ
れ
に
宮
司
か
ら
分
与
さ
れ
、
そ
こ
で
生
活
し
神
楽
を
世
襲
し
て
き
た
。
富
江
神
社
で
は

二
十
数
戸
も
の
社
人
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
た
時
代
も
あ
っ
た
と
聞
く
。
伝
統
的
社
人
の
家

柄
に
は
、
富
江
神
楽
の
庄
司
家
、
近
藤
家
、
岐
宿
神
楽
の
比
留
木
家
、
比
留
沢
家
、
川
畑
家
、

柳
田
家
、福
江
五
島
神
楽
の
月
川
家
な
ど
が
代
表
的
世
襲
社
人
と
し
て
現
在
も
続
い
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
伝
統
的
世
襲
社
人
シ
ス
テ
ム
が
崩
れ
出
し
、
現
在
も
進
行
中
で
、
昭
和

五
十
年
以
降
そ
の
現
象
が
著
し
い
。
原
因
は
多
岐
に
亘
る
が
、
核
家
族
化
が
進
み
戦
後
の
家

族
制
度
の
崩
壊
も
一
因
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
都
会
地
へ
の
人
口
流
出
で
、
島
は
過
疎
化
に

拍
車
が
か
か
っ
た
。
世
襲
し
て
き
た
社
人
の
家
も
次
第
に
減
少
し
、
そ
の
歯
止
め
は
今
も
か

か
っ
て
い
な
い
。

こ
の
状
態
を
い
ち
早
く
解
決
し
た
の
が
上
五
島
神
楽
集
団
で
あ
る
。
上
五
島
神
楽
も
昭
和

三
十
年
代
ま
で
は
他
地
区
と
同
様
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宮
司
（
当
時
九
人
の
宮
司
が
い
た
）
に
従

属
す
る
社
人
た
ち
が
数
人
ず
つ
い
て
苦
労
な
く
神
楽
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の

頃
を
境
に
神
主
も
社
人
も
減
少
し
出
し
、
地
区
内
の
神
楽
を
奉
納
す
る
神
社
は
人
数
不
足
に

陥
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
関
係
者
は
保
存
会
を
結
成
し
、
従
来
の
世
襲
社
人
の
枠
を
広
げ
て
一

般
島
民
に
も
会
員
加
入
を
勧
奨
し
て
そ
の
拡
充
を
は
か
っ
た
。
そ
の
努
力
と
活
動
は
昭
和

五
十
四
年
、「
上
五
島
神
楽
保
存
会
」
の
誕
生
と
い
う
形
で
実
を
結
ぶ
。
上
五
島
神
楽
は
翌
々

年
、
長
崎
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
と
な
る
が
、
文
化
財
に
な
る
為
の
保
存
会
立
ち
上
げ
と
い

う
こ
と
も
一
つ
の
要
因
で
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
時
点
で
他
の
七
つ
の
神
楽
集
団
に
は
、
未
だ
保
存
会
設
立
の
機
運
は
な
か
っ
た
が
、

福
江
の
神
楽
団
体
は
地
区
青
年
団
な
ど
に
呼
び
か
け
て
神
楽
へ
の
勧
奨
努
力
を
し
て
い
る
。

か
く
し
て
平
成
十
四
年
二
月
、
宇
久
島
を
除
く
五
島
の
六
系
統
の
全
て
の
神
楽
が
「
国
選

択
無
形
民
俗
文
化
財
」（
平
成
十
三
年
度
）
の
認
定
を
受
け
た
。
そ
し
て
そ
の
直
後
、
上
五

島
神
楽
保
存
会
は
各
神
楽
団
体
に
対
し
、
あ
ら
ゆ
る
機
関
か
ら
の
問
合
せ
な
ど
の
受
け
皿
と

し
て
運
営
組
織
体
の
必
要
性
を
提
唱
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
楽
集
団
に
保
存
会
設
立
を
呼
び
か

け
た
。
結
果
、別
表
３
の
よ
う
な
保
存
伝
承
機
構
が
で
き
あ
が
っ
た
。
さ
ら
に
平
成
十
五
年
、

各
保
存
会
の
有
機
的
連
携
を
展
開
す
る
た
め
「
五
島
神
楽
保
存
会
連
絡
協
議
会
」
が
設
立
さ

れ
た
。
こ
の
会
の
結
成
に
よ
り
、
宇
久
を
除
く
五
島
列
島
の
全
神
楽
伝
承
者
た
ち
は
有
史
以

来
初
め
て
、
相
互
の
神
楽
を
観
賞
す
る
と
い
う
体
験
を
し
、
そ
し
て
自
分
た
ち
の
神
楽
の
源

流
や
舞
の
所
作
を
研
究
研
修
す
る
き
っ
か
け
に
発
展
し
た
。

五
島
神
楽

下
五
島

五
島
藩
系

福
江
五
島
神
楽

岐
宿
神
楽
（
巖
立
神
社
神
楽
） 

玉
之
浦
神
楽
（
白
鳥
神
社
神
楽
）

富
江
藩
系

富
江
神
楽

上
五
島

富
江
藩
系

有
川
神
楽
（
藩
は
五
島
藩
）

上
五
島
神
楽

五
島
藩
系

神
島
神
社
神
楽

宇
久
島

富
江
藩
系

宇
久
島
神
社
神
楽

別表 2. 五島神楽の系統
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四

五
島
神
楽
全
体
の
研
修

連
絡
協
議
会
は
さ
ら
に
、
社
人
を
中
心
と
し
た
各
保
存
会
の
会
員
同
士
の
研
修
の
機
会
を

提
供
し
た
。
そ
れ
は
全
て
の
五
島
神
楽
の
伝
承
状
況
の
相
互
確
認
や
休
眠
状
態
の
舞
を
掘
り

起
こ
し
、
復
活
の
き
っ
か
け
に
す
る
な
ど
、
各
保
存
会
が
欲
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
内
容
を
吸

い
上
げ
、
平
成
十
五
年
二
月
、
五
島
市
下
大
津
の
八
幡
神
社
で
「
第
一
回
五
島
神
楽
合
同
研

修
会
」を
実
施
し
て
い
る
。以
下
、研
修
会
の
テ
ー
マ
を
記
し
そ
の
詳
細
を
別
表
４
に
示
し
た
。

・
平
成
十
五
年

第
一
回
研
修
テ
ー
マ	

「
五
島
神
楽
の
歴
史
と
特
徴
」

	

特
別
講
師
・
立
平

進
（
長
崎
国
際
大
学
教
授
）

・
平
成
十
六
年

第
二
回
研
修
テ
ー
マ	

「
五
島
神
楽
の
源
流
・
同
種
同
名
の
舞
比
較
研
究
Ⅰ
」

	

特
別
講
師
・
渡
辺
伸
夫
（
昭
和
女
子
大
学
教
授
）

・
平
成
十
七
年

第
三
回
研
修
テ
ー
マ	

「
同
種
同
名
の
舞
比
較
研
究
Ⅱ
」

	

指
導
講
師
・
吉
村
政
德
（
政
彦
神
社
宮
司
）

・
平
成
二
十
年

第
四
回
研
修
テ
ー
マ	

「
舞
の
技
術
向
上
を
め
ざ
し
て
」

	

指
導
講
師
・
吉
村
政
德
（
政
彦
神
社
宮
司
）

・
平
成
二
十
二
年

第
五
回
研
修
テ
ー
マ	

「
観
光
神
楽
へ
の
対
応
と
研
究
」

	

指
導
講
師
・
吉
村
政
德
（
政
彦
神
社
宮
司
）

・
平
成
二
十
四
年
（
予
定
）

第
六
回
を
岐
宿
町
巖
立
神
社
で
予
定

新
た
な
展
開
は
、
協
議
会
設
立
に
相
前
後
し
て
上
五
島
神
楽
保
存
会
の
『
五
島
神
楽
の
研

究
』、
岐
宿
神
楽
保
存
会
の
『
五
島
岐
宿
神
楽
の
継
承
』、
そ
し
て
福
江
五
島
神
楽
保
存
協
会

の
『
福
江
五
島
神
楽
本
』
が
次
々
と
編
ま
れ
、
各
保
存
会
に
と
っ
て
国
の
文
化
財
と
い
う
自

覚
と
さ
ら
な
る
研
鑽
の
誘
引
と
も
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、会
員
増
の
対
策
も
図
ら
れ
、

有
川
神
楽
保
存
会
は
八
人
の
一
般
会
員
の
加
入
が
あ
り
、
上
五
島
も
町
民
向
け
に
「
神
楽
を

楽
し
む
会
（
神
楽
教
室
）」
を
教
育
委
員
会
の
生
涯
学
習
講
座
に
開
設
し
て
会
員
拡
大
が
は

か
ら
れ
て
い
る
。

上
記
以
外
の
会
員

（
除
、
神
子
）

無八
人

二
十
二
人

四
人

二
人

三
人
四
人

六
人

七
嶽
神
楽
保
存
会

乙
神
社
社
人
会

富
江
神
社
社
人
会

保
尾
神
社
社
人
会

無

十
五
人

八
人

三
人

宮
司
以
外
の

神
職
数

一
人

無無二
人

九
人

一
人

無

社
人
数

五
人

七
人

無七
人

九
人

一
人

二
人

宮
司
数

四
人

一
人

二
人

一
人

一
人

五
人

一
人

一
人

神
楽
団
体
名

福
江
五
島
神
楽

保
存
協
会

岐
宿
神
楽
保
存
会

富
江
神
楽
保
存
会

白
鳥
神
社
神
楽
保
存
会

有
川
神
楽
保
存
会

上
五
島
神
楽
保
存
会

宇
久
島
神
社
神
楽

神
島
神
社
神
楽

別表 3. 各神楽団体の組織機構と構成員（平成 22 年 12 月現在）
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出 演 神 楽

講演「五島神楽概説」

岐宿神楽

福江五島神楽

玉之浦神楽

特別参加

有川神楽

富江神楽

上五島神楽

岐宿神楽・上五島神楽

研 修 の 舞

立平進長崎国際大学教授

座付、宇受売舞、市舞

神図、山之太郎

四剣、出来舞

平戸神楽、壱岐神楽

四天王、折敷

新潮、蒙古裏

六将軍、神相撲

「遠呂知舞」「獅子舞」

研修のポイント

五島神楽の歴史と特徴

五島神楽の祖形は何か？

六神楽共通の舞、その源流は？

理想的「合立」を見学。完成度の高い出来舞

県内の神楽拝観

有川独特の舞「四天王」を観る。

完成度の高い新潮舞、富江独特の蒙古裏

平戸の影響を受けた舞２番

同種の「獅子舞」比較研究

研修のポイント

「しがき」の意味理解

舞い方の高度な技術習得

言句の言い回し（抑揚）習得と研究

基本所作の習得

舞比較と技術の向上

1

2

3

4

5

6

7

8

9

出 演 神 楽

玉之浦

岐宿

上五島

有川

研 修 の 舞

出来舞、獅子舞、二剣

山之太郎、宝剣舞

六将軍、平舞、山賀

折敷、獅子舞

研修のポイント

観光客向けの神楽披露研修

①プログラムと所要時間の工夫

②解説の効果と演出研究

③ステージ公演の工夫

1

2

3

4

出 演 神 楽

岐宿、富江、玉之浦、有川

有川、富江、玉之浦

有川、上五島

上五島、岐宿、玉之浦、
富江

玉之浦

研 修 の 舞

佐男舞（左男舞）

潮桶舞、御潮舞

山の真、山の進

山の太郎、山構、山賀

入鹿高松

研修のポイント
下五島での舞の基本と云われるこの舞の類似点と差異及び
比較研究

この舞の原型を探る。
福江・岐宿の「山名付」と有川・上五島の「山の真」の類
似点と名称の相違を探る。

各「山の太郎」舞の比較研究と富江の「山構」と上五島の「山賀」
の類似点及び名称の違いを探る。また、同じ「山の太郎」
という舞でも翁姥面の舞と武人舞の分化の原因は何かを探る。

特徴的な舞の披露

1

2

3

4

5

出 演 神 楽

玉之浦

岐宿、玉之浦、富江、有川

岐宿、玉之浦、富江、上
五島

玉之浦、岐宿、上五島

研 修 の 舞

しがき

三剣（御剣）

神図（神通）

獅子舞

1

2

3

4

出 演 神 楽

講演「五島神楽の源流」

福江五島神楽

岐宿神楽

富江神楽

玉之浦神楽

有川神楽

上五島神楽

研 修 の 舞

渡辺伸夫昭和女子大学教授

山之下・山之荒平、二剣

天大流鏑、山太郎

荒平、柴取

荒平、二剣

二本剣、末広舞

山賀、柴取、注連舞

研修のポイント

①五島神楽に共通する同名称の舞の比較研究「荒平」「二
剣」「柴取」「山太郎と山賀」
②独特の舞「天大流鏑」「末広舞」「注連舞」を観る

1

2

3

4

5

6

7

第1回合同研修（平成15年2月、五島市八幡神社、96名参加）
研修テーマ：五島神楽の歴史と特徴    

第２回合同研修（平成16年２月、新上五島町青方神社、86名参加）   
研修テーマ：五島神楽の源流、同種同名の舞比較研究Ⅰ

第３回合同研修（平成17年2月、富江町富江神社、58名参加）  
研修テーマ：同種同名の舞比較研究Ⅱ

第４回合同研修（平成20年2月、玉之浦町玉之浦公民館、65名参加、地区住民見学者多数）   
研修テーマ：舞の技術(わざ)向上をめざして

第５回合同研修（平成22年3月、新上五島町有川神社、47名参加）  
研修テーマ：観光神楽への対応と研究

別表 4. 五島神楽合同研修会
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五

休
眠
神
楽
舞
の
復
活

五
島
神
楽
六
系
統
の
舞
神
楽
の
数
を
単
純
に
一
つ
ず
つ
足
し
て
合
計
す
れ
ば
二
三
二
番
と

な
る
。
こ
れ
ら
の
舞
の
中
で
筆
者
が
平
成
十
一
年
に
調
査
し
た
と
き
舞
わ
れ
な
く
な
っ
て
い

る
舞
が
合
計
九
十
六
番
あ
り
、
実
に
半
数
弱
の
舞
が
休
眠
状
態
、
あ
る
い
は
消
滅
し
て
復
活

不
可
能
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

そ
の
後
、
平
成
十
三
年
度
に
五
島
の
全
て
の
神
楽
が
国
の
選
択
文
化
財
に
な
っ
た
の
を
き

っ
か
け
に
、
す
で
に
設
立
さ
れ
て
い
た
上
五
島
神
楽
各
保
存
会
を
除
く
各
神
楽
団
体
が
保
存

会
を
結
成
し
、
さ
ら
に
五
島
神
楽
保
存
会
連
絡
協
議
会
も
作
ら
れ
、
相
互
情
報
交
換
や
合
同

研
修
を
通
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
復
活
舞
の
実
現
に
努
力
し
て
い
る
。
特
に
、
平
成
十
四
年
度
と

十
五
年
度
の
二
か
年
に
わ
た
る
文
化
庁
の
ふ
る
さ
と
文
化
再
興
事
業
「
地
域
伝
統
文
化
伝

承
事
業
」
に
基
づ
く
国
の
支
援
を
受
け
た
の
が
大
き
な
成
果
に
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

文
化
庁
の
事
業
の
三
本
の
柱
が
「
伝
承
者
の
育
成
」「
用
具
等
の
整
備
」「
映
像
記
録
等
の

作
成
」
の
実
現
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
各
保
存
会
の
計
画
書
に
よ
り
文
化
庁
か
ら
合
計

二
〇
〇
〇
万
円
余
の
支
援
を
受
け
、
そ
の
支
援
金
で
舞
道
具
の
修
復
や
新
調
を
実
現
し
た
こ

と
に
よ
り
、
今
ま
で
舞
え
な
か
っ
た
舞
が
復
活
し
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
以
下
、
国
の
文

化
財
選
択
後
に
復
活
し
た
舞
と
、
逆
に
休
眠
入
り
し
た
舞
を
別
表
５
で
示
し
た
。

ま
た
、
本
調
査
に
お
け
る
悉
皆
調
査
に
よ
り
、
平
成
十
四
年
当
時
と
比
較
し
て
、
舞
演
目

の
上
演
演
目
に
い
く
つ
か
変
化
が
あ
っ
た
の
で
「
五
島
神
楽
」
演
目
一
覧
表
と
し
て
、
第
四

章
巻
末
に
付
し
た
。

六

所
見
（
今
後
の
課
題
と
問
題
点
）

後
継
者
問
題

五
島
の
す
べ
て
の
神
楽
を
俯
瞰
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
上
五
島
地
区
の
有
川
・
上
五
島
の

両
神
楽
の
後
継
者
育
成
状
況
は
理
想
的
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
今
の
と
こ
ろ
向
後
の
憂
い

は
無
い
と
い
っ
て
よ
い
。
会
員
数
も
ギ
リ
ギ
リ
の
状
態
で
は
あ
る
が
拡
大
対
策
も
怠
り
無
く

展
開
し
て
い
る
の
で
今
以
上
に
好
転
す
る
可
能
性
は
高
い
。
問
題
な
の
は
下
五
島
の
特
に
福

江
、
岐
宿
、
富
江
の
各
保
存
会
で
あ
る
。
第
二
章
の
所
見
の
項
で
担
当
執
筆
者
が
そ
れ
ぞ
れ

に
述
べ
て
い
る
通
り
、
社
人
の
高
齢
化
に
加
え
急
激
な
会
員
の
減
少
に
歯
止
め
が
か
か
っ
て

い
な
い
。
後
継
者
育
成
も
福
江
に
か
す
か
な
希
望
を
認
め
る
も
の
の
岐
宿
・
富
江
に
は
成
す

術
が
無
い
と
い
っ
た
状
態
に
あ
る
。

岐
宿
は
、
単
体
組
織
で
あ
る
か
ら
会
員
拡
大
が
図
ら
れ
れ
ば
後
継
者
難
は
解
消
さ
れ
る

が
、
過
疎
化
が
進
ん
で
い
る
現
状
で
は
そ
う
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
。
会
員
の
世
襲
中
心
の

社
人
シ
ス
テ
ム
か
ら
一
般
市
民
へ
枠
を
拡
げ
て
地
道
な
会
員
増
の
努
力
が
急
が
れ
る
こ
と
は

理
解
し
て
も
、
長
い
伝
統
感
覚
が
無
意
識
に
改
革
行
動
を
鈍
ら
せ
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
現

実
で
あ
る
。

富
江
は
、
富
江
、
乙お
と
、
保ほ
の
お尾
、
七な
な
嶽た
け
の
四
社
に
そ
れ
ぞ
れ
社
人
会
の
組
織
が
あ
る
も
の
の
、

こ
の
四
つ
の
会
が
一
つ
に
纏
ま
り
に
く
い
。
例
大
祭
時
の
上
五
島
神
楽
保
存
会
の
よ
う
な
相

互
助
勢
シ
ス
テ
ム
実
現
ま
で
に
は
未
だ
道
遠
し
の
感
が
あ
る
。
原
因
は
各
社
人
会
間
に
、
舞

の
微
妙
な
所
作
の
違
い
に
因
る
こ
と
や
、
相
互
助
勤
の
場
合
、
謝
金
に
か
か
る
神
社
側
の
財

力
の
問
題
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
複
雑
な
も
の
が
あ
る
よ
う
で
、
四
十
数
人
と
い
う
五
島
随
一
の

社
人
会
員
を
要
し
な
が
ら
大
同
連
携
は
一
朝
一
夕
に
は
実
現
で
き
な
い
原
因
と
現
状
が
あ

る
。

休
眠
入
り
し
た
舞

戸
隠
、
願
解
舞
、
幣
帛
舞

神
図

山
之
太
郎
（
消
滅
）

露
払
・
島
求
・
荒
平
・
戸
隠

天
大
流
鏑

（
衣
装
が
な
く
舞
え
な
か
っ
た
舞
）

三
剣
・
二
剣

恵
比
須
舞
、
二
本
剣
、
小
幣
、

御
塩
井
舞
、
剣
舞
、
末
広
舞
、

四
剣
舞
、
火
神
舞

福
江
五
島
神
楽

岐
宿
神
楽

玉
之
浦
神
楽

有
川
神
楽

復
活
し
た
舞

神
楽
名

別表5. 平成13年度国の無形民俗文化財選択  
後に復活した舞・休眠入りした舞
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言い
い

句く

・
立た

ち
ご
と言

・
合あ

い
だ
ち立

の
省
略
問
題

休
眠
舞
の
復
活
の
項
で
述
べ
た
と
お
り
、
各
保
存
会
の
努
力
に
よ
り
多
く
の
舞
が
復
活
し

た
こ
と
は
喜
ば
し
い
限
り
で
あ
る
が
、
つ
ぶ
さ
に
調
査
を
進
め
て
み
る
と
、
特
に
下
五
島
の

神
楽
に
共
通
し
た
言
句
・
立
言
の
詞
章
の
省
略
や
合
立
の
軽
視
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
あ
る
。
こ
の
立
言
や
言
句
、
あ
る
い
は
合
立
等
は
、
他
に
あ
ま
り
類
例
を
見
な
い
五

島
神
楽
特
有
の
芸
態
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
れ
、
出
来
得
る
限
り
軽
視
省
略
し
な
い
努
力
が

必
要
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
関
係
者
に
は
実
演
時
間
に
制
約
の
あ
る
祭
礼
行
事
の
中
で
の
神

楽
奉
奏
ゆ
え
に
省
略
も
止
む
な
し
と
し
て
い
る
こ
と
も
解
ら
な
い
訳
で
は
な
い
。

そ
の
解
決
策
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
上
五
島
神
楽
保
存
会
が
平
成
十
一
年
に
創
始
し
た
新

し
い
祭
り
「
神
楽
大
祭
」
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
大
祭
は
神
楽
の
み
を
演
ず
る
神
楽

単
体
の
祭
り
で
、
毎
年
四
月
最
終
日
曜
日
の
正
午
、
当
番
神
社
で
伝
承
の
三
十
番
全
神
楽
を

七
時
間
か
け
て
一
挙
に
舞
い
き
る
大
祭
で
あ
る
。
行
事
次
第
は
、
神
事
の
後
、
神
楽
詞
・
神

楽
歌
（
四
季
歌
も
す
べ
て
）
を
唱
え
る
「
お
神
楽
（
し
が
く
）」
か
ら
始
ま
り
、
舞
の
所
作

も
詞
章
も
省
略
す
る
こ
と
な
く
正
式
に
舞
う
こ
と
を
堅
く
守
り
な
が
ら
実
施
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
祭
礼
時
の
時
間
制
約
で
舞
の
部
分
省
略
が
あ
っ
て
も
、
神
楽
大
祭
に
よ
っ
て
基

礎
基
本
を
し
っ
か
り
と
保
持
保
存
し
て
伝
え
て
い
く
と
い
う
基
盤
を
有
し
て
い
る
。
同
じ
長

崎
県
内
の
平
戸
神
楽
も
壱
岐
神
楽
も
一
日
で
総
て
の
伝
承
神
楽
を
実
演
す
る
行
事
を
持
っ
て

い
る
。
そ
の
点
、
有
川
神
楽
と
下
五
島
の
四
神
楽
に
は
永
劫
に
亘
っ
て
現
行
の
舞
を
き
ち
っ

と
伝
え
て
い
く
仕
組
み
に
欠
け
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
保
存
と
伝
承
の
た
め
の
知

恵
を
出
し
て
ほ
し
い
と
願
う
。
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中
断
、
廃
絶
し
て
い
る
「
五
島
神
楽
」
調
査
報
告吉

村
政
德

前
項
で
み
た
よ
う
に
、
宇
久
島
（
佐
世
保
市
宇
久
町
）
の
神
島
神
社
、
宇
久
島
神
社
の
二

神
社
が
神
楽
を
伝
承
し
て
お
り
、
五
島
神
楽
系
統
の
神
楽
「
宇
久
の
神
楽
」
と
し
た
。

こ
の
神
楽
を
奏
す
る
行
事
が
四
月
開
催
で
現
地
調
査
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
、
両
神
社
の

関
係
者
の
協
力
を
得
て
、平
成
二
十
二
年
十
二
月
五
日
（
日
）
に
聞
取
り
調
査
を
実
施
し
た
。

両
神
社
の
神
楽
に
お
い
て
、
神
島
神
社
神
楽
の
伝
承
舞
は
数
番
の
み
の
状
態
で
、
宇
久
島

神
社
神
楽
に
関
し
て
は
既
に
中
断
期
間
が
長
く
廃
絶
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
項

を
特
に
設
け
て
聞
取
り
調
査
に
お
け
る
現
状
報
告
を
す
る
。

宇う

久く

の
神か

楽ぐ
ら

〔
神こ
う

島じ
ま

神じ
ん

社じ
ゃ

〕

一

名
称

神
島
神
社
神
楽

二

伝
承
地

佐
世
保
市
宇
久
町
平た

い
ら

三

期
日
・
場
所

四
月
最
終
の
日
曜
日
の
祈
年
祭
（
通
称
・
地ぢ

祭ま
つ

り
）
の
ほ
か
秋
の
例
祭
、
夏
の
祇
園
祭

に
奏
さ
れ
る
。
神
楽
を
奏
す
る
場
所
は
現
在
、
神
社
幣
殿
で
あ
る
が
、
以
前
は
野
外
に
神
楽

施
設
を
設
け
、
椎
の
柴
を
神ひ
も
ろ
ぎ籬に
し
て
神
楽
を
奏
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
神
島
神
社
境
内

に
「
お
仮
屋
」
を
立
て
神
楽
実
演
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
現
在
は
神
社
幣
殿
で
舞
わ
れ
て

い
る
。

舞
の
施
設
は
、
幣
殿
が
舞
所
と
な
り
そ
の
中
央
の
一
間
四
方
が
舞
座
と
な
る
。
舞
座
の
中

央
天
井
に
は
三
尺
四
方
の
錦
蓋
が
吊
る
さ
れ
月
形
日
形
の
絵
や
七
柱
の
神
名
の
紙
が
貼
ら

れ
、
幣
殿
四
隅
に
は
棚
が
設
け
ら
れ
鳥
居
や
社
殿
な
ど
の
絵
が
貼
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

今
は
錦
蓋
も
吊
る
さ
れ
ず
四
隅
の
絵
も
貼
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
伝
統
継
承
は
す
で
に

絶
え
て
し
ま
っ
た
。

四

伝
承
状
況

神
島
神
社
の
神
楽
調
査
は
、
神
楽
を
奏
す
る
行
事
が
四
月
開
催
で
実
見
で
き
な
か
っ
た
た

め
、
関
係
者
（
宮
司
と
社
方
）
二
人
へ
の
聞
き
取
り
調
査
と
な
っ
た
。
以
下
は
そ
の
内
容
で

あ
る
。

舞
神
楽
は
現
在
、
神
主
一
人
お
よ
び
三
人
の
社し
ゃ
か
た方と
よ
ば
れ
る
人
た
ち
四
人
に
よ
っ
て

伝
承
さ
れ
て
い
る
が
、
全
員
奉
仕
の
神
楽
も
「
地
祭
り
」
ぐ
ら
い
と
い
う
。
史
料
で
は
二
十

番
を
数
え
る
神
楽
数
も
、
現
在
舞
わ
れ
て
い
る
舞
は
、

「
榊さ

か
き舞
」「
平ひ
ら

舞ま
い

」「
荒あ
ら

平ひ
ら

」「
こ
う
べ
」「
え
び
す
舞
」

の
五
番
だ
け
と
な
り
、
筆
者
が
平
成
十
一
年
に
調
査

し
た
と
き
の
「
注し

連め

舞ま
い

」「
荒あ

ら

塩し
お

」「
お
し
き
」「
み
つ

る
ぎ
」
は
す
で
に
絶
え
て
し
ま
っ
た
。

舞
の
唱
え
言
葉
の
こ
と
を
「
云い

い

句く

」「
立た
ち

言ご
と

」
と
い

う
の
は
下
五
島
と
同
様
で
あ
る
が
、
宇
久
島
で
は
舞

な
が
ら
唱
え
る
「
舞ま

い

歌う
た

」
と
い
う
の
が
あ
る
。
歌
は
舞
人
か
太
鼓
を
打
つ
人
か
が
今
で
は
わ

か
ら
な
い
。下
五
島
で
い
う
座ざ

中ち
ゅ
うの

言い
い

句く

と
も
解
さ
れ
る
が
今
と
な
っ
て
は
解
明
で
き
な
い
。

舞
衣
装
は
、
社
方
は
「
千ち
は
や早

」
と
よ
ぶ
白し
ろ
ほ布

衣い

を
着
用
す
る
の
が
基
本
衣
装
で
あ
る
。
面
舞 七方神神頭舞云句本

月形日形

神島神社殿内

天蓋の紙
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は
「
神か
ん
づ頭

」
と
「
荒
平
」
の
二
番
し
か
な
く
裁た
っ

着つ
け

袴
も
こ
の
面
舞
の
と
き
に
着
け
た
。

史
料
に
「
あ
い
だ
ち
」
と
い
う
役
目
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
下
五
島
の
「
合あ

い

立だ
ち

」
と

は
多
少
異
な
り
、
神
頭
舞
の
と
き
鬼
神
と
「
じ
ょ
ら
面
」
と
よ
ぶ
宇う

受ず

売め

面
の
連
舞
が
あ
る

の
だ
が
、
そ
の
詞
章
で
「
鬼
神
」
と
「
じ
ょ
ら
」
が
問
答
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
れ
ば
、「
じ

ょ
ら
」
を
「
あ
い
だ
ち
」
役
と
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
の
昔
「
じ
ょ
ら
」
は
少
女
が

演
じ
た
と
い
う
か
ら
舞
の
補
助
役
の
「
あ
い
だ
ち
」
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

何
れ
に
し
て
も
、現
在
の
伝
承
状
況
の
ま
ま
で
は
消
え
ゆ
く
神
楽
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

宇う

久く

の
神か

楽ぐ
ら

〔
宇う

久く

島し
ま

神じ
ん

社じ
ゃ

〕

一

名
称

宇
久
島
神
社
神
楽

二

伝
承
地

佐
世
保
市
宇
久
町
神こ

う
の

浦う
ら

三

伝
承
状
況

昭
和
五
十
年
前
後
に
一
切
の
舞
神
楽
が
途
絶
え
、
実
見
は
今
や
不
可
能
で
あ
る
。
原
因
は

社
方
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
に
因
る
。
現
在
の
宮
司
は
、
父
で
あ
る
前
宮
司
が
笛
の
名
手
で

あ
っ
た
た
め
、
主
に
太
鼓
を
叩
く
こ
と
が
多
か
っ
た
関
係
か
ら
笛
の
奏
し
方
に
多
少
不
案
内

と
い
う
。
ま
た
宮
司
が
舞
う
こ
と
の
出
来
る
舞
で
も

太
鼓
と
笛
の
奏
者
が
い
な
い
た
め
、
舞
う
こ
と
が
叶

わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
復
活
は
極
め
て
困
難
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
。
し
か

し
、
幸
い
宮
司
の
子
息
が
後
継
者
と
し
て
禰
宜
に
就
任
し
て
い
る
の
で
、
先
代
宮
司
が
残
し

て
く
れ
た
笛
録
音
の
レ
コ
ー
ド
が
利
用
で
き
れ
ば
数
番
の
舞
を
宮
司
が
舞
う
こ
と
が
可
能
な

の
で
、
社
方
の
掘
り
起
し
と
併
せ
て
神
楽
復
活
に
望
み
を
繋
ぎ
た
い
。

現
地
調
査
の
折
、
神
社
所
有
の
舞
道
具
の
中
に
「
岩
戸
開
」
に
使
用
さ
れ
た
江
戸
末
期
の

女め

神が
み

用
の
天
冠
と
剣
が
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
同
種
の
舞
が
あ
る
富
江
と
上
五
島
の
神
楽

に
は
大
変
参
考
と
な
る
史
料
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。

岩戸開・天照大神天冠

宇久神楽本

荒平面

じょら面

じじばば面

鬼神面

無久利面

神島・荒平面

舞歌

天蓋用方角神

宇久島神社舞本
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な
お
今
回
、
宇
久
島
神
社
月
川
徹
宮
司
よ
り
昭
和
四
十
一
年
当
時
の
例
大
祭
で
の
番
組
表

を
提
供
い
た
だ
い
た
。
こ
の
表
に
は
演
目
名
と
舞
人
の
名
前
、
衣
装
道
具
等
が
記
し
て
あ
る

の
で
参
考
に
付
す
る
。
内
容
は
表
の
表
記
に
従
っ
た
が
、
一
部
筆
者
に
よ
る
注
記
を
（

）

内
に
示
し
、
ル
ビ
を
付
し
た
箇
所
が
あ
る
。

【
宇
久
島
神
社
神
楽
番
組
表
】

昭
和
四
十
一
年
四
月
二
十
四
日

一
、
直さ

お
ま
い舞

二
、
露つ

ゆ

拂は
ら
い

三
、
無む

久く

利り

田
ノ
上

赤
着
物
、
帆
か
け
（
大
口
袴
）、
鬼
ノ
千
早
、
片
ぎ
ん
（
肩
衣
）、
角
面
、

棒
、
柴

照
夫

千
早
、
え
ぼ
し
、
羽
矢

四
、
ぼ
ん

五
、
荒あ

ら

平ひ
ら

徹

赤
着
物
、
パ
ッ
チ
（
股
引
）、
角
な
し
面
、
御
幣
、
扇
子

照
夫

片
ぎ
ん
（
肩
衣
）、
刀
、
柴

六
、
長な

ぎ

刀な
た

七
、
切き
り

目め

徹

帆
か
け
（
大
口
袴
）、
赤
着
物
、
鬼
ノ
千
早
、
狩
衣
、
片
ぎ
ん
（
肩

衣
）、
角
な
し
面
、
バ
チ
、
扇
子
、
御
幣

邦
子

八
、
獅
子

宮
下

照
夫
（
獅
子
と
天
狗
の
二
名
）

ま
た
、
同
宮
司
よ
り
、
以
前
に
神
楽
で
使
用
し
て
い
た
道
具
等
の
写
真
も
提
供
い
た
だ
い

た
の
で
参
考
に
掲
載
す
る
。

太鼓

笛

衣裳・道具類

面・採り物

獅子頭

獅子舞の天狗面



第
四
章
「
五
島
神
楽
」
悉
皆
調
査
目
録
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【「
五
島
神
楽
」
悉
皆
調
査
実
施
要
項
】

1 .	
調
査
の
目
的

国
の
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
の
民
俗
文
化
財
に
選
択
さ
れ
て
い
る

「
五
島
神
楽
」（
平
成
十
三
年
度
選
択
）
が
、
五
島
列
島
内
に
お
い
て
保
存
・
伝
承
さ

れ
て
い
る
、
ま
た
は
伝
承
し
て
い
た
と
さ
れ
る
そ
の
所
在
及
び
現
状
等
を
悉
皆
的
に

調
査
し
、
悉
皆
目
録
を
作
成
す
る
。

2 .	

事
業
主
体
「
五
島
神
楽
」
調
査
報
告
書
作
成
委
員
会
（
事
務
局
（
社
）
全
日
本
郷

土
芸
能
協
会
）

3 .	

調
査
期
間

平
成
二
十
二
年
度

4 .	

調
査
地
域
及
び
調
査
対
象

（
１
）
調
査
地
域

五
島
列
島
の
五
島
市
（
福
江
島
）、
佐
世
保
市
宇
久
町
（
宇
久
島
）、

新
上
五
島
町
（
中
通
島
）
を
対
象
と
す
る
。

（
２
）
調
査
対
象

右
記
地
域
内
で
「
五
島
神
楽
」
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
、
ま
た
は
奉

納
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
二
十
二
の
本
務
社
並
び
に
兼
務
社

5 .	

調
査
方
法

（
１
）
右
記
対
象
神
社
の
宮
司
宛
に
悉
皆
調
査
票
を
送
付
す
る
。

（
２
）
悉
皆
調
査
票
に
は
、
平
成
十
四
年
発
行
『
五
島
神
楽
の
研
究
』（
吉
村
政
德
著
）

の
神
楽
演
目
一
覧
表
を
吉
村
氏
の
了
解
を
得
て
添
付
し
、
加
除
訂
正
の
上
返
送

し
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
平
成
二
十
二
年
度
悉
皆
調
査
回
答
と
併
せ
た
「
五
島
神

楽
」
演
目
一
覧
表
と
し
て
本
書
に
収
載
す
る
。

（
３
）
調
査
結
果
を
受
け
、
調
査
報
告
書
作
成
委
員
会
が
掲
載
項
目
を
選
出
し
、
目
録

を
作
成
し
て
本
書
に
収
載
す
る
。

6 .	

悉
皆
調
査
目
録
に
つ
い
て

（
１
）
回
答
の
あ
っ
た
十
八
の
本
務
社
の
中
か
ら
、「
五
島
神
楽
」
の
伝
承
が
認
め
ら

れ
た
十
六
本
務
社
と
各
兼
務
社
の
調
査
結
果
を
悉
皆
調
査
目
録
と
し
て
掲
載

し
た
。

（
２
）
調
査
結
果
は
調
査
報
告
書
作
成
委
員
会
事
務
局
に
て
ま
と
め
、
そ
の
中
で
特

に
重
要
な
項
目
を
悉
皆
目
録
と
し
て
作
成
し
た
。
従
っ
て
、
本
目
録
の
記
載

内
容
は
回
答
結
果
全
て
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
。

（
３
）
目
録
内
の
記
載
内
容
は
、
本
悉
皆
調
査
の
回
答
に
従
っ
た
。

7 .	

悉
皆
調
査
目
録
項
目
に
つ
い
て

（
ア
）	

神
楽
名
称
は
調
査
報
告
書
作
成
委
員
会
で
定
め
た
が
、
悉
皆
調
査
の
回
答
で

別
称
が
認
め
ら
れ
た
も
の
の
み
（

）
内
に
示
し
た
。

（
イ
）	

地
図
番
号
は
、悉
皆
調
査
で
判
明
し
た
、五
島
神
楽
が
奉
納
さ
れ
る
神
社
（
本

務
社
、
兼
務
社
）
の
所
在
地
を
地
図
上
に
示
し
た
番
号
で
あ
る
。
数
字
の
な

い
も
の
は
、
現
在
は
奉
納
さ
れ
て
い
な
い
神
社
、
ま
た
は
所
在
地
が
不
特
定

の
も
の
で
あ
る
。
な
お
神
楽
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
神
社
の
神
職
が
主
と
し
て

奉
仕
す
る
神
社
が
本
務
社
で
あ
り
、
そ
の
神
職
が
他
の
神
社
を
兼
務
す
る
場

合
、、
そ
の
社
を
兼
務
社
と
い
う
。

（
ウ
）	

神
楽
が
奉
納
さ
れ
る
神
社
名
と
、（

）
内
に
そ
の
所
在
地
（
番
地
不
記
載
）

を
示
し
た
。
な
お
、太
字
は
本
務
社
を
示
し
、そ
の
兼
務
社
を
左
に
列
記
し
た
。

（
エ
）	

伝
承
組
織
、
伝
承
団
体
の
名
称
を
示
し
た
。
な
お
、
同
じ
団
体
名
称
の
神
楽

で
も
奉
職
す
る
社
人
が
異
な
る
場
合
（

）
内
に
そ
の
組
織
名
を
示
し
た
。

（
オ
）	

伝
承
組
織
の
構
成
人
数
と
そ
の
内
訳
を
示
し
た
。
職
名
は
調
査
回
答
に
従
っ

た
。

（
カ
）	

神
楽
が
上
演
公
開
さ
れ
る
神
社
例
祭
等
の
期
日
を
新
暦
で
示
し
た
。
旧
暦
の

場
合
は
（
旧
）
で
示
し
た
。

（
キ
）	

公
開
期
日
に
神
楽
が
上
演
さ
れ
る
主
な
場
所
を
付
記
し
た
。

（
ク
）	

平
成
二
十
二
年
度
悉
皆
調
査
時
現
在
で
の
上
演
可
能
な
演
目
数
を
付
記
し

た
。
但
し
舞
神
楽
に
先
立
つ
神
楽
歌
は
演
目
数
に
含
め
て
い
な
い
。
神
楽
演

目
名
は
別
途
「
五
島
神
楽
」
演
目
一
覧
表
（
１
４
７
頁
）
参
照
の
こ
と
。

（
ケ
）	

舞
神
楽
で
使
用
す
る
主
な
楽
器
を
記
し
た
。

（
コ
）	

神
楽
が
舞
わ
れ
る
舞
座
の
施
設
を
示
し
た
。
項
目
①
は
神
楽
が
舞
わ
れ
る
舞

座
の
広
さ
、
②
舞
座
の
特
別
な
名
称
が
あ
る
場
合
の
そ
の
名
称
、
③
舞
座
の

形
態
、
④
舞
座
内
の
、
神
楽
に
関
係
し
た
特
別
な
装
飾
や
設
備
を
示
し
た
。

（
サ
）	

調
査
回
答
に
よ
る
特
記
事
項
記
載
が
あ
っ
た
場
合
は
表
記
し
た
。
な
お
、
本
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務
社
・
兼
務
社
の
調
査
票
に
重
複
す
る
事
項
が
あ
っ
た
場
合
、
本
務
社
の
欄

に
の
み
記
し
た
。
ま
た
、
現
地
調
査
を
行
い
、
第
二
章
で
特
に
報
告
記
載
の

あ
る
神
社
の
神
楽
に
つ
い
て
は
そ
の
頁
数
を
記
し
た
。

8 .	

「
五
島
神
楽
」
分
布
図

五
島
神
楽
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
福
江
島
（
五
島
市
）・
宇
久
島
（
佐
世
保
市
宇
久
町
）・

中
通
島（
新
上
五
島
町
）の
地
図
上
に
、調
査
回
答
が
あ
っ
た
神
社（
本
務
社
・
兼
務
社
）

を
記
し
た
。
な
お
、
整
理
分
類
の
た
め
、
旧
市
町
名
及
び
旧
市
町
の
行
政
区
分
も
併

記
し
た
。

9 .	

「
五
島
神
楽
」
演
目
一
覧
表

平
成
十
四
年
発
行
『
五
島
神
楽
の
研
究
』
に
よ
る
上
演
演
目
と
、
平
成
二
十
二
年
度

悉
皆
調
査
時
の
上
演
演
目
を
一
覧
表
で
示
し
た
。

■
悉
皆
調
査
の
回
答
が
あ
っ
た
神
社
（
順
不
同
、
本
務
社
の
み
、
宮
司
等
名
称
は
平
成

二
十
二
年
度
調
査
当
時
）

＊
印
は
回
答
が
あ
っ
た
が
神
楽
の
伝
承
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
目
録
不
記
載

［
五
島
市
］

五
社
神
社
（
月
川
敬
身
宮
司
）、八
幡
神
社
（
平
田
一
實
宮
司
）、天
満
神
社
（
森
彪
宮
司
）、

住
吉
神
社
（
片
山
貴
史
宮
司
）、
巖
立
神
社
（
阿
比
留
正
宮
司
）、
白
鳥
神
社
（
宗
邦
治
宮

司
）、
富
江
神
社
（
月
川
八
榮
宮
司
）、
七
嶽
神
社
（
月
川
貞
教
宮
司
）、
＊
奈
留
神
社
（
月

川
司
宮
司
）

［
新
上
五
島
町
］

有
川
神
社
（
江
口
一
二
三
宮
司
）、
榎
津
神
社
（
宮
田
恒
雄
宮
司
）、
祖
父
君
神
社
（
宮
田

紀
久
宮
司
）、政
彦
神
社（
吉
村
政
德
宮
司
）、青
方
神
社（
前
田
哲
嘉
宮
司
）、小
串
神
社（
神

崎
信
智
宮
司
）、
＊
若
松
神
社
（
近
藤
忠
博
権
禰
宜
）

［
佐
世
保
市
宇
久
町
］

神
島
神
社
（
平
田
邦
彦
宮
司
）、
宇
久
島
神
社
（
月
川
徹
宮
司
）
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「五島神楽」調査報告書作成委員会 宛

※悉皆調査票に記載できなかった事柄等があれば別紙に記入の上添付して下さい。
※悉皆調査票の記入欄に書ききれない場合も別紙に記入の上添付して下さい。
※特徴的な写真及び参考資料等があれば添付して下さい。（写真はキャプションをつけて下さい）
※整理番号は「五島神楽」調査報告書作成委員会事務局にて記入します。

整理番号

1 名 称 神 楽 名 称
ふ り が な

別 名

神 社 名 称
ふ り が な

名 称
ふ り が な

所 属 人 数

4
神 楽 の 由 来
（ 歴 史 等 ）

※文書記録等の有無（あれば写しを添付）

＞日期開公＜＞所場開公＜

＞日期開公＜＞所場開公＜

その他

TEL

FAX

2 伝 承 地

年 齢 構 成
名歳94～04名歳92～02名          満未歳02

50～59歳          名 60～69歳 名

代表者名・連絡先

職名 TEL氏名

住所 〒

氏名・連絡先

名氏名職

住所 〒

社人（巫子・神子）         名宮 司          名

一般人           名

社人（社方・神人）         名

FAX

80歳以上 名

30～39歳 名

70～79歳 名

保存会員            名

他（あれば役職名と人数）
役 職 別 構 成

伝承組織 （伝承団体）3

5
公開場所（所在地、神社
名）公開期日（例祭日等）

＜公開場所＞

計 名 （ 男性 名             女性 名 )

＜公開場所＞

＞日期開公＜＞所場開公＜

＞日期開公＜＞所場開公＜

＜公開期日＞

＜公開期日＞

文 「 の危 る の民 文 財 の 」 け

毎年開催

隔年開催

七年に一度開催

五年に一度開催

三年に一度開催

締切：平成22年11月26日（金）
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「五島神楽」調査報告書作成委員会 宛

神楽演目
（現行・復活可
能不可能の別
／神楽演目名
／舞人人数／
合立の有無／
立言の有無／
着面／舞道具
／衣裳）

楽器
（太鼓の形及び
曲／笛の形及
び曲 等）

舞の施設
（舞座、錦蓋等）

神楽歌※歌本
の有無
（ある場合は写
しを添付）

7
中断・廃絶している

神楽について
中断・廃絶

中断・廃絶の
時期と理由、

現状

8
文献資料・映像記録資料

等

9 備 考

名者入記日月年査調 平成 年 月 日

※本調査に関わって記入された個人情報は本業務にのみ使用し、一般に公表することはありません。

※現在の状況に合わせて、上記一覧表（平成１４年発行『五島神楽の研究』より）を加除訂正すること。

神楽演目・楽器・舞の施
設・神楽歌（神歌・立歌な

ど）
6

に 平 行 島 楽 覧 を

締切：平成22年11月26日（金）
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神
楽
名
称
（
別
称
）

伝
承
組
織
・
伝
承
団
体

組
織
構
成

公
開
期
日
（
例
祭
等
）

公
開
場
所

楽

器

特
記
事
項

奉
納
神
社
（
所
在
地
）

※

太
字
は
本
務
社

舞
の
施
設  

①
舞
座
の
広
さ

②
舞
座
の
名
称

③
舞
座
の
形
態

④
舞
施
設
の
設
備
等

現
行
の
舞
数

地図番号

「
五
島
神
楽
」
悉
皆
調
査
目
録

※

記
載
内
容
は
、
平
成
二
十
二
年
度
悉
皆
調
査
回
答
に
従
っ
た
。

①② -③

上
記
４
神
社
の
祭
礼
や
兼
務
社
の
祭
礼
に
お
け

る
神
楽
奉
納
は
福
江
五
島
神
楽
保
存
協
会
員

の
助
勤
制
度
で
行
う
た
め
、
神
楽
演
目
は
同
一

中
断
廃
絶
演
目
に
つ
い
て
は
、
長
老
社

人
の
減
少
に
よ
る
。

10
名

（
宮
司
4
、社
人
5
、他
1
）

4
名

（
五
社
神
社
宮
司
１
、社
人
２
、

巫
女・神
子
１
）同

右
同
右

福
江
五
島
神
楽
保
存
協
会

福
江
五
島
神
楽
保
存
協
会

同
右

同
右

胴
長
太
鼓
２
、
締
太

鼓
、
尺
八
笛
、
龍
笛

同
右

同
右

①
方
一間

②
舞
舞
台

③
板
張
り
、
畳
両
方

有

④
錦
蓋

2424同
右

同
右

毎
年
２
月

五
島
椿
ま
つ
り

１
月
15
日
、９
月
15
日

（
旧
）2
月
1
日
、

５
月
6
日
、9
月
20
日

（
旧
）１
月
28
日
、

５
月
５
日
、11
月
23
日

五
島
市
武
家
屋

敷
ふ
る
さ
と
館

五
社
神
社
・
八
幡
神
社

天
満
神
社
・
住
吉
神
社

五
社
神
社

（
五
島
市
上
大
津
町
）

塩
津
神
社

（
五
島
市
上
崎
山
町
）

諏
訪
神
社

（
五
島
市
堤
町
）

神
社
舞
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

①
方
一
間

②
舞
舞
台

③
板
張
り
、
畳

④

錦
蓋

福
江
五
島
神
楽

④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭
水
神
社

（
五
島
市
高
田
町
）

八
幡
神
社

             

（
五
島
市
下
大
津
町
）

平
蔵
神
社

（
五
島
市
平
蔵
町
）

天
満
神
社

（
五
島
市
平
蔵
町
）

和
布
崎
神
社

（
五
島
市
奥
浦
町
）

天
満
神
社

（
五
島
市
下
大
津
町
）

白
浜
神
社

（
五
島
市
向
町
）

長
手
神
社

（
五
島
市
長
手
町
）

住
吉
神
社

（
五
島
市
上
大
津
町
）

戸
岐
神
社

（
五
島
市
戸
岐
町
）

山
祇
神
社

（
五
島
市
籠
渕
町
）

同
右

5
名

（
八
幡
神
社
宮
司
１
、社
人
１
、

保
存
会
員
３
）

38
名
（
住
吉
神
社
宮
司
１
、

社
人
１
、巫
女
・
神
子
21
、保

存
会
員
４
、一般
人
11
）

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

5
名

（
天
満
神
社
宮
司
１
、社
人
２
、他
）

同
右

福
江
五
島
神
楽
保
存
協
会

同
右

同
右

同
右

福
江
五
島
神
楽
保
存
協
会

同
右

同
右

福
江
五
島
神
楽
保
存
協
会

福
江
神
楽
保
存
会

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

胴
長
太
鼓
２
、

締
太
鼓
、
龍
笛

胴
長
太
鼓
２
、

締
太
鼓
、
龍
笛

同
右

同
右

同
右

同
右

①
方
一間

②
舞
舞
台

③
板
張
り
、
畳

①
方
一間

②
舞
舞
台

③
板
張
り

①
方
一間

②
舞
舞
台

③
板
張
り
、
畳

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右 242424

（
旧
）９
月
18
日

１
月
第
２
日
曜

10
月
下
旬

（
７
年
に一度
）

（
旧
）９
月
12
日

１
月
25
日

２
月
２
日

４
月
29
日
、11
月
23
日

（
旧
）９
月
24
日

﹇
現
地
調
査
報
告

69
頁
﹈

６
月
12
日

（
旧
）９
月
15
日

１
月
15
日
、（
旧
）５
月
５
日
、

（
旧
）８
月
15
日
、（
旧
）９
月
９
日
、

11
月
23
日

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

胴
長
太
鼓
、
締

太
鼓
、
龍
笛
、

篠
笛
、
拍
子
木

①
方
一間

②
舞
座

③
畳

福
江
五
島
神
楽
保
存
協
会
と
は
別
に
、

昭
和
55
年
に
住
吉
神
社
の
神
職
・
社
人
・

氏
子
を
中
心
に
「
福
江
神
楽
保
存
会
」

を
設
立
し
、
活
動
し
て
い
る
。
ま
た
、

保
存
会
が
核
と
な
り
「
福
江
神
楽
こ
ど

も
教
室
」
を
開
催
し
て
い
る
。

中
断
廃
絶
演
目
に
つ
い
て
は
、
長
老
社

人
の
減
少
に
よ
る
。
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⑮
山
祇
神
社

（
五
島
市
大
荒
町
）

同
右

同
右

同
右

同
右

３
月
下
旬

（
７
年
に一度
）

神
社
拝
殿

岐
宿
神
楽

（
巖
立
神
社
神
楽
・  

五
島
岐
宿
神
楽
）

16171819
巖
立
神
社

（
五
島
市
岐
宿
町
岐
宿
）

八
坂
神
社

（
五
島
市
岐
宿
町
川
原
白
石
）

河
務
神
社

（
五
島
市
岐
宿
町
河
務
）

天
満
神
社

（
五
島
市
岐
宿
町
川
原
大
川
原
）

20
名

（
巖
立
神
社
宮
司
１
、社
人・社

方
７
、神
子
２
、保
存
会
員
８
）

同
右

同
右

同
右

五
島
岐
宿
神
楽
保
存
会

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右──

胴
長
太
鼓
１

同
右

胴
長
太
鼓
２
、

横
笛
、
鈴

①
方
一
間

②
舞
い
舞
台

③
板
張
り

④
錦

蓋
、
五
色
御
幣
を
並
べ
た
祭
壇

①
方
一
間

②
舞
い
舞
台

③
畳

④
錦
蓋
、

五
色
御
幣
を
並
べ
た
祭
壇

同
右

同
右

同
右 20

（
旧
）９
月
11
日

（
旧
）10
月
25
日

（
７
年
に一度
）

﹇
現
地
調
査
報
告

38
頁
﹈

（
旧
）６
月
15
日

９
月
の
秋
分
の
日
を
含
む

３
連
休
の
中
の
２
日
間（
不
定
）

神
社
拝
殿

20212223242526--
神
﨑
神
社

（
五
島
市
岐
宿
町
川
原
小
川
原
）

大
山
祇
神
社

（
五
島
市
岐
宿
町
楠
原
中
楠
原
）

松
山
神
社

（
五
島
市
岐
宿
町
松
山
）

大
山
祇
神
社

（
五
島
市
岐
宿
町
松
山
寺
脇
）

城
神
社

（
五
島
市
岐
宿
町
中
岳
城
）

金
刀
比
羅
神
社

（
五
島
市
岐
宿
町
中
岳
坂
の
上
）

大
山
祇
神
社

（
五
島
市
岐
宿
町
二
本
楠
）

＊
大
曽
根
神
社

（
五
島
市
岐
宿
町
唐
船
浦
）

＊
大
山
祇
神
社

（
五
島
市
岐
宿
町
土
岐
之
首
）

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

中
断

中
断

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

（
旧
）９
月
24
日

（
７
年
に一度
）

（
旧
）9
月
23
日

（
７
年
に一度
）

（
旧
）10
月
23
日

（
７
年
に一度
）

（
旧
）９
月
28
日

（
７
年
に一度
）

（
旧
）10
月
15
日

（
７
年
に一度
）

（
旧
）10
月
10
日

（
７
年
に一度
）

（
旧
）10
月
23
日

（
７
年
に一度
）

現
在
神
楽
の
奉
納
な
し

（
祝
詞
と
太
鼓
等
の
み
）

現
在
神
楽
の
奉
納
な
し

（
旧
）9
月
16
日（
舞
は
な
し
）

（
旧
）9
月
15
日（
舞
は
な
し
）

白
鳥
神
社

（
五
島
市
玉
之
浦
町
玉
之
浦
）

保
食
神
社

（
五
島
市
玉
之
浦
町
中
須
）

保
食
神
社

（
五
島
市
玉
之
浦
町
小
川
）

同
右

同
右

17
名

（
白
鳥
神
社
宮
司
１
、
巫

女
１
、
保
存
会
員
15
）

同
右

白
鳥
神
社
神
楽
保
存
会

同
右

胴
長
太
鼓
２
、

笛太
鼓
２
、
笛

23同
右

同
右

９
月
第
３
土
日

﹇
聞
取
り
調
査
報
告

27
頁
﹈

（
旧
）９
月
19
日

（
旧
）９
月
20
日

中
須
生
活
館

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

神
社
拝
殿

同
右

お
旅
所
（
玉
之

浦
町
体
育
館
）

神
社
近
く
の
公

民
館

神
社
近
く
の
空

地
の
仮
殿

神
社
か
ら
離
れ

た
公
民
館

神
社
か
ら
離
れ

た
空
地
の
仮
殿

小
川
生
活
館

玉
之
浦
神
楽

  （
白
鳥
神
社
神
楽
）

福
江
五
島
神
楽

①
方
一間

②
舞
座

③
畳

④
錦
蓋

①
方
一間

②
舞
座

③
畳

同
右

272829
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神
楽
名
称
（
別
称
）

伝
承
組
織
・
伝
承
団
体

組
織
構
成

公
開
期
日
（
例
祭
等
）

公
開
場
所

楽

器

特
記
事
項

奉
納
神
社
（
所
在
地
）

※

太
字
は
本
務
社

舞
の
施
設  

①
舞
座
の
広
さ

②
舞
座
の
名
称

③
舞
座
の
形
態

④
舞
施
設
の
設
備
等

現
行
の
舞
数

地図番号
大
山
祗
神
社

（
五
島
市
玉
之
浦
町
上
の
平
）

大
山
祗
神
社

（
五
島
市
玉
之
浦
町
玉
之
浦
）

言
代
主
神
社

（
五
島
市
玉
之
浦
町
玉
之
浦
）

同
右

13
名

（
白
鳥
神
社
宮
司
１
、
巫
女

１
、
保
存
会
員
13
）

同
右

同
右

同
右

大
宝
青
年
会

同
右

同
右

19 同
右

同
右

同
右

（
旧
）
９
月
29
日
例
大
祭
に
て
特
殊
神
事
の

「
大
宝
の
砂
打
ち
」（
国
指
定
）
が
行
わ
れ
る
。

前
日
宵
祭
で
神
楽
が
舞
わ
れ
る
。

上
演
舞
数
は
市
舞
、
村
直
、

佐
男
舞
の
３
番
程
度

同
右

同
右

小
祭

小
祭

小
祭

（
旧
）９
月
28
日

言
代
主
神
社

（
五
島
市
玉
之
浦
町
大
宝
）

神
社
社
殿

神
社
社
殿

同
右

同
右

玉
之
浦
神
楽

  （
白
鳥
神
社
神
楽
）

富
江
神
社

（
五
島
市
富
江
町
松
尾
）

事
代
主
神
社﹇
蛭
子
神
社
﹈

（
五
島
市
富
江
町
舟
手
町
）

靈
神
社

（
五
島
市
富
江
町
松
尾
）

大
宰
府
神
社

（
五
島
市
富
江
町
岳
）

同
右

６
名

（
富
江
神
社
宮
司
１
、
社
人

４
、
神
子
１
）同

右
同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

富
江
神
楽
保
存
会

（
富
江
神
社
社
人
会
）

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

胴
長
太
鼓
、

龍
笛同

右
同
右

同
右

同
右

同
右

太
鼓
２
、

笛 同
右

同
右

太
鼓
１
、

笛
１

同
右

同
右

な
し

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

23同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

（
旧
）９
月
23
日

（
５
年
に一度
）

（
旧
）８
月
14
日

（
３
年
に一度
）

﹇
現
地
調
査
報
告

52
頁
﹈

10
月
14
日

10
月
15
日

11
月
22
日

１
月
25
日

（
旧
）10
月
10
日

11
月
初
旬

（
５
年
に一度
）

神
社
拝
殿

渡
御
御
神
輿

の
仮
宮

大
山
祇
神
社

（
五
島
市
富
江
町
山
下
）

琴
平
神
社

（
五
島
市
富
江
町
黒
瀬
）

大
山
祇
神
社

（
五
島
市
富
江
町
山
手
）

八
幡
神
社

（
五
島
市
富
江
町
松
尾
）

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

富
江
神
楽

大
山
祇
神
社

（
五
島
市
富
江
町
狩
立
）

事
代
主
神
社

（
五
島
市
富
江
町
）

乙
神
社

（
五
島
市
富
江
町
田
尾
）

保
尾
神
社

（
五
島
市
富
江
町
長
峰

丸
子
地
区
）

七
嶽
神
社

（
五
島
市
玉
之
浦
町
荒
川
）

同
右

同
右

９
名

（
富
江
神
社
宮
司
１
、社
人
３
、

神
子
１
、
一般
人
４
）

７
名

（
富
江
神
社
宮
司
１
、社
人
６
）

25
名

（
七
嶽
神
社
宮
司
１
、
社
人

２
、
神
子
２
、
保
存
会
員
22
）

富
江
神
楽
保
存
会

（
乙
神
社
社
人
会
）

富
江
神
楽
保
存
会

（
保
尾
神
社
社
人
会
）

同
右

同
右

七
嶽
神
楽
保
存
会

胴
長
太
鼓
、

竹
笛

胴
長
太
鼓
、

竹
笛 同

右
同
右

な
し

な
し

同
右

同
右

1218─

─

─

─

同
右

同
右

（
旧
）９
月
10
日

神
楽
の
奉
納
な
し

11
月
15
日

（
旧
）８
月
15
日

（
隔
年
）

10
月
23
日

（
３
年
に一度
）

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

富
江
神
楽

 （
七
嶽
神
楽
）

明
治
11
年
富
江
神
社
か
ら
分
家
の
た
め
、
富

江
神
楽
を
伝
承
す
る
。
特
に
富
江
丸
子
地
区

（
保
尾
神
社
系
）
舞
集
団
の
指
導
が
あ
っ
た
。

3031323334353637383940414243444546

①
方
一間

②
舞
座

③
畳

①
方
一間

②
舞
座

③
畳

④
錦
蓋



− 145 −

竃
神
社

（
五
島
市
玉
之
浦
町
荒
川
）

大
山
祇
神
社

（
五
島
市
玉
之
浦
町
幾
久
山
）

同
右

同
右

同
右

同
右

太
鼓
、
笛

同
右

16同
右

（
旧
）２
月
２
日
、

（
旧
）９
月
11
日

９
月
23
日

富
江
神
楽

 （
七
嶽
神
楽
）

有
川
神
楽

上
五
島
神
楽

4950515253545556 -5758596061
有
川
神
社

（
新
上
五
島
町
有
川
郷
）

乙
宮
神
社

（
新
上
五
島
町
小
河
原
郷
）

孕
神
社

（
新
上
五
島
町
赤
尾
郷
）

八
坂
神
社

（
新
上
五
島
町
友
住
郷
）

江
ノ
濱
神
社

（
新
上
五
島
町
江
ノ
浜
郷
）

潮
目
天
満
神
社

（
新
上
五
島
町
七
目
郷
）

志
自
岐
羽
黒
神
社

（
新
上
五
島
町
太
田
郷
）

祖
父
君
神
社
、青
方
神
社
、

政
彦
神
社
、
榎
津
神
社

政
彦
神
社

（
新
上
五
島
町
奈
摩
郷
）

客
人
神
社

（
新
上
五
島
町
網
上
郷
）

乙
宮
神
社

（
新
上
五
島
町
立
串
郷
）

祖
父
君
神
社

（
新
上
五
島
町
浦
桑
郷
）

事
代
主
神
社

（
新
上
五
島
町
似
首
郷
）

熊
野
神
社

（
新
上
五
島
町
阿
瀬
津
郷
）

「
神
図
舞
」
等
長
時
間
の
番
組
は
、
祭

典
時
間
に
制
限
が
あ
る
の
で
敬
遠
さ
れ

る
。
ま
た
、
氏
子
に
人
気
の
舞
が
優
先

さ
れ
る
た
め
演
目
が
硬
直
化
す
る
。

上
記
４
神
社
の
当
番
制
（
小
串
・
乙
宮
神

社
は
特
別
時
に
当
番
と
な
る
）

25
名

（
有
川
神
社
宮
司
１
、社
人
７
、

神
子
７
、一
般
保
存
会
員
８
、神

職
２
）

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

26
名

（
宮
司
５
、社
人
９
、一般
保
存

会
員
３
、神
職
９
）

26
名

（
宮
司
５
、社
人
９
、一般
保
存

会
員
３
、神
職
９
）

同
右

同
右

26
名

（
宮
司
５
、社
人
９
、一般
保
存

会
員
３
、神
職
９
）

同
右

同
右

有
川
神
楽
保
存
会

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

上
五
島
神
楽
保
存
会

上
五
島
神
楽
保
存
会

同
右

同
右

上
五
島
神
楽
保
存
会

同
右

同
右

胴
長
太
鼓
２
、

篠
笛

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

胴
長
太
鼓
２
、

篠
笛
、
ス
リ
鉦

胴
長
太
鼓
２
、

篠
笛
、
ス
リ
鉦

同
右

同
右

胴
長
太
鼓
２
、

篠
笛
、
ス
リ
鉦

同
右

同
右

①
方
一
間

②
舞
座

③
板
張
り

④
五
方
に

五
色
御
幣

①
方
一間

②
舞
座

③
畳

④
飾
り
な
し

同
右

同
右

同
右

①
方
一
間
（
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
内
に
畳
20
畳

ほ
ど
を
敷
き
中
央
の
２
畳
）
②
舞
座

③
畳

④
飾
り
な
し

①
方
一
間

②
舞
座

③
舞
板
な
し
（
２
畳
分

の
ス
ペ
ー
ス
で
舞
う
）

①
方
一
間

②
舞
座

③
板
張
り

④
幣
殿
天

井
近
く
の
四
方
と
中
央
で
交
差
し
た
注
連
縄
を

張
り
、
交
叉
部
分
に
白
御
幣
を
挟
む

①
方
一
間

②
舞
板

③
板
張
り
（
常
設
）

④
五
方
に
五
色
御
幣
、
錦
蓋
な
し

①
方
一
間

②
舞
板

③
板
張
り
（
常
設
）

④
五
方
に
五
色
御
幣
、
錦
蓋
な
し

同
右

同
右

①
方
一
間

②
舞
板

③
板
張
り
（
常
設
）

④
五
方
に
五
色
御
幣
、
錦
蓋
な
し

同
右

24同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右3030同

右
同
右30同

右
同
右

10
月
23
・
24
日

10
月
27
・
28
日

10
月
28
・
29
日

11
月
9
・
10
日

10
月
第
３
土
・
日
曜
日

（
旧
）10
月
17
・
18
日

10
月
10
・
11
日

11
月
2
・
3
日

10
月
8
・
9
日

10
月
14
・
15
日

10
月
31
、11
日
1
日

﹇
現
地
調
査
報
告

80
頁
﹈

﹇
現
地
調
査
報
告

94
頁
﹈

﹇
現
地
調
査
報
告

108
頁
﹈

10
月
１
・
２
日

4
月
最
後
の
日
曜
日

神
楽
大
祭

11
月
12
・
13
日

７
月
第
４
金
・
土
曜
日

祇
園
祭

神
社
幣
殿

御
旅
所
（
う
ど

ん
の
里
）

神
社
幣
殿

神
社
幣
殿

神
社
幣
殿

神
社
幣
殿

御
旅
所
（
七
目

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
）

神
社
幣
殿

各
神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

御
旅
所
（
集
会

場
・
公
民
館
等
）

を
利
用

48 47
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神
楽
名
称
（
別
称
）

伝
承
組
織
・
伝
承
団
体

組
織
構
成

公
開
期
日
（
例
祭
等
）

公
開
場
所

楽

器

特
記
事
項

奉
納
神
社
（
所
在
地
）

※

太
字
は
本
務
社

舞
の
施
設  

①
舞
座
の
広
さ

②
舞
座
の
名
称

③
舞
座
の
形
態

④
舞
施
設
の
設
備
等

現
行
の
舞
数

地図番号

上
五
島
神
楽

宇
久
の
神
楽

6263646566676869707172
鯛
之
浦
神
社

（
新
上
五
島
町
鯛
ノ
浦
郷
）

奥
浦
神
社

（
新
上
五
島
町
奥
浦
郷
）

小
串
神
社

（
新
上
五
島
町
小
串
郷
）

本
山
神
社

（
新
上
五
島
町
津
和
崎
郷
）

榎
津
神
社

（
新
上
五
島
町
榎
津
郷
）

丸
尾
神
社

（
新
上
五
島
町
丸
尾
郷
）

青
方
神
社

（
新
上
五
島
町
青
方
郷
）

八
坂
神
社

（
新
上
五
島
町
青
方
郷
）

姫
神
社

（
新
上
五
島
町
相
河
郷
）

山
神
社

（
新
上
五
島
町
船
崎
郷
）

正
彦
神
社

（
新
上
五
島
町
曽
根
郷
）

神
島
神
社

（
佐
世
保
市
宇
久
町
平
）

宇
久
島
神
社

（
佐
世
保
市
宇
久
町
神
浦
）

26
名

（
宮
司
５
、社
人
９
、一
般
保
存

会
員
３
、神
職
９
）

同
右

26
名

（
宮
司
５
、社
人
９
、一
般
保
存

会
員
３
、神
職
９
）

同
右

26
名

（
宮
司
５
、社
人
９
、一般
保
存

会
員
３
、神
職
９
）

同
右

26
名

（
宮
司
５
、社
人
９
、一般
保
存

会
員
３
、神
職
９
）

同
右

同
右

26
名

（
宮
司
５
、社
人
９
、一
般
保
存

会
員
３
、神
職
９
）

同
右

４
名

（
神
島
神
社
宮
司
１
、社
方
３
）

３
名

（
宇
久
島
神
社
宮
司
１
、社
方

１
、神
職
１
）

上
五
島
神
楽
保
存
会

同
右

上
五
島
神
楽
保
存
会

同
右

上
五
島
神
楽
保
存
会

同
右

上
五
島
神
楽
保
存
会

同
右

同
右

同
右

同
右

宇
久
島
神
社
氏
子

同
右

胴
長
太
鼓
２
、

篠
笛
、
ス
リ
鉦

同
右

胴
長
太
鼓
２
、

篠
笛
、
ス
リ
鉦

同
右

胴
長
太
鼓
２
、

篠
笛
、
ス
リ
鉦

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

胴
長
太
鼓
２
、

篠
笛
、
ス
リ
鉦

①
方
一
間

②
舞
座

③
舞
板
な
し
（
２
畳
分

の
ス
ペ
ー
ス
で
舞
う
）

①
方
一
間

②
舞
板

③
板
張
り
（
常
設
）

④
五
方
に
五
色
御
幣
、
錦
蓋
な
し

同
右

①
方
一
間

②
舞
板

③
板
張
り
（
常
設
）

④
五
方
に
五
色
御
幣
、
錦
蓋
な
し

同
右

①
方
一
間

②
舞
板

③
板
張
り
（
常
設
）

④
五
方
に
五
色
御
幣
、
錦
蓋
な
し

同
右

同
右

同
右

同
右

①
方
一間

②
－
③
－
④
錦
蓋
（
廃
絶
）

同
右 3030同

右30同
右30同

右
同
右

同
右

同
右5中

断

10
月
24
・
25
日

（
旧
）９
月
８
・
９
日

４
月
最
終
日
曜
日
、

秋
の
例
祭
、夏
の
祇
園
祭

10
月
24
・
25
日

11
月
24
・
25
日

10
月
第
４
土
・
日
曜
日

（
旧
）１
月
１
日
、11
月
２
・
３
日

７
月
18
日
、10
月
29
・
30
日

７
月
19
日
、10
月
30
・
31
日

7
月
16
・
17
日

﹇
現
地
調
査
報
告

114
頁
﹈

﹇
聞
取
り
調
査
報
告

134
頁
﹈

﹇
聞
取
り
調
査
報
告

135
頁
﹈

現
在
中
断
中

（
旧
）10
月
18
・
19
日

（
旧
）９
月
18
・
19
日

（
旧
）10
月
17
日

神
社
拝
殿

御
旅
所
（
集
会

場
・
公
民
館
等
）

を
利
用

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

祇
園
祭
御
旅
所

（
青
方
郷
港
広
場
）

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
拝
殿

神
社
幣
殿

7374

─
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﹇
凡
例
﹈

神
楽
名
称
、伝
承
組
織
名
称
、演
目
名
は
平
成
22
年
度
悉
皆
調
査
回
答
に
従
っ
た
。

平
成
14
年
：
平
成
14
年
発
行
『
五
島
神
楽
の
研
究
』
に
よ
る

平
成
22
年
：
平
成
22
年
度
悉
皆
調
査
回
答
に
よ
る

な
お
、
平
成
22
年
度
悉
皆
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
伝
承
組
織
の
上
演
演
目

も
併
せ
て
記
し
た
。

＊
記
号
に
つ
い
て

○ 

現
行
の
舞

◎ 

復
活
の
舞

△ 

休
眠
中
で
復
活
可
能
の
舞

■ 

消
滅
し
て
復
活
不
可
能
の
舞

無
印
は
変
化
な
し

「
五
島
神
楽
」
演
目
一
覧
表

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647

演
目
名

神
歌

福
江
五
島
神
楽

福
江
五
島
神
楽
保
存
協
会

御
神
楽
（
四
歌
句
・
四
楽
）

市
舞

佐
男
舞

露
祓

荒
塩
舞

鈿
女
舞

三
劔
舞
（
三
劔
）

舞
人
外
道
切

感
應
舞

折
敷
舞

注
連
舞
（
注
連
）

篠
波

島
求

小
弓

管
麻

劔
舞
（
二
劔
）

木
綿
四
手

八
千
熊

天
神
舞

恵
比
須
舞

神
圖
舞
（
神
図
）

小
幣

四
劔

八
雲
舞

将
軍
舞

将
軍
の
狂
言

得
銭
子

篠
曳
・
獅
子
舞

座
祓

寶
釼
舞
（
宝
剣
）

舞
台
相
傳

山
構

山
名
付

山
入

山
之
太
郎

山
之
狂
言

山
之
下
・
山
之
荒
平

比
羅
舞

長
刀
舞

願
之
神

地
舞

荒
平
舞
（
荒
平
）

太
玉
串

天
大
流
鏑
馬

乙
子
瀬

地
舞
・
戸
隠
舞
（
戸
隠
）

掛
神

御
幣
帛

御
神
楽

天
宇
受
売
舞

坐
解
除
舞

伊
智
舞

左
男
舞

露
払
舞

太
玉
籖
舞

木
綿
志
手
舞

新
塩
舞

三
剣
舞

難
波
舞

注
連
舞

地
舞

戸
隠
舞

舞
台
相
伝
舞

八
千
熊
舞

管
麻
舞

四
剣
舞

恵
比
須
舞

折
敷
舞

天
大
流
鏑
舞

小
弓
舞

地
舞

荒
平
舞

懸
神
舞

二
剣
舞

天
神
舞

嶋
求
舞

薙
刀
舞

平
舞

篠
曳
舞

遠
呂
知
舞

宝
剣
舞

笹
漣
舞

得
銭
子
舞

小
幣
舞

神
図
舞

山
入
舞

山
名
附
舞

山
構
舞

山
狂
言
舞

山
太
郎
舞

山
下
舞

山
荒
平
舞

乙
子
瀬
舞

将
軍
舞

狂
言
舞

願
解
舞

御
幣
帛
舞

○○○△○■△｜■○■■○■■△■■■○○■○■■■■○○○■■○■○△○■○○△△■■○△△○

○○○○○■■■○○■■○○■■■○■○○■■○■○○○○■■○○○■■○■■■■○○○■○■○○

○○○○○○○○○■○■■■○○■○○■○■○○■■■■■■■■○■○■■■○○■■■○○■○○

◎■■

○○○○○○■○■■■■○■○■○○■■■○■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■○○○○○■○■○■■○○○■○○■○■○○■■■■■■■■○■■■■■■■■■■○○■■■

○○○○○○○△■○■■△○○■○○■△■△○■■■■■■■■△■△■■■｜｜■■■○○■○｜

△△△△△△

◎■■◎◎■◎◎◎■

平
成
14
平
成
22

演
目
名 岐

宿
神
楽

岐
宿
神
楽
保
存
会

平
成
14
平
成
22

平
成
14

平
成
22

平
成
22

平
成
14
平
成
22

平
成
14
平
成
22

平
成
14
平
成
22

平
成
14

平
成
14

平
成
22

平
成
22

平
成
22

平
成
22

平
成
22

御
神
楽

座
祓

佐
男
舞

長
刀

露
払

荒
塩

五
方
舞

潮
担
桶
舞

一本
剣

四
天

神
相
撲

箕
舞

恵
比
須
舞

折
敷
舞

潔
戒

柴
取

神
通

六
将
軍

山
の
進

山
賀

山
の
太
郎

山
下
舞

四
剣

将
軍
舞

平
舞

鈴
舞

神
幣

岩
戸
開

注
連
舞

幣
帛

獅
子
舞

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

演
目
名 上

五
島
神
楽

上
五
島
神
楽
保
存
会

神
楽
志
賀
支

天
宇
受
売
舞

市
舞

左
男
舞

露
払

村
直

三
剣

祓
（
座
祓
）

小
弓

新
塩

折
敷

荒
平

御
潮
舞

四
剣

小
幣

注
連

一剣柴取
恵
比
須
舞

入
鹿
高
松

長
刀
舞

花
舞

宝
剣

大
黒
舞

神
通

五
方
剣

山
太
郎

出
来
舞

八
千
久
万
舞

将
軍
舞

二
剣

山
狂
言

獅
子
舞

幣
帛

○■○○■○■○○○○○○○■○■○■○○■■○△■○○■■■○○○

△◎◎◎

■○○■○■○○○○○○○■■■○■○○■■○■■○○■■■○○○

演
目
名

玉
之
浦
神
楽

白
鳥
神
社
神
楽
保
存
会
大
宝
青
年
会

お
神
楽
（
し
が
く
）

神
女
舞

左
男
舞

露
祓

潮
桶
舞

新
潮

獅
子
頭

注
連

三
剣

八
千
熊

神
通

柳
舞

大
神
通

小
幣

荒
平

折
敷
舞

戸
隠

一本
剣

長
刀

岩
戸
開

四
剣

恵
比
須
舞

小
弓

山
構

柾
舞

山
下

山
剣

山
名
付

天
大
流
鏑

八
ツ
注
連

山
の
太
郎

宝
剣

六
将
軍

嶋
求

二
剣

天
大
将
軍

狂
言

箕
舞

座
祓

切
目

大
国
舞

榊
舞

幣
舞

蒙
古
裏

柴
取

幣
帛

素
袍

舞
上
げ

演
目
名

富
江
神
楽

富
江
神
社

七
嶽
神
社

保
尾
神
社

乙
神
社

御
神
楽

座
祓

左
男
舞

荒
塩
舞

小
幣

七
五
三
舞

御
潮
井
桶

長
刀
舞

剣
舞（
け
っ
か
い
）

恵
比
須
舞

山
之
真

御
幣
帛

将
軍
舞

神
図

山
之
下

荒
平
舞

御
剣（
春
三
月
）

四
天
王

鈴
舞

山
之
太
郎

末
広
舞

梓
弓

折
敷

四
剣

火
神
舞

八
饌
舞（
八
千
花
米
舞
）

二
本
剣
舞

獅
子
舞

宝
剣
舞

○○○○△○△○△■○○■■■■○○○△△○○△△○■○■

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

演
目
名 有

川
神
楽

有
川
神
楽
保
存
会

神
頭
舞

平
舞

一の
舞

ひ
の
神
舞

荒
塩
舞

諏
訪
住
吉
舞

ゑ
び
す
舞

こ
う
べ

天
神
舞

一本
剣
舞

小
弓
舞

お
し
き
舞

二
本
剣
舞

み
つ
る
ぎ
舞

荒
平
舞

榊
舞

角
力
舞

大
黒
舞

だ
い
し
ゅ
舞

注
連
舞

■△■△△■△△■△△△△△△■■■■△

○■○○■■○○

演
目
名

宇
久
の
神
楽

神
島
神
社
神
楽

い
ち
か
ぐ
ら﹇
直
舞（
さ
お
ま
い
）﹈

お
し
き

荒
塩
舞

長
刀
舞

露
払

一本
剣

六
将
軍

荒
平

切
目

無
久
利

岩
戸
開

二
柱
ヂ
ヂ
バ
バ
舞

五
穀
舞

獅
子
舞

△△△△△△△△△△■■■△

演
目
名
宇
久
島
神
社
神
楽
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（旧宇久町）（旧宇久町）

野崎島野崎島
小値賀島小値賀島

中通島中通島

有福島有福島

若松島若松島

奈留島奈留島

宇久島宇久島

（旧上五島町）（旧上五島町）

（旧有川町）（旧有川町）

（旧新魚目町）（旧新魚目町）

（旧若松町）（旧若松町）

（旧奈良尾町）（旧奈良尾町）

佐世保市佐世保市

小値賀町小値賀町

新上五島町新上五島町

五島市五島市

宇久の神楽宇久の神楽

384

5555

4949

5050 5151
5353
5252

5454

頭ヶ島頭ヶ島

（旧有川町）（旧有川町）

74

（旧宇久町）（旧宇久町）

宇久島宇久島

寺島寺島

73

有川神楽有川神楽

384

6565

5858

6464

6060

5959

7070

6767

66667171

5757
5656

6161
6262

6363

7272

（旧上五島町）（旧上五島町）

（旧有川町）（旧有川町）

（旧新魚目町）（旧新魚目町）

上五島神楽上五島神楽

上五島神楽上五島神楽

有川神楽有川神楽

宇久の神楽宇久の神楽

6

「五島神楽」 分布図
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● 五島福江空港● 五島福江空港

（旧福江市）（旧福江市）

（旧岐宿町）（旧岐宿町）

384

  

 市役所● 市役所●

❹❹
❸❸ 1111

❶❶1212
❾❾
❺❺

1515

❽❽
❻❻

1313
❼❼

❷❷1010

福江五島神楽福江五島神楽

1414

（旧玉之浦町）（旧玉之浦町）

（旧岐宿町）（旧岐宿町）

（旧富江町）（旧富江町）

384

玉之浦神楽玉之浦神楽

五島市五島市
奈留島奈留島

久賀島久賀島

黄島黄島

赤島赤島

椛島椛島

  

  

（旧奈留町）（旧奈留町）

3 4

3 4

8 福江島福江島

黒島黒島

島山島島山島

嵯峨ノ島嵯峨ノ島

● 五島福江空港● 五島福江空港
（旧福江市）（旧福江市）

（旧玉之浦町）（旧玉之浦町）

（旧岐宿町）（旧岐宿町）

（旧富江町）（旧富江町）

（旧三井楽町）（旧三井楽町）

● 市役所● 市役所

31

32

27

33

28
29

30

  

（旧福江市）（旧福江市）

（旧岐宿町）（旧岐宿町）

（旧富江町）（旧富江町）

（旧三井楽町）（旧三井楽町）

384

384

 役場 役場

  

（旧玉之浦町）（旧玉之浦町）

1919

2323
2525

2222

2424
2626

2121 1818
2020

1616

1717

市市

岐宿神楽岐宿神楽

岐宿神楽岐宿神楽

福江五島神楽福江五島神楽

玉之浦神楽玉之浦神楽
富江神楽富江神楽

  

  

  

（旧福江市）（旧福江市）
（旧岐宿町）（旧岐宿町）

（旧玉之浦町）（旧玉之浦町）

（旧富江町）（旧富江町）

  

44

36
34

38 37

3542
4140

48

43

46

384

38439
45

47

富江神楽
七嶽神楽
富江神楽
七嶽神楽

新上五島町新上五島町

（  ）
は市町名
は旧市町名
は行政区分
は旧市町の行政区分

地図上の番号は平成 22 年度悉皆調査において回答のあった五
島神楽が奉納される神社を示し、悉皆調査目録の地図番号の項
目と対応する。

凡例

神社所在地：
福江五島神楽   ～
岐宿神楽   ～
玉之浦神楽   ～
富江神楽・七嶽神楽   ～
有川神楽   ～
上五島神楽   ～
宇久の神楽    ・

❶❶ 1515
1616 2626
27 33

34 48

4949 5555
5656 7272
73 74
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文
献
資
料

福
江
五
島
神
楽

岐
宿
神
楽

玉
之
浦
神
楽

富
江
神
楽

有
川
神
楽

上
五
島
神
楽

宇
久
の
神
楽

総
合
的
な
も
の

『
福
江
五
島
神
楽
本
』

「
長
崎
県
五
島
神
楽
資
料
（
一）」

『
五
島
岐
宿
神
楽
（
巖
立
神
楽
）
の
継
承
』

『
神
楽
舞
方
之
本
』

「
長
崎
県
五
島
神
楽
資
料
（
一）」

『
神
楽
歌
詞
集
』

『
有
川
町
郷
土
誌
』

『
上
五
島
町
郷
土
誌
』

『
新
魚
目
町
郷
土
誌
』

『
上
五
島
神
楽
本
』

『〔
国
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
〕
上
五
島
神
楽
』

『
舞
歌
』

『
西
日
本
諸
神
楽
の
研
究
』

『
五
島
神
楽
の
研
究
』

『
長
崎
県
文
化
財
報
告
書
第
１
２
０
集

長
崎
県
の
民

俗
芸
能―

長
崎
県
民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報
告
書―

』

『
国
立
劇
場
第
二
〇
回
民
俗
芸
能
公
演
長
崎
五
島
列

島
の
芸
能
』

渡
辺
伸
夫
：
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
発
行

松
山
勇
：
五
島
岐
宿
神
楽
保
存
会

白
鳥
神
社
所
蔵

渡
辺
伸
夫
：
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
発
行

富
江
神
社
所
蔵

有
川
町

上
五
島
町

新
魚
目
町
・
新
魚
目
町
教
育
委
員
会

宮
田
紀
久
：
上
五
島
神
楽
保
存
会

吉
村
政
德
：
上
五
島
神
楽
保
存
会

宇
久
島
神
社
所
蔵

石
塚
尊
俊
：
慶
友
社

長
崎
県
教
育
委
員
会

吉
村
政
德
：
上
五
島
神
楽
保
存
会

国
立
劇
場
：
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会

平
成
十
五
年 

昭
和
六
十
三
年

平
成
十
六
年 

弘
化
二
年

昭
和
六
十
三
年

年
不
詳

平
成
六
年

昭
和
六
十
一年

昭
和
六
十
一年

平
成
十
四
年

平
成
十
八
年 

明
治
二
十
七
年

昭
和
五
十
四
年

平
成
七
年

平
成
十
四
年

平
成
二
十
年

書

名

編
著
者
：
発
行
者

発

行

備
考
等

五
社
神
社
所
蔵
『
五
社
神
社
神
楽
本
』﹇
明
和
三
年
（
一
七

六
六
）
写
、
昭
和
六
年
再
写
﹈・
天
満
神
社
所
蔵
『
五
島
四

十
八
番
舞
神
楽
本
』〔
寛
政
三
年
（
一七
九
一）
写
、
明
治
二

十
年
（
一八
八
九
）
再
写
〕
を
も
と
に
編
纂

巖
立
神
社
所
蔵
『
巖
立
神
社
祭
典
仕
様
書
』﹇
年
代
不
明
﹈、

『
巖
立
神
社
舞
由
来
記
』﹇
昭
和
四
年
写
﹈、『
巖
立
神
社
舞

番
附
』（
年
代
不
明
）
を
も
と
に
編
纂

平
成
二
十
年
六
月
二
十
八
日
公
演
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

出
演
は

「
有
川
神
楽
」「
玉
之
浦
神
楽
」「
上
五
島
神
楽
」 

各
演
目

の
説
明
や
「
立
言
」
な
ど
収
載

神
楽
本

筆
書
き

和
綴
じ

神
楽
本

筆
書
き

和
綴
じ

『
演
劇
研
究
』
第
十
二
号
所
載

『
演
劇
研
究
』
第
十
二
号
所
載

『
五
島
神
楽
の
研
究
』（
平
成
十
四
年
発
行
）
を

再
編
集
し
た
も
の

神
楽
本

和
綴
じ

五
島
神
楽
全
般

詳
細
調
査
「
巖
立
神
楽
」（
80
〜
82
頁
）「
上
五
島
神
楽
」

（
84
〜
85
頁
）、
悉
皆
調
査
「
宇
久
神
楽
」（
２
０
９
頁
）「
大

宝
の
砂
打
ち
」＊
玉
之
浦
神
楽
奉
納
（
２
２
２
頁
）「
玉
之
浦

白
鳥
神
社
神
楽
」（
２
２
３
頁
）「
岐
宿
巖
立
神
楽
」（
２
２

６
頁
）「
上
五
島
神
楽
」（
２
３
３
頁
）

福
江
五
島
神
楽
保
存
協
会

森
彪
：
福
江
五
島
神
楽
保
存
協
会
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五
島
神
楽 

調
査
報
告
書
作
成
委
員
会 

調
査
報
告
書
作
成
委
員
会

※
職
名
は
平
成
二
十
二
年
度
当
時

委
員
長

星

野

紘

独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
東
京
文
化
財
研
究
所
名
誉
研
究
員

委
員久

保
田

裕

道

國
學
院
大
學
兼
任
講
師

吉

村

政

德

新
上
五
島
町
政
彦
神
社
宮
司

城

井

智

子
（
社
）
全
日
本
郷
土
芸
能
協
会
専
務
理
事

笹

生

昭
（
社
）
全
日
本
郷
土
芸
能
協
会
常
務
理
事

森

下

春

夫
（
社
）
全
日
本
郷
土
芸
能
協
会
常
務
理
事

事
務
局

小

岩

秀
太
郎
（
社
）
全
日
本
郷
土
芸
能
協
会
職
員

調
査
報
告
書
作
成
委
員
会
開
催
日
（
会
場  （
社
）
全
日
本
郷
土
芸
能
協
会
事
務
所
）

第
一
回

平
成
二
十
二
年

五
月
二
十
八
日
（
金
）

第
二
回

平
成
二
十
二
年

八
月

十
九
日
（
木
）

第
三
回

平
成
二
十
二
年

十
月

四
日
（
月
）

第
四
回

平
成
二
十
二
年

十
二
月

六
日
（
月
）

第
五
回

平
成
二
十
三
年

一
月
三
十
一
日
（
月
）

執
筆
者
（
敬
称
略
）
※
職
名
は
平
成
二
十
二
年
度
当
時

第
一
章

渡

辺

伸

夫

昭
和
女
子
大
学
教
授

第
二
章

久
保
田

裕

道

第
二
章

星

野

紘

第
二
章
、
第
三
章

吉

村

政

德

現
地
調
査
実
施
日
・
調
査
班

第
一
班調

査
員

星

野

紘

記
録
員

小

岩

秀
太
郎

玉
之
浦
神
楽
〔
白
鳥
神
社
〕〈
長
崎
県
五
島
市
玉
之
浦
町
〉

平
成
二
十
二
年
九
月
十
八
日
（
土
）、
十
九
日
（
日
）、
二
十
日
（
祝
）

岐
宿
神
楽
〔
巖
立
神
社
〕〈
長
崎
県
五
島
市
岐
宿
町
〉

平
成
二
十
二
年
九
月
十
九
日
（
日
）、
二
十
日
（
祝
）

第
二
班調

査
員

久
保
田

裕

道

記
録
員

森

下

春

夫

富
江
神
楽
〔
富
江
神
社
〕〈
長
崎
県
五
島
市
富
江
町
〉

平
成
二
十
二
年
十
月
十
四
日
（
木
）、十
五
日
（
金
）、十
六
日
（
土
）、十
七
日
（
日
）

第
三
班調

査
員

吉

村

政

德

記
録
員

中

村

大

地
（
五
島
市
教
育
委
員
会
）

福
江
五
島
神
楽
〔
樫
ノ
浦  

天
満
神
社
〕〈
長
崎
県
五
島
市
平
蔵
町
〉

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
一
日
（
木
）
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第
四
班調

査
員

久
保
田

裕

道

記
録
員

小

岩

秀
太
郎

上
五
島
神
楽
〔
政
彦
神
社
〕〈
長
崎
県
南
松
浦
郡
新
上
五
島
町
奈
摩
郷
〉

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
七
日
（
水
）、
二
十
八
日
（
木
）

上
五
島
神
楽
〔
客
人
神
社
〕〈
長
崎
県
南
松
浦
郡
新
上
五
島
町
網
上
郷
〉

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
八
日
（
木
）、
二
十
九
日
（
金
）

有
川
神
楽
〔
志
自
岐
羽
黒
神
社
〕〈
長
崎
県
南
松
浦
郡
新
上
五
島
町
太
田
郷
〉

平
成
二
十
二
年
十
月
三
十
一
日
（
日
）、
十
一
月
一
日
（
月
）

上
五
島
神
楽
〔
青
方
神
社
〕〈
長
崎
県
南
松
浦
郡
新
上
五
島
町
青
方
郷
〉

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
日
（
火
）、
十
一
月
三
日
（
祝
）

聞
き
取
り
調
査

調
査
員

吉

村

政

德

宇
久
の
神
楽
〔
神
島
神
社
〕〈
長
崎
県
佐
世
保
市
宇
久
町
平
〉

宇
久
の
神
楽
〔
宇
久
島
神
社
〕〈
長
崎
県
佐
世
保
市
宇
久
町
神
浦
〉

平
成
二
十
二
年
十
二
月
五
日
（
日
）

 

協
力
者
・
協
力
機
関
等
（
敬
称
略
、
順
不
同
）

※
肩
書
職
名
は
平
成
二
十
二
年
度
当
時

協
力
機
関
等

長
崎
県
教
育
庁

五
島
市
教
育
委
員
会

佐
世
保
市
教
育
委
員
会

宇
久
地
区
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

新
上
五
島
町
教
育
委
員
会

協
力
者

福
江
五
島
神
楽

平

田

一

實
（
八
幡
神
社
宮
司
）

月

川

敬

身
（
五
社
神
社
宮
司
）

森

彪  

（
天
満
神
社
宮
司
）

片

山

貴

史
（
住
吉
神
社
宮
司
）

福
江
五
島
神
楽
保
存
協
会

岐
宿
神
楽

阿
比
留

正
（
巖
立
神
社
宮
司
）

五
島
岐
宿
神
楽
保
存
会

玉
之
浦
神
楽

宗

邦

治
（
白
鳥
神
社
宮
司
）

白
鳥
神
社
神
楽
保
存
会

富
江
神
楽

月

川

八

榮
（
富
江
神
社
宮
司
）

富
江
神
楽
保
存
会

七
嶽
神
社
神
楽

月

川

貞

教
（
七
嶽
神
社
宮
司
）

有
川
神
楽

江

口

一
二
三
（
有
川
神
社
宮
司
）

有
川
神
楽
保
存
会
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上
五
島
神
楽

宮

田

恒

雄
（
榎
津
神
社
宮
司
）

宮

田

紀

久
（
祖
父
君
神
社
宮
司
）

吉

村

政

德
（
政
彦
神
社
宮
司
）

前

田

哲

嘉
（
青
方
神
社
宮
司
）

神

﨑

信

智
（
小
串
神
社
宮
司
）

上
五
島
神
楽
保
存
会

神
島
神
社
神
楽

平

田

邦

彦
（
神
島
神
社
宮
司
）

宇
久
島
神
社
神
楽

月

川

徹
（
宇
久
島
神
社
宮
司
）

悉
皆
調
査

月

川

司
（
奈
留
神
社
宮
司
）

近

藤

忠

博
（
若
松
神
社
権
禰
宜
）

松

原

剛
（
元
日
本
大
学
芸
術
学
部
教
授

新
上
五
島
町
出
身
）

永

冶

克

行
（
株
式
会
社
五
島
新
報
新
聞
社
）

本
調
査
に
あ
た
り
、
各
神
楽
団
体
、
各
神
社
氏
子
の
方
々
並
び
に
各
地
区
の
方
々
に
は

多
大
な
る
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

【
本
書
添
付
】

平
成
二
十
二
年
度
現
地
調
査
を
実
施
し
た
神
楽
の
芸
態
に
関
す
る
映
像
記
録
（
D
V
D
）

平
成
二
十
二
年
度
文
化
庁

変
容
の
危
機
に
あ
る
無
形
の
民
俗
文
化
財
の
記
録
作
成
の
推
進
事
業

五
島
神
楽
調
査
報
告
書

芸
態
記
録
D
V
D
目
録

1.	 

岐
宿
神
楽
〔
巖
立
神
社
〕〈
長
崎
県
五
島
市
岐
宿
町
〉

『
伊
智
舞
』

2
分
17
秒

2. 

上
五
島
神
楽
〔
青
方
神
社
〕〈
長
崎
県
南
松
浦
郡
新
上
五
島
町
青
方
郷
〉

『
座
祓
』

4
分
49
秒

3. 

富
江
神
楽
〔
富
江
神
社
〕〈
長
崎
県
五
島
市
富
江
町
〉

『
左
男
舞
』

3
分
09
秒

4. 

福
江
五
島
神
楽
〔
樫
ノ
浦 

天
満
神
社
〕〈
長
崎
県
五
島
市
平
蔵
町
〉

『
剣
舞
（
二
剣
）』
16
分
23
秒

5. 

玉
之
浦
神
楽
〔
白
鳥
神
社
〕〈
長
崎
県
五
島
市
玉
之
浦
町
〉

『
入
鹿
高
松
』

5
分
31
秒

6. 

上
五
島
神
楽
〔
政
彦
神
社
〕〈
長
崎
県
南
松
浦
郡
新
上
五
島
町
奈
摩
郷
〉

『
将
軍
舞
』

6
分
28
秒

7. 

有
川
神
楽
〔
志
自
岐
羽
黒
神
社
〕〈
長
崎
県
南
松
浦
郡
新
上
五
島
町
太
田
郷
〉

『
獅
子
舞
』

 

12
分
39
秒

発
行
：
文
化
庁
文
化
財
部
伝
統
文
化
課

制
作
：
社
団
法
人
全
日
本
郷
土
芸
能
協
会



平
成
二
十
二
年
度

文
化
庁
「
変
容
の
危
機
に
あ
る
無
形
の
民
俗
文
化
財
の
記
録
作
成
の
推
進
事
業
」

五
島
神
楽 

調
査
報
告
書

発
行
日

平
成
二
十
三
年
二
月
十
五
日

発

行	

文
化
庁
文
化
財
部
伝
統
文
化
課

〒
一
〇
〇
‐
八
九
五
九

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
三
‐
二
‐
二

制

作

社
団
法
人
全
日
本
郷
土
芸
能
協
会

	

〒
一
〇
七
‐
〇
〇
五
二

東
京
都
港
区
赤
坂
六
‐
七
‐
十
四
‐
一
〇
二

印

刷	

江
戸
ク
リ
エ
ー
ト
株
式
会
社




